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１章 基準適合性 
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１．規則適合性 

 

 

 

 



 

 



 

重大事故は，再処理規則第 1 条の３において，設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する事故であって，次に掲げるものとされている。 

 

一 セル内において発生する臨界事故 

二 使用済燃料から分離されたものであつて液体状のもの又は液体状の放射

性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固 

三 放射性分解によって発生する水素が再処理施設内部に滞留することを防

止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発（前

号に掲げるものを除く。） 

五 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 セル内又は建屋内における放射性物質の漏えい（前各号に掲げる事故に

係るものを除く。） 

  

  これらに対して，「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則」（以下「事業指定基準規則」という。）第二十八条では，以

下の要求がされている。 

 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十八条 再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，重大事故の発生を防止するために必要な措置を

講じたものでなければならない。 

２ 再処理施設は，重大事故が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならな
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い。 

３ 再処理施設は，重大事故が発生した場合において，工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じ

たものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項に規定する「必要な措置」とは，以下に掲げる

措置をいう。 

一 それぞれの重大事故について，発生を防止するための設備，拡

大を防止するための設備が有効に機能するかを確認（有効性評

価）すること。確認に当たっては，重大事故が単独で，同時に又

は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただし，類似

の事象が２つ以上ある場合には，最も厳しい事象で代表させるこ

とができるものとする。 

二 上記一の評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条件をいう。 

① 確認に当たっての条件 

確認に当たっては，作業環境（線量，アクセス性等を含

む。），電力量，冷却材量，資機材，作業員，作業体制等を適

切に考慮すること。 

② 事故発生の条件 

重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては，以下に掲げる共通要因故障を考慮すること。

関連性が認められない偶発的な同時発生の可能性を想定する必

要はない。 

a) 長時間の全交流動力電源喪失等によって想定される，冷却設
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備や水素掃気設備等の安全機能の喪失の同時発生の可能性 

b) 同一のセル内にある等，同じ防護区画内（発生する事故が，

他の設備・機能に影響を及ぼし得る範囲）にある系統及び機

器については，事故の発生防止対策の機能喪失の同時発生の

可能性 

③ 事象進展の条件 

a) 放射性物質の放出量は，重大事故に至るおそれがある事故の

発生以降，事態が収束するまでの総放出量とする。 

b) セル内（セル内に設置されていない系統及び機器にあっては

建物内）に漏えいする有機溶媒その他の可燃性の液体の量，

放射性物質の量等は，最大取扱量を基に設定する。 

c) 臨界の発生が想定される場合には，取り扱う核燃料物質の組

成（富化度）及び量，減速材の量，臨界継続の可能性，最新

の知見等を考慮し，適切な臨界の規模（核分裂数）が設定さ

れていることを確認する。また，放射性物質及び放射線の放

出量についても，臨界の規模に応じて適切に設定されている

ことを確認する。 

三 有効性評価の判断基準は，以下に掲げるものとする。 

重大事故について，発生を防止するための設備，拡大を防止す

るための設備が有効に機能することの確認については，作業環境

（線量，アクセス性等を含む。），電力量，冷却材量，資機材，

作業員，作業体制等が適切に考慮されていることを確認した上で，

以下に掲げることを達成するための対策に有効性があることを確

認すること。 

① 臨界事故 
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a) 発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，速や

かに未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

② 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，放射

性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和できるこ

と。 

③ 放射線分解により発生する水素による爆発 

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 水素爆発を防止するための手段が機能しなかったとしても，

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

④ 有機溶媒等による火災又は爆発 

a) 火災及び爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 火災又は爆発の発生を防止するための手段が機能しなかった

としても，火災又は爆発を収束できること。 

⑤ 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備 

使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれがあ

る事故の発生を想定し，それが放射性物質又は放射線の敷地外

への著しい放出に至ることを防止するための適切な措置を講じ

なければならない。 

a) 「使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれが

ある事故」とは，使用済燃料貯蔵槽内に貯蔵されている燃料

の損傷に至る可能性のある以下に掲げる事故をいう。 

イ 想定事故１： 

非常用の補給水系（設計基準で要求）が故障して補給水の
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供給に失敗することにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，

蒸発により水位が低下する事故。 

ロ 想定事故２： 

サイフォン効果等により貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発

生し，貯蔵槽の水位が低下する事故。 

b) 上記⑤の「放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

至ることを防止するための適切な措置を講じなければならな

い」とは，上記 a) の想定事故１及び想定事故２に対して，

以下に掲げる評価項目を満足することを確認することをいう。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 

⑥ 放射性物質の漏えい 

a) 重大事故の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，重大

事故の拡大を防止できること。 

２ 第３項に規定する「異常な水準の放出を防止する」とは，上記三

①から④及び⑥において，放射性物質の放出量がセシウム１３７換

算で１００テラベクレルを十分下回るものであって，かつ，実行可

能な限り低いことをいう。 

３ 上記２の「セシウム１３７換算」については，例えば，放射性物

質が地表に沈着し，そこからのガンマ線による外部被ばく及び再浮

遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効線量を用いて

換算することが考えられる。 
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適合のための設計方針 

再処理規則第 1 条の３に定められる重大事故に対しては，対策を検討し，

必要な設備，手順書，体制を整備し，それらの有効性を評価する。したがっ

て，重大事故の想定箇所の特定として，重大事故の起因となる安全機能の喪

失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の発生規模，

並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にすることが必要である。 

重大事故の想定箇所の特定に当たっては，設計上定める条件より厳しい条

件である以下の外的事象及び内的事象を要因とした場合の，機能喪失の範囲

を整理する。 

ａ．外的事象 

① 地  震 ：常設の動的機器と交流動力電源の機能は復旧に時間を要

することが想定されることから全て喪失する。常設の静

的機器の機能は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計としたもの以外は機能喪失す

る。 

② 火山の影響：交流動力電源，屋外の動的機器の機能及び屋内の外気を

吸い込む動的機器の機能は降下火砕物によるフィルタ目

詰まり等により全て機能喪失する。 

ｂ．内的事象 

③ 腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管の全周破断と漏え

いした液体の放射性物質の回収設備の単一故障が同時発生する。 

④ 動的機器が多重故障（多重の誤作動，多重の誤操作を含む）により機

能喪失する。 

⑤ 長時間の全交流動力電源の喪失が発生する。 
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上記の設計上定める条件より厳しい条件により，重大事故の想定箇所を特

定するとともに，それぞれの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

 

有効性評価 

特定された重大事故の想定箇所に対し，重大事故の発生防止対策及び重大

事故の拡大防止対策が有効であることを示すため，評価項目を設定した上で，

評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じる環境

条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等対策の有効性を確認するために設定する評価項目は，重

大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性物質の放出に

寄与する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移とし，重大事故等対

策が講じられた際に大気中へ放出される放射性物質の放出量がセシウム１３

７換算で１００テラベクレルを十分下回るものであって，かつ，実行可能な

限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移は，以下に掲げる

ことを達成するために必要なパラメータとする。 

 

(1) 臨界事故 

a) 発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

 

(2) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，放射性物
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質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できること。 

 

(3) 放射線分解により発生する水素による爆発 

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 水素爆発を防止するための手段が機能しなかったとしても，水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

 

(4) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災は重大事故の事象として選定されないことか

ら，TBP 等の錯体の急激な分解反応について，以下に掲げることを達

成するための対策の有効性を確認する。 

a) 爆発の発生を防止するための手段が機能しなかったとしても，爆

発を収束できること。 

 

(5) 燃料貯蔵プール等の冷却のための設備 

想定事故１（非常用の補給水系が故障して補給水の供給に失敗する

ことにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下す

る事故）及び想定事故２（サイフォン効果等により燃料貯蔵プール等

内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯蔵プール等の水位が低下する

事故）に関して，以下の評価項目を満足することを確認する。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 
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「安全審査 整理資料 第２８条：重大事故等の拡大防止等」では，

「３．設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所

の特定」において，重大事故の想定箇所の特定，重大事故の同時発生の

範囲の特定及びその発生条件を整理し，これらの整理された結果に対す

る重大事故等対策の有効性評価を５章から 14 章において実施する。 

５章から 11 章では，３章で特定された個別の重大事故ごとに，重大

事故等対策の有効性評価を実施する。また，有効性評価によって明らか

にした事故影響の情報を基に，重大事故等が連鎖して発生する可能性に

ついての分析も実施する。 

13 章では，６章から 11 章の有効性評価の結果を基に，３章において

特定された重大事故の同時発生の範囲に対して，重大事故が同時発生し

た場合の特徴を考慮した重大事故等対策の有効性評価を実施するととも

に，６章から 11 章で明らかにした連鎖の分析結果を基に，有効性評価

における連鎖の考慮の要否を整理する。 

14 章では，５章から 13 章までの有効性評価において明らかにした必

要な要員及び資源を基に，重大事故等対策に付帯するその他の作業に必

要な要員及び資源を考慮に加えた上で，外部からの支援を考慮せずとも，

７日間対処を継続できることを評価する。 

上記の３章，６章から８章，10 章，11 章，13 章及び 14 章のそれぞれ

の要旨を，「２．重大事故等への拡大防止等（要旨）」に整理する。 
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 2.1 設計上定める条件より厳しい条件の設定 

及び重大事故の想定箇所の特定（要旨） 

 

 

  



 

 

 



設計上定める条件より厳しい条件の設定及び 

重大事故の想定箇所の特定（要旨） 

 

重大事故の想定箇所の特定に当たり、安全機能を有する施設の設計にお

いて想定した設計条件より厳しい条件である外的事象及び内的事象を要

因とした場合の、機能喪失の範囲を整理し、重大事故とその想定箇所の検

討を行った。 

 

その際に設計基準を超える厳しい条件として、外的事象（自然現象と故

意によるものを除く人為事象）と内的事象及びそれらの重ねあわせを考慮

した。 

 

外的事象の考慮として、外的事象については安全機能を有する施設の設

計において想定した地震、火山等の 55 の自然現象と、航空機落下、有毒

ガス等の 24 の人為事象に対して 

・ 発生頻度が極めて低い事象 

・ 重大事故をひきおこす規模の事象が想定されない事象 

・ 再処理施設周辺では起こりえない事象 

・ 設計基準を超える厳しい条件を施設に与えても重大事故の誘因と

ならないことが明らかな事象 

を除いた上で、設計基準を超える厳しい条件を施設に与えた場合に重大事

故等の誘引となるおそれのある事象として、地震、火山（降下火砕物によ

る荷重、フィルタの目詰まり）、森林火災、草原火災、干ばつ、積雪、湖

若しくは川の水位降下が残り、当該事象によって機能喪失するおそれのあ

る安全上重要な施設を抽出して、重大事故が起こるかの可否を検討した。 
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その結果として、地震、火山（降下火砕物）について、設計基準を超え

る厳しい条件により重大事故が発生する。それ以外の事象については、そ

れぞれ、消火活動を行うこと、堆積した雪や火山灰を除去すること、及び

工程を停止した上で、必要に応じて外部からの給水を行うことにより、重

大事故に至る前までに対処が可能であり、安全上重要な施設の機能喪失に

至ることを防止でき、大気中への放射性物質の放出に至ることはない。 

 

地震、火山の影響で考慮した条件は、 

地震：常設の動的機器と交流動力電源の機能は復旧に時間を要すること

が想定されることから全て機能喪失する。常設の静的機器の機能

は、基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としたもの以外は機能喪失する。 

火山：交流動力電源、屋外の動的機器の機能及び屋内の外気を吸い込む

動的機器の機能は降下火砕物によるフィルタ目詰まり等により

全て機能喪失する。 

上記の前提により、安全上重要な施設の機能喪失に至り重大事故が発生

する。 

 

内的事象は、設計基準事故の想定において考慮した 

・放射性物質を内包する液体の移送配管の貫通き裂と漏えいした液体

の放射性物質の回収設備の単一故障の同時発生 

・短時間の全交流動力電源の喪失 

・動的機器の単一故障 

に対してそれぞれの条件を超える条件として、 
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・腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）を内包する液体の移送配管の全

周破断と漏えいした液体の放射性物質の回収設備の単一故障の同時

発生 

・長時間の全交流動力電源の喪失 

・動的機器の多重故障（多重の誤作動、多重の誤操作を含む） 

 

配管の全周破断は、空気及び気送による粉末、定期的なサンプリングに

より水質を管理している冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保

守点検で維持できることから対象としない。配管が損傷した場合には早期

に検知できて工程停止等の措置を行うことができるので、複数の配管の損

傷は考慮しない。 

動的機器の多重故障の想定は、異なる安全機能における動的機器の故障

（関連性の認められない偶発的な故障）は考慮しない。 

 

異なる機能喪失の重ね合わせについては、 

・内的事象については事象発生時に速やかに対処を行うことと、関連性

の認められない偶発的な事象となるので、重ね合わせを考慮する必要

はない。 

・外的事象については、それぞれの事象の発生頻度が極めて低いことか

ら重ね合わせはしない。 

・内的事象と外的事象の重ね合わせについては、発生頻度が極めて低い

こと、関連性が認められないことから重ね合わせはしない。 

 

重大事故の想定箇所の特定 

上記のような設計上定める条件より厳しい条件である外的事象及び内
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的事象を要因とした場合の機能喪失の範囲を整理することで、発生のおそ

れがある重大事故と想定箇所が特定される。 

その整理の中で、設計基準の設備により事象を収束させる他、安全機能

の喪失の事象の進展が極めて遅い、事象進展において一般公衆への影響が

平常時と同程度のものについては、安全機能の喪失に対して復旧等の措置

で対応する。 

 

＜結果＞ 

１．臨界事故 

○外的事象発生時 

外的事象の発生時には工程を停止すること、基準地震動を超える地震

を考慮しても形状・寸法等を維持できる設計とすること、それ以外の設

計の機器については内包する核燃料物質の濃度が平常時未臨界濃度以

下であることから、プロセス量に変動は起こらず、核的制限値を超える

こともないため、事故は発生しない。 

 

○内的事象発生時 

・配管破断＋回収設備の単一故障 

核燃料物質の漏えいは生じるが、漏えいする溶液が未臨界濃度であれ

ば臨界の発生は想定されない。漏えいする溶液が未臨界濃度を超える場

合は、漏えい液受皿の核的制限値の保持機能は維持される。 

 

・長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止することで、プロセス量に変動は起こらず、核的制限値を

超えることもないため、臨界に至らない。 
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・動的機器の多重故障 

工程を停止することで、プロセス量に変動は起こらず、核的制限値を

超えることもない。多重誤操作においては、臨界に至る条件が成立しな

いので臨界に至らない。 

 

臨界の場合は、上記の条件下では発生が想定はされない。しかし、臨界

発生時には直ちに対策を講じる必要があることに加え、臨界事故は核分裂

の連鎖反応によって放射性物質が新たに生成するといった特徴を有して

いる。それらを踏まえて、さらに異常検知機能、誤操作等の条件を厳しく

想定し、溶解槽等の 8 つの貯槽等において重大事故（臨界事故）の発生を

想定した。 

 

２．蒸発乾固 

○外的事象発生時 

冷却水ポンプ、冷却塔等の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失

による間接的な機能喪失により、冷却機能が喪失する。その結果、53

の貯槽で蒸発乾固の発生が想定される。 

 

○内的事象発生時 

冷却水ポンプ、冷却塔等の多重故障、長時間の全交流動力電源の喪失

による間接的な機能喪失によって 53 の貯槽で蒸発乾固の発生が想定さ

れる。 

 

・移送配管破断と回収機能の単一故障との同時発生 

冷却対象の機器からの漏えいは発生するが、漏えい液の回収系統が多
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重化されていることから事故に至らない。 

 

この重大事故は、全交流動力電源喪失や外部ループを構成する機器が機

能喪失した場合は 53 のすべての貯槽等で同時に重大事故の発生が想定さ

れる。また、内部ループの冷却水ポンプ等が機能喪失した場合は、その内

部ループに接続されている貯槽等で同時に重大事故の発生が想定され、機

器グループ（対策が同じ重大事故の発生を想定する機器のグループ）の単

位で、５建屋１３グループで発生する。 

 

３．水素爆発 

○外的事象発生時 

空気圧縮機の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪

失により、掃気機能が喪失する。その結果、51 の貯槽で水素爆発の発生

が想定される。 

 

○内的事象発生時 

空気圧縮機、又はこれを冷却する安全冷却水系外部ループのポンプ、

冷却塔の多重故障、長時間の全交流動力電源の喪失よる間接的な機能喪

失によって 51 の貯槽で水素爆発の発生が想定される。 

 

・移送配管破断と回収機能の単一故障との同時発生 

水素掃気対象機器からの漏えいは発生するが、セルの排気機能が維持

されていることから事故に至らない。 

 

この重大事故は、全交流動力電源喪失や、空気圧縮機、外部ループを構
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成する機器が機能喪失した場合は 51 のすべての貯槽等で同時に重大事故

の発生が想定される。 

 

４．有機溶媒等による火災または爆発 

○外的事象発生時 

有機溶媒等による火災または爆発（放射線分解により発生する水素に

よる爆発を除く）については、外的事象（地震及び火山の影響）におい

て工程が停止、または動的機器が機能喪失することで、温度上昇が抑制

され有機溶媒等の引火点、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度

に至ることはない、または水素濃度が可燃限界濃度に至ることはないた

め、事故に至らない。 

 

○内的事象発生時 

・移送配管破断と回収機能の単一故障との同時発生 

有機溶媒等の漏えいが生じるが、放熱を考慮すれば崩壊熱による温度

上昇が抑制され、有機溶媒の引火点に至ることはなく、事故に至らない。 

 

・長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止し、動的機器が機能喪失することで温度上昇は抑制され、

有機溶媒等の引火点及びＴＢＰ錯体の急激な分解反応の開始温度に至

ることはない、または水素濃度が可燃限界濃度に至ることはないため、

事故に至らない。 

 

・動的機器の多重故障 

長時間の全交流動力電源の喪失時と同様に事故に至らない。 
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有機溶媒等による火災または爆発（放射線分解により発生する水素によ

る爆発を除く）については、合理的な範囲での多重の誤操作において、火

災または爆発のプロセス量を逸脱するものの、火災または爆発に至る温度

条件、水素濃度条件が成立しないことから、事故に至らない。 

このため、設定した設計上定める条件より厳しい条件の下では有機溶媒

等による火災または爆発は想定されないが、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応は過去に他の施設において発生していることを踏まえ、さらに異常検

知機能、誤操作等の条件を厳しく想定し、プルトニウム濃縮缶において重

大事故の発生を想定した。 

 

５．使用済燃料の損傷 

５．１想定事故１（非常用の補給水系が故障して、補給水の供給に失敗す

ることにより、使用済燃料プール等の水の温度が上昇し、蒸発によ

り水位が低下する事故） 

○外的事象発生時 

外的事象（火山の影響）において、冷却塔の直接機能喪失並びに電源喪

失によるプール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等の動的

機器の間接的な機能喪失により発生する。なお、外的事象（地震）におい

ても、プール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等の動的機

器の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失が発生する

が、同時に「プール水の保持機能」も喪失すること及び燃料貯蔵プールの

水面の揺動を踏まえ、想定事故２として発生を想定する。 
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○内的事象発生時 

プール水冷却系、安全冷却水系、補給水設備のポンプ等の多重故障、長

時間の全交流動力電源の喪失による間接的な機能喪失よって事故の発生

が想定される。 

 

・移送配管破断と回収機能の単一故障との同時発生 

冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないことから、事故

に至らない。 

 

５．２ 想定事故 2（サイフォン効果等による燃料貯蔵プール等内の水の

小規模な喪失が発生し、燃料貯蔵プール等の水位が低下する事故） 

○外的事象発生時 

外的事象（地震）において、プール水冷却系の配管破断で発生するサ

イフォン効果及びプール水のスロッシングにより、想定事故２が発生す

る。 

 

○内的事象発生時 

プール水冷却系、安全冷却水系、補給水設備のポンプ等の多重故障、

長時間の全交流動力電源の喪失による間接的な機能喪失では事故に至

らない。また、冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないこ

とから、事故に至らない。 

 

６．その他漏えい 

その他漏えいによる重大事故については、放射性物質の保持機能の機能

喪失により発生する。液体又は固体放射性物質の保持機能の機能喪失は、
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基準地震動を超える地震動を考慮しても機能を維持できる設計とする、工

程停止により漏えいを収束させることから、事故に至らない。火山の影響、

機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源喪失においては、機能喪失は

考えられないことから事故に至らない。 

 

また、内的事象において、放射性物質を内包する液体の移送配管の全周

破断と液体の放射性物質の回収設備の単一故障の同時発生では、液体放射

性物質の保持機能の機能喪失により漏えいが発生するが、液体の放射性物

質の回収設備は多重化されており、安全が確保される貯槽等に回収できる

ことから事象収束でき、事故に至らない。その他の内的事象においては、

機能喪失は考えられないことから事故に至らない。 

 

放射性物質の閉じ込め機能（放出経路維持機能、放射性物質の捕集及び

浄化機能並びに排気機能）の機能喪失は、外的事象（地震及び火山の影響）

を想定した場合、排風機、廃ガス洗浄器へ水を供給するポンプ等の動的機

器の直接的な機能喪失、電源喪失による間接的な機能喪失により閉じ込め

機能が喪失するが、排気対象（貯槽等の機器、セル）で蒸発乾固等の事故

が同時に発生していなければ、工程停止により放射性物質の気相への移行

量が減少し、放射性物質の放出が抑制されることから事故に至らない。 

内的事象として、長期間の全交流動力電源が喪失した場合も、排気対象

（貯槽等の機器、セル）で蒸発乾固等の事故が同時に発生していなければ、

外的事象と同様に工程が停止することから事故に至らない。また、動的機

器の多重故障の場合は、当該系統の異常を検知し、工程を停止した上で建

屋換気設備（セルからの排気系、汚染のおそれのある区域からの排気系）

により代替排気を行うため、事故に至らない。 
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・重大事故の同時発生 

重大事故が同時に発生する場合は、同種の重大事故が同時に発生する場

合と、異種の重大事故が同時に発生する場合及びそれらの重畳が考えられ

る。 

同種の重大事故が同時に発生する場合は、個別の重大事故の事象選定に

てその同時発生の対象を説明している。 

異種の重大事故が同時に発生する場合については、機能喪失の誘引となる

事象（地震等）と各重大事故との関係を踏まえて、外的事象を起因とした

場合は、冷却機能の喪失による蒸発乾固と放射線分解により発生する水素

爆発と使用済燃料の損傷の 3 つの重大事故が同時に発生することを想定

している。内的事象として、長時間の全交流動力電源の喪失と多重故障を

起因とした場合は、冷却機能の喪失による蒸発乾固と放射線分解により発

生する水素爆発の２つの重大事故が同時に発生することを想定している。 

 

以 上  
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 2.2 臨界事故への対処（要旨） 

 

 

  



 

 

 



1. 事故の特徴

核燃料物質を内包する設備においては，技術的に見て想定されるいかな

る場合でも臨界を防止するため，形状，寸法，溶液中の核燃料物質濃度等

の適切な核的制限値をもって核的制限値を超えないよう管理することで未

臨界を維持するよう設計している。 

 核的制限値に係る管理が機能せず，核燃料物質が含まれる溶液において

臨界事故が発生した場合，臨界に達した直後に短時間の出力上昇を何回か

繰り返しながら核分裂反応が継続する。 

 その過程において核分裂反応により核分裂生成物が生成され，希ガス，

よう素等の気体状の放射性物質が気相に移行する。また，核分裂反応のエ

ネルギ放出による溶液の急激な温度上昇，及び溶液の放射線分解による水

素発生で気泡が生じるため，気泡が液面に到達して飛沫の発生によりエア

ロゾル状の放射性物質が気相に移行する。

さらに，放射線分解により発生する水素（以下，「放射線分解水素」と

いう。）は，臨界継続中は通常より多量であり，溶液を取り扱う貯槽等内

の水素濃度が高くなると水素爆発が発生するおそれがある。水素爆発が発

生すると，水素爆発での圧力変動による飛沫が発生することにより放射性

エアロゾルが気相に移行するため，臨界継続中に水素爆発が同時に発生す

ると臨界事故が単独で発生したときよりも気相に移行する放射性物質量が

増加する。 

臨界事故は，２建屋で６機器２貯槽で発生する。 
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2. 事故の特徴を踏まえた対策と考え方

臨界事故が発生した場合，拡大防止対策として速やかに未臨界に移行し，

それを維持するため可溶性中性子吸収材を臨界事故の発生した貯槽等に自

動で供給する。また，臨界事故が発生した貯槽等への更なる核燃料物質の

供給を防止するため，固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

 さらに，臨界事故に伴い発生するおそれのある水素爆発を防止し気相に

移行する放射性物質の量を抑制するため，水素掃気を実施し貯槽等内の水

素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止する。 

 また，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するため，

臨界事故発生後，速やかに，臨界事故が発生した貯槽等が接続されるせん

断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下，「廃ガス処理設備」という。）の

流路を遮断するとともに気相中に移行した放射性物質を貯留設備の貯留タ

ンクに導き放射性物質を貯留タンクへ閉じ込める。

また，貯留タンクが所定の圧力に達した場合，排気経路を廃ガス処理設

備に切り替え，廃ガス処理設備から主排気筒を介して放出する。 
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3. 具体的対策

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽から自動で貯槽等に可溶性中性子吸収材を

重力流で供給する。 

 臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，中央制

御室における緊急停止機能操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃

料物質の移送を停止する。 

 また，安全圧縮空気系の水素掃気用の圧縮空気及び一般圧縮空気系の計

測制御用の圧縮空気による水素掃気に加え，一般圧縮空気系の空気取出口

と貯槽等に接続する配管（溶解設備，精製建屋一時貯留処理設備又は計測

制御設備の配管）を可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系か

ら空気を貯槽等に供給し水素掃気を実施する。 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，貯留タ

ンクに放射性物質を導出するため，貯留設備の隔離弁を自動開放するとと

もに貯留設備の空気圧縮機を自動で起動し貯留タンクに放射性物質を導く。

同時に，廃ガス処理設備の流路を遮断するため，隔離弁を閉止する。精製

建屋にあっては隔離弁の閉止に加え，排風機を自動で停止する。 

 上記の導出操作は，貯留タンクの圧力が所定の圧力（0.7ＭＰａ）に達

するまで継続し，所定の圧力に達した場合には，排気経路を廃ガス処理設

備に切り替える。 

 この操作は中央制御室からの操作で，廃ガス処理設備の隔離弁を開放す

るとともに廃ガス処理設備の排風機を起動する。この際，貯留タンクには

逆止弁が設けられているため，貯留タンクから廃ガス処理設備への放射性

物質の逆流はない。その後，中央制御室からの操作で貯留設備の隔離弁を

閉止する。 
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 これらの操作により，排気を廃ガス処理設備から主排気筒を介して放出

する。 

このため，臨界検知用放射線検出器，緊急停止系，緊急停止操作スイッ

チ，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，空気圧縮機，貯留タンク，配

管，可搬型ホース，弁，圧力計，流量計，放射線モニタ，サーベイメータ

等を重大事故等対処設備として新たに整備する。また，廃ガス処理設備，

安全圧縮空気系，一般圧縮空気系，監視制御盤，安全系監視制御盤，排気

筒モニタ，電気設備，溶解設備，精製建屋一時貯留処理設備，建屋換気設

備，主排気筒，一般冷却水系，低レベル廃液処理設備を常設重大事故等対

処設備に位置づける。 
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4. 有効性評価

4.1 代表事例 

 臨界事故の発生を想定する貯槽等に対し，有効性評価の各項目において

最も厳しい結果を与える貯槽等を代表として選定する。 

4.2 代表事例の選定理由 

 未臨界に移行すること及び未臨界が維持されることの確認においては，

未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材の量を最も多く要する

機器である前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽を代表とする。 

 水素濃度の確認においては，水素濃度が最も高くなる機器である前処理

建屋のエンド ピース酸洗浄槽を代表とする。 

 放射性物質の放出量の確認においては，プルトニウムの濃度が最も高く，

気相部の容積が大きいため貯槽に残留する割合が大きくなり，放出量に対

する影響が大きくなる貯槽である精製建屋の第７一時貯留処理槽を代表と

して選定する。 

4.3 有効性評価の考え方 

 拡大防止対策に係る有効性については，未臨界に移行すること及び未臨

界が維持されることを確認するため，可溶性中性子吸収材の供給後の貯槽

等における実効増倍率を評価する。また，臨界時における水素爆発のおそ

れがないことを確認するため，貯槽等の水素濃度を評価する。この評価で

は発生した水素は気相に移行するとし，貯槽等の気相中の雰囲気が水素掃

気として供給される空気と混合され，貯槽等から排気系に移行するとして

評価する。 

放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施状況を踏まえ，貯
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槽等から気相へ移行する放射性物質の量，放出経路における低減割合，貯

留タンクへの放射性物質の導出を考慮し，事態の収束までに大気中へ放出

する放射性物質量をセシウム 137 換算として評価する。その際，セシウム

137 換算の放出量については，長期的な被ばく影響を評価する観点から算

出していることから，地表沈着の考えられない希ガス及び主排気筒から大

気中への放出量の大部分が半減期の短いよう素については換算の対象とし

ない。 

 臨界事故時の核燃料物質を有する体系のうち，実効増倍率の評価におい

ては，三次元の体系を取り扱うことができ，評価済みの核データライブラ

リを用いたモンテカルロ法による臨界評価計算が行え，臨界実験等により

検証されているＪＡＣＳコードシステムを用いる。ＪＡＣＳコードシステ

ムで用いる核データライブラリは，ＥＮＤＦ／Ｂ－Ⅳである。なお，非均

質体系の臨界計算においては実効増倍率の計算に先立って体系の均質化を

行う。 

 水素濃度の評価については水素発生量，機器の気相部容積等を用いた簡

便な計算で実施する。 

4.4 事故の条件 

内部事象により臨界事象が発生することを想定する。 

 事故の起因と関連性のない安全機能を有する施設についてはその安全機

能の喪失を想定しない。 

臨界事故時の核分裂反応の規模については，過去に発生した臨界事故の

規模を踏まえ，臨界状態を継続させた場合の全核分裂数を 1×10２０ｆｉｓ

ｓｉｏｎｓと設定した上で，臨界に達した直後の短時間の出力上昇時の核

分裂数を 1×10１８ｆｉｓｓｉｏｎｓ，臨界状態を継続している期間におけ
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る核分裂率を 1×10１５ｆｉｓｓｉｏｎｓ／秒に設定する。 

4.5 機器の条件 

前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽に供給する可溶性中性子吸収材は，

硝酸ガドリニウム，１Ｌあたりガドリニウム 150ｇを含む溶液とし，未臨

界に移行するために十分な量として 28Ｌとする。これにより，前処理建

屋のエンド ピース酸洗浄槽に供給されるガドリニウム量は 4,200ｇとな

る。また，可溶性中性子吸収材は，臨界検知用放射線検出器により，臨界

検知後 10 分で自動で前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽に供給を完了す

る。 

 臨界事故時に気相に移行した放射性物質は，臨界検知用放射線検出器に

より臨界事故の発生を検知し，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を自動で閉止するとともに排風機

を自動で停止することで流路を遮断し，空気圧縮機の自動起動によって臨

界検知後１分で貯留タンク（容量約 11ｍ３）への導出を開始し，貯留タン

クが所定の圧力へ達するまで継続し，その後精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に切り替える。 

 切替えの操作に想定よりも時間を要した場合には，廃ガス処理設備の系

統内の圧力が上昇し，水封部からセルに放射性物質が導出される。 

 水素掃気の流量については，平常運転時に前処理建屋のエンド ピース

酸洗浄槽に供給されている一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気による

水素掃気は事故後も継続されるとして，0.2ｍ３／ｈとし，臨界検知後に

一般圧縮空気系の空気取出口と溶解設備の配管又は計測制御設備の配管を，

可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系から供給する空気の流

量は６ｍ３／ｈとする。 

貯槽に内包する核燃料物質及び放射性物質の組成，濃度，崩壊熱密度は
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設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定で

考慮した条件を設定することとし，具体的には，実効増倍率の評価におい

ては，前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽への燃料せん断片の過装荷が

発生したとして，燃料集合体１体に相当する核燃料物質（質量約 550ｋ

ｇ・ＵＯ２）が装荷されるとし，水素濃度の評価においては，前処理建屋

のエンド ピース酸洗浄槽内の溶液の崩壊熱密度が平常運転時の崩壊熱密

度よりも上昇し，溶解液と同様となっていることを想定して崩壊熱密度

（1,500Ｗ／ｍ３）を設定する。 

放射性物質の放出量評価においては，精製建屋の第３一時貯留処理槽

から精製建屋の第７一時貯留処理槽へ誤移送が発生したとして，精製建屋

の第３一時貯留処理槽の平常運転時の最大値とする。 

 また，核燃料物質の組成については臨界評価結果と放出量評価結果が厳

しくなる組成を設定する。 

4.6 操作の条件 

 緊急停止系を用いた操作は，中央制御室からの操作で，臨界検知後１分

で完了できる。 

 前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽への一般圧縮空気系からの水素掃

気用空気の供給は，現場での操作で，臨界検知後 40 分で開始し，事態の

収束まで継続する。 

 貯留タンクの圧力が所定の圧力に達した後に実施する廃ガス処理設備へ

の切替え操作は，中央制御室からの操作で，圧力が所定の圧力に達したこ

とを起点として，中央制御室からの操作により８分で完了できる。 

4.7 放出量評価の条件 
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 気相への移行割合については，核分裂で生成する核種のうち希ガスは

100％，ヨウ素は 25％，ルテニウムは溶液中の保有量の 0.1％とし，その

他の放射性物質については核分裂反応の熱エネルギによる蒸発量に相当す

る溶液中の保有量の 0.05％と設定する。 

 また蒸発量の算出においては核分裂により発生する熱エネルギがすべて

溶液の蒸発に使用されるとする。 

 臨界事故において気相中に移行した放射性物質は貯留タンクに閉じ込め

られるが，25％が貯槽に残留し，廃ガス処理設備への切替えに伴い廃ガス

処理設備により放射性物質を低減したうえで主排気筒から放出するとする。 

 その際の放出経路における低減割合については，廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタの２段による除染係数を 10４，放出経路構造物への沈着に

よる除染係数を 10 とする。 

 放射性物質の放出量のセシウム 137 換算係数についてはＩＡＥＡ－ＴＥ

ＣＤＯＣ1162 に示される地表沈着した放射性物質からのガンマ線による

外部被ばく等にかかる実効線量への換算係数を用いて，セシウム 137 と着

目核種との比から算出する。ただし，プルトニウム等の一部の核種につい

ては，これに加え化学形態による影響の違いによる補正する係数を乗じる。 

4.8 判断基準 

 臨界事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準については，可溶性中

性子吸収材供給後，供給後における貯槽の実効増倍率が 0.95 を下回るこ

と。 

 また，臨界事故時に貯槽の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

できること。 

放出量評価は，臨界事故発生から事態の収束までの大気中への放射性物
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質の放出量がセシウム 137 換算で 100ＴＢｑを下回るものであって，かつ

実行可能な限り低いこと。 
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5. 有効性評価の結果

5.1 拡大防止対策 

 臨界事故発生時には可溶性中性子吸収材の自動供給及び緊急停止系によ

る核燃料物質の移送の停止により，臨界事故発生後 10 分以内に未臨界に

移行するために必要な可溶性中性子吸収材を供給でき，前処理建屋のエン

ド ピース酸洗浄槽において実効増倍率が 0.94 であるため未臨界に移行で

き，それを維持できる。 

 臨界事故の発生により貯槽内の水素濃度は上昇するが，平常運転時に前

処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽に供給されている一般圧縮空気系の計

測制御用の圧縮空気による水素掃気により，前処理建屋のエンド ピース

酸洗浄槽においてドライ換算７ｖｏｌ％未満となり８％に至らない。臨界

検知後 40 分の時点から実施する可搬型建屋内ホースを用いた一般圧縮空

気系からの水素掃気用空気の供給により，事態の収束時点において可燃濃

度下限値未満の状態に移行する。 

 放出量評価においては，臨界事故の発生を検知してから貯留タンク内の

圧力が規定の圧力である 0.7ＭＰａに達するまでの期間においては，大気

中への放射性物質の放出は生じない。貯留タンクの圧力が規定の圧力に達

した後，排気経路を貯留タンクへの経路から廃ガス処理設備に切り替える

ことで，貯槽に残留した放射性物質が放出され，精製建屋の第７一時貯留

処理槽において約８×10－７ＴＢｑとなる。 

5.2 不確かさの影響評価 

5.2.1 解析コードの不確かさの影響 

 ＪＡＣＳコードシステムは臨界実験データの実効増倍率について，核デ

ータライブラリ等に起因して評価結果にばらつきを有する傾向にあること
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から，未臨界に移行したことの判断基準については，評価結果にばらつき

があることを踏まえ，体系の実効増倍率 0.95 以下としている。 

 このため，体系の実効増倍率 0.95 以下に必要な可溶性中性子吸収材が

供給された体系は十分に未臨界な状態であり，解析コードの不確かさが未

臨界に移行したことの判断に与える影響はない。 

 また，実効増倍率を起点としている操作はないことから解析コードにお

ける特有の傾向が運転員等の操作に直に与える影響はない。 

5.2.2 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

 臨界事故時に想定している全核分裂数のうち，臨界状態を継続している

期間における核分裂数については，過去の臨界実験の知見から不確かさと

して，一桁増加するおそれがあるとしている。 

 この結果として，沸騰が継続することにより水と核燃料物質の減速比が

変化した場合においても可溶性中性子吸収材の供給により実効増倍率が

0.95 を下回ることを解析により確認しているため，未臨界への移行につ

いて，判断基準を満足することに変わりはない。また，それにより放出量

も増加するおそれがあるが，判断基準を満足することに変わりはない。 

 臨界事故時における核分裂数については，供給完了までの時間に保守性

を見込んでいること及び未臨界移行後の実効増倍率を 0.95 以下と評価し

ていることから，評価時間より早期に未臨界状態に移行できると考えられ，

核分裂数が少なくなることで気相に移行する放射性物質や水素発生量が減

少し，大気中への放射性物質の放出量や貯槽の水素濃度が低下することか

ら判断基準を満足することに変わりはない。 

 事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム 137 換算）

については，臨界事故により影響を受ける割合や放出経路における放射性
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物質の除染係数に不確かさがある。 

 非安全側な影響として，廃ガス処理設備から貯留タンクへの系統の切替

えが機能しない場合や，臨界事故により発生した水蒸気量が貯留設備の容

量を上回ることで，貯留タンクへの貯留ができない場合には，セルに放射

性物質が移行することで，経路上の除染係数が２桁程度低下する可能性が

ある。 

また，仮に移行した放射性物質に揮発性のルテニウムが含まれていた

場合には，経路上の除染係数が期待できず，１桁未満の増加となる可能性

がある。一方，安全側な影響として，溶液の沸騰量が想定よりも小さい場

合や，放出量評価に用いた核種組成や放出経路上での除染係数を評価が厳

しくなるよう設定しており，放出量が小さくなることも想定される。 

 このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも判断基

準を満足することに変わりはない。 

5.2.3 操作条件の不確かさの影響 

一般圧縮空気系の空気取出口と溶解設備の配管又は計測制御設備の配

管を，可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系から空気を供給

する操作が想定よりも時間を要した場合においても，一般圧縮空気系の計

測制御用の圧縮空気による水素掃気により，前処理建屋のエンド ピース

酸洗浄槽内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を維持できることから，

判断基準を満足することに変わりはない。 

 排気経路の廃ガス処理設備への切替えの操作については，切替えの操作

が想定よりも時間を要した場合においても，貯留タンクと廃ガス処理設備

との間に設置する逆止弁により，貯留タンク内の放射性物質が廃ガス処理

設備に移行することは無い。また，切替えの操作に想定よりも時間を要し
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た場合には，貯留タンク内の圧力が空気圧縮機の吐出圧に達することで，

貯留タンクへの放射性物質の導出が困難となり，廃ガス処理設備の水封部

からセルに放射性物質が導出される可能性はあるが，それらの放射性物質

は建屋換気設備の高性能粒子フィルタにより除去されることから，判断基

準を満足することに変わりはない。 
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6. 同時発生及び連鎖

6.1 同時発生 

 臨界事故に係る選定の結果として，臨界事故は内部事象を起因として発

生するものであり，複数の貯槽等で同時に臨界事故が発生することはない。 

6.2 連鎖 

 臨界事故が発生する貯槽等が有する安全機能は水素掃気に係る安全機能

であるが，水素掃気に係る安全機能を有する機器の材質は，ステンレス鋼

であり，事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮しても，沸騰が生

じた場合の温度は100℃を超える程度であり，これらの安全機能を有する

機器が損傷することはない。 

 また，沸騰が生じた場合に発生する水蒸気により，貯槽等内の圧力が上

昇することも考えられるが，貯留設備への放射性物質の導出により，圧力

が過度に上昇することは無いため，貯槽等が損傷することはなく，他の重

大事故等が連鎖して発生することはない。 

 さらに，臨界事故が発生した場合，臨界事故により発生する放射線及び

放射性希ガス等からの放射線に晒されるが，水素掃気に係る安全機能を有

する機器の材質は，ステンレス鋼であり，これらの安全機能を有する機器

が損傷することはない。 

(１) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖

臨界事故が発生する貯槽等において講じられている冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固に係る安全機能はない。 

(２) 水素爆発への連鎖

2.2-15



臨界事故が発生する貯槽等において講じられている水素爆発に係る

安全機能は，安全圧縮空気系による水素掃気機能であるが，想定され

る温度，圧力，その他のパラメータ変動を考慮しても安全圧縮空気系

による水素掃気機能が喪失することはない。 

臨界事故発生時には，臨界事故に伴って生成する放射線分解水素に

より貯槽等の水素発生量が増加するが，臨界事故の有効性評価におい

て示したとおり，貯槽等内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を

維持できる。 

(３) 有機溶媒等による火災または爆発への連鎖

臨界事故が発生する貯槽等において有機溶媒を取り扱うことはない

ため，有機溶媒等による火災及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応へ

の連鎖はない。 

(４) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖

臨界事故が発生する貯槽等は，使用済み燃料貯蔵槽が設置される建

屋とは異なる建屋に設置されているため，使用済燃料貯蔵槽における

燃料損傷が連鎖して発生することはない。
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7. 必要な要員及び資源

臨界事故対策に必要な要員及び燃料等については臨界事故の対処に水源

を要する対策はなく，また，電気設備以外の電源の使用は必要ないことか

ら，軽油等の燃料の消費はない。 

 臨界事故に対する拡大防止対策に必要な要員は，９名であり，これに対

し実施組織要員は 12 名であり対応可能である。 
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2.3 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処（要旨）
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1. 事故の特徴

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生が想定される冷却が必要な溶解

液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液（以下， 「高レベ

ル廃液等」という。）を内包する貯槽及び缶（以下， 「貯槽等」という。）

は，崩壊熱を有するため，通常運転時には安全冷却水系により冷却を行い，

高レベル廃液等の沸騰を防止している。

安全冷却水系は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の崩壊熱を除去す

る内部ループ及び内部ループによって除かれた熱を外部ループに伝える熱

交換器，外部ループに移行した熱を大気中へ逃がす最終ヒートシンクの冷

却塔で構成される。

貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それぞれ

塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以下， 「セル

排気系」という。），建屋換気設備の建屋排気系（以下， 「建屋排気系」

という。）により換気され，貯槽等，セル，建屋の順に圧力が低くなるよ

うに設計されている。

安全冷却系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等の温度が

崩壊熱により上昇し，沸騰に至った場合には，液相中の気泡が液面で消失

する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸気と共に気相中に移

行することで，大気中へ放出される放射性物質の量が増大する。

さらに，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液については，沸騰の

継続により硝酸濃度が約 6規定以上でかつ温度が120℃以上に至った場合

には，ルテニウムが揮発性の化学形態となり，気相中に移行する。さらに，

高レベル廃液等の沸騰が継続した場合には，乾燥・固化に至る。

冷却機能の喪失による蒸発乾固は， 5建屋13機器グループ，合計53の

貯槽等で発生する。
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2. 対処の基本方針

高レベル廃液等の沸騰を未然に防止するため，喪失した冷却機能を代

替する設備により，沸騰に至る前に高レベル廃液等の冷却を実施する。以

下，この対策を発生防止対策という。

発生防止対策が機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，

事故の特徴に記載したとおり，気相へ移行する放射性物質の量が増大する

可能性がある。

沸騰が継続した場合には，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液に

おいて揮発性のルテニウムが発生する可能性があり，さらに，沸騰が継続

することで乾燥・固化に至ることから，これらを防止するため，貯槽等内

に注水する。

さらに，事態を収束させるため，発生防止対策とは異なる位置から貯

槽等の冷却コイル又は冷却ジャケットヘ通水することにより，高レベル廃

液等を冷却し，未沸騰状態に導くとともに，これを維持する。以下，これ

らの対策を拡大防止対策という。

高レベル廃液等が沸騰に至ると，蒸気の影響により，塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性があることから，

気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するため，塔槽類廃

ガス処理設備の流路を遮断し，気相中に移行した放射性物質をセルに導出

する。この際，セル内の圧力上昇を抑制するため，貯槽等内で発生した蒸

気を，凝縮器で凝縮させると共に，放射性物質の低減のため，凝縮器の下

流側に設置する高性能粒子フィルタを経由してセルに導出する。

さらに，セル排気系を代替する排気系により，放射性物質を低減した

上で，主排気筒から大気中に放出する。
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3. 具体的対策

3. 1 発生防止対策

安全冷却系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋外ホース，可搬型排水受槽，可搬型建屋内ホース，弁等を敷設

し，内部ループに水を供給するために，可搬型建屋外ホース及び可搬型中

型移送ポンプを接続し，貯水槽から建屋へ水を供給するための経路を構築

する。また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び内部ループの

給水口を接続することで，建屋へ供給された水を内部ループヘ供給するた

めの経路を構築する。

冷却に使用した排水を貯水槽へ移送するため，内部ループの排水口及

び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に設置した可搬型排水受槽への

排水経路を構築する。また，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース及び可

搬型中型移送ポンプを接続し，可搬型排水受槽から貯水槽への排水経路を

構築する。

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，貯水槽から内部ル

ープヘ通水する。冷却に用いた冷却水は，可搬型排水受槽に一旦貯留した

後，排水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，敷設した排水経路

を経由して貯水槽に排水し，再び，内部ループヘの通水の水源として用い

る。

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

内ホース，弁等及び可搬型排水受槽を可搬型重大事故対処設備として新た

に整備する。貯水槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置すると共

に，内部ループを常設重大事故等対処設備として位置づける。
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3.2 拡大防止対策

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策で敷設する

可搬型中型移送ポンプの下流側に，貯槽等内に注水するための可搬型建屋

内ホース，弁等を施設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続口を

接続する。

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃

縮の進行を防止するため，液位を一定範囲に維持するよう，貯水槽の水を

貯槽等内へ注水する。

また，事態を収束させるため，発生防止対策で敷設する，可搬型中型

移送ポンプの下流側に，冷却コイル等への通水のための可搬型建屋内ホー

ス，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コイル等の接続

ロを接続した後，貯水槽の水を冷却コイル等へ通水する。貯槽等内の高レ

ベル廃液等の冷却に用いた冷却水は，内部ループヘの通水と同じように，

排水経路を経由して貯水槽に排水し，再び，冷却コイル等への通水の水源

として用いる。

また，高レベル廃液等が沸騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設

備の隔離弁を閉止することで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，貯

槽等からの排気をセルに導出するための常設の排気経路に設置する弁を開

く。本対応と並行して，当該排気経路に設置した凝縮器へ冷却水を供給す

るため，発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に，凝縮

器へ通水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホ

ース及び凝縮器の接続口を接続し，貯水槽の水を凝縮器に通水する。高レ

ベル廃液等が沸騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，排気経

路上の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮させると共に，凝縮器下流側に設

置した高性能粒子フィルタにより放射性物質を除去する。
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凝縮器の冷却に用いた冷却水は，内部ループヘの通水と同じように排

水経路を経由して貯水槽に排水し，再び，凝縮器への通水の水源として用

いる。

なお，凝縮器下流側に設置した高性能粒子フィルタの差圧が，凝縮器

通過後の排気の湿分により上昇する場合には，高性能粒子フィルタをバイ

パスしてセルに導出する。

貯槽等内においては，放射線分解により常に水素が発生しているため，

本重大事故が発生した場合においても，継続して水素掃気を実施する必要

がある。一方，本重大事故時には，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，

貯槽等からの排気をセルに導出する。この際，セル排気系の排風機が機能

喪失している場合，導出先セルの圧力が上昇し，排気系統以外の場所から，

放射性物質を含む気体の漏えいが生じる可能性があるが，高レベル廃液等

が沸騰に至る前であれば，排気に含まれる放射性物質の濃度は平常運転時

と同程度であり，セルヘ導出する前に，高性能粒子フィルタで除去するこ

と，また，排気経路以外の経路から漏えいが生じる可能性がある時間も，

最も長い建屋で約 3時間程度であり，大気中への建屋内の移行経路を踏ま

えればその影響はわずかである。

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等について

は，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであることから，導

出先のセル圧力上昇を抑制するため，水素掃気用の圧縮空気の供給を停止

し，セル内の圧力上昇を防止する。

セルヘの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒子フ

ィルタは一段であることから，セル排気系を代替する排気系（以下， 「代

替排気系」という。）として，可搬型排風機，可搬型発電機，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタを 2段敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風
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機可搬型ダクト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及びセル排

気系を接続した後，可搬型排風機を運転することで，放射性エアロゾルを

可搬型フィルタの高性能粒子フィルタで除去しつつ主排気筒から大気中に

放出する。

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

内ホース，弁等，可搬型排水受槽，可搬型排風機，可搬型発電機，可搬型

ダクト，可搬型フィルタを可搬型重大事故対処設備として新たに整備する。

貯水槽，セルに導出する経路，凝縮器，凝縮下流の高性能粒子フィルタを

常設重大事故等対処設備として新たに設置すると共に，貯槽等の冷却コイ

ル，冷却ジャケット，建屋換気設備のダクト，主排気筒等を常設重大事故

対処設備として位置づける。
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4. 有効性評価

4. 1 代表事例

冷却機能が喪失する範囲及び環境条件を踏まえた対処内容を考慮し，

地震起因事象を代表事象として選定する。

4. 2 代表事例の選定理由

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，外部事象の地震において，冷却水

循環ポンプ，冷却塔等の動的機器の直接的な機能喪失及び全交流動力電源

喪失による間接的な機能喪失により，冷却機能が喪失する。

また，外部事象の火山又は内部事象において，長時間の全交流動力電

源喪失による間接的な動的機器の機能喪失又は動的機能の多重故障による

一部の動的機器の直接的な機能喪失により冷却機能が喪失する。

外部事象の地震により発生する冷却機能の喪失の場合，動的機器の機

能喪失と全交流動力電源喪失が同時に発生する等，喪失する機器が多く，

その範囲も広い。

また，外部事象の地震は，環境条件の悪化も想定されることから，重

大事故等対策としては厳しくなる。さらに，外部事象は，地震及び火山が

考えられるが，地震起因の方が，環境条件が厳しくなることから，有効性

評価の代表としては，地震起因による冷却機能の喪失を選定する。

4. 3 有効性評価の考え方

発生防止対策に係る有効性については，高レベル廃液等の沸騰が未然

に防止できるかについて確認するために，高レベル廃液等の温度上昇の推

移を評価する。

拡大防止対策に係る有効性については，発生防止対策が有効に機能せ
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ず高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，貯槽等の液位を一定の範囲に維

持でき，また，冷却コイル等への通水により高レベル廃液等の温度が安定

して，低下傾向になるかについて確認するため，高レベル廃液等の温度及

び液位の推移を評価する。

また，貯槽等からの排気をセルに導出する場合，凝縮器の機能が継続

的に維持できるか確認するため，凝縮器で発生する凝縮水量が回収先のセ

ルの漏えい受け皿等の容量を下回ることを確認する。

さらに，放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施状況を

踏まえて，貯槽等から気相に移行する放射性物質の量，放出経路における

低減割合を考慮し，事態収束までの大気中へ放出する放射性物質の放出量

(Cs -137換算）を評価する。

これらの評価における高レベル廃液等の温度，発熱量については，水

の定圧比熱等を用いた簡便な計算で実施する。

4.4 機能喪失の条件

代表事例において，基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合におい

ても必要な機能を損なわない設計としていないものは，機能喪失するもの

とし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を想定する。

また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を想定

しているため，追加での機能喪失は想定しない。

4. 5 機器の条件

可搬型中型移送ポンプは 1台あたり 240m3/hの容量を有し，内部ル

ープヘの通水，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通

水に用いるものとし，前処理建屋で 1台，分離建屋，精製建屋及びウラ
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ン・プルトニウム混合脱硝建屋で 1台，高レベル廃液ガラス固化建屋で 1

台を使用する。

各貯槽等への供給流量は，内包する高レベル廃液等の崩壊熱を踏まえ

て，設定した値に調整して，当該設定値で通水する。

高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度は，再処理する使用済

燃料の冷却条件を15年とし，これを基に算出される放射性物質の核種組成

を基準に，濃度及び崩壊熱密度の最大値を設定する。

貯槽等の高レベル廃液等の保有量は，公称容量とする。高レベル廃液

等の温度評価にあたっては，セルヘの放熱を考慮せず，断熱として評価す

る。

4. 6 操作の条件

内部ループヘの通水は，準備が整い次第実施するものとして，沸騰ま

での時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間である 11時

間に対して 8時間50分で内部ループヘの通水を開始する。

セルヘの導出経路への切替操作は，沸騰までの時間が最も短い精製建

屋において，沸騰に至るまでの時間である 11時間に対して 2時間25分で完

了する。

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋における水素掃気用の圧

縮空気の停止操作は， 45分後に完了する。

貯槽等の液位を監視しつつ，高レベル廃液等の液量が，初期保有量の

70%に減少する前までに貯槽等への直接注水を開始する。また凝縮器への

通水は，準備が完了次第実施し，沸騰までの時間が最も短い精製建屋にお

いて，沸騰に至るまでの時間である 11時間に対して 8時間30分で凝縮器へ

の通水を開始する。
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冷却コイル等への通水は準備が完了次第，開始するものとしており，

沸騰の継続時間が最も長くなる精製建屋においては30時間40分で通水を開

始する。

代替排気系による排気は，準備が完了次第実施するものとしており，

沸騰までの時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間であ

る11時間に対して 6時間40分で開始する。

4. 7 放出量評価の条件

高レベル廃液等の放射性物質の組成，濃度，崩壊熱密度と貯槽等の保

有量は機器条件と同様である。

気相への移行割合については，蒸発乾固を模擬した気相移行量の測定

の実験結果を参考に，沸騰開始から乾固までの移行割合を 5X 10— 5 に設

定し，沸騰継続時間を貯槽等の高レベル廃液等の保有量と崩壊熱密度から

高レベル廃液等の潜熱を考慮して算出する。

放出経路における放射性物質の低減割合については，高性能粒子フィ

ルタ 2段による除染係数を10尺放出経路構造物への沈着による除染係数

を10, 凝縮器の除染係数を10とする。なお，凝縮器下流に設置する高性能

フィルタの除染係数については，蒸気によって劣化する可能性があるため，

評価上考慮しない。

また，継続して実施される水素掃気空気の供給により生じる経路外放

出に対しては，放出経路での除染係数を1.QQ見込むとともに，放出経路の

空間における希釈効果を考慮して評価する。

放射性物質の放出量 (Cs-137換算）については， IAEAに示され

る換算係数を用いて，着目する核種の比から算出する。ただし，プルトニ

ウム等の一部の核種については，それに加えて化学形態による影響の違い
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を補正する係数を乗じる。

4.8 判断基準

発生防止対策については，高レベル廃液等が沸騰に至らず低下傾向を

示すこと。

拡大防止対策については，沸騰に至った場合に，液位を一定範囲に維

持でき，冷却コイル等への通水により，高レベル廃液等が沸騰しない状態

を継続して維持できること。

また，事態の収束までに発生する凝縮水の発生量が 凝縮の回収先セ

ルの漏えい液受皿の容量を下回ること。

放出量評価は，拡大防止対策としての冷却コイル等への通水による事

態の収束までの大気中への放射性物質の放出量がCs-137換算で100TB 

qを下回るものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。



2.3 - 12

5. 有効性評価の結果

5. 1 発生防止対策

安全冷却水系の冷却機能の喪失により，高レベル廃液等の温度が上昇

し始め，沸騰に至るまでの時間の短い機器グループから優先的に内部ルー

プヘの通水を開始する。その結果，全ての機器グループにおいて沸騰に至

る時間に対して 2時間以上の余裕をもって低下傾向を示す。

5.2 拡大防止対策

発生防止対策が機能しなかった場合，高レベル廃液等は沸騰に至り液

位が低下するが，液位を監視しつつ貯槽等への注水を適時実施することに

より，液量は，貯槽等の事故発生直前の初期液量の70%を下回ることなく

維持でき，液量を一定範囲に維持できる。また，ルテニウムを含む貯槽等

において，溶液の温度を120℃未満に維持でき，揮発性のルテニウムが生

成することはない。

さらに，貯槽等への注水により液量及び温度を一定範囲に維持しつつ，

冷却コイル等への通水を開始した以降は，高レベル廃液等の温度は沸点末

満となり，低下傾向を示し，沸騰しない状態を継続して維持できる。また，

事態の収束までに発生する凝縮水の量は，漏えい液受け皿の容量に対して

最も厳しくなる精製建屋において約 3m3であり，凝縮水の発生量は回収

先セルの漏えい液受け皿等の容量を十分下回る。

セル導出経路の系統構成，凝縮器への通水，代替排気系による排気等

により，事態の収束までに大気中へ放出される放射性物質の量（セシウム

-137換算）は，前処理建屋において， 8 X 10―13T B q' 分離建屋におい

て， 5 X 10-7 TB  q, 精製建屋において， 5 X 10―6TB q, ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋において， 3 X 10-7 TB  q及び高レベル廃液ガ
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ラス固化建屋において， 4 X 10-5 TB  qであり，これらを合わせても約

9 X 10―6TB qであり， lOOTB qを下回るものであって，かつ，実行可

能な限り低い。

5.3 不確かさの影響評価

5. 3. 1 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響

内部事象で発生する動的機器の故障による冷却機能喪失の場合，対処

が必要な設備，建屋の範囲が限定される。当該評価では，代表事例におい

て，各建屋で並行して作業した場合の対策の成立性を確認していることか

ら，評価結果は変わらない。

内部事象で発生する長時間の全交流動力電源の喪失事象及び外部事象

の火山起因による冷却機能喪失の場合，初動対応での状況確認やアクセス

ルート確保等の作業において，地震起因と比較して早い段階で重大事故等

対策に着手できるため，対処の時間余裕が大きくなることから，判断基準

を満足することに変わりはない。

高レベル廃液等の組成，濃度及び崩壊熱密度は，想定される最大値を

設定しており，高レベル廃液等の温度評価では，セル雰囲気への放熱を考

慮しない等，厳しい結果を与える条件で評価をしており，安全余裕を排除

したより現実的な条件とした場合には，対処の時間余裕が大きくなること

から，判断基準を満足することに変わりはない。なお，貯槽等からセル雰

囲気への放熱の効果は，機器に内包される高レベル廃液等の崩壊熱及び機

器の表面積に依存し，崩壊熱の量に対して放熱に寄与する機器面積の大き

い溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液において30%を超え，放熱の効

果を見込んだ場合には，これらの溶液を内包する貯槽等において，より時

間余裕が増えることとなるが，これらの貯槽等はもとから時間余裕の大き
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い貯槽等であり，各貯槽等での沸騰に至るまでの時間が逆転することはな

いため，本重大事故の対処の作業の優先順位に与える影響はない。

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量 (Cs-137換算）に

ついては，気相中に移行する放射性物質の移行割合や放出経路における放

射性物質の除染係数に不確かさがある。非安全側な影響として，仮に移行

した放射性物質に揮発性のルテニウムが含まれていた場合や放射性物質の

移行率に変動があった場合，放出量が 1桁程度増加する可能性がある。一

方，安全側な影響として，放出量評価に用いた高レベル廃液等の核種組成

や経路上での除染係数を評価が厳しくなるよう設定しており，放出量が小

さくなることも想定される。このように，不確かさを有するものの，これ

らを考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない。

5.3.2 操作条件の不確かさの影響

貯槽等への注水，凝縮器への通水等の準備は，安全冷却水系の冷却機

能の喪失をもって着手し，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間に対し，

2時間の時間余裕をもって完了させる。また，各作業の作業項目は，余裕

を確保して計画し，必要な時期までに操作できるよう体制を整えているこ

とから判断基準を満足していることに変わりはない。
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6. 同時発生及び連鎖

6. 1 同時発生

複数の貯槽等で同時に蒸発乾固が発生することに対する重大事故等対

策の有効性については，本章に記載したとおりである。

異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効性

については，別章でまとめる。

6. 2 連鎖

沸騰が発生する貯槽等に接続する冷却コイル，冷却ジャケット及びそ

の他の安全機能を有する機器の材質は，ステンレス鋼又はジルコニウムで

あり，事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮しても，沸騰が発生

した場合の温度は，モル沸点上昇を考慮しても130℃程度であり，これら

の安全機能を有する機器が損傷することはない。

沸騰時の機器内の圧力は， 3 k Pa以下であり，その他の環境条件の

変動を考慮しても，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器が損傷すること

はなく，他の重大事故等が連鎖して発生することはない。

また，高レベル廃液等が沸騰した場合には，高レベル廃液等のG値の

上昇により，水素発生量が増加するが，通常運転時の安全圧縮空気系の水

素掃気量は，水素発生量に対して十分な余力を有しており，高レベル廃液

等が沸騰に至り，水素発生量が増えたとしても，機器気相分の水素濃度が

4vol%に至ることはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することは

なし‘。

(1) 臨界事故への連鎖

高レベル廃液等の沸騰が発生する機器において講じられている臨界事

故に係る安全機能は，全濃度安全形状寸法管理及び濃度管理であるが，
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沸騰時の温度 圧力 核燃料物質の濃度変動，その他のパラメータ変

動を考慮しても 臨界事故に係る安全機能が喪失することはない。

また，これらの事故影響が 貯槽等のバウンダリを超えて波及する

ことは想定されないことから 当該貯槽等以外の貯槽等において臨界

事故が連鎖して発生することはない。

(2) 水素爆発への連鎖

高レベル廃液等の沸騰が発生する機器において講じられている水素爆

発に係る安全機能は 安全圧縮空気系による水素掃気機能であるが

想定される温度，圧力，その他のパラメータ変動を考慮しても安全圧

縮空気系による水素掃気機能が喪失することはない。

沸騰発生時には，高レベル廃液等のG値の増加により，高レベル廃液

等の水素発生量が増加するが，安全圧縮空気系による水素掃気空気の

供給量は余裕をもって設定されており，高レベル廃液等が沸騰に至り，

水素発生量が増えたとしても 機器気相分の水素濃度が 4vol%に

至ることはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することはない。

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを超えて波及する

ことは想定されないことから，当該貯槽等以外の貯槽等において臨界

事故が連鎖して発生することはない。

(3) TB  P等の錯体の急激な分解反応への連鎖

高レベル廃液等の沸騰が発生する機器において講じられている TBP

等の錯体の急激な分解反応に係る安全機能はない。

また 高レベル廃液等の沸騰による事故影響が 貯槽等のバウンダリ

を超えて波及することは想定されないことから， TBP等の錯体の急

激な分解反応が連鎖して発生することはない。

(4) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への遮鎖
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高レベル廃液等の沸騰が発生する機器及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設は異なる建屋に立置し 高レベル廃液等の沸騰による事故

影響が，貯槽等のバウンダリを超えて波及することは想定されないこ

とから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷が連鎖して発生すること

はない。
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7. 必要な要員及び資源

地震起因及び火山起因による冷却機能の喪失の場合には，重大事故の

選定に示すとおり，水素爆発及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失に

対しても同時に対処することとなる。このため，重大事故等対処に必要な

要員及び燃料等の成立性については，それぞれの対処で必要な数量を重ね

合わせて評価する必要があり，重大事故等が同時にまたは連鎖して発生し

た場合の対処において評価している。

7. 1 要員

本重大事故における発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員は，

冷却機能の喪失を受けて，各建屋で並行して対応することとなっており，

地震起因の場合，全建屋の合計で128名である。なお，火山起因の場合に

は，降灰予報を受けて建屋外でのホース敷設等の準備作業に入ることから，

建屋外の作業に要する要員数が地震起因の場合を上回ることはなく，地震

起因と同じ人数で対応できる。

また，内部事象を起因とした場合は，作業環境が地震起因で想定され

る環境条件より悪化することが想定されず，対処内容にも違いがないこと

から，必要な要員は地震起因の場合の必要な人数以下である。

これらに対して，常時事業所内に確保している実施組織要員184名の中

で当該対処にあたる要員を128名確保しており対応が可能である。

7.2 水源

貯槽等への注水に必要となる水量は，貯槽等への注水を 7日間継続し

た場合，合計で約310面である。また内部ループヘの通水，凝縮器への通

水，及び冷却コイル等への通水は，水源である貯水槽へ排水経路を構成し
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て循環させることから，基本的に水量に変化はなく，継続が可能である。

なお，冷却コイル等への通水が完了するまでの貯槽等からの蒸発量は，全

建屋の合計で約26rriだなる。また，すべての建屋の高レベル廃液等の総崩

壊熱量が 1つの貯水槽に負荷された場合の 1日あたりの貯水槽の温度上昇

は，安全側に断熱で評価した場合においても 3℃程度であり，貯水槽を最

終ヒートシンクとして考慮することに問題はない。

7.3 電源

電動の可搬型排風機への給電は，専用の可搬型発電機を敷設するため，

対応が可能である。

7.4 燃料

全ての建屋の蒸発乾固の発生及び拡大の防止のための措置を 7日間継

続して実施するのに必要な軽油は合計で約63m3であり，再処理施設全体

で合計400m31: 呆有しており，対応が可能である。





2.4 放射線分解により発生する水素による爆発への対処（要旨）





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） 

への対処（要旨） 

 

 

  



 

 

 



1. 事象の特徴  

ＴＢＰ又はその分解生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一

ブチル（以下，これらの物質を「ＴＢＰ等」という。）と硝酸，

硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下，これらの錯

体を「ＴＢＰ等の錯体」という。）の急激な分解反応のおそれ

のある機器には，加熱蒸気最高温度を設定するとともに供給液

にはＴＢＰが混入しないよう，ＴＢＰを除去する設計とするこ

とで，濃縮缶又は蒸発缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を防止する設計としている。  

希釈剤によるＴＢＰ等の除去機能が喪失し，濃縮缶又は蒸発

缶への加熱蒸気の制御にも異常が生じ，熱的制限値による停止

機能が喪失した状態が継続し，濃縮缶又は蒸発缶内の溶液の温

度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生する温度を超え

た場合にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，濃縮缶又は

蒸発缶内に存在しているＴＢＰ等は全て分解反応により消費

されると想定すると，二酸化炭素，水，窒素やりん酸といった

分解生成物及びエネルギが発生するため，濃縮缶又は蒸発缶内

及び濃縮缶又は蒸発缶に接続している塔槽類廃ガス処理設備

内の圧力及び温度が急激に上昇するとともに濃縮缶又は蒸発

缶内の溶液中の飛まつが放射性エアロゾルとして蒸気ととも

に気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物質の

量が増大する。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，濃縮缶又は蒸発缶

へＴＢＰ等を含む供給液の供給及び加熱が継続され，この分解
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反応が発生する温度を超えた場合には，この分解反応が継続的

に発生することが考えられる。  

設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想

定箇所の特定において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応はプ

ルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶（以下，「プルトニ

ウム濃縮缶」という。）で発生が想定される。  
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2. 事故の特徴を踏まえた対策と考え方  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，プルトニウム濃縮

缶への供給液の供給を自動的に停止することで，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するとともに，プルトニウム

濃縮缶を加熱するための蒸気発生器への蒸気供給を手動にて

停止する。  

気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止する

ため，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，速やかに，

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）（以下，「廃ガス処理設備」という。）の流路を遮断

するとともに気相中に移行した放射性物質を貯留タンクに閉

じ込める。  

また，貯留タンクが所定の圧力に達した場合，排気経路を貯

留タンクから廃ガス処理設備に切り替えるとともに，貯留タン

クの隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。貯留タンク入口

には逆止弁を設置することで，貯留タンクから平常運転時の排

気経路への放射性物質を含む気体の逆流を防止する。  
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3. 具体的対策  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，プルト

ニウム濃縮缶液相部温度高警報，プルトニウム濃縮缶圧力高高

警報及びプルトニウム濃縮缶気相部温度高警報の３つのうち

２つ以上の警報の発報によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を検知し，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自

動的に停止するとともに，蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の

手動弁を閉止することで，連続的に供給液が供給されることに

よって発生するＴＢＰ等の分解反応を停止させる。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合に

は，貯留タンクに放射性物質を導出するため，貯留設備の隔離

弁を自動開放するとともに貯留設備の空気圧縮機を自動で起

動し，貯留タンクに放射性物質を導く。並行して，廃ガス処理

設備の流路を遮断するため，自動で廃ガス処理設備の隔離弁を

閉止するとともに排風機を停止する。  

上記の導出操作は，貯留タンクの圧力が所定の圧力（ 0.7Ｍ

Ｐａ）に達するまで継続し，所定の圧力に達した場合は，排気

経路を貯留タンクから廃ガス処理設備に切り替える。  

この操作は中央制御室からの操作で，廃ガス処理設備の隔離

弁を開放するとともに廃ガス処理設備の排風機を起動する。こ

の際，貯留タンクには逆止弁が設けられているため，貯留タン

クから廃ガス処理設備への放射性物質の逆流はない。その後，

中央制御室からの操作で貯留設備の隔離弁を閉止するととも

に，空気圧縮機を停止する。  

これらの操作により，排気を廃ガス処理設備から主排気筒を
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介して放出する。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって，系統内の

雰囲気が圧縮されることにより，廃ガス  ポットから廃ガスの

一部がセルへ放出されることが考えられる。この際にセルへ放

出される廃ガスには，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によっ

て発生する放射性物質は含まれない。  

このため，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン，プルトニウ

ム精製設備の配管，プルトニウム濃縮缶供給槽液位計，プルト

ニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計，プル

トニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム精製設備の蒸気発

生器へ蒸気を供給する系統の手動弁，プルトニウム濃縮缶加熱

蒸気温度計 ,廃ガス処理設備の配管，高性能粒子フィルタ，隔

離弁，廃ガスポット，排風機，建屋換気設備のダクト，セル排

気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機，主排気

筒，一般冷却水系，安全圧縮空気系，一般圧縮空気系，監視制

御盤，安全系監視制御盤及び電気設備を常設重大事故等対処設

備として位置付ける。  

また，貯留設備の配管，隔離弁，逆止弁，空気圧縮機，貯留

タンク，圧力計及び流量計を常設重大事故等対処設備として新

たに整備する。  
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4. 有効性評価  

4.1 代表事例及び代表事例の選定理由  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生が想定される機器

は，設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想

定箇所の特定においてプルトニウム濃縮缶の１基とされてい

ることから，有効性評価はプルトニウム濃縮缶を対象として実

施する。  

 

4.2 有効性評価の考え方  

重大事故等の拡大の防止のための措置に係る有効性評価は，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，供給液の供給又は

加熱を停止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再

発を速やかに防止できることを評価する。  

また，放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施

状況を踏まえ，廃ガス処理設備の系統内の放射性物質量，プル

トニウム濃縮缶から気相へ移行する割合，放出経路における除

染係数，貯留タンクへの導出を考慮し，事態の収束までに大気

中へ放出する放射性物質量をセシウム－ 137 換算として評価

する。  

これらは解析コードを用いずに評価する。  

 

4.3 事故の条件  

内部事象によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生す

ることを想定する。  

事故の起因と関連性のない安全機能を有する施設について
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は，その安全機能の喪失を想定しない。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の規模については，プルト

ニウム濃縮缶へ供給されるＴＢＰ量を約 208ｇ及び約１ｇと

設定する。  

 

4.4 機器の条件  

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンは，プルトニウム濃縮缶

の液相部温度高警報，プルトニウム濃縮缶の気相部圧力高高警

報及びプルトニウム濃縮缶の気相部温度高警報の３つのうち

２つ以上の警報の発報により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の検知から１分以内に自動的に停止する。  

蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁を閉止すること

により，プルトニウム濃縮缶の加熱が停止する。  

貯留設備は，プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，プル

トニウム濃縮缶の気相部圧力高高警報及びプルトニウム濃縮

缶の気相部温度高警報の３つのうち２つ以上の警報の発報に

より，貯留タンクへの経路が確立され，放射性物質の導出が自

動的に実施される。貯留タンクの容量はＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の検知を起点として約２時間にわたって放射性物

質を含む気体を貯留できる容量として約 11ｍ ３ を有するもの

とする。 

プルトニウム濃縮缶へ供給される安全圧縮空気及び一般圧

縮空気は，それぞれ約 0.4ｍ３／ｈ，約 0.05ｍ３／ｈとする。 

 

4.5 操作の条件  
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プルトニウム濃縮缶を加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給す

る系統の手動弁の閉止操作は，プルトニウム濃縮缶においてＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生してから速やかに開始

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知してから

25 分後までに作業を完了できる。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物

質を貯留タンクへ導出し，貯留タンクが規定圧力に到達後，排

気経路を貯留設備から平常運転時の廃ガス処理設備に切り替

える操作は，中央制御室から行い，貯留タンクの圧力が規定圧

力に到達した時点から８分後までに作業を完了できる。  

 

4.6 放出量評価の条件  

プルトニウム濃縮缶が内包する放射性物質量は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生する温度が沸点となるまで過濃

縮されたプルトニウム濃度及び濃縮運転が行うことができる

最大容量から算出した値とする。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，プルトニウム濃

縮缶から廃ガスポットまでの廃ガスは廃ガスポットからセル

へ導出されるものとし，セルの換気設備より排気されるものと

する。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い発生する放射性物

質は廃ガス処理設備より排気されるものとし，この放出量の他

に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により供給液の供

給はインターロックにより速やかに停止することを考慮し，１

分間ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続することによる
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放射性物質の放出量を加味して評価する。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応において気相中に移行し

た放射性物質は貯留タンクに閉じ込められるが，約４％がプル

トニウム濃縮缶に残留し，廃ガス処理設備への切替えに伴い廃

ガス処理設備により放射性物質を低減したうえで主排気筒か

ら放出するとする。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物

質の気相中への移行率は，事象発生時に発生するエネルギを考

慮し，プルトニウム濃縮缶内の溶液は約４×10－ ３ ，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応発生後，供給液の供給が１分間継続し

た際に供給される供給液は５×10－ ５を使用する。  

セルへ導出される放射性物質に対する放出経路における放

射性物質の低減割合については，放出経路構造物への沈着によ

る放射性エアロゾルの除染係数は 10，廃ガスポットの除染係

数は 10，セル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタの

除染係数は 10３とし，合計 10５とする。  

廃ガス処理設備から放出される又は貯留タンクへ導出され

る放射性物質に対する放出経路における放射性物質の低減割

合については，放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾ

ルの除染係数は 10，廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの

除染係数は，１段目を 10３，２段目を 10２の合計 10５とし，合

わせて除染係数は 10６とする。  

放射性物質の放出量のセシウム－ 137 換算係数については

ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ 1162 に示される地表沈着した放射性

物質からのガンマ線による外部被ばく等にかかる実効線量へ
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の換算係数を用いて，セシウム－ 137 と着目核種との比から算

出する。ただし，プルトニウム等の一部の核種については，こ

れに加え化学形態による影響の違いによる補正する係数を乗

じる。  

 

4.7 判断基準  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の判断基

準は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに防止

できること。  

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によって主排気筒か

ら大気中へ放出される放射性物質の放出量がセシウム－ 137

換算で 100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能

な限り低いこと。  
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5. 有効性評価の結果  

5.1 拡大防止対策  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知した場合は，検知か

ら１分以内に自動的にプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンが

停止することができる。  

プルトニウム濃縮缶を加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給す

る系統の手動弁の閉止操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応発生後２名にて 25 分以内で完了することができる。  

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンをＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応発生後１分以内に停止することができるため，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発は速やかに防止できる。 

放射性物質の放出量について，貯留タンクへの貯留が開始さ

れてから貯留タンク内の圧力が規定の圧力である 0.7ＭＰａに

達するまでの期間においては，大気中への放射性物質の放出は

生じない。貯留タンクの圧力が規定の圧力に達した後，排気経

路を貯留タンクへの経路から廃ガス処理設備に切り替えるこ

とで，貯槽に残留した放射性物質が放出され，約２×10－ ５ Ｔ

Ｂｑとなる。  

 

5.2 不確かさの影響評価  

5.2.1 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物

質の気相中への移行率には引用した文献の条件による不確実

性があることから，１桁程度の下振れを有する。  

一方，非安全側な影響として，移行率の計算に使用するＴＢ
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Ｐ等の錯体の急激な分解反応により発生する熱量及びＴＢＰ

の水への溶解度の幅を考慮すると，条件によっては１桁未満の

上振れを有する可能性がある。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，供給液の供給継

続に伴う事象の再発に対して不確かさが存在することから，１

桁程度の下振れを有する。  

放射性物質の除染係数については，放出経路による除染係数

について，放出経路の構造や放射性物質の粒子経分布の観点で

不確実性があるが，１桁程度の変動に収まると考えられる。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後において，プルト

ニウム濃縮缶内でのプルトニウム溶液の挙動に不確かさがあ

るとして，水素掃気用や計装用空気の空気によってプルトニウ

ム濃縮缶外に放射性物質が移動するとして求めた割合を設定

したが，プルトニウム濃縮缶内でプルトニウム溶液の蒸発が継

続している場合には，水素掃気用の空気の他に水蒸気によって

もプルトニウム濃縮缶外に放射性物質が移動することから，放

出量に対して１桁未満の下振れを有する可能性がある。  

非安全側な影響として，廃ガス処理設備から貯留タンクへの

系統の切替えが万一機能しない場合には，廃ガス処理設備を再

起動し，廃ガス処理設備から放出するため，設定値に対して２

桁未満低下する可能性があるが，判断基準を満足することに変

わりはない。  

  

5.2.2 操作条件の不確かさの影響  

排気経路の廃ガス処理設備への切替え操作については，切替
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え操作が想定よりも時間を要した場合においても，貯留タンク

と廃ガス処理設備との間に設置する逆止弁により，貯留タンク

内の放射性物質が廃ガス処理設備に移行することはない。また，

切替え操作に想定よりも時間を要した場合には，貯留タンク内

の圧力が空気圧縮機の吐出圧に達することで，貯留タンクへの

放射性物質の導出が困難となり，廃ガス処理設備の水封部から

セルに放射性物質が導出される可能性はあるが，それらの放射

性物質は建屋換気設備の高性能粒子フィルタにより除染され

ることから，判断基準を満足することに変わりはない。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生検知後に実施する

加熱蒸気の供給停止操作に想定よりも時間を要した場合，プル

トニウム濃縮缶の温度が高い状態が継続することとなるが，Ｔ

ＢＰ等を含む供給液の供給は停止しており，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の再発は防止できていることから，判断基準を

満足することに変わりはない。  

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内部事象を起因と

しており，有意な作業環境の悪化はないことから，実施組織要

員の操作の時間余裕には影響を与えない。  

  

2.5-13



6. 同時発生及び連鎖  

6.1 同時発生  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生原因は，事象の発生

を想定する機器における複数の発生防止機能の喪失であるが，

発生防止機能は事象の発生を想定する機器間で独立している

ため，同時に機能喪失することは考えられない。このため，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の同時発生は想定しない。  

異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対

策の有効性については，別章でまとめる。  

 

6.2 連鎖  

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生した場合，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

による圧力及び温度の急激な上昇により，廃ガス処理設備を通

じて他の設備の安全機能が喪失して他の事象が発生する可能

性については，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるエネル

ギを全て溶液に与えたとしても，溶液の性状が変化するような

温度変化はないことから，溶液が濃縮されること，引火点に到

達するようなことはなく，他の事象が連鎖して発生することは

ない。  

( １ ) 臨界事故への連鎖  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム

濃縮缶において講じられている臨界事故に係る安全機能は，全

濃度安全形状寸法管理である。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応発生時の温度，圧力，核燃料物質の濃度変動，その他のパラ
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メータ変動を考慮しても，臨界事故に係る安全機能が喪失する

ことはない。  

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波

及することは想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外

の貯槽等において臨界事故が連鎖して発生することはない。  

( ２ ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム

濃縮缶は安全冷却水系による冷却は行っておらず，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応によるエネルギを全て溶液に与えたと

しても，溶液の性状が変化するような温度変化は生じない。  

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波

及することは想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外

の貯槽等において冷却機能の喪失による蒸発乾固が連鎖して

発生することはない。  

( ３ ) 水素爆発への連鎖  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム

濃縮缶において講じられている水素爆発に係る安全機能は，安

全圧縮空気系による水素掃気機能であるが，想定される温度，

圧力，その他のパラメータ変動を考慮しても安全圧縮空気系に

よる水素掃気機能が喪失することはない。  

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波

及することは想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外

の貯槽等において当該貯槽等以外の貯槽等において水素爆発

が連鎖して発生することはない。  

(４ ) 有機溶媒等による火災への連鎖 
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるエネルギを全て溶

液に与えたとしても，溶液の性状が変化するような温度変化は

生じない。 

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波

及することは想定されないことから，有機溶媒等による火災が

連鎖して発生することはない。 

( ５ ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム

濃縮缶及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は異なる建

屋に位置し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による事故影響

が，貯槽等のバウンダリを越えて波及することは想定されない

ことから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷が連鎖して発生

することはない。  
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7. 必要な要員及び資源  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に必要な要員及

び燃料等については，電気設備以外の使用は必要ない。また，

軽油等の燃料の消費はない。  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に必要な要員は，

７名であり，これに対して実施組織要員は 13 名であることか

ら，対応可能である。  
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 2.6 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処（要旨） 

 

 

  



 

 

 



 

1. 事故の特徴 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設では，3,000ｔ・ＵＰｒの使用済燃

料を貯蔵することとし，ＢＷＲ燃料用（１基：1,000ｔ・ＵＰｒ），ＰＷＲ

燃料用（１基：1,000ｔ・ＵＰｒ），ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用（１基：

1,000ｔ・ＵＰｒ）の合計３基の燃料貯蔵プールを設置している。この他に，

受け入れた使用済燃料を仮置きする燃料仮置きピット及び前処理建屋へ使

用済燃料を送り出すための燃料送出しピットを設置している。（これらを

総称して「燃料貯蔵プール等」という。） 

燃料貯蔵プール等での使用済燃料の貯蔵等にあたっては，使用済燃料

が有する崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プール等の水の沸騰を防止するために，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃

料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備のプール水冷却系（以下「プール水

冷却系」という。）及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全

冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下「安全冷却水

系」という。）を設置している。また，自然蒸発による燃料貯蔵プール等

の水位低下に対して，当該水位を維持するために使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の補給水設備

（以下「補給水設備」という。）を設置している。 

プール水冷却系は，ポンプによってプール水を熱交換器に供給し，安

全冷却水系からプール水冷却系に供給される冷却水との熱交換を行うため，

熱交換器及びポンプで構成される。 

安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに

よってプール水冷却系の熱交換器等に冷却水を供給し，発生する熱を除熱

するため，冷却塔及び冷却水循環ポンプで構成される。 

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料貯蔵プール等のそれぞれ
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の要求に応じてポンプにより補給するため，補給水槽及びポンプで構成さ

れる。 

 (１) 想定事故１の特徴 

燃料貯蔵プール等の冷却機能の喪失により，水の温度が上昇し沸騰が

開始する。また，補給水設備による燃料貯蔵プール等の水の補給に失敗す

ると，蒸発により燃料貯蔵プール等の水が減少し燃料貯蔵プール等の水位

が緩慢に低下する。燃料貯蔵プール等の注水機能の回復が行われないと，

やがて使用済燃料は露出し，損傷に至る。 

 (２) 想定事故２の特徴 

燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破断によるサイ

フォン効果又は地震によるスロッシングにより燃料貯蔵プール等の水の小

規模な漏えいが発生し，燃料貯蔵プール等の水位が低下して，プール水冷

却系の冷却機能が喪失するとともに，補給水設備の注水機能が喪失する。

その後もプール水の補給が行われないと，やがて使用済燃料は露出し，損

傷に至る。 

  

2.6-2



 

2. 対処の基本方針 

 (１) 想定事故１の燃料損傷防止対策 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失により燃料損傷に至

る事故を防止するため，補給水設備を代替する設備により燃料貯蔵プール

等に注水し，水位を維持する。以下，この対策を燃料損傷防止対策という。 

 (２) 想定事故２の燃料損傷防止対策 

燃料貯蔵プール等からの水の小規模な漏えいの発生により燃料損傷に

至る事故を防止するため，燃料貯蔵プール等の水の漏えいを停止し，補給

水設備を代替する設備により燃料貯蔵プール等に注水し水位を回復し維持

する。以下，この対策を燃料損傷防止対策という。 
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3. 具体的対策 

3.1 燃料損傷防止対策 

燃料貯蔵プール等のプール水冷却系若しくは安全冷却水系の冷却機能

又は補給水設備の注水機能の喪失，又は燃料貯蔵プール等に接続するプー

ル水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果又はスロッシングにより燃

料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生した場合には，燃料貯蔵プー

ル等へ水を供給するために，可搬型中型移送ポンプを設置し，可搬型建屋

外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，貯水槽から燃料貯蔵プール

等へ水を供給するための経路を構築する。 

燃料貯蔵プール等の状態監視のため，監視設備を準備する。監視設備

を設置するまでの間，燃料貯蔵プール等の状態について携行型の監視設備

にて実施組織要員による監視を行う。可搬型建屋外の水供給経路の構築が

完了した後，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを接続する。な

お，水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合

においても，線量率の測定及び燃料貯蔵プール等の状態監視が継続できる

よう，空冷設備を設置する。 

可搬型中型移送ポンプを運転することで，貯水槽から燃料貯蔵プール

等へ注水する。燃料貯蔵プール等の水位は通常水位を目安に注水し，通常

水位到達後は，可搬型中型移送ポンプの間欠運転又は流量調整により通常

水位を目安に水位を確保する。なお，プール水冷却系の配管破断によるプ

ール水の小規模な漏えい時には，注水により通常水位まで水位が到達しな

い場合があるが、この場合はプール水冷却系の吸込み側配管に設置される

越流せきを目安に注水を実施する。 

このため，可搬型建屋内ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

外ホースを可搬型重大事故等対処設備として新たに整備する。また，貯水
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槽を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。 
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4. 有効性評価 

4.1 代表事例 

想定事故１では，冷却機能及び注水機能が喪失する範囲及び環境条件

を踏まえた対処内容を考慮し，火山起因事象を代表事象として選定する。 

想定事故２では，冷却機能及び注水機能が喪失する範囲及び環境条件

を踏まえた対処内容を考慮し，サイフォン効果及びスロッシングにより燃

料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生する地震起因事象を代表事象

として選定する。 

 

4.2 代表事例の選定理由 

燃料貯蔵プール等における設計上定める条件より厳しい条件は，設計

上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」及び「火山」，

設計上定める条件より厳しい条件における内部事象の「動的機器の多重故

障」及び「長時間の全交流動力電源の喪失」である。 

これらの条件において，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能

並びに補給水設備の注水機能の喪失，重大事故等への対処の種類及び重大

事故等への対処時の想定される作業環境の苛酷さを考慮すると，概ね「地

震」を条件とした場合が厳しい結果を与える。ただし，「地震」を条件と

した場合は同時にスロッシング及びサイフォン効果が発生し「プール水の

保持機能」も喪失することを踏まえ，想定事故１では「火山」，想定事故

２では「地震」の発生を想定する。 

また，本重大事故は共通要因事故により，燃料仮置きピット，燃料貯

蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵

プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）及び燃料送出しピットで同時に発

生するものとする。 
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4.3 有効性評価の考え方 

燃料貯蔵プール等の水が沸騰により蒸発して水位低下に至った場合に，

燃料貯蔵プール等への注水を開始し，水位を一定範囲に維持できることを

確認するため，燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移を評価する。これ

らの評価は，水の比熱等を用いた簡便な計算により，燃料有効長頂部を冠

水できること及び放射線を遮蔽できる水位を確保できることを評価する。

また，未臨界を維持できることを評価する。 

 

4.4 機能喪失の条件 

想定事故１の場合，代表事例において，設計上定める条件より厳しい

条件における外部事象の「火山」を条件とした場合は外部電源を含めた全

交流動力電源の喪失を想定しており，動的機器が間接的に機能喪失するの

で追加での機能喪失は想定しない。また，代表事例では，外部電源を含め

た全交流動力電源の喪失を想定しているため，追加での機能喪失は想定し

ない。 

想定事故２の場合，代表事例において，基準地震動の1.2倍の地震動を

入力した場合においても必要な機能を損なわない設計としていないものは，

機能喪失するものとし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を想

定する。また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を

想定しているため，追加での機能喪失は想定しない。 

想定事故２で想定する燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいは、プ

ール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果及び燃料貯蔵プール等か

らのスロッシングによる溢水が同時に発生したことを仮定するため，サイ

フォン効果による小規模な漏えいと同時にスロッシングによる燃料貯蔵プ
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ール等の水の小規模な漏えいが発生し，最終的には、評価により求めたス

ロッシングによる溢水が収束する水位である通常水位から0.60ｍ下の位置

で停止するものとする。なお，スロッシングによる溢水量の評価では，燃

料貯蔵プール等の周辺に設置する止水板及び蓋のうち，止水板のみスロッ

シングによる溢水の抑制効果を考慮する。 

 

4.5 機器の条件 

可搬型中型移送ポンプは，１台あたり240ｍ３／ｈの容量を有し，燃料

貯蔵プール等への注水に１台を使用する。 

燃料貯蔵プール等への注水流量は，貯蔵する使用済燃料の崩壊熱を踏

まえて設定した値とし，当該設定値以上で注水する。 

燃料貯蔵プール等の初期水位は，管理上の水位の変動範囲でも厳しい

水位低警報設定値である、通常水位－0.05ｍとし，初期温度は、運転上許

容される上限の65℃とする。 

燃料貯蔵プール等の沸騰時間は，崩壊熱量と保有水量により算出され

る。燃料貯蔵プール等の崩壊熱量は，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール

（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール

（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）及び燃料送出しピットの各燃料貯蔵プー

ルに対して，冷却期間４年及び冷却期間12年の使用済燃料集合体の貯蔵量

を崩壊熱量が最も高くなるように設定する。 

燃料貯蔵プール等の保有水量は，保有水量を厳しく見積もるため、使用

済燃料やラックの体積を除くとともに、燃料貯蔵プール等で、万一、水の

漏えいが発生した場合に、他の健全なプール、ピットと隔離して保修を行

うことができるように設置しているピットゲート及びプールゲートは、閉

めた状態を考慮した保有水量とする。 
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以上の条件により，燃料貯蔵プール等の沸騰時間を算出し，この結果か

ら，最も沸騰時間が短くなる燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）を代表とす

る。このときの燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の崩壊熱量は約2,450ｋ

Ｗ，保有水量は想定事故１の場合は約2,453ｍ３，想定事故２の場合は約

2,289ｍ３となる。 

燃料貯蔵プール等からの蒸発量は，崩壊熱量により算出される。この

ため，崩壊熱による保有水の蒸発量については，燃料貯蔵プール等全体か

らの蒸発量を考慮する必要がある。よって，燃料貯蔵プール全体の貯蔵量

である3,000ｔ・ＵＰｒが容量いっぱいに貯蔵されたときの崩壊熱量として，

約5,420ｋＷを設定する。このときの，崩壊熱による保有水の蒸発量は約

10ｍ３／ｈである。 

  プール水冷却系配管に逆流防止のため設置されている逆止弁については，

異物の噛みこみにより開固着し，逆止弁の機能が十分に働かない状態を仮

定する。このとき，配管が損傷することを想定すると，サイフォン効果に

より燃料貯蔵プール等の水位は低下するが，プール水冷却系配管のサイフ

ォン ブレーカによりサイフォン ブレーカ孔位置である通常水位から－0.

45ｍで水位低下は停止する。 

スロッシングによる燃料貯蔵プール等のプール水の漏えいは，止水板

又は蓋の効果により抑制できるものとする。 

 

4.6 操作の条件 

想定事故１の場合，燃料貯蔵プール等への代替補給水設備（注水）の

設置及び注水は，冷却機能及び注水機能の喪失から燃料貯蔵プール等が沸

騰に至るまでの時間である約39時間に対して，21時間30分後から注水を開

始する。 
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想定事故２の場合，燃料貯蔵プール等への代替補給水設備（注水）の

設置及び注水は，プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果及び

スロッシングにより燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生すると

ともに，燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失から燃料貯蔵プ

ール等が沸騰に至るまでの時間である約36時間に対して，21時間30分後か

ら注水を開始できるものとする。 

 

4.7 判断基準 

想定事故１については，燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が

喪失した場合でも，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への

注水手段を確保することによって，燃料有効長頂部を冠水できること及び

放射線を遮蔽できる水位を確保できること。また，未臨界を維持できるこ

と。 

想定事故２については，プール水冷却系の配管の破断によるサイフォ

ン効果及びスロッシングにより燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが

発生するとともに，燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した

場合でも，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水手段

を確保することによって，燃料有効長頂部を冠水できること及び放射線を

遮蔽できる水位を確保できること。また，未臨界を維持できること。 
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5. 有効性評価の結果 

重大事故等の発生を検知し，燃料貯蔵プール等における水の沸騰によ

り水位が低下した場合でも，代替補給水設備（注水）にて注水することに

より，燃料貯蔵プール等の水位を維持し，安定状態を維持できる。使用済

燃料は燃料貯蔵プール等のステンレス鋼製ラックに仮置き・貯蔵されてお

り，水温が変化した場合やプール水が沸騰し，水密度が低下した場合にお

いても，燃料貯蔵プール等の未臨界を維持できる。 

 

5.1 不確かさの影響評価 

5.1.1 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

5.1.1.1 想定事故１ 

   内部事象で発生する動的機器の故障による冷却機能若しくは注水機能

喪失の場合，又は長時間の全交流動力電源の喪失事象の場合，対処が必

要な範囲が限定される。当該評価では，代表事例において，各建屋で並

行して作業した場合の対策の成立性を確認していることから，実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの時間余裕を算出す

るに当たって，物性値の変動や初期条件の変動が影響を与えると考え

られるものの，時間余裕の算出は，より厳しい結果を与えるように，

燃料貯蔵プール等に設定する崩壊熱量は冷却期間４年及び12年の使用

済燃料を貯蔵した場合の最大値を設定した上で，燃料貯蔵プール等か

らの放熱は考慮せず断熱評価を実施している。このため，実施組織要

員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

評価条件として設定している初期水温は，設計上想定される最大値

を採用している。実際の運転時には，評価条件で設定している初期水
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温より低くなり，沸騰に至るまでの時間は延びることになる。このた

め，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

評価条件として設定している初期水位は，水位低警報値を採用して

いる。実際の運転時には，評価条件で設定している初期水位よりも高

い水位となり，保有水量が多くなることにより，沸騰に至るまでの時

間は延びることになる。このため，実施組織要員の操作の時間余裕は

長くなる。 

 

5.1.1.2 想定事故２ 

想定事故２は，外部事象で発生する「地震」でのみ発生を想定して

いることから，想定事象の違いはない。 

崩壊熱量及び初期水温の観点としては，想定事故１の有効性評価に

記載する不確かさの影響のとおりである。 

スロッシングによる溢水量の評価では，燃料貯蔵プール等の初期水

位を，管理上の水位の変動範囲で最も厳しい水位低警報設定値である，

通常水位－0.05ｍとしているが，実際の運転時には，評価条件で設定

している初期水位よりも高い水位となることがある。このため，初期

水位を通常管理において最も高くなる水位である通常水位＋0.02ｍと

して，スロッシングによる溢水量を評価し，水位の低下を確認した結

果，通常水位－0.57ｍであり，このときの沸騰までの時間は，通常水

位－0.60ｍとしたときの沸騰までの時間と同程度の約36時間である。

このため，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

想定事故２では，プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効

果及び燃料貯蔵プール等からのスロッシングが同時に発生したことを

仮定し，小規模な漏えい量が多い燃料貯蔵プール等からのスロッシン
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グによる漏えいが停止する位置としている。燃料貯蔵プール等からの

スロッシングによる溢水量の評価では，評価方法及び評価条件に保守

性があることから，スロッシングによる漏えいが停止する水位は高く

なることがある。この場合には，小規模漏えいによる水位の低下は，

スロッシングによる水位の低下後，サイフォン ブレーカ孔位置まで低

下して停止することが事故条件となる。しかしながら，燃料貯蔵プー

ル等からのスロッシングの溢水による水位低下位置である通常水位か

ら－0.60mに対して，サイフォン ブレーカ孔位置は通常水位から－

0.45mと高い位置となり，保有水量が多くなることから，沸騰に至るま

での時間はわずかに延びて約37時間となる。このため，スロッシング

による溢水量の保守性が実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響

はない。 

サイフォン効果による漏えいは，評価上，事象発生と同時に，瞬時

に水位が低下すると仮定している。実際にサイフォン効果による小規

模漏えいが発生した場合は，静水頭により漏えいが継続し，ある一定

の時間を要するため，燃料貯蔵プール等のプール水がサイフォン効果

により瞬時に漏えいすることはなく，連続的に漏えいすることが考え

られる。 

このため，プール水冷却系の配管が破断して，サイフォン効果によ

り小規模な漏えいが発生し，サイフォン ブレーカにより停止するまで

の時間を，一般的な計算式を用いて，計算を行った結果，漏えいが停

止するまでの時間は約５分であり，沸騰に至るまでの時間は延びるこ

ととなる。このため，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響は

ない。 
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5.1.2 操作条件の不確かさの影響 

燃料貯蔵プール等への注水等の準備は，燃料貯蔵プール等の冷却等

の機能喪失をもって着手し，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至るまで

の時間に対し，２時間の時間余裕をもって完了させる。また，各作業

の作業項目は，余裕を確保して計画し，必要な時期までに操作できる

よう体制を整えていることから，実施組織要員の操作の時間余裕に与

える影響はない。 

また，想定事故１は「火山」を条件としているため，建屋外におけ

る重大事故等対策に係る作業は，降灰予報を受けて作業に着手するこ

とから，降灰の影響を受けることはない。降灰発生後は，対策の維持

に必要な燃料の運搬が継続して実施されるが，除灰作業を並行して実

施することを前提に作業計画を整備しており，重大事故等対策を維持

することが可能である。 
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6. 同時発生及び連鎖 

6.1 同時発生 

  重大事故等の発生により，燃料貯蔵プール等の水位の低下が継続した場

合には，使用済燃料を仮置き又は貯蔵する燃料仮置きピット，燃料貯蔵プ

ール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プー

ル（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）及び燃料送出しピットで使用済燃料が

損傷する事故が同時に発生した場合でも，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）

の沸騰時間が，それ以外のピット及びプールの沸騰時間よりも厳しくなり，

また，燃料貯蔵プール等は連結されているため，いずれかのピット又はプ

ールに注水することにより，全てのピット及びプールの水位を維持するこ

とができることから，注水による同時発生への影響はなく，有効性評価に

ついては本章に記載したとおりである。 

  異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効性に

ついては，別章でまとめる。 

 

6.2 連鎖 

  燃料貯蔵プール等は開放型の構造となっており，機器自体及び機器に接

続する安全機能を有する機器はステンレス鋼製である。燃料貯蔵プール等

の水の沸騰が発生した場合の温度は最大でも 100℃程度である。以上より，

これらの機器自体及び機器に接続する安全機能を有する機器が損傷するこ

とはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

 (１) 臨界事故への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等において講じ

られている臨界事故に係る安全機能は，形状寸法管理であるが，沸騰
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時の温度を考慮しても，臨界事故に係る安全機能が喪失することはな

いことから，臨界事故が連鎖して発生することはない。 

 (２) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等は，高レベル

廃液等の沸騰が発生する機器とは異なる建屋に設置されているため，

冷却機能の喪失による蒸発乾固が連鎖して発生することはない。 

 (３) 水素爆発への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等は，水素爆発

が発生する機器とは異なる建屋に設置されているため，水素爆発が連

鎖して発生することはない。 

 (４) 有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等は，有機溶媒

等による火災又は爆発が発生する機器とは異なる建屋に設置されてい

るため，有機溶媒等による火災及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

への連鎖はない。 
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7. 必要な要員及び資源 

地震起因及び火山起因による燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失の

場合には，重大事故の選定に示すとおり，冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び水素爆発に対しても同時に対処することとなる。このため，重大事故

等対処に必要な要員及び燃料等の成立性については，それぞれの対処で必

要な数量を重ね合わせて評価する必要があり，重大事故等が同時にまたは

連鎖して発生した場合の対処において評価している。 

 

7.1 要員 

本重大事故における燃料損傷防止対策に必要な要員は，燃料貯蔵プー

ル等の冷却等の機能喪失を受けて対応することとなっており，地震起因の

場合，全建屋の合計で53名である。なお，火山起因の場合には，降灰予報

を受けて建屋外でのホース敷設等の準備作業に入ることから，建屋外の作

業に要する要員数が地震起因の場合を上回ることはなく，地震起因と同じ

人数で対応できる。 

また，内部事象を起因とした場合は，作業環境が地震起因で想定され

る環境条件より悪化することが想定されず，対処内容にも違いがないこと

から，必要な要員は地震起因の場合の必要な人数以下である。 

 

7.2 水源 

想定事故１の場合，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等

への注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮すると，合計約1,600ｍ３

の水が必要となる。 

想定事故２の場合，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等

への注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮すると，合計約2,700ｍ３
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の水が必要となる。 

 

7.3 電源 

  監視設備及び可搬型空冷ユニットへの給電は，専用の可搬型発電機を敷

設するため，対応が可能である。 

 

7.4 燃料 

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失へ対処するための措置を７日間

継続して実施するのに必要な軽油は，合計で約17ｍ３である。 
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 2.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処（要旨） 

 

 

  



 

 

 



 

1. 重大事故等の同時発生 

1.1 同時発生が想定される重大事故等の種類と想定する条件 

重大事故等の同時発生の範囲を考慮すると，「地震」又は「火山」を

条件とした場合が最も多くの重大事故等の発生が想定され，また，「地震」

が重大事故等の発生の条件として最も厳しいことから，重大事故等の同時

発生の有効性評価は，「地震」を代表事例として，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」，「放射線分解により発生する水素による爆発」及び「燃料

貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）」の同時発生を対象に実

施する。 
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1.2 重大事故等が同時発生した場合の有効性評価の範囲 

各重大事故等の重大事故等対策は，互いに異なる対策であり，各重大

事故等対策が競合することはない。また，重大事故等対策に使用する設備

も，重大事故等ごとに専用の設備を整備することで，設備が競合すること

はない。 

以上より，各重大事故等対策の有効性評価は，重大事故等が同時発生

した場合であっても，個別に評価することが可能であるが，各重大事故等

が発生した場合の事故環境が相互に与える影響を考慮する必要がある。 

  重大事故等の発生防止対策の観点では，発生防止対策が講じられる時点

では，事故影響が健在化しておらず，重大事故等が単独で発生している状

態と変わるものではないことから，重大事故等が同時発生した場合の発生

防止対策の有効性評価における評価条件及び評価結果は，単独で重大事故

等が発生した場合と同じである。 

  重大事故等の拡大防止対策の観点では，事故影響が健在化している状態

となることから，同一の機器において蒸発乾固及び水素爆発の発生が想定

される場合には，相互に与える影響を考慮する必要がある。 

  蒸発乾固の拡大防止対策である機器への注水及び冷却コイル等への通水

に着目した場合，水素爆発に伴い生じるエネルギによる影響を考慮する必

要があるが，そのエネルギは数十ＭＪ程度であり，水素爆発により生じた

エネルギが全て溶液に付加されることを仮定したとしても，溶液の温度上

昇は１℃未満であり，実際の放熱による除熱効果を考慮すれば，その影響

は無視できる程度であることから，重大事故等が同時発生した場合の蒸発

乾固の拡大防止対策の有効性評価における評価条件及び評価結果は，単独

で重大事故等が発生した場合と同じである。 

  水素爆発の拡大防止対策である水素爆発の再発を防止するための圧縮空
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気の供給に着目した場合，高レベル廃液等の沸騰の影響を考慮する必要が

ある。高レベル廃液等の沸騰に伴う高レベル廃液等の対流は，高レベル廃

液等内の水素を気相部に追い出す効果となるため，沸騰により高レベル廃

液等の見かけ上のＧ値が増加し，水素発生量が増加するという特徴を有す

る。したがって，重大事故等が同時発生した場合の水素爆発の拡大防止対

策の有効性評価は，水素発生量の増加に着目し有効性評価を実施する。 

  想定事故２の燃料損傷防止対策に着目した場合，蒸発乾固及び水素爆発

の事故影響が，貯槽等のバウンダリを超えて使用済み燃料貯蔵プール等へ

波及することは想定されないことから，重大事故等が同時発生した場合の

想定事故２の燃料損傷防止対策の有効性評価における評価条件及び評価結

果は，単独で重大事故等が発生した場合と同じである。 

  大気中への放射性物質の放出量に着目した場合，蒸発乾固及び水素爆発

が同時に発生すると，大気中への放射性物質の放出量が増加することから，

重大事故等の同時発生の大気中への放射性物質の放出量を評価する。 

  

2.7-3



 

1.3 有効性評価 

1.3.1 有効性評価の考え方 

水素爆発の拡大防止対策である水素爆発の再発を防止するための圧縮

空気の供給に係る有効性については，沸騰によるＧ値上昇に伴う水素発生

量の増加を考慮しても，機器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時

間よりも前に，水素爆発が続けて生じることを防止するために必要な機器

への圧縮空気の供給の準備を完了でき，圧縮空気を供給することで、機器

気相部の水素濃度が未然防止濃度に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃

度未満で平衡に達するかについて確認するため，貯槽等の気相部の水素濃

度の推移を評価する。 

また，放射性物質の放出量評価として，重大事故等が同時発生した際

の拡大防止対策の実施状況を踏まえて，貯槽等から気相に移行する放射性

物質の量，放出経路における低減割合を考慮し，事態収束までの大気中へ

放出する放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）を評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の水素発生量については，高レ

ベル廃液等が沸騰した際の水素発生Ｇ値等を用いた簡便な計算で実施する。 

 

1.3.2 機能喪失の条件 

代表事例において，基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合におい

ても必要な機能を損なわない設計としていないものは，機能喪失するもの

とし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を想定する。 

また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を想定

しているため，追加での機能喪失は想定しない。 
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1.3.3 機器の条件 

可搬型空気圧縮機の機器条件は，沸騰によるＧ値の上昇に伴う水素発

生量の増加を見込んで設定された条件であることから，単独発生の場合も

同時発生の場合も，可搬型空気圧縮機の機器条件に変更はない。また，手

動圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給は，高レベル廃液等が沸騰に至

る前に実施されるため，単独発生の場合も同時発生の場合も，手動圧縮空

気ユニットの機器条件に変更はない。 

 

1.3.4 操作の条件 

各重大事故等が単独で発生した場合の操作条件は，重大事故等が同時

発生した場合を前提として整備したものであることから，重大事故等が同

時発生した場合においても同じである。 

 

1.3.5 放出量評価の条件 

沸騰及び水素爆発による放射性物質の移行形態は，互いに異なるメカ

ニズムであり，重大事故等が同時発生した場合であっても，放射性物質の

移行形態が変わるものではないことから，放射性物質の移行割合は，単独

発生の場合と同じである。 

また，放出経路における放射性物質の低減割合は，蒸発乾固及び水素

爆発の事故影響に対して所定の性能を発揮でき，蒸発乾固及び水素爆発が

同時に発生した場合であっても性能が劣化するものではないことから，単

独発生の場合と同じである。 

 

1.3.6 判断基準 

圧縮空気の供給により気相部の水素濃度が未然防止濃度に至らず低下
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傾向を示すこと。 

放出量評価は，蒸発乾固及び水素爆発の発生による放射性物質の放出

量の合計がＣｓ－137換算で100ＴＢｑを下回るものであって，かつ，実行

可能な限り低いこと。  
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1.4 有効性評価の結果 

1.4.1 水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給 

機器内の水素濃度の推移は，沸騰による溶液のＧ値の増加を考慮して

も機器内の水素濃度を４ｖｏｌ％未満に維持することができる量の圧縮空

気を供給することから，機器内水素濃度が４ｖｏｌ％を超えている場合は，

圧縮空気の供給の開始と同時に水素濃度が低下し，未然防止濃度未満で平

衡に達する。 

 

1.4.2 大気中への放射性物質の放出量 

重大事故ごとの大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等が同時

発生した場合でも単独発生の場合と同じであり，全ての建屋の蒸発乾固及

び水素爆発による放出量を合計した場合，合計約２×10－３ＴＢｑとなり，

100ＴＢｑを下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

 

1.4.3 不確かさの影響評価 

1.4.3.1 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

想定事象の違いが有効性評価結果に与える影響は，単独発生，同時発

生の想定に因らないことから，単独発生の場合と同様に評価結果は変わら

ず，判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の組成，濃度及び崩壊熱密度は，重大事故等の同時発生

を前提とした場合であっても，想定される最大値を設定する等，厳しい結

果を与える条件で評価をしており，安全余裕を排除したより現実的な条件

とした場合には，より安全余裕が確保されることから，判断基準を満足す

ることに変わりはない。 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）に
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ついては，気相中に移行する放射性物質の移行割合や放出経路における放

射性物質の除染係数に不確かさがあるものの，その幅は，各パラメータに

おいて１桁程度であり，100ＴＢｑに対する事態が収束するまでの主排気

筒から大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の寄与割合

に与える影響が大きくないため，判断基準を満足することに変わりは無い。 

 

1.4.3.2 操作条件の不確かさの影響 

水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備及び大気中へ

の放射性物質の放出を低減するための対処の準備は，安全冷却水系の冷却

機能の喪失及び水素掃気機能の喪失をもって着手し，高レベル廃液等が沸

騰に至るまでの時間に対し，２時間の時間余裕をもって完了させる。また，

各作業の作業項目は，余裕を確保して計画し，重大事故等が同時発生した

場合であっても，必要な時期までに操作できるよう体制を整えていること

から判断基準を満足していることに変わりはない。 

  

2.7-8



 

1.5 必要な要員及び資源 

同時発生が想定される各重大事故等の必要な要員及び資源は，各重大

事故における必要な要員及び資源に記載したとおりである。 

重大事故等対処に必要な要員及び燃料等の成立性については，それぞ

れの対処で必要な数量を重ね合わせることに加え，重大事故等の対処に付

帯して実施されるその他の作業に必要な要員及び資源を考慮して評価する

必要があることから，「2.8 必要な要員及び資源の評価」において，関

連する全ての作業を考慮した際の要員及び資源の有効性を評価する。 
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2. 重大事故等の連鎖 

連鎖して発生する重大事故等の整理は，起因となる重大事故等の事故

影響によって，他の重大事故等の発生を防止している安全機能が喪失する

か否か及び互いの重大事故等対策を阻害せず，有効に機能することを事象

毎に確認する。また，特定にあたっては，溶液の性状等の変化に伴って健

在化する可能性のある現象に留意する。想定する事故時の環境条件は，

「温度」，「圧力」，「湿度」，「放射線」，「物質（水素，蒸気，煤煙，

放射性物質）及びエネルギの発生」，「転倒・落下による荷重」及び「腐

食環境」を考慮する。 

 

2.1 臨界事故 

  臨界事故の発生が想定される貯槽等である２建屋，６機器２貯槽の全て

に対して連鎖の検討を実施した。その結果，「2.2 臨界事故への対処（要

旨）」において記載した通り，想定される事故時環境において，臨界事故

の発生が想定される機器に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機

能劣化することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないこ

とを確認した。 

 

2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

  蒸発乾固の発生が想定される５建屋，13機器グループ，53貯槽の全てに

対して連鎖の検討を実施した。その結果，「2.3 冷却機能の喪失による蒸

発乾固への対処（要旨）」において記載した通り，想定される事故時環境

において，蒸発乾固の発生が想定される機器に接続する安全機能を有する

機器が，損傷又は機能劣化することはなく，他の重大事故等が連鎖して発

生することがないことを確認した。 
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2.3 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発が想定される５建屋，５機

器グループ，52貯槽の全てに対して連鎖の検討を実施した。その結果，「2.

4 放射線分解により発生する水素による爆発への対処（要旨）」におい

て記載した通り，想定される事故時環境において，蒸発乾固の発生が想定

される機器に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化するこ

とはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

 

2.4 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） 

  有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）が

 想定される１建屋，１機器に対して連鎖の検討を実施した。その結果，「2.

 5 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）

 への対処（要旨）」において記載した通り，想定される事故時環境におい

 て，蒸発乾固の発生が想定される機器に接続する安全機能を有する機器が，

 損傷又は機能劣化することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生するこ

 とがないことを確認した。 

 

2.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷が想定されるが想定される１建屋，

１機器に対して連鎖の検討を実施した。その結果，「2.6 使用済燃料貯蔵

槽における燃料損傷防止に係る対処（要旨）」において記載した通り，想

定される事故時環境において，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷の発生

が想定される機器に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化

することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確

認した。 
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2.6 分析結果 

重大事故等の発生が想定される貯槽等の全てに対して連鎖の検討を実

施した。上述の通り，何れの重大事故等においても想定される事故時環境

において，貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化

することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確

認した。 
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 2.8 必要な要員及び資源の評価（要旨） 

 

 

  



 

 

 



 

1. 必要な要員及び資源の評価 

1.1 必要な要員及び資源の評価条件 

必要な要員及び資源の評価は，対処に必要な要員及び資源が最も多く

なる重大事故等の同時発生に対して成立性を確認する。重大事故等の同時

発生の有効性評価は，「地震」を代表事例としているため，必要な要員及

び資源の評価についても「地震」を条件とした場合に同時発生が想定され

る各重大事故等対策及び対策に必要な付帯作業を含めた重大事故等の同時

発生への対処を対象に実施する。 

なお，重大事故等の連鎖は，「2.7 重大事故が同時に又は連鎖して発

生した場合の対処（要旨）」に記載したとおり，発生が想定されない。 
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1.2 重大事故等の同時発生時に必要な要員の評価 

「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生では，同時に作業

している要員数の最大値は，101名であり，重大事故等の同時発生の対処

に必要な要員は132名である。  

事業所内に常駐している実施組織要員は164名であり，必要な作業対応

が可能である。 
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1.3 重大事故等の同時発生時に必要な水源の評価 

  「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に水源を必要とす

る対策としては，蒸発乾固への重大事故等対策及び使用済燃料貯蔵プー

ル等への注水（想定事故２）であり，それぞれ第１貯水槽の異なる区画

を水源として使用する。 

蒸発乾固の重大事故等対策に必要な水量は，対応期間の７日間の対応を

考慮すると，合計約310ｍ３の水が必要である。水源として，第１貯水槽

の一区画に約10,000m３の水を保有しており，これにより，必要な水源は

確保可能である。 

使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）に必要な水量は，対

応期間の７日間の対応を考慮すると，合計約2,700ｍ３の水が必要である。

水源として，第１貯水槽の一区画に約10,000m３の水を保有しており，こ

れにより，必要な水源は確保可能である。 

また，蒸発乾固の重大事故等対策で冷却に使用した水を貯水槽へ戻し

再利用するが，それに伴う水温の上昇は１日あたり約３℃であり，実際の

放熱を考慮すれば冷却を維持することは可能である。 
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1.4 重大事故等の同時発生時に必要な燃料の評価 

「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に必要な燃料

（軽油）は，合計約90ｍ３であり，軽油貯蔵タンクにて約400ｍ３の軽油を

確保していることから，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が

可能である。また，「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生時

に必要な燃料（重油）は，合計約70ｍ３であり，重油貯蔵タンクにて約

200ｍ３の軽油を確保していることから，外部支援を考慮しなくとも７日

間の対処の継続が可能である。 

なお，必要な燃料（軽油）の量については，「火山」を条件とした方が

多くなるが，合計約90ｍ３であり，軽油貯蔵タンクにて約400ｍ３の軽油を

確保していることから，「火山」を条件とした場合でも外部支援を考慮し

なくとも７日間の対処の継続が可能である。 
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1.5 重大事故等の同時発生時に必要な電源の評価 

「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に必要な電源で，

電源負荷と供給容量で最も余裕が小さい排気監視測定設備可搬型発電機で

も，必要負荷約2.7ｋＶＡに対し，供給容量約３ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。 

 

2.8-5





令和２年１月８日 Ｒ１１ 

 

 

 

 

 

 

 

３．設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定 
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の組合せの特定 

３．３．２．２ 安全機能喪失状態の特定（ステップ２） 

３．３．２．２．１ フォールトツリーによる安全機能喪失の要因の

整理 

３．３．２．２．２ 設計上定める条件より厳しい条件毎の安全機能

喪失状態の特定 

３．３．２．２．３ 安全機能の喪失又はその組合せの発生の判定 

３．３．２．３ 重大事故の想定箇所の特定（ステップ３） 

３．３．２．３．１ 事故発生の判定 

３．３．２．３．２ 重大事故の判定 



 

３．４ 重大事故の想定箇所の特定結果 

３．４．１ 臨界事故（機器内） 

３．４．１．１ 「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機

器内）の想定箇所の特定結果 

３．４．１．２ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能」の同時喪失による臨界事故（機器内）の想定

箇所の特定結果 

３．４．１．３ 「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生

時）」の喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の特

定結果 

３．４．２ 臨界事故（機器外） 

３．４．２．１ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」の喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特

定結果 

３．４．２．２ 「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器

外）の想定箇所の特定結果 

３．４．２．３ 放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機

能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所

の特定結果 

３．４．２．４ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定

箇所の特定結果 



 

３．４．３ 「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）の想定

箇所の特定結果 

３．４．４ 「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回

収系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の想定箇所の

特定結果 

３．４．５ 「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の想定箇所の

特定結果 

３．４．６ 「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能（回収

系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪失による水素

爆発（機器外）の想定箇所の特定結果 

３．４．７ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の想定箇所の特定結

果 

３．４．８ 「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回

収系）」の同時喪失による有機溶媒火災（機器外）の想定箇所

の特定結果 

３．４．９ 火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同

時喪失によるプロセス水素による爆発の想定箇所の特定結果 

３．４．10 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の想定箇

所の特定結果 



 

３．４．11 「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の想定箇所の特定

結果 

３．４．12 「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の想定箇所の

特定結果 

３．４．13 「放射性物質の保持機能」の喪失による液体放射性物質の機器

外への漏えいの想定箇所の特定結果 

３．４．14 固体放射性物質の機器外への漏えい 

３．４．14．１ 「放射性物質の保持機能」の喪失による固体放射性物

質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果 

３．４．14．２ 「落下・転倒防止機能」の喪失による固体放射性物質

の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果 

３．４．14．３ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能」の同時喪失による固体放射性物質の機器外へ

の漏えいの想定箇所の特定結果 

３．４．14．４ 「ソースターム制限機能（溶融ガラス誤流下時）」の喪

失による固体放射性物質の機器外への漏えいの想定箇

所の特定結果 

３．４．15 「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射性

物質の捕集・浄化機能、排気機能）」の喪失による気体放射

性物質の漏えいの想定箇所の特定結果 

３．４．16 温度上昇による閉じ込め機能喪失 

３．４．16．１ 「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇によ

る閉じ込め機能喪失の想定箇所の特定結果 



 

３．４．16．２ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機

能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」の同時喪失による温度上昇による閉じ込

め機能喪失の想定箇所の特定結果 

３．４．17 設計上定める条件より厳しい条件により発生が想定されない

重大事故の想定箇所の特定結果 

３．５ まとめ 
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３．１ 概要 

重大事故は、再処理規則第 1 条の３において、設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する事故であって、次に掲げるものとされている。 

 

一 セル内において発生する臨界事故 

二 使用済燃料から分離されたものであつて液体状のもの又は液体状の放射

性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固 

三 放射性分解によって発生する水素が再処理施設内部に滞留することを防

止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発（前

号に掲げるものを除く。） 

五 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 セル内又は建屋内における放射性物質の漏えい（前各号に掲げる事故に

係るものを除く。） 

 

 これらの重大事故に対しては、対策を検討し、必要な設備、手順書、体制

を整備し、それらの有効性を評価する。したがって、重大事故の想定箇所の

特定として、重大事故の起因となる安全機能の喪失及びその同時発生の範囲、

機能喪失後の事象進展、重大事故の発生規模、並びに重大事故の同時発生の

範囲を明確にすることが必要である。 

安全機能の喪失を想定する対象は、公衆への著しい被ばく影響をもたらす

可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ、安全機能を有する施設の

うち安全上重要な施設（以下、「安重施設」という。）とする。 

安重施設の安全機能の喪失を特定するにあたり、設計基準の想定において
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は、安重施設の安全機能は喪失しない設計としている。したがって、これを

超える想定として、ある施設の損傷状態（設備の破損や故障）を定めること

により、安重施設の安全機能喪失を想定する。 

 

重大事故の想定箇所の特定に当たっては、安全機能を有する施設の設計に

おいて想定した設計条件より厳しい条件である外的事象及び内的事象を要因

とした場合の、機能喪失の範囲を整理し、重大事故とその想定箇所の検討を

行った。 

その際に、設計基準を超える厳しい条件として、外的事象（自然現象と故意

によるものを除く人為事象）と内的事象及びそれらの重ねあわせを考慮した。 

 

外的事象については、安全機能を有する施設の設計において想定した地震、

火山等の55の自然現象と、航空機落下、有毒ガス等の24の人為事象に対して 

・ 発生頻度が極めて低い事象 

・ 重大事故をひきおこす規模の事象が想定されない事象 

・ 再処理施設周辺では起こりえない事象 

・ 設計基準を超える厳しい条件を施設に与えても重大事故の要因となら

ないことが明らかな事象 

を除いた上で、設計基準を超える厳しい条件を施設に与えた場合に重大事故

等の要因となるおそれのある事象として、地震、火山（降下火砕物による荷

重、フィルタの目詰まり）、森林火災、草原火災、干ばつ、積雪、湖若しく

は川の水位降下が残り、当該事象によって機能喪失するおそれのある安全上

重要な施設を抽出して、重大事故が起こるかの可否を検討した。 

 

その結果として、地震、火山（降下火砕物）について、設計基準を超える
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厳しい条件により重大事故が発生する。それ以外の事象については、それぞ

れ、消火活動を行うこと、堆積した雪や火山灰を除去すること、及び工程を

停止した上で、必要に応じて外部からの給水を行うことにより、重大事故に

至る前までに対処が可能であり、安全上重要な施設の機能喪失に至ることを

防止でき、大気中への放射性物質の放出に至ることはない。 

 

地震及び火山の影響の設計上定める条件より厳しい条件として、以下の機

能喪失条件を設定する。 

地震：常設の動的機器と交流動力電源の機能は復旧に時間を要することが

想定されることから全て機能喪失する。常設の静的機器の機能は、

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

したもの以外は機能喪失する。 

火山の影響：交流動力電源、屋外の動的機器の機能及び屋内の外気を吸い

込む動的機器の機能は降下火砕物によるフィルタ目詰まり等

により全て機能喪失する。 

 

また、内的事象としては、設計基準事故の想定において考慮した 

・放射性物質を内包する液体の移送配管の貫通き裂と漏えいした液体の放射

性物質の回収設備の単一故障の同時発生 

・短時間の全交流動力電源の喪失 

・動的機器の単一故障 

に対して、それぞれの条件を超える条件として、 

・放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）の移送配

管の全周破断と漏えいした液体の放射性物質の回収設備の単一故障の同

時発生 
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・長時間の全交流動力電源の喪失 

・動的機器の多重故障（多重の誤作動、多重の誤操作を含む） 

を、設計上定める条件より厳しい条件とする。 

 

ここで、配管の全周破断は、空気及び気送による粉末、定期的なサンプリング

により水質を管理している冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保守点

検で維持できることから対象としない。配管が損傷した場合には早期に検知でき

て工程停止等の措置を行うことができるので、複数の配管の損傷は考慮しない。 

動的機器の多重故障の想定は、異なる安全機能における動的機器の故障（関連

性の認められない偶発的な故障）は考慮しない。 

 

また、異なる機能喪失の重ね合わせについては、 

・内的事象については事象発生時に速やかに対処を行うことと、関連性の認め

られない偶発的な事象となるので、重ね合わせを考慮する必要はない。 

・外的事象については、それぞれの事象の発生頻度が極めて低いことから重ね

合わせはしない。 

・内的事象と外的事象の重ね合わせについては、発生頻度が極めて低いこと、

関連性が認められないことから重ね合わせはしない。 

 

具体的には、「３．２ 設計上定める条件より厳しい条件」において、重

大事故の起因となる施設の損傷状態を想定し、「設計上定める条件より厳し

い条件」を設定する。 

 

上記のとおり定めた設計上定める条件より厳しい条件により、発生のおそ

れがある重大事故と想定箇所が特定される。 
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安重施設の安全機能は、安重施設に該当する設備毎の系統図を参照するこ

とで、フォールトツリーとしてその安全機能の喪失に至る要因を整理するこ

とが可能である。安重施設の安全機能の喪失は、フォールトツリー上に記載

されている設備が、重大事故の起因としての施設の損傷状態によって機能を

喪失するか維持するかにより想定できる。 

また、安重施設の安全機能について、喪失した場合に至る施設状態及びそ

の後の事象進展を分析することで、上記の６つの重大事故に至る可能性があ

る機能喪失又はその組合せを整理することが可能である。重大事故の起因と

しての施設の損傷状態によって、重大事故に至る可能性がある機能喪失又は

その組合せが発生し得るかどうかを、それぞれの安全機能のフォールトツリ

ーから判定する。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せが発生する場合には、

重大事故発生の可能性がある箇所（機器、セル等）毎に評価を行う。設計基

準の設備により事象を収束させる他、安全機能の喪失の事象の進展が極めて

遅い、事象進展において一般公衆への影響が平常時と同程度のものについて

は、安全機能の喪失に対して復旧等の措置で対応する。 

 

これらの重大事故の想定箇所の特定の考え方を「３．３ 重大事故の想定

箇所の特定の考え方」で具体化するとともに、「３．４ 重大事故の想定箇

所の特定結果」で、重大事故の想定箇所の特定結果を示す。 
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３．２ 設計上定める条件より厳しい条件 

重大事故の想定箇所の特定に当たり、外部からの影響による機能喪失（以下、

「外的事象」という。）及び動的機器の故障、静的機器の損傷等による機能

喪失（以下、「内的事象」という。）、並びにそれらの重ねあわせを考慮し、設

計上定める条件より厳しい条件を設定する。 

 

３．２．１ 外的事象 

外部からの影響として考えられる自然現象及び人為事象（故意によるもの

を除く。）（以下、「自然現象等」という。）に対して、設計基準においては想

定する規模において安全上重要な施設の安全機能が喪失しない設計としてい

る。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを特定するためには、

設計基準を超える規模の影響を施設に与えることで、安全機能の喪失を仮定

する必要がある。 

したがって、重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因とな

る自然現象等を選定し、安全機能の喪失により考えられる施設の損傷状態を

想定する。 

 

(1) 検討の母集団 

外部からの影響として、国内外の文献から抽出した自然現象等を対象とす

る。 

(2) 重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因として考慮すべ

き自然現象等の選定 

ａ．自然現象等の発生及び規模の観点からの選定 

 (1)のうち、重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因とな
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る自然現象等として、以下の基準のいずれにも該当しない自然現象等を選定

する。 

 

 基準１：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因となる

事象の発生が想定されない 

  基準１－１：事象の発生頻度が極めて低い 

  基準１－２：事象そのものは発生するが、重大事故の起因となる安重

施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発生が想定さ

れない 

  基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない  

  基準２：発生しても重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の

要因となるような影響が考えられないことが明らか 

 

 自然現象に関しての選定結果を表－１に、人為事象に関しての選定結果を

表－２に示す。 

選定の結果、地震、森林火災、草原火災、干ばつ、火山の影響、積雪及び

湖若しくは川の水位降下を、重大事故の起因となる安重施設の機能喪失の要

因となる可能性がある自然現象として選定する。 

 

【補足説明資料３－１】 

【補足説明資料３－４】 

【補足説明資料３－１８】 
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表－１ 重大事故の起因となる安重施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の選定結果 

№ 自然現象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注２ 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

１ 地震 × × × ×  レ 

２ 地盤沈下 × × × ○ 岩盤に支持されているため、地盤沈下により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

３ 地盤隆起 × × × ○ 岩盤に支持されているため、地盤隆起により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

４ 地割れ × × ○ × 敷地内に地割れが発生した痕跡は認められない。また、耐震重要施設及び重大事故等対処施設

を支持する地盤に将来活動する可能性のある断層は認められない。 
－ 

５ 地滑り × × ○ × 空中写真の判読結果によると、リニアメント及び変動地形は判読されない。また、敷地は標高

約 55ｍに造成されており、地滑りのおそれのある急斜面はない。 
－ 

６ 
地下水による地

滑り 
× × ○ × 同上。 － 

７ 液状化現象 × × × ○ 岩盤に支持されているため、液状化現象により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

８ 泥湧出 × × ○ × 泥湧出の誘因となる地割れが発生した痕跡は認められない。 － 

９ 山崩れ × × ○ × 敷地周辺には山崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 － 

10 崖崩れ × × ○ × 敷地周辺には崖崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 － 

11 津波 × ○ × × 
設計上考慮する津波から防護する施設は標高約 50ｍから約 55ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍか

ら約５ｋｍの地点に位置していることから、再処理施設に影響を及ぼす規模（＞50m）の津波は

発生しない。 

－ 

12 静振 × × × ○ 敷地周辺に尾駮沼及び鷹架沼があるが、再処理施設は標高約55ｍに造成された敷地に設置する

ため、静振による影響を受けない。 
－ 

13 高潮 × × × ○ 再処理施設は海岸から約５ｋｍ、標高約 55ｍに位置するため、高潮により再処理施設が影響を

受けることはない。 
－ 

14 波浪・高波 × × × ○ 再処理施設は海岸から約５ｋｍ、標高約 55ｍに位置するため、波浪・高波により再処理施設に

影響を及ぼすことはない。 
－ 

15 高潮位 × × × ○ 再処理施設は海岸から約５ｋｍ、標高約 55ｍに位置するため、高潮位により再処理施設に影響

を及ぼすことはない。 
－ 

16 低潮位 × × × ○ 再処理施設には、潮位の変動の影響を受けるような設備はない。 － 

17 海流異変 × × × ○ 再処理施設には、海流の変動の影響を受けるような設備はない。 － 

18 風（台風） × ○ × × 「竜巻」の影響評価に包含される。 － 

19 竜巻 × ○ × × 機能喪失の誘因となる規模（＞100ｍ/s）の発生は想定されない。 － 

20 砂嵐 × × ○ × 敷地周辺に砂漠や砂丘はない。 － 

21 極限的な気圧 × × × ○ 「竜巻」の影響評価（気圧差）に包含される。 － 
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（つづき） 

№ 自然現象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注２ 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

22 降水 × ○ × × 過去の観測記録より、機能喪失の誘因となる規模（＞300mm/h）の発生は想定されない。 － 

23 洪水 × × ○ × 再処理施設は標高約 55ｍに造成された敷地に設置し、二又川は標高約１～５ｍの低地を流れて

いるため、再処理施設に影響を与える洪水は起こり得ない。 
－ 

24 土石流 × × ○ × 敷地周辺の地形及び表流水の状況から、土石流は発生しない。 － 

25 降雹 × × × ○ 「竜巻」の影響評価（飛来物）に包含される。 － 

26 落雷 × × × ○ 
落雷は発生するが、安全上重要な施設の制御設備は、電源盤の自己保持機能により機能喪失に

至らず、安全上重要な施設以外の制御設備は光ファイバのため機能喪失には至らない。電源設

備も落雷により機能喪失には至らないことから、機能喪失の誘因になることは考えられない。 

－ 

27 森林火災 × × × ×  レ 
28 草原火災 × × × ×  レ 
29 高温 × ○ × × 過去の観測記録より、機能喪失の誘因となる規模（＞50℃）の高温は発生が想定されない。 － 

30 凍結 × ○ × × 過去の観測記録より、機能喪失の誘因となる規模（＜－40℃）の低温は発生が想定されない。 － 

31 氷結 × × × ○ 
二又川の氷結が取水設備へ影響を及ぼすことはなく、機能喪失の誘因になることは考えられな

い。 
－ 

32 氷晶 × × × ○ 氷晶による再処理施設への影響は考えられない。 － 

33 氷壁 × × × ○ 二又川の氷壁は、機能喪失の誘因になることは考えられない。 － 

34 高水温 × × × ○ 河川の温度変化による再処理施設への影響はない。 － 

35 低水温 × × × ○ 同上 － 

36 干ばつ × × × ×  レ 

37 霜 × × × ○ 霜により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

38 霧 × × × ○ 霧により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

39 火山の影響 × × × ×  レ 

40 熱湯 × × ○ × 敷地周辺に熱湯の発生源はない。 － 

41 積雪 × × × ×  レ 

42 雪崩 × × ○ × 周辺の地形から雪崩は発生しない。 － 

43 生物学的事象 × × ○ × 敷地内に農作物はなく、昆虫類が大量に発生することは考えられない。 － 
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（つづき） 

№ 自然現象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注 2 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

44 動物 × × × ○ 動物により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

45 塩害 × ○ × × 屋外の受電開閉設備の碍子部分の絶縁を保つために洗浄が行える設計としており、塩害による

影響は機能喪失の誘因とはならない。 
－ 

46 隕石 ○ × × × 隕石の衝突は、極低頻度な事象である。 － 

47 陥没 × × × ○ 岩盤に支持されているため、陥没により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

48 
土壌の収縮・膨

張 
× × × ○ 岩盤に支持されているため、土壌の収縮・膨張により再処理施設が影響を受けることはない。 － 

49 海岸浸食 × × × ○ 
再処理施設は海岸から約５ｋｍに位置することから、考慮すべき海岸浸食の発生は考えられな

い。 
－ 

50 
地下水による浸

食 
× × ○ × 敷地の地下水の調査結果から、再処理施設に影響を与える地下水による浸食は起こり得ない。 － 

51 カルスト × × ○ × 敷地周辺はカルスト地形ではない。 － 

52 
海氷による川の

閉塞 
× × × ○ 

二又川の海氷による閉塞が取水設備へ影響を及ぼすことはなく、機能喪失の誘因となることは

考えられない。 
－ 

53 
湖若しくは川の

水位降下 
× × × ×  レ 

54 河川の流路変更 × × ○ × 敷地近傍の二又川は谷を流れており、河川の流路変更は考えられない。 － 

55 毒性ガス × × ○ × 敷地周辺には毒性ガスの発生源はない。 － 

注１：除外の基準は、以下のとおり。 

 基準１-１ ：事象の発生頻度が極めて低い 

 基準１-２ ：事象そのものは発生するが、重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発生が想定されない 

 基準１-３ ：再処理施設周辺では起こり得ない 

 基準２ ：発生しても重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられない 

 ○ ：基準に該当する 

 × ：基準に該当しない 

注２：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因に関しては、以下のとおり。 

レ：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因になる 

―：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因にならない 
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表－２ 重大事故の起因となる安重施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為現象の選定結果 

№ 人為事象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注 2 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

１ 船舶事故による油流出 × × × ○ 再処理施設は、海岸から約５ｋｍ離れており影響を受けない。 － 

２ 
船舶事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × × ○ 再処理施設は、海岸から約５ｋｍ離れており影響を受けない。 － 

３ 船舶の衝突 × × × ○ 再処理施設は、海岸から約５ｋｍ離れており影響を受けない。 － 

４ 航空機落下（衝突、火災） ○ × × × 航空機落下（衝突、火災）は極低頻度である。 － 

５ 
鉄道事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 － 

６ 鉄道の衝突 × × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 － 

７ 
交通事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × × ○ 

喪失時に重大事故等の起因になり得る安全機能を有する施設は、幹線道路から

400ｍ以上離れており、爆発により当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられ

ない。化学物質の漏えいについては、安全機能を有する施設へ直接被水すること

はなく、また硝酸の反応により発生するＮＯｘ及び液体二酸化窒素から発生する

ＮＯｘは気体であるため、当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

－ 

８ 自動車の衝突 × × ○ ○ 

周辺監視区域の境界にはフェンスを設置しており、施設は敷地外からの自動車の

衝突による影響を受けない。 

敷地内の運転に際しては速度制限を設けており、安全機能に影響を与えるような

衝突は考えられず、重大事故等の誘因とはなることは考えられない。 

－ 

９ 爆発 × ○ × × 

敷地内に設置されるＭＯＸ燃料加工施設の高圧ガストレーラ庫における水素爆発

を想定しても、爆発時に発生する爆風が上方向に開放されること及び離隔距離を

確保していることから、再処理施設の安全機能の喪失は考えられない。 

－ 

10 
工場事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × ○ ○ 

敷地内での工事は十分管理されることから再処理施設に影響を及ぼすような工事

事故の発生は考えられない。また、敷地外での工事は敷地境界から再処理施設ま

で距離があることから、再処理施設への影響はない。 

－ 

11 
鉱山事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × ○ × 敷地周辺には、爆発、化学物質の漏えいを起こすような鉱山はない。 － 
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（つづき） 

№ 人為事象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注 2 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

12 
土木・建築現場の事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × ○ ○ 

敷地内での土木・建築工事は十分管理されることから再処理施設に影響を及ぼ

すような工事事故の発生は考えられない。また、敷地外での土木・建築現場の

事故は敷地境界から再処理施設まで距離があることから、再処理施設への影響

はない。 

－ 

13 
軍事基地の事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × × ○ 三沢基地は敷地から約 28ｋｍ離れており影響を受けない。 － 

14 
軍事基地からの飛来物 

（航空機を除く） 
○ × × × 軍事基地からの飛来物は、極低頻度な事象である。 － 

15 
パイプライン事故 

（爆発、化学物質の漏えい） 
× × ○ × 

むつ小川原国家石油備蓄基地の陸上移送配管は、1.2ｍ以上の地下に埋設される

とともに、漏えいが発生した場合は、配管の周囲に設置された漏油検知器によ

り緊急遮断弁が閉止されることから、火災の発生は想定し難い。 

－ 

16 
敷地内における化学物質の漏え

い 
× × × ○ 

敷地内に搬入される化学物質が運搬時又は受入れ時に漏えいした場合にも、安

全機能を有する施設へ直接被水することはなく、また硝酸の反応により発生す

るＮＯｘ及び液体二酸化窒素から発生するＮＯｘは気体であるため、当該安全

機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

－ 

17 人工衛星の落下 ○ × × × 人工衛星の衝突は、極低頻度な事象である。 － 

18 ダムの崩壊 × × ○ × 敷地の周辺にダムはない。 － 

19 電磁的障害 × × × ○ 

人為的な電磁波による電磁的障害に対しては、日本工業規格に基づいたノイズ

対策及び電気的・物理的独立性を持たせることから、重大事故等の誘因になる

ことは考えられない。 

－ 

20 掘削工事 × × × ○ 

敷地内での工事は十分管理されること及び敷地外での工事は敷地境界から再処

理施設まで距離があることから、再処理施設に影響を及ぼすような掘削工事に

よる重大事故等の発生は考えられない。 

－ 

21 重量物の落下 × ○ × × 
重量物の取扱いは十分に管理されることから、再処理施設に影響を及ぼすよう

な規模の重量物の落下は考えられない。 
－ 

22 タービンミサイル × × ○ × 敷地内にタービンミサイルを発生させるようなタービンはない。 － 

23 近隣工場等の火災 × × × ○ 

最も影響の大きいむつ小川原国家石油備蓄基地の火災（保有する石油の全量燃

焼）を考慮しても、安全機能に影響がないことから、重大事故等の誘因になる

ことは考えられない。 

－ 
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（つづき） 

№ 人為事象 

除外の基準注１ 

除外する理由 要因注 2 基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２-２ 

24 有毒ガス × × × ○ 有毒ガスが冷却、再処理施設へ直接影響を及ぼすことは考えられない。 － 

 

注１：除外の基準は、以下のとおり。 

 基準１-１ ：事象の発生頻度が極めて低い 

 基準１-２ ：事象そのものは発生するが、重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発生が想定されない 

 基準１-３ ：再処理施設周辺では起こり得ない 

 基準２ ：発生しても重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられない 

 ○ ：基準に該当する 

 × ：基準に該当しない 

 

注２：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因に関しては、以下のとおり。 

レ：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因になる 

―：重大事故の起因となる安重施設の安全機能の喪失の要因にならない 
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ｂ．自然現象等への対処の観点からの選定 

上記ａ．における検討の結果、重大事故の起因となる機能喪失の要因とな

る可能性がある自然現象として選定した地震、森林火災、草原火災、干ばつ、

火山の影響、積雪及び湖若しくは川の水位降下について、発生頻度と安全機

能への影響を整理する。 

発生頻度に関しては、「設計上の裕度により、安全機能を有する施設の安全

機能への影響がない規模」、「設計上の裕度を越え、重大事故に至る規模」、

「設計上の裕度をはるかに越え、大規模損壊に至る規模」をそれぞれ想定す

る。 

上記の自然現象のうち、森林火災及び草原火災、積雪並びに火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）に関しては、消火活動、堆積した雪や火山灰

の除去を行うこと、また、干ばつ及び湖若しくは川の水位降下については、

工程を停止した上で必要に応じて外部からの給水を行うことにより、設計上

の裕度を越える規模の自然現象を想定したとしても設備が機能喪失に至るこ

とを防止できることから、重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然

現象として選定しない。 

したがって、地震及び火山による影響（降下火砕物）を重大事故の起因と

なる機能喪失の要因となる自然現象として選定する。 

【補足説明資料３－４】 

【補足説明資料３－18】 
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(3) 重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性がある自然現象につい

ては、重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象と、機能喪失に

至る前に対処が可能な自然現象に分類される。これらの自然現象に対して、

他の自然現象を組み合わせることによって想定される事態がより深刻になる

可能性があることを考慮し、組合せの想定の要否を検討する。 

組合せを想定する自然現象の規模については、設計上の想定を超える規模

の自然現象が独立して同時に複数発生する可能性は想定し難いことから、重

大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性がある自然現象に対して、

設計上想定する規模の自然現象を組み合わせて、その影響を確認する。 

 

ａ．重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象と他の自然現象の

組合せ 

重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象として選定された地

震及び火山の影響（降下火砕物）に対して、他の重大事故の起因として考慮

すべき自然現象との組合せの影響を検討する。検討に当たっては、重畳が考

えられない組合せ、いずれの自然現象も発生頻度が十分低く重畳を考慮する

必要のない組合せ、いずれかの自然現象に代表される組合せ、施設に及ぼす

影響が異なる組合せ、それぞれの荷重が相殺する組合せ及び一方の自然現象

の条件として考慮する組合せを除外し、いずれにも該当しないものを考慮す

べき組合せとする。 

重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象と他の自然現象の組

合せの検討結果を表－３に示す。検討の結果、重大事故の起因となる機能喪

失の要因となる自然現象に対して組合せを考慮する必要のある自然現象はな

い。 
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ｂ．機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象として選定された森林火災、干

ばつ、火山の影響（降下火砕物による積載荷重）、積雪並びに湖若しくは川

の水位降下に対して、他の重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能

性がある自然現象との組合せの影響を検討する。検討に当たっては、重畳が

考えられない組合せ、いずれの事象も発生頻度が十分低く重畳を考慮する必

要のない組合せ、いずれかの自然現象に代表される組合せ、重大事故に至る

前に実施する対処に影響しない組合せ、それぞれの荷重が相殺する組合せ及

び一方の自然現象の条件として考慮する組合せを除外し、いずれにも該当し

ないものを考慮すべき組合せとする。 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せの検討

結果を表－４に示す。検討の結果、機能喪失に至る前に実施する対処の内容

が厳しくなる組合せとして火山の影響（降下火砕物による積載荷重）と積雪

の組合せを想定するが、積雪と降下火砕物による積載荷重が同時に発生した

場合には、必要に応じて除雪及び降下火砕物の除去を実施することから、組

合せを考慮する必要のある自然現象はない。 

 

いずれの場合においても、重大事故の起因となる自然現象の組合せによる

影響はないことから、重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象

として地震及び火山の影響を選定する。 

これらの重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象の結果とし

ての機能喪失の想定を、「設計上定める条件より厳しい条件における外的事

象」と整理し、その想定を３．２．３にて具体化する。 
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表－３ 重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象と他の自然現象の組合せの検討結果 

他※２ 

対処※１ 
地震 

森林火災 及び 

草原火災 

干ばつ 及び 

湖若しくは川の水位降下 
火山の影響 積雪 

地震  ④ ④ ② ⑥ 

火山の影響 

（降下火砕物） 
② ④ ④  ④ 

 

※１： 重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

①：重畳が考えられない組合せ 

②：いずれの事象も発生頻度が十分低く重畳を考慮する必要のない組合せ 

③：いずれかの事象に代表される組合せ 

④：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

⑤：それぞれの荷重が相殺する組合せ 

⑥：一方の事象の条件として考慮する組合せ 

○：重畳を考慮する組合せ 
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表－４ 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ 

他※２ 

対処※１ 
地震 

森林火災 及び 

草原火災 

干ばつ 及び 

湖若しくは川の水位降下 
火山の影響 積雪 

森林火災 及び 

草原火災 
④  ④ ④ ① 

干ばつ 及び 

湖若しくは川の水位

降下 

④ ④  ④ ④ 

火山の影響 

（降下火砕物による

積載荷重） 

④ ④ ④  ○ 

積雪 ④ ① ④ ○  

 

※１： 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

①：重畳が考えられない組合せ 

②：いずれの事象も発生頻度が十分低く重畳を考慮する必要のない組合せ 

③：いずれかの事象に代表される組合せ 

④：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

⑤：それぞれの荷重が相殺する組合せ 

⑥：一方の事象の条件として考慮する組合せ 

○：重畳を考慮する組合せ 
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３．２．２ 内的事象 

(1) 設計基準における想定 

設計基準においては、内的事象として以下を想定している。 

ａ．静的機器の損傷 

放射性物質を内包する液体（溶液、有機溶媒等）の移送配管の貫通き裂

による１時間漏えいを想定し、さらに回収系に単一故障を想定する。放射

性物質を内蔵する流体の移送配管以外の静的機器の損傷は、設計上定める

条件においては想定していない。 

ｂ．動的機器の機能喪失 

 動的機器の故障に関しては、単一故障、単一誤作動及び単一誤操作を想

定し、その場合でも安上施設の安全機能が喪失しないよう、多重化及び多

様化を講じている。 

また、安重施設は非常用所内電源系統からの給電を可能とすることで、

安全評価においては外部電源の喪失から30分後に安全機能の回復を想定す

る。 

その機能喪失により、公衆又は従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすお

それがある機器は、安重施設として独立した系統で多重化することにより、

単一故障を想定しても機能喪失することがない設計としている。 

 

(2) 重大事故の起因として想定する内的事象 

(1)で整理した設計基準における想定を踏まえ、設計基準としては喪失を想

定していない安全機能を喪失させる、又は設計基準事故の規模を拡大させる

条件として、静的機器の機能喪失、動的機器の機能喪失及び全交流動力電源

の喪失を以下のとおり想定する。 
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ａ．静的機器の損傷 

配管内の流体（溶液、有機溶媒等）は中低エネルギー流体系であり、米

国NRCのSTANDARD REVIEW PLAN 3.6.2に基づくと移送配管の破損規模は貫通

き裂と考えられるが、これを超える破損口面積となる可能性は否定できな

いことから、その上限として全周破断を想定する。 

対象は、再処理施設の放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液、有機

溶媒等）を内包する配管とする。非腐食性の流体（空気及び気送による粉

末、冷却水）を内包する配管に関しては、劣化の進展が小さく、保守点検

によりその機能を維持できることから、機能喪失の対象としない。 

また、配管が損傷した場合には、早期に検知が可能であり、工程停止

等の措置を行うことができるため、複数の配管の損傷の同時発生は考慮し

ない。 

ｂ．動的機器の機能喪失 

(a) 長時間の全交流動力電源の喪失 

外部電源の喪失に加え、非常用所内電源系統の機能喪失による、長時

間の全交流動力電源の喪失を想定する。 

(b) 多重故障 

単一故障を超える条件として、独立した系統で構成している同一機能

を担う安重施設の動的機器に対して、多重故障、多重誤作動及び多重誤操

作による機能喪失を想定する。 

設計基準において想定する機能喪失と重大事故の起因として想定する

機能喪失を比較すると下表のとおりとなる。 
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 設計基準において想定する機能喪

失 

重大事故の起因として想定する機

能喪失 

静的機器

の損傷 

放射性物質を内包する液体（溶

液、有機溶媒等）の移送配管の貫

通き裂（破損口面積が 1/4Dt 相

当）による 1 時間漏えい 

＋ 

回収系統の単一故障 

放射性物質を内包する腐食性の液

体（溶液、有機溶媒等）を内包す

る配管の全周破断による 1 時間漏

えい 

＋ 

回収系統の単一故障 

動的機器

の機能喪

失 

短時間の全交流動力電源の喪失 長時間の全交流動力電源の喪失 

単一故障、単一誤作動及び単一誤

操作 

同一機能を担う安重施設の動的機

器の多重故障、多重誤作動及び多

重誤操作による機能喪失 

(3) 静的機器の損傷の考え方 

 (2)で選定した配管以外の損傷の可能性を評価した結果、重大事故の起因

として「配管からの漏えい」「動的機器の多重故障」「長時間の全交流動力電

源の喪失」を想定することにより、他に可能性がある静的機器の損傷による

影響を包含し、重大事故の事象を選定することが可能である。 

【補足説明資料３－２６】 

 

内的事象に関しては、設計基準における機能喪失を超えるものとして重大

事故の起因として想定する内的事象を定めていることから、この具体的な機

能喪失の想定が「設計上定める条件より厳しい条件」の想定となる。 

「設計上定める条件より厳しい条件」については３．２．３にて具体化す

る。 
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３．２．３ 設計上定める条件より厳しい条件の設定 

前項までにおいて想定した、設計基準の想定を超える規模の外的事象と内

的事象について、想定される機能喪失の状況を詳細化するとともに、機能喪

失を想定する対象設備、また同時に機能喪失を想定する範囲を明確にするこ

とで、それぞれの外的事象及び内的事象における機能喪失の状態を「設計上

定める条件より厳しい条件」として設定することにより、重大事故の想定箇

所を特定するとともに、それぞれの重大事故についての有効性評価の条件と

する。 

 

(1) 外的事象 

ａ．地震による機能喪失 

(a) 発生する外力の条件 

基準地震動を超える地震動の地震を想定する。 

(b) 発生する外力と施設周辺の状況 

地震により加速度が発生する。地震による加速度は、敷地内外を問わず、

周辺の設備に対しても一様に加わる。したがって、送電線の鉄塔が倒壊する

ことにより外部電源が喪失する。 

(c) 影響を受ける設備 

全ての設備の安全機能について、外力の影響により喪失の可能性がある。 

(d) 外力の影響により喪失する機能 

基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により維持する静的な機

能は、地震の外力（加速度）による機能喪失を想定しない。これら以外の機

能は、全て機能を喪失する（地震の加速度により、機器が損傷し、機能を喪

失する）。 

動的機器については、動力源、制御部、駆動部と多くの設備から構成され、
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復旧に要する時間に不確実性を伴うことから、全ての動的機器に対して機能

喪失を想定する。 

(e) 外力による機能喪失からの波及による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて、非常用所内電源系統が機能喪失することにより、

電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとする。 

(f) 外力の影響による機能喪失後の施設状況 

基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により維持する機能に該

当しない静的な機能の喪失により、溢水、化学薬品漏えいが発生することに

加え、基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により維持する機能

に該当しない静的な機能は、継続して機能喪失を想定する。また、電源を必

要とする機器は全て機能喪失に至るものとすることから、安重施設の安全機

能確保のための支援機能（非常用所内電源系統、安全蒸気系、安全圧縮空気

系）についても、継続して機能喪失を想定する。 

 

ｂ．火山の影響による機能喪失 

(a) 想定する条件 

火山により降下火砕物の発生を想定する。 

(b) 発生する外力と施設周辺の状況 

火山により降下火砕物が発生する。降下火砕物は、敷地内外を問わず、周

辺の設備に対しても一様に発生する。したがって、送電線の碍子に降下火砕

物が堆積すること等により外部電源が喪失する。 

(c) 影響を受ける設備 

屋内の動的機器のうち、外気を取り込む機器に関しては、降下火砕物によ

りフィルタが目詰まりすることにより、機能喪失に至ることを想定する。 

(d) 外力の影響により喪失する機能 
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外部電源の喪失に加えて、屋外の動的機器である安全冷却水系の冷却塔に

対して機能喪失を想定する。また、屋内の動的機器のうち空気圧縮機、非常

用所内電源系統の非常用ディーゼル発電機が、降下火砕物によりフィルタが

目詰まりすること等により、機能喪失に至ることを想定する。 

(e) 外力による機能喪失からの波及による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて、非常用所内電源系統が機能喪失することにより、

電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとする。 

(f) 外力の影響による機能喪失後の施設状況 

静的機器については機能喪失を想定しないが、電源を必要とする機器は全

て機能喪失に至るものとすることから、安重施設の安全機能確保のための支

援機能（非常用所内電源系統、安全蒸気系、安全圧縮空気系）についても、

継続して機能喪失を想定する。 

 

(2) 内的事象 

ａ．動的機器の多重故障・多重誤作動・多重誤操作 

事業指定基準規則第１５条の解釈より、動的機器とは「外部からの動力の

供給を受けて、それを含む系統が本来の機能を果たす必要があるとき、機械

的に動作する部分を有する機器」であり、排風機、弁、ダンパ、ポンプ、遮

断器、リレー等をいう。 

ここでいう「外部からの動力」とは、その機器の動力源（電源、圧縮空気、

冷却水、蒸気等）の他、機器を制御するために入力される信号及び運転員に

よる操作も含むものと整理できる。したがって、外部入力によっても機器が

動かない状態を「故障」、外部入力に対して所定の機能以外の動作をする状

態を「誤作動」、及び外部入力のうちの運転員による操作間違いを「誤操

作」として、それぞれによる機能喪失を以下のとおり想定する。 
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(a) 動的機器の多重故障 

独立した系統で構成している同一機能を担う安重施設の動的機器に対して、

全台の故障により、当該機器が有する動的機能の喪失を想定する。 

その結果、動力源（電源、圧縮空気、冷却水、蒸気等）が喪失する場合は、

それらが供給されることで機能を果たす動的機器の動的機能も同時に喪失を

想定する。 

上記以外の動的機器については、互いに関連性がない動的機器が同時に多

重故障に至るとは考え難いことから同時に機能を喪失しない。また、動的機

器の多重故障は、静的機器の損傷の起因にはならないことから、静的機器の

機能喪失は想定しない。 

(b) 動的機器の多重誤作動 

独立した系統で構成している同一機能を担う安重施設の動的機器に対して

多重誤作動を想定する。その際、互いに関連性がない動的機器が同時に多重

誤作動に至るとは考え難いことから多重誤作動の重ね合わせは考慮しない。

具体的には、異常の拡大防止及び影響緩和機能（ＭＳ）を担保する安重の動

的機能と、安重の異常の発生防止機能（ＰＳ）が同時に機能喪失に至ること

は多重誤作動の重ね合わせとなることから想定しない。 

動的機能の誤作動として以下の事象を想定する。 

ⅰ．異常停止（起動操作時に起動できないことを含む） 

ⅱ．異常起動（停止操作時に停止できないことを含む） 

ⅲ．出力低下 

ⅳ．出力過剰 

ⅴ．インターロック（警報）不作動 

ⅵ．インターロック（警報）誤作動 
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上記のうち、ⅰ、ⅲ、ⅴは機器（計装）の故障と同一の事象として整理で

きる。また、ⅵについては、警報の発報に対して運転員が安全側の対応を講

ずるので事故の起因にはならない。したがって、誤作動として考慮する事象

はⅱ、ⅳとし、具体的には流量の増加（供給流量、換気風量の増加）を想定

する。 

(c) 多重誤操作 

安重施設が担う機能に関する運転員の単一の「行為」について、多重誤操

作を想定する。その際、確認を複数名で行っていたとしても、誤った操作を

することを想定する。複数の行為において、連続して複数名が誤操作するこ

とは考え難いため、多重誤操作の重ね合わせは考慮しない。 

安重機器の動的な安全機能は、運転員の操作に期待しておらず、安重の機

能に対する誤操作としては、安全機能を担保する機器の操作に関わるものと

して、以下のものを想定する。 

ⅰ．安重の動的機器の切替え操作 

ⅱ．安重警報吹鳴に対する運転員対応 

及び、 

ⅲ．施錠管理を伴う溶液の移送 

以下にそれぞれの項目について想定した誤操作を示す。 

ⅰ．安重の動的機器の操作における誤操作 

安重の動的機器の操作については、当該機器の保守や運転モード切り

替え等における起動、停止の作業における誤操作を想定する。この場合、

起こりうる現象としては当該機器の誤作動（異常停止、異常起動及び出力

異常）と同じであり、誤作動と同一の事象として整理できる。 

ⅱ．安重警報吹鳴に対する運転員対応 

以下に示す安重警報が吹鳴した場合の運転員操作における誤操作を想
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定する。 

① 塔槽類廃ガス処理設備の圧力警報 

② 第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度高による

警報 

③ プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報（分離

施設、精製施設） 

④ セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報 

このうち、①については、警報対応時の誤操作を考慮しても、排風機

の出力低下及び停止の事象に含まれる。②及び③については、誤操作を考

慮しても設備的に臨界に至る条件とならない。また、④については、漏え

い液受皿の集液溝の液位警報が吹鳴した場合の運転員による液移送の停止

操作における誤操作を想定する。しかし、この場合は他のパラメータ（漏

えい液受皿の液位変化や移送元及び移送先の槽の液位変化）を監視するこ

とにより、漏えいの停止の有無が判断できることから、誤操作に容易に気

付くことができる。誤操作により漏えい量が増加する可能性があるが、事

象選定における漏えい量を十分な時間余裕（1 時間）を想定した漏えい量

としているため、誤操作の影響はない。 

ⅲ．施錠管理を伴う溶液の移送 

施錠管理を伴う溶液の槽間移送を行う場合の運転員操作における誤操

作を想定する。施錠管理を伴う溶液の移送については以下に示す複数のス

テップ（臨界となる可能性のある状態に達するまでに期待できる防止措

置）を経て実施される。 

① 計画策定 

② 臨界施錠管理（試料採取および分析） 

③ 臨界施錠管理（結果確認） 
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それぞれのステップにおいては、複数の運転員による確認行為が行わ

れており、これらのどの行為について多重の誤操作を想定しても、臨界に

至る条件は成立しない。このため、施錠管理を伴う溶液の移送における多

重誤操作を想定しても事故に至ることはない。 

 

ｂ．配管からの漏えい 

再処理施設の放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）を

内包する配管の全周破断を想定する。また、損傷を想定した配管に加えて、

回収系の単一故障を想定する。 

漏えいが発生した場合は、漏えい検知装置又は移送時の液位変動の監視に

より速やかに漏えいを検知し、配管の送液を停止することができるが、誤操

作等の影響を考慮し、漏えいは１時間継続すると想定する。ただし、回分移

送の場合であって、１時間以内に移送が終了する場合は、通常運転時におけ

る最大の回分移送量が漏えいすると想定する。また、配管の全周破断により

機器に保有している溶液、廃液、有機溶媒が漏えいする可能性がある場合に

は、機器の容量に加えて、当該機器への送液分が漏えいすることを想定する。

また、複数個所からの漏えいの同時発生は、関連性が認められないことから、

想定しない。配管から漏えいした液体により被水する可能性がある動的機器

は、機能喪失を想定する。 

【補足説明資料３－１８】 

 

ｃ．長時間の全交流動力電源の喪失 

外部電源の喪失時に、非常用ディーゼル発電機が多重故障により起動しな

いことを想定する。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の第１非常用ディーゼル

発電機と、再処理設備本体用の第２非常用ディーゼル発電機は、独立してお
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り、それぞれに関連性が無いことから、同時に機能喪失に至ることは想定し

ない。 

これにより、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋又は再処理設備本体において、

全ての交流動力電源が喪失する。よって、電源により駆動する動的機器の動

的機能は、全て機能喪失を想定する。当該機器が電源以外で駆動する場合で

あっても、その駆動源を供給する機器が電源を要する場合には、機能喪失を

想定する。 

動的機器自体の故障は想定されないことから、非常用ディーゼル発電機の

復旧までの間に外部電源が回復または喪失した電源を代替することにより、

動的機器は対処において期待できる。また、全ての静的機能は維持されるこ

とから、対処において期待できる。 

 

(3) 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生又は外的事象と内的事象の同

時発生について確認する。 

内的事象の発生時は速やかに対処を行い設計上定める条件より厳しい条件

と重なることはないことと、関連性の認められない偶発的な事象となるため、

同時発生を考慮する必要はない。 

外的事象については、それぞれの事象の発生頻度が極めて低いことから、

同時発生を考慮する必要はない。 

内的事象と外的事象の同時発生は、発生頻度が極めて低いこと、関連性が

認められないことから、同時発生を考慮する必要はない。 

以上より、外的事象及び内的事象をそれぞれ考慮することにより、適切に

重大事故等を選定することが可能である。 

【補足説明資料３－２１】 
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(4) 設計上定める条件より厳しい条件のまとめ 

上記の検討より、設計上定める条件より厳しい条件として、外的事象と内

的事象のそれぞれについて、機能喪失を想定する対象設備、また同時に機能

喪失を想定する範囲を以下のとおり設定する。 

ａ．外的事象 

① 地  震 ：常設の動的機器と交流動力電源の機能は復旧に時間を要

することが想定されることから全て喪失する。常設の静

的機器の機能は、基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計としたもの以外は機能喪失す

る。 

② 火山の影響：交流動力電源、屋外の動的機器の機能及び屋内の外気を

吸い込む動的機器の機能は降下火砕物によるフィルタ目

詰まり等により全て機能喪失する。 

ｂ．内的事象 

③ 腐食性の液体（溶液、有機溶媒等）を内包する配管の全周破断と漏え

いした液体の放射性物質の回収設備の単一故障が同時発生する。 

④ 動的機器が多重故障（多重の誤作動、多重の誤操作を含む）により機

能喪失する。 

⑤ 長時間の全交流動力電源の喪失が発生する。 
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３．３ 重大事故の想定箇所の特定の考え方 

３．３．１ 基本的考え方 

重大事故は、再処理規則にて、臨界事故、冷却機能の喪失による蒸発乾固、

放射線分解により発生する水素による爆発、有機溶媒等による火災又は爆発、

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失及び放射性物質の漏えいの６つが定め

られている。 

これらは、それぞれの発生の防止機能が喪失した場合に発生する可能性が

あるが、機能喪失の条件、すなわち重大事故が発生する条件はそれぞれ異な

る。 

したがって、以下の方針により、設備毎の安全機能の整理と機能喪失によ

り発生する事故の分析を行い、設計上定める条件より厳しい条件による安全

機能喪失状態を特定することで、その重大事故の想定箇所を特定する。整理

の全体フローを図－１に示す。 

  

(1) 設備毎の安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析（ステッ

プ１） 

ａ．対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は、公衆への著しい被ばく影響をもたらす

可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ、安全機能を有する施設の

うち安重施設とする。安重施設は、その機能喪失により、公衆及び従事者に

過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のある機器が選定されていることから、

安重施設の安全機能の喪失を考慮することで、重大事故に至る可能性を整理

できる。また、安全機能を有する施設のうち安重施設に該当しない施設（以

下「非安重施設」という。）の機能が喪失したとしても、公衆及び従事者に

過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 
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したがって、安重施設の安全機能を対象として、安全機能の喪失を考慮し、

重大事故に至る可能性を整理する。 

【補足説明資料３－２、３－２０】 

ｂ．設備毎の安全機能の整理 

事業指定変更許可申請書の添付書類六 第 1.7.7－１表「安重施設」（以

下「安重表」という。）に記載の施設に関して、設備毎に系統図を作成する。

安重施設は、機器単独で安全機能を有する場合と、系統として安全機能を有

する場合がある。したがって、両者についてそれぞれ以下の方針で系統図を

作成する。 

ⅰ．機器単独で安全機能を有する場合 

機器毎に、安重施設として有する安全機能、耐震設計を整理した上で、

系統図として、機器/セル/建屋の三重の閉じ込め、機器からの排気系、機

器に供給しているユーティリティ（冷却、掃気等）、セルの漏えい液検知

系・回収系、セル・建屋からの排気系等の、喪失時に重大事故の起因とな

り得る安全機能及び事故の進展を防止するための安全機能に関連する設備

並びに安重施設の安全機能喪失時にバックアップとして機能する設備を記

載する。 

ⅱ．系統として安全機能を有する場合 

系統毎に、安重施設として有する安全機能を整理した上で、共通の系

統として、当該系統の構成に加えて、電源の供給や冷却水の供給等、当該

機能の喪失の要因に関連する他の系統との関連性を記載する。また、各機

器に対してユーティリティを供給している系統、又は各機器からの排気系、

建屋換気系については、供給先や排気対象を示す。 

ｃ．重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定 

安重施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びその後の事象進展
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を分析することにより、重大事故に至る可能性がある主な機能喪失又はその

組合せを整理する。 

 

(2) 安全機能喪失状態の特定（ステップ２） 

ａ．フォールトツリーによる安全機能喪失に至る要因の整理 

上記(1)．ｂ．の系統図を参照し、設備毎に、安重施設の安全機能が喪

失する要因をフォールトツリーにて分析する。 

ｂ．重大事故の起因毎の安全機能喪失状態の特定 

(a) フォールトツリー上での機能喪失の明確化 

フォールトツリー上で、重大事故の起因毎に安全機能喪失状態（どの起因

を想定した結果機能喪失に至るか）を特定する。フォールトツリーにおいて、

各要因が機能喪失に至るか否かは、３．２．３に示す設計上定める条件より

厳しい条件を適用して判定する。 

(b) 系統図上での機能喪失の明確化 

それぞれの設備の系統図上で、重大事故の起因毎に機能喪失を想定する対

象を特定する。ここで、他の設備が有する安全機能の喪失は記載を変えて区

別する。系統図において、各設備が機能喪失に至るか否かは、３．２．３に

示す設計上定める条件より厳しい条件を適用して判定する。 

ｃ．安全機能の喪失又はその組合せの発生の判定 

上記ｂ．で整理した、重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組

合せが、重大事故の起因において発生するか否かにより、事故（放射性物質

の外部への放出）に至るか否かを判定する。 

 安全機能が喪失しない、又は安全機能が組合せで同時に喪失しなければ、

事故が発生することはなく、重大事故に至らないと判定できる。 
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(3) 重大事故の想定箇所の特定（ステップ３） 

 (2)により、重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せが発

生する場合には、重大事故の発生の可能性がある箇所（機器、セル等）毎に

重大事故に至るかを評価し、重大事故の発生を想定する箇所を特定する。 

 

ａ．事故発生の判定 

(2)において、安全機能が喪失する、又は安全機能が組合せで同時に喪失

する場合であっても、評価によって事故（大気中への放射性物質の放出）に

至らないことを確認できれば、重大事故に至らないと判定できる。 

ｂ．重大事故の判定 

上記ａ．において、安全機能の喪失又はその組合せにより事故に至る場合

には、事故の収束手段、事象進展の早さ、公衆への影響をそれぞれ評価する。 

事故が発生したとしても、設計基準の設備で事象の収束が可能である、安

全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全機能の復旧が可

能である、又は機能喪失時の公衆への影響が平常時と同程度であれば、設計

基準として整理する事象に該当する。 

 いずれにも該当しない場合には、重大事故の事象として選定する。 

 

 また、重大事故の同時発生の想定においては、機能喪失の要因となる事象

との関連において、同種の重大事故が複数個所で同時に発生する場合と、異

種の重大事故が同一箇所又は複数個所で同時に発生する場合をそれぞれ特定

する。 
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重大事故の起因毎に安全機能喪失状態を特定 

（フォールトツリー上及び系統図上で確認） 

安全機能の喪失又は 
その組合せが発生するか？ 

No 

Yes 

設備毎の安全機能の整理（系統図） 

「安全機能を有する施設」 
⇒安重施設 

安全機能喪失に至る要因の整理 

（フォールトツリー） 

安重施設の安全機能喪失に

より発生する事故の分析 

（事故を発生させ得る安全
機能の喪失又はその組合せ

の特定） 

ステップ３： 
重大事故の想定箇所の特定 

ステップ１： 
設備毎の安全機能の整理と 
機能喪失により発生する事故の分析 

重大事故の想定箇所として特定 

事故（大気中への放射性物
質の放出）に至るか？ 

 
重大事故に至るか？ 

事故が発生しないため 

重大事故には至らない 

設計基準の事象 

Yes 

 

No 

Yes 

ステップ２： 
安全機能喪失状態の特定 

図－１ 重大事故の想定箇所の特定フロー 

 

機能が維持されるため

重大事故に至らない 

No 

重大事故の起因 

適用 
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３．３．２ 重大事故の想定箇所の特定 

３．３．２．１ 設備毎の安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の

分析（ステップ１） 

３．３．２．１．１ 系統図による設備毎の安全機能の整理 

(1) 機器単独で安全機能を有する場合 

機器毎に、以下を記載する。 

ａ．安重施設として有する安全機能 

 当該機器が安重施設として有する安全機能を記載する。 

 その際、３．３．２．１．２に後述するとおり、「放射性物質の保持機

能」を有する場合は、保持する放射性物質により発生する可能性がある事故

が異なるため、内包物を記載する。さらに、保持する放射性物質が液体（溶

液、廃液）の場合は、機能喪失（漏えい）後の事象進展で発生する可能性が

ある事故が異なるため、液体（溶液、有機溶媒、廃液）が含む主な核種とし

てウラン、プルトニウム、核分裂生成物を示す。 

ｂ．耐震設計 

 ３．３．２．２．３において、設計上定める条件より厳しい条件のうち地

震の影響における機能喪失の判定に用いるために、基準地震動を 1.2 倍にし

た地震動を考慮する設計としているか否かを記載する。 

ｃ．系統図の作成 

 喪失時に重大事故が発生する可能性がある安全機能及び事故の進展を防止

するための安全機能に関連する設備、並びに安重施設の安全機能喪失時にバ

ックアップとして機能する設備を記載する。 

(a) 放射性物質の閉じ込め 

貯槽等の放射性物質を内包する機器の場合は、放射性物質に対する三

重の閉じ込めとして、当該機器と、それを設置するセル等及びセル等を収
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納する建屋を示す。搬送機器等の放射性物質を内包しない機器の場合は、

機器を設置するセル等及びセル等を収納する建屋を示す。 

(b) 機器からの排気系 

 貯槽等の放射性物質を内包する機器のように、動的閉じ込め必要とする

機器の場合は、その系統を示す。 

(c) 機器に供給しているユーティリティ 

  機器に対して、共通系統からユーティリティを供給することにより、冷

却、掃気、加熱等を行う場合は、その系統を記載する。動的機器であれば、

駆動源の供給系統を記載する。その際、供給する系統が複数ある場合は図

上でも複数の系統を記載する。 

(d) セルの漏えい液検知系・回収系 

液体放射性物質を内包する機器の場合は、漏えい液の検知系統と回収系

（スチームジェットによる回収、ポンプによる回収、重力流回収）を記載す

る。その際、系統が複数ある場合は図上でも複数の系統を記載する。 

(e) セル・建屋からの排気系 

 (a)において記載した、セル及び建屋について、それぞれの排気系統を記

載する。 

 

(2) 系統として安全機能を有する場合 

系統毎に、以下を記載する。 

ａ．安重施設として有する安全機能 

 当該系統が安重施設として有する安全機能を記載する。 

ｂ．系統図の作成 

(a) 当該系統の構成 

 当該系統を構成する機器を示すとともに、系統が複数ある場合には図上で
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も複数の系統を記載する。動的機器が複数ある場合には、それぞれの能力

（１台あたり何％の機能を有するか）を記載する。 

(b) 当該系統に関連する他の系統 

当該系統が有する安全機能の喪失の要因として、当該系統を構成する機器

に対して供給されているユーティリティ（電源、冷却水等）の系統を記載す

る。系統が複数ある場合には図上でも複数の系統を記載する。 

ｃ．供給先、排気対象の整理 

各機器に対してユーティリティ（冷却水、圧縮空気、蒸気等）を供給

している系統については、その供給先を表で示す。 

また、各機器や各セルからの排気系については、排気対象の機器、セ

ルを表で示す。 

【補足説明資料３－２２】 
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３．３．２．１．２ 重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合

せの特定 

再処理規則に定められる重大事故に関して、それぞれの発生を防止する安

全機能を整理することにより、事故が発生する可能性がある機能喪失又はそ

の組合せを抽出する。 

安全機能は、以下に示す安重施設の安全機能の分類に基づき、当該機能が

喪失した場合に至る施設状態及びその後の事象進展を分析することにより、

機能喪失により発生する可能性がある事故を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 異常の発生防止機能（ＰＳ） 

ａ．静的な閉じ込め機能（放射性物質の保持及び放出経路の維持機能） 

(a) 保持機能 

  放射性物質（液体、固体）を内包する機器は、き裂や破損がなく機器が

健全であることで機器内に放射性物質を保持することが可能である。 

保持機能が損なわれた場合には、内包する放射性物質（液体、固体）

     大 分 類                中 分 類                            小 分 類       

 異常の発生防止機能  放射性物質の閉じ込め機能  ・静的な閉じ込め機能（放射性物質の保持及び放出経路の維持機能） 

  （ＰＳ）   ・動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

  安全に係るプロセス量等の維持機能  ・火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能 

   ・掃気機能 

   ・崩壊熱等の除去機能 

  体系の維持機能  ・核的制限値（寸法）の維持機能 

   ・遮蔽機能 

  安全上必須なその他の機能  ・落下・転倒防止機能 

  異常の発生防止機能に係る支援機能  

 異常の拡大防止機能  安全に係るプロセス量等の維持機能  ・熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能 

  （ＭＳ）  異常の拡大防止機能に係る支援機能  

 影響緩和機能                        ・静的な閉じ込め機能（放射性物質の保持及び放出経路の維持機能） 

  （ＭＳ）  放射性物質の過度     ・動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

    の放出防止機能  ・ソースターム制限機能 

  体系の維持機能  ・遮蔽機能 

  安全上必須なその他の機能  ・事故時の放射性物質の放出量の監視機能 

   ・事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能 

  影響緩和機能に係る支援機能  
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が機器外に漏えいする（漏えいに伴い気相中に放射性物質が移行し、大気

中への放射性物質の放出に至る）。 

  また、漏えい後の事象進展による放射性物質の大気中への放出の可能性

がある。崩壊熱除去（沸騰防止）の対象機器からの漏えいであれば、漏え

いの結果、崩壊熱除去機能を有していない場所に移動し、蒸発乾固（機器

外）の可能性がある。 

水素掃気の対象機器であれば、漏えいの結果、掃気機能を有していな

い場所に移動し、水素爆発（機器外）の可能性がある。 

有機溶媒火災に至る可能性があるＴＢＰ又はｎ－ドデカンを内包する

機器であれば、漏えいの結果、有機溶媒火災（機器外）の可能性がある。 

臨界管理の対象機器であれば、漏えいの結果、臨界管理外の場所に放

射性物質が移動し、臨界事故（機器外）の可能性がある。 

 

安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

保持機能 

内包する放射性物質（液体、固体）が機器外に漏え

いする（漏えいに伴い気相中に放射性物質が移行

し、大気中への放射性物質の放出に至る） 

液体・固体放射性

物質の機器外への

漏えい 
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安全機能の喪失（漏えい）後の事象進展により発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定される施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

崩壊熱除去（沸騰防

止）の対象機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

蒸発乾固（機器

外） 

水素掃気の対象機器 
漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

・排気機能（セル排気

系） 

水素爆発（機器

外） 

ＴＢＰ又はｎ－ドデ

カンを内包する機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

有機溶媒火災

（機器外） 

核的制限値の維持機

能を有する機器又は

熱的・科学的又は核

的制限値の維持機能

で臨界事故を防止し

ている機器 

臨界管理外の場所へ

の放射性物質の移動 

・核的制限値（寸法）の

維持機能（漏えい液受

皿） 

臨界事故（機器

外） 

【補足説明資料３－３】 

 

(b) 放出経路の維持機能 

放射性物質（気体）を管理放出するための経路の維持機能であり、こ

の機能を有する安重施設として、廃ガス処理系及びセル等からの排気系並

びに主排気筒が該当する。 

これらは、破損することなく各機器が形状を維持することによって機

能が維持される。したがって、放出経路の維持機能が損なわれた場合には、

放射性物質（気体）が漏えいする（漏えいした放射性物質（気体）は、本

来の放出経路上で期待できる捕集・浄化を経ずに主排気筒から大気中に放

出される、又は建屋から直接大気中に放出される）。 

 

安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放出経路の維持機能 放射性物質（気体）が機器外に漏えいする 
気体放射性物質の

漏えい 
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ｂ．動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

(a) 放射性物質の捕集機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質を捕集するための機能であり、この機

能を有する安重施設として廃ガス処理系又はセル等からの排気系を構成す

る高性能粒子フィルタ、よう素フィルタ、ルテニウム吸着塔が該当する。

（開放機器を設置していないセル等の場合、漏えい等の異常が発生しなけ

ればセル等内に汚染はなく、したがってセル等からの排気系は影響緩和機

能（ＭＳ）と位置づけられる。ただし、再処理施設の運転期間においては

漏えいの可能性は否定できないことから、セル等内は汚染しているものと

仮定し、異常の発生防止機能（ＰＳ）とする。） 

これらは、破損することなく形状を維持することによって機能が維持

される。放射性物質の捕集機能が損なわれた場合には、廃ガス中に含まれ

る放射性物質が捕集されずに放出経路から大気中に放出される。 

 

安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

捕集機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質が捕集されずに放出

経路から大気中に放出 

気体放射性物質の

漏えい 

 

(b) 放射性物質の浄化機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質を浄化するための機能であり、この機

能を有する安重施設として、廃ガス処理系又はセル等からの排気系を構成

する廃ガス洗浄塔類、凝縮器が該当する。したがって、機器が健全であり、

かつ浄化のために使用する水が機器に供給されることで機能が維持される。 

放射性物質の浄化機能が損なわれた場合には、廃ガス中に含まれる放

射性物質が浄化されずに放出経路から大気中に放出される。 
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安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある事故 

放射性物質の

浄化機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質が浄化されずに放出

経路から大気中に放出 

気体放射性物質の

漏えい 

 

(c) 放射性物質の排気機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質を捕集・浄化した処理済の廃ガスを排

気するための機能であり、この機能を有する安重施設として廃ガス処理系

又はセル等からの排気系を構成する排風機が該当する。したがって、機器

が健全であり電源から電力が供給されることにより機能が維持される。 

放射性物質の排気機能が損なわれた場合には、通常の放出経路以外の

経路から、「(a) 放射性物質の捕集機能」及び「(b) 放射性物質の浄化機

能」を有する機器を介さずに放射性物質が大気中に放出される。 

また、a.(a)に示すとおり、セル等からの排気系を構成する排風機は、

放射性物質の保持機能が喪失した場合には、その後の事象進展として発生

の可能性がある水素爆発（機器外）に至ることの防止するための拡大防止

機能も有する。（セル等からの排気系の排風機は、漏えい液の放射線分解

により発生する水素を掃気する目的では安重施設に位置づけてはいないも

のの、結果としてセル等からの排気により水素爆発（機器外）の発生を防

止することが可能である。） 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

排気機能 

通常の放出経路以外の経路から、放射性物質の捕集

及び放射性物質の浄化を介さずに放射性物質が大気

中に放出 

気体放射性物質の

漏えい 
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安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の事象進展により

発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定される施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

水素掃気の対象機器 
漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

・排気機能（セル排気

系） 

水素爆発（機器

外） 

 

ｃ．火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能 

火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能として、プロセス量の

管理が健全であることで、火災の発生防止、爆発の発生防止及び未臨界維持

が可能である。この機能を有する安重施設として燃焼度計測装置（臨界に係

るプロセス量等の維持機能）が該当する。 

臨界に係るプロセス量等の維持機能が損なわれた場合には、臨界事故の発

生の可能性がある。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

火災、爆発、

臨界等に係る

プロセス量等

の維持機能

（燃焼度計測

装置） 

処理する使用済燃料集合体の平均濃縮度を正確に把

握できなくなるため、平均濃縮度に応じた燃料貯蔵

ラック（高残留濃縮度、低残留濃縮度）に適切に貯

蔵できなくなる。 

臨界事故（機器

外） 

 

ｄ．掃気機能 

溶媒（水、有機溶媒）の放射線分解により発生する水素を掃気する機能で

あり、この機能を有する安重施設として安全圧縮空気系（空気圧縮機、空気

貯槽及び配管）で構成する。 

空気圧縮機は、機器が健全であり電源から電力が供給されること及び安全
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冷却水系から冷却水が供給されることにより機能が維持される。また、空気

貯槽及び配管は破損が無く機器が健全であることで機能が維持される。 

掃気機能が損なわれた場合には、掃気対象の機器において水素の掃気が行

われなくなるため、水素爆発に至る可能性がある。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

水素掃気機能 
掃気対象の機器において水素の掃気が行われなくな

る 

水素爆発（機器

内） 

 

ｅ．崩壊熱等の除去機能 

放射性物質の崩壊熱を除去する機能であり、冷却方式は対象物によって異

なる。 

使用済燃料の崩壊熱除去は、安全冷却水系及びプール水冷却系による直接

水冷、液体（溶液、廃液）の崩壊熱除去は安全冷却水系による間接水冷、混

合酸化物貯蔵容器は貯蔵室からの排気系による強制空冷、ガラス固化体の崩

壊熱除去は収納管及び通風管による自然空冷にて実施する。 

水冷であれば、ポンプが健全であり電源から電力が供給され、かつ水の流

路となる配管にき裂や破損が無く健全であることで機能が維持される。強制

空冷においては、貯蔵室排風機が健全であり電源から電力が供給され、かつ

排気経路に破損が無く健全であることで機能が維持される。自然空冷であれ

ば、空気流路が健全であることで機能が維持される。 

崩壊熱の除去機能が損なわれた場合には、対象となる機器において崩壊熱

の除去が行われず、使用済燃料であれば想定事故１、液体（溶液、廃液）で

あれば蒸発乾固、混合酸化物貯蔵容器及びガラス固化体であれば温度上昇に

よる閉じ込め機能喪失に至る可能性がある。 
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また、使用済燃料の崩壊熱除去のためのプール水冷却系の流路となる配管

が破損した場合には、「プール水の保持機能」が喪失し、サイフォン効果に

より想定事故２が発生する可能性がある。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

崩壊熱除去機能

（直接水冷） 
使用済燃料の崩壊熱を除去できなくなる 想定事故１ 

プール水の保持機

能 

サイフォン効果によりプール水が小規模に漏えい

する 
想定事故２ 

崩壊熱除去機能

（間接水冷） 
液体（溶液、廃液）の崩壊熱を除去できなくなる 

蒸発乾固（機器

内） 

崩壊熱除去機能

（強制空冷） 
混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去できなくなる 

温度上昇による閉

じ込め機能喪失 

崩壊熱除去機能

（自然空冷） 
ガラス固化体の崩壊熱を除去できなくなる 

温度上昇による閉

じ込め機能喪失 

 

ｆ．核的制限値（寸法）の維持機能 

核燃料物質を内包し、核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は、機

器が健全であることで、未臨界を維持することが可能である。 

核的制限値(寸法)の維持機能が損なわれた場合には、内包する核燃料物質

によって臨界事故が発生する可能性がある。 

また、a.(a)に示すとおり、漏えい液受皿は、放射性物質の保持機能が喪失

した場合には、その後の事象進展として発生の可能性がある臨界事故（機器

外）に至ることを防止するための拡大防止機能も有することから臨界事故に

至らない。（漏えい液受皿の形状により、貯槽1基分の全量漏えいを想定して

も、臨界事故に至るような液厚に達しない。） 
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 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

核的制限値

（寸法）の維

持機能 

臨界を防止するための形状が損なわれる 
臨界事故（機器

内） 

 

ｇ．遮蔽機能 

遮蔽機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、

重大事故等への対処の作業環境については、遮蔽機能の喪失の可能性を考慮

して評価を行う。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

遮蔽機能 
作業環境における線量率が上昇するが、放射性物質

の外部への放出には至らない。 
－ 

 

ｈ．落下・転倒防止機能 

キャスクを取扱う使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン、バスケット

を取扱うバスケット仮置き架台、ガラス固化体（キャニスタ）を取扱う固化

セル移送台車が該当する。 

落下・転倒防止機能が喪失した場合には、落下・転倒により容器が閉じ込

め機能を喪失し、放射性物質の大気中への放出に至る可能性がある。 
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 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

落下・転倒防止機

能（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天

井クレーン） 

キャスクが落下して転倒し蓋が外れ、使用済燃料

集合体同士がキャスク外で近接する 

臨界事故（機器

外） 

落下・転倒防止機

能（バスケット仮

置き架台） 

バスケットが転倒することで、使用済燃料集合体

同士がバスケット外で近接する 

臨界事故（機器

外） 

落下・転倒防止機

能（固化セル移送

台車） 

ガラス溶融炉からの流下中にキャニスタが転倒し

た場合には、溶融ガラスが固化セル内に流下する

（流下後に転倒した場合は、キャニスタ内のガラ

スが冷え固まっているため、放射性物質の外部へ

の放出には至らない） 

固体放射性廃棄物

の機器外への漏え

い 

 

(2) 異常の拡大防止機能（ＭＳ） 

ａ．熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能 

異常の発生に対して、その拡大を防止する機能である。この機能を有する

安重施設として、警報と停止回路がこれに該当する。また、異常が無いこと

を検知して次工程に送るための起動回路もこれに該当する。 

拡大防止機能（ＭＳ）であり、単独で機能を喪失しても放射性物質の大気

中への放出には至らない。ただし、非安重施設が有する「火災、爆発、臨界

等に係るプロセス量等の維持機能」の喪失による異常に対して、本機能が異

常の拡大防止機能の位置づけとなることから、「火災、爆発、臨界等に係る

プロセス量等の維持機能」の喪失と同時に警報又は停止回路が有する熱的、

化学的又は核的制限値等の維持機能も同時に喪失していれば、事故に至る可

能性がある。 

異常が無いことを検知して次工程に移送するための起動回路の場合は、機

能喪失によっても工程運転ができなくなるだけで、非安重施設が有する「火

災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」によらず事故に至る可能

性はないが、誤作動を想定すると、非安重施設が有する「火災、爆発、臨界
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等に係るプロセス量等の維持機能」の機能喪失により異常があるにも関わら

ず次工程へ移送し、結果事故に至る可能性がある。 

なお、安重施設/非安重施設を問わず「放射性物質の保持機能」の喪失に

よる漏えいに対して、熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（液位警

報）が異常の拡大防止機能の位置づけとなるが、「放射性物質（液体・固

体）の漏えい」は既に発生しており事故の発生防止にはならず、また「設計

上定める条件より厳しい条件」のうち「配管からの漏えい」では、液位警報

が機能喪失した場合や、漏えい液回収操作における誤操作を考慮し、漏えい

量を１時間移送量として設定している。 

その後の事象進展で発生する「蒸発乾固（機器外）」等に対しても、液位

警報はソースターム制限機能（漏えい液回収系）を起動するための条件でし

かなく、直接事故の発生は防止できない。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

熱的、化学的

又は核的制限

値等の維持機

能 

異常が発生していないことから、単独で機能を喪失

しても放射性物質の大気中への放出には至らない。 
－ 
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 安全機能（火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能）の喪失後

の事象進展により発生する可能性がある重大事故 

喪失する安全機能 
安全機能喪失後に想

定される施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

有機溶媒の温度上昇 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能 

（加熱停止回路） 

有機溶媒火災

（機器内） 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

・還元ガス中の水素

濃度上昇 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能（還

元ガス供給停止回路） 

プロセス水素に

よる爆発（機器

内） 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

・蒸発缶等の加熱蒸

気温度上昇 

・希釈剤流量低下

（蒸発缶等への TBP

の混入） 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能（加

熱停止回路） 

TBP 等の錯体の

急激な分解反応 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

硝酸濃度、密度、可

溶性中性子吸収材濃

度等の変動 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能（せ

ん断停止回路、起動回路

等） 

臨界事故（機器

内） 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

ガラス溶融炉とキャ

ニスタの接続不良 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能 

（結合装置圧力信号によ

る流下ノズル加熱停止回

路、充てん起動回路） 

固体放射性物質

の機器外への漏

えい 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

硝酸濃度、密度、可

溶性中性子吸収材濃

度等の変動 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能（ヒ

ータ加熱停止回路） 

温度上昇による

閉じ込め機能喪

失 

火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等

の維持機能（非安

重） 

硝酸濃度、密度、可

溶性中性子吸収材濃

度等の変動 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能（充

てん起動回路） 

臨界事故（機器

外） 

放射性物質の保持機

能 

内包する液体放射性

物質が機器外に漏え

い 

・熱的、化学的又は核的

制限値等の維持機能 

（液位警報） 

（液体放射性物

質の機器外への

漏えい継続） 

 

【補足説明資料３－３】 

 

(3) 影響緩和機能（ＭＳ） 

ａ．静的な閉じ込め機能(放射性物質の保持及び放出経路の維持機能) 

影響緩和機能（ＭＳ）であり、各建屋の汚染のおそれのある区域からの排



3-51 

 

気系が該当する。これらが単独で機能を喪失しても、異常の発生防止機能

（ＰＳ）を有する廃ガス処理系及びセル等からの排気系が機能を維持してい

れば、放射性物質の大気中への放出には至らない。 

異常の発生防止機能（ＰＳ）を有する廃ガス処理系及びセル等からの排気

系の機能喪失により、本機能の維持/喪失によらず事故の可能性がある（事

故に至る場合は、その評価条件として同時に本機能が喪失しているか否かを

考慮する）。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

静的な閉じ込め機能(放射

性物質の保持及び放出経

路の維持機能) 

異常が発生していないことから、単独で機

能を喪失しても放射性物質の大気中への放

出には至らない。 

－ 

 

ｂ．動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

影響緩和機能（ＭＳ）であり、各建屋の汚染のおそれのある区域からの排

気系の高性能粒子フィルタ、排風機が該当する。これらが単独で機能を喪失

しても、異常の発生防止機能（ＰＳ）を有する廃ガス処理系及びセル等から

の排気系が機能を維持していれば、放射性物質の大気中への放出には至らな

い。 

異常の発生防止機能（ＰＳ）を有する廃ガス処理系及びセル等からの排気

系の機能喪失により、本機能の維持/喪失によらず事故の可能性がある（事

故に至る場合は、その評価条件として同時に本機能が喪失しているか否かを

考慮する）。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 
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安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

動的な閉じ込め機能（放

射性物質の捕集・浄化及

び排気機能） 

異常が発生していないことから、単独で機

能を喪失しても放射性物質の大気中への放

出には至らない。 

－ 

 

ｃ．ソースターム制限機能 

影響緩和機能（ＭＳ）であり、漏えい発生時にセルの漏えい液受皿から漏

えい液を回収するための系統、溶解槽における臨界事故発生時に可溶性中性

子吸収材（Ｇｄ）を自動で供給するための可溶性中性子吸収材緊急供給系、

及び固化セル移送台車上にキャニスタを適切に載せていない状態でガラス溶

融炉からの溶融ガラスの流下を行った際に重量を検知して流下を停止するた

めのガラス溶融炉の流下停止系が該当する。 

これらは単独で機能を喪失しても、異常の発生防止機能（ＰＳ）の喪失に

より漏えいが発生していない状態、溶解槽での臨界事故が発生していない状

態、固化セル移送台車上にキャニスタを適切に載せている状態であれば放射

性物質の大気中への放出には至らない。 

ただし、(1)a.(a)に示すとおり、ソースターム制限機能（漏えい液回収

系）は、放射性物質の保持機能が喪失した場合には、その後の事象進展とし

て発生の可能性がある蒸発乾固（機器外）、水素爆発（機器外）及び有機溶

媒火災（機器外）に至ることの防止するための拡大防止機能も有する。した

がって、放射性物質の保持機能と同時に機能喪失した場合には、事故に至る

可能性がある。 

また、溶解槽の臨界に対してはソースターム制限機能（可溶性中性子吸収

材緊急供給系）が、また溶融ガラスの誤流下に対してはソースターム制限機

能（ガラス溶融炉の流下停止系）がそれぞれ影響緩和機能として機能する。

設計基準事故として溶解槽の臨界及び溶融ガラスの誤流下を選定し、これら
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の影響緩和機能の妥当性を確認しているが、万が一設計基準事故の発生と同

時に影響緩和機能が喪失した場合には、設計基準の範疇を超えて重大事故に

至る可能性がある。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

ソースターム制限機能 

異常が発生していないことから、単独で機

能を喪失しても放射性物質の大気中への放

出には至らない。 

－ 

 

 安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の事象進展により

発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定される施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

崩壊熱除去（沸騰防

止）の対象機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

蒸発乾固（機器

外） 

水素掃気の対象機器 
漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

・排気機能（セル排気

系） 

水素爆発（機器

外） 

ＴＢＰ又はｎ－ドデ

カンを内包する機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（漏えい液回収系） 

有機溶媒火災

（機器外） 

 

【補足説明資料３－３】 

 

 設計基準事故の影響拡大により発生する可能性がある重大事故 

設計基準事故 事故に対する影響緩和機能 
発生する可能性が 

ある重大事故 

溶解槽における臨界 
・ソースターム制限機能（可溶性

中性子吸収材緊急供給系） 
臨界事故（機器内）の継続 

溶融ガラスの誤流下 
・ソースターム制限機能（ガラス

溶融炉の流下停止系） 

固体放射性物質の機器外への

漏えいの継続 

 

ｄ．遮蔽機能 
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遮蔽機能を喪失しても放射性物質の大気中への放出には至らない。ただし、

重大事故等への対処の作業環境については、遮蔽機能の喪失の可能性を考慮

して評価を行う。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

遮蔽機能 
作業環境における線量率が上昇するが、放射性物質

の外部への放出には至らない。 
－ 

 

ｅ．事故時の放射性物質の放出量の監視機能 

事故時の放射性物質の放出量の監視機能を喪失しても放射性物質の大気中

への放出には至らない。ただし、重大事故等への対処においては放出量を監

視することが必要となるため、監視測定設備にて放射性物質の放出量の監視

が可能であることを確認する。 

 

 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

事故時の放射

性物質の放出

量の監視機能 

事故時の放射性物質の放出量等を把握できなくなる

が、放射性物質の外部への放出には至らない。 
－ 

 

ｆ．事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能 

事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。ただし、重大事故等への対処においては評価

により居住性が維持されていることを確認する。 
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 安全機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 喪失時に想定される施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

事故時の対応

操作に必要な

居住性等の維

持機能 

事故時の対応操作を行う要員が滞在できなくなる

が、放射性物質の外部への放出には至らない。 
－ 

 

以上より、重大事故に至る可能性がある主な機能喪失又はその組合せ

は表－５のとおり整理できる。 

 重大事故の事象選定においては、系統図及びフォールトツリーにより、こ

れ以外の事故の発生の可能性がないことを確認する。  
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表－５ 重大事故に至る可能性がある主な機能喪失又はその組合せ 

重大事故 
重大事故に至る可能性がある機能喪失（又はその組合せ）※１ 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

臨界事故（機器内） 

核的制限値の維持機能   

火災、爆発、臨界等に係るプロセス
量等の維持機能（非安重） 

熱的、化学的又は核的制限値等の維
持機能 

 

ソースターム制限機能（溶解槽にお
ける臨界発生時） 

  

臨界事故（機器外） 

火災、爆発、臨界等に係るプロセス
量等の維持機能 

  

落下・転倒防止機能   

放射性物質の保持機能 核的制限値の維持機能  

火災、爆発、臨界等に係るプロセス
量等の維持機能（非安重） 

熱的、化学的又は核的制限値等の維
持機能 

 

蒸発乾固（機器内） 崩壊熱等の除去機能   

蒸発乾固（機器外） 放射性物質の保持機能 ソースターム制限機能（回収系）  

水素爆発（機器内） 掃気機能   

水素爆発（機器外） 放射性物質の保持機能 ソースターム制限機能（回収系） 放射性物質の排気機能 

有機溶媒火災（機器内） 
火災、爆発、臨界等に係るプロセス

量等の維持機能（非安重） 
熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能 
 

有機溶媒火災（機器外） 放射性物質の保持機能 ソースターム制限機能（回収系）  

プロセス水素による爆発 
火災、爆発、臨界等に係るプロセス

量等の維持機能（非安重） 
熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能 
 

TBP 等の錯体の急激な分解反応 
火災、爆発、臨界等に係るプロセス

量等の維持機能（非安重） 
熱的、化学的又は核的制限値等の維

持機能 
 

想定事故１ 崩壊熱等の除去機能   

想定事故２ プール水の保持機能   
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（つづき） 

重大事故 
重大事故に至る可能性がある機能喪失（又はその組合せ）※１ 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

液体放射性物質の機器外への漏えい 放射性物質の保持機能   

固体放射性物質の機器外への漏えい 

放射性物質の保持機能   

落下・転倒防止機能   

火災、爆発、臨界等に係るプロセス
量等の維持機能（非安重） 

熱的、化学的又は核的制限値等の維
持機能 

 

ソースターム制限機能（溶融ガラス
の誤流下発生時） 

  

気体放射性物質の漏えい 

放射性物質の放出経路の維持機能   

放射性物質の捕集機能   

放射性物質の浄化機能   

放射性物質の排気機能   

温度上昇による閉じ込め機能喪失 
崩壊熱等の除去機能   

火災、爆発、臨界等に係るプロセス
量等の維持機能（非安重） 

熱的、化学的又は核的制限値等の維
持機能 

 

 
※１：安全機能１～３が全て同時に機能喪失した場合に重大事故に至る可能性がある（安全機能１だけの場合は、当該機能の喪失により重大事故に至る可能

性がある）  
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３．３．２．２ 安全機能喪失状態の特定（ステップ２） 

３．３．２．２．１ フォールトツリーによる安全機能喪失の要因の整理 

系統図を参照し、設備毎に、安重施設の安全機能が喪失する要因をフォー

ルトツリーにて分析する。なお、ここでのフォールトツリーは、安全機能の

喪失に至る要因を分析することを目的としていることから、発生頻度、確率

を定量化するような詳細な基事象まで展開せずに作成する。 

【補足説明資料３－２４】 

 



3-59 

 

３．３．２．２．２ 設計上定める条件より厳しい条件毎の安全機能喪失状

態の特定 

(1) フォールトツリー上での機能喪失の明確化 

全てのフォールトツリーに対して、重大事故の起因毎に３．２．３で定め

た「設計上定める条件より厳しい条件」を適用することにより、安全機能の

喪失に至る原因を示す。 

具体的には、フォールトツリー上に、「設計上定める条件より厳しい条

件」において機能喪失を想定する設備があれば、当該設備に記号として※を

記載し、どの「設計上定める条件より厳しい条件」で安全機能が機能喪失す

るかを示す。 

下流（機能喪失の要因となる設備）で※が記載される場合には、上流にも

同じ※を記載し、最終的には、最上流である安全機能の喪失がどの「設計上

定める条件より厳しい条件」で機能喪失するかを示す。 

【補足説明資料３－２５】 

(2) 系統図上での機能喪失の明確化 

 それぞれの設備の系統図に対して、重大事故の起因毎に３．２．３で定め

た「設計上定める条件より厳しい条件」を適用することにより、機能喪失を

想定する対象を示す。 

 具体的には、当該設備が有する安全機能のフォールトツリーを参照し、設

計上定める条件より厳しい条件により機能喪失に至る場合は、系統図上に赤

で×を記載する。 

この×を記載する系統図は、重大事故の起因毎に分ける。さらに、起因と

して動的機器の多重故障を想定する場合には、どの動的機器に多重故障を想

定するかによって機能喪失する箇所が異なることから、それぞれでケース分

けして×を記載する。配管からの漏えいについても同様で、どの配管の漏え
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いを想定するかによって機能喪失する箇所が異なることから、それぞれでケ

ース分けして×を記載する。（長時間の全交流動力電源の喪失、地震による

機能喪失、火山の影響による機能喪失の場合は、×を記載した機能は全て同

時に喪失する） 

また、系統図に記載している当該安重施設以外の系統については、当該安

重施設のフォールトツリーだけでは判定できない。したがって、その関連す

る系統のフォールトツリーを参照し、その結果機能喪失に至るのであれば、

系統図上に黒で×を記載する。 

 機器単独で安全機能を有する場合の系統図であれば、機器に供給している

ユーティリティ（冷却水、圧縮空気、蒸気等）、駆動源（電源、圧縮空気）、

機器からの排気系、機器を設置するセルからの排気系、セルを収納する建屋

からの排気系がこれに該当する。 

 系統として安全機能を有する場合であれば、当該系統を構成する機器に対

して供給されているユーティリティ（電源、冷却水等）が該当する。 

【補足説明資料３－２３】 
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３．３．２．２．３ 安全機能の喪失又はその組合せの発生の判定 

表－５に示した、重大事故に至る可能性がある主な機能喪失又はその組合

せが、設計上定める条件より厳しい条件において発生するか否かにより、事

故（放射性物質の外部への放出）に至るか否かを判定する。 

 安全機能が喪失しない、又は安全機能が組合せで同時に喪失しなければ、

事故が発生することはなく、重大事故に至らないと判定できる。 

 具体的には、重大事故毎に、至る可能性がある主な機能喪失又はその組合

せを参照し、それぞれのフォールトツリーから、どの「設計上定める条件よ

り厳しい条件」で機能喪失に至るか、また組合せの場合はそれらが同時に発

生するかを設備毎に判定し、重大事故の想定箇所の特定結果としてまとめる。 

【補足説明資料３－１７】 
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３．３．２．３ 重大事故の想定箇所の特定（ステップ３） 

３．３．２．３．１ 事故発生の判定 

３．３．２．２．３において、安全機能が喪失する、又は安全機能が組合

せで同時に喪失する場合であっても、評価によって事故に至らないことを確

認できれば、重大事故に至らないと判定できる。この場合、重大事故の想定

箇所の特定結果においては、その根拠（評価結果）を示した上で「△」とし

て記載する。それぞれの事象において、機能喪失した場合に事故に至る基準

を以下に示す。 

臨界事故（機器内、機器外）：未臨界濃度以下 

蒸発乾固（機器内、機器外）：沸騰（100℃） 

水素爆発（機器内）    ：水素濃度８vol％ 

水素爆発（機器外）    ：水素濃度４vol％ 

有機溶媒火災：引火点(74℃)  

TBP 等の錯体の急激な分解反応：急激な分解反応の開始温度（135℃） 

 

【補足説明資料３－１７】 
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３．３．２．３．２ 重大事故の判定 

３．３．２．３．１において、安全機能の喪失又はその組合せにより事故

に至る場合には、事故の収束手段、事象進展の早さ、公衆への影響をそれぞ

れ評価する。 

事故が発生するとしても、設計基準の設備で事象の収束が可能であれば、

安全機能の喪失という観点からは設計基準の想定の範囲を超えるものである

が、機能喪失の結果発生する事故の程度が設計基準の範囲内であるため、設

計基準として整理する事象に該当する。 

安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全機能の復旧

が可能であれば、安全機能の喪失という観点からは設計基準の想定の範囲を

超えるものであるが、復旧により安全機能を回復することで公衆への影響を

与えないという点で、設計基準として整理する事象に該当する。 

また、安全機能の喪失により事故が発生した場合であっても、機能喪失時

の公衆への影響が平常時と同程度であれば、設計基準として整理する事象に

該当する。 

これらのいずれにも該当しない場合は重大事故の想定箇所として特定する

こととし、重大事故の想定箇所の特定結果においてはそれぞれ以下のとおり

記載する。 

○ ：重大事故の想定箇所として特定 

×１：設計基準の設備で事象の収束が可能であるため設計基準として整理

する事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全機能

の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常時と同程度であるため、設計基準

として整理する事象  
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個々の重大事象の想定箇所の特定結果については、次項にて重大事故を発

生させ得る安全機能の喪失又はその組合せ毎に示す。 

【補足説明資料３－５、３－６、３－１７】 

 

 また、重大事故の同時発生の想定においては、機能喪失の要因となる事象

との関連において、同種の重大事故が複数個所で同時に発生する場合と、異

種の重大事故が同一箇所又は複数個所で同時に発生する場合が考えられる。 

同種の重大事故が複数個所で同時に発生する場合は、機能喪失を想定する

対象によってその範囲が異なることから、次項にてその対象を明確化し、同

時発生の範囲を特定する。 

異種の重大事故が同一箇所又は複数個所で同時に発生する場合は、複数の

安全機能が同時に機能喪失する要因である外的事象（地震、火山による影

響）、内的事象（長時間の全交流動力電源の喪失）について、安全機能喪失

の範囲から重大事故の同時発生を想定する。また、動的機器の多重故障及び

配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生については、関連性がある

安全機能の喪失を考慮し、その範囲から重大事故の同時発生を想定する。 
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３．４ 重大事故の想定箇所の特定結果 

前項までの検討を踏まえ、ここでは安重施設の安全機能の機能喪失又はそ

の組合せにより発生する可能性がある重大事故毎に「安全機能喪失状態の特

定（ステップ２）」、「重大事故の想定箇所の特定（ステップ３）」を行っ

た。重大事故の想定箇所の特定の結果を以下に示す。 

 

３．４．１ 臨界事故（機器内） 

３．４．１．１ 「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機器

内）の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により「核的制限値の維

持機能」は喪失しないことから臨界事故（機器内）は発生しない、又は基準

地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計とせず「核的制限値の維持機

能」が喪失したとしても、平常時に未臨界濃度以下であることから、臨界事

故（機器内）は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 



3-66 

 

３．４．１．２ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非

安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の特定結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解

槽等の温度等の制御）」が喪失している状態で、安重施設の「熱的、化学的

又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路）」が喪失した場合には、臨

界事故（機器内）に至る可能性がある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽等の温度等

の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽等の温度等

の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路）」の機能

が喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（溶解槽等の温度等の制御）」の喪失によりプロセス量の変動・逸脱があれ

ば、速やかに検知し工程を停止することから、臨界事故に至る条件が成立せ

ず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路）」の機能
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は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽等の温度等

の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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３．４．１．３ 「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生時）」

の喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の特定結果 

溶解槽で臨界事故（機器内）が発生している状態で、安重施設の「ソース

ターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失した場合には、

臨界事故が継続し、設計基準事故の範疇を超えて重大事故に至る可能性があ

る。 

(1) 地震の場合 

地震により「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」

が喪失するが、溶解槽での臨界事故が発生した直後に設計上の想定を超える

規模の地震が発生することは考え難いことから、溶解槽で臨界事故（機器

内）が発生している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（可溶性中

性子吸収材緊急供給系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が

可能である。 

(2) 火山の場合 

火山により「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」

が喪失するが、溶解槽での臨界事故が発生した直後に設計上の想定を超える

規模の噴火が発生することは考え難いことから、溶解槽で臨界事故（機器

内）が発生している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（可溶性中

性子吸収材緊急供給系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が

可能である。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失し、

溶解槽への可溶性中性子吸収材の自動供給ができなくなるが、溶解槽での臨

界事故の発生は速やかに検知が可能であるため、運転員が可溶性中性子吸収

材を溶解槽に供給することで、設計基準事故の範疇で事象の収束が可能であ
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る。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路）」の機能

は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失する

が、溶解槽での臨界事故と長時間の全交流動力電源の喪失は関連性がなく、

同時に発生することは考え難いことから、溶解槽で臨界事故（機器内）が発

生している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収

材緊急供給系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が可能であ

る。 
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３．４．２ 臨界事故（機器外） 

３．４．２．１ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の

喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」

は喪失するが、工程が停止することから、臨界事故（機器外）は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」

は喪失するが、工程が停止することから、臨界事故（機器外）は発生しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」

は喪失するが、故障を検知し工程を停止することから、臨界事故（機器外）

は発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」

は喪失しないため、臨界事故（機器外）は発生しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」

は喪失するが、工程が停止することから、臨界事故（機器外）は発生しない。 
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３．４．２．２ 「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器外）

の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレーン及びバスケット仮置き架台の「落下・転倒防止機

能」は喪失しないことから、臨界事故（機器外）は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 全交流動力電源の喪失によっても、フェイルセーフにより使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレーンの「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、

臨界事故（機器外）は発生しない。また、全交流動力電源の喪失ではバスケ

ット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、臨界事故

（機器外）は発生しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

動的機器の多重故障により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び

バスケット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、臨

界事故（機器外）は発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及びバスケット仮置き架台の「落

下・転倒防止機能」は喪失しないことから、臨界事故（機器外）は発生しな

い。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 全交流動力電源の喪失によっても、フェイルセーフにより使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレーンの「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、

臨界事故（機器外）は発生しない。また、全交流動力電源の喪失ではバスケ

ット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、臨界事故
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（機器外）は発生しない。 
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３．４．２．３ 「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機能」

の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により「放射性物質の保

持機能」を喪失しないため臨界事故（機器外）は発生しない、又は「放射性

物質の保持機能」を喪失するが内包液が平常時に未臨界濃度以下であるため

臨界事故（機器外）は発生しないことから、臨界事故（機器外）は発生しな

い。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、臨界事故（機器外）は

発生しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、臨界事故（機器外）は

発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「放射性物質の保持機能」を喪失するが内包液が平常時に未臨界濃度以下で

あるため臨界事故（機器外）は発生しない、又は未臨界濃度を超える濃度で

あっても漏えい液受皿の「核的制限値の維持機能」は維持されることから、

臨界事故（機器外）は発生しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、臨界事故（機器外）は

発生しない。 
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３．４．２．４ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非

安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特定結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器

等の定位置への移動）」が喪失している状態で、安重施設の「熱的、化学的

又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」が喪失した場合には、漏

えいにより臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位置へ

の移動）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位置へ

の移動）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能

が喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（容器等の定位置への移動）」の喪失によりプロセス量の変動・逸脱があれ

ば、速やかに検知し工程を停止することから、臨界事故に至る条件が成立せ

ず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能
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は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位置へ

の移動）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回

路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界事故に至る条件

が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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３．４．３ 「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）の想定箇

所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 冷却水のポンプ、冷却塔等の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失に

よる間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結果、53

の機器で蒸発乾固の発生が想定される。 

(2) 火山の場合 

 冷却塔の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による冷却水のポンプ、

冷却塔等の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結

果、53 の機器で蒸発乾固の発生が想定される。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 外部ループの冷却水のポンプ又は冷却塔の多重故障により、53 の機器で

蒸発乾固の発生が想定される。 

 また、内部ループの冷却水のポンプが多重故障により機能喪失した場合に

は、その内部ループに接続されている貯槽等で同時に重大事故の発生が想定

され、対策が同じ重大事故の発生を想定する機器のグループである「機器グ

ループ」の単位で発生する。（建屋 11 グループ） 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保守点検によりその機能を

維持できることから、漏えいは想定せず「崩壊熱除去機能」は喪失しない。

したがって事故は発生しない。 

 (5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 冷却水のポンプ、冷却塔等の電源喪失による間接的な機能喪失により冷却

機能が喪失する。その結果、53 の機器で蒸発乾固の発生が想定される。

【補足説明資料３－７】 
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３．４．４ 「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収

系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の想定箇所の特

定結果 

(1) 地震の場合 

崩壊熱除去の対象機器は、基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設

計により「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから蒸発乾固（機器

外）は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、蒸発乾固（機器外）は

発生しない。 

 (3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、蒸発乾固（機器外）は

発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失するが、「ソースターム制限機能（回収

系）」は多重化により機能喪失しないことから、蒸発乾固（機器外）は発生

しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、蒸発乾固（機器外）は

発生しない。 
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３．４．５ 「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の想定箇所の特

定結果 

(1) 地震の場合 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失、並びに空気圧縮機を冷

却する安全冷却水系の外部ループの冷却水のポンプ又は冷却塔の機能喪失及

び電源喪失による間接的な機能喪失により「掃気機能」が喪失する。その結

果、51 の機器で水素爆発（機器内）の発生が想定される。 

(2) 火山の場合 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失、並びに空気圧縮機を冷

却する安全冷却水系の外部ループの冷却塔の機能喪失及び電源喪失による安

全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失により「掃気機能」が喪失す

る。その結果、51 の機器で水素爆発（機器内）の発生が想定される。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障により、51 の機器で水素爆発

（機器内）の発生が想定される。 

 また、外部ループの冷却水のポンプ又は冷却塔の多重故障により、安全圧

縮空気系の空気圧縮機が冷却できなくなり、安全圧縮空気系の空気圧縮機の

直接的な機能喪失により「掃気機能」が喪失する。その結果、51 の機器で

水素爆発（機器内）の発生が想定される。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 空気又は冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保守点検によりそ

の機能を維持できることから、漏えいは想定せず「掃気機能」は喪失しない。

したがって事故は発生しない。 

 (5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 電源喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失により
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「掃気機能」が喪失する。その結果、51 の機器で水素爆発（機器内）の発

生が想定される。 

【補足説明資料３－８、３－９】 
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３．４．６ 「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能（回収

系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪失による水素

爆発（機器外）の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

水素掃気の対象機器は、基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計

により「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから水素爆発（機器外）

は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、水素爆発（機器外）は

発生しない。 

 (3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、水素爆発（機器外）は

発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失するが「放射性物質の排気機能」は喪失

しないことから、水素爆発（機器外）は発生しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、水素爆発（機器外）は

発生しない。 
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３．４．７ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の想定箇所の特定

結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽

出塔の温度の制御）」が喪失している状態で、安重施設の「熱的、化学的又

は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」が喪失した場合には、有機溶

媒火災（機器内）に至る可能性がある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温度の

制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」

の機能喪失と同時に、工程も停止することから、温度上昇は抑制され、引火

点に到達せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温度の

制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」

の機能喪失と同時に、工程も停止することから、温度上昇は抑制され、引火

点に到達せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能が

喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（逆抽出塔の温度の制御）」の喪失によりプロセス量の変動・逸脱があれば、

速やかに検知し工程を停止することから、温度上昇は抑制され、引火点に到

達せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能は

喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温度の制

御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の

機能喪失と同時に、工程も停止することから、温度上昇は抑制され、引火点

に到達せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  
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３．４．８ 「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収

系）」の同時喪失による有機溶媒火災（機器外）の想定箇所

の特定結果 

(1) 地震の場合 

TBP 又は n-ドデカンを内包する機器は、基準地震動を 1.2 倍にした地震動

を考慮する設計により「放射性物質の保持機能」は喪失しない、又は基準地

震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計としない設計により「放射性物質

の保持機能」は喪失しても、放熱により崩壊熱による温度上昇が抑制され引

火点に到達しないことから、有機溶媒火災（機器外）は発生しない。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、有機溶媒火災（機器

外）は発生しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、有機溶媒火災（機器

外）は発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失するが、「ソースターム制限機能（回収

系）」は多重化により機能喪失しない、放熱により崩壊熱による温度上昇が

抑制され引火点に到達しないことから、有機溶媒火災（機器外）は発生しな

い。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、有機溶媒火災（機器

外）は発生しない。 

【補足説明資料３－12】 
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３．４．９ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失によるプロセス水素による爆発の想定箇所の特定

結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素

ガスと水素ガスの流量比の制御）」が喪失している状態で、安重施設の「熱

的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還元ガス供給停止回路）」が喪失

した場合には、プロセス水素による爆発に至る可能性がある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水素ガ

スの流量比の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還

元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、プ

ロセス水素による爆発に至る濃度条件が成立せず、事故に至ることはなく事

象が収束する。 

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水素ガ

スの流量比の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還

元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、プ

ロセス水素による爆発に至る濃度条件が成立せず、事故に至ることはなく事

象が収束する。  

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還元ガス供給停止回路）」

の機能が喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維

持機能（窒素ガスと水素ガスの流量比の制御）」の喪失によりプロセス量の

変動があれば、速やかに検知し工程を停止することから、プロセス水素によ
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る爆発に至る濃度条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還元ガス供給停止回路）」

の機能は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水素ガ

スの流量比の制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（還

元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、プ

ロセス水素による爆発に至る濃度条件が成立せず、事故に至ることはなく事

象が収束する。 
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３．４．10 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安

重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の想定箇

所の特定結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発

缶等の温度の制御）」が喪失している状態で、安重施設の「熱的、化学的又

は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」が喪失した場合には、TBP 等

の錯体の急激な分解反応に至る可能性がある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の

制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」

の機能喪失と同時に、工程も停止することから、ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応に至る温度条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の

制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」

の機能喪失と同時に、工程も停止することから、ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応に至る温度条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。  

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能が

喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（蒸発缶等の温度の制御）」の喪失によりプロセス量の変動・逸脱があれば、

速やかに検知し工程を停止することから、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

に至る温度条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能は

喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の

制御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」

の機能喪失と同時に、工程も停止することから、ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応に至る温度条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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３．４．11 「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の想定箇所の特定

結果 

(1) 地震の場合 

 プール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等の動的機器の直

接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機

能」が喪失する。ただし、同時に「プール水の保持機能」も喪失することに

加え、想定事故１は燃料貯蔵プールの水面が揺動しない事故、想定事故２は

燃料貯蔵プールの水面が揺動をする事故と整理し、地震によるスロッシング

を考慮して想定事故２として発生を想定する。 

(2) 火山の場合 

 冷却塔の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失によるプール水冷却系、

安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等の動的機器の間接的な機能喪失によ

り「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結果、想定事故１の発生が想定され

る。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 プール水冷却系のポンプ、安全冷却水系のポンプ、安全冷却水系の冷却塔

又は補給水設備のポンプの多重故障により、想定事故１の発生が想定される。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保守点検によりその機能を

維持できることから、漏えいは想定せず「崩壊熱除去機能」は喪失しない。

したがって事故は発生しない。 

 (5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 電源喪失によるプール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポンプ等

の動的機器の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失する。その

結果、想定事故１の発生が想定される。 
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３．４．12 「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の想定箇所の

特定結果 

(1) 地震の場合 

 基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計としないプール水冷却系

の配管が破断することに加え、地震によるスロッシングにより想定事故２の

発生が想定される。 

(2) 火山の場合 

 プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことから、

想定事故２は発生しない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことから、

想定事故２は発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく、保守点検によりその機能を

維持できることから、漏えいは想定せず「プール水の保持機能」は喪失しな

い。したがって事故は発生しない。 

 (5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことから、

想定事故２は発生しない。 
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３．４．13 「放射性物質の保持機能」の喪失による液体放射性物質の機器

外への漏えいの想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により「放射性物質の保

持機能」は喪失しないことから液体放射性物質の機器外への漏えいは発生し

ない、又は発生しても同時に工程が停止することから、液体放射性物質の機

器外への漏えいも停止し、事象が収束する。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、液体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 

 (3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、液体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失するが、工程を停止することにより、液

体放射性物質の機器外への漏えいも停止し、事象が収束する。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、液体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 
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３．４．14 固体放射性物質の機器外への漏えい 

３．４．14．１ 「放射性物質の保持機能」の喪失による固体放射性物質の

機器外への漏えいの想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により「放射性物質の保

持機能」は喪失しないことから液体放射性物質の機器外への漏えいは発生し

ない、又は発生しても同時に工程が停止することから、固体放射性物質の機

器外への漏えいも停止し、事象が収束する。 

(2) 火山の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 

 (3) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失するが、工程を停止することにより、固

体放射性物質の機器外への漏えいも停止し、事象が収束する。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器

外への漏えいは発生しない。 
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３．４．14．２ 「落下・転倒防止機能」の喪失による固体放射性物質の機

器外への漏えいの想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により固化セル移送台車

の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器外

への漏えいは発生しない。 

(2) 火山の場合 

 全交流動力電源の喪失によっても、固化セル移送台車の「落下・転倒防止

機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器外への漏えいは発生し

ない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

動的機器の多重故障では固化セル移送台車の「落下・転倒防止機能」は喪

失しないことから、固体放射性物質の機器外への漏えいは発生しない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

固化セル移送台車の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから、固体

放射性物質の機器外への漏えいは発生しない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 全交流動力電源の喪失によっても、固化セル移送台車の「落下・転倒防止

機能」は喪失しないことから、固体放射性物質の機器外への漏えいは発生し

ない。 
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３．４．14．３ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非

安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時

喪失による固体放射性物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定

結果 

非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラ

ス溶融炉とキャニスタの結合維持）」が喪失している状態で、安重施設の

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号による流下

ノズル加熱停止回路）」が喪失した場合、又は非安重施設の「火災、爆発、

臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」が喪失

している状態で、安重施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能

（充てん起動回路）」が喪失した場合には、固体放射性物質の機器外への漏

えいに至る可能性がある。 

 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキ

ャニスタの結合維持）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能

（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪失と同時に

流下ノズルの加熱も停止し、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して

事故に至ることはなく事象が収束する。また、「火災、爆発、臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」及び「熱的、化学的

又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に、工

程も停止することから、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して事故

に至ることはなく事象が収束する。 

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキ
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ャニスタの結合維持）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能

（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪失と同時に

流下ノズルの加熱も停止し、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して

事故に至ることはなく事象が収束する。また、「火災、爆発、臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」及び「熱的、化学的

又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に、工

程も停止することから、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して事故

に至ることはなく事象が収束する。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号による流

下ノズル加熱停止回路）」の機能が喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキャニスタの結合維持）」

の喪失時は、カメラによる目視により異常を検知し、溶融ガラスの流下を停

止することによって、事故に至ることはなく事象が収束する。また、「熱的、

化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能が喪失した

としても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の

定位置への移動）」の喪失により容器等が定位置にない場合には、直接目視

又はカメラによる間接目視により確認し、充てん操作を行わないため、漏え

いに至ることはない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号による流

下ノズル加熱停止回路、充てん起動回路）」の機能は喪失しないことから、

事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキ
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ャニスタの結合維持）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能

（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪失と同時に

流下ノズルの加熱も停止し、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して

事故に至ることはなく事象が収束する。また、「火災、爆発、臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」及び「熱的、化学的

又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に、工

程も停止することから、固体放射性物質の機器外への漏えいが停止して事故

に至ることはなく事象が収束する。 
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３．４．14．４ 「ソースターム制限機能（溶融ガラス誤流下時）」の喪失

による固体放射性物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果 

ガラス溶融炉からの溶融ガラスの誤流下が発生している状態で、「ソース

ターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失した場合には、溶融

ガラスの誤流下が継続し、設計基準事故の範疇を超えて重大事故に至る可能

性がある。 

(1) 地震の場合 

地震により「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪

失するが、ガラス溶融炉からの誤流下が発生した直後に設計上の想定を超え

る規模の地震が発生することは考え難いことから、ガラス溶融炉からの誤流

下が発生している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（ガラス溶融

炉の流下停止系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が可能で

ある。 

(2) 火山の場合 

火山により「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪

失するが、ガラス溶融炉からの誤流下が発生した直後に設計上の想定を超え

る規模の噴火が発生することは考え難いことから、ガラス溶融炉からの誤流

下が発生している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（ガラス溶融

炉の流下停止系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が可能で

ある。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失し、ガラ

ス溶融炉からの溶融ガラスの流下の自動停止ができなくなるが、ガラス溶融

炉からの誤流下はカメラにより速やかに検知が可能であるため、運転員の操

作によりガラス溶融炉からの溶融ガラスの流下を停止することから、設計基
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準事故の範疇で事象の収束が可能である。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ガラス溶融炉の流下停止

系）」の機能は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失するが、

ガラス溶融炉からの誤流下と長時間の全交流動力電源の喪失は関連性がなく、

同時に発生することは考え難いことから、ガラス溶融炉からの誤流下が発生

している状態では安重施設の「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下

停止系）」は喪失せず、設計基準事故の範疇で事象の収束が可能である。 
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３．４．15 「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射性物

質の捕集・浄化機能、排気機能）」の喪失による気体放射性物質の

漏えいの想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 排風機、廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系のポンプ等の動

的機器の直接的な機能喪失、並びに電源喪失による間接的な機能喪失により

「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射性物質の捕集・浄

化機能、排気機能）」が喪失するが、貯槽等の機器又はセルにおいて蒸発乾

固等の重大事故が同時に発生していなければ、工程停止により放射性物質の

気相への移行量が減少し、放射性物質の大気中への放出が抑制されることか

ら事故に至らない。 

(2) 火山の場合 

 冷却塔の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による、排風機、廃ガ

ス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系のポンプ等の動的機器の間接的

な機能喪失により「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射

性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」が喪失するが、貯槽等の機器又はセ

ルにおいて蒸発乾固等の重大事故が同時に発生していなければ、工程停止に

より放射性物質の気相への移行量が減少し、放射性物質の大気中への放出が

抑制されることから事故に至らない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 排風機、廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系のポンプ等の動

的機器の多重故障により「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、

放射性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」が喪失した場合には、異常を検

地して工程を停止することにより、放射性物質の気相への移行量が減少し、

放射性物質の大気中への放出が抑制されることから事故に至らない。 
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(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 排風機、廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系のポンプ等の動

的機器は機能喪失しない。冷却水を内包する配管は、劣化の進展が小さく、

保守点検によりその機能を維持できることから、漏えいを想定しない。した

がって、「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射性物質の

捕集・浄化機能、排気機能）」は喪失せず、事故に至らない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 電源喪失による、排風機、廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水

系のポンプ等の動的機器の間接的な機能喪失により「放射性物質の閉じ込め

機能（放出経路の維持機能、放射性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」が

喪失するが、貯槽等の機器又はセルにおいて蒸発乾固等の重大事故が同時に

発生していなければ、工程停止により放射性物質の気相への移行量が減少し、

放射性物質の大気中への放出が抑制されることから事故に至らない。 
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３．４．16 温度上昇による閉じ込め機能喪失 

３．４．16．１ 「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇による閉じ

込め機能喪失の想定箇所の特定結果 

(1) 地震の場合 

 貯蔵室排風機の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失に

より「崩壊熱除去機能」が喪失し、混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。

混合酸化物貯蔵容器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇

した内圧分が容器外に放出され、同時に MOX 粉末が容器外に放出される。た

だし、放出は継続せず、事象は収束する。 

 また、収納管及び通風管は、基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する

設計により「崩壊熱除去機能」は喪失しないため事故には至らない。 

(2) 火山の場合 

 電源喪失による貯蔵室排風機の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機

能」が喪失し、混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物貯蔵容

器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内圧分が容器

外に放出され、同時に MOX 粉末が容器外に放出される。ただし、放出は継続

せず、事象は収束する。 

 また、収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため事故には

至らない。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

 貯蔵室排風機の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失し、混

合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物貯蔵容器の閉じ込め機能

が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内圧分が容器外に放出され、同

時に MOX 粉末が容器外に放出される。ただし、放出は継続せず、事象は収束

する。 
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 また、収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため事故には

至らない。 

(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

 貯蔵室排風機並びに収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しない

ため事故には至らない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 電源喪失による貯蔵室排風機の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機

能」が喪失し、混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物貯蔵容

器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内圧分が容器

外に放出され、同時に MOX 粉末が容器外に放出される。ただし、放出は継続

せず、事象は収束する。 

 また、収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため事故には

至らない。 
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３．４．16．２ 「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非

安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の

同時喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失の想定箇所

の特定結果 

焙焼炉、還元炉において、非安重施設の「火災、爆発、臨界等に係るプロ

セス量等の維持機能（ヒータ部の温度制御）」が喪失している状態で、安重

施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による

加熱停止回路）」が喪失した場合には、臨界事故（機器外）に至る可能性が

ある。 

(1) 地震の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温度制

御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高に

よる加熱停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界

事故に至る条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(2) 火山の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温度制

御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高に

よる加熱停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界

事故に至る条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 

(3) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による加熱

停止回路）」の機能が喪失したとしても、「火災、爆発、臨界等に係るプロセ

ス量等の維持機能（ヒータ部の温度制御）」の喪失によりプロセス量の変

動・逸脱があれば、速やかに検知し工程を停止することから、臨界事故に至

る条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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(4) 配管からの漏えいと回収系の単一故障の同時発生の場合 

「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による加熱

停止回路）」の機能は喪失しないことから、事故に至ることはない。 

(5) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温度制

御）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高に

よる加熱停止回路）」の機能喪失と同時に、工程も停止することから、臨界

事故に至る条件が成立せず、事故に至ることはなく事象が収束する。 
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３．４．17 設計上定める条件より厳しい条件により発生が想定されない重

大事故の想定箇所の特定結果 

上記の整理にもとづき、設計上定める条件より厳しい条件により「臨界事

故」及び「有機溶媒等による火災又は爆発」については発生が想定されず、

重大事故の想定箇所として特定されないことから、以下の考え方によりそれ

ぞれ重大事故の想定箇所を特定する。 

 

(1) 臨界事故 

臨界管理を行う系統及び機器は、その単一故障又は誤作動若しくは運転員

の単一誤操作を想定しても、臨界にならない設計とするとともに、臨界管理

されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入しないように設計している。 

ただし、臨界事故の発生に対しては直ちに対策を講ずる必要があること、

及び臨界事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新たに生成するとい

った特徴を有している。それらを踏まえて、設計上定める条件よりさらに厳

しい条件として、動的機器の多重故障及び配管からの漏えいの想定において、

臨界事故の起因となる異常の発生の防止機能および当該異常の進展防止機能

（両者をあわせて「臨界防止機能」と言う。）のうち主要な機能について、

複数の動的機器の多重故障および臨界防止機能を担う操作の誤操作を想定す

ることで、臨界事故の発生の可能性を評価し、重大事故として選定する。 

また、長時間の全交流動力電源の喪失、火山の影響による機能喪失及び地

震による機能喪失に関しては、前記３．２．３に示す想定において、動的機

器が全て同時に機能喪失し、さらに地震の場合に基準地震動を 1.2 倍にした

地震動を考慮する設計としない静的機器の損傷を想定する条件で発生の可能

性の評価を行っており、臨界事故の選定に当たり追加で考慮すべき条件はな

い。 
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【補足説明資料３－13】 

 

(2) 有機溶媒等による火災又は爆発 

(a) 有機溶媒火災 

有機溶媒火災の発生防止を行う系統及び機器は、その単一故障又は誤

作動若しくは運転員の単一誤操作を想定しても、火災にならない設計とし

ている。 

設計上定める条件よりさらに厳しい条件として、関連性のない動的機

器の多重故障として換気設備の停止を重ね合わせたとしても、機器内又は

漏えいした有機溶媒が引火点に到達することはなく、有機溶媒火災の発生

は想定されない。 

【補足説明資料３－14】 

【補足説明資料３－15】 

 

(b) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止を行う系統及び機器は、

その単一故障又は誤作動若しくは運転員の単一誤操作を想定しても、ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応は発生しない設計としている。 

ただし、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は過去に他の施設において

発生していることを踏まえ、設計上定める条件よりさらに厳しい条件とし

て、内的事象によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に係る異常の発生防

止に係る動的機器の複数の機能喪失等を想定し、減圧蒸発方式により沸点

を下げて運転することで運転温度が約 135℃を超えない濃縮缶及び蒸発缶

の除外並びに放出放射能量を考慮し、プルトニウム精製設備のプルトニウ

ム濃縮缶を重大事故として選定する。 
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また、長時間の全交流動力電源の喪失、火山の影響による機能喪失及

び地震による機能喪失に関しては、前記３．２．３に示す想定において、

動的機器が全て同時に機能喪失してもＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は

発生しないことから、事故の選定に当たり追加で考慮すべき条件はない。 

【補足説明資料３－16】 
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３．５ まとめ 

上記の整理にもとづき、特定した重大事故の想定箇所を表－６に示す。

「×２」又は「×３」とし、設計基準の事象として整理した対象を表－７に

示す。 

また、設計上定める条件より厳しい条件よりさらに厳しい想定により特定

した、臨界事故及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の想定箇所を表－８に

示す。 

【補足説明資料３－17】 

 

また、従来の重大事故の事象選定においては、機能喪失時の公衆への影響

の大きさと、事象の進展する早さを考慮し、重大事故の重要度を「高」、

「中」及び「低」に分類し、重要度に応じた事故対応を行うこととしていた

が、上記の整理により、選定した重大事故の事象については、重要度分類を

行うことなく、事故対応を行うこととする。 

 

以 上  
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×３の考え方について 

 

重大事故の想定箇所の特定において、「×３（機能喪失時の公衆への影響

が平常時と同程度の事象）」として、重大事故の事象として選定せず、設計

基準の事象として整理する事象について、考え方を示す。 

 

公衆への著しい被ばく影響をもたらす可能性のある事故が重大事故である

ことを踏まえると、重大事故の想定箇所の特定において、安全機能の喪失を

想定する対象は、安重施設と整理できる。 

ただし、安重施設の選定において、個々の安全機能喪失時の影響評価によ

らず、安重施設分類に属する主要な流れや系統構成として選定している安重

施設に関しては、機能喪失による影響は必ずしも mSv オーダーに至るわけで

ない。 

つまり、安重施設の機能喪失によっても、公衆に対して著しい被ばく影響

（5mSv）をもたらさない場合が考えられ、これらは設計基準の事象として整

理できる。 

ここで、明らかに公衆に対して被ばく影響をもたらすことがない程度の影

響として、再処理工場の平常時の年間の被ばく線量に着目した。 

再処理工場の平常時の年間の被ばく線量は 22μＳｖと評価されている。こ

れは、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定

められる、平常時に周辺環境に放出する放射性物質に起因する公衆の線量の

目標値である 50μSv を下回るものである。 

したがって、事故の想定箇所毎に線量影響を評価し、１機器で発生する１

事故当たり 1μSv を判定基準として「機能喪失時の公衆への影響が平常時と
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同程度の事象」とする。これは、安重施設の安全機能の喪失を起因として事

故の同時発生を想定した場合であっても、判定基準未満の事象の線量評価の

合算値が 22μＳｖを下回ることを念頭においたものである。 

 

以 上  
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水素爆発（機器内）に関する機能喪失時の影響評価 

 

1. はじめに 

安全圧縮空気系により放射線分解により発生する水素を掃気している機器

について，安全機能の喪失により事象が進展し，水素爆発（機器内）に至っ

たとしても，機能喪失時の一般公衆への被ばく影響が平常時と同程度である

ため，設計基準として整理する事象を「×３」として整理した。本資料では，

機能喪失時の一般公衆への被ばく影響評価方法について説明する。 

 

2. 判定基準 

補足説明資料３－６に示すとおり，機器毎に一回の水素爆発を想定し評価

した被ばく線量に対して１μＳｖを判定基準とする。 

 

3. 評価方法 

3.1 基本方針 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機及び換気設備の建屋排気系が機能しない場

合に想定される経路外放出時の敷地境界における最大個人線量を評価する。 

 

3.2 具体的評価手法 

事故により生じたエネルギーによって放射性物質が気相へ移行する割合や，

設備により除染される割合及び人間が呼吸しうる粒径の割合などをファクタ

ーとして考慮することによって放射性物質の放出量を簡易的に評価する手法，

５因子法
（１）

を用いて放射性物質放出量を評価する。以下に計算式を示す。 
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1
RF 

 

(1) 

ここで， 

STi  :核種グループ i の放射性物質放出量(Bq) 

MARi :対象機器等における核種グループ i の放射性物質量（Bq） 

DR :MAR のうち，各事象で影響を受ける割合(-) 

ARFi :核種グループ i の放射性物質の気相への移行割合(-) 

DFi :核種グループ i の放出経路における放射性物質の除染係数(-) 

RF :吸入摂取に寄与する割合(-) 

Ci : 溶液組成の核種グループ i の濃度(Bq/m3) 

M: 溶液量(m3) 

 

核種グループは，事故時に支配的になる核種として，Zr／Ｎｂ，Ｒｕ／Ｒ

ｈ，Ｃｓ／Ｂａ，Ｃｅ／Ｐｒ，Ｓｒ／Ｙ，その他ＦＰ，Ｐｕ（α），Ａｍ／Ｃ

ｍ（α），Ｕ（α）及びＮｐ（α）を設定した。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の実効線量 DI(Sv)は，放射性物質の放

出量に相対濃度，呼吸率及び実効線量換算係数を乗じて求める。以下に計算

式を示す。 

 
i

iiI STQBHD /
 

(2) 

 

ここで， 

Ｈ:実効線量換算係数(Sv/Bq) 

Ｂ: 呼吸率(m3/s) 
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χ/Ｑ:相対濃度(s/m3) 

 

4. 評価条件 

4.1． ＭＡＲの設定 

評価対象機器に内包する溶液中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理す

る使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5

ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した平常運転

時の最大値とする。ＭＡＲは，上記の放射性物質の濃度に基づき機器ごとに

設定する。 

 

4.2 ＤＲの設定 

ＤＲは事故時に発生するストレスにより放射性物質放出に寄与する割合で

あり，気相部の水素爆発では溶液表面部分のみの影響であると想定される。

このため，ＤＲは１を下回ると考えられるが，厳しい結果を与える設定とし

てＤＲ＝1(機器内または対象となる場所に存在する放射性物質の全量が事象

に寄与)と設定する。 

 

4.3 ＡＲＦの設定 

水素爆発時のＡＲＦは実験値に基づき，より厳しい結果を与えるように１

×10－４と設定する。 

実験値によれば，機器の形状の影響を受けないＡＲＦの幅は １ ×

10－５から 6.0×10－４程度と考えられる。 

また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６４１０
（ １ ）

における実験では，圧力開放条件を模

擬しているものの水素爆発を模擬しているものではなく，ＡＲＦの上限とし

た 6.0×10－４が取得された実験は，3.5ＭＰａの圧力を穏やかに印加した後に
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破裂板を用いて急激に減圧したときの移行率である。さらに，水素爆発に近

いと考えられる条件である，印加圧力を 0.35ＭＰａとしたときのＡＲＦは

4.0×10－５であることから，ＡＲＦが 6.0×10－４まで増加する可能性は低い。 

上記を踏まえ，水素爆発のＡＲＦは１×10－５から 6.0×10－４の間であり，

水素濃度８ｖｏｌ％から３０ｖｏｌ％の発生圧力を包含可能な値として，１

×10－４とする。 

 

4.5 除染係数（ＤＦ）の設定 

経路外放出の場合は，爆発により気相部に移行した放射性物質は，機器に

接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管を通過し水封安全器に達する。水封安

全器を介してセルに放出された後，複数のセル又は部屋を介して屋外に到達

する。 

このため，除染係数は以下に示す項目から建屋毎に設定する。設定した除

染係数を表１に示す。 

 

 (１) 塔槽類廃ガス処理設備の経路 

水素爆発時における放射性物質移行率の調査において，塔槽類廃ガス

処理設備の配管を模擬した配管の曲り部１ヶ所だけで９割程度の沈着

効果がある
（ ２ ）

こと踏まえ，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管の

構造上の特徴として曲りを考慮し，除染係数を 10 とする。 

 (２) 水封安全器の除染係数 

爆発に伴う体積膨張により，一時的に水封安全器より気体が放出され

ることが考えられるが，水封の復元に伴い一次閉じ込めは維持される。

爆発に伴う膨張に伴い放出される体積は，接続する廃ガス処理設備及び

機器の体積と比較して小さいこと，また，廃ガス洗浄塔及びデミスタに
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おける除染に期待できること，水中貯蔵の一次閉じ込めに対して除染係

数を考慮できること
（ ３ ）

を踏まえ，塔槽類廃ガス処理設備を経由し水封安全

器を介してセルに放出される部分について，除染係数 10 を設定する。

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋については，水封安全器を設置して

いないことから，本除染係数は考慮しない。 

 (３) 壁の除染係数 

放射性物質が屋外に到達するまでの最短経路上のセル又は部屋の壁

を除染係数として考慮する。厳しい結果を与えるように，各建屋内のセ

ル間又はセルおよび部屋間の壁の枚数を，一律２枚分として 100 を考慮

する。また，建屋と屋外の境界の壁について 10 を設定する
（ ３ ）

。 

 

表１ 設定した除染係数 

建屋 除染係数 

前処理建屋 1×105 
分離建屋 1×105 
精製建屋 1×105 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 1×104 
高レベル廃液ガラス固化建屋 1×105 

 

4.6 ＲＦの設定 

ＲＦは吸入摂取に寄与する割合であり，エアロゾル等の形態で浮遊する放

射性物質の径に依存するパラメータである。事故時の放射性物質の径に関す

るデータはほとんどなく，定量的に設定することは困難であることから，こ

こでは安全側にＲＦ=1(すべての粒子が吸入され被ばくに寄与する)と設定す

る。 
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4.7 実効線量換算係数 

実効線量換算係数は ICRP Pub 7 2
（４）

から核種毎の係数を調査し設定した。実

効線量換算係数を表２に示す。 

 

表２ 実効線量換算係数 

核種グループ 呼吸摂取実効線量換算係数（Sv/Bq) 

Zr/Nb 1.7×10-8 
Ru/Rh 3.3×10-8 
Cs/Ba 2.4×10-9 
Ce/Pr 2.6×10-8 
Sr/Y 8.1×10-8 
その他 FP 2.9×10-8 
Pu 3.5×10-6 
Am/Cm 3.6×10-5 
U 5.1×10-6 
Np 4.2×10-7 

 

4.8 相対濃度及び呼吸率 

相対濃度は「再処理施設の設計基準事象選 定
（５）

」に記載の値を用いた(表３

参照)。呼吸率は再処理事業指定申請書に記載の 3.33×10-4m3/s とした。 

表３ 相対濃度一覧 

放出点 χ/Q(s/m3) 
前処理建屋 9.5×10-5 
分離建屋 9.3×10-5 
精製建屋 7.7×10-5 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 7.8×10-5 
高レベル廃液ガラス固化建屋 1.1×10-4 

 

5. 評価結果 

評価結果を表４に示す。判定基準を上回る機器は 51 機器であった。また，

判定基準未満の機器の被ばく線量の合計は６μＳｖであり，十分小さいこと

を確認した。 
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表４ 被ばく線量評価結果 

建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AA ハル洗浄槽 A(内側) 6E-03   

AA ハル洗浄槽 B(内側) 6E-03   

AA 水バッファ槽 5E-02   

AA 中継槽 A 3 超 

AA 中継槽 B 3 超 

AA リサイクル槽 A 2E-01   

AA リサイクル槽 B 2E-01   

AA 不溶解残渣回収槽 A 3E-01   

AA 不溶解残渣回収槽 B 3E-01   

AA 計量前中間貯槽 A 9 超 

AA 計量前中間貯槽 B 9 超 

AA 計量・調整槽 9 超 

AA 計量後中間貯槽 9 超 

AA 計量補助槽 3 超 

AA 中間ポット A 5E-02   

AA 中間ポット B 5E-02   

AB 抽出塔 3E-01   

AB 第１洗浄塔 2E-01   

AB 第２洗浄塔 2E-01   

AB ＴＢＰ洗浄塔 4E-02   

AB プルトニウム分配塔 3E-01   

AB ウラン洗浄塔 2E-01   

AB プルトニウム洗浄器 2E-02   

AB プルトニウム溶液受槽 2 超 

AB プルトニウム溶液中間貯槽 2 超 

AB 第１一時貯留処理槽 3E-01   

AB 第２一時貯留処理槽 2 超 

AB 第３一時貯留処理槽 5 超 

AB 第４一時貯留処理槽 3 超 

AB 第５一時貯留処理槽 4E-03   

AB 第６一時貯留処理槽 7E-02   

AB 第７一時貯留処理槽 7E-01   

AB 第８一時貯留処理槽 5E-01   

AB 第９一時貯留処理槽 2E-02   

AB 第 10 一時貯留処理槽 4E-05   

AB 第１洗浄器 5E-05   

AB 高レベル廃液供給槽Ａ 9E-01   

AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ 40 超 

AB 溶解液中間貯槽 9 超 

AB 溶解液供給槽 2 超 

AB 抽出廃液受槽 2 超 

AB 抽出廃液中間貯槽 3 超 

AB 抽出廃液供給槽 A 5 超 

AB 抽出廃液供給槽 B 5 超 

AC プルトニウム溶液供給槽 2 超 
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建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AC 抽出塔 2E-01   

AC 核分裂生成物洗浄塔 9E-02   

AC 逆抽出塔 4E-01   

AC ウラン洗浄塔 2E-01   

AC 補助油水分離槽 1E-01   

AC ＴＢＰ洗浄器 2E-01   

AC プルトニウム溶液受槽 2 超 

AC 油水分離槽 2 超 

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 4 超 

AC プルトニウム溶液一時貯槽 4 超 

AC プルトニウム濃縮缶 3 超 

AC プルトニウム濃縮液受槽 20 超 

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 20 超 

AC プルトニウム濃縮液計量槽 20 超 

AC リサイクル槽 20 超 

AC 希釈槽 40 超 

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 20 超 

AC 第１一時貯留処理槽 5E-01   

AC 第２一時貯留処理槽 2 超 

AC 第３一時貯留処理槽 2 超 

AC 第４一時貯留処理槽 1E-02   

AC 第７一時貯留処理槽 5 超 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 200 超 

CA 混合槽Ａ 90 超 

CA 混合槽Ｂ 90 超 

CA 一時貯槽 200 超 

KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 200 超 

KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 20 超 

KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 50 超 

KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 50 超 

KA 高レベル廃液混合槽Ａ 40 超 

KA 高レベル廃液混合槽Ｂ 40 超 

KA 供給液槽Ａ 9 超 

KA 供給液槽Ｂ 9 超 

KA 供給槽Ａ 4 超 

KA 供給槽Ｂ 4 超 

KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 0 ※2 

KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 0 ※2 

KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 2 超 

KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 2 超 

KA 
高レベル廃液共用貯槽（高レベル濃縮
廃液貯蔵時） 

200 超 

※1:AA：前処理建屋，AB：分離建屋，AC：精製建屋，CA：ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋，KA：高レベル廃液ガラス固化建屋 

※2 未然防止濃度(８ｖｏｌ％)に達する時間が１年以上のため線量評価をしていない。 
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6. 臨界事故への対処 

 (１) 臨界事故の特徴 

核燃料物質を内包する設備（以下，6.では「貯槽等」という。）にお

いては，技術的に見て想定されるいかなる場合でも臨界を防止するため，

形状，寸法，溶液中の核燃料物質濃度等の適切な核的制限値をもって核

的制限値を超えないよう管理することで未臨界を維持するよう設計し

ている。 

核的制限値に係る管理が機能せず，核燃料物質が含まれる溶液におい

て臨界事故が発生した場合，臨界に達した直後に短時間の出力上昇を何

回か繰り返しながら核分裂反応が継続する。 

その過程において，ウラン及びプルトニウムの核分裂の連鎖反応によ

って新たに核分裂生成物が生成し，このうち放射性希ガス及び放射性よ

う素が気相中に移行する。臨界事故により生成する放射性希ガス及び放

射性よう素については，高性能粒子フィルタによる除去に期待できず，

大気中への放出量は核分裂数に比例して増加する。なお，放射性希ガス

及び放射性よう素の大部分は短半減期の核種である。 

また，核分裂により放出される熱エネルギによって溶液の温度が上昇

し，水蒸気が発生すること，及び臨界に伴う放射線による分解等により

水素が発生することで，気泡が液面に到達して飛沫が発生し，エアロゾ

ル状の放射性物質が気相に移行する。 

さらに，放射線分解により発生する水素（以下，6.では「放射線分解

水素」という。）は，臨界継続中は通常より多量であり，溶液を取り扱

う貯槽等内の水素濃度が高くなると水素爆発が発生するおそれがある。

水素爆発が発生すると，水素爆発での圧力変動による飛沫の発生により

放射性エアロゾルが気相に移行するため，臨界継続中に水素爆発が同時
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に発生すると臨界事故が単独で発生したときよりも気相に移行する放

射性物質量が増加する。 

仮に臨界事故への対処を行わないとした場合には，核分裂が継続する

ことで溶液の更なる温度上昇又は沸騰が生じる。沸騰が継続した場合，

溶液中の水分量が減少することで体系が減速不足となり，事象の進展に

伴って，新たな対処を講じずとも未臨界に移行する可能性も考えられる

が，それを考慮せず，臨界事故の核分裂数を，過去に発生した臨界事故，

溶液状の核燃料物質による臨界事故を模擬した過渡臨界実験及び国内

外の核燃料施設の安全評価で想定している臨界事故規模を踏まえ 1020ｆ

ｉｓｓｉｏｎｓとした場合には，貯槽等において溶液が乾燥・固化に至

る可能性があり，その場合，ルテニウム，セシウムその他の放射性物質

の揮発が発生する可能性が生じ，大気中への放射性物質の放出量が増大

する。 

臨界事故は，２建屋６機器２貯槽において発生を想定する。 

【補足説明資料 6-1】 
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 (２) 臨界事故への対処の基本方針 

臨界事故への対処として，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則の第二十八条及び第三十四条に規定される要求を満足する

臨界事故の拡大防止対策を整備する。 

臨界事故が発生した場合には，(１)臨界事故の特徴に記載したとおり，

直ちに放射性希ガス及び放射性よう素が気相に移行する。また，溶液の

沸騰及び放射線分解による水素の発生により，飛沫が生成することで放

射性物質の気相への移行量が増加する。臨界が継続した場合には貯槽等

において溶液が乾燥・固化に至る可能性があり，さらに，水素濃度が上

昇することによる水素爆発への進展により，放出量が増加する可能性が

ある。 

以上を考慮し，臨界事故の拡大防止対策として，可溶性中性子吸収材

を自動供給し未臨界を維持するための対策，臨界事故により発生する放

射線分解水素を掃気するための対策及び放射性物質を貯留するための

対策を整備する。 

臨界事故の発生を想定する貯槽等を第６－１表に，各対策の概要図を

第６－１図及び第６－２図に示す。また，各対策の基本方針の詳細を以

下に示す。 

 

 ａ．臨界事故の拡大防止対策 

臨界事故が発生した場合には，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が

発生している貯槽等に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

自動的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させると

ともに未臨界を維持する。臨界事故が発生した貯槽等への更なる核燃料

物質の供給を防止するため，固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停
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止する。 

さらに，上記対策とは別に，可搬型可溶性中性子吸収材供給器を用い

て手動による可溶性中性子吸収材の供給対策に移行する。 

【補足説明資料 6-2】 

   臨界事故が発生した貯槽等に一般圧縮空気系から空気を供給し，放射

線分解水素を掃気することにより，機器の気相部における水素濃度がド

ライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止する。 

また，臨界事故の発生を検知した場合には，直ちに自動的に臨界事故

が発生した貯槽等に接続されるせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以

下，6.では「廃ガス処理設備」という。）の経路を遮断すると共に，臨

界事故が発生した貯槽等から，臨界事故により発生する放射性物質を貯

留する貯槽（以下，「貯留タンク」という。）への経路を確立し，空気

圧縮機を用いて貯留タンクに放射性物質を含む気体を導出する。 

貯留タンクへの放射性物質を含む気体の導出完了後，貯槽等内に残留

している放射性物質を，高い除染能力を有する通常時の廃ガス処理設備

から主排気筒を介して放出する。その場合でも貯留タンク前に設けられ

た逆止弁により，貯留タンク内の放射性物質が逆流することはない。 

その後，貯留タンクの隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。  
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6.1 臨界事故の拡大防止対策 

6.1.1 臨界事故の拡大防止対策の具体的内容 

6.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給 

  臨界事故の発生を想定する貯槽等を収納したセル周辺の線量率の上昇を

臨界検知用放射線検出器により検知し，論理回路により，臨界事故が発生

したと判定する。臨界事故の発生を検知した場合，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系により直ちに自動で臨界事故が発生している貯槽等に，可

溶性中性子吸収材を重力流で供給する。可溶性中性子吸収材は，臨界事故

の発生を検知した時点を起点として 10 分以内に，未臨界に移行するため

に必要な量を供給する。 

  また，中央制御室における緊急停止操作によって速やかに固体状又は液

体状の核燃料物質の移送を停止する。 

  第６－１表に示す貯槽等への対策の概要を以下に示す。また，対策の系

統概要図を第 6.1.1－１図及び第 6.1.1－２図に，対策の手順の概要を第

6.1.1－３図及び第 6.1.1－４図に，対策における手順及び設備の関係を第

6.1.1－１表及び第 6.1.1－２表に，必要な要員及び作業項目を第 6.1.1－

５図及び第 6.1.1－６図に示す。 

 

 (１) 臨界事故の発生の検知 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知用

放射線検出器が臨界に伴って放出されるガンマ線の線量率の上昇を同

時に検知し，論理回路により，臨界事故の発生を想定する機器において、

臨界事故が発生したと判定する。 

 

 (２) 可溶性中性子吸収材の供給 
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臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生検知後，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系により直ちに自動で臨界事故が発生した貯槽

等に可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。 

 

 (３) 緊急停止操作 

中央制御室からの操作により，緊急停止系を作動させ，使用済燃料の

せん断又は溶液の移送を停止する。 

 

 (４) 未臨界確保の判断 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系による可溶性中性子吸収材の

供給後，放射線計測設備として配備するガンマ線用サーベイ メータ及

び中性子線用サーベイ メータにより臨界事故が発生した貯槽等を収納

したセル周辺の線量当量率を計測し，臨界事故が発生した貯槽等の未臨

界確保を判断する。 

未臨界確保の判断には，臨界事故によって生成する核分裂生成物から

のガンマ線の影響を考慮し，中性子線の線量当量率の計測結果を主とし

て用いる。 

 

6.1.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

  核分裂に起因する水の放射線分解により，水素が発生し，機器内におい

て水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止するため，一般圧縮

空気系から可搬型建屋内ホースを用いて臨界事故が発生した貯槽等に空

気を供給し，臨界事故に伴う放射線分解により発生した水素を掃気する。 

  第６－１表に示す機器への対策の概要を以下に示す。また，各建屋の対

策の系統概要図を第6.1.1－７図及び第6.1.1－８図に，対策の手順の概要
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を第6.1.1－３図及び第6.1.1－４図に，各建屋の対策における手順及び設

備の関係を第6.1.1－３表及び第6.1.1－４表に，必要な要員及び作業項目

を第6.1.1－９図及び第6.1.1－10図に示す。 

 

 (１) 一般圧縮空気系からの空気の供給 

臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生の検知後，臨界事故が

発生した貯槽等に接続する配管と一般圧縮空気系を，可搬型建屋内ホー

スを用いて接続し，臨界事故が発生した貯槽等に空気を供給する。 

供給においては，可搬型貯槽掃気用圧縮空気流量計の指示値により，

臨界事故が発生した機器に所定の流量で空気が供給されていることを

確認する。 
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6.1.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留 

  臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，貯留タ

ンクに放射性物質を導出するため，貯留設備の隔離弁を自動開放するとと

もに貯留設備の空気圧縮機を自動で起動し貯留タンクに放射性物質を導

く。同時に，廃ガス処理設備の流路を遮断するため，隔離弁を閉止する。

精製建屋にあっては隔離弁の閉止に加え，排風機を自動で停止する。 

  第６－１表に示す機器への対策の概要を以下に示す。また，各建屋の対

策の系統概要図を第6.1.1－11図及び第6.1.1－12図に，対策の手順の概要

を第6.1.1－３図及び第6.1.1－４図に，各建屋の対策における手順及び設

備の関係を第6.1.1－５表及び第6.1.1－６表に，必要な要員及び作業項目

を第6.1.1－13図及び第6.1.1－14図に示す。 

 

 (１) 貯留タンクへの導出 

臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生の検知後，臨界事故が

発生した貯槽等が接続される廃ガス処理設備の流路を自動的に遮断す

るとともに，貯留タンクへの経路を確立し，臨界事故で発生する放射性

物質を貯留タンクに導く。 

 

 (２) 貯留タンクへの導出完了判断 

貯留タンクへの放射性物質の導出開始後，貯留タンク内の圧力の上昇，

貯留タンク入口の放射線モニタの指示値の上昇及び流量計の指示値の

上昇により，放射性物質を含む気体の導出が開始されたことを確認する。

また，併せて主排気筒の排気筒モニタの指示値が上昇しないことをもっ

て，放射性物質を含む気体が貯留タンクに確実に導かれていることを確

認する。 
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可溶性中性子吸収材の自動供給により，臨界事故が発生した貯槽等が

未臨界に移行したことを，臨界事故が発生した貯槽等の周辺の線量当量

率の低下を確認したうえで，貯留タンク内の圧力が規定の圧力（0.7Ｍ

Ｐａ）に達した場合に，導出の完了と判断する。 

 

  (３) 廃ガス処理設備による換気再開 

貯留タンクへの放射性物質の導出完了後，中央制御室において臨界事

故が発生した貯槽等が接続される廃ガス処理設備の弁の開操作を行い，

排風機を再起動して，高い除染能力が期待できる平常運転時の放出経路

に復旧し，機器内に残留している放射性物質を管理された状態において

主排気筒を介して放出する。また，貯留タンクの入口には逆止弁が設け

られており，廃ガス処理設備の排風機を起動した場合でも貯留タンク内

の放射性物質は廃ガス処理設備に逆流しない。 

廃ガス処理設備の再起動後，貯留タンクの隔離弁を閉止し，空気圧縮

機を停止する。 
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6.1.2 臨界事故の拡大防止対策の有効性評価 

6.1.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

臨界事故の発生の想定の前提となる設計上定める条件より厳しい条

件は，重大事故の想定箇所の特定で示したとおり「動的機器の多重故障」

または「運転員等の多重誤操作」である。 

臨界事故の発生を想定する貯槽等においては，複数の起因事象により

臨界事故が発生することはなく，また，ひとつの起因事象により複数の

貯槽等で同時に臨界事故が発生することも無い。 

そのため，有効性評価の各項目において最も厳しい結果を与える貯槽

等を代表として選定する。 

 

 (２) 代表事例の選定理由 

   臨界事故の発生原因をフォールトツリー分析により明らかにする。臨

界事故の発生を頂上事象とした場合のフォールトツリーを第 6.1.2－１

図に示す。 

   臨界事故の拡大防止対策は，臨界事故の発生を想定する貯槽等によら

ず，同一である。 

   また，臨界事故への対処時の環境条件についても，臨界事故の起因が

内部事象であり，地震等の発生時に想定されるような，溢水，化学薬品

漏えい及び内部火災による影響を受けることはない。 

   そのため，有効性評価の各項目において最も厳しい結果を与える貯槽

等を代表として選定することとし，具体的には以下のとおりとする。 

 ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

   未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材の量を最も多く要
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する機器である前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽を代表とする。 

 

 ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

   臨界事故が発生した場合に貯槽等内の気相部における水素濃度が最も

高くなる機器である前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽を代表とする。 

 

 ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留 

   放射性物質の放出量の確認においては，プルトニウムの濃度が最も高

く，気相部の容積が大きいため貯槽に残留する割合が大きくなり，放出

量に対する影響が大きくなる貯槽である精製建屋の第７一時貯留処理

槽を代表とする。 

 

 (３) 臨界事故の起因事象 

溶解槽における臨界事故は，臨界事故の起因となる異常の発生防止に

係る安全機能及び臨界事故の起因となる異常の進展防止に係る安全機

能が喪失することで，溶解槽に供給する硝酸濃度の異常な低下等が発生

し，それを起因として，溶解槽における臨界事故が発生することを想定

する。さらに，設計基準において設置する可溶性中性子吸収材緊急供給

回路の機能喪失により臨界事故が発生したことを検知できず，又は可溶

性中性子吸収材緊急供給系の機能喪失により溶解槽へ可溶性中性子吸

収材が供給されずに臨界事故が継続することを想定する。 

エンド ピース酸洗浄槽における臨界事故では，臨界事故の起因とな

る異常の発生防止に係る安全機能及び臨界事故の起因となる異常の進

展防止に係る安全機能が喪失することで，せん断処理施設のせん断処理

設備のせん断機から過剰に核燃料物質が移行し，それを起因として臨界
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事故が発生することを想定する。 

ハル洗浄槽における臨界事故では，臨界事故の起因となる異常の発生

防止に係る安全機能及び臨界事故の起因となる異常の進展防止に係る

安全機能が喪失することで，溶解槽における使用済燃料の溶解条件が悪

化することで，未溶解の燃料がハル洗浄槽に移行し，それを起因として

臨界事故が発生することを想定する。 

以下，溶解槽，エンド ピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽を，総称して

「溶解槽等」という。 

精製建屋の第５一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理槽（以下，「第

５一時貯留処理槽等」という。）における臨界事故は，プルトニウム濃

度の確認等における人為的な過失の重畳により，未臨界濃度を超えるプ

ルトニウムを含む溶液が移送されたことを起因として，臨界事故が発生

することを想定する。 

 

 (４) 安全機能の喪失に対する仮定 

臨界事故の発生を想定する機器の安全機能は，前述した機能に加え,

臨界事故により発生する水蒸気によって高性能粒子フィルタの除染係数

が低下していることを想定するが,それ以外の喪失は想定しない。詳細を

第6.1.2－１表に示す。 

 

 (５) 有効性評価の考え方 

可溶性中性子吸収材の自動供給に係る有効性評価は，臨界事故を想定

した設備状態に可溶性中性子吸収材を供給した場合の実効増倍率を，三

次元の体系を取り扱うことができ，評価済みの核データライブラリを用

いたモンテカルロ法による中性子実効増倍率の計算が可能であり，多数
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のベンチマークにより検証されたＪＡＣＳコード システムにより評価

し，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの可溶性中性子吸収材の

供給により未臨界に移行し，及び未臨界を維持できることを確認する。

ＪＡＣＳコードシステムで用いる核データライブラリは，ＥＮＤＦ／Ｂ

－Ⅳである。なお，非均質体系の臨界計算においては実効増倍率の計算

に先立って体系の均質化を行う。 

【補足説明資料 6-10】 

実効増倍率の計算においては，臨界事故が発生した貯槽等内の核燃料

物質量，核燃料物質濃度，形状，減速条件等が重要なパラメータとなる

ことから，それらのパラメータを，想定される最も厳しい条件となるよ

う設定し，中性子吸収材が供給された機器の実効増倍率を計算する。 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に係る有効性評価は, 

臨界事故における核分裂数，臨界事故時の水素発生に係るＧ値及び機器

に供給する空気量を用いて，簡便な計算に基づき，臨界事故が発生した

貯槽等内の水素濃度を評価する。臨界事故により発生する放射線分解水

素の掃気の有効性評価においては，解析コードは用いない。 

貯留設備による放射性物質の貯留に係る有効性評価は,可溶性中性子

吸収材の自動供給により未臨界へ移行し，また，貯留タンクへの放射性

物質の導出が完了し，貯留タンクにおいて放射性物質を貯留している状

況下において，臨界事故が発生した貯槽等内に残留している放射性物質

が，廃ガス処理設備による換気の再開に伴って大気中に放出されること

を想定し，放射性物質量，事故時の放射性物質の移行率，高性能粒子フ

ィルタ及び放出経路構造物による除染係数並びに貯留設備による放射

性物質の貯留の効果により期待される放出低減効果を考慮して大気中

への放射性物質の放出量（以下，「セシウム－137 換算放出量」という。）
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を評価する。貯留設備による放射性物質の貯留の有効性評価においては，

解析コードは用いない。 

 (６) 機器の条件 

臨界事故の拡大防止対策に使用する機器を第 6.1.2－２表に示す。ま

た，主要な機器の機器条件を以下に示す。 

 ａ．臨界事故が発生した貯槽等内に存在する核燃料物質の状態 

可溶性中性子吸収材の自動供給に係る有効性評価においては，臨界事

故が発生した貯槽等における溶液中の核燃料物質量，溶液の液量，核種

及び減速条件は，臨界事故が想定される施設の運転状態により変動し得

るが，それらの変動を包含できるよう評価結果が最も厳しくなるよう条

件を設定する。 

以下に，代表としたエンド ピース酸洗浄槽の場合を示すとともに，

その他の貯槽等の主要な評価条件を第 6.1.2－３表に示す。 

  (ａ) エンド ピース酸洗浄槽 

  ⅰ．再処理施設で取り扱う燃料条件を包含する条件として初期濃縮度

5.0ｗｔ％及び燃焼度０ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒとする。 

  ⅱ．エンド ピース酸洗浄槽へ装荷する燃料せん断片の質量を包含する条

件として燃料せん断片装荷量を約 550ｋｇ・ＵＯ２とする。 

  ⅲ．溶液中の硝酸による中性子吸収効果が小さくなる条件として洗浄液

中の酸濃度を０Ｎとする。 

  ⅳ．供給する可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，１Ｌあたり

ガドリニウム 150ｇを含む溶液 28Ｌを供給するものとする。これによ

り，エンド ピース酸洗浄槽内のガドリニウム量は 4,200ｇ・Ｇｄとな

る。 

 



6-15 

 ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌの硝酸

ガドリニウム溶液を貯留し，臨界事故が発生した貯槽等へ自動で中性子

吸収材を供給する。 

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故の発生を想定する

機器に対して，以下の量の可溶性中性子吸収材を供給できるものとする。 

   前処理建屋 溶解槽    2,100ｇ・Ｇｄ 

   前処理建屋 エンド ピース酸洗浄槽 4,200ｇ・Ｇｄ 

前処理建屋 ハル洗浄槽   3,000ｇ・Ｇｄ 

精製建屋 第５一時貯留処理槽  150ｇ・Ｇｄ 

精製建屋 第７一時貯留処理槽  2,400ｇ・Ｇｄ 

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線検出器に

よる臨界の発生検知を起点として，10 分で必要な中性子吸収材を供給で

きるものとする。 

 

 ｃ．緊急停止系 

   緊急停止系は，中央制御室に設置した緊急停止操作スイッチを操作す

ることで,速やかに工程を停止できるものとする。 

 

 ｄ．臨界事故が発生した貯槽等の気相部体積等 

   臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に係る有効性評価にお

いては，水素の発生量，気相部体積及び水素掃気空気の流量を用いる。 

   機器の気相部体積は，機器の全容量から，臨界事故の発生が想定され

る条件において，機器に貯留されている溶液量を差し引いて算出し，さ

らに，機器に他の機器が接続されている等により気相部を考慮できる場
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合には考慮する。 

   算出条件である全核分裂数，溶液量，崩壊熱密度，気相部体積，Ｇ値

及びＧ値の決定に必要な硝酸イオン濃度を第 6.1.2－４表から第 6.1.2

－６表に示す。【補足説明資料 6-8】 

   以下に，代表とした前処理建屋のエンド ピース酸洗浄槽を示す。 

  (ａ) 全核分裂数は，過去に発生した臨界事故の規模を踏まえ，臨界状態

を継続させた場合の全核分裂数を 1×1020ｆｉｓｓｉｏｎｓと設定し

た上で，臨界事故発生初期に生じる急激な核分裂反応の核分裂数 1018

ｆｉｓｓｉｏｎｓ及び核分裂が継続的に発生する期間における核分裂

率１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓに可溶性中性子吸収材の自動供給の完

了時間を考慮して計算した核分裂数の合計とし，全核分裂数を 1.6×1018

ｆｉｓｓｉｏｎｓとする。 

  (ｂ) エンド ピース酸洗浄槽の溶液量は，平常運転時の溶液量とし，2.1

ｍ３とする。 

  (ｃ) エンド ピース酸洗浄槽に保有する溶液の崩壊熱密度は，エンド ピ

ース酸洗浄槽に多量の燃料せん断片が装荷され，その一部分が溶解反

応により溶解しているとして，溶解槽に保有する溶解液の崩壊熱密度

として 1,500Ｗ／ｍ３を用いる。 

  (ｄ) エンド ピース酸洗浄槽の気相部体積は，機器内及び接続される機

器の体積とし，３ｍ３とする。 

  (ｅ) 臨界事故時の水素発生Ｇ値は，臨界事故の体系における水素発生Ｇ

値として報告されている数値のうち，最も大きい数値である 1.8 とす

る。 

  (ｆ) エンド ピース酸洗浄槽に保有する溶液の硝酸濃度及び溶液由来の

放射線分解水素にかかるＧ値は，臨界事故が発生している状況下にお
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いて想定されるエンド ピース酸洗浄槽内の硝酸濃度が３ｍｏｌ／Ｌ

であることを踏まえ，Ｇ値はα線にあっては 0.11，β 線にあっては

0.042 とする。 

  (ｇ) 水素掃気の流量については，平常運転時にエンド ピース酸洗浄槽

に供給されている一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気による水素

掃気は事故後も継続されるとして，0.2ｍ３／ｈとする。 

 

ｅ．一般圧縮空気供給設備 

   一般圧縮空気供給設備は，供給圧力約 0.69ＭＰａで圧縮空気を供給

する能力を有するものとし，具体的には，臨界事故の発生を想定する機

器に対して，約６ｍ３／ｈで空気を供給できるものとする。 

  

ｆ．貯留設備 

   貯留設備は，臨界検知用放射線検出器によって臨界事故の発生が検知

された場合に，直ちに廃ガス処理設備から貯留タンクへの経路確立及び

放射性物質の貯留が自動で実施され，臨界事故により発生する放射性物

質を含む気体が貯留タンクに導出され，貯留完了後に貯留タンクへの経

路から通常時の廃ガス処理設備に系統を切り替えられるものとする。 

貯留設備の貯留タンクは，臨界事故の検知を起点として１時間にわた

って放射性物質を含む気体を貯留できる容量として約 11ｍ３を有するも

のとする。 

 

 ｇ．電源設備 

   電源設備は，１系列あたり精製建屋で最小約 120ｋＶＡの余裕を有し，

前処理建屋及び精製建屋の臨界事故への対処で 1 系列を用いる。 



6-18 

   有効性評価においては，臨界事故への対処に用いる設備が必要な電力

を供給できる設計としていることから，以下に示す必要な電力を供給で

きるものとする。 

   前処理建屋の臨界事故に対処するための設備 約 25ｋＶＡ 

   精製建屋の臨界事故に対処するための設備 約 50ｋＶＡ 

 

 (７) 操作条件 

可溶性中性子吸収材の自動供給において操作を要するものは，緊急停

止系による核燃料物質の移送停止操作と，可溶性中性子吸収材供給後に

実施する，セル周辺の線量当量率の計測による未臨界確保の判断である。 

緊急停止系による核燃料物質の移送停止操作は，臨界事故の検知から

１分で操作を完了できるものとする。 

未臨界確保の判断は臨界事故の検知から 20 分後に開始し，45 分後ま

でに完了するものとする。 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気において操作を要す

るものは，現場で実施する一般圧縮空気系からの水素掃気用空気の供給

である。 

本操作は，臨界事故の検知から 20 分後に準備作業を開始し，40 分後

には水素掃気用空気の供給を開始できるものとし，事態の収束まで継続

できるものとする。 

貯留設備による放射性物質の貯留に要する操作は，臨界事故により発

生する放射性物質を貯留タンクへ導出した後に，臨界事故が発生した貯

槽等からの排気経路を，貯留設備から平常運転時の廃ガス処理設備に切

り替える操作である。 

本操作は，中央制御室から行う操作で，貯留タンクへの放射性物質を
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含む気体の導出完了から，廃ガス処理設備の排風機の再起動完了まで８

分で完了するものとする。 

これらの対策の準備及び実施時に想定される作業環境を考慮した必

要な作業と所要時間を，第6.1.1－５図から第6.1.1－６図，第6.1.1－

９図から第6.1.1－10図及び第6.1.1－13図から第6.1.1－14図に示す。 

【補足説明資料 6-7】 

 (８) 放出量評価の条件 

臨界事故において気相中に移行した放射性物質は，貯槽等に供給され

る空気及び臨界事故に伴う溶液の沸騰で発生した水蒸気により貯留タ

ンクに導かれ，貯留タンクで貯留されるため，貯留タンク内の圧力が規

定の圧力である0.7ＭＰａに達するまでの期間においては大気中への放

射性物質の放出は生じない。 

貯留タンクへの放射性物質の導出が完了し，廃ガス処理設備からの排

気経路の切替え以降は，貯槽等の気相部に残留している放射性物質が廃

ガス処理設備において除去されたうえで外部に放出される。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，臨界事故が発

生した貯槽等が保有する放射性物質量に対して，臨界事故の影響を受け

る割合，溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合，大気中

への放出経路における低減割合を乗じて算出する。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量に，セシウム－137へ

の換算係数を乗じて，大気中へ放出された放射性物質の放出量（セシウ

ム－137換算）を算出する。 

セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162に示

される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく及び

再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量へ
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の換算係数を用いて，セシウム－137と着目核種との比から算出する。

ただし，プルトニウム等一部の核種は，化学形態による影響の違いを補

正する係数を乗じて算出する。 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）については，

長期的な放射線被ばく影響を評価する観点から，溶液の蒸発に伴って大

気中へ放出される放射性物質（エアロゾル）を対象とし，地表沈着の考

えられない放射性希ガス及び大気中への放出量の大部分が半減期の短

い放射性よう素については，評価の対象としない。 

【補足説明資料 6-4】 

   以下に，代表とした精製建屋の第７一時貯留処理槽のパラメータを示

す。臨界事故が発生した貯槽等内に存在する放射性物質の状態等の主要

な評価条件を第 6.1.2－７表に示す。 

 ａ．臨界事故が発生した貯槽等が保有する放射性物質量 

   臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）評

価における，臨界事故が発生した貯槽等が保有する放射性物質量は，臨

界事故の発生を想定する機器が内包する溶液中の放射性物質量を設定

する。なお，臨界事故により発生し，溶液中に残存した臨界事故の核分

裂による核分裂生成物については微小であることから無視できる。 

使用済燃料の燃焼条件，溶液の液量，核種及び放射性物質量は，運転

状態により変動し得るが，評価結果が最も厳しくなるよう臨界事故の発

生を想定する機器が内包する溶液中の放射性物質の濃度を，１日当たり

処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間15

年を基に算出した第７一時貯留処理槽への移送元の機器の平常運転時

の最大値とする。 
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 ｂ．臨界事故により影響を受ける割合 

   臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

評価における臨界事故の影響を受ける割合は，放射性物質の気相中への

移行率の設定を踏まえ，ルテニウムについては１とし，その他について

は，機器が保有する溶液量に対する蒸発する溶液量の割合とする。 

   核分裂で発生する熱エネルギにより蒸発する溶液の量の算出に用いる

全核分裂数は，過去に発生した臨界事故から設定した臨界事故発生初期

に生じる急激な核分裂反応の核分裂数 1018ｆｉｓｓｉｏｎｓ及び核分裂

が継続的に発生する期間における核分裂率１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓに可溶性中性子吸収材の自動供給の完了時間を考慮して計算した核分裂

数の合計とし，全核分裂数を 1.6×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓとする。また，

臨界事故発生時点で既に溶液が沸騰状態にあるものとし，核分裂で発生

する熱エネルギは，全て溶液の蒸発に使用されるものとする。 

【補足説明資料 6-5】 

 

 ｃ．核分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相に移

行する割合 

   臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

評価における移行率は，設計基準事故のうち，溶解槽における臨界と同

じ値とし，以下のとおりとする。 

ルテニウム 溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の0.1％ 

その他  全核分裂数のエネルギによる蒸発量に相当する溶液体積中

の保有量の0.05％ 

 

 ｄ．大気中への放出経路における低減割合 
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   臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）評

価における大気中への放出経路における低減割合は以下のとおりとす

る。 

   貯留タンクでの滞留が完了した後に，廃ガス処理設備を起動すること

で，機器内の気相中に残留している放射性物質は，精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を経由して大気中に放出され

る。 

   精製建屋塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィル

タは２段で，１段当たりの放射性エアロゾルの除染係数は10３以上であ

るが，蒸気雰囲気が除染係数を低下させる傾向を有することを考慮して，

高性能粒子フィルタの放射性エアロゾルの除染係数は，蒸気による劣化

を考慮した高性能粒子フィルタの除染係数（１段あたり10２）とし，２

段として10４とする。 

   放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10とす

る。 

   機器内に残留する放射性物質の割合は，臨界事故発生時点において溶

液が沸騰状態にあり，臨界事故のエネルギにより水蒸気が発生し，この

水蒸気によって機器外に放射性物質が移動する効果及び水素掃気用空

気等の供給により機器外に放射性物質が移動する効果を考慮して求め

た割合である25％とする。 

【補足説明資料 6-4】 

 

 ｅ．肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合 

   肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合は１と

する。 
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 (９) 判断基準 

   臨界事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は以下のとおりとす

る。 

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

可溶性中性子吸収材の自動供給により速やかに未臨界に移行し，及び

未臨界を維持できること。具体的には，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系から供給した可溶性中性子吸収材により臨界事故の発生を想定

する機器の実効増倍率が 0.95 以下になること。 

 

 ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

 臨界事故が発生した貯槽等内の水素濃度が，水素爆発未然防止濃度

（ドライ換算８ｖｏｌ％）未満に維持できること。 

 

 ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留 

未臨界に移行し，貯留タンクでの貯留が完了したうえで，廃ガス処理

設備を起動して通常時の放出経路に復旧した状況下での大気中へ放出

される放射性物質の放出量がセシウム－137 換算で 100ＴＢｑを下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 
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6.1.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

 ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

可溶性中性子吸収材の自動供給により，臨界事故の発生を想定する機

器において，速やかに未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる。 

具体的な評価結果を第 6.1.2－８表に示す。 

評価結果のうち，未臨界に移行するために最も多くの中性子吸収材を

必要とするエンド ピース酸洗浄槽においては，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系からエンド ピース酸洗浄槽に，解析条件で設定した

4,200ｇ・Ｇｄのガドリニウムを供給した場合の実効増倍率（keff+3σ）

は 0.941 であり，判定基準である実効増倍率 0.95 を下回る。また，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系による中性子吸収材の供給及び緊

急停止系による核燃料物質の移送の停止は，臨界事故の検知を起点とし

て 10 分以内に実施できることから，エンド ピース酸洗浄槽を速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる。 

【補足説明資料 6-3】 

 

 ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

   臨界事故が発生した場合の機器内の水素濃度は，臨界事故による放射

線分解水素の発生を考慮した場合でも，水素爆発未然防止濃度（ドライ

換算８ｖｏｌ％）未満に維持できる。また，臨界事故により発生する放

射線分解水素の掃気により，速やかに可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏ

ｌ％）を下回ることができる。 

具体的な評価結果を第 6.1.2－９表に示す。また，一般圧縮空気供給

設備からの空気を供給した場合の機器内の気相部の水素濃度の変化を
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第 6.1.2－２図から第 6.1.2－６図に示す。 

評価結果のうち，水素濃度の最大値が最も大きくなるエンド ピース

酸洗浄槽においては，臨界事故後の機器内の水素濃度の最大値は約７％

であり，水素爆発未然防止濃度未満である。 

また，臨界事故の検知を起点として約 40 分後から，一般圧縮空気供

給設備から空気を６ｍ３／ｈ供給することで，臨界事故の検知を起点と

して１時間以内に機器内の水素濃度を４％未満にできる。 

さらに，溶液由来の放射線分解水素の水素濃度平衡値は，想定される

最も厳しい条件においても４％未満であることから，一般圧縮空気供給

設備からの空気の供給により機器内の水素濃度を可燃限界濃度（ドライ

換算４ｖｏｌ％）未満にした後に一般圧縮空気供給設備からの空気の供

給を停止した場合においても，機器内の水素濃度が可燃限界濃度（ドラ

イ換算４ｖｏｌ％）に達することはない。 

 

 ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留 

  貯留設備による放射性物質の貯留後に，臨界事故の収束となる，廃ガ

ス処理設備の起動によって，貯槽内の気相部に残存している可能性のあ

る放射性物質が放出された場合の放出量（セシウム－137 換算）は，100

ＴＢｑを十分に下回る。 

具体的な評価結果を第 6.1.2－10 表から第 6.1.2－19 表に示す。評価

結果のうち，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）が

最も大きくなる機器である第７一時貯留処理槽においては約８×10－７

ＴＢｑとなる。 

また，臨界事故で発生した放射性物質については，貯留設備により，

可能な限り外部に放出されないよう措置することから，大気中への放射
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性物質の放出量は，実行可能な限り低くなっている。 

放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第 6.1.2－７図から第

6.1.2－11 図に示す。 

 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．解析コードの不確かさの影響 

   解析コードによる未臨界の判定においては，計算結果の誤差を考慮し

た判定基準である実効増倍率 0.95 を採用していることから，評価結果

において不確かさが考慮されている。このため，体系の実効増倍率を

0.95 以下にするために必要な可溶性中性子吸収材が供給された体系は

十分に未臨界な状態であり，解析コードの不確かさが未臨界に移行した

ことの判断に与える影響はない。 

   また，実効増倍率を起点としている操作はないことから解析コードに

おける特有の傾向が運転員等の操作に直に与える影響はない。 

 

 ｂ．事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

 (ａ) 可溶性中性子吸収材の自動供給 

解析条件として用いた核燃料物質の同位体組成や質量等の条件には，

臨界事故の発生が想定される下限量を設定するのではなく，臨界事故の

発生が想定される条件において想定可能な限り厳しい条件を採用して

いるため，可溶性中性子吸収材の量が不足することはない。また，実際

には臨界事故の発生を検知してから約１分で緊急停止系を操作するこ

とにより当該工程の運転を停止し，当該貯槽等への新たな核燃料物質の

供給が絶たれることで，より少ない量の可溶性中性子吸収材量でも未臨

界に移行できる。 
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沸騰が継続することにより水と核燃料物質の減速比が変化した場合

においても可溶性中性子吸収材の供給により実効増倍率が 0.95 を下回

ることを解析により確認しているため，未臨界への移行について，判断

基準を満足することに変わりはない。 

 

 (ｂ) 貯留設備による放射性物質の貯留【補足説明資料 6-6】 

貯留設備による放射性物質の貯留の評価に用いるパラメータは，不確

かさを有するため，大気中への放射性物質の放出量に影響を与える。不

確かさを考慮した各パラメータの幅を以下に示す。 

  ⅰ．臨界事故が発生した貯槽等が保有する放射性物質量 

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，放射性物

質量の最大値は，１桁未満の下振れを有する。また，再処理する使用

済燃料の冷却年数によっては，減衰による放射性物質量のさらなる低

減効果を見込める可能性がある。 

  ⅱ．臨界事故の影響を受ける割合 

臨界事故の影響を受ける割合は，全核分裂数に依存するため，可溶

性中性子吸収材の自動供給が想定よりも短い時間で完了できた場合に

は，その割合は小さくなる。 

可溶性中性子吸収材の自動供給において，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系から，未臨界への移行に必要な量の可溶性中性子吸収材

が供給されるまでの時間については一律10分と設定しているが，実際

の設備構成を踏まえた場合，その時間は，５分以下と見積もられる。

この効果は，臨界事故が発生した貯槽等までの配管長等に依存するが，

条件によっては１桁未満の下振れを見込める可能性がある。 

また，臨界事故の挙動の不確かさの影響により，臨界事故時の全核
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分裂数が想定している全核分裂数よりも小さい場合，臨界事故の影響

を受ける割合は小さくなる可能性がある。この効果は，臨界事故発生

時の条件に依存するが，条件によっては１桁程度の下振れを見込める

可能性がある。 

また，臨界事故発生時において，溶液が既に沸騰状態にあるものと

し，核分裂により発生する熱エネルギは，全て溶液の蒸発に使用され

るとしているが，現実的には，溶液が沸騰するまでに核分裂により発

生する熱エネルギが溶液の温度上昇及び機器温度の上昇で消費される。

この効果は，臨界事故発生時の条件に依存するが，条件によっては１

桁程度の下振れを見込める可能性がある。 

また，臨界事故時の全核分裂数が想定している全核分裂数よりも大

きい場合として，全核分裂数を，有効性評価で基準としている核分裂

数の約２倍とした場合においては，条件によっては１桁未満の上振れ

を有する可能性がある。 

  ⅲ．核分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相に

移行する割合 

核分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が気相中へ移行

する割合は，設計基準事故のうち，溶解槽における臨界と同様とし，核

分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相に移行

する割合が有する不確かさの幅の設定は行わない。 

  ⅳ．大気中への放出経路における低減割合 

高性能粒子フィルタの除染係数の設定においては，蒸気雰囲気が除

染係数を低下させる傾向を有することを考慮して設定しているが，廃

ガス処理設備中の凝縮器により蒸気は凝縮されることで，蒸気による

除染係数の低下が生じないことが考えられる。この効果として１桁程



6-29 

度の下振れを見込める。 

さらに，廃ガス処理設備には洗浄塔等の機器が設置されており，洗

浄塔による放射線物質の除去に期待できる可能性がある。この効果と

して１桁程度の下振れを見込める。 

また，放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数

については，条件によっては期待できない場合があり，その場合１桁

程度の上振れを有する可能性がある。 

臨界事故への対策として実施する貯留タンクへの放射性物質の貯留

については，確実性が高い対策ではあるが，万一，機器の動作不良等

により，廃ガス処理設備から貯留タンクへの系統の切替えが機能しな

い場合や，臨界事故により発生した水蒸気量が貯留設備の容量を上回

ることで，貯留タンクへの貯留ができない場合には，水封部からセル

に放射性物質が導出され，セルで滞留することとなる。 

この場合，放射性物質を含む気体は，大部分がセルで滞留されるが，

水素掃気の継続によるセルの内圧上昇又はセルの微小な開口部の存在

により，セルから建屋側に放射性物質が漏出する可能性がある。その

場合，放射性物質は建屋排気系の高性能粒子フィルタ（１段）で除去

されることとなる。 

この場合の放出量への影響は，高性能粒子フィルタの除染係数の低

下及び貯留設備での貯留による放出低減効果の変化による２桁程度の

上振れとなる。 

なお，非揮発性として気相中に移行するとしているルテニウムにつ

いては，その化学的性質が，気相に移行した際の条件に依存して変化

することが知られており，臨界事故時の気相への移行時において，揮

発性となっている可能性も考えられ，その場合は高性能粒子フィルタ
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による除去が困難となる恐れがある。 

その場合であっても，揮発性として移行したルテニウムは，廃ガス

処理設備に設置している洗浄塔等により一定程度除去されると推定さ

れる。廃ガス処理設備に設置している洗浄塔等による除去効果を安全

側に見積もって除染係数10とした場合，揮発性ルテニウムの放出によ

る放出量への影響は，溶解槽等における臨界事故の放出量に対して１

桁未満の上振れと推定される。 

  ⅴ．肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合 

肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合は，

吸入摂取に寄与する割合であり，エアロゾルの形態で浮遊する放射性

物質の径に依存するパラメータである。全ての粒子が吸入され放射線

被ばくに寄与するとは考え難いが，より厳しい評価結果を与えるよう

に肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合を１

と設定し，肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の

割合が有する不確かさの幅の設定は行わない。 

 

 ｃ．操作条件の不確かさの影響 

   一般圧縮空気系の空気取出口と溶解設備の配管又は計測制御設備の配

管を，可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系から空気を供

給する操作が想定よりも時間を要した場合においても，一般圧縮空気系

の計測制御用の圧縮空気による水素掃気により，臨界事故が発生した貯

槽等内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を維持できることから，

判断基準を満足することに変わりはない。 

   排気経路の廃ガス処理設備への切替えの操作については，切替えの操

作が想定よりも時間を要した場合においても，貯留タンクと廃ガス処理
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設備との間に設置する逆止弁により，貯留タンク内の放射性物質が廃ガ

ス処理設備に移行することは無い。また，切替えの操作に想定よりも時

間を要した場合には，貯留タンク内の圧力が空気圧縮機の吐出圧に達す

ることで，貯留タンクへの放射性物質の導出が困難となり，廃ガス処理

設備の水封部からセルに放射性物質が導出される可能性はあるが，それ

らの放射性物質は建屋換気設備の高性能粒子フィルタにより除去され

る。 

   臨界事故により気相中に移行し，貯槽等内に残留している放射性物質

の全量がセルに導出され，建屋換気設備に設置されている高性能粒子フ

ィルタにより除染された上で大気中に放出されるとした場合の放出量

は，ⅳ．大気中への放出経路における低減割合にて示したとおり，２桁

程度の上振れとなるが，判断基準を満足することに変わりはない。 
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6.1.2.3 同時発生及び連鎖 

 (１) 同時発生 

   臨界事故に係る選定の結果として，臨界事故は動的機器の多重故障又

は多重誤操作を起因として発生するものであり，複数の貯槽等で同時に

臨界事故が発生することはない。 

 

 (２) 連鎖 

 ａ．起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

   臨界事故が発生した場合の事故時環境は，以下のとおりである。 

 (ａ) 温度 

   臨界事故による熱エネルギにより沸騰が生じた場合の溶液の温度は

100℃を超える程度であり，ステンレス鋼等から構成される安全機能を

有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｂ) 圧力 

   臨界事故の熱エネルギにより沸騰が生じた場合に発生する水蒸気によ

り，貯槽等内の圧力が上昇することも考えられるが，貯留設備への放射

性物質の導出により，圧力が過度に上昇することは無いため，安全機能

を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｃ) 湿度 

溶液が沸騰に至った場合，沸騰蒸気により多湿環境下となるが，機器

自体及び機器に接続する安全機能を有する機器が損傷することはなく，

また，湿度の影響が機器のバウンダリを超えて波及することはない。 

高性能粒子フィルタの除染係数については水蒸気により低下するこ

とが予想されるため，有効性評価の機器条件にこの低下効果を見込んで

いる。 
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 (ｄ) 放射線 

臨界事故が発生した場合，臨界事故により発生する放射線及び放射性

希ガス等からの放射線に晒されるが，ステンレス鋼等から構成される安

全機能を有する機器が損傷することはない。 

 (ｅ) 物質（水素，煤煙，放射性物質）及びエネルギの発生 

臨界事故の発生により，核分裂生成物が生成するとともに放射線分解

ガスが発生する。 

核分裂生成物としては，臨界事故後に溶液中に残存する核分裂生成物

と，臨界事故後に気相中に移行する放射性希ガス及び放射性よう素があ

る。この核分裂生成物の生成により，臨界事故が発生した貯槽等及び貯

槽等に接続する廃ガス処理設備の配管内の線量率が上昇するが，ステン

レス鋼等から構成される安全機能を有する機器が損傷又は機能劣化す

ることはない。 

また，放射線分解ガスの発生については有効性評価において評価した

とおり，貯槽等内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を維持できる

ため，水素爆発が発生することは無い。 

 (ｆ) 落下・転倒による荷重 

臨界事故が発生した場合でも，臨界事故により発するエネルギが機器

の材質の強度を有意に低下させることはないため，機器が落下・転倒す

ることはない。 

 (ｇ) 腐食環境 

   溶液が沸騰に至った場合，臨界事故が発生した貯槽等及び貯槽等に接

続する廃ガス処理設備の配管内が，沸騰蒸気に同伴する硝酸成分により

硝酸雰囲気となるが，ステンレス鋼等から構成される安全機能を有する

機器が損傷又は機能劣化することはない。 
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 ｂ．起因となる重大事故等の事故影響が及ぶ範囲の特定及び安全機能喪失

の分析 

 (ａ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 

   臨界事故が発生する貯槽等において講じられている冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固に係る安全機能はない。 

 (ｂ) 水素爆発への連鎖 

臨界事故が発生する貯槽等において講じられている水素爆発に係る

安全機能は，安全圧縮空気系による水素掃気機能であるが，水素掃気機

能に係る設備はステンレス鋼等から構成されており，想定される温度，

圧力，その他のパラメータ変動を考慮しても安全圧縮空気系による水素

掃気機能が喪失することはない。 

臨界事故発生時には，臨界に伴って生成する放射線分解水素の生成に

より貯槽等の水素発生量が増加するが，臨界事故の有効性評価において

示したとおり，貯槽等内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を維持

できる。 

 (ｃ)  有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 

臨界事故が発生する貯槽等において有機溶媒を取り扱うことはない

ため，有機溶媒等による火災及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への

連鎖はない。 

 (ｄ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

臨界事故が発生する貯槽等は，使用済み燃料貯蔵槽が設置される建屋

とは異なる建屋に設置されているため，使用済燃料貯蔵槽における燃料

損傷が連鎖して発生することはない。 
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 (３) 判断基準への適合性の検討 

   臨界事故の拡大防止対策として，未臨界に移行し，及び未臨界を維持

すること及び外部への放射性物質の放出量を低減することを目的とし

て，臨界事故の発生が想定される機器への可溶性中性子吸収材の供給手

段，臨界事故により発生する放射線分解水素を掃気する手段及び放射性

物質を含む気体を貯留する手段を整備しており，これらの対策について，

臨界事故の起因となる動的機器の多重故障又は多重誤操作を条件とし

て有効性評価を行った。 

   臨界事故が発生した貯槽等への可溶性中性子吸収材の供給は，臨界事

故の発生を検知した場合に直ちに自動的に開始され，臨界事故が発生し

た場合に速やかに未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる。 

   また，供給する可溶性中性子吸収材は未臨界に移行するために必要な

量に十分な余裕を考慮して配備しており，確実に未臨界に移行する措置

を講じることができる。 

臨界事故が発生した貯槽等内の水素濃度は，臨界事故による水素の発

生を考慮した場合でも，水素爆発未然防止濃度（ドライ換算８ｖｏｌ％）

未満に維持できる。また，事態の収束の時点においては，水素濃度は可

燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）を下回ることができる。 

臨界事故が発生した場合において，貯留設備による放射性物質の貯留

を講ずることにより，臨界事故による大気中への放射性物質の放出量

（セシウム－137換算）は，最大の機器においても８×10－７ＴＢｑであ

り，設定した貯留設備による放射性物質の貯留の評価に用いるパラメー

タの不確かさの幅を考慮しても，100ＴＢｑを下回る。 

評価条件の不確かさは，運転員等操作時間に与える影響及び評価項目

となるパラメータに与える影響は無視できるか又は小さいことを確認
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した。 

以上の有効性評価は，臨界事故の発生が想定される貯槽等である２建

屋，６機器２貯槽を対象に実施し，上述のとおり重大事故等対策が有効

であることを確認した。 

また，想定される事故時環境において，臨界事故の発生が想定される

機器に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化することは

なく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

以上のことから，臨界事故が発生した場合においても，可溶性中性子

吸収材の自動供給により未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる。ま

た，有効性評価で示す大気中への放射性物質の放出量は妥当であると考

えられ，大気中への異常な水準の放出を防止することができる。 

以上より，「6.1.2.1（９）判断基準」を満足する。 
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6.2 臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及び資源 

臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及び資源を以下に示す。 

 

 (１) 必要な要員の評価 

可溶性中性子吸収材の自動供給として実施する，緊急停止系による工

程停止操作及び未臨界への移行判断に必要な要員は，最大３名である。 

貯留設備による放射性物質の貯留として実施する，外部への放射性物

質の放出抑制の観点で要する作業員は４名である。 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に必要な要員は２名

である。 

以上より，臨界事故の対処に必要な要員は最大でも９名であり，実施

組織要員の 12 名にて対処が可能である。 

 

 (２) 必要な資源の評価 

安全機能の喪失に対する仮定に記載したとおり，臨界事故は，動的機

器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を起因として発生することから，

電源等については平常運転時と同様に使用可能である。 

 ａ．可溶性中性子吸収材 

臨界事故への対処で使用する可溶性中性子吸収材は，臨界事故が発生

した貯槽等を未臨界に移行し，及び未臨界を維持するために必要な量を

保有することとし，具体的には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

の可溶性中性子吸収材供給槽において，臨界事故の発生を想定する機器

を未臨界に移行するために必要な量及び配管への滞留量を考慮した量

を保有することから，臨界事故が発生した場合に確実に未臨界に移行す

ることが可能である。 
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 ｂ．圧縮空気 

放射線分解水素の掃気に使用する一般圧縮空気系は，有効性評価の機

器条件とした６ｍ３／ｈを十分上回る能力を有しているため，水素濃度

を可燃限界濃度未満に維持できる。 

 

 ｃ．電源 

臨界事故への対処に必要な負荷は，前処理建屋において，460Ｖ非常

用母線の最小余裕約 160ｋＶＡに対し最大でも重大事故等対処施設の貯

留設備の空気圧縮機の約 25ｋＶＡである。また，空気圧縮機の起動時を

考慮しても約 80ｋＶＡであり最小余裕に対して余裕があることから，必

要電源容量を維持できる。 

精製建屋においては，460Ｖ非常用母線の最小余裕約 120ｋＶＡに対し

最大でも重大事故等対処施設の貯留設備の空気圧縮機の約 50ｋＶＡで

ある。また，空気圧縮機の起動時を考慮しても約 80ｋＶＡであり最小余

裕に対して余裕があることから，必要電源容量を維持できる。 
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第６－１表 臨界事故の発生を想定する貯槽等 

建屋 機器名 

前処理建屋 

溶解槽Ａ 

溶解槽Ｂ 

エンド ピース酸洗浄槽Ａ 

エンド ピース酸洗浄槽Ｂ 

ハル洗浄槽Ａ 

ハル洗浄槽Ｂ 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 
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第 6.1.1－１表 前処理建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動供給の手順と 

重大事故等対処施設 

 
 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ａ． 臨界事故の発生の

検知 

・異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台

以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に伴って放出

されるガンマ線の線量率の上昇を同時に検知し，論

理回路により，臨界事故の発生を想定する機器にお

いて、臨界事故が発生したと判定する。 

－ － 
・臨界検知用放射

線検出器 

ｂ． 可溶性中性子吸収

材の供給 

・臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生検知

後，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系により直

ちに自動で臨界事故が発生した貯槽等に可溶性中性

子吸収材を重力流で供給する。 

・重大事故時可溶性中性子 

 吸収材供給系主配管 

・重大事故時可溶性中性子 

 吸収材供給系供給貯槽 

・重大事故時可溶性中性子 

 吸収材供給系供給弁 

－ － 

・中央制御室からの操作により，緊急停止系を作動さ

せ，使用済燃料のせん断を停止する。 

－ － 

・緊急停止系 

・緊急停止操作ス

イッチ 
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（つづき） 

 

 

 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ｃ． 未臨界確保の判断 ・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系による可溶性

中性子吸収材の供給後，放射線計測設備として配備

するガンマ線用サーベイ メータ及び中性子線用サ

ーベイ メータにより臨界事故が発生した貯槽等を

収納したセル周辺の線量当量率を計測し，臨界事故

が発生した貯槽等の未臨界確保を判断する。 

－ 

・ガンマ線用サーベイ 

メータ 

・中性子線用サーベイ 

 メータ 

－ 
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第 6.1.1－２表 精製建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動供給の手順と重大事故等対処施設 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ａ. 臨界事故の発生の

検知 

・異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台

以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に伴って放出

されるガンマ線の線量率の上昇を同時に検知し，論

理回路により，臨界事故の発生を想定する機器にお

いて、臨界事故が発生したと判定する。 

－ － 
・臨界検知用放射

線検出器 

ｂ. 可溶性中性子吸収

材の供給 

・臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生検知

後，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系により直

ちに自動で臨界事故が発生した貯槽等に可溶性中性

子吸収材を重力流で供給する。 

・重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系主配管 

・重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系供給貯槽 

・重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系供給弁 

－ － 

・中央制御室からの操作により，緊急停止系を作動さ

せ，溶液の移送を停止する。 － － 

・緊急停止系 

・緊急停止操作ス

イッチ 
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（つづき） 

 

 

 

 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

 未臨界確保の判断 ・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系による可溶

性中性子吸収材の供給後，放射線計測設備として

配備するガンマ線用サーベイ メータ及び中性子

線用サーベイ メータにより臨界事故が発生した

貯槽等を収納したセル周辺の線量当量率を計測

し，臨界事故が発生した貯槽等の未臨界確保を判

断する。 

－ 

・ガンマ線用サーベイ

メータ 

・中性子線用サーベイ

メータ 

－ 
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第 6.1.1－３表 前処理建屋における放射線分解水素の掃気の手順と重大事故等対処施設 

 
 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 
設備 

可搬型重大事故等対処 
設備 

計装設備 

ａ． 一般圧縮空気系

からの空気の供

給 

・臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生の

検知後，臨界事故が発生した貯槽等に接続する配

管と一般圧縮空気系を，可搬型建屋内ホースを用

いて接続し，臨界事故が発生した貯槽等に空気を

供給する。 

供給においては，可搬型貯槽掃気用圧縮空気流量

計の指示値により，臨界事故が発生した機器に所

定の流量で空気が供給されていることを確認す

る。 

・掃気用空気系 

・掃気用空気供給配管 
・可搬型建屋内ホース 

・可搬型貯槽掃気圧 

縮空気流量計 
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第 6.1.1－４表 精製建屋における放射線分解水素の掃気の手順と重大事故等対処施設 

 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ａ. 一般圧縮空気系か

らの空気の供給 

・臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生

の検知後，臨界事故が発生した貯槽等に接続す

る配管と一般圧縮空気系を，可搬型建屋内ホー

スを用いて接続し，臨界事故が発生した貯槽等

に空気を供給する。 

 供給においては，可搬型貯槽掃気用圧縮空気流

量計の指示値により，臨界事故が発生した機器

に所定の流量で空気が供給されていることを確

認する。 

・掃気用空気系 

・掃気用空気供給配管 
・可搬型建屋内ホース 

・可搬型貯槽掃気圧縮

空気流量計 
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第 6.1.1－５表 前処理建屋における臨界事故の貯留設備による放射性物質の貯留の手順と重大事故等対処施設 

  

判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ａ． 貯留タンクへの導

出 

・臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生の

検知後，臨界事故が発生した貯槽等が接続される

廃ガス処理設備の流路を自動的に遮断するとと

もに，貯留タンクへの経路を確立し，臨界事故で

発生する放射性物質を貯留タンクに導く。 

 

・排風機 

・隔離弁 

・廃ガス処理設備 主 

配管 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮 

機 

・貯留設備の逆止弁 

・貯留設備の貯留タン 

ク 

－ － 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ｂ． 貯留タンクへの導

出完了判断 

・貯留タンクへの放射性物質の導出開始後，貯留タ

ンク内の圧力の上昇，貯留タンク入口の放射線モ

ニタの指示値の上昇及び流量計の指示値の上昇に

より，放射性物質を含む気体の導出が開始された

ことを確認する。また，併せて主排気筒の排気筒

モニタの指示値が上昇しないことをもって，放射

性物質を含む気体が貯留タンクに確実に導かれて

いることを確認する。 

・排気筒モニタ － 

・貯留設備の圧力計 

・貯留設備の流量計 

・貯留設備の放射線 

モニタ  

・可溶性中性子吸収材の自動供給により，臨界事故

が発生した貯槽等が未臨界に移行したことを，臨

界事故が発生した貯槽等の周辺の線量当量率の低

下を確認したうえで，貯留タンク内の圧力が規定

の圧力（0.7ＭＰａ）に達した場合に，導出の完了

と判断する。 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮 

機 

・貯留設備の逆止弁 

・貯留設備の貯留タン 

ク 

－ ・貯留設備の圧力計 
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（つづき） 

 

 

 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ｃ． 廃ガス処理設備に

よる換気再開 

・貯留タンクへの放射性物質の導出完了後，中央制御

室において臨界事故が発生した貯槽等が接続される

廃ガス処理設備の弁の開操作を行い，排風機を再起

動して，高い除染能力が期待できる平常運転時の放

出経路に復旧し，機器内に残留している放射性物質

を管理された状態において主排気筒を介して放出す

る。また，貯留タンクの入口には逆止弁が設けられ

ており，廃ガス処理設備の排風機を起動した場合で

も貯留タンク内の放射性物質は廃ガス処理設備に逆

流しない。 

・高性能粒子フィルタ 

・排風機 

・隔離弁 

・廃ガス処理設備 主 

 配管 

－ 
・監視制御盤 

・安全系監視制御盤 

・廃ガス処理設備の再起動後，貯留タンクの隔離弁を

閉止し，空気圧縮機を停止する。 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮

機 

－ － 
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第 6.1.1－６表 精製建屋における臨界事故の貯留設備による放射性物質の貯留の手順と重大事故等対処施設 

 
 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ａ. 貯留タンクへの導

出 

・臨界検知用放射線検出器による臨界事故の発生の

検知後，臨界事故が発生した貯槽等が接続される

廃ガス処理設備の流路を自動的に遮断するととも

に，貯留タンクへの経路を確立し，臨界事故で発

生する放射性物質を貯留タンクに導く。 

・排風機 

・隔離弁 

・廃ガス処理設備 主 

配管 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮 

機 

・貯留設備の逆止弁 

・貯留設備の貯留タン 

ク 

－ － 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ｂ. 貯留タンクへの導

出完了判断 

・貯留タンクへの放射性物質の導出開始後，貯留タ

ンク内の圧力の上昇，貯留タンク入口の放射線モ

ニタの指示値の上昇及び流量計の指示値の上昇に

より，放射性物質を含む気体の導出が開始された

ことを確認する。また，併せて主排気筒の排気筒

モニタの指示値が上昇しないことをもって，放射

性物質を含む気体が貯留タンクに確実に導かれて

いることを確認する。 

・排気筒モニタ － 

・貯留設備の圧力計 

・貯留設備の流量計 

・貯留設備の放射線 

モニタ  

・可溶性中性子吸収材の自動供給により，臨界事故

が発生した貯槽等が未臨界に移行したことを，臨

界事故が発生した貯槽等の周辺の線量当量率の低

下を確認したうえで，貯留タンク内の圧力が規定

の圧力（0.7ＭＰａ）に達した場合に，導出の完了

と判断する。 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮 

機 

・貯留設備の逆止弁 

・貯留設備の貯留タン 

ク 

－ ・貯留設備の圧力計 
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（つづき） 

  

   

   

   

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処 

設備 
計装設備 

ｃ. 廃ガス処理設備に

よる換気再開 

・貯留タンクへの放射性物質の導出完了後，中央制

御室において臨界事故が発生した貯槽等が接続さ

れる廃ガス処理設備の弁の開操作を行い，排風機

を再起動して，高い除染能力が期待できる平常運

転時の放出経路に復旧し，機器内に残留している

放射性物質を管理された状態において主排気筒を

介して放出する。また，貯留タンクの入口には逆

止弁が設けられており，廃ガス処理設備の排風機

を起動した場合でも貯留タンク内の放射性物質は

廃ガス処理設備に逆流しない。 

・高性能粒子フィルタ 

・排風機 

・隔離弁 

・廃ガス処理設備 主 

 配管 

－ 
・監視制御盤 

・安全系監視制御盤 

・廃ガス処理設備の再起動後，貯留タンクの隔離弁

を閉止し，空気圧縮機を停止する。 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮 

機 

－ － 
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第 6.1.2－１表 溶解槽等の臨界事故において安全機能の喪失を想定する機器 

臨界事故の発

生を想定する

機器 

安全機能の喪失を想定する機器 

異常の発生防止に係る計測制御設

備の安全機能 

異常の進展防止に係る安全上重要

な計測制御設備の安全機能 

臨界事故の影響緩和

に係る安全機能 

溶解槽 ‧ 燃料送り出し装置における燃

料送り出し長さの制御 

‧ 溶解用硝酸供給機能 

 

‧ 燃料せん断長位置異常警報 

‧ 溶解用供給硝酸流量低警報 

‧ 溶解槽溶解液密度高警報 

‧ 硝酸供給槽密度低警報 

‧ せん断停止回路 

‧ 可溶性中性子吸

収材緊急供給回

路 

‧ 可溶性中性子吸

収材緊急供給系 

エンド ピー

ス酸洗浄槽 

‧ せん断機のせん断刃位置制御 ‧ エンドピースせん断位置異常

警報 

‧ エンドピース酸洗浄槽洗浄液

密度高警報 

‧ せん断停止回路 

－  

ハル洗浄槽 ‧ 溶解用硝酸供給機能 

‧ 溶解槽溶液加熱機能 

‧ 溶解槽供給硝酸流量低警報 

‧ 硝酸供給槽密度低警報 

‧ 溶解槽溶解液温度低警報 

‧ せん断停止回路 

－  
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第 6.1.2－２表 臨界事故の対処に使用する設備 

 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） ○ × ×

緊急停止操作スイッチ（溶解施設用）（電路含む） ○ × ×

監視制御盤（前処理建屋）（電路含む） × × ×

安全系監視制御盤（前処理建屋） ○ × ×

緊急停止系（前処理建屋）（工程制御盤，電路含む） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（溶解槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（溶解槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（溶解槽用）［流路］ ○ × ×

前処理建屋の6.9kV非常用母線 ○ ○ ○

前処理建屋の460V非常用母線 ○ ○ ○

前処理建屋の非常用直流電源設備 ○ ○ ○

制御建屋の6.9kV非常用母線 ○ ○ ○

制御建屋の460V非常用母線 ○ ○ ○

制御建屋の非常用直流電源設備 ○ ○ ○

非常用電源建屋の6.9kV非常用主母線 ○ ○ ○

受電変圧器 ○ ○ ○

受電開閉設備 ○ ○ ○

前処理建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○

前処理建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○

前処理建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○

ユーティリティ建屋の6.9kV運転予備用主母線 ○ ○ ○

制御建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○

制御建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○

制御建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○

代替安全圧縮空気系 安全圧縮空気系主配管・弁［流路］ ○ × ×

監視制御盤（前処理建屋）（電路含む） ○ × ○

安全系監視制御盤（前処理建屋） × × ○

臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） ○ × ×

臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） ○ × ×

緊急停止操作スイッチ（溶解施設用）（電路含む） ○ × ×

緊急停止系（工程制御盤，電路含む） ○ × ×

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽，ハル洗浄槽，エンドピース酸洗浄槽
用）

× ○ ×

貯留設備の圧力計 × × ○

貯留設備の流量計 × × ○

貯留設備の放射線モニタ × × ○

溶解槽 ○ ○ ×

ハル洗浄槽 ○ ○ ×

エンドピース酸洗浄槽 ○ ○ ×

可溶性中性子吸収材緊急供給系 × × ×

溶解槽の水封部 × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（ハル洗浄槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（ハル洗浄槽用）［流路］ ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（エンドピース酸洗浄槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース酸洗浄槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（エンドピース酸洗浄槽用）
［流路］

○ × ×

可搬型可溶性中性子吸収材供給器 × × ×

電気設備

（溶解設備）

前処理建屋
臨界

計測制御系統施設

機器グループ

設備名称

代替溶解設備

代替計測制御系統施設

（計測制御系統施設）

溶解設備

可溶性中性子吸収材
の自動供給

構成する機器

設備

貯留設備による放射性
物質の貯留

臨界事故により発生す
る放射線分解水素の掃

気

臨界事故の拡大を防止するための設備
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（つづき） 

 

 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

貯留設備の隔離弁 × × ○

貯留設備の空気圧縮機 × × ○

貯留設備の逆止弁 × × ○

貯留設備の貯留タンク × × ○

貯留設備主配管・弁［流路］ × × ○

凝縮器 × × ○

第１高性能粒子フィルタ × × ○

第２高性能粒子フィルタ × × ○

排風機 × × ○

隔離弁 × × ○

圧力計 × × ○

せん断処理・溶解廃ガス処理設備主配管・弁［流路］ × × ○

ダクト・ダンパ［流路］ × × ○

排風機 × × ×

主排気筒 主排気筒 × × ○

冷水1Aポンプ × × ○

冷水１A膨張槽 × × ○

冷水1A中間熱交換器 × × ○

一般冷却水系配管・弁［流路］ × × ○

一般圧縮空気系 一般圧縮空気系配管・弁［流路］ ○ ○ ○

可搬型建屋内ホース（溶解槽，ハル洗浄槽，エンドピース酸洗浄槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（溶解設備）（溶解槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（計測制御系）（溶解槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（溶解設備）（エンド ピース酸洗浄槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（計測制御系）（エンド ピース酸洗浄槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（溶解設備）（ハル洗浄槽用）[流路] × ○ ×

可搬型空気圧縮機 × × ×

安全空気圧縮機 × ○ ×

計測制御用空気貯槽 × × ○

計測制御用安全圧縮空気系主配管・弁［流路］ × × ○

水素掃気用空気貯槽 × ○ ×

水素掃気用安全圧縮空気系主配管・弁［流路］ × ○ ×

低レベル廃液処理設備 第１低レベル廃液処理系配管［流路］ × × ○

放射線監視設備 排気筒モニタ × × ○

ガンマ線用サーベイメータ ○ × ×

中性子線用サーベイメータ ○ × ×

可溶性中性子吸収材
の自動供給

構成する機器

設備

貯留設備による放射性
物質の貯留

臨界事故により発生す
る放射線分解水素の掃

気

臨界事故の拡大を防止するための設備

機器グループ

設備名称

せん断処理・溶解廃ガス処理設備

一般冷却水系

前処理建屋換気設備

安全圧縮空気系

（一般圧縮空気系）

（放射線監視設備）

（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

前処理建屋
臨界
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（つづき） 

 

 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

緊急停止操作スイッチ（精製施設用）（電路含む） ○ × ×

監視制御盤（精製施設用）（電路含む） ○ × ○

安全系監視制御盤（精製建屋） × × ○

緊急停止系（精製建屋）（工程制御盤，電路含む） ○ × ×

臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽） ○ × ×

臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） ○ × ×

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽
用）

× ○ ×

貯留設備の圧力計 × × ○

貯留設備の流量計 × × ○

貯留設備の放射線モニタ × × ○

第５一時貯留処理処理槽 ○ ○ ×

第７一時貯留処理処理槽 ○ ○ ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯留処理槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留処理槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（第５一時貯留処理槽用）［流
路］

○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯留処理槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留処理槽用） ○ × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（第７一時貯留処理槽用）［流
路］

○ × ×

可搬型可溶性中性子吸収材供給器 × × ×

精製建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○

精製建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○

精製建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○

ユーティリティ建屋の6.9kV運転予備用主母線 ○ ○ ○

制御建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○

制御建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○

制御建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○

受電変圧器 ○ ○ ○

受電開閉設備 ○ ○ ○

精製建屋の6.9kV非常用母線 × × ○

精製建屋の460V非常用母線 × × ○

精製建屋の非常用直流電源設備 × × ○

非常用電源建屋の6.9kV非常用主母線 × × ○

制御建屋の6.9kV非常用母線 × × ○

制御建屋の460V非常用母線 × × ○

制御建屋の非常用直流電源設備 × × ○

可溶性中性子吸収材
の自動供給

構成する機器

設備

貯留設備による放射性
物質の貯留

臨界事故により発生す
る放射線分解水素の掃

気

臨界事故の拡大を防止するための設備

機器グループ

設備名称

（計測制御系統施設）

精製建屋
臨界

電気設備

精製建屋一時貯留処理設備

計測制御系統施設

（精製建屋一時貯留処理設備）
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（つづき） 

 

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

貯留設備の隔離弁 × × ○

貯留設備の空気圧縮機 × × ○

貯留設備の逆止弁 × × ○

貯留設備の貯留タンク × × ○

貯留設備主配管・弁［流路］ × × ○

凝縮器 × × ○

高性能粒子フィルタ × × ○

排風機 × × ○

隔離弁 × × ○

圧力計 × × ○

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（プルトニウム系）主配管・弁［流路］ × × ○

廃ガス ポット × × ×

ダクト・ダンパ［流路］ × × ×

排風機 × × ×

主排気筒 主排気筒 × × ○

冷水1ポンプ × × ○

冷水１膨張槽 × × ○

冷水1中間熱交換器 × × ○

一般冷却水系配管・弁［流路］ × × ○

一般圧縮空気系 一般圧縮空気系配管・弁［流路］ ○ ○ ○

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽用）［流路］ × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（精製建屋一時貯留処理設備）（第５一時貯留処理槽
用）[流路]

× ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（計測制御系）（第５一時貯留処理槽用）[流路] × ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（精製建屋一時貯留処理設備）（第７一時貯留処理槽
用）[流路]

× ○ ×

掃気用空気供給配管・弁（計測制御系）（第７一時貯留処理槽用）[流路] × ○ ×

可搬型空気圧縮機 × × ×

安全空気圧縮機 × ○ ×

水素掃気用空気貯槽 × ○ ×

水素掃気用安全圧縮空気系主配管・弁［流路］ × ○ ×

低レベル廃液処理設備 第１低レベル廃液処理系配管［流路］ × × ○

放射線監視設備 排気筒モニタ × × ○

ガンマ線用サーベイメータ ○ × ×

中性子線用サーベイメータ ○ × ×

可溶性中性子吸収材
の自動供給

構成する機器

設備

貯留設備による放射性
物質の貯留

臨界事故により発生す
る放射線分解水素の掃

気

臨界事故の拡大を防止するための設備

機器グループ

設備名称

精製建屋換気設備

（放射線監視設備）

精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備

（一般圧縮空気系）

（精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備）

精製建屋
臨界

安全圧縮空気系

一般冷却水系
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第 6.1.2－３表 臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動供給における主要な評価条件

施設
臨 界 事 故 の 発 生

を想定する機器  

解 析 上 考 慮 す る核

燃 料 物 質 の 種 類と

形態  

核 燃 料 物 質 の 質 量 ， 濃

度，液量等  

解 析 に お け る

形状  同位体組成

可 溶 性 中 性

子 吸 収 材 供

給量  

溶 解 施

設

溶解槽

非 均 質 部 ： 非 均質

UO2+UO 2(NO 3) 2 水溶

液  

均質部： UO2(NO3) 2 

燃料装荷量：  

145kg・ UO2/バ ケ ッ ト ～

580kg・ UO2/バケット  

溶解液ウラン濃度：0～

600g・ U/L 

溶解槽の形状

23 5U ： 23 8U ＝

5： 95 
2100g・ Gd 

エ ン ド  ピ ー ス

酸洗浄槽
非均質 UO2+H 2O 

燃料装荷量：550kg・UO2 球 23 5U ： 23 8U ＝

5： 95 
4200g・ Gd 

ハル洗浄槽 非均質 UO2+H 2O 

（ ハ ル 洗 浄 槽 内 が 燃 料

せ ん 断 片 と 水 の 混 合 物

で充満した状態）  

円筒形
23 5U ： 23 8U ＝

5： 95 
3000g・ Gd 

精 製 施

設
第 5 一時貯留処

理槽  

均質 Pu(NO3) 3 水溶

液  

Pu 濃度： g・ Pu/L 

液量： 200L 

第 5 一時貯留

処理槽の形状  

23 9Pu： 24 0Pu：
24 1Pu ＝ 71 ：

17： 12 

150g・ Gd 

第 7 一時貯留処

理槽  

均質 Pu(NO3) 3 水溶

液  

Pu 濃度： g・ Pu/L 

液量： 3000L 

第 7 一時貯留

処理槽の形状  

23 9Pu： 24 0Pu：
24 1Pu ＝ 71 ：

17： 12 

2400g・ Gd 

に つ い て は 商 業 機 密 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん 。



6-58 

第 6.1.2－４表 臨界継続時の評価条件（共通条件） 

 

項目 設定値 

臨界における水素発生 G 値
[molecules/100eV] 1.8 

バースト期の核分裂数[fissions] 1.0E+18 

プラトー期の核分裂率[fissions/s] 1.0E+15 

臨界継続時間[min] 10 

バースト期の水素発生量[m3] 0.134 

プラトー期の水素発生量[m3/h] 0.482 
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第 6.1.2－５表 臨界継続時の評価条件（個別条件） 

 

建屋名 機器名 
気相部容積 

[m3] 

平常運転時掃気
流量 

[m3/h] 

沸騰までの時間
[min] 

前処理建屋 

溶解槽 A 6.97 0.671 （沸騰しない） 

溶解槽 B 6.97 0.671 （沸騰しない） 

エンドピース酸洗浄槽 A 3 0.2 （沸騰しない） 

エンドピース酸洗浄槽 B 3 0.2 （沸騰しない） 

ハル洗浄槽 A 7.008※ 1 0.139 5 

ハル洗浄槽 B 7.008※ 1 0.139 5 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 3.6 0.042 2.9 

第７一時貯留処理槽 3.8 0.406 （沸騰しない） 

※１ 接続する溶解槽の気相部容積も考慮している。 
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第 6.1.2－６表 未臨界移行後の評価条件（個別条件） 

 

建
屋
名 

機器名 
液量
[m3] 

硝酸濃度 
[mol/L] 

G 値  崩壊熱密度 
水素発生

量 
[m3/h] 

Gα  
[molecules
/100eV] 

Gβγ  
[molecules
/100eV] 

α  
[W/m3] 

β  
[W/m3] 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 
溶解槽 B 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 

エンドピース酸洗浄槽 A 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 
エンドピース酸洗浄槽 B 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 

ハル洗浄槽 A 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 
ハル洗浄槽 B 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 

精
製
建
屋 

第５一時貯留処理槽 0.2 0.91 4.7E-01 9.8E-02 9.6E+02 0.0E+00 7.60E-4 

第７一時貯留処理槽 3 0.5 6.4E-01 1.57E-01 9.6E+02 0.0E+00 1.60E-2 
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第 6.1.2－７表 大気中への放射性物質の放出量の算定に用いた主要な評価条件 

施設 

臨 界 事 故
の 発 生 を
想 定 す る
機器 

臨 界 事 故 が
発 生 し た 貯
槽 等 が 保 有
す る 放 射 性
物質量 

臨 界 事 故 の
影 響 を 受 け
る割合 

核 分 裂 の 熱
エ ネ ル ギ に
よ る 沸 騰 等
に よ り 放 射
性 物 質 が 機
器 の 気 相 に
移 行 す る 割
合 

大 気 中 へ の
放 出 経 路 に
お け る 低 減
割合 

肺 に 吸 収 さ
れ 得 る よ う
な 浮 遊 性 の
微 粒 子 状 の
放 射 性 物 質
の割合 

溶 解 施
設 

溶解槽 
溶 解 液 の 放
射能濃度 

全 核 分 裂 数
（ 1.6E+18fi
ssions）に相
当 す る 溶 液
の 沸 騰 量
（ 23L ） よ り
設定 

エ ア ロ ゾ
ル：5E-4 
ル テ ニ ウ
ム：1E-3 

1.5E-6 1 

エ ン ド  ピ
ー ス 酸 洗
浄槽 

溶 解 液 の 放
射能濃度 

5E-7 

ハ ル 洗 浄
槽 

溶 解 液 の 放
射能濃度 

1.5E-6 

精 製 施
設 

第 5 一時貯
留処理槽 

硝 酸 プ ル ト
ニ ウ ム 溶 液
（24gPu/L）  

1E-6 

第 7 一時貯
留処理槽 

硝 酸 プ ル ト
ニ ウ ム 溶 液
（24gPu/L）  

2.5E-6 
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第 6.1.2－８表 可溶性中性子吸収材供給後の実効増倍率 

 

建屋  臨界事故の発生を想定す

る機器 

実効増倍率 

keff+3σ  

溶解施設 溶解槽 0.925 

エンド ピース酸洗浄槽 0.941 

ハル洗浄槽 0.940 

精製施設 第５一時貯留処理槽 0.776 

第７一時貯留処理槽 0.921 
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第 6.1.2－９表 臨界事故の発生後に機器内の水素濃度が水素爆発未然防止濃度に達する時間と 

可燃限界濃度未満にするために必要な空気量 

建
屋
名 

機器名 

水素爆発未然防
止濃度に達する

時間 
[ｈ ] 

最大水素濃度
(vol％ ) 

溶液由来の放射
線分解水素の水
素濃度平衡値 

 (vol％ ) 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A （達しない） 3 3.8 

溶解槽 B （達しない） 3 3.8 

エンドピース酸洗浄槽 A （達しない） 7 0.8 

エンドピース酸洗浄槽 B （達しない） 7 0.8 

ハル洗浄槽 A （達しない） 3 1.3 

ハル洗浄槽 B （達しない） 3 1.3 

精
製
建
屋 

第５一時貯留処理槽 （達しない） 6 1.8 

第７一時貯留処理槽 （達しない） 6 3.8 
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第 6.1.2－ 10表  溶解槽における臨界事故時の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.3×10４  

Ｃｓ－137 1.7×10４  

Ｅｕ－154 8.1×10２  

Ｐｕ－238 1.2×10３  

Ｐｕ－239 1.2×10２  

Ｐｕ－240 1.8×10２  

Ｐｕ－241 2.5×10４  

Ａｍ－241 1.3×10３  

Ｃｍ－244 8.5×10２  
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第 6.1.2－ 11表  エンドピース酸洗浄槽における 

  臨界事故時の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 4.1×10３  

Ｃｓ－137 5.7×10３  

Ｅｕ－154 2.7×10２  

Ｐｕ－238 3.9×10２  

Ｐｕ－239 3.7×10１  

Ｐｕ－240 6.0×10１  

Ｐｕ－241 8.2×10３  

Ａｍ－241 4.1×10２  

Ｃｍ－244 2.9×10２  
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第 6.1.2－ 12表  ハル洗浄槽における臨界事故時の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.3×10４  

Ｃｓ－137 1.7×10４  

Ｅｕ－154 8.1×10２  

Ｐｕ－238 1.2×10３  

Ｐｕ－239 1.2×10２  

Ｐｕ－240 1.8×10２  

Ｐｕ－241 2.5×10４  

Ａｍ－241 1.3×10３  

Ｃｍ－244 8.5×10２  
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第 6.1.2－ 13表  第５一時貯留処理槽における 

     臨界事故時の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Ｐｕ－238 7.8×10３  

Ｐｕ－239 7.4×10２  

Ｐｕ－240 1.2×10３  

Ｐｕ－241 1.7×10５  
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第 6.1.2－ 14表  第７一時貯留処理槽における 

    臨界事故時の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Ｐｕ－238 2.0×10４  

Ｐｕ－239 1.9×10３  

Ｐｕ－240 3.0×10３  

Ｐｕ－241 4.1×10５  
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第 6.1.2－ 15表  溶解槽における放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 1.1×10－ ７  
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第 6.1.2－ 16表  エンド ピース酸洗浄槽における放射性物質の 

放出量（Ｃｓ－137換算） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 3.5×10－ ８  
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第 6.1.2－ 17表  ハル洗浄槽における放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 1.1×10－ ７  
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第 6.1.2－ 18表  第５一時貯留処理槽における放射性物質の 

放出量（Ｃｓ－137換算） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 3.1×10－ ７  
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第 6.1.2－ 19表  第７一時貯留処理槽における放射性物質の 

放出量（Ｃｓ－137換算） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 7.6×10－ ７  
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貯槽等

セル

重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系

※可溶性中性子吸収材の自動供給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６－１図 可溶性中性子吸収材の自動供給の概要図 
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貯槽等

セル

廃ガス処理設備 主排気筒へ

貯留タンク

圧縮空気供給設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６－２図 貯留設備による放射性物質の貯留及び臨界事故により 

発生する放射線分解水素の掃気の概要図 
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第 6.1.1－１図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

主排気筒

排風機

貯留タンク空気圧縮機

隔離弁

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

逆止弁

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

対象機器

隔離弁

① ①

①

①

高性能粒子
フィルタ

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線モニタ

Ｆ

流量計
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主排気筒

排風機

隔離弁

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

＊１

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

逆止弁

＊３

＊２

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

対象機器

Ｆ
Ｒ Ｐ

流量計
放射線モニタ 圧力計

高性能粒子
フィルタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.1－２図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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第 6.1.1－３図 「前処理建屋における臨界事故」の手順の概要（１／２） 

臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界判断のため現場へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材
供給器接続（手動）

未臨界確保判断
・セル周辺の線量当量率が

平常時程度まで低下確認

セル周辺の線量当量率を計測

線量当量率
継続監視

Ａ：貯留タンクへの貯留（自動）

可溶性中性子吸収材の供給
弁「開」（自動）

中央制御室において緊急
停止操作スイッチ押下
（手動）

せん断「停止」成否判断
・中央制御室において緊急

停止操作スイッチのラン
プ点灯確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始（自動）成否判断
・中央制御室において可溶

性中性子吸収材の供給弁
の開動作の表示確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始（手動）成否判断
・供給器内の可溶性中性子

吸収材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量率の上昇を同
時に検知し，論理回路により臨界事故の発生を
想定する機器において臨界事故が発生したと判
定した場合。

手動による可溶性中性子吸収
材の供給のため現場へ移動

供給容器への可溶性中性子吸
収材供給、供給ポンプ操作
（手動）

手順着手の判断
・中央制御室において臨界検知用放射線

検出器からの臨界警報発報の確認

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応

凡例

中央制御室の安全系監
視制御盤において可溶
性中性子吸収材緊急供
給系の供給弁「開」
（手動）

溶解槽の場合

Ｂ：水素掃気及びセル導出（手動）

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの供給成
否判断
・可溶性中性子吸収材
緊急供給系の供給弁
の開動作の表示確認
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第 6.1.1－３図 「前処理建屋における臨界事故」の手順の概要（２／２） 

中央制御室において溶解
槽セル排風機「停止」
（手動）

溶解槽セル排風機入口
ダンパ「閉止」（手動）

ダンパ閉止のため現場へ
移動

水素掃気のため現場へ移動

一般圧縮空気系接続
（手動）

一般圧縮空気系の供給弁
操作（手動）

中央制御室におい
て貯留タンクの
隔離弁「閉止」
（手動）

貯留タンクの隔離弁「開」及び貯留設備
の空気圧縮機「起動」（自動）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離
弁「閉」（自動）

貯留タンクへの貯留（自動）成否判断
・貯留タンク内の圧力計の指示値上昇

確認
・貯留タンク入口の放射線モニタ指示値

上昇確認
・貯留タンクの流量計の指示値上昇確認
・主排気筒の排気モニタの指示値が上昇

しないことの確認

貯留タンクへの貯留完了判断
・貯留タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇

確認

Ｎ

Ｙ

中央制御室におい
て貯留設備の空気
圧縮機「停止」
（手動）せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離

弁開及び排風機の起動（手動）

貯留タンクの隔離弁閉止及び空気圧縮機
停止

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風
機の起動確認により換気復旧確認

Ｂ：水素掃気及びセル導出（手動）

Ａ：貯留タンクへの貯留（自動）

水素掃気成功判断
・流量計の指示値が６m3/h

以上の確認 可搬型空気圧縮機接続
（手動）

水素掃気のため現場へ移動

Ｙ

Ｎ

可搬型空気圧縮機の起動
（手動）

可搬型空気圧縮機の起動
及び機器への接続準備
（手動）

監視制御盤においてせん断処理・溶解廃
ガス処理設備の隔離弁「閉」確認
監視制御盤において貯留タンクの隔離弁
「開」及び貯留設備の空気圧縮機「起
動」確認

中央制御室の安全系監視
制御盤において廃ガス処
理設備の排風機「停止」
（手動）

：操作・確認

：判断

：監視

：貯留設備による放射性物質の貯留・臨界

事故により発生する放射線分解水素の掃気

：自主対策設備を用いた対応

凡例

流量計の指示値
継続監視

流量計の指示値
継続監視

水素掃気成功判断
・流量計の指示値が６m3/h

以上を示していること

セル導出
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第 6.1.1－４図 「精製建屋における臨界事故」の手順の概要（１／２） 

臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界判断のため現場へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材
供給器接続（手動）

未臨界確保判断
・セル周辺の線量当量率が

平常時程度まで低下確認

セル周辺の線量当量率を計測

線量当量率継続監視

Ｂ：水素掃気及びセル導出（手動）

Ａ：貯留タンクへの貯留（自動）

可溶性中性子吸収材の供給弁
「開」（自動）

中央制御室において緊急停止
操作スイッチ押下（手動）

精製施設運転（溶液の移送）
「停止」成否判断
・中央制御室において緊急停

止操作スイッチのランプ点
灯確認

手順着手の判断
・中央制御室において臨界検知用放射線

検出器からの臨界警報発報の確認

可溶性中性子吸収材の供給開始
（手動）成否判断
・供給器内の可溶性中性子吸収

材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量率の上昇を同
時に検知し，論理回路により臨界事故の発生を
想定する機器において臨界事故が発生したと判
定した場合。

手動による可溶性中性子吸収材
の供給のため現場へ移動

供給容器への可溶性中性子吸収
材供給、供給ポンプ操作
（手動）

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応

凡例

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）成否判断
・中央制御室において可溶性中

性子吸収材の供給弁の開動作
の表示確認
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第 6.1.1－４図 「精製建屋における臨界事故」の手順の概要（２／２）  

水素掃気のため現場へ移動

一般圧縮空気系接続
（手動）

一般圧縮空気系の供給弁
操作（手動）

貯留タンクへの貯留完了判断
・貯留タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇

確認

Ｙ

貯留タンクの隔離弁閉止及び空気圧縮機
停止

Ｂ：水素掃気及びセル導出（手動）

Ａ：貯留タンクへの貯留（自動）

水素掃気成功判断
・流量計の指示値が６m3/h

以上の確認 可搬型空気圧縮機接続
（手動）

水素掃気のため現場へ移動

Ｙ

Ｎ

可搬型空気圧縮機の起動
（手動）

可搬型空気圧縮機の起動
及び機器への接続準備
（手動）

：操作・確認

：判断

：監視

：貯留設備による放射性物質の貯留・臨界

事故により発生する放射線分解水素の掃気

：自主対策設備を用いた対応

凡例

流量計の指示値
継続監視

流量計の指示値
継続監視

水素掃気成功判断
・流量計の指示値が６m3/h

以上を示していること

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
流路「遮断」
貯留タンクの隔離弁「開」及び貯留設備
の空気圧縮機「起動」（自動）

監視制御盤において廃ガス処理設備の隔
離弁「閉」を確認及び安全系監視制御盤
において塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機「停止」確認
監視制御盤において貯留タンクの隔離弁
「開」及び貯留設備の空気圧縮機「起
動」確認

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の隔離弁開及び排風機の起動（手動）

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の排風機の起動確認により換気復旧確認

中央制御室においてグ
ローブボックス・セル
排風機「停止」（手動）

セル排気フィルタユニッ
ト入口ダンパ「閉止」
（手動）

ダンパ閉止のため現場へ
移動

中央制御室におい
て貯留タンクの
隔離弁「閉止」
（手動）

Ｎ

中央制御室におい
て貯留設備の空気
圧縮機「停止」
（手動）

中央制御室の安全系監視
制御盤において廃ガス処
理設備の排風機「停止」
（手動）

貯留タンクへの貯留（自動）成否判断
・貯留タンク内の圧力計の指示値上昇

確認
・貯留タンク入口の放射線モニタ指示値

上昇確認
・貯留タンクの流量計の指示値上昇確認
・主排気筒の排気モニタの指示値が上昇

しないことの確認

セル導出
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第 6.1.1－５図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

  

・使用済燃料のせん断・溶解運転停止

A,B

経過時間（分）

備　　考

２

1

可溶性中性子

吸収材の自動

供給
未臨界措置

対策 作業 要員数

統括当直長

（実施責任者）

当直長

（実施組織要員）

発生検知

・臨界検知用放射線検出器の警報の発報により臨界事

　故の発生を判断 1

・セル周辺の線量当量率の計測による未臨界確保の判

　断

0:10 0:20

▽事象発生

0:10

0:30 0:40 0:50 1:00

0:25

0:01
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第 6.1.1－６図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

  

経過時間（分）

備　　考

・セル周辺の線量当量率の計測による未臨界確保の判

　断 ２

・主要工程停止

１

1

要員数

統括当直長

（実施責任者）

当直長

（実施組織要員）

Ａ，Ｂ

対策 作業

発生検知

・臨界検知用放射線検出器の警報の発報により臨界事

　故の発生を判断

可溶性中性子

吸収材の自動

供給
未臨界措置

0:10

▽事象発生

0:25

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00

0:10

0:01
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主排気筒

排風機

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

隔離弁

① ①

①

①

高性能粒子
フィルタ

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

貯留タンク空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線モニタ

Ｆ

流量計

対象機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.1－７図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（放射線分解水素の掃気）  
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主排気筒

排風機

隔離弁

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

＊１

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

＊３

＊２

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

Ｆ
Ｒ Ｐ

流量計
放射線モニタ 圧力計

対象機器

高性能粒子
フィルタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.1－８図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（放射線分解水素の掃気） 
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第 6.1.1－９図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（放射線分解水素の掃気） 

 

  

備　　考

要員数

C,D

C,D

・圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）

２

・圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給準備

２

水素爆発防止措置 C,D ２

対策 作業

経過時間（分）

臨界事故によ

り発生する放

射線分解水素

の掃気

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50

0:20

▽貯留タンクへの貯留完了
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第 6.1.1－ 10 図  精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（放射線分解水素の掃気） 

  

臨界事故によ

り発生する放

射線分解水素

の掃気

備　　考

対策 作業

経過時間（分）

要員数

Ｃ，Ｄ

Ｃ，Ｄ

水素爆発防止措置

・圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給準備

・圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給

Ｃ，Ｄ

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）

２

２

２

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50

0:20

▽貯留タンクへの貯留完了
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高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

隔離弁

① ①

①

①

一般圧縮空気系より

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

貯留タンク空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

Ｐ

圧力計

Ｒ

放射線モニタ

Ｆ

流量計

対象機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.1－ 11 図  前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（貯留設備による放射性物質の貯留）  
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主排気筒

排風機

隔離弁

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

＊１

＊３

＊２

可搬型ホース等の接続箇所及び個数は，ホース敷設ルート毎に異なる。 （建屋境界）

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

重大事故時可溶性
中性子吸収材貯槽

供給弁
①

①

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

Ｆ
Ｒ Ｐ

流量計
放射線モニタ 圧力計

対象機器

高性能粒子
フィルタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.1－ 12 図  精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図 

（貯留設備による放射性物質の貯留） 
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第 6.1.1－ 13 図  前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（貯留設備による放射性物質の貯留） 

  

備　　考

要員数

放出経路構築

G,H

２

２

E,F

E,F

２

G,H ２

・主排気筒の排気筒モニタ監視

・せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の操作及

　び排風機の起動

・貯留タンクの隔離弁の操作及び空気圧縮機の停止

対策 作業

・貯留タンク内圧力監視及び貯留タンク入口の放射線

　モニタ監視

経過時間（分）

貯留設備によ

る放射性物質

の貯留

貯留状況確認

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50

▽貯留タンクへの貯留完了

0:03

0:05
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第 6.1.1－ 14 図  精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の作業と所要時間 

（貯留設備による放射性物質の貯留） 

  

放出経路構築

貯留設備によ

る放射性物質

の貯留

備　　考

対策 作業

経過時間（分）

要員数

・主排気筒の排気筒モニタ監視

２

貯留状況確認

Ｅ，Ｆ

Ｅ，Ｆ

・貯留タンク内圧力監視及び貯留タンク入口の放射線

　モニタ監視

２

・貯留タンクの隔離弁の操作及び空気圧縮機の停止

２

Ｇ，Ｈ

Ｇ，Ｈ

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の

　操作及び排風機の起動

２

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50

▽貯留タンクへの貯留完了

0:03

0:05
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第 6.1.2－１図 フォールトツリー（臨界）（その１）   

溶解槽における
臨界事故の発生

③

②

①
臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 換気系統遮断・貯留タンクでの貯留
③： 一般圧縮空気系からの空気供給による放射線分解水素の掃気
④： 可溶性中性子吸収材緊急供給系からの中性子吸収材の供給（自主対策）
⑤： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）
⑥： セルへの導出及びセルでの滞留（自主対策）
⑦： 可搬型空気圧縮機からの空気供給による放射線分解水素の掃気（自主対策）

燃料送り出し

装置の制御の

異常

燃料せん断長

位置異常警報

及びせん断停

止回路故障

溶解用硝酸供

給機能喪失

溶解用供給硝

酸流量低警報

及びせん断停

止回路故障）

溶解槽溶解液

密度高警報及

びせん断停止

回路故障

運転員による

硝酸調整にお

ける溶解用硝

酸調整失敗

硝酸調整槽か

ら硝酸供給槽

への移送時の

分析による酸

濃度確認失敗

硝酸供給槽密

度低警報及び

せん断停止回

路故障

燃料せん断片の過装荷 溶解液中の核燃料物質濃度の上昇 溶解槽に供給する硝酸濃度の異常な低下

可溶性中性子吸

収材緊急供給回

路の機能喪失

可溶性中性子吸

収材緊急供給系

の機能喪失

論理和

論理積

凡例

④

⑤

⑥

⑦
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第 6.1.2－１図 フォールトツリー（臨界）（その２）  

エンドピース酸
洗浄槽における
臨界事故の発生③

②

①

せん断機のせん

断刃位置制御異

常

エンドピースせ

ん断位置異常警

報及びせん断停

止回路故障

エンドピース酸

洗浄槽洗浄液密

度高によるせん

断停止回路故障

論理和

論理積

凡例

せん断機からの過剰な核燃料物質の移行

⑤

④

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 換気系統遮断・貯留タンクでの貯留
③： 一般圧縮空気系からの空気供給による放射線分解水素の掃気
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）
⑤： セルへの導出及びセルでの滞留（自主対策）
⑥： 可搬型空気圧縮機からの空気供給による放射線分解水素の掃気（自主対策）

⑥
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第 6.1.2－１図 フォールトツリー（臨界）（その３） 

ハル洗浄槽の臨
界事故の発生

溶解用硝酸

供給機能喪

失

溶解槽供給

硝酸流量低

警報及びせ

ん断停止回

路故障

運転員によ

る硝酸調整

における溶

解用硝酸調

整失敗

硝酸供給槽

密度低警報

及びせん断

停止回路故

障

運転員によ

る溶解槽の

密度計指示

値の確認の

失敗

運転員によ

る溶解槽の

密度計指示

値の確認失

敗

溶解槽溶液

加熱機能故

障）

溶解槽溶解

液温度低警

報及びせん

断停止回路

故障

運転員によ

る溶解槽の

密度計指示

値を確認失

敗

論理和

論理積

凡例

溶解用供給硝酸の供給不足 溶解用供給硝酸濃度の低下 溶解槽の溶解液温度低下

③

②

①

⑤

④

⑥

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 換気系統遮断・貯留タンクでの貯留
③： 一般圧縮空気系からの空気供給による放射線分解水素の掃気
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）
⑤： セルへの導出及びセルでの滞留（自主対策）
⑥： 可搬型空気圧縮機からの空気供給による放射線分解水素の掃気

（自主対策）
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第 6.1.2－１図 フォールトツリー（臨界）（その４） 

溶液の移送先誤

判断

逐次並行分析に

よる濃度確認失

敗

溶液中のプルト

ニウム濃度の分

析結果の確認失

敗

精製建屋第５一時
貯留処理槽におけ
る臨界事故の発生

論理和

論理積

凡例

③

②

①

⑤

④

⑥

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 換気系統遮断・貯留タンクでの貯留
③： 一般圧縮空気系からの空気供給による放射線分解水素の掃気
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）
⑤： セルへの導出及びセルでの滞留（自主対策）
⑥： 可搬型空気圧縮機からの空気供給による放射線分解水素の掃気（自主対策）
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第 6.1.2－１図 フォールトツリー（臨界）（その５） 

溶液の移送先誤

判断

逐次並行分析に

よる濃度確認失

敗

溶液中のプルト

ニウム濃度の分

析結果の確認失

敗

精製建屋第７一時
貯留処理槽におけ
る臨界事故の発生

論理和

論理積

凡例

③

②

①

⑤

④

⑥

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 換気系統遮断・貯留タンクでの貯留
③： 一般圧縮空気系からの空気供給による放射線分解水素の掃気
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）
⑤： セルへの導出及びセルでの滞留（自主対策）
⑥： 可搬型空気圧縮機からの空気供給による放射線分解水素の掃気（自主対策）
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第 6.1.2－２図 溶解槽の機器内水素濃度のトレンド 
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第 6.1.2－３図 エンド ピース酸洗浄槽の機器内水素濃度の

トレンド 
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第 6.1.2－４図 ハル洗浄槽の機器内水素濃度のトレンド 
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第 6.1.2－５図 第５一時貯留処理槽の機器内水素濃度の 

トレンド 
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第 6.1.2－６図 第７一時貯留処理槽の機器内水素濃度の 

トレンド 
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第 6.1.2－７図 溶解槽における放射性物質の 

大気放出過程 

溶液中の 放射性物 質濃度  

Ｓｒ－ 90 ：  7.1×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｓ－ 137 ：  9.9×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｅｕ－ 154 ：  4.7×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 238 ：  6.8×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 239 ：  6.5×101 2Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 240 ：  1.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 241 ：  1.5×101 5Ｂｑ ／ｍ ３  

Ａｍ－ 241 ：  7.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｍ－ 244 ：  5.0×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

放射性物 質放出量  

Ｓｒ－ 90 ：  1.3×10４ Ｂｑ  

Ｃｓ－ 137：  1.7×10４ Ｂｑ  

Ｅｕ－ 154：  8.1×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 238：  1.2×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 239：  1.2×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 240：  1.8×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 241：  2.5×10４ Ｂｑ  

Ａｍ－ 241：  1.3×10３ Ｂｑ  

Ｃｍ－ 244：  8.5×10２ Ｂｑ  

放射性物 質の気相 中への移 行割合  

ルテニウ ム：溶液 中の保有 量の 0.1％  

その他   ：全核分 裂数 1.6×101 8 のエ ネルギに よる蒸発

      量（ 0.023ｍ ３ ）中の保 有量の 0.05％   

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ の 放 射 性 エ ア ロ ゾ ル

の除染係 数： 10４  

貯留設備 による放 射性物質 の貯留実 施時の放 出割合： 15％  

放出経路 構造物に よる除染 係数： 10 

主排気筒 放出  
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第 6.1.2－８図 エンド ピース酸洗浄槽における 

放射性物質の大気放出過程 

溶液中の 放射性物 質濃度  

Ｓｒ－ 90 ：  7.1×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｓ－ 137 ：  9.9×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｅｕ－ 154 ：  4.7×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 238 ：  6.8×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 239 ：  6.5×101 2Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 240 ：  1.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 241 ：  1.5×101 5Ｂｑ ／ｍ ３  

Ａｍ－ 241 ：  7.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｍ－ 244 ：  5.0×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

放射性物 質放出量  

Ｓｒ－ 90 ：  4.1×10３ Ｂｑ  

Ｃｓ－ 137：  5.7×10３ Ｂｑ  

Ｅｕ－ 154：  2.7×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 238：  3.9×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 239：  3.7×10１ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 240：  6.0×10１ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 241：  8.2×10３ Ｂｑ  

Ａｍ－ 241：  4.1×10２ Ｂｑ  

Ｃｍ－ 244：  2.9×10２ Ｂｑ  

放射性物 質の気相 中への移 行割合  

ルテニウ ム：溶液 中の保有 量の 0.1％  

その他   ：全核分 裂数 1.6×101 8 のエ ネルギに よる蒸発

      量（ 0.023ｍ ３ ）中の保 有量の 0.05％   

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ の 放 射 性 エ ア ロ ゾ ル

の除染係 数： 10４  

貯留設備 による放 射性物質 の貯留実 施時の放 出割合： ５％  

放出経路 構造物に よる除染 係数： 10 

主排気筒 放出  



6-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.2－９図 ハル洗浄槽における放射性物質の 

大気放出過程  

溶液中の 放射性物 質濃度  

Ｓｒ－ 90 ：  7.1×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｓ－ 137 ：  9.9×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｅｕ－ 154 ：  4.7×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 238 ：  6.8×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 239 ：  6.5×101 2Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 240 ：  1.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 241 ：  1.5×101 5Ｂｑ ／ｍ ３  

Ａｍ－ 241 ：  7.1×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｃｍ－ 244 ：  5.0×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

放射性物 質放出量  

Ｓｒ－ 90 ：  1.3×10４ Ｂｑ  

Ｃｓ－ 137：  1.7×10４ Ｂｑ  

Ｅｕ－ 154：  8.1×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 238：  1.2×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 239：  1.2×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 240：  1.8×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 241：  2.5×10４ Ｂｑ  

Ａｍ－ 241：  1.3×10３ Ｂｑ  

Ｃｍ－ 244：  8.5×10２ Ｂｑ  

放射性物 質の気相 中への移 行割合  

ルテニウ ム：溶液 中の保有 量の 0.1％  

その他   ：全核分 裂数 1.6×101 8 のエ ネルギに よる蒸発

      量（ 0.023ｍ ３ ）中の保 有量の 0.05％   

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ の 放 射 性 エ ア ロ ゾ ル

の除染係 数： 10４  

貯留設備 による放 射性物質 の貯留実 施時の放 出割合： 15％  

放出経路 構造物に よる除染 係数： 10 

主排気筒 放出  
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第 6.1.2－ 10図  第５一時貯留処理槽における 

放射性物質の大気放出過程 

溶液中の 放射性物 質濃度  

Ｐｕ－ 238 ：  6.8×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 239 ：  6.5×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 240 ：  1.1×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 241 ：  1.5×101 6Ｂｑ ／ｍ ３  

放射性物 質の気相 中への移 行割合  

ルテニウ ム：溶液 中の保有 量の 0.1％  

その他   ：全核 分裂数 1.6×101 8 の エネルギ による蒸 発  

      量（ 0.023ｍ ３ ）中の保 有量の 0.05％   

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ の 放 射 性 エ ア ロ ゾ ル の 除

染係数： 10４  

貯留設備 による放 射性物質 の貯留実 施時の放 出割合： 10％  

放出経路 構造物に よる除染 係数： 10 

放射性物 質放出量  

Ｐｕ－ 238：  7.8×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 239：  7.4×10２ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 240：  1.2×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 241：  1.7×10５ Ｂｑ  

主排気筒 放出  



6-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.1.2－ 11図  第７一時貯留処理槽における 

放射性物質の大気放出過程

溶液中の 放射性物 質濃度  

Ｐｕ－ 238 ：  6.8×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 239 ：  6.5×101 3Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 240 ：  1.1×101 4Ｂｑ ／ｍ ３  

Ｐｕ－ 241 ：  1.5×101 6Ｂｑ ／ｍ ３  

放射性物 質の気相 中への移 行割合  

ルテニウ ム：溶液 中の保有 量の 0.1％  

その他   ：全核 分裂数 1.6×101 8 の エネルギ による蒸 発  

      量（ 0.023ｍ ３ ）中の保 有量の 0.05％   

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ の 放 射 性 エ ア ロ ゾ ル の 除

染係数： 10 

貯留設備 による放 射性物質 の貯留実 施時の放 出割合： 25％  

放出経路 構造物に よる除染 係数： 10 

放射性物 質放出量  

Ｐｕ－ 238：  2.0×10４ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 239：  1.9×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 240：  3.0×10３ Ｂｑ  

Ｐｕ－ 241：  4.1×10５ Ｂｑ  

主排気筒 放出  
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1. 臨界事故の概要 

1.1 臨界事故の特徴 

臨界事故が発生した場合，ウラン及びプルトニウムの核分裂の連鎖反応

によって新たに核分裂生成物が生成し，このうち放射性希ガス及びよう素

が気相中に移行する。また，核分裂により放出される熱エネルギによって

溶液の温度が上昇し沸点に至ると，溶液の蒸発により放射性物質が放射性

エアロゾルとして気相中に移行する。さらに，臨界に伴う放射線分解等に

より水素が発生する。 
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1.2 臨界事故の拡大防止対策の概要 

1.2.1 可溶性中性子吸収材の自動供給 

臨界事故が発生した場合は，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が発

生している機器に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて自動

的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させるととも

に未臨界を維持する。 

また，自主対策設備として整備する可搬型可溶性中性子吸収材供給器

を用いて，手動による可溶性中性子吸収材の供給対策に移行する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故発生時に想定され

る温度，圧力及び放射線の環境条件下においても必要な機能を発揮でき

る。 

 

1.2.2 貯留設備による放射性物質の貯留と，臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気 

臨界事故が発生した場合には，直ちに自動的に臨界事故が発生した機

器に接続される廃ガス処理設備を停止すると共に，臨界が発生した機器

から，臨界事故により発生する放射性物質を貯留する貯槽（以下，「貯

留タンク」という。）への経路を確立し，空気圧縮機を用いて貯留タン

クに放射性物質を含む気体を貯留する。また，臨界事故が発生した機器

に空気を供給し，放射線分解等により発生する水素を掃気する。 

貯留タンクでの放射性物質を含む気体の貯留完了後，廃ガス処理設備

を再起動し，通常時の放出経路に復旧する。 

万一，貯留タンクへの放射性物質を含む気体を貯留する対策に失敗し

た場合に備え，自主対策として臨界事故で発生した放射性物質を含む気

体をセル内へ導出する対策を実施する。 
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貯留設備による放射性物質の貯留と，臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気に係る重大事故等対処施設は，想定される温度，圧力，

湿度及び放射線の環境条件下においても必要な機能を発揮できる。 

 

1.3 臨界事故の拡大防止対策の信頼性 

1.3.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に用いる重大事故等対処施設の設計 

  臨界事故への対処においては，早期に未臨界に移行することで，総核分

裂数を低減し，気相に移行する放射性物質量及び新たに生成される放射性

物質量を低減することが重要な対策となり，その対策に使用する重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時に確実に作動するよう，以下

のような設計としている。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁を作動させる信号を発する，

臨界検知用放射線検出器は，３台の検出器で構成し，２台以上の検出

器から警報が発せられたことをもって作動信号を発する。これにより，

万一，３台の検出器のうち１台が動作不能であった場合でも，確実に

作動信号を発することができる。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は多重化し，どちらか一方

の弁が作動した場合に中性子吸収材を供給できる。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系から臨界事故が発生した機器へ

の供給は重力流とし，外部からの移送源を要せずに中性子吸収材の供

給が可能である。 

 

1.3.2 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する重大事故等対処施設の有

効性について 

臨界事故への対処は，臨界事故が発生した後に実施するため，臨界事故
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への対処に使用する重大事故等対処施設には，臨界に伴って生じる環境条

件等の変化を想定した場合でも，必要な機能を発揮することが求められる。 

以下に，重大事故等対処施設が機能を発揮できることを説明する。 

 (１)  可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備について 

 ａ．温度 

臨界により生じる熱エネルギにより，臨界事故の発生を想定する機器

が内包する溶液の温度が上昇するが，その場合の溶液の温度は沸点程度

であり，溶液に直接接する設備においても，その機能を損なうことはな

い。 

 ｂ．圧力 

臨界により生じる熱エネルギにより，臨界事故の発生を想定する機器

が内包する溶液の温度が上昇し沸点に至った場合，蒸気が発生し，系統

内の圧力が上昇するが，臨界事故の貯留設備による放射性物質の貯留操

作により，系統内の圧力は最大でも，溶解槽の水封部又は精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス ポ

ットの水頭圧相当に制限されるため，設備の機能を損なうことはない。 

 ｃ．放射線 

臨界により生じる放射線及び臨界により発生する放射性希ガス等か

らの放射線に晒されるが，材質及び設備の設置場所を適切に考慮するこ

とから，設備の機能を損なうことはない。 

 

1.3.3 可溶性中性子吸収材の供給 

  臨界事故の発生を想定する機器において，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持するために必要な可溶性中性子吸収材の量は第 1.3－１表に示すと

おりである。 
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臨界事故が発生した機器における溶液中の核燃料物質量，溶液の液量，

核種及び減速条件については，臨界事故が想定される施設の運転状態によ

り変動しうるが，それらの変動を包含できるよう評価結果が最も厳しくな

るよう条件を設定しているため，第 1.3－１表に示す可溶性中性子吸収材

量を供給することで確実に未臨界に移行できる。 

 

第 1.3－１表 可溶性中性子吸収材必要量 

建屋名 機器名 

可溶性中性子吸収材必要量

（配管滞留量等を除く最小

必要量）［Ｌ］ 

前処理建屋 

溶解槽 A 14 

溶解槽 B 14 

エンドピース酸洗浄槽 A 28 

エンドピース酸洗浄槽 B 28 

ハル洗浄槽 A 20 

ハル洗浄槽 B 20 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 1 

第７一時貯留処理槽 16 
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1.3.4 貯留設備による放射性物質の貯留と，臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気に用いる重大事故等対処施設の設計 

  臨界事故への対処においては，核分裂生成物として，フィルタによる除

去に期待できない放射性希ガス及び放射性よう素が生成し，臨界事故の発

生と同時に気相に移行し，外部に放出されることから，臨界事故の発生を

検知し，直ちに廃ガス処理設備の経路を遮断し，放射性希ガス及び放射性

よう素を外部に放出させないことが重要な対策となる。 

  同対策に使用する貯留設備は，臨界事故時に確実に作動するよう，以下

のような設計としている。 

 貯留設備を作動させる信号を発する，臨界検知用放射線検出器は，３

台の検出器で構成し，２台以上の検出器から警報が発せられたことを

もって作動信号を発する。これにより，万一，３台の検出器のうち１

台が動作不能であった場合でも，確実に作動信号を発することができ

る。 

 貯留設備の弁は多重化し，どちらか一方の弁が作動した場合に貯留設

備への経路を確立できる。 

 貯留設備の貯留タンクは，臨界事故が発生した場合に，廃ガス処理設

備の気体を１時間にわたって貯留できる容量に余裕をみて設計する。 

 

1.3.5 貯留設備による放射性物質の貯留と，臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気に用いる重大事故等対処施設の有効性について 

 ａ．温度 

臨界により生じる熱エネルギにより，臨界事故の発生を想定する機器

が内包する溶液の温度が上昇し沸点に至った場合，蒸気が発生し，系統

内の気体の温度が上昇するが，その場合の気体の温度は溶液の沸点程度
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であり，設備の機能を損なうことはない。 

 ｂ．圧力 

臨界により生じる熱エネルギにより，臨界事故の発生を想定する機器

が内包する溶液の温度が上昇し沸点に至った場合，蒸気が発生し，系統

内の圧力が上昇するが，系統内の圧力上昇は，貯留設備への導出により，

系統内の圧力は最大でも，溶解槽の水封部又は精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス ポットの水

頭圧相当に制限されるため，設備の機能を損なうことはない。 

 ｃ．放射線 

臨界により生じる放射線及び臨界により発生する放射性希ガス等か

らの放射線に晒されるが，材質及び設備の設置場所を適切に考慮するこ

とから，設備の機能を損なうことはない。 

 ｄ．湿度 

臨界により生じる熱エネルギにより，臨界事故の発生を想定する機器

が内包する溶液の温度が上昇し沸点に至った場合，蒸気が発生するが，

材質及び設備の設置場所を適切に考慮することから，設備の機能を損な

うことはない。また、放射性物質の除去機能を期待する高性能粒子フィ

ルタの除去効率については，蒸気による除去効率の低下を適切に考慮す

る。 

 

1.3.6 貯留タンクの容量 

  臨界事故の発生を想定する機器において，廃ガス処理系統内に流入する

流量は前処理建屋で約 30ｍ３／ｈ、精製建屋で約 70ｍ３／ｈであり、１時

間にわたって気体を貯留するとした場合の貯留タンクの容量（空気圧縮機

による圧縮を考慮しない容量）は前処理建屋で約 35ｍ３以上、精製建屋で
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約 82ｍ３以上としているため，臨界事故時において確実に貯留タンクに貯

留できる。  
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2. 臨界事故により発生する可能性のある事象の検討 

2.1 臨界事故の拡大防止対策が成功した場合 

2.1.1 事故規模の想定 

  臨界事故による他事象への進展に係る想定内容及び設定した評価条件を

以下に示す。 

 (１) 全核分裂数 

   全核分裂数の設定においては，図 2.1－１図のとおり，溶液体系の臨

界事故に見られるバースト期とプラトー期を有する臨界事故推移を想

定する。 

 

第2.1－１図 臨界事故の核分裂率推移の概念図 

 

 ａ．バースト期の核分裂数 

   臨界事故のバースト期の核分裂数は，過去に発生した臨界事故におけ

るバースト期の核分裂数が 1014～1017ｆｉｓｓｉｏｎｓの幅を取ること

を踏まえ，1018ｆｉｓｓｉｏｎｓを想定する。 

 

プラトー期 

バースト期 

出力振動期 

臨界事故はバースト期，出力振動期及びプラトー期に大別さ
れ，添加された反応度が溶液の温度上昇等の要因により相殺
され，核分裂率が低下する。 

核
分

裂
率

（
対

数
）

 

時間 
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 ｂ．プラトー期の核分裂率 

   過去の事故においては，臨界事故における核分裂率は概ね 1012～1016

ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓの幅をもつ。 

この過去の結果を踏まえ，評価で使用する核分裂率として１×1015

ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓを想定する。 

 

 ｃ．全核分裂数について 

   臨界事故の評価で使用する全核分裂数は，上記ａ．及びｂ．で想定し

たバースト期の核分裂数及びプラトー期における核分裂率に拡大防止

対策の完了時間（中性子吸収材供給完了時間10分）を乗じて求めた核分

裂数の合計とし，臨界事故の発生を想定する機器について一律1.6×1018

ｆｉｓｓｉｏｎｓとする。 

 

 (２) 水素発生量の計算条件 

 ａ．水素発生量Ｇ値 

   核分裂が発生した場合，核分裂に伴って放出される放射線により溶液

が放射線分解し，水素が発生する。 

   核分裂による水素発生のＧ値については，水相にあっては 1.8ｍｏｌ

ｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶと推測される。 

   なお，同値の出典については第 2.1－１表のとおり。 
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第 2.1－１表 水素発生量Ｇ値の出典 

 

 

 ｂ．臨界の全核分裂数と水素発生量の関係 

   バースト期の核分裂数を１×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓ，プラトー期の核

分裂率を１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃとする。プラトー期の核分

裂率に臨界継続時間を乗じ，バースト期の核分裂数を加算して全核分裂

数とする。 

  

液性 文献 G値[molecules/100eV]

水
相

1）阿部仁ほか．溶液燃料の過渡臨界事象に伴
う放射性ヨウ素及び希ガス等の放出挙動の検
討，日本原子力研究所，1999，JAERI-Tech
99-067．

0.77以上

2）Harry MacDonald Forehand, Jr．“Effect
of Radiolytic gas on nuclear excursions 
in aqueous solutions”．1981．

約0.6（ウラン濃度約420g/ℓ）
～1.7(ウラン濃度約5g/ℓ)

1.8(fission fragments)

3）吉田涼一朗ほか．“硝酸ウラニル水溶液の
過渡臨界における水素ガス発生量の推定”．
日本原子力学会予稿集．福岡，2016/9/7～
9/9，日本原子力研究開発機構，日本原子力
学会，2016．

1.2（1E+18fissionsあたり4molの水素
との記載より換算）
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2.1.2 連鎖又は従属事象として発生する子事象の特定 

2.1.2.1 連鎖して発生する可能性のある子事象の整理 

  臨界事故を親事象とした場合に，連鎖して発生する可能性のある子事象

を第 2.1－２表に示す。 

第 2.1－２表には，臨界事故の発生が想定される機器が有する臨界事故

以外の事象の発生の防止に関連する安全機能の関係も合わせて整理した。 

2.1.2.1 では，親事象の発生によって生じる事故影響によって，親事象

が発生した機器が有するその他の安全機能を喪失させるか否か，及び，親

事象が発生した機器と同一セルに設置されているその他の機器が有する安

全機能を喪失させるか否かについて分析する。 

親事象の発生によって生じる事故影響が子事象の安全機能へ与える影

響の関係を第 2.1－２図に示す。 

 

  第 2.1－２表に示したとおり，親事象の発生が想定される機器が有する

機能は，水素掃気機能を有することから臨界事故を親事象とした場合に，

親事象の事故影響によって子事象の発生防止対策の機能が喪失する可能性

のある子事象は，「第 36 条 水素爆発」である。 
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第 2.1－２表 臨界事故を親事象とした場合に発生の可能性がある子事象 

※AC: 精製建屋 

親事象
第34条 第35条 第36条 第37条 第37条 第38条 第39条

蒸発乾固 水素爆発 溶媒火災 TBP 燃料損傷 漏えい

安全冷却
水系

水素掃気
用安全圧
縮空気系

熱的制限
値

熱的制限
値

－ －

溶解槽A 溶解槽Ａセル ○ － － － － － －
溶解槽B 溶解槽Ｂセル ○ － － － － － －
エンドピース酸洗浄槽A 溶解槽Ａセル ○ － － － － － －
エンドピース酸洗浄槽B 溶解槽Ｂセル ○ － － － － － －
ハル洗浄槽A 溶解槽Ａセル ○ － ○ － － － －
ハル洗浄槽B 溶解槽Ｂセル ○ － ○ － － － －
AC第５一時貯留処理槽 精製建屋一時貯留処理槽第１セル ○ － － － － － －

AC第７一時貯留処理槽 精製建屋一時貯留処理槽第２セル ○ － ○ － － － －

セル

連鎖して発生する可能性のある子事象

臨界事故

精製建屋

前処理建屋

建屋 臨界事故の発生を想定する機器
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①機器内で発生する事故影響による当該機器における他の事故の発生防止対

策への悪影響（例：水素爆発によるエネルギによって，貯槽内の冷却コイ

ルを破損させる等） 

②機器内で発生する事故影響による他の機器の事故の発生防止対策への悪影

響 

③機器内で発生する事故影響によるセルに対して講じられる事故の発生防止

対策への悪影響 

④セル内で発生する事故影響による同一セル内の機器の事故の発生防止対策

への悪影響 

⑤セル内で発生する事故影響による同一セル内で発生する他の事故の発生防

止対策への悪影響 

 

第 2.1－２図 親事象の事故影響が子事象の安全機能へ与える影響の関係 
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2.1.2.1.1 親事象の事故影響による設計基準上の発生防止対策の機能喪失

の観点 

  本節では，親事象の事故影響によって設計基準上の発生防止対策を構成

する機器が損傷するか否かを「温度」，「圧力」，「湿度」及び「放射線」の

観点で分析する。 

  また，親事象の事故影響によって設計基準上の発生防止対策が容量不足

に至るか否かを分析する。 
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 (１) 発生防止対策を構成する機器が損傷するか否かの観点 

  第 2.1－２表を，同一セルに設置される他の機器を抽出し，他の機器を

含め設置数が単一か複数かに着目するとともに，機器が有する安全機能の

種類のパターンに着目して整理した結果を第 2.1－４表から第 2.1－５表

に示す。 

臨界事故を親事象とした場合，２グループに集約される。 

グループ毎に，親事象の事故影響によって設計基準上の発生防止対策を

構成する機器が損傷するか否かを分析する。 

グルーピングの説明を第 2.1－３表に示す。 

 

第 2.1－３表 グルーピングの説明（拡大防止成功） 

グループ グルーピングの説明 

グループ１ １セルに１機器のみ設置され，安全機能として臨界及び水

素爆発への対処設備が要求されるもの 

グループ２ １セルに複数機器が設置され，安全機能として臨界，蒸発

乾固及び水素爆発への対処設備が全て又はいずれか要求さ

れるもの 
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第 2.1－４表 グルーピング結果（前処理建屋） 

 

  

親事象
第34条 第35条 第36条 第37条 第37条 第38条 第39条

蒸発乾固 水素爆発 溶媒火災 TBP 燃料損傷 漏えい

形状 濃度 質量
安全冷却

水系

水素掃気
用安全圧
縮空気系

熱的制限
値

熱的制限
値

－ －

溶解槽A 溶解槽Ａセル ○ ○ ○ ○ － － － － － － G2
エンドピース酸洗浄槽A 〃 ○ － ○ ○ － － － － － － G2
エンドピース水洗浄槽A 〃 － － － － － － － － － － G2
ハル洗浄槽A 〃 ○ － － － － ○ － － － － G2
第１よう素追出し槽A 〃 － － ○ － － － － － － － G2
第２よう素追出し槽A 〃 － － ○ － － － － － － － G2
中間ポットA 〃 － － ○ － ○ ○ － － － － G2
溶解槽B 溶解槽Ｂセル ○ ○ ○ ○ － － － － － － G2
エンドピース酸洗浄槽B 〃 ○ － ○ ○ － － － － － － G2
エンドピース水洗浄槽B 〃 － － － － － － － － － － G2
ハル洗浄槽B 〃 ○ － － － － ○ － － － － G2
第１よう素追出し槽B 〃 － － ○ － － － － － － － G2
第２よう素追出し槽B 〃 － － ○ － － － － － － － G2
中間ポットB 〃 － － ○ － ○ ○ － － － － G2

前処理建屋

建屋
臨界事故の発生を想定する機器または

臨界事故の発生を想定する機器と
同一セルに設置されている機器

セル

連鎖して発生する可能性のある子事象

グルー
ピング

第34条

臨界事故

臨界事故
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第 2.1－５表 グルーピング結果（精製建屋） 

 

 

 

 

 

※AC: 精製建屋  

親事象
第34条 第35条 第36条 第37条 第37条 第38条 第39条

蒸発乾固 水素爆発 溶媒火災 TBP 燃料損傷 漏えい

形状 濃度 質量
安全冷却

水系

水素掃気
用安全圧
縮空気系

熱的制限
値

熱的制限
値

－ －

AC第１一時貯留処理槽 精製建屋一時貯留処理槽第１セル － ○ － － ○ ○ － － － － G2
AC第２一時貯留処理槽 〃 － ○ － － ○ ○ － － － － G2
AC第３一時貯留処理槽 〃 － ○ － － ○ ○ － － － － G2
AC第４一時貯留処理槽 〃 － ○ － － － ○ － － － － G2
AC第５一時貯留処理槽 〃 ○ － ○ － － － － － － － G2
逆抽出液受槽 〃 － － － － － － － － － － G2
AC第７一時貯留処理槽 精製建屋一時貯留処理槽第２セル ○ － ○ － － ○ － － － － G1

精製建屋

建屋
臨界事故の発生を想定する機器または

臨界事故の発生を想定する機器と
同一セルに設置されている機器

セル

連鎖して発生する可能性のある子事象

グルー
ピング

第34条

臨界事故

臨界事故
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 ａ．グループ１ 

   グループ１に属する機器は，１セルに１機器が設置されており，機器

が有する安全機能等は，臨界防止に係る濃度管理及び水素掃気機能であ

る。 

   グループ１に属する機器において想定される状態は第 2.1－６表に示

すとおりである。 

 

第 2.1－６表 グループ１の機器において想定される状態 

臨界事故の発生を 

想定する機器 

想定される主要な状態 

全核分裂数 

[fissions] 

到達温度 

[℃] 

圧力 

[kPa] 

精製建屋 第７一時貯留

処理槽 
1.6E+18 44 ～3 

 

 (ａ) 温度の観点 

   第 2.1－６表に示すとおり，グループ１に属する機器は沸騰には至ら

ない。そのため，乾燥・固化に至ることはなく，発生防止対策を構成す

る機器が晒される温度は沸点未満である。 

   連鎖して発生の可能性のある子事象の設計基準としての発生防止対策

は第 2.1－７表に示すとおりである。 

 

   第 2.1－７表 設計基準としての発生防止対策（グループ１） 

 設計基準としての発生防止対策 

第 34 条 臨界事故 濃度管理（ソフト対策） 

第 36 条 水素爆発 水素掃気用安全圧縮空気系 
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  ⅰ．第 34 条 臨界事故 

    設計基準の発生防止対策として濃度管理（ソフト対策）を実施して

いるが，本機器は臨界事故の発生を想定しており，濃度上昇はその起

因事象である。 

 

  ⅱ．第 36 条 水素爆発 

    設計基準の発生防止対策として水素掃気用安全圧縮空気系を使用す

るが，これらの系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，

沸点程度の温度において損傷することはない。温度の影響がセル外へ

及ぶことはないことから，セル外の水素掃気用安全圧縮空気系の機器

及び親事象の発生箇所と異なるセルの水素掃気用安全圧縮空気系の機

器が損傷することはない。 

 

 (ｂ) 圧力の観点 

   本グループの機器においては沸騰に至ることはないことから，系統内

の圧力は平常運転時程度であり，水素爆発の設計基準の発生防止対策を

構成する機器に影響を及ぼさない。 

 

 (ｃ) 湿度の観点 

   本グループの機器においては沸騰に至ることはないことから，系統内

の湿度は平常運転時程度であり，水素爆発の設計基準の発生防止対策を

構成する機器に影響を及ぼさない。 

 

 (ｄ) 放射線の観点 

   機器は臨界事故により発生する放射線及び放射性希ガスからの放射線
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に晒されることを想定する。 

  ⅰ．第 34 条 臨界事故 

    設計基準の発生防止対策として濃度管理（ソフト対策）を実施して

いるが，本機器は臨界事故の発生を想定しており，濃度上昇はその起

因事象である。 

 

  ⅱ．第 36 条 水素爆発 

    設計基準の発生防止対策として水素掃気用安全圧縮空気系を使用す

るが，これらの系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，

放射線に晒されても損傷することはない。放射線の影響はセル外にも

及ぶ可能性はあるが，セル外の水素掃気用安全圧縮空気系の機器及び

親事象の発生箇所と異なるセルの水素掃気用安全圧縮空気系の機器も，

ステンレス等の鋼製であり，放射線に晒されても損傷することはない。 
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 ｂ．グループ２ 

   グループ２に属する機器は，１セルに複数機器が設置されており，機

器が有する安全機能等は，臨界防止に係る形状寸法管理，濃度管理及び

質量管理並びに冷却機能及び水素掃気機能であり，全部又はいずれかの

安全機能を有する。 

   グループ２に属する機器において想定される状態は第 2.1－８表に示

すとおりである。 

 

第 2.1－８表 グループ２の機器において想定される状態 

臨界事故の発生を 

想定する機器 

想定される主要な状態 

全核分裂数 

[fissions] 

到達温度 

[℃] 

圧力 

[kPa] 

溶解槽 A 1.6E+18 94 ～3 

溶解槽 B 1.6E+18 94 ～3 

エンドピース酸洗浄槽 A 1.6E+18 88 ～3 

エンドピース酸洗浄槽 B 1.6E+18 88 ～3 

ハル洗浄槽 A 1.6E+18 沸点到達 ～3 

ハル洗浄槽 B 1.6E+18 沸点到達 ～3 

精製建屋 第５一時貯留

処理槽 
1.6E+18 沸点到達 ～3 

 

 (ａ) 温度の観点 

   第 2.1－８表に示すとおり，グループ２に属する一部の機器において

沸騰するとともに溶液の一部が蒸発することが想定される。 

   その場合の蒸発量は，核分裂で発生する熱エネルギが全て溶液の沸騰

に使用されるとした場合でも，最大でも約 23Ｌであり，溶液は乾燥・固

化に至らない。また，その場合の溶液温度は沸点程度である。 

   連鎖して発生の可能性のある子事象の設計基準としての発生防止対策

は第 2.1－９表に示すとおりである。 
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   第 2.1－９表 設計基準としての発生防止対策（グループ２） 

 設計基準としての発生防止対策 

第 34 条 臨界事故 形状寸法管理及び濃度管理並びに質量管理（ソフト

対策） 

第 35 条 蒸発乾固 安全冷却水系 

第 36 条 水素爆発 水素掃気用安全圧縮空気系 

 

  ⅰ．第 34 条 臨界事故 

    設計基準の発生防止対策として形状寸法管理又は濃度・質量管理（ソ

フト対策）を実施している。形状寸法の維持については，形状寸法管

理機器はステンレス等の鋼製であり，沸点程度の温度において損傷す

ることはなく，また，中性子吸収材であるホウ素入りコンクリート又

はカドミウム及び中性子減速材であるポリエチレンも，沸点程度の温

度において損傷することはない。 

    また，臨界事故が発生した機器と同一セルにあって，濃度管理を行

う機器においては，機器内の溶液が沸騰し，濃縮するような温度上昇

は考えられないことから，設計基準の発生防止対策に影響を及ぼさな

い。 

    また，温度の影響がセル外へ及ぶことはないことから，異なるセル

の臨界事故の防止に係る発生防止対策が無効になることはない。 

 

  ⅱ．第 35 条 蒸発乾固 

    設計基準の発生防止対策として安全冷却水系を使用するが，これら

系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，沸点程度の温度
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において損傷することはない。温度の影響がセル外へ及ぶことはない

ことから，セル外の安全冷却水系の機器及び親事象の発生箇所と異な

るセルの安全冷却水系の機器が損傷することはない。 

 

  ⅲ．第 36 条 水素爆発 

    設計基準の発生防止対策として水素掃気用安全圧縮空気系を使用す

るが，これらの系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，

沸点程度の温度において損傷することはない。温度の影響がセル外へ

及ぶことはないことから，セル外の水素掃気用安全圧縮空気系の機器

及び親事象の発生箇所と異なるセルの水素掃気用安全圧縮空気系の機

器が損傷することはない。 

 

 (ｂ) 圧力の観点 

   沸騰に至る一部の機器において機器内圧力が上昇する可能性があるも

のの，その上昇幅は最大でも水封安全器の水頭圧相当の３ｋＰａ程度で

あり，これは平常運転時の圧力変動幅の範囲と同程度である。 

   そのため，圧力の上昇を想定しても設計基準としての発生防止対策に

影響を及ぼすことはない。 

 

 (ｃ) 湿度の観点 

   沸騰に至る一部の機器において機器内の湿度が上昇するものの，湿度

の上昇によって第 2.1－９表に示す機器が損傷することはない。 

   また，湿度の影響が貯槽外へ及ぶことはないことから，セル外の機器

及び親事象の発生箇所と異なるセルの機器が損傷することはない。 
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 (ｄ) 放射線の観点 

   機器は臨界事故により発生する放射線及び放射性希ガスからの放射線

に晒されることを想定する。 

  ⅰ．第 34 条 臨界事故 

    設計基準の発生防止対策として形状寸法管理又は濃度・質量管理（ソ

フト対策）を実施している。形状寸法の維持については，形状寸法管

理機器はステンレス等の鋼製であり，放射線に晒された場合でも損傷

することはなく，また，中性子吸収材であるホウ素入りコンクリート

又はカドミウム及び中性子減速材であるポリエチレンも，損傷するこ

とはない。 

    放射線の影響はセル外にも及ぶ可能性はあるが，親事象の発生箇所

と異なるセルの形状寸法管理の機器も，ステンレス等の鋼製であり，

放射線に晒されても損傷することはない。 

 

  ⅱ．第 35 条 蒸発乾固 

    設計基準の発生防止対策として安全冷却水系を使用するが，これら

系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，放射線に晒され

た場合でも損傷することはない。放射線の影響はセル外にも及ぶ可能

性はあるが，セル外の安全冷却水系の機器及び親事象の発生箇所と異

なるセルの安全冷却水系の機器もステンレス等の鋼製であり，放射線

に晒されても損傷することはない。 

 

  ⅲ．第 36 条 水素爆発 

    設計基準の発生防止対策として水素掃気用安全圧縮空気系を使用す

るが，これらの系統を構成する機器は，ステンレス等の鋼製であり，
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放射線に晒された場合でも損傷することはない。放射線の影響はセル

外にも及ぶ可能性はあるが，セル外の水素掃気用安全圧縮空気系の機

器及び親事象の発生箇所と異なるセルの水素掃気用安全圧縮空気系の

機器もステンレス等の鋼製であり，放射線に晒されても損傷すること

はない。 
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2.1.2.1.2 親事象の事故影響による重大事故等の重大事故等対策の機能喪

失の観点 

  本節では，親事象の事故影響によって重大事故等対策が機能喪失に至る

か否かを「温度」，「圧力」，「湿度」及び「放射線」の観点で分析する。 

  分析の観点は以下のとおりとする。 

 親事象自身の重大事故等対策の発生防止対策及び拡大防止対策

を構成する機器が損傷するか否か 

 親事象とは異なる重大事故等の重大事故等対策の発生防止対策

及び拡大防止対策を構成する機器が損傷するか否か 

 

  また，親事象の事故影響によって重大事故等対策の発生防止対策及び拡

大防止対策が容量不足に至るか否かを分析する。 
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 (１) 重大事故等対策を構成する機器が損傷するか否かの観点 

   共通要因により臨界事故と同時に発生する重大事故はないが，臨界事

故により生じる変化により重大事故等対策を構成する機器が損傷する

か否かを整理する。 

   整理に当たっては，同一セル内に設置される臨界事故の発生を想定し

ない機器の臨界事故以外の重大事故対処への影響を確認する。 

 

 ａ．重大事故等対策の概要 

 (ａ) 第 34 条 臨界事故 

  ⅰ．拡大防止対策 

 臨界が発生している機器等に可溶性中性子吸収材を供給する。 

 可溶性中性子吸収材の供給には，重大事故時可溶性中性子吸収材

緊急供給系を用いる。 

 セル内に設置されている可溶性中性子吸収材の供給に使用する

機器は，常設重大事故等対処設備の可溶性中性子吸収材を供給す

る配管である。 

 

 (ｂ) 第 35 条 蒸発乾固 

  ⅰ．発生防止対策 

 冷却機能が喪失している機器の内部ループ配管，冷却コイル／冷

却ジャケットに冷却水を通水する。 

 冷却水の通水には，常設重大事故等対処設備の内部ループ配管及

び冷却コイル／冷却ジャケット，可搬型重大事故等対処設備の可

搬型ホース等を使用する。 

 セル内に設置されている冷却水の通水に使用する機器は，常設重
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大事故等対処設備の冷却コイル／冷却ジャケットである。 

 

  ⅱ．拡大防止対策 

 冷却機能が喪失している機器に注水する。 

 注水には，常設重大事故等対処設備の機器注水配管，可搬型重大

事故等対処設備の可搬型ホース等を使用する。 

 セル内に設置されている注水に使用する機器は，常設重大事故等

対処設備の機器注水配管である。 

 

 (ｃ) 第 36 条 水素爆発 

  ⅰ．発生防止対策 

 水素掃気機能が喪失している機器が接続している水素掃気用安

全圧縮空気系，発生防止用圧縮空気供給系及びかくはん用安全圧

縮空気系に圧縮空気を供給する。 

 圧縮空気の供給には，常設重大事故等対処設備の水素掃気用安全

圧縮空気系，発生防止用圧縮空気供給系及びかくはん用安全圧縮

空気系，可搬型重大事故等対処設備の可搬型空気圧縮機，可搬型

ホース等を使用する。 

 セル内に設置されている圧縮空気の供給に使用する機器は，常設

重大事故等対処設備の水素掃気用安全圧縮空気系，発生防止用圧

縮空気供給系及びかくはん用安全圧縮空気系である。 

 

  ⅱ．拡大防止対策 

 水素掃気機能が喪失している機器が接続している拡大防止用圧

縮空気供給系に圧縮空気を供給する。 
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 圧縮空気の供給には，常設重大事故等対処設備の圧縮空気供給系

及び拡大防止用圧縮空気供給系，可搬型重大事故等対処設備の可

搬型空気圧縮機，可搬型ホース等を使用する。 

 セル内に設置されている圧縮空気の供給に使用する機器は，常設

重大事故等対処設備の拡大防止用圧縮空気供給系である。 

 

 ｂ．親事象の発生によって各重大事故等対策が受ける影響 

 (ａ) 各重大事故等対策に使用する設備のまとめ 

   各重大事故等対策に使用する設備を第 2.1－10 表に示す。 
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第 2.1－10 表 各重大事故等対策に使用する設備 

（拡大防止成功） 

 発生防止対策 拡大防止対策 材質 

第 34 条臨界事故 － 重大事故時可溶

性中性子吸収材

供給系 

鋼製（ステンレ

ス鋼等） 

第 35 条蒸発乾固 冷却コイル／冷

却ジャケット 

機器注水配管 鋼製（ステンレ

ス鋼等） 

第 36 条水素爆発 水素掃気用安全

圧縮空気系 

かくはん用安全

圧縮空気系 

発生防止用圧縮

空気供給系 

拡大防止用圧縮

空気供給系 

鋼製（ステンレ

ス鋼等） 

 

 (ｂ) 親事象の発生による各重大事故等対策への事故影響 

   臨界事故の発生時に想定される状態は 2.1.2.1.1 に示したとおりであ

る。 

  ⅰ．温度の観点 

    2.1.2.1.1 に示すとおり，臨界事故の発生を想定する一部の機器に

おいて沸騰に至るものの，蒸発量は少なく，溶液が乾燥・固化に至る

ことはない。そのため，発生防止対策を構成する機器が晒される温度

は沸点程度である。 

    「第 34 条 臨界事故」の拡大防止対策，「第 35 条 蒸発乾固」の発

生防止対策及び拡大防止対策及び「第 36 条 水素爆発」の発生防止対

策及び拡大防止対策において使用するセル内機器は，ステンレス等の

鋼製であり，沸点程度の温度において損傷することはない。 

    温度の影響がセル外へ及ぶことはないことから，セル外の重大事故
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等への対処に使用する機器及び親事象の発生箇所と異なるセルにおけ

る重大事故等への対処に使用する機器が損傷することはない。 

  ⅱ．圧力の観点 

    2.1.2.1.1 に示すとおり，沸騰に至る機器において機器内圧力が上

昇する可能性があるものの，その上昇幅は最大でも水封安全器の水頭

圧相当の３ｋＰａ程度であり，これは平常運転時の圧力変動幅の範囲

と同程度である。 

    「第 34 条 臨界事故」の拡大防止対策，「第 35 条 蒸発乾固」の発

生防止対策及び拡大防止対策及び「第 36 条 水素爆発」の発生防止対

策及び拡大防止対策において使用するセル内機器は，ステンレス等の

鋼製であり，３ｋＰａ程度の圧力において損傷することはなく，機器

自体の健全性が維持されることから，圧力の影響が貯槽外へ及ぶこと

はないため，同一セル内の重大事故等への対処に使用する機器，セル

外の重大事故等への対処に使用する機器及び親事象の発生箇所と異な

るセルの重大事故等への対処に使用する機器が損傷することはない。 

 

  ⅲ．湿度の観点 

    2.1.2.1.1 に示すとおり，沸騰に至る機器において機器内の湿度が

上昇する。 

    湿度の変動によって第 2.1－10 表に示す重大事故等への対処に使用

する機器が損傷することはない。 

    また，湿度の影響が貯槽外へ及ぶことはないことから，同一セル内

の重大事故等への対処に使用する機器，セル外の重大事故等への対処

に使用する機器及び親事象の発生箇所と異なるセルの重大事故等への

対処に使用する機器が損傷することはない。 
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  ⅳ．放射線の観点 

    機器は臨界事故により発生する放射線及び放射性希ガスからの放射

線に晒されることを想定する。 

    「第 34 条 臨界事故」の拡大防止対策，「第 35 条 蒸発乾固」の発

生防止対策及び拡大防止対策及び「第 36 条 水素爆発」の発生防止対

策及び拡大防止対策において使用するセル内機器は，ステンレス等の

鋼製であり，放射線に晒された場合でも機器は損傷しない。 
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 (２) 重大事故等対策の容量不足の観点 

 ａ．第 34 条 臨界事故 

   「第 34 条 臨界事故」の事故想定そのものであり，本観点の考察は不

要である。 

 

ｂ．第 35 条 蒸発乾固 

   核分裂による熱量の増加は臨界事故の進展の一環であり，従属事象と

して 2.1.2.2 にて整理する。 

 

 ｃ．第 36 条 水素爆発 

核分裂による水素発生は臨界事故の進展の一環であり，従属事象とし

て 2.1.2.2 にて整理する。 
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2.1.2.2 従属事象として発生する可能性のある子事象の整理（事象進展によ

り顕在化するパラメータ変動の観点） 

  臨界事故を親事象とした場合に，従属事象として発生する可能性のある

子事象を第 2.1－11 表に示す。 

  臨界事故を親事象とした場合に，親事象の事故影響によって従属的に発

生する可能性のある子事象は，「溶液の沸騰・蒸発」及び「水素の燃焼」で

ある。 

 

第 2.1－11 表 臨界事故を親事象とした場合に従属事象として発生する可能

性がある子事象 

臨界事故の発生

を想定する機器 

想定される主要な状態 
従属して発生する可能性 

のある子事象 

全核分裂数 

[fissions] 

到達温度 

[℃] 

圧力 

[kPa] 

溶液の沸騰 

・蒸発 
水素の燃焼 

溶解槽 A 1.6E+18 94 ～3 － － 

溶解槽 B 1.6E+18 94 ～3 － － 

エンドピース酸

洗浄槽 A 
1.6E+18 88 ～3 － － 

エンドピース酸

洗浄槽 B 
1.6E+18 88 ～3 － － 

ハル洗浄槽 A 1.6E+18 沸点到達 ～3 ○ － 

ハル洗浄槽 B 1.6E+18 沸点到達 ～3 ○ － 

精製建屋 第５

一時貯留処理槽 
1.6E+18 沸点到達 ～3 ○ － 

精製建屋 第７

一時貯留処理槽 
1.6E+18 44 ～3 － － 
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 (１) 温度の観点 

   温度の観点でポイントとなる温度は次の５点である。 

 約 100℃  沸騰開始温度 

 ～約 1500℃ 放射性物質の揮発（Ｃｓ，Ｒｕ）， 

貯槽損傷 

 

   第 2.1－11 表に示すとおり，一部の機器において沸点に到達する。 

   ただし，臨界事故により生じる溶液の沸騰量は最大でも約 23Ｌであり，

臨界事故の発生が想定される機器の溶液量（最小 200Ｌ）を考慮すると，

溶液が喪失する前に臨界事故が収束する。また，可溶性中性子吸収材が

供給されることで，水分の喪失が防止される。このため，約 1500℃（放

射性物質の揮発（Ｃｓ，Ｒｕ），貯槽損傷）の状態へ進展することはな

い。 
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 (２) 水素の発生の観点 

   臨界事故の発生を想定した場合でも、機器内の気相部中の水素濃度が

水素爆発未然防止濃度である８ｖｏｌ％を超えて上昇することはない。 

   

 ａ．臨界発生時の水素濃度推移評価条件 

   臨界発生時の水素濃度推移を評価するために必要な条件を整理する。

条件の一覧を第 2.1－12 表に示す。 

 

 (ａ) 溶液性状の変化に応じたＧ値 

    2.1.1 の設定と同じとする。 

 

 (ｂ) 臨界の全核分裂数と水素発生量の関係 

    2.1.1 の設定と同じとする。 

 

 (ｃ) 供給空気量 

    対象機器に平常運転時に供給される，計装圧縮空気，水素掃気用圧

縮空気及びプロセス上必要な圧縮空気を考慮する。 

 

 ｂ．臨界後の水素発生量評価条件 

   拡大防止対策が成功するものとして，臨界は収束する。評価対象機器

のうち，プロセス異常及び誤移送を起因とした臨界事故が発生している

場合は，これを考慮した溶液の性状を設定する。評価条件の一覧を第 2.1

－13 表に示す。 

 

 (ａ) 溶液性状の変化に応じたＧ値 
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    臨界発生後に想定される硝酸濃度に応じた水素発生Ｇ値を設定する。 

 

 (ｂ) 崩壊熱密度 

    臨界発生後に想定される溶液種類に応じた崩壊熱密度を設定する。 

 

 (ｃ) 供給空気量 

    対象機器に供給される計装圧縮空気，水素掃気用圧縮空気，プロセ

ス上必要な圧縮空気を考慮する。 

 

 ｃ．水素濃度の評価結果 

    評価結果を第 2.1－14 表に示す。 

    機器内の水素濃度の評価においては，臨界事故発生を起点として，

拡大防止対策が成功し，通常時の廃ガス処理設備による換気復旧まで

の１時間の中で推移する，機器内の最大水素濃度を求めた。 

    第 2.1－14 表に示すとおり、いずれの機器でも気相部の水素濃度は

８ｖｏｌ％を超えない。 
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第 2.1－12表 (1) 臨界継続時の評価条件（共通条件） 

 

項目 設定値 

臨界における水素発生 G 値
[molecules/100eV] 

1.8 

バースト期の核分裂数[fissions] 1.0E+18 

プラトー期の核分裂率[fissions/s] 1.0E+15 

臨界継続時間[min] 10 

バースト期の水素発生量[m3] 0.134 

プラトー期の水素発生量[m3/h] 0.482 
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第 2.1－12表 (2) 臨界継続時の評価条件（個別条件） 

 

建屋名 機器名 
気相部容積 

[m3] 

平常運転時掃気
流量 

[m3/h] 

沸騰までの時間
[min] 

前処理建屋 

溶解槽 A 6.97 0.671 （沸騰しない） 

溶解槽 B 6.97 0.671 （沸騰しない） 

エンドピース酸洗浄槽 A 3 0.2 （沸騰しない） 

エンドピース酸洗浄槽 B 3 0.2 （沸騰しない） 

ハル洗浄槽 A 7.008※ 1 0.139 5 

ハル洗浄槽 B 7.008※ 1 0.139 5 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 3.6 0.042 2.9 

第７一時貯留処理槽 3.8 0.406 （沸騰しない） 

※１ 接続する溶解槽の気相部容積も考慮している。 
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第 2.1－13表  未臨界移行後の評価条件（個別条件） 

 

建
屋
名 

機器名 
液量
[m3] 

硝酸濃度 
[mol/L] 

G 値  崩壊熱密度 
水素発生

量 
[m3/h] 

Gα  
[molecules
/100eV] 

Gβγ  
[molecules
/100eV] 

α  
[W/m3] 

β  
[W/m3] 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 

溶解槽 B 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 
エンドピース酸洗浄槽 A 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 
エンドピース酸洗浄槽 B 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 

ハル洗浄槽 A 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 

ハル洗浄槽 B 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 

精
製
建
屋 

第５一時貯留処理槽 0.2 0.91 4.7E-01 9.8E-02 9.6E+02 0.0E+00 7.60E-4 

第７一時貯留処理槽 3 0.5 6.4E-01 1.57E-01 9.6E+02 0.0E+00 1.60E-2 
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第 2.1－14表  評価結果一覧 

機器名 
最大水素濃度

(vol％ ) 

溶解槽 A 3 

溶解槽 B 3 

エンドピース酸洗浄槽 A 7 

エンドピース酸洗浄槽 B 7 

ハル洗浄槽 A 3 

ハル洗浄槽 B 3 

第５一時貯留処理槽 6 

第７一時貯留処理槽 6 
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2.1.4 臨界事故の拡大防止対策が成功した場合に連鎖又は従

属事象として発生する子事象のまとめ 

  2.1.3.1 に臨界事故に連鎖して発生する子事象の観点での

整理，2.1.3.2 に臨界事故の従属事象として発生する可能性

のある子事象の観点での整理を示した。 

  その結果，臨界事故の従属事象として新たに生じる事象は

特定されなかった。 

 

 



 

 



 

令和２年１月８日 R6 

 

 

 

 

 

補足説明資料 6－4（２８条） 

６．臨界事故への対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

解析に用いるパラメータの根拠等  
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本書では，臨界事故の有効性評価に用いたパラメータの設定において

参照した根拠等を示す。具体的には以下の項目について記載する。 

 

 

1. 臨界事故におけるセシウム－137 換算放出量の評価方法と評価に

用いたパラメータについて 

 

2. 臨界事故において外部に放出される可能性のある放射性希ガス及

び放射性よう素の大気中への放出割合の評価方法と評価に用いた

パラメータについて 

 

3. 臨界事故への対処において実施する放射線分解水素の掃気対策

で供給する空気流量の評価方法と評価に用いたパラメータにつ

いて 

 

4. 線量告示に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比

較に係る評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

5. 貯留タンク内の放射性物質濃度の推移について 
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1.  臨界事故におけるセシウム－137 換算放出量の評価方法と評価に用

いたパラメータについて 

 

1.1 評価の前提 

本資料では，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウ

ム－137 換算）の評価方法を説明する。 

臨界事故における放射性物質の放出量は、可溶性中性子吸収材の自動

供給による未臨界への移行，及び貯留設備による放射性物質の貯留によ

り低減されることから，上記対策の効果を考慮して放出量を計算する。 

セシウム－137 換算の放出量の評価においては，長期的な放射線被ば

く影響を評価する観点から，溶液の蒸発に同伴する放射性物質（エアロ

ゾル）を対象とし，地表沈着の考えられない放射性希ガス及び放出量の

大部分が半減期の短い放射性よう素については，評価の対象としない。 

 

1.2 セシウム－137 換算放出量の評価条件 

臨界事故の有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，臨

界事故が発生した機器が保有する放射性物質量（以下，本資料において

「ＭＡＲ」という。）に対して，臨界事故の影響を受ける割合（以下，

本資料において「ＤＲ」という。），核分裂の熱エネルギによる沸騰等

により放射性物質が機器の気相に移行する割合（以下，本資料において

「ＡＲＦ」という。），大気中への放出経路における低減割合，及び肺

に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合（以下，本

資料において「ＲＦ」という。）を乗じて算出する。 

 

評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137 への換算

係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

を算出する（１式）。 

 

大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算） 

＝大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

×Ｃｓ－137 換算係数              （１式） 

 

 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の評価方法の

フローを第 1.2－１図に示す。 



補 6-4-3 

 

 

 

第1.2－１図 大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の

評価方法のフロー 

 

 

②臨界事故の影響を受ける割合（ＤＲ）及び核分裂の熱

エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相

部に移行する割合（ＡＲＦ）の設定 

③大気中への放出経路における低減割合

の設定 

大気中への放射性物質の 

放出量の算出 

①×②×③×④ 

大気中への放射性物質の放出量 

（セシウム－137 換算）の算出 

①臨界事故が発生した機器が保有する 

放射性物質量（ＭＡＲ）の設定 

④肺に吸収され得るような浮遊性の微粒

子状の放射性物質の割合（ＲＦ）の設定 
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1.3 評価に用いる各種パラメータの設定 

(１) ＭＡＲ 

ａ．ＭＡＲの設定方針について 

放射性物質量は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度

45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5ｗｔ％，比出力 38

ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した放射性物質量に，

使用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数を考慮して，平常運転時

の最大値又は臨界事故の発生が想定される条件下における放射性物

質量を設定する。 

使用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数を第 1.3－１表に示す。

また，各機器で使用するインベントリの設定根拠を第 1.3－２表に示

す。 

 

なお，臨界が発生した場合，溶液中に新たに核分裂生成物が生成す

るが，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137

換算）評価におけるＭＡＲは，臨界事故の発生を想定する機器が内包

する溶液中の放射性物質が支配的であり，臨界により生成する核分裂

生成物のうち，セシウム－137 評価の対象としない放射性希ガス及び

放射性よう素を除く核分裂生成物による影響は無視できるため，ＭＡ

Ｒとしては考慮しない。  

 

 

第1.3－１表 燃料仕様の変動に係る補正係数 

元素グループ 
燃料仕様の変動に係る

補正係数 

Ｒｕ／Ｒｈ 1.7 

その他ＦＰ※１ 1.1 

Ｐｕ 2.0 

Ａｍ，Ｃｍ 2.7 

 

※１：その他ＦＰとは，核分裂生成物のうち，Ｋｒ－85，Ｉ－129 及び 

Ｒｕ／Ｒｈを除いたものを示す。 
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第 1.3－２表 インベントリの設定根拠 

建屋 機器 
使用するインベン

トリ 
臨界の想定 根拠 

前処理

建屋 

溶解槽Ａ/Ｂ 溶解液（溶解槽内） 
動的機器の多

重故障を想定 

燃料せん断片の溶解不良による臨界事故を想定するため，溶液の

放射性物質濃度は平常運転時よりも低下していることが予想さ

れるが，安全側の評価として溶解槽の平常運転時に想定されるイ

ンベントリを用いる。 

エンドピース酸洗

浄槽Ａ/Ｂ 
溶解液（溶解槽内） 

動的機器の多

重故障を想定 

せん断機又は溶解槽から未溶解のせん断片が移行することによ

る臨界事故を想定するため，溶液の放射性物質濃度は当該機器の

平常運転時の濃度よりも上昇している可能性があることから，溶

解液のインベントリを使用して放出量を計算する。 ハル洗浄槽Ａ/Ｂ 

精製建

屋 

第５一時貯留処理

槽 

硝酸プルトニウム

溶液（24gPu/L） 
誤移送を想定 

当該機器の移送元の機器（放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿

１又は放射性配管分岐第 1 セル漏えい液受皿２）に内包される可

能性のある溶液のうち，想定される最も高いプルトニウム濃度の

溶液として，プルトニウム濃縮缶により濃縮される前のプルトニ

ウム溶液（最大値 24gPu/L）を設定する。 

第７一時貯留処理

槽 

硝酸プルトニウム

溶液（24gPu/L） 
誤移送を想定 

当該機器の移送元の機器（精製建屋 第３一時貯留処理槽）に内

包される可能性のある溶液のうち，想定される最も高いプルトニ

ウム濃度の溶液として，プルトニウム濃縮缶により濃縮される前

のプルトニウム溶液（最大値 24gPu/L）を設定する。 
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ｂ．臨界事故で発生する放射性よう素について 

臨界事故においては，核分裂に伴う核分裂生成物として放射性よう素

が生成され，放射性よう素は高性能粒子フィルタにより除去できない。 

しかしながら、放射性よう素の大部分が短半減期であり，臨界事故へ

の対処において実施する貯留設備への貯留対策により，放出される放射

能量を低減出来る。 

放射性よう素の放射能をガンマ線実効エネルギを0.5MeVにて合算した

場合の減衰時間に対する減衰割合を第 1.3－１図に示す。 

 
第 1.3－１図 放射性よう素の時間による減衰 

 

貯留設備の貯留タンクに導入された放射性よう素は，貯留することで，

十分な減衰時間を確保する。 

また，廃ガス処理系統に残留した放射性よう素については，廃ガス処

理系統に設置されているよう素フィルタにより除去できる可能性がある

が，よう素フィルタは銀吸着型であり，吸着可能な容量を上回った場合

には除去できない可能性がある。 

廃ガス処理系統に設置されているよう素フィルタの仕様を第 1.3－３

表に示す。  
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第 1.3－３表 廃ガス処理系統に設置されているよう素フィルタの仕様 

廃ガス処理系統 よう素フィルタの仕様 設計上の除染係数 

せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備 

銀系吸着材 

2 段/1 系列 

3 系列（1 系列は予備） 

250 

精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウ

ム系） 

銀系吸着材 

1 段/1 系列 

1 系列 

10 

 

ただし，臨界事故により発生する放射性よう素は，主排気筒から放出

された場合において，周辺監視区域境界で，線量告示（核原料物質又は

核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定

める告示）の周辺監視区域外の空気中の濃度限度（三月間平均）を下回

る。 
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(２) ＤＲ 

臨界により機器から気相中に移行する放射性物質の割合（移行率）

は，設計基準事故のうち，溶解槽における臨界と同じ値とし，以下の

とおりとする。 

ルテニウム 溶液中の保有量及び臨界に伴う生成量の0.1％ 

その他   全核分裂数のエネルギによる蒸発量に相当する溶液

体積中の保有量の0.05％ 

 

上記より，臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137 換算）評価におけるＤＲは，ルテニウムについては１とし，そ

の他の放射性物質については，放射性物質の気相中への移行率が，機

器内の溶液が核分裂で発生する熱エネルギにより蒸発することを前

提として設定されていることを踏まえ，機器が保有する溶液量に対す

る蒸発する溶液量の割合とする。 

蒸発する溶液は水とし，臨界事故発生時点で既に溶液が沸騰状態に

あるものとし，核分裂で発生する熱エネルギは，全て溶液の蒸発に使

用されるものとする。 

具体的な蒸発量の計算例は以下のとおりである。 

 

・１核分裂当たりの放出エネルギ：200×10６［ｅＶ］ 

・ｅＶからＪへの換算係数：1.60218×10－19[Ｊ/ｅＶ] 

・水の蒸発潜熱：2257［ｋＪ/ｋｇ］（100℃における潜熱を設定） 

 

これより， 

蒸発量［ｍ３］＝全核分裂数[fissons]×200×10６［ｅＶ/fission］

×1.60218×10－19[Ｊ/ｅＶ]／（2257［ｋＪ/ｋｇ］×1000［ｋＪ

／Ｊ］×1000［ｋｇ／ｍ３］） 

 

臨界事故時の全核分裂数は 1.6×1018[fissions]となることから，

臨界事故による溶液の蒸発量は 0.023［ｍ３］となる。 
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ここで，ＭＡＲとＤＲの積は以下の通りに書き直せる。 

・ルテニウム 

ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［－］ 

＝ ＭＡＲ［Ｂｑ］×１ 

＝ 放射性物質濃度［Ｂｑ/ｍ３]×機器内溶液量［ｍ３］ 

 

・その他の放射性物質 

ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［－］ 

＝ ＭＡＲ［Ｂｑ］×ＤＲ［蒸発量÷機器内溶液量］ 

＝ 放射性物質濃度［Ｂｑ/ｍ３]×蒸発量［ｍ３］ 

 

従って，放射性物質濃度［Ｂｑ/ｍ３]×（蒸発量［ｍ３］又は機器内

溶液量［ｍ３］）によりＭＡＲ×ＤＲを計算した。 

 

 (３) ＡＲＦ 

上記(２)の移行率の設定より，臨界事故時の大気中への放射性物質の

放出量（セシウム－137 換算）評価におけるＡＲＦは，ルテニウムに

対しては 1.0×10－３，その他に対しては 5.0×10－４と設定する。 

本設定の根拠については1.6に示す。 

 

(４)  大気中への放出経路における低減割合 

ａ．高性能粒子フィルタの除染係数の設定 

臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137

換算）評価における大気中への放出経路における低減割合は以下

のとおりとする。 

貯留タンクでの滞留が完了した後に，廃ガス処理設備を起動す

ることで，機器内の気相中に残留している放射性物質は，せん断

処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）から主排気筒を経由して大気中に放出される。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタは２段で，１段当

たりの放射性エアロゾルの除染係数は10３以上であるが，蒸気雰囲

気が除染係数を低下させる傾向を有することを考慮して，高性能

粒子フィルタの放射性エアロゾルの除染係数は，蒸気による劣化

を考慮した高性能粒子フィルタの除染係数（１段あたり10２）とし，

２段として10４とする。 
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本設定の根拠については1.7に示す。 

 

ｂ．放出経路構造物による除染係数の設定 

臨界事故への対処において，廃ガス処理設備の配管の経路を通じ

て貯留タンクへの貯留を行う場合，廃ガス処理設備の配管曲がり部

によるエアロゾルの慣性沈着効果を見込むことができる。 

この効果については，除染係数として数桁程度を見込めることが

予想されるが，慣性沈着効果による除染係数として（10）を設定す

る。 

臨界事故において発生するミストの濃度は100ｍｇ/ｍ３を超える

ことから１回の配管曲がり部における除染係数は10以上であること

が想定される。 

本設定の根拠については1.8に示す。 

 

ｃ．貯留タンクによる低減割合の設定 

臨界事故において気相中に移行した放射性物質は，機器に供給さ

れる空気及び臨界事故に伴う溶液の沸騰で発生した水蒸気により貯

留タンクに導かれ，貯留タンクで貯留されるため，ＬＰＦにおいて

この効果を見込む。 

この効果による低減割合の設定にあたっては，機器に供給される

空気と機器内の放射性物質が完全混合状態となると仮定した場合，

一定量の放射性物質が貯留タンクに貯留されずに機器内に残留する

可能性があることを踏まえて設定する。 

具体的には，臨界事故発生時点において溶液が沸騰状態にあり，

臨界事故のエネルギにより水蒸気が発生し，同水蒸気によって機器

外に放射性物質が移動した場合において，機器内に残留する放射性

物質の割合を低減割合とする。 

本設定の根拠については1.9に示す。 

 

ｄ．ＬＰＦの設定 

ａ．～ｃ．より，大気中への放出経路における低減割合として，

以下の値（ＬＰＦ）を設定する。 

 

ܨܲܮ ൌ
1

DFୌ
ൈ

1
DF経路

ൈ η୲ୟ୬୩ 
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DFୌ：高性能粒子フィルタの除染係数 

DF経路：放出経路構造物による除染係数 

η୲ୟ୬୩：貯留タンクによる低減割合 

 

 

(５) ＲＦ 

肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合は１

とする。 

 

上記のＭＡＲ，ＤＲ，ＡＲＦ，ＬＰＦ，及びＲＦより，大気中への放

射性物質の放出量は以下の（２式）で計算できる。 

 

大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

＝ＭＡＲ×ＤＲ×ＡＲＦ×ＬＰＦ×ＲＦ   （２式） 

 

1.4 環境へのセシウム－137 換算放出量 

 (１) セシウム－137 換算係数 

放射性物質のセシウム－137 への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤ

ＯＣ－1162 に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線に

よる外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被

ばくにかかる実効線量への換算係数についてセシウム－137 と着目核

種との比を用いる。ただし，プルトニウム，アメリシウム及びキュリ

ウムの核種については，化学形態による影響の違いを補正するために，

ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に記載の吸入摂取換算係数をＩＣ

ＲＰ Ｐｕｂ．72 の吸入摂取換算係数で補正するために設定する

「吸入核種の化学形態に係る補正係数」を用いて，以下の計算式によ

り算出する。 

換算係数のセシウム－核種の放出量核種　

換算放出量　－セシウム

137  

137 

ii
i

   

   核種 iのセシウム－137換算係数は以下の方法で算定する。 

   
換算係数のセシウム－核種

換算係数のセシウム－

換算係数の核種
　

係数－のセシウム核種

137
137

137 

4

4 i
CF

CFi

i
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ここで，主要核種に係る換算例を第1.4－１表に，吸入核種の化学

形態に係る補正係数を第1.4－２表に示す。 

なお，放射性希ガスに対してはセシウム－137換算係数は設定され

ていない。 

 



補 6-4-13 

第 1.4－１表 主要核種に係る換算例※１ 

主要核種 

ＴＥＣＤＯＣの 

ＣＦ４換算係数【Ａ】 

ＴＥＣＤＯＣ 

のＣＦ４換算係数 

（Ｃｓ－137 の値）【Ｂ】 

吸入核種の化学形

態に係る補正係数 

【Ｃ】 

Ｃｓ－137 換算係数※２ 

【Ｄ】＝ 

【Ａ】／【Ｂ】×【Ｃ】 

ｍＳｖ／ｋＢｑ／ｍ２ ｍＳｖ／ｋＢｑ／ｍ２ － － 

Ｓｒ－90 2.1×10-２ 1.3×10-１ 

1.0 

0.16 

Ｒｕ－106 4.8×10-３ 1.3×10-１ 0.037 

Ｃｓ－134 5.1×10-２ 1.3×10-１ 0.39 

Ｃｓ－137 1.3×10-１ 1.3×10-１ 1.0 

Ｃｅ－144 1.4×10-３ 1.3×10-１ 0.011 

Ｅｕ－154 1.3×10-１ 1.3×10-１ 1.0 

Ｐｕ－238 6.6 1.3×10-１ 0.41 21 

Ｐｕ－239 8.5 1.3×10-１ 0.42 27 

Ｐｕ－240 8.4 1.3×10-１ 0.42 27 

Ｐｕ－241 1.9×10-１ 1.3×10-１ 0.39 0.56 

Ａｍ－241 6.7 1.3×10-１ 0.45 23 

Ｃｍ－242 5.9×10-２ 1.3×10-１ 0.88 0.40 

Ｃｍ－244 2.8 1.3×10-１ 0.47 10 

※１：放射平衡核種の子孫核種の寄与は，親核種に含む。 

※２：地表沈着した放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被

ばくに係る実効線量を用いてＣｓ－137 放出量に換算する係数。 
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第 1.4－２表 吸入核種の化学形態に係る補正係数 

核種 

ＴＥＣＤＯＣの吸入 

摂取換算係数 

【ａ】 

ＩＣＲＰ Ｐｕｂ.72 

の吸入摂取 

換算係数（化学形態を考慮） 

【ｂ】 

吸入核種の化学形態 

に係る補正係数 

【ｃ】＝【ｂ】／【ａ】 

Ｓｖ／Ｂｑ Ｓｖ／Ｂｑ － 

Ｐｕ－238 1.13×10-４※１ 4.6×10-５ 0.41 

Ｐｕ－239 1.20×10-４※１ 5.0×10-５ 0.42 

Ｐｕ－240 1.20×10-４※１ 5.0×10-５ 0.42 

Ｐｕ－241 2.33×10-６※１ 9.0×10-７ 0.39 

Ａｍ－241 9.33×10-５ 4.2×10-５ 0.45 

Ｃｍ－242 5.93×10-６ 5.2×10-６ 0.88 

Ｃｍ－244 5.73×10-５ 2.7×10-５ 0.47 

※１：化学形態としてキレートを想定。 
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1.5 評価結果 

臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）の計算過

程を第1.5－１表から第1.5－５表に，評価結果を第1.－６表に示す。 

第1.1－６表の結果から，放射性物質の放出量は事業指定基準規則第28条

で要求されているセシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回る。 

さらに大気中への放射性物質の放出の推移の（概念図）を第1.5－１図に

示す。 
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第 1.5－１表 溶解槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

 

溶解槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 2.41E-02 1.60E-02

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 5.13E-01 1.72E+04
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 7.46E-01 5.35E-03 3.99E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.08E-02 1.97E+03

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 4.87E-01 8.17E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 1.76E+00 4.56E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 1.78E+01 3.73E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 3.41E-01 1.42E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

溶解槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 7.88E-26 1.00E-03 1.50E-06 1.18E-34 1.15E-02 1.36E-36

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 9.90E+11 1.00E-03 1.50E-06 1.49E+03 3.69E-02 5.49E+01
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－２表 エンドピース酸洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過

程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

エンドピース酸洗浄槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 2.21E-01 2.41E-02 5.34E-03

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.12E+04 5.13E-01 5.73E+03
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 2.49E-01 5.35E-03 1.33E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 8.12E+03 8.08E-02 6.55E+02

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 5.59E+02 4.87E-01 2.72E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 8.63E+03 1.76E+00 1.52E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 6.99E+02 1.78E+01 1.24E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.39E+00 3.41E-01 4.74E-01

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

エンドピース酸洗浄槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 4.64E-03 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 5.52E-26 1.00E-03 5.00E-07 2.76E-35 1.15E-02 3.18E-37

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 6.93E+11 1.00E-03 5.00E-07 3.47E+02 3.69E-02 1.28E+01
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 5.00E-07 1.90E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－３表 ハル洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

 

ハル洗浄槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 3.85E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 6.64E-01 2.41E-02 1.60E-02

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 1.94E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 3.35E+04 5.13E-01 1.72E+04
Ｃｅ／Ｐｒ 4.32E+10 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 7.46E-01 5.35E-03 3.99E-03
Ｓｒ／Ｙ 1.41E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.43E+04 8.08E-02 1.97E+03

その他ＦＰ 9.73E+13 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.68E+03 4.87E-01 8.17E+02
Ｐｕ（α） 1.50E+15 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.59E+04 1.76E+00 4.56E+04

Ａｍ／Ｃｍ（α） 1.22E+14 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 2.10E+03 1.78E+01 3.73E+04
Ｕ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 7.35E+00 0.00E+00

Ｎｐ（α） 2.42E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 4.17E+00 3.41E-01 1.42E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

ハル洗浄槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 8.07E+08 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 1.39E-02 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 5.25E-27 1.00E-03 1.50E-06 7.88E-36 1.15E-02 9.09E-38

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 6.60E+10 1.00E-03 1.50E-06 9.90E+01 3.69E-02 3.66E+00
Rh-106 3.30E+11 2.30E-02 5.00E-04 1.50E-06 5.69E+00 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－４表 精製建屋 第５一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）

の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

第５一時貯留処理槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 2.41E-02 0.00E+00

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 5.13E-01 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 5.35E-03 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 8.08E-02 0.00E+00

その他ＦＰ 6.49E+07 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 7.46E-04 4.87E-01 3.63E-04
Ｐｕ（α） 1.49E+16 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 1.72E+05 1.76E+00 3.02E+05

Ａｍ／Ｃｍ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 1.78E+01 0.00E+00
Ｕ（α） 8.36E+06 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 9.61E-05 7.35E+00 7.07E-04

Ｎｐ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 3.41E-01 0.00E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

第５一時貯留処理槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 4.24E+03 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 4.88E-08 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 4.28E-31 1.00E-03 1.00E-06 4.28E-40 1.15E-02 4.94E-42

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 5.38E+06 1.00E-03 1.00E-06 5.38E-03 3.69E-02 1.99E-04
Rh-106 1.73E+06 2.30E-02 5.00E-04 1.00E-06 2.00E-05 0.00E+00 0.00E+00
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第 1.5－５表 精製建屋 第７一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）

の計算過程 

・その他核種 

 

・Ru／Rh グループ 

 

第７一時貯留処理槽
核種グループ [Bq/m3] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

放射能濃度 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Zr／Ｎｂ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 2.41E-02 0.00E+00

Ｒｕ／Ｒｈ
Ｃｓ／Ｂａ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 5.13E-01 0.00E+00
Ｃｅ／Ｐｒ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 5.35E-03 0.00E+00
Ｓｒ／Ｙ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 8.08E-02 0.00E+00

その他ＦＰ 6.49E+07 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 1.87E-03 4.87E-01 9.08E-04
Ｐｕ（α） 1.49E+16 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 4.30E+05 1.76E+00 7.56E+05

Ａｍ／Ｃｍ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 1.78E+01 0.00E+00
Ｕ（α） 8.36E+06 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 2.40E-04 7.35E+00 1.77E-03

Ｎｐ（α） 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 3.41E-01 0.00E+00

別途計算（ルテニウムの移行率の設定が異なるため）

第７一時貯留処理槽
[Bq/m3] [Bq] [m3] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 放射能濃度 MAR 蒸発量 ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Rh-102 4.24E+03 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 1.22E-07 0.00E+00 0.00E+00
Ru-103 1.79E-30 1.00E-03 2.50E-06 4.49E-39 1.15E-02 5.18E-41

Rh-103ｍ 0.00E+00 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ru-106 2.26E+07 1.00E-03 2.50E-06 5.64E-02 3.69E-02 2.08E-03
Rh-106 1.73E+06 2.30E-02 5.00E-04 2.50E-06 4.99E-05 0.00E+00 0.00E+00
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第1.5－６表 臨界事故における大気中への放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算） 

臨界事故の発生を想定する機器 評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

溶解槽 

Ｃｓ－137換算値 

1.1×10－７ 

エンドピース酸洗浄槽 3.5×10－８ 

ハル洗浄槽 1.1×10－７ 

精製建屋 第５一時貯留処理槽 3.1×10－７ 

精製建屋 第７一時貯留処理槽 7.6×10－７ 
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第1.5－１図 臨界事故時の放射性物質の大気中への放出の推移 

（有効性評価条件に基づく評価）（概念図） 
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1.6 DR 及び ARF の設定に係る文献の適用性について 

DR 及び ARF は，設計基準事故時の想定と同様に，事故の評価に係る文献

(NUREG-1320) 1)のうち，臨界事故に関する評価方法に記載されている移行率

より設定している（第 1.6－1 図）。 

 

第 1.6－1 図 ウラン燃料再処理施設における移行率の記載部分

（NUREG/-13201) 抜粋） 
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NUREG-1320 における移行率の適用条件との臨界事故の発生を想定する条

件との比較を第 1.6－1 表に示す。文献（NUREG-1320）にはウラン燃料の再

処理施設での臨界事故時の ARF が示されており，当社の再処理施設に適用で

きると判断した。 

 

第 1.6－1 表 NUREG-1320 の適用条件との臨界事故の発生を想定する条件と

の比較 

項目 文献記載内容 
臨界事故の発生を想定す

る条件 
考察 

適用施設 ウラン燃料の再
処理施設 

ウラン燃料の再処理施設 同一条件で
あり適用可
能である。 

溶液中に
存在する
核種 

希ガスを除くす
べての核分裂生
成物及び超ウラ
ン元素を含む 

使用済み燃料の燃焼条件
に応じて溶液中に含まれ
る放射性核種 

同一条件で
あり適用可
能である。 

放出が想
定される
核種 

放射性希ガス，放
射性よう素 
放射性 Ru，非揮
発性元素 

放射性 Ru 及び非揮発性元
素（希ガス・よう素につい
ては Cs-137 換算の対象と
していない） 

重大事故の
条件を包含
するため適
用可能であ
る。 

溶液量 100L 以上の領域
に適用 

想定する溶液量は最小の
機器においても 100L を上
回る 

適用範囲内
であり適用
可能である。 

 

参考文献 

1) J.E.Ayer．et al．Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis 

Handbook．United States Nuclear Regulatory Commission，1988，

NUREG-1320．
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1.7 ミスト発生によるフィルタの劣化の根拠について 

ミスト発生によるフィルタの劣化の影響は文献 NUREG/CR-6410に基づき

設定している。 

NUREG/CR-64101)には，標準的な高性能粒子フィルタに対して過酷な条件を

想定した場合の通過率の変化が示されている。 

臨界事故においては，溶液の沸騰に伴う水蒸気により，フィルタが濡れる

可能性があることから，NUREG/CR-6410のmoistureに規定されるうち，厳し

い条件を与えるWaterspray時の通過率を適用している。 

Waterspray時は通過率が10倍（除染係数が１桁低下）となることから，ミ

スト発生によるフィルタの劣化を考慮した高性能粒子フィルタの放射性エ

アロゾルの除染係数を１段あたり10２と設定した。 

 

参考文献 

1) Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook, 

NUREG/CR-6410, 1998. 
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第1.7－１表 高性能粒子フィルタの通過率の変動（NUREG/CR-64101) 抜

粋） 
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1.8 臨界事故において発生するミストの濃度について 

 

Walsh, Schea による蒸発缶の研究 1)によれば，配管の曲部等において１

回の直角衝突を通過した後のミスト濃度は 10ｍｇ／ｍ３以下となること

が報告されている。従って，臨界事故により発生するミストの濃度が 100

ｍｇ／ｍ３以上であれば，1回の曲部における除染係数は 10 以上であると

想定される。 

ミスト濃度は以下の式で表される。 

  

エアロゾル発生速度 ቀ

ቁ＝	

臨界事故発生から未臨界に至るまでの溶液※２の移行量ሺሻ※１

臨界継続時間（）
 … (1) 

 

ミスト濃度(mg/m3)＝
エアロゾル発生速度（/）

蒸気速度ሺଷ/ሻ
ൈ 10６ (mg/m3)    … (2) 

 

※１ 臨界事故発生から未臨界に至るまでの溶液の移行量（kg） 

＝溶液の質量(kg) ×放射性物質の気相への移行割合    … (3) 

ここで，放射性物質の気相部への移行割合は 5×10-４ である。 

※２ 臨界により蒸発する溶液は水とする。 

 

配管曲部での除染係数の評価においてはエアロゾル発生速度が小さい

ほうが安全側であるため，バースト期における溶液の蒸発によるミストの

発生は無視し，プラトー期での溶液の蒸発によるミストの発生量を計算す

る。 

単位時間当たりの蒸発する溶液の質量をξ（ｋｇ／ｈ），溶液の単位質

量あたりの体積をＶｗｌ（ｍ３／ｋｇ），蒸発による水の体積膨張率をαａ

ｑとすると，  

 

ミスト濃度(mg/m3)＝
ξሺ୩/୦ሻൈε

ξሺ୩/୦ሻൈ౭ౢሺయ/୩ሻൈαೌ
ൈ 10ሺmg/݉ଷሻ  

＝ 
ε

౭ౢሺయ/୩ሻൈαೌ
ൈ 10ሺmg/݉ଷሻ 

＝ 
５ൈଵషర

１ൈଵషయሺయ/୩ሻൈሺଵ.ൈଵయሻ
ൈ 10ሺmg/݉ଷሻ＝ 2.9 ൈ 10ଶ (mg/m3) 

  

従って，臨界事故によって発生する放射性エアロゾルのミスト濃度は

100ｍｇ／ｍ３以上であるから，配管曲部における除染係数として 10 を見

込むことができる。 
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参考文献 

１ ) “Sitting of fuel Reprocessing Plants and Waste Management 

Facilities”, ORNL-4451, 1970 
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1.9 エアロゾルの放出割合の設定根拠 

臨界事故が発生した場合，核分裂により放出される熱エネルギによって

溶液の温度が上昇し沸点に至ると，溶液の蒸発により放射性物質が放射性

エアロゾルとして気相中に移行する。ここでは臨界により発生したエアロ

ゾルが機器に残存する割合（以下，1.9 において「機器内残存率」という。）

を評価する。 

 

1.9.1 機器の気相部に導入される放射能量 

  エアロゾルは溶液の沸騰により発生する。時間ݐ߂ [h]の間に溶液中か

ら気相部に移行する放射能量（機器の気相部に導入される放射能量）

 。 [Bq]は，以下の式で表せるܣ߂

 

ܣ߂ ൌ ߝ	 ൈ ܥ ൈ ௩ݒ ൈ   ݐ߂
 気相への移行割合 [１]：    ߝ

    ：液相中の放射能濃度 [Bq／m3]ܥ

 ௩ ：単位時間当たりの溶液の蒸発量[m3／h]ݒ

 

なお，沸騰により喪失する水分量はバースト分も含めて約 23L と少量

であるため，沸騰による溶液の濃度上昇は考慮しない。 

  

1.9.2  機器の気相部から機器外へ移行する放射能量 

  臨界事故が発生した機器の気相部に移行した放射性物質は，機器に供

給される気体及び溶液の蒸発により発生する水蒸気（以下，「機器に供

給される気体等」という。）により，機器外に移行する。 

機器に供給される気体等と機器の気相部内の気体が完全混合状態と

なる，すなわち，機器の気相部に導入される放射性物質が機器の気相部

で混合し，均一になると仮定する。この場合，ݐ߂ [h]の間に機器の気相

部から機器外へ移行する放射性物質は，機器の気相部内の放射性物質及

びݐ߂ [h]の間に溶液中から気相部に移行する放射能物質が，機器の気相

部内の気体及びݐ߂[h]の間に機器に流入する気体等より混合し，均一に

なり，	ݐ߂[h]の間に機器に流入する気体等の体積分の放射性物質が機器

の気相部から機器外へ移行すると考えられる。 

従って，機器の気相部から機器外へ移行する気体等の放射能濃度C′ 
[Bq／m3]は以下の通りとなる。 
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C′ሾ݊ሿ ൌ
ሺA୧୬ሾ݊ െ 1ሿ െ	ܣ௫ሾ݊ െ 1ሿሻ  ∆A୧୬ሾ݊ሿ

ܸ  ൫ܴሾ݊ሿ  ௩ሾ݊ሿ൯ݍ ൈ ݐ߂	
 

 

    :溶液中から気相部に移行する放射能量[Bq]ܣ

 ௫   :機器の気相部から機器外へ移行する放射能量[Bq]ܣ

ܸ    ：機器の気相部体積[m3] 

ܴ    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

  ௩  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h]ݍ

 

ここで， 

ܴ ൌ ܴ  R′ 
ܴ    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

ܴ′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するため

に供給する空気の流量[m3／h] 

である。 

 

これより，時間ݐ߂ [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する放

射能量∆Aୣ୶ [Bq]は，以下の式で表せる。 

 

∆Aୣ୶ ൌ ′ܥ 	ൈ ൫ܴ  ௩൯ݍ ൈ  ݐ߂	
 

 

以上より，溶液中から気相部に移行する放射能量ܣ 及び機器の気相

部から機器外へ移行する放射能量ܣ௫は以下の式により求められる。 

ሾ݊ሿܣ ൌܣ߂ሾ݅ሿ




௫ሾ݊ሿܣ，	 ൌܣ߂௫ሾ݅ሿ




 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては ݒ௩，ݍ௩を下記の

通りに置き換え，ݐ߂ を十分小さくとって計算する。 

௩ݒ  → 	
ೡೌ,			್ೠೝೞ	

௱௧
௩ݍ，  → 	

ொೡೌ,			್ೠೝೞ	

௱௧
 

௩ܸ,			௨௦௧ :バースト期のおける溶液の蒸発量 [m3] 

ܳ௩,			௨௦௧ ：バースト期のおける溶液の蒸発蒸気量 [m3] 
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上式より求めたܣ௫をܣで除した値ሺܣ௫/		ܣሻが機器外への移行割合，

この値を１から引いたもの（1െ ）が，機器内の残留割合（機ܣ		/௫ܣ	

器内残存率）となる。 



 

補 6-4-32 

1.9.3 計算結果 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 1.9－１表に，その設定根拠を第

1.9－２表に示す。 

臨界事故により発生する熱エネルギにより溶液が沸騰した場合，溶液中

の放射性物質がエアロゾルとして気相中に移行することから，本評価にお

いては，臨界事故が発生した時点で溶液は沸騰状態にあると仮定し，核分

裂により溶液へ付与される熱エネルギは全て溶液の蒸発に使用されると

仮定する。また，機器外への放射性物質の押し出し効果として，沸騰に伴

って発生する水蒸気量を考慮する。 

機器内残存率の計算結果の計算結果を第 1.9－３表に示す。機器内残存

率は第７一時貯留処理槽で最大 25％となる。 
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第 1.9－１表 機器残存率の計算に使用する設定値 

 溶解槽 エンド
ピース
酸洗浄
槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

  5.0E-4 同左 同左 同左 同左 [１] ߝ

  ௩ [m3／h] 5.11E-2 同左 同左 同左 同左ݒ

௩ܸ,			௨௦௧  

[m3] 
1.42 E-2 同左 同左 同左 同左  

ܴ [m3／h]  0.671 0.2 0.139 0.042 0.406  

ܴ′ [m3／h] 6 同左 同左 同左 同左  

 ௩ [m3／h] 86.9 同左 同左 同左 同左 ※１ݍ

ܳ௩,			௨௦௧  

[m3] 
24.1 同左 同左 同左 同左 ※１ 

ܸ [m
3] 6.97 3 7.008 4.2 13  

 

※１ 蒸気量の計算方法は以下のとおり。 

・１核分裂当たりの放出エネルギ：200×10６［ｅＶ］ 

・ｅＶからＪへの換算係数：1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ] 

・水の蒸発潜熱：2257［ｋＪ／ｋｇ］（100℃における潜熱を設定） 

 

これより，蒸発蒸気量［ｍ３／h］＝核分裂率[fissions／s]×

3600[s／h]×200×10６［ｅＶ］×1.60218×10－19[Ｊ／ｅＶ]／（2257

［ｋＪ/ｋｇ］×1000［ｋＪ／Ｊ］×1000［ｋｇ／ｍ３］） 

 バースト期の蒸発量は，上記の式で 

蒸発蒸気量［ｍ３／h］→蒸発蒸気量［ｍ３］ 

核分裂率[fissions／s]→バースト期の核分裂数[fissions] 

 と置き換えて計算する。 
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第 1.9－２表 機器内残存率の計算に使用する値の設定およびその根拠 

項目 設定 根拠 

溶液の沸騰に
よる水蒸気の
発生 

考慮する 臨界によって発生するエアロゾル
は主に溶液の沸騰により生じるた
め，水蒸気の発生を考慮する。 

沸騰開始時間 臨界発生と同時 放出量評価の観点からは，臨界発生
と共に沸騰が開始するとすること
が安全側の設定になるため。 

沸騰終了時間 未臨界移行時間の
10 分とする。 

沸騰は臨界による熱エネルギによ
り生じるため，未臨界への移行によ
り沸騰が終了するため。 

機器に供給さ
れる空気量 

考慮する 臨界事故時に供給され続ける空気
量として設定する。 

機器の気相部
内に存在する
水素を含む気
体を掃気する
ために供給す
る空気（追加
空気）の流量 

６[m3／h]※１ 機器の気相部内に存在する水素を
含む気体を掃気するために供給す
る空気（追加空気）の流量として６
[m3／h]※１を考慮する。 

追加空気の供

給開始時間 

臨界事故の検知※２

を起点として40分

後 

現場移動，ホース敷設の時間を考慮

して設定 

水素発生量 考慮しない 
 

エアロゾルを機器外へ押し出す気
体という観点では，水素は供給ガス
と同じ役割である。従って，エアロ
ゾルの機器残留率の評価では，水素
発生量を見込まないほうがより安
全側の評価となる。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄
槽及びエンドピー
ス酸洗浄槽 

オーバーフロー運転であり液量が
変化しないため，運転時に想定され
る気相部の容積とする 

第５一時貯留処理
槽及び第７一時貯
留処理槽 

誤移送時の液量が定まらず，また気
相部容積が大きいほうが安全側の
結果を与えるため，機器の全容積と
する 

※１ 本設定の根拠は 3.に示す。 

※２ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 
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第 1.9－３表 機器内残存率の計算結果 

機器名 機器内残存率[%] 

（計算結果） 

機器内残存率[%] 

（有効性評価使

用値） 

溶解槽 12 15 

エンド ピース酸洗浄槽 ４ ５ 

ハル洗浄槽 13 15 

第 5 一時貯留処理槽 7 10 

第 7 一時貯留処理槽 25 25 
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2. 臨界事故において外部に放出される可能性のある放射性希ガス及び

放射性よう素の大気中への放出割合の評価方法と評価に用いたパラメ

ータについて 

 

臨界事故時の有効性評価の一つとして，公衆への被ばく影響が大きい放

射性希ガス及び放射性よう素の放出量について，放出量の低減効果を評価

している。ここでは，同評価の内容について取りまとめる。 

 

2.1  評価対象の放射性物質  

評価対象とする放射性物質は，臨界事故における公衆の放射線被ばく

影響の大きさの観点から放射性希ガス・よう素（以下，「放射性希ガス

等」という。）を対象とする。放射性希ガス等の内訳を第 2.1－１表に示

す。  

本表に記載の核種は，設計基準事故において想定している溶解槽にお

ける臨界事故時の線量評価として想定している核種と同一とした。 

 

溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，及びハル洗浄槽（以下，「溶解槽等」

という。）における臨界事故では，核分裂による放射性希ガス等の生成

量は，核分裂を起こす核燃料物質がウラン及びプルトニウムであること

から，放射性希ガス等の発生量の多いウラン－235 の核分裂収率に核分

裂率を乗じた値を使用する。  

精製建屋 第５一時貯留処理槽及び精製建屋 第７一時貯留処理槽（以

下，「第５一時貯留処理槽等」という）における臨界事故では，臨界で

核分裂を起こす核燃料物質がプルトニウムであることから，プルトニウ

ム－239 の核分裂収率に核分裂率を乗じた値を使用する。  
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第 2.1－１表 臨界事故時に発生する放射性希ガス等の生成に係る諸定数 

 

 

U-235 Pu-239

Kr-83m 0.53 0.29 1.83 h 1.050E-04 2.500E-03 1
Kr-85m 1.31 0.55 4.48 h 4.300E-05 1.590E-01 1
Kr-85 0.29 0.13 10.73 y 2.050E-09 2.200E-03 1
Kr-87 2.54 0.95 76.3 m 1.510E-04 7.930E-01 1
Kr-88 3.58 1.32 2.8 h 6.880E-05 1.950E+00 1
Kr-89 4.68 1.46 3.18 m 3.630E-03 2.067E+00 1
Xe-131m 0.04 0.05 11.9 d 6.740E-07 2.000E-02 1
Xe-133m 0.19 0.23 2.25 d 3.570E-06 4.200E-02 1
Xe-133 6.77 6.97 5.29 d 1.520E-06 4.500E-02 1
Xe-135m 1.06 1.56 15.65 m 7.380E-04 4.320E-01 1
Xe-135 6.63 7.47 9.083 h 2.120E-05 2.500E-01 1
Xe-137 6.13 6.24 3.83 m 3.020E-03 1.810E-01 1
Xe-138 6.28 4.89 14.17 m 8.150E-04 1.183E+00 1
Ｉ-129 0.66 1.51 15700000 y 1.400E-15 2.400E-02 0.25
Ｉ-131 2.84 3.74 8.06 d 9.950E-07 3.810E-01 0.25
Ｉ-132 4.21 5.27 2.28 h 8.450E-05 2.253E+00 0.25
Ｉ-133 6.77 6.93 20.8 h 9.260E-06 6.080E-01 0.25
Ｉ-134m 0.43 0.96 3.7 m 3.120E-03 2.280E-01 0.25
Ｉ-134 7.61 7.29 52.6 m 2.200E-04 2.750E+00 0.25
Ｉ-135 6.41 6.31 6.61 h 2.910E-05 1.645E+00 0.25

崩壊定数

（ｓ-1）

（Ｘ＋γ）線
実効エネルギ
Ｅ(MeV／dis)

気相移行
割合

収率(％)
核種 半減期
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2.2 機器の気相部に導入される放射能量 

  放射性希ガス等は臨界の核分裂により発生する。時間ݐ߂ [h]の間に溶

液中から気相部に移行する放射能量（機器の気相部に導入される放射能

量）ܣ߂ [Bq]は，以下の式で表せる。 

 

ܣ߂ ൌ ݂ ൈ 	߯ ൈ 3600 ൈ   ݐ߂
݂ ：単位時間当たりの核分裂数[fissions／s] 

߯ ：1 核分裂当たり希ガスの発生量（ガンマ線実効エネルギ 0.5Ｍ

ｅＶ換算値） [Bq／fission] であり，以下の式で表される。 

 

߯ ൌ 	∑ ܻ ൈ 	ߣ ൈ ா
.ହ
ൈ   ߝ

Y୧   ：核種 iの核分裂収率 [1／fission] 

  ：核種	ߣ iの崩壊定数[1／s]  

E୧  ：核種 iの（Ｘ＋γ）線実効エネルギ[MeV／dis] 

   ：核種ߝ i の気相移行割合[1] であり，設計基準事故のうち，

溶解槽における臨界と同じ値とし， 具体的には 

ߝ ൌ ൝
1			 ൫希ガス൯

0.25			൫よう素൯
  とする。 

     

上式より 

߯ ൌ ൝
	9.5Eെ 4		൫溶解槽等における臨界事故൯

4.3Eെ 4			൫第５一時貯留処理槽等における臨界事故൯
 

[Bq ／fission]となる。 
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2.3  機器の気相部から機器外へ移行する放射能量 

  臨界事故が発生した機器の気相部に移行した放射性物質は，機器に供

給される気体及び溶液の蒸発により発生する水蒸気（以下，「機器に供

給される気体等」という。）により，機器外に移行する。 

機器に供給される気体等と機器の気相部内の気体が完全混合状態と

なる，すなわち，機器の気相部に導入される放射性物質が機器の気相部

で混合し，均一になると仮定する。この場合，ݐ߂ [h]の間に機器の気相

部から機器外へ移行する放射性物質は，機器の気相部内の放射性物質及

びݐ߂ [h]の間に溶液中から気相部に移行する放射能物質が，機器の気相

部内の気体及びݐ߂[h]の間に機器に流入する気体等より混合し，均一に

なり，	ݐ߂[h]の間に機器に流入する気体等の体積分の放射性物質が機器

の気相部から機器外へ移行すると考えられる。 

従って，機器の気相部から機器外へ移行する気体等の放射能濃度C′ 
[Bq／m3]は以下の通りとなる。 

 

C′ሾ݊ሿ ൌ
ሺA୧୬ሾ݊ െ 1ሿ െ	ܣ௫ሾ݊ െ 1ሿሻ  ∆A୧୬ሾ݊ሿ

ܸ  ൫ܴሾ݊ሿ  ௩ሾ݊ሿ൯ݍ ൈ ݐ߂	
 

 

    :溶液中から気相部に移行する放射能量[Bq]ܣ

 ௫   :機器の気相部から機器外へ移行する放射能量[Bq]ܣ

ܸ    ：機器の気相部体積[m3] 

ܴ    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

 ௩  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h]ݍ

 

ここで， 

ܴ ൌ ܴ  R′ 
ܴ    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

ܴ′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するため

に供給する空気の流量[m3／h] 

である。 

 

これより，時間ݐ߂ [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する放

射能量∆Aୣ୶ [Bq]は，以下の式で表せる。 
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∆Aୣ୶ ൌ ′ܥ 	ൈ ൫ܴ  ௩൯ݍ ൈ  ݐ߂	
 

以上より，溶液中から気相部に移行する放射能量ܣ 及び機器の気相

部から機器外へ移行する放射能量ܣ௫は以下の式により求められる。 

ሾ݊ሿܣ ൌܣ߂ሾ݅ሿ




௫ሾ݊ሿܣ，	 ൌܣ߂௫ሾ݅ሿ




 

 

上式より求めたܣ௫をܣで除した値（ܣ௫/		ܣ）が機器外への移行割

合，この値を１から引いたもの（1െ ）が，機器内の残留割合(機ܣ		/௫ܣ	

器内残存率)となる。 
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2.4 放射性希ガス及び放射性よう素の時間減衰 

放射性希ガス及び放射性よう素の時間減衰の放出量及び放出割合の

評価においては，放射性物質の時間減衰を考慮する。可溶性中性子吸収

材供給完了から放射性希ガス等が機器外へ移行するまでの時間を減衰

時間とする。 

上記より，単位時間あたりの大気中への放出量∆	A′ୣ୶ [Bq]は，以下の

式で表せる。 

 

∆	A′ୣ୶ሾnሿ ൌ δሾnሿ ൈ 	Dሾnሿ ൈ ∆	Aୣ୶ሾnሿ 

δሾnሿ ൌ ൝
0		൫廃ガス処理設備の再起動まで൯

1			൫廃ガス処理設備の再起動後൯
 

 

ここで D は減衰を見込まない場合の放射能に対する減衰を見込む場合

の放射能の比率（以下，「減衰率」という。）であり，以下の通りである。 

 

Dሾnሿ ൌ
∑ ܻ ൈ 	ߣ ൈ

ܧ
0.5 ൈ ߝ ൈ exp	ሺെߣ ൈ ሺ݊ ൈ ݐ߂ െ ܶீ ௗሻሻ

∑ ܻ ൈ 	ߣ ൈ
ܧ
0.5 ൈ ߝ

 

ܶீ ௗ：中性子吸収材供給完了時間 [h] 

（ ݊ ൈ ݐ߂  ܶீ ௗ の場合 Dሾnሿ ൌ 1 ） 

 

以上より，減衰を考慮した大気中への放出量A′ୣ୶は以下の式により求

められる。 

A′ୣ୶ሾ݊ሿ ൌ߂A′ୣ୶ሾ݅ሿ





 

 

上式より求めたAᇱୣ୶をܣで除した値ሺAᇱୣ୶/		ܣሻが大気中への放出割合

（減衰考慮）となる。 

減衰を考慮しない場合の機器内残存率(1െ ሻに減衰率を乗じܣ		/௫ܣ	

たD ൈ ሺ1െ  。ሻが機器内の残留割合（減衰考慮）となるܣ		/௫ܣ	

 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては ݂，ݍ௩を下記の通

りに置き換え，ݐ߂ を十分小さくとって計算する。 
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 ݂ → 	 ி್ೠೝೞ	
௱௧

௩ݍ，  → 	
ொೡೌ,			್ೠೝೞ	

௱௧
 

 ௨௦௧     :バースト期の核分裂数 [fissions]	ܨ

ܳ௩,			௨௦௧ ：バースト期における溶液の蒸発蒸気量 [m3] 

 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 2.4－１表に，その設定根拠を第

2.4－２表に示す。 

 

・機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するために供給する空

気の流量について 

 

手動による水素掃気用の空気の供給は，臨界事故の検知を起点として

40 分から開始する。また，貯留タンクによる放射性物質を含む気体の貯

留完了確認後に廃ガス処理設備の再起動を行うが，これは臨界事故の検

知※を起点として 60 分以降となる。 

これを踏まえ，機器の気相部に存在する水素を含む気体を掃気するた

めに供給する空気（以下，「追加空気」という。）の流量を以下のとおり

設定し，放射性希ガス等の放出量の低減効果を評価する。 

 

①臨界事故の検知を起点として 40 分から 60 分までの，追加空気の流量

を６[m3/h]とする。 

 

②放射性希ガス等に対しては放射能の減衰が見込めるため，事態収束後

に追加空気の供給を停止することは，放射性希ガス等の放出割合の低

減に資する。本評価では臨界事故の検知を起点として 60 分以降の追

加空気の流量を０[m3／h]とした場合の評価を行う。 

 

※ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 
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第 2.4－１表 放出割合の計算に使用する設定値 

 溶解槽 エンド
ピース
酸洗浄
槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

݂  

[fissions ／

s] 

1E+15 同左 同左 同左 同左  

௨௦௧	ܨ  

[fissions] 

1E+18 同左 同左 同左 同左  

ܴ [m3／h]  0.671 0.2 0.139 0.042 0.406  

R′ [m3／h] 6  同左 同左 同左 同左 臨界事故

の検知を

起点とし

て40分か

ら 開 始

し，60 分

まで継続 

0 同左 同左 同左 同左 臨界事故

の検知を

起点とし

て60分以

降 

௩ [m3／h] 0 同左 同左 同左 同左 考慮しなݍ

い。 

ܳ௩,			௨௦௧  

[m3] 

0 同左 同左 同左 同左 同上 

ܸ [m
3] 6.97 3 7.008 4.2 13  
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第 2.4－２表 放出割合の計算に使用する値の設定およびその設定根拠 

 

項目 設定値 設定根拠 

プラトー期の核分裂率

（基準） 

1E+15 fissions/s 過去の事故より設定 

バースト期の核分裂数 1E+18 fissions 同上 

核分裂収率 溶解槽等： 

U－235 の核分裂収率 

第５一時貯留処理槽

等： 

Pu－239 の核分裂収率 

機器ごとに，核分裂を

起こす核燃料物質の違

いを踏まえ設定。 

希ガスの発生時間 臨界事故発生～未臨界

移行時間の 10 分間 

未臨界への移行により

希ガスの発生が終了す

る。 

 

空気供給開始時間 臨界事故の検知※１を

起点として 40 分後 

現場移動，ホース敷設

の時間を考慮して設定 

廃ガス処理設備の再起

動を行う時間 

臨界事故の検知※１を

起点として 60 分 

評価上は左記時点よ

り，主排気筒から大気

中への放出が開始する

と設定。 

沸騰による蒸発蒸気量 考慮しない※２ より厳しい評価結果を

与えるよう，沸騰を考

慮しない。 

水素発生量 考慮しない 
 

より厳しい評価結果を
与えるよう，水素発生
量を考慮しない。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄槽及
びエンドピース酸洗浄
槽 

オーバーフロー運転で
あり液量が変化しない
ため，運転時に想定さ
れる気相部の容積とす
る 

第５一時貯留処理槽及
び第７一時貯留処理槽 

誤移送時の液量が定ま
らず，また気相部容積
が大きいほうが安全側
の結果を与えるため，
機器の全容積とする 
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項目 設定値 設定根拠 

機器の気相部内に存在

する水素を含む気体を

掃気するために供給す

る空気（追加空気）の

流量 

臨界事故の検知※１を

起点として 40 分から

開始し，60 分まで： 

6 m3/h  

水素を含む気体を掃気

するために供給する空

気流量。 

 

臨界事故の検知※１を

起点として 60 分以降： 

０ m3/h 

事態収束後に追加空気

の供給を停止すること

が，放射性希ガス等の

放出割合の低減に資す

るため，本評価では臨

界事故の検知を起点と

して 60 分以降の追加

空気の流量を０[m3／

h]とした場合の評価を

行う。 

希ガス減衰時間 臨界事故の検知※１か

ら 10 分～機器の気相

部外へ排出されるまで 

 

可溶性中性子吸収材の

供給完了(臨界事故の

検知※１から 10分)から

機器の気相部外へ排出

されるまでの時間を減

衰時間として見込む。 

 

※１ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 

※２ 沸騰について 

未臨界への移行により溶液の沸騰は終了すると仮定する。（臨界事故

の発生を想定する機器であって，臨界発生以前から既に沸騰状態にある

機器は存在せず，また臨界事故の拡大防止対策として工程を停止するた

め。） 

沸騰により発生した蒸気は機器気相部の放射性物質を機器外へ押し

出す効果があるが，廃ガス処理設備の再起動は未臨界への移行後に行う

ため，沸騰により機器外へ押し出された放射性物質は貯留タンクに貯留

される。そのため本評価の観点からは，溶液の沸騰を考慮しない方がよ

り厳しい評価結果を与える。 

誤移送を起因として臨界が発生する精製建屋 第５一時貯留処理槽

及び第７一時貯留処理槽は機器毎に誤移送時の液量が定まらないこと

から，より厳しい評価結果を与えるよう，溶液の沸騰を考慮しない。   
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一方，溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，及びハル洗浄槽はオーバーフ

ロー運転であり，臨界事故時の機器内溶液量が定められるが，より厳し

い評価結果を与えるよう，精製建屋 第５一時貯留処理槽及び第７一時

貯留処理槽と同じく溶液の沸騰を考慮しない。 
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2.5 計算結果  

臨界事故発生から６時間経過時点の放出割合の計算結果の計算結果を

第 2.5－１表に示す。 

機器から大気中へ放出される放射性希ガス等の割合（①）及び臨界事故

発生から６時間経過時点の放射性希ガス等の機器内残存率の割合（④）の

和は１％程度となる。すなわち，貯留設備による放射性物質の貯留により，

放射性希ガス等の大気中への放出割合は１％程度に低減される。 
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第 2.5－１表 臨界事故発生から６時間経過時点の放出割合の計算結果 

（水素掃気対策のため追加供給する空気流量６m3/h とした場合） 

   溶解槽 エンドピース酸

洗浄槽 

ハル洗浄槽 第５一時貯留処

理槽 

第７一時貯留処

理槽 

 

① 大気中への放出

割合（減衰考慮） 

ሺAᇱୣ୶/		ܣሻ 

0.63 0.33 0.16 0.068 0.28 % 

② 希ガス等の機器

内残存率（減衰

なし） 

ሺ1െ  ሻܣ		/௫ܣ	

43 35 67 59 72 % 

③ ６時間経過時点

の減衰率ሺDሻ 
5.3×10-3 5.3×10-3 5.3×10-3 8.3×10-3 8.3×10-3 - 

④ 放射性希ガス等

の機器内残存率

（減衰考慮） 

（=②×③） 

D ൈ ሺ1െ  ሻܣ		/௫ܣ	

0.23 0.19 0.35 0.48 0.59 % 

              

 臨界事故により生成する放射性希ガス等の放出割合 （①＋④）  

   0.86 0.51 0.51 0.55 0.86 % 
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2.6 核分裂収率の妥当性について 

2.6.1 出典の説明 

 2.1 で示した核分裂収率は，出典 1 から引用している。 

出典 1 には，核分裂により生成する放射性核種に対し，核分裂に寄

与する核燃料物質及び中性子の種別に応じて，核分裂収率が収載され

ている。（第 2.6-1 表） 

また，核分裂収率については，独立収率(Independent Yield)と積算

収率(Cumulative yield)がそれぞれ報告されている。 

さらに，核分裂収率は実験又は計算により求められており，それら

の結果を統計的な処理により統合し，推奨値が報告されている。臨界

事故の有効性評価で用いる核分裂収率は，すべて推奨値を用いる。 

 

第 2.6-1 表 収載されている収率の例 

核燃料物質 中性子の種別 文献１での表記 

ウラン-235 熱中性子 U235T 

ウラン-235 核分裂スペクトル U235F 

プルトニウム-239 熱中性子 PU239T 

プルトニウム-239 核分裂スペクトル PU239F 

 

2.6.2 核分裂収率の違いについて 

 核分裂収率には，独立収率と積算収率があり，核分裂により生成し

た放射性核種のみが含まれる独立収率に比べ，親核種の崩壊により生

成する寄与も含まれている積算収率は，大きくなる。 

 臨界事故対策の有効性評価の対象としている放射性希ガス等のうち，

ガンマ線実効エネルギを 0.5ＭｅＶとした場合の，気相に移行する全放

射能に対する寄与を見ると，U-235 かつ熱中性子による臨界において，

臨界継続時間 10 分時点における支配的な核種の方が，Kr-89（全移行

量の約 40％）と Xe-138（全移行量の約 40％）である。 

 また，Pu-239 かつ熱中性子による臨界において，臨界継続時間 10

分時点における支配的な核種は，Kr-89（全移行量の約 20％），Xe-138

（全移行量の約 50％）及び I-134（全移行量の約 20％）である。 

 これらの核種の核分裂収率等を第 2.6-2 表に示す。 

  



 

補 6-4-50 

 

第 2.6-2 表 放出放射性物質量において支配的 

となる核種の核分裂収率 

 U-235T Pu-239T 

核種 RI [%] RC [%] RI [%] RC [%] 

Kr-89 2.7 4.7 1.2 1.5 

Xe-138 4.7 6.3 4.1 4.9 

I-134 0.4 7.6 2.1 7.3 

RI: 推奨独立収率(Recommended Independent yields) 

RC: 推奨積算収率(Recommended Cumulative yields) 

 

2.6.3 評価で用いる核分裂収率について 

 臨界事故の起因との関連で，臨界事故対策の有効性評価では２種類

の核分裂収率を使い分ける。具体的には，第 2.6-3 表に示す。 
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第 2.6-3 表 臨界事故対策の有効性評価で用いる核分裂収率 

臨 界 事 故 の

発 生 を 想 定

する機器 

核 分 裂 に

支 配 的 と

な る 核 燃

料物質 

核 分 裂 に

支 配 的 と

な る 中 性

子の種別 

設定の根拠 

溶解槽 ウ ラ ン

-235 

熱中性子 臨界事故の発生の起因が，

燃料の溶解不良又は過剰な

燃料せん断片の供給による

ものであり，使用済燃料中

のウラン-235 が支配的にな

って臨界が発生していると

考えられ，また，ウラン-235

における核分裂収率とプル

トニウム-239 の核分裂収率

を比較すると，ウラン-235

を用いた方が放射性希ガス

の収率が大きいため，同値

を用いる。 

エ ン ド ピ ー

ス酸洗浄槽 

ハル洗浄槽 

第 5 一時貯留

処理槽 

プ ル ト ニ

ウム-239 

臨界事故の発生の起因が，

精製建屋一時貯留処理設備

において貯留した硝酸プル

トニウム溶液の誤移送であ

るため，プルトニウム-239

における核分裂収率を用い

る。 

第 7 一時貯留

処理槽 

 

2.6.4 核分裂収率の妥当性 

 核分裂による放射性希ガス等の生成量の計算においては，核分裂に

より直接生成される放射能に加え，親核種の崩壊を経て生成される放

射能が考慮されている積算収率を用いていることから，妥当である。 

 

2.6.5 出典 

1）MEEK,M.E. and RIDER,B.F. : Compilation of Fission Product Yields , 

Vallecitos Nuclear Center, NEDO-12154-1(1974) 
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3. 臨界事故への対処において実施する放射線分解水素の掃気対策で

供給する空気流量の評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

核分裂により発生する放射線分解水素及び溶液から発生する放射線分

解水素の掃気対策として，臨界事故が発生した機器内の水素を掃気するた

め，圧縮空気供給設備の一般圧縮空気系から臨界事故が発生した機器に空

気を供給する。ここでは，同評価の内容について取りまとめる。 

 

3.1 機器の気相部に導入される水素発生量 

  水素は溶液の放射線分解により発生する。時間ݐ߂ [h]の間に溶液中か

ら気相部に移行する放射線分解水素（機器の気相部に導入される水素量）

 。 [m3]は，以下の式で表せるܣ߂

 

ܣ߂ ൌ ሺݒுଶ,௧ ுଶ,௦ݒ ሻ ൈ 3600	 ൈ   ݐ߂
 ுଶ,௧ ：単位時間当たりの臨界による水素発生量[m3／s]ݒ

 ுଶ,௦  ：単位時間当たりの溶液由来の水素発生量[m3／s]ݒ

 

ここで，ݒுଶ,௧は１核分裂当たりの発生エネルギを200ሾMeV/fissionsሿ，
単位時間当たりの核分裂数を݂ [fissions/s] ，水素１mol 当たりの体

積を 22.4[L/mol]として，以下の式で表せる。 

 

ுଶ,௧ݒ ൌ 	
݂ ൈ 200	  ܸ݁ܯ

൨ݏ݊݅ݏݏ݂݅ ൈ 10
 ൈ 値ܩ ቂ݉100ܸ݁ݏ݈݁ݑ݈ܿ݁ ቃ ൈ 22.4 ቂ ܮ

ቃ݈݉

100 ൈ 6.02 ൈ 10ଶଷ ቂ݈݉݉ݏ݈݁ݑ݈ܿ݁ ቃ ൈ 1000
 

 

臨界による水素発生の G 値は 1.8 を採用する。（G 値の根拠は補足説明

資料-8 参照） 

 

3.2 機器の気相部から機器外へ移行する水素量 

  臨界事故が発生した機器に供給される気体等の流量と同じ体積中に

含まれる水素が機器外へ移行する。 

また，機器に供給される空気と機器内の水素が完全混合状態となる，

すなわち，機器の気相部に導入される水素は機器の気相部で混合し，均

一になると仮定すると，時間ݐ߂ [h]の間に機器の気相部から機器外へ移

行する気体等の水素濃度C′は以下の通りとなる。 
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C′ሾ݊ሿ ൌ
ሾ݊ܥ െ 1ሿ ൈ ܸ  ∆A୧୬ሾ݊ሿ

ܸ  ൫ܴሾ݊ሿ  ௩ሾ݊ሿ൯ݍ ൈ ݐ߂	
 

 

    ：機器内水素濃度 [１]ܥ

ܸ    ：機器の気相部体積[m3] 

ܴ    ：機器に供給される気体の流量 [m3／h] 

 ௩  ：単位時間当たりの溶液の蒸発蒸気量 [m3／h]ݍ

 

ここで，  

ܴ ൌ ܴ  Rᇱ  ሺݒுଶ,௧ ுଶ,௦ݒ ሻ ൈ 3600 
ܴ    ：臨界事故発生時から機器に供給される計装用圧縮空気，

水素掃気用空気等の流量 [m3／h] 

ܴ′    ：機器の気相部内に存在する水素を含む気体を掃気するため

に供給する空気の流量[m3／h] 

である。本評価では，機器に供給される気体の流量として水素発生

量ሺݒுଶ,௧ ுଶ,௦ݒ ሻ ൈ 3600 [m
3／h]を見込む。 

 

これより，時間ݐ߂ [h]の間に機器の気相部から機器外へ移行する水

素量∆Aୣ୶ [m3]は，以下の式で表せる。 

 

∆Aୣ୶ ൌ ′ܥ 	ൈ ൫ܴ  ௩൯ݍ ൈ  ݐ߂	
 

 

3.3 機器内水素濃度 

溶液の蒸発に伴って気相部の容積が増加するが，その量はバースト分

も含めて約 23[L]であり，機器の気相部体積（３[m3]以上）に対して無

視できるほど小さいため，沸騰による溶液量の減少に伴う機器の気相部

体積の増加は考慮しない。 

上記を踏まえると，時間ݐ߂ [h]の間の機器内水素濃度の変化量∆C は，

上記のܣ߂及び∆Aୣ୶を用いて，以下の式で表せる。 

 

∆C ൌ
ܣ߂ െ ௫ܣ߂

ܸ
 

 

以上より，機器内水素濃度C は以下の式より求められる。 
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Cሾ݊ሿ ൌ߂Cሾ݅ሿ





 

 

なお，バースト期の計算上の取り扱いについては ݒ௩，ݍ௩を下記の

通りに置き換え，ݐ߂ を十分小さくとって計算する。 

ுଶݒ  → 	
ಹమ,್ೠೝೞ	

௱௧
௩ݍ，  → 	

ொೡೌ,			್ೠೝೞ	

௱௧
 

ுܸଶ,௨௦௧ :バースト期における水素発生量[m3]  

ܳ௩,			௨௦௧ ：バースト期における溶液の蒸発蒸気量 [m3] 

 

ுܸଶ,௨௦௧ は݂ を下記の通りに置き換えることにより，計算する。 

 

݂ →	 ி್ೠೝೞ	
௱௧

  

 ௨௦௧     :バースト期の核分裂数 [fissions]	ܨ

 

 

上記より，廃ガス処理設備の再起動を行う時間の目安である臨界事故

発生から１時間時点までに各機器に６[m3/h]を供給した場合の機器内

水素濃度Cの変化を考察することによって，放射線分解水素の掃気対

策で供給する空気流量を評価した。 

本評価に用いた設定値を機器毎に第 3.3－１表に，その設定根拠を第

3.3－２表に示す。 
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第 3.3－１表 水素掃気用の追加供給空気必要量の計算に使用する設定値 

 溶解槽 エンド
ピース
酸洗浄

槽 

ハル洗
浄槽 

第５一
時貯留
処理槽 

第７一
時貯留
処理槽 

補足 

݂  

[fissions ／

s] 

1E+15 同左 同左 同左 同左  

௨௦௧	ܨ  

[fissions] 

1E+18 同左 同左 同左 同左  

ுଶ,௦ൈݒ 3600 
[m3／h] 

2.65E-2 1.60E-3 1.77E-3 7.60E-4 1.60E-2  

ܴ [m3／h]  0.671 0.2 0.139 0.042 0.406  

ܴ′ [m3／h] 6 同左 同左 同左 同左 臨界事故

の検知か

ら 40 分

以降から

考 慮 す

る。 

  ௩ [m3／h] 0 同左 同左 同左 同左ݍ

ܳ௩,			௨௦௧  

[m3] 

0 同左 同左 同左 同左  

ܸ [m
3] 6.97 3 7.008 3.6 3.8  
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第 3.3－２表 水素掃気用の追加供給空気必要量の計算に使用する値の 

設定およびその根拠 

項目 設定値 設定根拠 

プラトー期の核分裂率 1E+15 fissions/s 過去の事故より設定 

バースト期の核分裂数 1E+18 fissions 同上 

水素発生量（溶液由来） 機器毎に設定 臨界事故発生時の溶液の

性状を考慮して設定。※１ 

水素の発生時間 臨界事故発生～未臨

界移行時間の 10 分

間 

未臨界への移行により水

素の発生が終了する。 

機器に供給される空気

量 

機器毎に設定 臨界発生時点から吹き込

まれている計装用圧縮空

気及び水素掃気用空気等 

機器の気相部内に存在

する水素を含む気体を

掃気するために供給す

る空気の流量 

臨界事故の検知※２を

起点として 40 分か

ら開始し，6 m3/h  

各機器に６[m3/h]を供給

した場合の機器内の水素

濃度の変化を考察する。 

空気供給開始時間 臨界事故の検知※２を

起点として 40 分後 

現場移動，ホース敷設の

時間を考慮して設定 

沸騰による蒸発蒸気量 考慮しない より厳しい評価結果を与

えるよう，沸騰を考慮し

ない。 

気相部容積 溶解槽，ハル洗浄槽
及びエンドピース酸
洗浄槽 

オーバーフロー運転であ
り液量が変化しないた
め，運転時に想定される
気相部の容積とする 

第５一時貯留処理槽
及び第７一時貯留処
理槽 
 

運転実績から想定される
機器内溶液のPu溶液の濃
度，及び誤移送時の最大
溶液量から設定。 

※１ 本設定の根拠は 3.5 に示す。 

※２ 臨界事故の発生と検知の時刻は同時とする。 
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3.4 計算結果  

追加空気として各機器に６[m3/h]供給した場合の機器内水素濃度のト

レンドを第 3.4－１図から第 3.4－10 図に示す。臨界事故により発生する

放射線分解水素の水素濃度は，臨界事故中でも８ｖｏｌ％に達しない。ま

た，各機器に６[m3/h]を供給することで，また，臨界事故発生から１時間

以内に４ｖｏｌ％未満に低減できる。 

また，第 3.4－１表に示されるとおり，全ての機器で，溶液由来の放射

線分解水素の水素濃度平衡値が４ｖｏｌ％を下回ることから，一般圧縮空

気供給設備からの空気の供給により機器内の水素濃度を可燃限界濃度未

満にした後に，一般圧縮空気供給設備からの空気の供給を停止した場合に

おいても，機器内の水素濃度が可燃限界濃度に達することはない。 
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第 3.4－１表 溶液由来の放射線分解水素の水素濃度平衡値 

項目 

機器に供給され

る空気量 

[m3／h] 

ܴ 

水素発生量（溶

液由来） 

[m3／h] 

ሺݒுଶ,௦ൈ 3600ሻ 

溶液由来の放射線

分解水素の水素濃

度平衡値 

[vol％] 
ுଶ,௦ൈݒ 3600

ுଶ,௦ൈݒ 3600 ܴ
 

溶解槽 0.671 2.65E-2 3.8 

エンドピー

ス酸洗浄槽 
0.2 1.60E-3 0.8 

ハル洗浄槽 0.139 1.77E-3 1.3 

第 5一時貯留

処理槽 
0.042 7.60E-4 1.8 

第 7一時貯留

処理槽 
0.406 1.60E-2 3.8 
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第 3.4－１図 溶解槽の機器内水素濃度のトレンド 

（水素掃気用の追加供給空気 ６ m3/h） 
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第 3.4－２図 エンドピース酸洗浄槽の機器内水素濃度のトレンド 

（水素掃気用の追加供給空気 ６ m3/h） 
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第 3.4－３図 ハル洗浄槽の機器内水素濃度のトレンド 

（水素掃気用の追加供給空気 ６ m3/h） 
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第 3.4－４図 第５一時貯留処理槽の機器内水素濃度のトレンド 

（水素掃気用の追加供給空気 ６ m3/h） 
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第 3.4－５図 第７一時貯留処理槽の機器内水素濃度のトレンド 

（水素掃気用の追加供給空気 ６ m3/h） 
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3.5 機器内溶液から発生する水素発生量 

   第 3.5－１表に機器内の溶液による水素発生量の設定に使用した値，

第 3.5－２表にその設定根拠を示す。 
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第3.5－１表 機器内の溶液による水素発生量の設定値 

 

建
屋
名 

機器名 液量
[m3] 

硝酸濃度 
[mol/L] 

G 値 崩壊熱密度 
水素発生量 

[m3/h] 
Gα 

[molecules/1
00eV] 

Gβγ 
[molecules/1

00eV] 

α 
[W/m3] 

β 
[W/m3] 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 
溶解槽 B 3 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 2.65E-2 

エンドピース酸洗浄槽 A 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 
エンドピース酸洗浄槽 B 2.1 3 1.1E-01 4.2E-02 4.016E+02 1.098E+03 1.60E-3 

ハル洗浄槽 A 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 
ハル洗浄槽 B 0.2 0 1.4E+00 4.5E-01 4.016E+02 1.098E+03 1.77E-3 

精
製
建
屋 

第５一時貯留処理槽 0.2 0.91 4.7E-01 9.8E-02 9.6E+02 0.0E+00 7.60E-4 

第７一時貯留処理槽 3 0.5 6.4E-01 1.57E-01 9.6E+02 0.0E+00 1.60E-2 
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第3.5－２表 機器内の溶液による水素発生量の設定根拠 

機器名 液量 硝酸濃度，G値※１ 
崩壊熱密度 

[W/m3] 

溶解槽 

オーバーフロ
ー運転であり
液量が変化し
ないため，運
転時に想定さ
れる液量とす
る。 

溶解槽の臨界事故では硝酸濃度の低
下による溶解不良を起因として想定
しているため，安全側の評価として遊
離硝酸濃度を０[mol/L]とする。 

溶解液の崩壊熱密度。 

エンド
ピース
酸洗浄
槽 

平常運転時の硝酸濃度６[mol/L]にせ

ん断片装荷量 550ｋｇ・ＵＯ２（エン

ド ピース酸洗浄槽へ装荷する燃料せ

ん断片の質量を包含する条件として

燃料せん断片装荷量）が全量溶解した

場合の硝酸濃度を設定※２。 

せん断機又は溶解槽から

未溶解のせん断片が移行

することによる臨界事故

を想定するため，溶液の濃

度は当該機器の平常運転

時の濃度よりも上昇して

いる可能性があることか

ら，より厳しい結果となる

よう溶解槽の崩壊熱密度

を使用する。 

ハル洗
浄槽 

平常運転時のハル洗浄槽内の溶液は
水であるため，より厳しい結果となる
よう遊離硝酸濃度を０[mol/L]とす
る。 

第５一
時貯留
処理槽 誤移送時に想

定される最大

移 送 量 を 設

定。 

移送元機器に流入する溶液のうち，酸
濃度が最小となるプルトニウム溶液
の酸濃度。 

想定される最も高いプル
トニウム濃度の溶液とし
て，プルトニウム濃縮缶に
より濃縮される前のプル
トニウム溶液（最大値
24gPu/L）の崩壊熱密度を
設定する。 

第７一
時貯留
処理槽 

移送元機器に流入する溶液のうち，酸
濃度が最小となるプルトニウム溶液
の酸濃度。 

 

※１ 設定した硝酸濃度に対応するＧ値を使用する。 

※２ エンドピース酸洗浄槽の硝酸濃度の計算は以下の通り。 

Henrich らは、温度条件を指定せず 2～7 mol／L の硝酸による溶解で

NO と NO2 の発生割合がほぼ等しいとして、以下の（１式）を提案して

いる。（参考文献（１）参照） 

 

UO2 + 3 HNO3 → UO2(NO3)2 + (1/2) NO + (1/2) NO2 + (3/2) H2O  （１式）   

 

左辺に着目すると，UO2の溶解により消費される遊離硝酸の量[mol]は 

݉ைଶሾ݃ሿ

ைଶሾܯ
݃
ሿ݈݉

ൈ 3 ൌ 6.12 ൈ 10ଷሾ݈݉ሿ 
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となる。 

 

ここで 

݉ைଶ:溶解するUO2質量 550 ൈ 10ଷሾ݃ሿ 

ைଶ: UO2のmol質量 270ሾܯ 


ሿ 

である。 

 

従って，臨界事故時のエンドピース酸洗浄槽内の溶液の遊離硝酸濃度

は 

2.1ሾmଷሿ ൈ 10ଷ ቂ L݉ଷቃ ൈ 6 ቂ
݈݉
݈ ቃ െ 6.12 ൈ 10ଷሾ݈݉ሿ

2.1ሾmଷሿ ൈ 10ଷ ቂ ଷቃ݉ܮ
ൌ 3.0ሾNሿ 

 

となる。 

 
 
参考文献 
( 1 ) 再処理プロセス・化学ハンドブック検討委員会, 再処理プロセス・化

学ハンドブック第3版, JAEA-Review 2015-002, 2015, 
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4. 線量告示に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度との比較

に係る評価方法と評価に用いたパラメータについて 

 

臨界事故により外部に放出される放射性物質は，敷地境界において，

線量告示（核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示）の周辺監視区域外の空気中の濃度

限度（３ヶ月平均）（以下，「濃度限度」という。）を下回ることを評価

している。ここでは，同評価の内容について取りまとめる。 

 

4.1 評価の前提 

本評価では，臨界事故により生成する放射性エアロゾル並びに放射性

希ガス及び放射性よう素（以下，「放射性希ガス等」という。）を評価

対象とする。 

 (１) 放射性エアロゾル 

   「1.」のセシウム－137 換算放出量（放射性エアロゾル）の評価で

は貯留タンクへの貯留を考慮し，放射性エアロゾルの放出割合（溶液

から気相中に移行した放射性エアロゾルが機器に残存する割合）を設

定しているが，本評価では保守性を見込み，全機器一律 100％と設定

（貯留タンクへの貯留を考慮せず，全量放出を想定）する。 

   上記以外の放出量算出に係る評価条件は，「1.」と同様とする。 

 (２) 放射性希ガス等 

   「2.」の放射性希ガス等の放出割合の評価では貯留タンクへの貯留

及び放射性希ガス等の時間減衰を考慮し，放射性希ガス等の大気中へ

の放出割合を１％程度に低減できると評価しているが，本評価では保

守性を見込み，全機器一律 100％と設定（貯留タンクへの貯留及び放

射性希ガス等の時間減衰を考慮せず，全量放出を想定）する。 

   上記以外の放出量算出に係る評価条件は，「2.」と同様とする。 

 

4.2 評価方法 

 (１) 放射性エアロゾル 

   濃度限度は３ヶ月平均の値で与えられているため，周辺監視区域外

の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]を算出するにあたっては「1.」及び

「4.1」で算出した各核種の放出量[Ｂｑ]より，３ヶ月放出での放出

率[Ｂｑ／ｓ]を算出する。 

   周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]（３ヶ月平均濃度）

は（１）式のとおり，放出率[Ｂｑ／ｓ]に相対濃度（以下，「χ／Ｑ」
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という。）を乗じて算出する。なお，χ／Ｑについては，放出源を主

排気筒，気象条件を 2013 年 4 月から 2014 年 3 月，実効放出継続時間

を１時間として算出した 1.2×10－６[s／ｍ３]の値を使用している。 

 

  周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３] 

＝放出率[Ｂｑ／s]×χ／Ｑ[s／ｍ３]×10－６[ｍ３／ｃｍ３]・・・（１） 

 

   算出した周辺監視区域外の空気中の濃度についてα核種及びβγ

核種をそれぞれ合計し，α核種については放出が想定されるβγ核種

の中で最も保守側の値となるＣｍ－250 の濃度限度 2×10－10[Ｂｑ／

ｃｍ３]の値，βγ核種については放出が想定されるβγ核種の中で

最も保守側の値となるＳｒ－90 の濃度限度 8×10－７の値と比較し，

割合の和が１未満となることを確認する。 

 

 (２) 放射性希ガス等 

   周辺監視区域外の空気中の濃度[Ｂｑ／ｃｍ３]（３ヶ月平均濃度）

は，「4.1(１)」と同様の方法で評価を行う。 

   算出した周辺監視区域外の空気中の濃度について放射性希ガス等

の核種毎に最も保守側の値となる濃度限度の値と比較し，割合の和が

１未満となることを確認する。 

 

4.2 評価結果 

 (１) 放射性エアロゾル 

   濃度限度との比較の結果，割合の和は最大でも約 1.3×10－３であり，

１未満となる。 

 

 (２) 放射性希ガス等 

   濃度限度との比較の結果，割合の和は最大でも約 1.9×10－１であり，

１未満となる。 

 

 (３) 結論 

   上記より，放射性エアロゾル及び放射性希ガス等の割合の和を合計

しても約 1.9×10－１であり、１未満となる。 

   なお，基準規模を超える臨界事故（バースト期の核分裂数：1.1×1017

ｆｉｓｓｉｏｎｓ，プラトー期の核分裂数 1.0×1016ｆｉｓｓｉｏｎｓ

／ｓ及び臨界継続時間５分）では，1.6×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓから
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3.1×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓとなり約２倍となるため，上記で算出した

割合の和（放射性エアロゾル及び放射性希ガス等）も約２倍となるが，

その場合にも濃度限度との比は１未満となる。また，寄与が大きい放

射性希ガス等については実際には時間減衰を見込めるため，本評価結

果よりも十分小さくなると考えられる。 
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5. 貯留タンク内の放射性物質濃度の推移について 

 

  臨界事故が発生した場合には，直ちに自動的に臨界事故が発生した機

器に接続される廃ガス処理設備を停止すると共に，臨界が発生した機器

から貯留タンクへの経路を確立し，空気圧縮機を用いて貯留タンクに放

射性物質を含む気体を貯留する。また，臨界事故が発生した機器に空気

を供給し，機器の気相部内に存在する放射性物質を含む気体を掃気し，

貯留タンクに導く。 

  ここでは，貯留タンクによる放射性物質を含む気体の貯留完了後，貯

留タンク内の放射性物質（放射性希ガス及び放射性よう素（以下，「放

射性希ガス等」という。）濃度が時間の経過に従ってどの程度減衰する

かについて説明する。なお，臨界事故により生成する放射性エアロゾル

は半減期が長く時間減衰が期待できないため，対象外とする。 

 

5.1 放射性希ガス等 

  第5.1－１図及び第5.1－２図にＵ－235及びＰｕ－239の核分裂収率

における放射性希ガス等の時間による減衰（放射性希ガス等をガンマ線

実効エネルギ 0.5MeV 換算とした場合の放射能に対する減衰）を示す。 

  第 5.1－１図及び第 5.1－２図のとおり，放射性希ガス等は貯留後１

日時点で千分の一程度まで減衰し，貯留後７日時点で十万分の一程度ま

で減衰する。 
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第 5.1－１図 放射性希ガス等の減衰割合（１時間後まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1－２図 放射性希ガス等の減衰割合（７日後まで） 
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補足説明資料 6－6（２８条） 

６．臨界事故への対処 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

不確かさの設定 
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1. はじめに 

本資料は，臨界事故における大気中への放射性物質の放出量（セシウム－

137 換算）の算定にあたって使用する各パラメータの不確かさについて説明

するものである。 

 

2.  各パラメータの不確かさについて 

(１) 臨界事故が発生した機器が保有する放射性物質量（ＭＡＲ） 

ａ．上振れ効果 

  ＭＡＲの上振れとなる要因はない。 

ｂ．下振れ効果 

  第１表に示す再処理する使用済燃料の冷却年数を 15 年に制限した条件

を用いて放射能濃度を算出し，第２表のとおり燃料使用の変動に係る補正

係数を考慮した場合，一桁未満の下振れとなる。 

 

第１表 使用済燃料の条件 

燃料型式 PWR 

初期濃縮度 4.5wt% 

燃焼度 45,000MWd/t･UPr 

比出力 38MW/t･UPr 

冷却年数 15 年 
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第２表 燃料使用の変動に係る補正係数 

元素グループ 
燃料仕様の変動に係る

補正係数 

Ru/Rh 1.7 

その他ＦＰ*１ 1.1 

Ｐｕ 
α 

2.0 
β 

Ａm,Cm 2.7 

*1 その他 FP とは,核分裂生成物のうち,Kr -85,I-129 及び Ru/Rh を除いた

ものを示す。 

 

また，再処理施設で保有する使用済燃料には，冷却期間 15 年以上とな

るものも含まれ，冷却期間 15 年以上の燃料を処理した場合，第１図に示

すとおり放射能の減衰による放射性物質量のさらなる低減効果を見込める。 

 

 

第１図 使用済燃料の冷却年数による崩壊熱及び Ru-106 の減衰 
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(２) 臨界事故の影響を受ける割合（ＤＲ） 

ａ．上振れ効果 

第３表に過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故及びその核

分裂数を示す。第４表に過去の臨界事故での全核分裂数及び核分裂率の推

定値を示す。 

過去に発生した臨界事故のモードは，バースト期のみで収束している

ものと、臨界事故の有効性評価で想定したバースト期及びプラトー期を有

するものがある。 

そこで、過去の臨界事故のうち、バースト期及びプラトー期を有する

臨界事故を参照し，核分裂数の上振れを推定すると，臨界事故のバースト

期，プラトー期の核分裂率の最大値はそれぞれ 1.1×1017ｆｉｓｓｉｏｎｓ

（United Nuclear Fuels Recovery Plant 1964 年：第３表及び第４表

No.14），及び推定 4.5×1016 ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃ（Idaho Chemical 

Processing Plant 1959 年：第３表及び第４表 No.６）である。（１） 

ただし、Idaho Chemical Processing Plant 1959 年の事故においては、

形状寸法管理を行わない貯槽に多量の高濃縮ウラン溶液が流入した結果発

生したものであり、臨界事故が発生した以降も溶液の移送が継続し、結果

として 20 分間にわたって臨界状態が継続したものである。一方，臨界事

故への対処では、臨界事故の発生を検知後、直ちに再処理施設の運転を停

止することで正の反応度の添加を防止するとともに、中性子吸収材の供給

による速やかな未臨界への移行が行われるため、上記の事故とは状況が異

なる。本事故以外の臨界事故のプラトー期の核分裂率の最大値は推定１×

1016ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃ（Idaho Chemical Processing Plant 1961

年：第３表及び第４表 No.８）となる。 

上記を踏まえ，上振れを考慮する場合においては，バースト期の核分
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裂数を 1.1×1017ｆｉｓｓｉｏｎｓ，プラトー期の核分裂数を１×1016 

ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓｅｃとする。 

また，臨界事故の影響を受ける割合は，全核分裂数に依存するため，

未臨界確保対策が想定よりも短い時間で完了できた場合には，その割合は

小さくなる。未臨界確保対策である重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

から，未臨界に必要な量の可溶性中性子吸収材が供給されるまでの時間に

ついては一律 10 分と設定しているが，実際の設備構成を踏まえた場合，

その時間は，５分以下と見積もられる。 

上記の全核分裂数の不確かさ及び現実的な可溶性中性子吸収材の供給

時間を総合的に考慮すると，全核分裂数は 3.1×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓと

なることから，条件によっては１桁未満（２倍程度）の上振れを有する可

能性がある。 
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第３表 過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故の核分裂数（１） 
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第４表 過去の臨界事故での核分裂数及び核分裂率の推定値 

No. 事象名 全核分裂数 

[fissions] 

推定核分裂率※ 

[fissions/sec] 

バースト核分裂数 

[fissions] 

1 Mayak Production Association，1953.3.15 2.00E+17 3.33E+15 ― 

2 Mayak Production Association，1957.4.21 1.00E+17 1.67E+14 ― 

3 Mayak Production Association，1958.1.2 2.00E+17 （バースト期のみ） 2.00E+17 

4 Oak Ridge Y-12Plant，1958.6.16 1.30E+18 6.90E+15 6.00E+16 

5 Los Alamos Scientific Laboratory，1958.12.30 1.50E+17 （バースト期のみ） 1.50E+17 

6 Idaho Chemical Processing Plant，1959.10.16 4.00E+19 4.44E+16 1.00E+17 

7 Mayak Production Association，1960.12.5 2.50E+17 3.47E+13 ― 

8 Idaho Chemical Processing Plant，1961.1.25 6.00E+17 1.00E+16 6.00E+16 

9 Siberian Chemical Combine，1961.7.14 1.20E+15 2.00E+13 2.00E+14 

10 Hanford Works，1962.4.7 8.00E+17 1.33E+14 1.00E+16 

11 Mayak Production Association，1962.9.7 2.00E+17 2.78E+13 ― 

12 Siberian Chemical Combine，1963.1.30 7.90E+17 2.12E+13 ― 

13 Siberian Chemical Combine，1963.12.2 1.60E+16 （不明） ― 

14 United Nuclear Fuels Recovery Plant，1964.7.24 1.30E+17 2.41E+13 1.10E+17 

15 Electrostal Machine-Building Plant，1965.11.3 1.00E+16 3.33E+12 ― 

16 Mayak Production Association，1965.12.16 5.50E+17 2.18E+13 ― 

17 Mayak Production Association，1968.12.10 1.00E+17 （不明） 1.00E+17 

18 Windscale Works，1970.8.24 1.00E+15 1.00E+14 ― 

19 Idaho Chemical Processing Plant，1978.10.17 2.70E+18 5.00E+15 ― 

20 Siberian Chemical Combine，1978.12.13 3.00E+15 （バースト期のみ） 3.00E+15 

21 Novosibirsk Chemical Concentration Plant，1997.5.15 5.50E+15 （バースト期のみ） 4.30E+15 

22 JCO Fuel Fabrication Plant,1999.9.30 2.50E+18 4.08E+13 8.00E+16 

※ 推定核分裂率（出力）のない場合及び「バースト期のみ」等の記載がない場合は，全核分裂数を継続時間で除した値

を推定核分裂率とした。 
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ｂ．下振れ効果 

今回設定した全核分裂数 1.6×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓと，第３表に示す

過去に核燃料物質の処理施設で発生した臨界事故の全核分裂数に 1017 

ｆｉｓｓｉｏｎｓ程度の場合もあることから，１桁程度下振れする可能性

がある。 

また，評価においては，より厳しい評価となるよう核分裂により発生

する熱エネルギは全て溶液の蒸発に使用される断熱条件とし，臨界事故発

生時に溶液が既に沸騰状態にあることを前提と仮定しているが，実際には

機器内の溶液量や機器への熱の伝達によっては溶液が沸騰に至らない可能

性がある。この場合，沸騰により放射性物質を含む蒸気が発生しないこと

から，１桁程度下振れする可能性がある。 

 

(３) 核分裂の熱エネルギによる沸騰等により放射性物質が機器の気相に移行

する割合（ＡＲＦ） 

不確かさの幅の設定は行わない。 

 

(４) 大気中への放出経路における低減割合 

 ａ．上振れ効果 

 (ａ) 臨界事故時に溶液が沸騰することにより発生するミストは気体に比べ

て質量が大きく，第２図に示すとおり廃ガス処理設備の配管の曲がり

部等において慣性によりその多くが配管の内壁に衝突する。Walsh, 

Schea による蒸発缶の研究によれば、1 回の直角衝突を通過した後のミ

スト濃度は 10mg/m3 以下となることが報告されている（２）。ただし，

本文献値が適用できるのはミスト濃度が 100mg/m3 以上のときであり，

事故の挙動によってはミスト濃度が 100mg/m3 未満となり，文献値を
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適用できない可能性もある。このため，ＬＰＦ（＝（１／除染係数）×

放出割合）は１桁程度上振れする可能性がある。 

 

 

第２図 ミストの慣性衝突のイメージ 

 

 (ｂ) 臨界事故への対策として実施する貯留タンクへの放射性物質の貯留に

ついては，確実性が高い対策ではあるが，万一，機器の動作不良等に

より貯留タンクへの気体の導出ができない場合には，廃ガス処理設備

を遮断して，水封部からセルに放射性物質を導出し，セルで滞留させ

る。 

 この場合，放射性物質を含む気体は，大部分がセルで滞留されるこ

とになるが，水素掃気の継続によるセルの内圧上昇又はセルの微小な

開口部の存在により，セルから建屋側に放射性物質が漏出する可能性

がある。その場合，放射性物質は建屋排気系の高性能粒子フィルタ

（１段）で除去されることとなるため、除染係数が 2 桁低下する。 

 さらに，前処理建屋のせん断処理・溶解廃ガス処理設備に接続され

ている溶解槽，エンド ピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽（以下，「溶解

槽等」という。）における臨界事故の場合は，セルへの導出経路に配管

ミスト

液膜
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曲がり部を見込むことができない機器構成になっていることから，廃

ガス処理設備の配管の曲がり部による除去効率を見込めず、これによ

り除染係数がさらに 1 桁低下する。 

一方で，健全な金属容器及び水中に貯蔵している場合の除染係数と

して 100 が文献値として報告されている
（ ３ ）

ことを踏まえ，廃ガス処理設

備を経由し水封部を介してセルに放出される部分について，除染係数

10 を考慮できる。 

上記を総合的に考慮すると，溶解槽等における臨界事故では高性能

粒子フィルタの除染係数の低下，放出経路構造物への沈着による除染

係数の低下，水封部を介したセルへの放射性物質の放出，及び貯留設

備での貯留による放出低減効果の変化による３桁程度の上振れとなる。

精製建屋第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽（以下，「第５一時

貯留処理槽等」という。）における臨界事故では高性能粒子フィルタの

除染係数の低下，水封部を介したセルへの放射性物質の放出及び貯留

設備での貯留による放出低減効果の変化による２桁程度の上振れとな

る。 

ｂ．下振れ効果 

  高性能粒子フィルタの除染係数は、第５表に基づき蒸気がフィルタの除

染係数を低下させる傾向をもつことを考慮して１段当りの除染係数を100

と設定している。ただし，廃ガス処理設備中の凝縮器により蒸気は凝縮さ

れることで，蒸気による除染係数の低下が生じないことが考えられ，この

場合，大気中への放射性物質の放出量は１桁程度の下振れを見込める。さ

らに，上記廃ガス処理設備には洗浄塔等の機器が設置されているため，洗

浄塔による放射線物質の除去に期待できる可能性があり，この効果として

大気中への放射性物質の放出量は１桁程度の下振れを見込める。 
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第５表 高性能粒子フィルタの通過率の変動（４） 

 

   



補 6-6-11 

ｃ．ルテニウムについて 

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質のうち，ルテニウムについて

は，気相中への移行が沸騰による飛まつ同伴であり，エアロゾルとして移

行すると考えられるものの，仮に揮発性の化学形態であった場合，放出経

路構造物及び高性能粒子フィルタによる除去が期待できない可能性がある。

その場合であっても，揮発性として移行したルテニウムは，廃ガス処理設

備に設置している洗浄塔等により一定程度除去されると推定される。 

廃ガス処理設備に設置している洗浄塔等による除去効果を安全側に見

積もって，揮発性ルテニウムの除染係数を，溶解槽等における臨界事故で

は 10 とする。なお，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）においても，洗浄塔が存在するが，ルテニウムの吸

着がＮＯｘの存在下において行なわれるものであることを考慮し，第５一

時貯留処理槽等における臨界事故ではこの効果を見込まない。 

臨界事故により気相中へ移行したルテニウムを全て揮発性とした場合

の，大気中への機器内の溶液由来のルテニウムの放出量（セシウム－137 

換算）を第６表，臨界事故時の核分裂により生成するルテニウムの大気中

への放出量（セシウム－137 換算）を第７表に示す。また，大気中への

放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の計算結果を表８表に示す。

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）は，溶解槽にお

ける臨界事故の場合で約６倍となる。 

揮発性ルテニウムの除染係数の設定根拠については 3.に示す。 
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第６表 大気中へのルテニウムの放出量（セシウム－137 換算） 

（ルテニウムを揮発性とした場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＬＰＦ＝（１／除染係数）×放出割合 

溶解槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 7.88E-26 1.00E-03 1.50E-02 1.18E-30 1.15E-02 1.36E-32
Ru-106 9.90E+11 1.00E-03 1.50E-02 1.49E+07 3.69E-02 5.49E+05

エンドピース酸洗浄槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 5.52E-26 1.00E-03 5.00E-03 2.76E-31 1.15E-02 3.18E-33
Ru-106 6.93E+11 1.00E-03 5.00E-03 3.47E+06 3.69E-02 1.28E+05

ハル洗浄槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 5.25E-27 1.00E-03 1.50E-02 7.88E-32 1.15E-02 9.09E-34
Ru-106 6.60E+10 1.00E-03 1.50E-02 9.90E+05 3.69E-02 3.66E+04

第５一時貯留処理槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 4.28E-31 1.00E-03 1.00E-01 4.28E-35 1.15E-02 4.94E-37
Ru-106 5.38E+06 1.00E-03 1.00E-01 5.38E+02 3.69E-02 1.99E+01

第７一時貯留処理槽
[Bq] [-] [-] [Bq] [－] [Bq]

核種 MAR ＡＲＦ LPF 放出量 Ｃｓ換算係数 Cs137換算放出量
Ru-103 1.79E-30 1.00E-03 2.50E-01 4.49E-34 1.15E-02 5.18E-36
Ru-106 2.26E+07 1.00E-03 2.50E-01 5.64E+03 3.69E-02 2.08E+02
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第７表 臨界の核分裂により生成するルテニウムの大気中への放出量 

（Ｃｓ－137換算）（ルテニウムを揮発性とした場合） 

核種 
溶解槽 

エンドピー

ス酸洗浄槽 
ハル洗浄槽 

第５一時貯

留処理槽 

第７一時貯

留処理槽 

セシウム－137 換算放出量（TBq）※１ 

Ru-103 3.96E-09 1.32E-09 3.96E-09 2.64E-08 6.59E-08 

Ru-105 6.08E-09 2.03E-09 6.08E-09 4.05E-08 1.01E-07 

Ru-106 8.14E-10 2.71E-10 8.14E-10 5.43E-09 1.36E-08 

合計 1.08E-08 3.62E-09 1.08E-08 7.23E-08 1.81E-07 

※１ 核分裂収率はルテニウムの放出量が大きくなるなるようプルトニウム－239 による核分裂収率を使用 
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第８表 臨界事故における大気中への放射性物質の放出量 

（Ｃｓ－137換算）（ルテニウムを揮発性とした場合） 

 

臨界事故の発生

を想定する機器 
評価対象 

放出量(ＴＢｑ) 

ルテニウムをエ

アロゾルとして

合算した場合 

ルテニウムを揮

発性として合算

した場合 

溶解槽 

Ｃｓ－137換算値 

1.1×10－７ 6.7×10－７ 

エンドピース酸

洗浄槽 
3.5×10－８ 1.7×10－７ 

ハル洗浄槽 1.1×10－７ 1.5×10－７ 

精製建屋 第５

一時貯留処理槽 
3.1×10－７ 3.8×10－７ 

精製建屋 第７

一時貯留処理槽 
7.6×10－７ 9.4×10－７ 
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3. 揮発性ルテニウムの除染係数 

以下，(１)及び(２)に放出経路における揮発性ルテニウムの挙動イメージ

を示す。 

ただし，揮発性ルテニウムの挙動については，不確実さが大きく，いかな

る条件下においても最大値を期待できるとは限らないが，溶解槽等における

臨界事故では，放出経路全体で除染係数 10 程度は期待できると考えられる。 
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(１) 貯槽から廃ガス処理設備に設置している洗浄塔までのライン 

本経路では，以下の特徴から除染係数１～1.3 程度期待できる可能性があ

る。（５） 

 流速が大きく，経路温度が高い場合は，蒸気の凝縮量は小さくなる。 

 気相中のＲｕＯ４は蒸気の凝縮に伴い凝縮液中へ移行する。 

 ＮＯｘ由来の亜硝酸（ＨＮＯ２）とＲｕＯ４が反応し，ニトロシルルテ

ニウム化合物を形成する。 

  ⇒ ２ＮＯ２＋Ｈ２Ｏ→ＨＮＯ３＋ＨＮＯ２ 

       ＲｕＯ４＋４ＨＮＯ２→Ｒｕ（ＮＯ）（ＮＯ３）３＋２Ｈ２Ｏ 

 残存するＲｕＯ４は硝酸蒸気雰囲気では安定化され，形態を維持した

まま，気相中を移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 貯槽から廃ガス処理設備に設置している洗浄塔入口までのラインに

おける揮発性Ｒｕの挙動イメージ 
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(２)  廃ガス処理設備に設置している洗浄塔 

廃ガス処理設備に設置している洗浄塔では，以下の特徴から除染係数は～

25 程度期待できる可能性がある。 

 文献
（ ６ ）

ではＮＯｘを付加せずガスモル比が近い条件で除染係数 1.2（Ｌ

ＰＦ＝0.82） 

 また，ＮＯｘを付加した条件では除染係数 25（ＬＰＦ＝0.04） 

 気相中のＲｕＯ４は蒸気の凝縮に伴い凝縮液中へ移行する。 

 ＮＯｘ由来の亜硝酸（ＨＮＯ２）とＲｕＯ４が反応し，ニトロシルルテ

ニウム化合物を形成する。 

  ⇒ ２ＮＯ２＋Ｈ２Ｏ→ＨＮＯ３＋ＨＮＯ２ 

       ＲｕＯ４＋４ＨＮＯ２→Ｒｕ（ＮＯ）（ＮＯ３）３＋２Ｈ２Ｏ 

 蒸気の凝縮に伴い，雰囲気中の硝酸水蒸気が減少し，ＲｕＯ４の一部

が固体状ＲｕＯ２へ変化する。 

  ⇒ ＲｕＯ４(ｇ)→ＲｕＯ２(ｓ) + Ｏ２ 

 実際の高レベル濃縮廃液において，気体状のＲｕの放出に対して模擬

廃液の加熱試験と同様の比でＮＯｘが放出される場合，ＬＰＦのさら

なる低下が予想され，この場合，最大で除染係数 25 となる。 

 

 

 

 

第５図 廃ガス処理設備に設置している洗浄塔における揮発性Ｒｕの挙動イ

メージ 

  



補 6-6-18 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備に設置している洗浄搭（ＮＯｘ吸収

塔）には溶解設備で供給されたＮＯｘが付加されていることから，同

様の低下が期待できる。 



補 6-6-19 

4．参考文献 

(１) “A Review of Criticality Accidents 2000Revision ”, LA-13638 

(２) “Sitting of fuel Reprocessing Plants and Waste Management 

Facilities”, ORNL-4451, 1970 

(３) Elizabeth M. Flew, B.A.J. Lister, “Assessment of the potential 

release of radioactivity from installations at AERE,” HARWELL. 

Implications for Emergency Planning, IAEA-SM-119/7, p653, 1969. 

(４) “Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis 

Handbook”,NUREG/CR-6410 

(５) 平成 27 年度原子力施設等防災対策等委託費（再処理施設内での放射性

物質の移行挙動に係る試験等）事業 事業報告書 国立研究開発法人 日本

原子力研究開発機構 平成 28 年 3 月 

(６) 平成 29 年度原子力規制庁委託成果報告書 再処理施設内での放射性物

質の移行挙動に係る試験等 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

平成 30 年 3 月 



 

 

 



 

令和２年１月８日 R2 

 

 

 

 

 

補足説明資料 6－7（２８条） 

６．臨界事故への対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業時間の想定根拠 
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作業時間の想定根拠 

 

１．未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手順 

(１) 未臨界への移行判断 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着 

用又は携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：緊急停止系を用いた停止操作は緊急停止操作スイッ 

チの操作であり，容易に操作可能である。また，セル 

周辺の線量当量率の計測はサーベイ メータの操作で 

あり，容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

  

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報により臨界事故の発生を判断

10分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

使用済燃料のせん断・溶解運転停
止

１分 約１分 訓練実績（中央制御室）

セル周辺の線量当量率の計測によ
る未臨界確保の判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報により臨界事故の発生を判断

10分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

主要工程停止 １分 約１分 訓練実績（中央制御室）

セル周辺の線量当量率の計測によ
る未臨界確保の判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定
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(２) 自主対策設備を用いた可溶性中性子吸収材の供給 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 

 

 

 

ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着 

用又は携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可溶性中性子吸収材の供給は可搬型可溶性中性子吸 

収材供給器の操作であり，容易に操作可能である。 

また，可搬型建屋内ホースの接続は，カプラ接続であ

り容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

  

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型可溶性中性子吸収材供給器
による可溶性中性子吸収材の供給

15分 約９分 訓練実績（現場）

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型可溶性中性子吸収材供給器
による可溶性中性子吸収材の供給

15分 約10分 訓練実績（現場）
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２．貯留タンクへの導出 

(１) 空気の供給 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着 

用又は携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給は通 

常の弁操作であり，容易に操作可能である。また， 

可搬型建屋内ホースの接続は，カプラ接続であり容 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供
給

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）
事象発生40分
後から継続
して実施

－

主排気筒の排気筒モニタ監視
事象発生から
継続して実施

－

貯留タンク内圧力監視及び貯留タンク入口の放
射線モニタ監視

事象発生から
継続して実施

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供
給

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）
事象発生40分
後から継続
して実施

－

主排気筒の排気筒モニタ監視
事象発生から
継続して実施

－

貯留タンク内圧力監視及び貯留タンク入口の放
射線モニタ監視

事象発生から
継続して実施

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

３．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気及び貯留タンクへ

の導出完了後の廃ガス処理設備による換気再開 

(１) 空気の供給及び換気再開のための対応 

 ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着 

用又は携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供
給

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）
事象発生40分
後から継続
して実施

－

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の
操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

貯留タンクの隔離弁の操作及び空気圧縮機の
停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供
給

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

計器監視（水素掃気系統圧縮空気流量）
事象発生40分
後から継続
して実施

－

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離
弁の操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

貯留タンクの隔離弁の操作及び空気圧縮機の
停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：圧縮空気設備の一般圧縮空気系からの空気供給は通 

常の弁操作であり，容易に操作可能である。また， 

可搬型建屋内ホースの接続は，カプラ接続であり容 

易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

(２) 自主対策設備を用いた水素掃気対策，セルへの導出及び滞留 

ａ．所要時間 

  (ａ)前処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｂ)精製建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着 

用又は携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型空気圧縮機からの空気供給 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

前処理建屋換気設備の溶解槽セル排風機の停
止

５分 約１分 訓練実績（中央制御室）

前処理建屋換気設備の溶解槽セル排風機入口
ダンパの閉止

20分 約10分 訓練実績（現場）

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型空気圧縮機からの空気供給 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風
機の停止

５分 約１分 訓練実績（中央制御室）

グローブ ボックス・セル排風機の停止 ５分 約１分 訓練実績（中央制御室）

セル排気フィルタ ユニット入口ダンパの閉止 ５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型空気圧縮機からの空気供給は通常の弁操作で

あり，容易に操作可能である。また，可搬型建屋内

ホースの接続は，カプラ接続であり容易に操作可能

である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート 

（制御建屋 地下１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート 

（制御建屋 地下１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（制御建屋 地下１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（制御建屋 地上１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下３階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 6-11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 6-11-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下３階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 



補 6-11-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（貯放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の敷設ルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の敷設ルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の敷設ルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 
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（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地下１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上４階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置の敷設ルート（地下１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置の敷設ルート（地上４階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置の敷設ルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽） 



補 6-11-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置の敷設ルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽） 
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10. 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）

への対処 



 

目次 
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10. 有機溶媒等による火災又は爆発への対処 

有機溶媒による火災又は爆発（放射線分解により発生する水素による爆発

を除く）については，合理的な範囲での多重の誤操作において，火災又は爆

発のプロセス量を逸脱するものの，火災又は爆発に至る温度条件，水素濃度

条件が成立しないことから，事故に至らない。 

このため，設定した設計上定める条件より厳しい条件の下では有機溶媒等

による火災又は爆発は想定されないが，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は

過去に他の施設において発生していることを踏まえ，２建屋４機器（分配設

備のウラン濃縮缶，プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶，高レベル

廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶及び酸回収設備の第２酸回収蒸発缶）を

特定し，さらに異常検知機能，誤操作等の条件を厳しく想定し，公衆への影

響を考慮し，プルトニウム濃縮缶において重大事故等の発生を想定した。 

 

(１) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の特徴 

ＴＢＰ又はその分解生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチル（以

下，これらの物質を「ＴＢＰ等」という。）と硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸

プルトニウムの錯体（以下，これらの錯体を「ＴＢＰ等の錯体」という。）

の急激な分解反応のおそれのある機器には，加熱蒸気最高温度を設定する

とともに供給液にはＴＢＰが混入しないよう，供給液からＴＢＰを除去す

る設計とすることで，濃縮缶又は蒸発缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を防止する設計としている。 

濃縮缶又は蒸発缶の加熱設備において加熱を停止するための設備は，加

熱蒸気の温度が加熱蒸気最高温度の設定値に到達した場合に一次蒸気及び

加熱蒸気を遮断するための加熱停止回路及び遮断弁で構成される。 

ＴＢＰを除去する設備は，ＴＢＰを含む硝酸プルトニウム溶液に希釈剤



を接触させることで水相中のＴＢＰを除去するミキサセトラ，希釈剤を供

給する試薬設備及びＴＢＰを含む硝酸プルトニウム溶液を供給する設備で

構成される。 

濃縮缶又は蒸発缶，機器及び配管等（以下 10.では「濃縮缶等」という。），

濃縮缶等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それぞれ塔槽類廃ガ

ス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以下 10.では「セル排気

系」という。），建屋換気設備の建屋排気系により換気され，濃縮缶等，セ

ル，建屋の順に負圧が浅くなるように設計されている。 

希釈剤によるＴＢＰ等の除去機能が喪失し，濃縮缶又は蒸発缶への加熱

蒸気の制御にも異常が生じ，熱的制限値による停止機能が喪失した状態が

継続し，濃縮缶又は蒸発缶内の溶液の温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生する温度を超えた場合にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，濃縮缶又は蒸発缶内に

存在しているＴＢＰ等は全て分解反応により消費されることを想定すると，

分解反応に伴い二酸化炭素，水，窒素やりん酸といった分解生成物及び熱

が発生するため濃縮缶又は蒸発缶内及び濃縮缶又は蒸発缶に接続している

塔槽類廃ガス処理設備内の配管へ圧力波が伝播し，圧力及び温度が急激に

上昇する。塔槽類廃ガス処理設備の系統内には水封安全器があるため，一

時的に一部の廃ガスが水封安全器からセルへ導出される可能性がある。ま

た，濃縮缶又は蒸発缶では，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴う圧力

波の伝播による溶液の飛散や急激な加圧により発生する放射性エアロゾル

が，圧力波の伝播後に遅れて機器外に放出される。ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が終わると，濃縮缶又は蒸発缶内の圧力及び温度は低下する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，濃縮缶又は蒸発缶へＴＢＰ等



の供給及び加熱が継続され，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度を超えた場合には，この分解反応は継続的に発生することが考えられ

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，１建屋１機器において発生を想定

する。 

【補足説明資料 10－１】 

【補足説明資料 10－２】 

【補足説明資料 10－３】 



(2) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の基本方針 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処として，再処理施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の第二十八条及び第三十七条に規定され

る要求を満足するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策を整備

する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，(１) ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の特徴に記載したとおり，気相へ移行する放射性物

質の量が増大する可能性があり，供給液の供給及び加熱が継続した場合に

は，継続的に分解反応が発生する可能性がある。 

以上を考慮し，再発防止を拡大防止対策として，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止するための対策，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な対策及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い発生した放射性物質を

貯留設備へ貯留するために必要な対策を整備する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を想定する機器はプルトニウム濃縮

缶とし，各対策の概要図を第10－１図及び第10－２図に示す。また，基本

方針の詳細を以下に示す。 

 



ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を検知し，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

自動的に停止するとともに，プルトニウム濃縮缶を加熱するための蒸気発

生器への蒸気供給を手動にて停止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応の再発を防止する。 

【補足説明資料10－４】 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の経路を自動的に直ちに遮断するとともに，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質を貯留タンクへ貯

留するための経路を確立し，空気圧縮機を用いて貯留タンクに放射性物質

を含む気体を貯留する。 

貯留タンクへ放射性物質を含む気体を導出し，貯留タンクが規定圧力に

到達後，平常運転時の塔槽類廃ガス処理設備からの排気の経路に復旧する

とともに，貯留タンクの隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。また，

貯留タンク入口には，逆止弁を設置することで，貯留タンクから通常時の

排気経路への放射性物質を含む気体の逆流を防止する。 

 



10.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 

10.1.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の具体的内容 

10.1.1.1 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給の停止及び加熱設備の停止 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，連続的に供給液

が供給されることによって再発するＴＢＰ等の分解反応を防止するた

め，プルトニウム濃縮缶液相部温度高警報，プルトニウム濃縮缶の気相

部圧力高高警報及びプルトニウム濃縮缶の気相部温度高警報の３つの

うち２つ以上の警報の発報により，プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給を自動的に停止する。 

並行して，プルトニウム濃縮缶の加熱設備の手動弁を閉止する。 

 対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第10.1.1－１図

に，対策の手順の概要を第10.1.1－２図に，対策における手順と設備の

関係を第10.1.1－１表に，必要な要員及び作業項目を第10.1.1－３図に

示す。 

 

ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生検知及び重大事故等の判断 

   プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，気相部圧力高高警報及び気

相部温度高警報の３つのうち，２つ以上の警報の発報により，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を検知するとともに，供給液の供給が自

動的に停止する。 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生の検知により，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給停止の実施を

判断し，以下のｂ．及びｃ．に移行する。 

 ｂ．供給液の供給停止の成功判断 

 プルトニウム濃縮缶供給槽の液位計により，プルトニウム濃縮缶への



供給液の供給が停止したことを判断する。 

 ｃ．プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給停止 

プルトニウム濃縮缶への加熱を停止するため，蒸気発生器へ蒸気を供

給する系統の手動弁の閉止操作を実施する。 

 ｄ．プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給停止の成功判断 

加熱蒸気温度計により，加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生する温度未満になっていることを判断する。 

 

10.1.1.2 貯留設備による放射性物質の貯留 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，貯留タンクに

放射性物質を導出するため，貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに

貯留設備の空気圧縮機を自動的に起動し貯留タンクに放射性物質を導

く。同時に，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断する

ため，隔離弁の閉止に加え，排風機を自動的に停止する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって，塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の系統内の圧力が上昇することにより，廃ガスポ

ットから廃ガスの一部がセルへ放出されることが考えられる。この際，

セルへ放出される廃ガスには，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によっ

て発生する放射性物質は含まれない。 

   対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第10.1.1－４図

及び第10.1.1－５図に，対策の手順の概要を第10.1.1－２図に，対策に

おける手順と設備の関係を第10.1.1－２表に，必要な要員及び作業項目

を第10.1.1－６図に示す。 

 

ａ．貯留タンクへの導出 



   プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，気相部圧力高高警報及び気

相部温度高警報の３つのうち，２つ以上の警報の発報によるＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生の検知後，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の流路を自動的に遮断するとともに，プルトニウム濃縮缶から

貯留タンクへの流路を確立し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い

発生する放射性物質を貯留タンクに導く。 

ｂ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生検知及び重大事故等の判断 

   プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，気相部圧力高高警報及び気

相部温度高警報の３つのうち，２つ以上の警報の発報により，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を検知する。 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生の検知により，貯留タンクへの放射性物質の導出が開始されたことの

確認作業の実施を判断し，以下のｃ．に移行する。 

 ｃ．貯留タンクへの導出状況の確認 

 貯留タンク内の圧力の上昇及び貯留タンク入口の流量計の指示値の

上昇により，放射性物質を含む気体の貯留タンクへの導出が開始された

ことを確認する。 

 ｄ．貯留タンクへの導出完了判断及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）による排気再開 

貯留タンク内の圧力が規定の圧力に達した場合に，導出の完了と判断

する。 

貯留タンクへの放射性物質の導出完了後，塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の隔離弁の開操作を行い，排風機を再起動して，平常運転

時の放出経路に復旧し，放射性物質を管理された状態において放出する。 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の再起動後，貯留設備の隔離



弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。 



10.1.2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の有効性評価 

10.1.2.1 有効性評価 

(１) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の起因事象 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生原因をフォールトツリー分析

により明らかにする。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を頂上事象

とした場合のフォールトツリーを第 10.1.2－１図に示す。 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の起因となる異常の発生防止に係る安全機能

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の起因となる異常の進展防止に係る

安全機能が喪失することで，プルトニウム濃縮缶にＴＢＰ等が供給され，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度までプルトニウム溶液が

加熱されることを想定する。 

 

(２) 安全機能の喪失に対する仮定 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を想定する機器の安全機能は，

前述した機能以外の喪失は想定しない。 

【補足説明資料 10－５】 

(３) 有効性評価の考え方 

重大事故等の拡大の防止のための措置に係る有効性評価では，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生後，供給液の供給停止又は加熱の停止操作

に要する時間を評価する。供給液の供給停止又は加熱の停止操作の有効性

評価においては，解析コードは用いない。 

貯留設備による放射性物質の貯留に係る有効性評価では,供給液の供給

停止又は加熱の停止によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発が防止

され，また，貯留タンクへの導出が完了し，貯留タンクにおいて放射性物



質を貯留している状況下において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生したプルトニウム濃縮缶内に残留している放射性物質が，塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）による排気の再開に伴って大気中に放出される

ことを想定し，放射性物質量，事故時の放射性物質の移行率，高性能粒子

フィルタ及び放出経路構造物による除染係数並びに貯留設備による放射性

物質の貯留の効果により期待される放出低減効果を考慮して大気中への放

射性物質の放出量（以下，「セシウム－137換算放出量」という。）を評価

する。貯留設備による放射性物質の貯留の有効性評価においては，解析コ

ードは用いない。 

 

(４) 機器の条件 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に使用する機器を第

10.1.2－１表に示す。また，主要な機器の機器条件を以下に示す。 

 ⅰ．プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン 

   内部を減圧することで，溶液を汲み上げ，一定量で送液する設備であ

る。プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，プルトニウム濃縮缶の気

相部圧力高高警報及びプルトニウム濃縮缶の気相部温度高警報の３つ

のうち，２つ以上の警報の発報によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生を検知し，駆動ラインを自動的に遮断することでプルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデオンを停止する。 

 ⅱ．蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁 

   蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁を閉止することにより，プ

ルトニウム濃縮缶の加熱が停止する。 

【補足説明資料 10－６】 

 ⅲ．安全圧縮空気供給設備 



安全圧縮空気供給設備は，プルトニウム濃縮缶に対して，約 0.4 

ｍ３／ｈで空気を供給するものとする。 

ⅳ．一般圧縮空気供給設備 

一般圧縮空気供給設備は，プルトニウム濃縮缶に対して，約 0.05 

ｍ３／ｈで空気を供給するものとする。 

ⅴ．プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム濃縮缶は Ｌ／ｈで供給液の供給及び蒸発濃縮がな

されているものとする。 

ⅵ．セルへ導出される空気量 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，廃ガスポットからセ

ルへ導出される空気量は，プルトニウム濃縮缶から廃ガスポットまでの

空気量とし，具体的には約 0.8ｍ３とする。 

ⅶ．貯留設備 

貯留設備は，プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，プルトニウム

濃縮缶の気相部圧力高高警報及びプルトニウム濃縮缶の気相部温度高

警報の３つのうち，２つ以上の警報の発報によりＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生が検知された場合に，直ちに貯留タンクへの経路の確

立及び放射性物質の導出が自動で実施され，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応により発生する放射性物質を含む気体が貯留タンクに導出され，

貯留完了後に貯留タンクへの経路から平常運転時の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）に系統を切り替えられるものとする。 

貯留設備の貯留タンクは，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知を

起点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を貯留できる容

量として約 11ｍ３を有するものとする。 

については商業機密の観点から公開できません。



 ⅷ．電源設備 

   電源設備は，１系列当たり精製建屋で最小約 120ｋＶＡの余裕を有し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処で１系列を用いる。 

有効性評価においては，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に

用いる設備が必要な電力を供給できる設計としていることから，以下に

示す必要な電力を供給できるものとする。 

精製建屋のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設

備：約 50ｋＶＡ 

 

(５) 操作条件 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止において操作を要するものは，プル

トニウム濃縮缶を加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁

の閉止操作である。 

本操作は，プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を検知してから速やかに開始し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応発生の検知から25分後までに作業を完了できるものとする。 

貯留設備による放射性物質の貯留において操作を要するものは，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性物質を貯留タンク

へ導出した後に，プルトニウム濃縮缶からの排気経路を，貯留設備から

平常運転時の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に切り替える操作

である。 

本操作は，中央制御室から行う操作で，貯留タンクへの放射性物質を

含む気体の導出完了から，廃ガス処理設備の排風機の再起動完了まで８

分で完了するものとする。 

これらの対策の準備及び実施時に想定される作業環境を考慮した必



要な作業と所要時間を，第10.1.1－３図及び第10.1.1－６図に示す。 

(６) 放出量評価の条件 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によって，プルトニウム濃縮缶から塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）内の廃ガスポットまでの廃ガスは，

セルへ放出され，セル排気系から大気中へ放出される。一方，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行した放射性物質は，プルトニウ

ム濃縮缶に供給される空気，プルトニウム濃縮缶の加熱に伴う溶液の沸騰

で発生した水蒸気及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統内の

空気により貯留タンクに導かれ，貯留タンクで貯留されるため，貯留タン

ク内の圧力が規定の圧力である0.7ＭＰａに達するまでの期間においては

大気中への放射性物質の放出は生じない。 

貯留タンクへの導出が完了し，排気経路を塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）に切り替えた以降は，プルトニウム濃縮缶の気相部に残留して

いる放射性物質が塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）において除染さ

れたうえで外部に放出される。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，プルトニウム濃

縮缶から廃ガスポットまでの廃ガス及びプルトニウム濃縮缶が保有する放

射性物質量に対して，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により影響を受け

る割合，溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合，大気中へ

の放出経路における低減割合を乗じて算出する。 

セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162に示さ

れる，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく及び再浮

遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量への換算係

数を用いて，セシウム－137と着目核種との比から算出する。ただし，プル

トニウム等一部の核種は，化学形態による影響の違いを補正する係数を乗



じて算出する。 

【補足説明資料 10－６】 

ⅰ．塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセルへ導

出される可能性がある放射性物質の放出量評価 

 (ⅰ) プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃

ガスポットまでの廃ガスの全量がセルへ導出されたことを想定し，セル

排気系から大気中への放射性物質の放出量を評価する。 

 (ⅱ) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）で平常運転時に処理する排気

中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度

45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度4.5ｗｔ％，比出力38   

ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間15年を基に算出した値とする。 

 (ⅲ) セルへ導出される廃ガス中に含まれる放射性物質量のうち，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により影響を受ける割合は１とする。 

 (ⅳ) 放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10と

する。 

 (ⅴ) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセルに放

出される部分について，除染係数は10とする。 

 (ⅵ) セルへ放出される可能性がある放射性エアロゾルに対するセル排気

フィルタユニットの高性能粒子フィルタは１段で，セル排気フィルタユ

ニットの高性能粒子フィルタの放射性エアロゾルの除染係数を10３とし，

(ⅲ)及び(ⅶ)と合わせて除染係数は10５とする。 

 (ⅶ) 肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合は１

とする。 

ⅱ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応のに伴う放射性物質の放出量評価 

 (ⅰ) プルトニウム濃縮缶を対象に大気中への放射性物質の放出量を評価



する。 

 (ⅱ) プルトニウム濃縮缶が内包する放射性物質の濃度は，１日当たり処理

する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮

度4.5ｗｔ％，比出力38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間15年を基に，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生する温度が沸点となるまで過濃縮さ

れたプルトニウム溶液から算出した値とする。 

 (ⅲ) プルトニウム濃縮缶が保有する放射性物質量は，(ⅱ)において算出した

放射性物質の濃度に機器が内包する溶液の体積を乗じて算出する。 

 (ⅳ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，供給液の供給はインター

ロックにより速やかに停止するため，１分間ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が継続することによる放射性物質の放出量を加味して評価する。 

 (ⅴ) プルトニウム濃縮缶が保有する放射性物質量のうち，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応により影響を受ける割合は１とする。 

 (ⅵ) プルトニウム濃縮缶内のＴＢＰ量は，100％ＴＢＰの水への溶解度を

基に算出した30％ＴＢＰの水への溶解度，濃縮倍率，ＴＢＰの気相への

留出率，プルトニウム濃縮缶の液量より算出し約208ｇとする。また，

１分間ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が再発する際に供給されるＴ

ＢＰ量は，100％ＴＢＰの水への溶解度を基に算出した30％ＴＢＰの水

への溶解度及び１分間の供給量より算出し約１ｇとする。 

 (ⅶ ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する熱量は1,400   

ｋＪ／ｋｇ・ＴＢＰとする。 

 (ⅷ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気相

中への移行率は，爆発事象を想定した実験結果を整理した式のうち最も

厳しい結果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式から算出し

た値とし，以下の通りとする。 



・プルトニウム濃縮缶内の過濃縮溶液：約４×10－３ 

これは，より厳しい条件として，3.5ＭＰａを超える圧力をかけた場

合におけるＡＲＦの算出式を用いて評価した結果であり，安全余裕を見

込んだ移行率として採用した。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，供給液の供給停止ま

での１分間連続供給時における放射性物質の気相中への移行率は，爆発

事象を想定した実験結果を整理した式の0.35ＭＰａ未満における値と

し，以下の通りとする。 

・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，１分間連続供給時に発生

する分：５×10－５ 

これは，プルトニウム濃縮缶内にＴＢＰ等が供給液の供給分しか無く，

分解反応が発生した場合に，分解生成熱量は小さく，発生ガス量も少な

いため，濃縮缶内の圧力の上昇が小さいことから，0.35ＭＰａ未満の圧

力をかけた場合におけるＡＲＦの値を採用した。 

【補足説明資料 10－７】 

 (ⅸ) 放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10と

する。 

 (ⅹ) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から放出される放射性エアロ

ゾルに対する塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィ

ルタは２段で，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フ

ィルタの放射性エアロゾルの除染係数を１段目は10３，２段目は10２の合

計10５とし，(ⅸ)と合わせて除染係数は10６とする。 

 (ⅹⅰ) 肺に吸収され得るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合は１

とする。 

 (ⅹⅱ) プルトニウム濃縮缶内に残留する放射性物質の割合は，機器に供給さ



れる安全圧縮空気及び一般圧縮空気によって機器外に放射性物質が移

動するとして求めた割合である約４％とする。 

(７) 判断基準 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の有効性評

価の判断基準は以下のとおりとする。プルトニウム濃縮缶におけるプルト

ニウム濃度，ＴＢＰ量の推移及び圧力の推移を第10.1.2－２図に示す。 

ａ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又は加熱設備の停止 

  プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶への

加熱の停止により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに防

止できること。 

ｂ．大気中への放射性物質の放出量 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，貯留タンクでの貯留が

完了したうえで，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を起動して平常

運転時の放出経路に復旧した状況下での大気中へ放出される放射性物質の

放出量がセシウム－137換算で100ＴＢｑを下回るものであって，かつ，実

行可能な限り低いこと。 



10.1.2.2 有効性評価の結果 

(１) 有効性評価の結果 

ａ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又は加熱設備の停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知した場合は，インターロックに

よりプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンをＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応発生後１分以内に停止することができる。 

プルトニウム濃縮缶を加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手

動弁の閉止操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後２名にて25分

以内で完了するため，加熱を停止することができる。 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンをＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応発生後１分以内に停止することができるため，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発は速やかに防止できる。 

ｂ．大気中への放射性物質の放出量 

貯留設備による放射性物質の貯留後に，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の起動によって，プルトニウム濃縮缶内の気相部に残存している

可能性のある放射性物質が放出された場合の放出量は，100ＴＢｑを十分に

下回る。 

具体的な評価結果を第 10.1.2－２表から第 10.1.2－３表に示す。ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応で発生した放射性物質については，貯留設備

により，可能な限り外部に放出されないよう措置することから，大気中へ

の放射性物質の放出量は，実行可能な限り低くなっており，大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137 換算）は約２×10－５ＴＢｑとなる。 

放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第 10.1.2－３図に示す。 

(２) 不確かさの影響評価 

ａ．事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 



【補足説明資料10－８】 

(ａ) 貯留設備による放射性物質の貯留 

貯留設備による放射性物質の貯留の評価に用いるパラメータは，不確

かさを有するため，大気中への放射性物質の放出量に影響を与える。不

確かさを考慮した各パラメータの幅を以下に示す。 

 ⅰ．プルトニウム濃縮缶が保有する放射性物質量 

再処理する使用済燃料の冷却期間を15年，プルトニウム濃縮缶が取り

扱うことができる最大液量を保有しているものとして算出する放射性

物質量の最大値をＭＡＲとして設定する。 

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，放射性物質

量の最大値は，１桁未満の下振れを有する。また，再処理する使用済燃

料の冷却年数によっては，減衰による放射性物質量のさらなる低減効果

を見込める可能性がある。 

 ⅱ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生後の供給液の供給時間 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知後，インターロックにより自

動的にプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンは停止するため，供給液の供

給は速やかに停止することから，供給液の供給が停止するまでの時間に

は１桁未満の下振れがある。 

ⅲ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生後，連続供給時に発生する放

射性物質量 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃度は800

ｇ／Ｌであり，プルトニウム溶液の粘性は高いと考えられ，この濃度で

の実験結果はないことから，気液分離部から加熱部への流動については

不確かさが存在する。また，800ｇ／Ｌのプルトニウム溶液と供給液の

混合液が加熱されることによる分解反応の発生についても不確かさが



存在する。それぞれ，分解反応が発生することを前提とした設定した値

であることから，体系に起因した不確かさとして１桁未満の下振れを有

する。 

 ⅳ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気相中

への移行率 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気相

中への移行率を算出する際に使用した式は，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－6410に

おける爆発事象を想定した実験結果を整理した式のうち最も厳しい結

果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式を使用しており，実

験結果に対するｂｅｓｔ ｆｉｔの計算式との比較により，実際には１

桁程度の下振れを有する。 

一方，この式ではＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による発生エネル

ギを算出する必要があり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生

する熱量は，引用する分解反応によって発生する単位ＴＢＰ量あたりの

熱量によっては１桁未満の上振れを有する。また，ＴＢＰの水への溶解

度の幅を考慮すると，条件によっては１桁未満の上振れを有する可能性

がある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，供給液の供給停止までの間

における放射性物質の気相中への移行率は，ＴＢＰ量が少なく，分解生

成熱量及び発生ガス量が小さいことから爆発事象を想定した実験結果

を整理した式の0.35ＭＰａ未満における値を用いているため，不確かさ

は考慮しない。 

 ⅴ．放出経路構造物による放射性物質の除染係数 

プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機までの経路上のプルトニウム精製設備及び塔槽類廃ガス処理系（プ



ルトニウム系）の配管は，曲がり部が多く，数十ｍ以上の長い配管及び

複数の機器で構成されることから，放射性物質を大気中へ押し出すエネ

ルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による除去が期待できる。 

エネルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による除去について，プル

トニウム精製設備及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の構造的

な特徴による除去により設定値に対して１桁程度の上振れを有する。 

一方，粒子径分布によっては，設定値に対して１桁程度の下振れを有

する可能性がある。 

 ⅵ．貯留タンクへの放射性物質の貯留割合 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対策として実施する貯留タン

クへの放射性物質の貯留は，確実性が高い対策ではあるが，万一，機器

の動作不良等により貯留タンクへの気体の導出ができない場合には，塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を再起動し，主排気筒から大気中

へ放射性物質を放出する。この場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生に伴う放射性物質の放出量は，設定値に対して２桁未満の上

振れとなる。 

 

ｂ．操作条件の不確かさの影響 

(ａ) 実施組織要員の操作 

排気経路の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への切替え操作につ

いては，切替え操作が想定よりも時間を要した場合においても，貯留タン

クと塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）との間に設置する逆止弁によ

り，貯留タンク内の放射性物質が塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

に移行することはない。また，切替え操作に想定よりも時間を要した場合

には，貯留タンク内の圧力が空気圧縮機の吐出圧に達することで，貯留タ



ンクへの放射性物質の導出が困難となり，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の廃ガスポットからセルに放射性物質が導出される可能性はある

が，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を起動することにより塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタにより放射性エア

ロゾルを除去した後，主排気筒から大気中へ放出することから，判断基準

を満足することに変わりはない。 

万一，放射性物質の全量が廃ガスポットからセルへ導出された場合には，

放射性エアロゾルは建屋換気設備に設置されているセル排気フィルタユニ

ットの高性能粒子フィルタにより除去される。廃ガスポットは塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタよりも上流にあること

から，セル排気フィルタユニットによって除染された放射性物質は，設定

値に対して３桁未満の上振れを有するが，判断基準を満足することに変わ

りはない。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生検知後に実施する加熱蒸気の

供給停止操作に想定よりも時間を要した場合，プルトニウム濃縮缶の温度

が高い状態が継続することとなるが，ＴＢＰ等を含む供給液の供給は停止

しており，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発は防止できていること

から，判断基準を満足することに変わりはない。 

(ｂ) 作業環境 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内部事象を起因としており，有意な

作業環境の悪化はないことから，実施組織要員の操作の時間余裕には影響

を与えない。 



10.1.2.3 同時発生又は連鎖 

(１) 同時発生 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生原因は，動的機器の多重故障及

び誤操作を起因とした複数の発生防止機能の喪失であるが，発生防止機能

は事象の発生を想定する機器間で独立しているため，他濃縮缶又は蒸発缶

において同時に機能喪失することは考えられない。このため，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の同時発生は想定しない。 

 

(２) 連鎖 

ａ．起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合の事故時環境は，以下のとおりである。 

(ａ) 温度 

  プルトニウム濃縮缶内の液相部及び気相部はＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生する温度に到達しており，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

に伴い分解生成物及び熱が発生し，プルトニウム濃縮缶気相部での温度は

370℃程度であるが，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子

フィルタでは 40℃程度である。これらの温度では，安全機能を有する機器

の材質の強度が有意に低下することはなく，機器に接続する安全機能を有

する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

(ｂ) 圧力 

  プルトニウム濃縮缶内の気相部は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に

よって分解生成物及び熱が発生することから，一時的に 840ｋＰａ程度ま

で上昇する。塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィル

タでは差圧が４ｋＰａ程度である。これらの圧力や差圧では，安全機能を



有する機器の材質の強度が有意に低下することはなく，機器に接続する安

全機能を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

(ｃ) 湿度 

  プルトニウム濃縮缶では平常運転として蒸発濃縮運転をしていることか

ら，平常運転時から多湿環境下であり，機器自体及び機器に接続する安全

機能を有する機器が損傷することはなく，また，湿度の影響が機器のバウ

ンダリを超えて波及することはない。 

(ｄ) 放射線 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に至ったとしても，機器内の放

射線環境はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生前後で変化することは

ない。一方，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によって圧力波の伝播に伴

う溶液の飛散や急激な加圧に伴い溶液中の放射性物質が機器外へ移行する

ため，機器外の線量率が上昇するものの，安全機能を有する機器が損傷又

は機能劣化することはない。 

(ｅ) 物質（水素，煤煙，放射性物質）及びエネルギの発生 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い分解生成物やエネルギが発生す

ることで温度や圧力が上昇するが，(ａ) 温度及び(ｂ) 圧力に示したように，

機器に接続する安全機能を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

(ｆ) 落下・転倒による荷重 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合でも，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応により発生するエネルギが機器の材質の強度を有意に低

下させることはないため，機器が落下・転倒することはない。 

(ｇ) 腐食環境 

  プルトニウム溶液の過濃縮により，機器気相部が硝酸雰囲気になるが，

プルトニウム濃縮缶凝縮器において蒸気が除去されるため，プルトニウム



濃縮缶凝縮器下流では硝酸の存在比率が低下し，安全機能を有する機器が

損傷することはない。 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により，プルトニウム濃縮缶及

び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の配管内が同伴する硝酸成分に

より硝酸雰囲気となるが，ステンレス鋼等製であるため，ステンレス鋼等

から構成される安全機能を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

ｂ．起因となる重大事故等の事故影響が及ぶ範囲の特定及び安全機能喪失の

分析 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合，発生するエネルギは 0.1ＭＪ程度である。プルトニウム濃縮缶

に接続する常設重大事故等対処設備の機器，配管，精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備その他安全機能を有する機器の材質はステンレス鋼又はジルコニ

ウムであり，事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮しても，安全

機能を有する機器が損傷することはなく，機器のバウンダリを超えて影響

が波及することもないことから，他の重大事故等が連鎖して発生すること

はない。 

(ａ) 臨界事故への連鎖 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃縮缶にお

いて講じられている臨界事故に係る安全機能は，全濃度安全形状寸法管理

である。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時の温度，圧力，核燃料物

質の濃度変動，その他のパラメータ変動を考慮しても，臨界事故に係る安

全機能が喪失することはない。 

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波及すること

は想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外の貯槽等において臨界

事故が連鎖して発生することはない。 



(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃縮缶は安

全冷却水系による冷却は行っておらず，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

によるエネルギを全て溶液に与えたとしても，溶液の性状が変化するよう

な温度変化は生じない。 

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを越えて波及すること

は想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外の貯槽等において冷却

機能の喪失による蒸発乾固が連鎖して発生することはない。 

(ｃ) 水素爆発への連鎖 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃縮缶にお

いて講じられている水素爆発に係る安全機能は，安全圧縮空気系による水

素掃気機能であるが，想定される温度，圧力，その他のパラメータ変動を

考慮しても安全圧縮空気系による水素掃気機能が喪失することはない。 

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを超えて波及すること

は想定されないことから，プルトニウム濃縮缶以外の貯槽等において当該

貯槽等以外の貯槽等において水素爆発が連鎖して発生することはない。 

(ｄ) 有機溶媒等による火災への連鎖 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるエネルギを全て溶液に与えた

としても，溶液の性状が変化するような温度変化は生じない。 

また，これらの事故影響が，貯槽等のバウンダリを超えて波及すること

は想定されないことから，有機溶媒等による火災が連鎖して発生すること

はない。 

(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃縮缶は，使

用済み燃料貯蔵槽が設置される建屋とは異なる建屋に設置されているため，



使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷が連鎖して発生することはない。 

 



10.1.2.4 判断基準への適合性の検討 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策として，プルトニウム

濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合でのプル

トニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する手段，プルトニウム濃縮缶を

加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁を閉止する手段，貯留

設備へ放射性物質を貯留する手段及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）を平常運転時の放出経路へ復旧する手段を整備しており，これらの対

策について有効性評価を行った。 

  プルトニウム濃縮缶への供給液の供給は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を検知後，インターロックにより速やかに停止することで，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発を防止することができる。 

  プルトニウム濃縮缶への加熱は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検

知後，プルトニウム濃縮缶を加熱する蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の

手動弁を閉止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止

することができる。 

放射性物質を塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィ

ルタで除去することにより，大気中へ放出される放射性物質の放出量（セ

シウム－137 換算）は，約５×10－４ＴＢｑである。貯留設備による放射性

物質の貯留を講ずることにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）は，約２×10－５Ｔ

Ｂｑであり，設定した貯留設備による放射性物質の貯留の評価に用いるパ

ラメータの不確かさの幅を考慮しても，100ＴＢｑを下回る。このため，有

効性評価で示す大気中への放射性物質の放出量は妥当であると考えられ，

大気中への異常な水準の放出を防止することができる。 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与える



影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は無視できる又は小さい

ことを確認した。 

  以上より，「(５) 有効性評価の判断基準」を満足する。 



10.2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に必要な要員及び資

源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に必要な要員及び資源を

以下に示す。 

(１) 必要な要員の評価 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応において，プルトニウム濃縮缶への供

給液の供給停止後の液位監視，加熱停止及び温度の監視，貯留設備への放

射性物質の貯留時の監視及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を平

常運転時の放出経路へ復旧させる操作に必要な要員は７名であり，13 名の

実施組織要員で実施可能である。 

(２) 必要な資源の評価 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，動的機器の機能喪失及び人為的な

過失の重畳を起因として発生することから，電源等については平常運転時

と同様に使用可能である。 

ａ．電源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に必要な負荷は，最小余裕約

120ｋＶＡに対し最大でも貯留設備の空気圧縮機の約 50ｋＶＡである。ま

た，空気圧縮機の起動時を考慮しても約 80ｋＶＡであり最小余裕に対して

余裕があることから，必要電源容量を維持できる。 

 



 
 
 
 
第 10.1.1－１表 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及び加熱停止における手順と設備の関係 

 
 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ａ． ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の発生検知及

び重大事故等の

判断 

・プルトニウム濃縮缶圧力計における圧力高高警

報の発報，プルトニウム濃縮缶気相部温度高警

報及びプルトニウム濃縮缶液相部温度高警報の

３つのうち２つ以上の警報の発報により，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の発生を判断し，

重大事故等対策として以下のｂ．及びｃ．に移

行する。 

－ － 

・中央制御室の監視

制御盤 

・プルトニウム濃縮

缶圧力計 

・プルトニウム濃縮

缶気相部温度計 

・プルトニウム濃縮

缶液相部温度計 

ｂ． 供給液の供給停

止の成功判断 

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位計により，プル

トニウム濃縮缶への供給が停止したことを判断

する。 
・プルトニウム濃縮缶供

給槽ゲデオン 
－ 

・中央制御室の監視

制御盤 

・プルトニウム濃縮

缶供給槽液位計 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ｃ． プルトニウム濃

縮缶への加熱蒸

気の供給停止 

・ 蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁の

閉止操作を実施する。 
・蒸気発生器へ蒸気を供

給する系統の手動弁 
－ － 

ｄ． プルトニウム濃

縮缶への加熱蒸

気の供給停止の

成功判断 

・ プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計により，加

熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生する温度未満になったことを確認す

る。 

－ － 

・中央制御室の監

視制御盤 

・プルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温

度計 

 



 
 
 
 

第 10.1.1－２表 貯留タンクへの放射性物質の貯留おける手順と設備の関係 
 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ａ． ＴＢＰ等の錯

体の急激な分

解反応の発生

検知及び重大

事故等の判断 

・ プルトニウム濃縮缶圧力

計における圧力高高警報

の発報，プルトニウム濃縮

缶気相部温度高警報及び

プルトニウム濃縮缶液相

部温度高警報の３つのう

ち２つ以上の警報の発報

により，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を

判断し，重大事故等対策と

して以下のｂ．に移行す

る。 

－ － 

・中央制御室

の監視制御

盤 

・プルトニウ

ム濃縮缶圧

力計 

・プルトニウ

ム濃縮缶気

相部温度計

・プルトニウ

ム濃縮缶液相

部温度計 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ｂ． 貯留タンクへ

の導出状況の

確認 

・ 貯留設備の圧力計及び流

量計により，放射性物質

を含む気体が貯留タンク

内へ導出されていること

を確認する。 

・プルトニウム精製設備の配管・弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の主配管・

弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒

子フィルタ 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮機 

・貯留設備の逆止弁 

・貯留設備の貯留タンク 

・貯留設備の主配管・弁 

－ 

・中央制御室

の監視制御

盤 

・中央制御室

の安全系監

視制御盤 

・貯留設備の

圧力計 

・貯留設備の

流量計 

 

・ 貯留設備の圧力計及び流

量計を監視する。 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ｃ． 貯留タンクへ

の導出完了判

断及び塔槽類

廃ガス処理系

（プルトニウ

ム系）による排

気再開 

・貯留タンク内の圧力が規定

の圧力に達した場合に，導

出の完了と判断する。 

－ － 

・中央制御室

の監視制御

盤 

・貯留設備の

圧力計 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故等

対処設備 
計装設備 

ｃ． 貯留タンクへの

導出完了判断及

び塔槽類廃ガス

処理系（プルト

ニウム系）によ

る排気再開 

・ 塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の

隔離弁の開操作を行

い，塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）

の排風機を再起動する

ことで通常時の放出経

路に復旧し，管理され

た状態において放出す

る。 

・プルトニウム精製設備の配管・弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の主配管・

弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒

子フィルタ 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポ

ット 

・貯留設備の主配管・弁 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の貯留タンク 

・精製建屋換気設備のダクト・ダンパ 

・精製建屋換気設備のグローブボックス・セル排風機 

・精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニット 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のダク

ト・ダンパ 

・主排気筒 

－ 

・貯留設備の

圧力計 

 

・ 貯留設備の隔離弁を閉

止し，空気圧縮機を停

止する。 

 



重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備
緊急停止操作スイッチ（精製施設用）
（電路含む）

× ○ × × ×

監視制御盤（精製施設用）
（電路含む）

○ ○ ○ ○ ×

安全系監視制御盤（精製建屋） × × × ○ ×
緊急停止系（精製建屋）
（工程制御盤、電路含む）

× ○ × × ×

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計 ○ ○ × × ×
プルトニウム濃縮缶圧力計 ○ ○ ○ ○ ×
プルトニウム濃縮缶気相部温度計 ○ ○ ○ ○ ×
プルトニウム濃縮缶液相部温度計 ○ ○ ○ ○ ×
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 × × ○ × ×
貯留設備の圧力計 × × × ○ ×
貯留設備の流量計 × × × ○ ×
配管・弁［流路］ ○ ○ ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン ○ ○ × × ×
蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁 × × ○ × ×
主配管・弁［流路］ × × × ○ ○
高性能粒子フィルタ × × × ○ ○
隔離弁 × × × ○ ○
廃ガスポット × × × × ○
排風機 × × × ○ ○
圧力計 × × × ○ ×
貯留設備主配管・弁［流路］ × × × ○ ○
貯留設備の隔離弁 × × × ○ ○
貯留設備の空気圧縮機 × × × ○ ×
貯留設備の逆止弁 × × × ○ ×
貯留設備の貯留タンク × × × ○ ○
ダクト・ダンパ［流路］ × × × × ○
グローブボックス・セル排風機 × × × × ○
セル排気フィルタユニット × × × × ○

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
換気設備

ダクト・ダンパ［流路］ × × × × ○

主排気筒 主排気筒 × × × × ○
冷水ポンプ × × × ○ ×
冷水膨張槽 × × × ○ ×
冷水中間熱交換器 × × × ○ ×
一般冷却水系配管・弁［流路］ × × × ○ ×

一般圧縮空気系 一般圧縮空気系配管・弁［流路］ ○ × × ○ ×
安全圧縮空気系 安全圧縮空気系配管・弁[流路] × × × ○ ×

精製建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○ ○ ○
精製建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○ ○ ○
精製建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○ ○ ○
ユーティリティ建屋の6.9kV運転予備用主母線 ○ ○ ○ ○ ○
制御建屋の6.9kV運転予備用母線 ○ ○ ○ ○ ○
制御建屋の460V運転予備用母線 ○ ○ ○ ○ ×
制御建屋の常用直流電源設備 ○ ○ ○ ○ ×
受電変圧器 ○ ○ ○ ○ ○
受電開閉設備 ○ ○ ○ ○ ○
精製建屋の6.9kV非常用母線 × ○ ○ ○ ○
精製建屋の460V非常用母線 × ○ ○ ○ ○
精製建屋の非常用直流電源設備 × ○ ○ ○ ○
非常用電源建屋の6.9kV非常用主母線 × ○ ○ ○ ○
制御建屋の6.9kV非常用母線 × ○ ○ ○ ○
制御建屋の460V非常用母線 × × × ○ ×
制御建屋の非常用直流電源設備 × × × ○ ×

放出低減対策

設備名称 構成する機器

第10.1.2－１表　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処において使用する設備

精製建屋
TBP爆発

電気設備

計測制御系統施設

プルトニウム精製設備

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

一般冷却水系

精製建屋換気設備

(精製建屋塔槽類廃ガス処理設備)

（計測制御系統施設）

機器グループ
設備

TBP爆発に対処するための措置

プルトニウム濃縮缶への
供給停止

加熱蒸気の供給停止
貯留設備への

放射性物質の貯留



第10.1.2－２表（１） 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウ

ム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射性

物質の放出量 

 

核 種 放出量(Ｂｑ) 

Ｐｕ－238 4×10５ 

 Ｐｕ－239 4×10４ 

 Ｐｕ－240 7×10４ 

Ｐｕ－241 9×10６ 

 

  



第10.1.2－２表（２） 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウ

ム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射性

物質の放出量（廃ガスポットからセルに導出される空気） 

 

核 種 放出量(Ｂｑ) 

Ｐｕ－238 6×10２ 

 Ｐｕ－239 6×10１ 

 Ｐｕ－240 9×10１ 

Ｐｕ－241 2×10４ 

 

 



第10.1.2－３表 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮

缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射性物質

の放出量（Ｃｓ－137換算値） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

Ｃｓ－137換算値 2×10－５ 

 

 

 

 

 



（建屋境界）

蒸気供給設備

一般蒸気系から
蒸気発生器

プルトニウム濃縮缶

供給槽

プルトニウム

濃縮缶

プルトニウム濃縮缶

供給槽ゲデオン

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備

汚染のおそれのある区域

※１

Ｐ Ｔ

Ｌ

Ｔ プルトニウム
濃縮缶セル

Ｔ

放射性配管分岐第１セル

プルトニウム濃縮缶
供給槽セル

第10‐１図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（プルトニウム濃縮缶への供給停止・加熱蒸気の供給停止）



※２

汚染のおそれのある区域

重大事故等対処共通設備の

管理放出設備へ

貯留タンク

Ｐ

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備
※２ 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
※３ 気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の精製建屋換気設備の精製建屋排気系

プルトニウム

濃縮缶

※１

※２

プルトニウム系
塔槽類廃ガス洗浄塔セル

廃ガスポット

Ｐ ＴＴ

プルトニウム
濃縮缶セル

逆止弁

空気圧縮機

（建屋境界）

Ｆ

※３

第10‐２図（１） ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（貯留設備を用いた放射性物質の貯留）



※２

汚染のおそれのある区域

重大事故等対処共通設備の

管理放出設備へ

貯留タンク

Ｐ

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備
※２ 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
※３ 気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の精製建屋換気設備の精製建屋排気系

プルトニウム

濃縮缶

※１

※２

プルトニウム系
塔槽類廃ガス洗浄塔セル

廃ガスポット

Ｐ ＴＴ

プルトニウム
濃縮缶セル

逆止弁

空気圧縮機

（建屋境界）

Ｆ

※３

第10‐２図（２） ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（放出低減対策）



高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

＊１～＊３については別表参照

＊３

①

①

①

①

①

①

①

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮缶
供給槽

プルトニウム濃縮缶
供給槽ゲデオン

一般蒸気系より

①

Ｐ

Ｔ

Ｔ

論理回路

論理回路

①

＊1

Ｔ

逆止弁

（建屋境界）

Ｆ

Ｐ

常設重大事故等対処設備

弁（開）

弁（閉止）

排風機・空気圧縮機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

自主対策設備Ｌ

高性能粒子
フィルタ

グローブボックス・セル
排風機

＊２

①

①

隔離弁

廃ガスポット

セル

第10.1.1－１図（１） ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止）



高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

＊１～＊３については別表参照

＊３

①

①

①

①

①

①

①

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮缶
供給槽

プルトニウム濃縮缶
供給槽ゲデオン

一般蒸気系より

①

Ｐ

Ｔ

Ｔ

論理回路

論理回路

①

＊1

Ｔ

逆止弁

（建屋境界）

Ｆ

Ｐ

常設重大事故等対処設備

弁（開）

弁（閉止）

排風機・空気圧縮機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

自主対策設備Ｌ

高性能粒子
フィルタ

グローブボックス・セル
排風機

＊２

①

①

隔離弁

廃ガスポット

セル

第10.1.1－１図（２） ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給停止）



プルトニウム濃縮缶に係る警報を用い
た論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生検知 ※１

：操作・確認

：判断

：監視

：プルトニウム濃縮缶への供給停止

：自主対策設備を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止

：加熱蒸気の供給停止

：貯留設備による放射性物質の導出

凡例

プルトニウム濃縮缶への供給停止 貯留設備による放射性物質の導出

プルトニウム濃縮缶供給槽
ゲデオンの停止（自動）

蒸気発生器へ蒸気を供給する
系統の手動弁「閉止」（手動）

プルトニウム濃縮缶
加熱蒸気温度計の監視

【加熱蒸気の停止の判断】
・中央制御室において、加熱蒸
気温度がＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生する温度未満
となっていることの確認

※１ プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報，プルトニウム濃縮缶の気相部温度高
警報，プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報の３つの警報のうち，２つ
以上の警報が発報することで，論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
応が発生したと判定した場合。

※２ 重大事故等への対処の移行・手順着手の判断
（下記３つの警報のうち２つ以上の警報が発報したことを確認し，判断する）

・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報の発報
・プルトニウム濃縮缶の気相部温度高警報の発報
・プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報の発報

手順着手の判断 ※２

自主対策設備を用いた
プルトニウム濃縮缶への供給停止 加熱蒸気の供給停止

中央制御室において緊急停止系
操作スイッチ押下（手動）

【プルトニウム濃縮缶への供給停止の成否判断】
・中央制御室において、プルトニウム濃縮缶供給槽の

液位が一定であることの確認

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の監視

現場へ移動

貯留タンクへの貯留完了判断

・貯留タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇確認

Ｙ

貯留設備の隔離弁「閉止」及び空気圧縮機停止（手
動）

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）流路「遮断」
貯留タンクの隔離弁「開」及び貯留設備の空気圧縮機「起動」（自動）

監視制御盤において塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁「閉」

を確認及び安全系監視制御盤において塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機「停止」確認

監視制御盤において貯留設備の隔離弁「開」及び貯留設備の空気圧縮機「起

動」確認

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
「開」及び排風機の起動（手動）

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の
起動確認により排気経路の復旧確認

Ｎ
貯留タンクへの放射性物質の導出（自動）成否判

断

・貯留タンク内の圧力計の指示値上昇確認

・貯留タンクの流量計の指示値上昇確認

第10.1.1－２図「精製建屋におけるプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の手順の概要



液位監視

加熱蒸気の
供給停止

対策 作業

発生検知

・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報，プルトニウム
濃縮缶の気相部温度高警報及びプルトニウム濃縮缶の
液相部温度高警報のうち２つが発報した場合にＴＢＰ
等の錯体の急激な反応分解の発生を判断

拡大防止

・蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁の閉止

温度監視

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位の監視

経過時間（分）

備　　考

・加熱蒸気温度の監視

２

1

要員数

統括当直長
（実施責任者）

A,B

C,D ２

A,B ２

第10.1.1-３図　「精製建屋のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の分解反応」の
拡大防止対策の作業と所要時間

0:10

▽事象発生

0:25

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00

0:01

0:05

0:20



高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

＊１～＊３については別表参照

＊３

①

①

①

①

①

①

①

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮缶
供給槽

プルトニウム濃縮缶
供給槽ゲデオン

一般蒸気系より

①

Ｐ

Ｔ

Ｔ

論理回路

論理回路

①

＊1

Ｔ

逆止弁

（建屋境界）

Ｆ

Ｐ

常設重大事故等対処設備

弁（開）

弁（閉止）

排風機・空気圧縮機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

自主対策設備Ｌ

高性能粒子
フィルタ

グローブボックス・セル
排風機

＊２

①

①

隔離弁

廃ガスポット

セル

第10.1.1－４図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（貯留設備による放射性物質の貯留）



高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

貯留タンク

空気圧縮機

隔離弁

＊１～＊３については別表参照

＊３

①

①

①

①

①

①

①

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮缶
供給槽

プルトニウム濃縮缶
供給槽ゲデオン

一般蒸気系より

①

Ｐ

Ｔ

Ｔ

論理回路

論理回路

①

＊1

Ｔ

逆止弁

（建屋境界）

Ｆ

Ｐ

常設重大事故等対処設備

弁（開）

弁（閉止）

排風機・空気圧縮機

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

信号

自主対策設備Ｌ

高性能粒子
フィルタ

グローブボックス・セル
排風機

＊２

①

①

隔離弁

廃ガスポット

セル

第10.1.1.－５図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図（放出低減対策）



・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報，プルトニウム濃
縮缶の気相部温度高警報及びプルトニウム濃縮缶の液相
部温度高警報のうち２つが発報した場合にＴＢＰ等の錯
体の急激な反応分解の発生を判断

統括当直長
（実施責任者）

1
貯留設備による放
射性物質の貯留

２

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の操
作及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機
の起動

A,B ２

・貯留タンク内圧力及び流量の監視

E,F

A,B

・貯留タンクの隔離弁の操作及び貯留タンクの空気圧縮
機の停止

備　　考

第10.1.1-６図 「精製建屋のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の分解反応」
異常な水準の放出防止対策の作業と所要時間

対策

貯留状況確認異常な水準の
放出防止対策

放出経路構築

２

作業

経過時間（分）

要員数

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50

▽貯留タンクへの貯留完了

0:05

0:03

0:01



別表 精製建屋 TBP 等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の操作対象機器リ

スト 

加熱蒸気の供給停止 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊１ 蒸気発生器へ蒸気を

供給する系統の手動

弁 

手動操作 精製建屋地下２階 

 

貯留設備による放射性物質の貯留 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ 廃ガス処理設備の隔

離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊３ 廃ガス処理設備の排

風機 

スイッチ操作 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の
錯体の急激な分解反応の発生

③

②

① ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対応手段

①：プルトニウム濃縮缶への供給停止

②：加熱蒸気の供給停止

③：貯留設備を用いた放射性物質の貯留

④：放出低減

⑤：緊急停止系によるプルトニウム濃縮缶への供給停止（自主）

ＴＢＰ洗浄器

での希釈剤流

量制御系の異

常

プルトニウム

濃縮缶密度制

御系の異常

プルトニウム

濃縮缶液位低

による一次蒸

気供給停止機

能の喪失

運転員による

缶内密度、温

度の確認忘れ

又は異常検知

失敗

論理積

凡例

④

⑤

運転員による

希釈剤流量の

定期的な確認

貯槽下部から

の液の抜き出

し

液位低イン

ターロックに

よる移送停止

移送前の分析

によるＴＢＰ

濃度の確認

プルトニウム

濃縮缶加熱蒸

気圧力制御系

の異常

加熱蒸気温度

高による一次

蒸気供給停止

機能の喪失

加熱蒸気温度

高による加熱

蒸気供給停止

機能の喪失

運転員による

加熱蒸気温度

の確認忘れ又

は異常検知失

敗

加熱蒸気温度

高警報に基づ

く運転員によ

る対処

加熱蒸気圧力

高警報に基づ

く運転員によ

る対処

加熱蒸気温度の135℃への到達防止

ＴＢＰ等の濃縮缶への持ち込み防止

プルトニウム

濃縮缶密度高

による一次蒸

気供給停止機

能の喪失

過濃縮（溶液温度の135℃到達）防止

論理和

第10.1.2－１図 フォールトツリー（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備）



 

 

 

【運転状態及び発生を想定する異常】 

①：プルトニウム濃縮缶への液張り及びプルトニウム濃縮工程の立ち上げ 
②：液位制御運転による所定濃度までの濃縮 
③：液位制御から密度制御への切り替え不能（液位制御の継続）及びＴＢＰ等

を含む供給液の供給開始 
④：過濃縮の進展及びＴＢＰ等の蓄積 
⑤：ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生 
⑥：供給液の供給停止（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分以内） 

 
第 10.1.2－２図 プルトニウム濃縮缶の運転概要及び濃度推移 
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第 10.1.2－３図（１） 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルト

ニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」

時の放射性物質の大気放出過程 

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶

に内包する溶液中の放射性物質量 

Ｐｕ－238 ： 4×1015Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： 4×1014Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： 6×1014Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： 8×1016Ｂｑ 

放射性物質の気相中への移行 

移行割合 ： 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時     ： 0.4％ 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生～供給停止 ： 0.005％ 

放出経路上の放射性エアロゾルの沈着 

  除去効率 ： 90％ 

塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の高性能フィル

タによる放射性エアロゾルの除去 

除去効率 ： 99.999％ 

貯留設備による放射性物質の貯留実施時の 

放出割合：４％ 

放射性物質放出量 

Ｐｕ－238 ： 4×10５Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： 4×10４Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： 7×10４Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： 9×10６Ｂｑ 

主排気筒放出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1.2－３図（２） 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルト

ニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」

時の放射性物質の大気放出過程 

（廃ガスポットからセルに導出される空気） 

精製施設のプルトニウム精製施設及び塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の気相部（プルトニウム濃縮缶か

ら塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の 

廃ガスポットまで）に内包する放射性物質量 

 

Ｐｕ－238 ： 6×10７Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： 6×10６Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： 9×10６Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： 2×10９Ｂｑ 

放出経路上の放射性エアロゾルの沈着 

  除去効率 ： 90％ 

廃ガスポットによる放射性エアロゾルの除去 

 除去効率 ： 90％ 

精製建屋換気設備のセルからの排気系の 

高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルの除去 

除去効率 ： 99.9％ 

放射性物質放出量 

Ｐｕ－238 ： 6×10２Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： 6×10１Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： 9×10１Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： 2×10４Ｂｑ 

主排気筒放出 
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１．有機溶媒等による火災又は爆発の事象選定  

有機溶媒等による火災について、設計上定める条件より厳しい

条件では、漏えいした有機溶媒の温度は引火点には到達しないた

め、更に厳しい条件を与えた評価として、放熱評価（気相部への

放熱を考慮）を用いるとともに換気停止を考慮した。  

有機溶媒から気相部及びセルコンクリートへ熱伝達すること

で、漏えいした有機溶媒が引火点に到達しないことを確認した。 

したがって、漏えいした有機溶媒の温度は引火点に到達しない

ため、有機溶媒等による火災は重大事故として発生しないとの選

定結果とした。  

 

 また、有機溶媒等による爆発の対象事象であるＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応については、一般公衆及び従事者への影響を考

慮し、安全上重要な施設を対象として重大事故等の選定を行った

結果，ウラン精製設備のウラン濃縮缶は安全上重要な施設ではな

いため選定の対象外とした。分配設備のウラン濃縮缶、プルトニ

ウム精製設備のプルトニウム濃縮缶、高レベル廃液濃縮設備の高

レベル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶を対象として、設計上定

める条件よりも厳しい条件を与えた場合に事象の発生の有無を

確認した結果、事象は発生しないという評価になったが、過去に

同事象が他プラントで発生していること、事象が発生した場合の

影響の大きさを考慮し、設計上定める条件よりも厳しい条件より

も更に厳しい条件を与え、事象の発生の有無を確認した。この結

果、物理的に事象が発生しない機器として減圧蒸発を採用するこ

とで運転温度を下げて運転していることで缶内の溶液がＴＢＰ



等の錯体の急激な分解反応の発生する温度には至らない高レベ

ル廃液濃縮缶及び酸回収設備の第２酸回収蒸発缶を除いた分配

設備のウラン濃縮缶及びプルトニウム精製設備のプルトニウム

濃縮缶において事象の発生が想定される機器とした。ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応事象が発生した場合の両機器の一般公衆

への影響は、プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶では

0.4μＳｖとなる。分配設備のウラン濃縮缶では、除染機能の低

下等の想定外事象が発生した場合であっても、一般公衆への影響

は 6.8×10- 5μＳｖであり、平常時を十分下回るため、プルトニ

ウム精製設備のプルトニウム濃縮缶を対象機器として選定した。 

なお，高レベル廃液濃縮缶については、供給液の供給が停止し，

冷却運転をしている際に冷却機能の喪失が発生し、缶内の高レベ

ル廃液が崩壊熱により沸騰した場合にＴＢＰを含む供給液を供

給することはなく，沸点はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生する温度を超えず，また，蒸発乾固の対策として内部ループ通

水等を実施することから、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生する温度に達することはないため、選定対象から除外した。  

なお、分配設備のウラン濃縮缶では、事象発生シナリオの見直

しによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に寄与するＴＢＰ量

が、従来の事象発生シナリオでは約 1.8ｋｇであったものが、約

4.3ｋｇに増加する。この状態でＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生による圧力及び温度の上昇については、ＴＢＰ量が約

6.4ｋｇの場合のＦｌｕｅｎｔによる解析結果において、ウラン

濃縮缶の出口における圧力が約 480ｋＰａであり、許容圧力を超

えない。分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系の



高性能粒子フィルタについては、フィルタ差圧が約 0.29ｋＰａ、

温度が約 170℃であり、フィルタの健全性が確認されている 9.3

ｋＰａ及び 200℃を下回る。このため、ウラン濃縮缶及び分離建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子フ

ィルタの健全性は担保できる。   



表－１（１／２）：分配設備のウラン濃縮缶とプルトニウム精製

設備のプルトニウム濃縮缶における事象発生

時の放出放射能量  

核種グループ 

Ｃｓ換算放出放射能量（ＴＢｑ）  

ウラン濃縮缶 プルトニウム濃縮

缶  

Ｚｒ／Ｎｂ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｒｕ／Ｒｈ 3.9E-14 1.2E-15 

Ｃｓ／Ｂａ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｃｅ／Ｐｒ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｓｒ／Ｙ 0.0E+00 0.0E+00 

その他ＦＰ 2.0E-11 6.1E-13 

Ｐｕ（α） 1.6E-10 5.1E-04 

Ａｍ／Ｃｍ（α） 7.7E-08 0.0E+00 

Ｕ（α） 1.8E-08 1.2E-12 

Ｎｐ（α） 3.5E-09 0.0E+00 

合計 9.8E-08 5.1E-04 

 

 

  



表－１（２／２）：分配設備のウラン濃縮缶とプルトニウム精製

設備のプルトニウム濃縮缶における事象発生

時の線量  

 

  

核種グループ 

被ばく線量（μＳｖ） 

ウラン濃縮缶 
プルトニウム濃縮

缶 

Ｚｒ／Ｎｂ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｒｕ／Ｒｈ 2.8E-11 8.9E-13 

Ｃｓ／Ｂａ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｃｅ／Ｐｒ 0.0E+00 0.0E+00 

Ｓｒ／Ｙ 0.0E+00 0.0E+00 

その他ＦＰ 4.6E-10 1.4E-11 

Ｐｕ（α） 1.3E-07 4.0E-01 

Ａｍ／Ｃｍ（α） 6.2E-05 0.0E+00 

Ｕ（α） 5.0E-06 3.3E-10 

Ｎｐ（α） 1.7E-06 0.0E+00 

合計 6.8E-05 4.0E-01 



２．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の事象発生シナリオ及び対

策  

２．１ 概要  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については、事象発生に至る

シナリオを網羅的に確認した結果、プルトニウム溶液を連続供給

しながら過濃縮が発生するシナリオとした。  

 

２．２ 事象発生シナリオ  

事象発生シナリオについて、プルトニウム濃縮缶の運転方法を

踏まえ、考え得るシナリオを検討した。  

２．２．１ プルトニウム濃縮缶の運転方法  

プルトニウム濃縮缶の運転は、立ち上げ、液位制御による硝酸

プルトニウム溶液の濃縮、密度制御による濃縮運転、待機運転、

停止に大別される。  

立ち上げでは、プルトニウム濃縮缶に硝酸又は硝酸プルトニウム

溶液を張り込み、加熱を開始する。  

液位制御による硝酸プルトニウム溶液の濃縮では、プルトニウ

ム濃縮缶内の溶液密度を所定の値まで上昇させるため、濃縮缶内

の液位が一定となるよう硝酸プルトニウム溶液の供給量を制御

しながら濃縮を行う。  

密度制御による濃縮運転では、濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶

液の濃度が 250ｇ／Ｌに相当する密度となるよう、プルトニウム

溶液の供給流量を制御するとともに濃縮した硝酸プルトニウム

溶液（以下、「プルトニウム濃縮液」と言う。）の抜き出しを実施

する。液位制御による濃縮から密度制御による濃縮は、液位制御



と密度制御がともに自動制御モードであり、硝酸プルトニウム溶

液の供給流量制御がカスケードモード（液位制御と密度制御の両

方からの信号を受け付け、制御を行うモード）となっている状態

で自動的に切り替わる。  

待機運転は、上流工程からのプルトニウム溶液の移送が遅れる

等の理由により短期的に濃縮運転の継続が困難となった場合に

実施し、プルトニウム濃縮缶の加熱を継続しながら硝酸プルトニ

ウム溶液の供給は停止し、プルトニウム濃縮缶から発生する凝縮

液の全量をプルトニウム濃縮缶に戻すことで、プルトニウム濃縮

缶内の液位を保ちながら待機する。  

工程停止は、加熱を停止するともにプルトニウム濃縮液をプル

トニウム濃縮缶から抜き出し、硝酸を張り込んで終了となる。  

上記運転の概要を図－１に示す。  



 

図－１（１／５） プルトニウム濃縮缶の運転概要（立ち上げ）   



 

図－１（２／５） プルトニウム濃縮缶の運転概要（液位制御運転）   



 

図－１（３／５） プルトニウム濃縮缶の運転概要（密度制御運転）   



 

図－１（４／５） プルトニウム濃縮缶の運転概要（待機運転）   



 

図－１（５／５） プルトニウム濃縮缶の運転概要（停止）  



２．２．２ 起因の整理  

プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に

対して、発生防止を期待できる機能としては、以下のものがある。

図－２に発生防止機能を図示する。  

①ＴＢＰ等の濃縮缶への持ち込み防止止  

・ＴＢＰ洗浄器における希釈剤洗浄  

・貯槽の下部からの溶液の抜き出し  

・下流工程への移送前における溶液のＴＢＰ濃度の確認  

・油水分離槽からプルトニウム濃縮缶供給槽への移送機器の液

位低信号による移送停止  

②加熱蒸気温度のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度への到達防止  

・蒸気発生器における加熱蒸気の圧力（温度）制御  

・加熱蒸気圧力高警報に基づく運転員による対処  

・加熱蒸気温度高警報に基づく運転員による対処  

・加熱蒸気の温度が更に上昇した場合に，インターロックによ

る蒸気発生器への一次蒸気の供給停止  

・加熱蒸気の温度が更に上昇した場合に，インターロックによ

る濃縮缶等への加熱蒸気の供給停止  

・運転員による加熱蒸気温度、加熱蒸気圧力の確認  

③過濃縮（溶液温度のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生す

る温度への到達）防止  

・濃縮缶の密度制御  

・濃縮缶の密度が異常に上昇した場合に，警報を発するととも

にインターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給停



止  

・濃縮缶の液位が異常に低下した場合に，警報を発するととも

にインターロックにより蒸気発生器への一次蒸気の供給停

止  

・運転員による定期的なログシートの採取による，濃縮缶の密

度、液位，温度の確認  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する場合の、上記の発

生防止機能の喪失については、以下の考え方に基づき選定した。 

・上記①、②及び③の機能を担う主要な機能は喪失する。また、

この機能喪失による事象の進展を防止する機能は 2 つまで

機能喪失を想定する。  

・運転員による異常の検知及び対処については、期待しない。 

 



 
図－２ 発生防止機能一覧  



２．２．３ 事象発生シナリオ  

事故の起因の中で、その状態に至るまでの過程の違いにより事

故の規模や対処が変わるものとして、過濃縮によりＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生する温度に至るまでのシナリオが挙

げられる。  

過濃縮はプルトニウム濃縮缶内に硝酸プルトニウム溶液があ

り、加熱を行っている状態でプルトニウム濃縮液の抜き出しが行

われない状態でなければ発生しない。２．２．１に記載したプル

トニウム濃縮缶の運転方法を踏まえると、過濃縮に至るシナリオ

は、待機運転の実施中に凝縮液が下流工程へ流出する場合と、硝

酸プルトニウム溶液の濃縮運転中に硝酸プルトニウム溶液の供

給は継続するがプルトニウム濃縮液の抜き出しが行われない場

合の２ケースのみが想定される。各ケースの詳細を以下に示す。 

（１）ケース１：待機運転時の過濃縮  

待機運転時、プルトニウム濃縮缶の加熱により発生した蒸発蒸

気は、凝縮器において凝縮させ、全量を凝縮液としてプルトニウ

ム濃縮缶に戻すが、何らかの誤操作により一部の凝縮液が下流工

程に移送される状態で待機運転が継続されることを想定する。時

間の経過とともに濃縮缶内の液位が低下し、プルトニウム濃縮液

の濃度が高まることで沸点が上昇し、最終的にＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生する温度を超える状態に至る。  

なお、プルトニウム濃縮液は、希釈剤洗浄が行われずＴＢＰ濃

度が高い状態の硝酸プルトニウム溶液を処理することでプルト

ニウム濃度は 250ｇ／Ｌ、濃縮缶内のＴＢＰ量は 94ｇとなって

おり、加熱蒸気温度は、待機運転が開始され凝縮液の一部が下流



工程に移送される状態が始まった時点でＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生する温度を超えていると想定する。  

このケースでは、異常の発生（待機運転状態で凝縮液の一部が

下流工程に移送される）から事象の発生（ 800ｇ／Ｌへの到達）

までの時間は約 29 時間となる。  

ケース１の運転状態を図－３、事象発生の起因となる発生防止

機能の喪失状態を図－４に示す。  

ケース１の場合、事象発生時にはプルトニウム溶液の供給は停

止している状態であり、事象発生後の再供給は実施しない。また、

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により、ＴＢＰ等の錯体は全て

が分解されてしまうことから、事象発生後はプルトニウム濃縮缶

内にはＴＢＰ等が存在しないこととなるため、ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応は再発しない。  



 

図－３  想定シナ リオケー ス１の運 転状態   



 

図－４  想定シナ リオケー ス１の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （１／３ ）   



 

図－４  想定シナ リオケー ス１の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （２／３ ）   



 

図－４  想定シナ リオケー ス１の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （３／３ ）  

 



について 商業機密 の観点か ら公開で きません。

（２）ケース２：濃縮運転中の過濃縮

液位制御による硝酸プルトニウム溶液の濃縮運転を実施して

おり、所定の密度に到達したことから、通常であれば自動で密度

制御に切り替わるところが、液位制御の制御モードが手動制御モ

ードとなっており、密度制御への自動切り替えが行われず、液位

制御による運転が継続することを想定する。さらに、加熱蒸気に

ついても、この異常の発生と同時に圧力制御機能が喪失し、温度

が上昇すると想定する。この状態では、硝酸プルトニウム溶液の

供給は継続されるがプルトニウム濃縮液の抜き出しは行われな

いため、過濃縮が進むと想定する。プルトニウム濃縮液の密度の

上昇が継続し、沸点がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生す

る温度に相当する 800ｇ／Ｌに到達した時点で事象が発生する。 

このケースでは、異常の発生（密度制御機能の自動切り替えの

未実施及び加熱蒸気温度の上昇）から事象の発生（ 800ｇ／Ｌへ

の到達）までの時間は、硝酸プルトニウム溶液の供給流量（

Ｌ／ｈ）と供給する硝酸プルトニウム溶液のプルトニウム濃度

（２４ｇ／Ｌ）から、約 時間となる。  

ケース２の運転状態を図－５、事象発生の起因となる発生防止

機能の喪失状態を図－６に示す。

ケース２の場合、事象発生時にはプルトニウム溶液の供給が継

続しており、事象の継続（再発）が想定される。



 

図－５  想定シナ リオケー ス２の運 転状態   



 

図－６  想定シナ リオケー ス２の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （１／３ ）   



 

図－６  想定シナ リオケー ス２の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （２／３ ）   



 

図－６  想定シナ リオケー ス２の事 象発生の 起因とな る発生防 止機能の 喪失状態 （３／３ ）  



ケース１とケース２について、事象発生までの時間、事象の大

きさ、再発の可能性等について比較を行った。結果を表－３に示

す。  

比較の結果、以下の観点からケース２を対象とする。  

・ケース２は、反応するＴＢＰ等の量及び放出放射能量が多い  

・ケース２は、事象発生時にもプルトニウム溶液をプルトニウ

ム濃縮缶へ供給しており事象が再発（継続）する可能性があ

るため、拡大防止対策として実施すべき事項がケース１より

も多く、ケース２の拡大防止対策を行うことでケース１にお

いても拡大防止が可能  

  



表－２： ケース１ とケース ２の比較 （１／ ３）

項目 ケース１ ケース２

事 象 発 生 ま で の

時間

異常の発 生（待機運 転状態

で 凝 縮 液 の 一 部 が 下 流 工

程に移送 される）か ら事象

の発生（ 800ｇ／Ｌ への到

達）まで の時間は 約 29 時

間となる 。

異 常 の 発 生 （ 液 位 制 御 か

ら 密 度 制 御 へ 切 り 替 わ る

べ き 状 態 で 液 位 制 御 が 継

続）から 事象の発 生（ 800

ｇ ／ Ｌ へ の 到 達 ） ま で の

時間は約 時間と なる。 

反 応 に 使 わ れ る

ＴＢＰ量

反 応 に 使 わ れ る Ｔ Ｂ Ｐ 等

の錯体量 （ＴＢＰ 等の量）

は 、 約 24ｇ ／ Ｌ の プ ル ト

ニ ウ ム 溶 液 を 250ｇ ／ Ｌ

に 濃 縮 す る た め に 必 要 な

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 量 に 相

当する量 （ 94ｇ）  

反 応 に 使 わ れ る Ｔ Ｂ Ｐ 等

の錯体量（ＴＢＰ等 の量）

は 、 250ｇ ／ Ｌ の プ ル ト

ニウム濃 縮液を、約 24ｇ

／ Ｌ の プ ル ト ニ ウ ム 溶 液

を用いて 800ｇ／Ｌ に濃

縮 す る た め に 必 要 な 硝 酸

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 量 に 相

当する量 （約 208ｇ）  

事象の大 きさ

（圧力、温度、放

出放射能 量）

濃縮缶の 健全性は 保たれ、

Ｖ Ｏ Ｇ の 高 性 能 粒 子 フ ィ

ル タ の 健 全 性 も 維 持 で き

る。

放 出 放 射 能 量 は 現 状 と 同

じ。

濃 縮 缶 の 健 全 性 は 保 た

れ 、 Ｖ Ｏ Ｇ の 高 性 能 粒 子

フ ィ ル タ の 健 全 性 も 維 持

できる。放出放射能 量は、

Ｔ Ｂ Ｐ 等 の 量 が 増 え る た

め Ａ Ｒ Ｆ が 上 昇 す る こ と

から増加 する。

に つ い て は 商 業 機 密 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん 。



表－２： ケース１ とケース ２の比較  （２／ ３）  

項目  ケース１  ケース２  

再発の可 能性  事 象 発 生 時 に は プ ル ト ニ

ウ ム 溶 液 の 供 給 は 停 止 し

ている状 態であり、事象発

生 後 の 再 供 給 は 実 施 し な

い。また 、ＴＢＰ等 の錯体

の急激な 分解反応 により、

Ｔ Ｂ Ｐ 等 の 錯 体 は 全 て が

分 解 さ れ て し ま う こ と か

ら、事象発 生後はプ ルトニ

ウ ム 濃 縮 缶 内 に は Ｔ Ｂ Ｐ

等 が 存 在 し な い こ と と な

るため、 再発しな い。  

事 象 発 生 時 に も Ｔ Ｂ Ｐ 濃

度 が 高 い プ ル ト ニ ウ ム 溶

液 を プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶

へ 供 給 し て お り 、 缶 内 が

高 温 、 高 硝 酸 濃 度 で あ る

こ と を 踏 ま え る と 、 供 給

し た プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 に

含 ま れ る Ｔ Ｂ Ｐ 等 が 、 プ

ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 に 供 給

し た 瞬 間 に 分 解 反 応 を 起

こ す 可 能 性 が 否 定 で き な

い た め 、 再 発 （ 事 象 の 継

続）を想 定する。  

拡大防止 対策  拡大防止 対策は、プ ルトニ

ウ ム 溶 液 の 供 給 が 停 止 し

ているこ とから、拡 大防止

対策は不 要。  

拡 大 防 止 対 策 は 、 プ ル ト

ニ ウ ム 溶 液 の 供 給 の 停 止

及び加熱 の停止が 必要。  

 

  



表－２： ケース１ とケース ２の比較  （３／ ３）  

項目  ケース１  ケース２  

異 常 な 水 準 の 放

出防止対 策  

１ 回 の 反 応 に よ る 放 射 性

物質の放 出を考慮 する。再

発しない ため、再発 を考慮

した対策 は不要。  

プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 の 供 給

を 止 め る ま で は 放 射 性 物

質 の 放 出 が 継 続 す る 可 能

性 が あ る た め 、 プ ル ト ニ

ウ ム 溶 液 の 供 給 停 止 ま で

を 考 慮 し た 対 策 （ 再 発 を

考慮した 対策）が 必要。  

対 策 に 対 す る 時

間余裕  

拡大防止 対策につ いては、

事 象 の 再 発 が な い こ と か

ら、時間 制限はな い。  

事 象 が 再 発 （ 継 続 ） し て

い る こ と か ら 、 拡 大 防 止

対 策 は 速 や か に 実 施 す る

必要があ る。  

 

  



２．３ 事象発生シナリオとしてケース２を使用することについ

て  

２．３．１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を起こすＴＢＰ等

の量  

プルトニウム濃縮缶に供給されるＴＢＰ等の量は、ＴＢＰ等の

濃度の高いプルトニウム溶液を供給しながら過濃縮に至ること

から、約 208ｇとなる。  

ＴＢＰ等の量がケース１と比べて増加することにより、ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の放射性物質の気相

への移行割合（ＡＲＦ）が増大し、放出放射能量が増大する。ま

た、プルトニウム濃縮缶内のプルトニウム量が従来の評価よりも

増えるため、ＭＡＲも増大する。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応によるプルトニウム濃縮缶から精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下、「ＶＯＧ」と

言う。）の高性能粒子フィルタまでの経路の温度及び圧力の上昇、

濃縮缶の健全性、ＶＯＧの高性能粒子フィルタの健全性に関する

評価も変更になる。それぞれの影響は以下のとおり。  

①放出放射能量  

放出放射能量については、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に

使われるＴＢＰ量が増加することに伴いＡＲＦが約２倍、プルト

ニウム濃縮缶に供給される硝酸プルトニウム溶液の液量が増え

ることからＭＡＲが 3.2 倍となり、 5.1×10- 4 ＴＢｑとなる。ま

た、被ばく線量については、 4.0×10- 1  μＳｖとなる。  

②プルトニウム濃縮缶からＶＯＧの高性能粒子フィルタまでの

温度、圧力及び濃縮缶  



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を起こすＴＢＰ等の量が増

えているため、それぞれの温度、圧力も上昇する。  

ＴＢＰ等の量を 240ｇとした場合のＦｌｕｅｎｔを用いた解

析では、当該濃縮缶の出口における圧力は約 840ｋＰａとなり、

この圧力においてもプルトニウム濃縮缶の健全性は維持される

と評価している。ＶＯＧの高性能粒子フィルタについても、最大

差圧が約 3.6ｋＰａ、温度は約 44℃となり、健全性が確認されて

いる 9.3ｋＰａ及び 200℃を下回るため、健全性は確保できる。 

  



３．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の廃ガスポ

ットの水封の状況

３．１ 廃ガスポットの構造

廃ガスポットの概要図を図－７に示す。

図－７ 廃ガスポット概要図

廃ガス入口

（塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）のヘッダーから）

オーバーフロー配管
（オーバーフローした水は

廃ガス洗浄塔へ流入）

廃ガス出口（セルへ開放）

D1

D2

D3

液位低警報設定レベル

約 mm

について 商業機密 の観点か ら公開で きません。

廃ガスポットにはオーバーフロー配管が設置されており，有

効容量は約 リットルである。  

廃ガスポットの廃ガス入口配管は，精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）のヘッダーか

らつながっている配管であり，廃ガスポット内で水封されてい



る。廃ガス出口配管は液浸しておらず，廃ガスポットからセル

へ開放となっている。

廃ガス入口配管と廃ガス出口配管の径は同一であり，廃ガス

ポットの径は廃ガス入口配管の約３倍である。

廃ガスポットには液位低警報が設置されており，この警報が

発報した際はポットの液張りを実施する。この警報の設定レベ

ルは，廃ガス入口配管の下端レベルよりも高い位置に設定され

ている。

３．２ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の影響

について 商業機密 の観点か ら公開で きません。

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際，廃ガス入口

配管から廃ガスポットの方向にかかる圧力は，ＴＢＰ量を 240

ｇとした場合のＦｌｕｅｎｔによる解析結果から，約 20ｋＰ

ａと想定している。

廃ガスポット内の廃ガス入口配管の液浸は最大で約 ｍｍ

であるため，約 20ｋＰａの圧力がかかった場合には，廃ガス

入口配管の下端から，廃ガスが気泡となって廃ガスポット内の

水中を上昇し，廃ガス出口配管からセルへ流出する。その後，

圧 力 上 昇 の 収 束 に 伴 い 廃 ガ ス ポ ッ ト 内 の 水 の 変 動 は 収 ま る 。

（想定図を図－８に示す）

この場合，大量の気泡が水中を抜けていくことにより液面が

乱れるとともに廃ガス出口から流出する廃ガスに同伴した水

の分だけ液が減ることが考えられる。同伴する水の量は，爆発

時におけるエアロゾル濃度の推奨値である 100ｍｇ／ｍ３を適  



用した場合，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い廃

ガスポットからセルへ導出される空気量（約 0.8ｍ ３ ）から，

約 80ｍｇとなる。この量の水が減少しても水封が切れること

はない。  



 

図－８ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した直後の廃ガスポット内の状況（想定) 

通常状態 事象発生後①
（事象発生から約0.1秒後）

事象発生後②

（事象発生後①から事象発
生後③の中間）

事象発生後③
（事象発生から約0.3秒後）

事象発生後④
（事象発生から約１分後）

・廃ガスポット内の廃ガス入口
配管は液浸（水封）しており、塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウ
ム系）の廃ガスがセルへ流出す
ることはない。

・廃ガス入口の配管（塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）の
ヘッダーからの配管）内の液面
は、塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の負圧により廃ガ
スポット内の液面よりも高くなっ
ている。

・ＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応の発生により、廃ガス入口
配管から廃ガスポットに向かう
方向に高い圧力で廃ガスが流
入する。

・圧力の上昇により廃ガス入口
配管直下の水が押し下げられ、
これにより廃ガスポット内の液
面も上昇する。

・事象発生直後①の状態からさ
らに圧がかかることで、廃ガス
入口配管の下端より下部の水
は、圧力がかかることにより全
て廃ガスポット上方に持ち上げ
られる。

・事象発生直後②の状態からさ
らに圧力がかかる（廃ガスが流
入する）ことで、廃ガス入口配
管から押し出された廃ガスは、
気泡の形で廃ガスポット内の水
中を上昇し、廃ガス出口配管か
らセルへ流出する。

・塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系）の系統内の圧力上
昇が収束し、空気圧縮機による
廃ガスの貯留が始まると、廃ガ
ス処理設備が微負圧となるた
め、廃ガス入口の配管は再び
液浸（水封）され、塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）の
廃ガスのセルへの流出は止ま
る。

青色の矢印は圧力のかか
る方向と大きさを表している

白抜きの矢印は廃ガスの
流れを表している
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関す

る知見  
 

 

  



  



１．文献から得られた知見  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，これまでに

多くの研究が行われており，ここから得られた知見もまとめ

られている。  

  



サバンナ・リバー・サイトにおけるＭＯＸ燃料製造工場の

建設許可申請に関する最終安全評価報告書 [ 1 ]では，廃液処理

及び酸回収設備で使用する蒸発缶において想定するリスク

の一つとしてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が取り上げ

られており，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度等

に関する情報が記載されている。  

○重金属の硝酸化合物，又は硝酸溶液の存在下でＴＢＰは錯

体を形成し，この錯体は発熱を伴う分解反応を起こす。  

○この錯体は，ＴＢＰ及び硝酸プルトニウム，硝酸，ＴＢＰ

の劣化物等との錯体で構成されている。  

○ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関して重要な反応と

して以下を挙げている。  

・加水分解（ゆっくりと起きるが，温度の上昇に伴い反応

速度は上昇）  

・アルキル化及びニトロ化（ゆっくりと起きるが，温度の

上昇に伴い反応速度は上昇）  

・熱分解（ほとんど水がない状態で 150℃にて顕著となる）  

・ブチルアルコール及び硝酸ブチルのニトロ化／酸化反応

（ 90℃から 100℃で顕著となる）  

・ＴＢＰのニトロ化／酸化（ 135℃近辺で顕著となる）  

・ウラン及びプルトニウムの付加反応（ 15℃から 175℃で

顕著となる）  

○ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度については，

複数の記述がある。  

・ＴＢＰの分解生成物の内，揮発性を有するブチルアルコ



ー ル 等 が 蒸 発 し て い か な い状 態 で あ れ ば ， 分 解 反 応 は

90℃から 100℃での加熱で顕著となり，急激な分解反応

は 135℃で発生する。  

・Paddleford と Fauske によれば，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応はよく換気された系でも発生し，自己発熱は

おおよそ 130℃で確認された。 [ 2 ]  

・Hyder によれば，よく換気された系では，120℃までは，

ｎ－ブタノール（ＴＢＰの分解性生物）の蒸発及び蒸発

に伴う攪拌による冷却が反応を抑制するのに十分な効果

を持ち，130℃から 150℃の範囲で分解反応が急速となる。

[ 3 ]  

・The Defense Nuclear Facilities Safety Board（ DNFSB）

によれば，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度

は 130℃である。 [ 4 ]  

なお，この文献において開始温度を 130℃とした根拠と

なっている実験データについては，他の文献において異

常値であったと結論付けられており，著者が確認した最

も低い開始温度は 137℃であった。 [ 5 ]  

・実験において確認されたＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の開始温度の平均値は 137℃であった。  

○ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生防止及び影響緩

和の観点で重要な項目として温度，圧力（換気系の配管断

面積の和と文献値との比較），有機相の蒸発缶等への持ち

込み量，硝酸濃度を挙げている。  

 



[1]U.S. Nuclear Regulatory Commission, Final Safety 

Evaluation Report on the Construction Authorization 

Request for the Mixed Oxide Fuel Fabrication Facility 

at the Savannah River Site,  South Carolina, 

NUREG-1821, 2011 

[2]D.F.Paddleford, H.K.Fauske, Safe Venting of “Red Oil”  

Runaway Reactions (U),  WSRC-MS-94-0649, 1994.  

[3]M.L.Hyder, Safe Conditions for Contacting Nitric Acid 

or Nitrates with Tri-n-Butyl Phosphate (TBP)”,  

WSRC-TR-94-059, 1994 

[4]J.T.Conway, Control of Red Oil Explosions in Defense 

Nuclear Facilities,  DNFSB/TECH-33, 2003 

[5]Rudisill ,  T.S. and W.J.Crooks III,  Initiation 

Temperature for Runaway Tri-n-Butyl Phosphate/Nitric 

Acid Reaction, WSRC-MS-2001-00214, 2001 

  



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応では，主要なガスとして酸

素，窒素，水が発生する。  

ＴＢＰに作用させる硝酸濃度が 14Ｍの場合におけるＴＢＰ

等の錯体の分解反応について，以下の反応式がある。 [ 1 ]  

 

Ｃ１ ２Ｈ ２ ７ＰＯ ４  + 3Ｈ ２Ｏ→３Ｃ４Ｈ９ ＯＨ +Ｈ ３ＰＯ４  

３Ｃ４Ｈ ９ＯＨ  + １４．４ＨＮＯ３  

→１２ＣＯ２ + ２２．２Ｈ２Ｏ  + ７．２Ｎ２  

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で反応するＴＢＰ量は約

208ｇ（約 0.8ｍｏｌ）であり，分解ガスとしては約 43ｍｏｌ

が発生する。ガスの体積としては，標準状態で約 740Ｌとなる。 

 

[1] 日本原子力研究所．再処理施設における溶媒と硝酸の熱

分解反応に関する安全性実証試験（受託研究）． 1995-02，

JAERI-Tech 95-005．  

  



２．過去の事故  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，これまでに海外のプ

ラントにおいて複数回発生している。主なものを以下に示す。 

○サバンナ・リバー・サイト（ 1953 年）  

＜事故概要＞  

硝酸ウラニル溶液の蒸発濃縮中に蒸発缶が爆発した。  

＜原因＞  

回分式蒸発缶の供給液に有機溶媒（ＴＢＰ，ケロシン）が

多量（約 80 ポンド）に混入されていたことに加えて，過濃

縮により溶液の温度が高温になり，ＴＢＰ－硝酸ウラン錯体

の急激な熱分解反応が起こったと推定される。  

 

[1]  T.J.  Colven at al . ,  TNX Evaporator Incident January. 

12, 1953, Interrim Technical Report,  DP-25, 1953 

[2]W. S. Durant, “RED OIL” EXPLOSIONS AT THE 

SAVANNAH RIVER PLANT. DP-MS-83-142, DOE/ANL 

training course on prevention of significant nuclear 

events;  Augusta, GA(USA); 12-15 Mar 1984. 

 

  



○サバンナ・リバー・サイト可燃性ガス爆発事故（ 1975 年）  

＜事故概要＞  

脱硝器での硝酸ウラニル溶液の加熱脱硝中に，室内の可燃

性ガスに引火して爆発した。  

＜原因＞  

多くの有機溶媒が蒸発缶に混入したことで，硝酸ウラニル

がＴＢＰの錯体の状態で脱硝器に供給されたことが原因と

推定される。  

 

[1]  McKibben, J.  M. et,  Explosion and fire in the uranium 

trioxide protection facil ities at the Savannah River 

Plant On February 12, 1975. 

 

  



○トムスク－７（ 1993 年）  

＜事故概要＞  

調整タンク（抽出肯定へ供給する溶液の酸濃度を調整する

ための貯槽）において，濃硝酸とＴＢＰを含む有機物が接触

することで発熱反応を起こし， 135℃以上に上昇してＴＢＰ

の急激な分解反応が起こった。  

＜原因＞  

調整タンク内にはＴＢＰ等を含む多量の有機物（濃硝酸と

反応しやすい芳香族炭化水素を含む）が存在していたが，別

のタンクからＴＢＰ等を吹く有機物と一緒に加熱されたま

まのウラン溶液（約 105℃）が移送され，さらにその際に規

則で定められている攪拌を実施しなかった。  

また，規定で定められている以上の濃度の濃硝酸を調整タ

ンクに注入し，さらにその際に規則で定められている攪拌を

実施しなかった。  

その結果，濃硝酸と有機物が接触した状態で層を形成し，

接触面で局所的に発熱反応を起こした。  

さらに，排気機能低下も重なって，発生した蒸気やガスに

より調整タンク内が加圧され，溶液温度が 135℃を超えたため，

急激な分解反応に至ったと推定される。  

 

[1]“ロシアのトムスク際処理施設の事故に関する調査報告書” 

科学技術庁，平成６年９月８日  
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プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応における拡大の防止のための

措置の概要  
 

 

  



  



１． ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための

措置の概要  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は、プルトニウム濃縮缶

の液相部温度高警報，気相部温度高警報又は気相部圧力高高

警報のうち２つ以上の警報の発報により事象の発生を検知

するとともにインターロックによりプルトニウム濃縮缶へ

の硝酸プルトニウム溶液の供給を停止する。硝酸プルトニウ

ム溶液の供給停止は、事象の発生検知から１分以内に実施す

る。硝酸プルトニウム溶液の供給が停止したことは，プルト

ニウム濃縮缶供給槽液位計にて確認する。これと並行して，

運転員による蒸気発生器への一次蒸気の供給の停止（手動弁

の閉止）を実施する（図－１参照）。蒸気発生器への一次蒸

気の供給が停止したことは，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度計にて確認する。  

また，プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，気相部温

度高警報又は気相部圧力高高警報のうち２つ以上の警報の

発報により事象の発生を検知した場合，精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風

機を停止するとともに貯留タンクへの系統を確立し，空気圧

縮機を起動することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応で発生した放射性物質を貯留タンクに閉じ込める。この動

作は，事象の検知から１分程度で実施できる。貯留タンクへ

の閉じ込めは，約２時間継続する。貯留タンクへの閉じ込め

の状況は貯留設備の圧力計及び流量計で監視し，貯留タンク

の圧力が規定圧力に到達後，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ



ウム系）の隔離弁の開及び排風機を起動し，通常経路による

排気を行うとともに，貯留設備の隔離弁の閉止，空気圧縮機

の停止を行う。プルトニウム濃縮缶及び塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）に残留した放射性物質は，塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）が通常時の排気経路とした際に主

排気筒から大気中へ放出される。（図―２、図－３参照）  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際，プルトニ

ウム濃縮缶気相部及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の系統内の廃ガスが塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の廃ガスポットからセルへ導出される可能性があり，水封が

切れるおそれがあることから，廃ガスポットへ水封を自動的

に実施する。廃ガスポットからセルへ導出された廃ガスは，

セル排気フィルタユニットにより放射性エアロゾルを除去

後，グローブボックス・セル排風機により主排気筒から大気

中へ放射性物質を放出する。  

これらの対策に使用する重大事故等対処施設は，対策実施

時に想定される温度，圧力及び放射線の環境条件下において

も必要な機能を発揮できる。   
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図－１ 供給液の供給停止及び加熱蒸気の供給停止に関する系統概要図 
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図－２ 貯留設備による放射性物質の貯留に関する系統概要図 
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図－３ 放出低減対策に関する系統概要図 



１．１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のた

めの措置の信頼性  

１．１．１ 供給液の供給停止に使用する設備の設計  

プルトニウム濃縮缶への硝酸プルトニウム溶液の供給停

止インターロックは，異なる３つの計器（プルトニウム濃

縮缶気相部温度，プルトニウム濃縮缶気相部温度，プルト

ニウム濃縮缶気相部圧力）からの信号のうち、２つ以上に

おいて事象の発生を検知する警報が発報した場合に，自動

的に作動する。このため，１つの計器の誤作動により供給

液の供給が停止することはなく，事象を確実に検知すると

ともに供給を停止できる。  

また，プルトニウム濃縮缶への硝酸プルトニウム溶液の

供給はプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンにより行われる

が，ゲデオンは，圧縮空気をエアジェットに供給すること

で作り出される真空により液をゲデオン内に引き上げ，機

器内の堰を越えた分の液を供給先に供給する仕組みである

ため、圧縮空気系の供給を遮断することで移送を止めるこ

とができる。事象の発生を検知した場合は、プルトニウム

濃縮缶供給槽ゲデオン用のエアジェットへの圧縮空気の供

給を停止するため，確実に供給を停止することができる。  

 

１．１．２ 供給液の供給停止に使用する設備の有効性  

ａ．温度  



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，

プルトニウム濃縮缶の気相部の温度は，ＴＢＰ量が 240

ｇの場合の解析の結果として，一時的に約 370℃まで上

昇する。  

しかし、プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン及びプル

トニウム濃縮缶供給槽液位計はプルトニウム濃縮缶とは

別の部屋に設置されており，温度上昇の影響を受けない。

プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム液相

部温度計については，プルトニウム濃縮缶内の温度上昇

は瞬間的であること及び鞘管に入った状態でプルトニウ

ム濃縮缶に設置されていることを踏まえると，温度計の

機能に影響はない。  

プルトニウム濃縮缶気相部圧力計については，プルト

ニウム濃縮缶内の温度上昇は瞬間的であることから，本

圧力計の機能に対して影響はない。  

ｂ．圧力  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，

プルトニウム濃縮缶の気相部は，ＴＢＰ量が 240ｇの場

合の解析の結果として，一時的に約 840ｋＰａまで上昇

する。  

しかし、プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン及びプル

トニウム濃縮缶供給槽液位計はプルトニウム濃縮缶とは

別の部屋に設置されており，温度上昇の影響を受けない。 



プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム液

相部温度計については，プルトニウム濃縮缶内の圧力上

昇は瞬間的であること，鞘管に入った状態でプルトニウ

ム濃縮缶に設置されていることを踏まえると，温度計の

機能に影響はない。  

プルトニウム濃縮缶気相部圧力計については，パージ

式圧力計であり，気相部圧力が瞬間的に上昇した場合で

も最高使用圧力を上回ることはないため、当該圧力計の

機能に影響はない。  

ｃ．放射線  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により，プル

トニウム濃縮缶内のプルトニウム溶液が気相へ移行する。

この移行により，通常時と比較してプルトニウム濃縮缶

の気相部における放射線は高くなる。  

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計，プルトニウム液相部温度計及びプル

トニウム濃縮缶気相部圧力計は，上記反応により発生し

た放射線に対して，材質及び設備の設置場所を適切に考

慮することから，設備の機能を損なうことはない。  

 

１．１．３ 加熱蒸気の供給停止に使用する設備の設計  

加熱蒸気の供給停止に使用する設備は蒸気発生器の一次

蒸気配管上の手動弁であり、運転員により容易に閉止操作



が可能であるため，事象発生時にも確実に操作ができる。 

 

１．１．４ 加熱蒸気の供給停止に使用する設備の有効性  

ａ．温度，圧力，放射線  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時，加熱蒸気

の供給停止のために操作する手動弁及びプルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温度計は，プルトニウム濃縮缶とは異なる

部屋に設置されており，プルトニウム濃縮缶内の温度の

変化の影響を受けない。このため，確実に加熱蒸気の供

給を停止することができる。  

 

１．１．５ 貯留タンクでの貯留に使用する設備の設計  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する対処は、ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応により気相部に移行する放射

性物質が外部に放出されることから、分解反応の発生を検

知し、直ちに塔槽類廃ガス処理系の経路を遮断し，放射性

物質を外部に放出させないことが重要な対策となる。 

同対策に使用する貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生時に確実に作動するよう，以下のような設

計としている。 

・貯留設備は，プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報，

気相部温度高警報又は気相部圧力高高警報の３種類の

警報のうち２つ以上の警報の発報により事象の発生を



検知してインターロックによりさせる信号を発する。

これにより，万一，３台の検出器のうち１台が動作不

能であった場合でも，確実に作動信号を発することが

できる。 

・貯留設備の弁は多重化し，どちらか一方の弁が作動し

た場合に貯留設備への経路を確立できる。 

・貯留設備の貯留タンクは，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合に，廃ガス処理設備の気体を１

時間にわたって貯留できる容量に余裕をみて設計する。 

 

１．１．６ 貯留タンクでの貯留に使用する設備の有効性  

ａ．温度  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により，プル

トニウム濃縮缶から発生する廃ガスの温度は，ＴＢＰ量

が 240ｇの場合の解析の結果ではプルトニウム濃縮缶で

は瞬間的に 370℃程度まで上昇するが、塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタ入口で約

44℃となる。  

貯留タンクでの貯留に使用する設備のうち，高性能粒

子フィルタの前段に位置する機器は鋼製であり、温度の

上昇による影響は受けない。高性能粒子フィルタの後段

には弁や貯留設備の圧力計及び流量計等が設置されるが，

そこでの温度は通常とほぼ変わらないため，温度上昇に



よる影響は受けない。  

ｂ．圧力  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により，プル

トニウム濃縮缶から発生する廃ガスが流入する塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタ入

口での圧力は，ＴＢＰ量が 240ｇの場合の解析の結果で

は，最大で約４ｋＰａの圧力上昇となる。貯留タンクで

の貯留に使用する設備のうち，高性能粒子フィルタの前

段に位置する機器は鋼製であり、圧力の上昇による影響

は受けない。高性能粒子フィルタの後段では，高性能粒

子フィルタでの圧力損失の影響により，通常の圧力と同

程度となるため、圧力上昇による影響は受けない。  

ｃ．放射線  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により気相に移行す

る放射性物質の影響を受けるが，材質及び設備の設置場

所を適切に考慮することから，設備の機能を損なうこと

はない。  

 

１．１．７ 貯留タンクの容量  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウ

ム濃縮缶において，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

に流入する流量は約 42ｍ３／ｈであり，１時間にわたって

気体を貯留するとした場合の貯留タンクの容量（空気圧縮



機による圧縮を考慮しない容量）は，約 42ｍ３以上として

いる。臨界では，１時間当たりの空気量がＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応よりも多く約 70ｍ３／ｈであり，貯留タ

ンクの容量は 11ｍ３以上としていることから，貯留タンク

の容量は臨界における評価を基に設定している。 11ｍ ３ 以

上とした貯留タンクへ空気圧縮機で圧縮した廃ガスを導出

し，規定圧力に到達するまで貯留する。 11ｍ ３ を基に規定

圧力に到達するまでの時間は約２時間であることから，そ

の間ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い発生した放射

性物質を貯留タンクに貯留できる。  

 

１．１．８ 放出低減対策に関する設計  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する対処は、ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応により気相部に移行する放射

性物質を十分に低減することが重要な対策となる。 

同対策に使用する設備は，以下のような設計としている。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子

フィルタは，放出量を十分低減できるように，２段×

３系列で構成されており，２段あたりの除染係数は 10

５を確保する。  

・通常は２系列が運転状態であり，残り１系列は待機状

態という系統構成を取ることにより，１系列が機能喪

失しても切り替えにより機能が維持できる設計とする。 



・高性能粒子フィルタの性能が維持できる温度上限を約

200℃で設計する。  

・高性能粒子フィルタの性能が維持できるフィルタ差圧

の上限を約 9.3ｋＰａで設計する。  

 

１．１．９ 放出低減対策に関する有効性  

ａ．温度  

放出低減対策で使用する塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィルタ及び精製建屋換気設備

の セ ル 排 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は ， Ｔ Ｂ Ｐ 量 が

240ｇの場合の解析の結果として，最大となる塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタで約

44℃ ま で 上 昇 す る 。 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ に つ い て は 、

200℃まで耐久性が確認されていることから，塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタは温

度上昇が発生しても機能を維持できる。  

ｂ．圧力  

放出低減対策で使用する塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィルタ及び精製建屋換気設備

の セ ル 排 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は ， Ｔ Ｂ Ｐ 量 が

240ｇの場合の解析の結果として，フィルタ差圧が最大と

なる塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒

子フィルタで約４ｋＰａまで上昇する。高性能粒子フィ



ルタについては、フィルタ差圧として 9.3ｋＰａまで耐久

性が確認されていることから，塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の高性能粒子フィルタは圧力上昇が発生

しても機能を維持できる。  

ｃ．放射線  

放出低減対策で使用する塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィルタについては，放射線の

変化に伴う性能の変化は生じないことから，機能は維持

できる。  
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１．プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応における関連機器の機能及び機能喪失の想定 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応は，複数ある当該事象の発生防止機能について多重

故障及び誤操作を想定した場合に，発生が想定される。 

このため，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生防止機能だけではなく，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置に用い

る設備及び工程上のつながりのある機器を対象として，関

連する機能，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

場合に機能喪失を想定した機器，機能を維持すると想定し

た機器及びその理由について表－１にまとめた。 

 

 

  



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（1／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

TBP洗浄器 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

濃縮缶へ供給する硝酸

プルトニウム溶液につ

いて、希釈剤を用いて

TBPを洗浄する。（TBP

の混入防止） 

－ ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）との取り合いはないため、これ

らの機能喪失の影響は受けない。 

希釈剤供給配管 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

ＴＢＰ洗浄器への希釈

剤の供給 

ＴＢＰ洗浄器（供

給先） 

○ 

維持２ 

静的機器であり、機能喪失する設備（加熱

蒸気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮

断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは

異なる設備に設置されているため機能に

影響はない。希釈剤流量計の機能が喪失し

ても配管が壊れる・変形することはないた

め、機能に影響はない。 

希釈剤流量計 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

希釈剤供給流量の計測 希釈剤供給流量

制御 

× 

喪失１ 

流量計の詰まりや気泡の混入により正し

い値を示さない（実際よりも高い値を示

す）ことを想定 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（2／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

希釈剤供給流量制御 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

希釈剤の供給流量の制

御 

希釈剤流量計 ▲ 

波及影響 

流量制御機能は維持できているが、流量計

からの誤った値に基づき制御が行われる

ため、発生防止機能（希釈剤の供給）とし

ては喪失すると判断。 

プルトニウム溶液受

槽 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

連続受入れ 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

－ ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

プルトニウム溶液受

槽液位計 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴＢ

Ｐ等の持込み防

止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

プルトニウム溶

液受槽液位低イ

ンターロック 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

液位計は定期的に点検を行い、機能を維持

している。 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（3／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム溶液受

槽液位低インターロ

ック 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

プルトニウム溶

液受槽液位計 

移送用エアリフ

ト 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

移送用エアリフト  発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

プルトニウム溶

液受槽液位低イ

ンターロック 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

油水分離槽 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

バッチ受入れ 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

－ ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（4／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

油水分離槽液位計 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

油水分離槽液位

低インターロッ

ク 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。液位計は

定期的に点検を行い、機能を維持してい

る。 

油水分離槽液位低イ

ンターロック 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

油水分離槽液位

計 

移送用エアリフ

ト 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。インター

ロックは定期的に点検を行い、機能を維持

している。 

移送用エアリフト  発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

油水分離槽液位

低インターロッ

ク 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（5／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

サンプリングベンチ 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽からの分析用試料

の採取 

－ ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。サンプリ

ングベンチは定期的な点検の対象となっ

ている。 

分析装置 発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

試料の分析 － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。分析装置

は定期的な点検の対象となっている。 

プルトニウム濃縮缶

供給槽 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

バッチ受入れ 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

－ ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてお

り、信号の取り合いもないため機能に影響

はない。 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（6／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

供給槽液位計 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

プルトニウム濃

縮缶供給槽液位

低インターロッ

ク 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

液位計は定期的に点検を行い、機能を維持

している。 

プルトニウム濃縮缶

供給槽液位低インタ

ーロック 

発生防止機能 

（濃縮缶へのＴ

ＢＰ等の持込み

防止） 

貯槽上部に滞留する有

機溶媒の下流機器への

移送防止 

（貯槽下部からの液の

抜き出しによる） 

プルトニウム濃

縮缶供給相ゲデ

オン 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（7／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

供給槽ゲデオン 

 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止） 

なし プルトニウム濃

縮缶供給槽液位

高インターロッ

ク 

プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

高高インターロ

ック 

プルトニウム濃

縮缶への供給液

の供給停止イン

ターロック（新

設） 

緊急停止系 

○ 

維持１ 

ゲデオンによる移送を行うために必要な

真空は、エアジェットに圧縮空気を供給す

ることにより製造するが、エアジェットへ

の圧縮空気の供給系は、希釈剤流量計、加

熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気

遮断弁とは異なる設備に設置されており、

信号の取り合いもないため機能に影響は

ない。 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（8／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

供給槽ゲデオン流量

制御 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

なし プルトニウム濃

縮缶密度制御 

プルトニウム濃

縮缶液位制御 

○ 

維持３ 

ゲデオンによる移送を行うために必要な

真空は、エアジェットに圧縮空気を供給す

ることにより製造するが、エアジェットへ

の圧縮空気の供給系は、希釈剤流量計、加

熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気

遮断弁とは異なる設備に設置されており、

信号の取り合いもない。プルトニウム濃縮

缶の密度制御とは信号の取り合いがある

が、本シナリオでは密度計からの信号では

なく液位計からの信号を受けて流量を調

整することとなる。受け取る信号自体は通

常の範囲であるため、機能への影響はな

い。 

蒸気発生器 その他 なし  ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてお

り、信号の取り合いもないため機能に影響

はない。 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（9／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気圧力計 ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（加熱蒸気の供

給停止） 

加熱蒸気圧力が135℃を

超えないよう、蒸気発生

器への一次蒸気圧力の

供給流量を制御 

加熱蒸気圧力制

御 

× 

喪失１ 

圧力計の故障により、実際の値よりも低い

値を示している状態を想定。正しい値を示

さないことから、機能喪失。 

 

加熱蒸気圧力高警報 発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気圧力が所定の

値に到達したことに関

する注意喚起 

加熱蒸気圧力計 ▲ 

波及影響 

実際よりも低い蒸気発生器圧力計指示値

となっており、警報設定値には届かない値

になっており警報は吹鳴しないと想定。警

報機能は喪失していないが、発生防止機能

としては機能喪失していると想定。 

加熱蒸気圧力制御 発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気圧力が135℃を

超えないよう、蒸気発生

器への一次蒸気圧力の

供給流量を制御 

加熱蒸気圧力計 ▲ 

波及影響 

実際よりも低い蒸気発生器圧力計指示値

に基づき圧力制御を行っており、圧力制御

としては加熱蒸気圧力を上げるよう制御

するため、加熱蒸気温度が135℃を超える

ような圧力となっている。制御機能は喪失

していないが、発生防止機能としては機能

喪失していると想定。 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（10／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計１ 発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度の計測（生

産系） 

加熱蒸気温度１

温度高警報 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは、同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、加熱蒸気圧力計、加熱蒸気遮断

弁との取り合いはないため、機能喪失の影

響は受けない。本温度計１は定期的な点検

の対象となっている。 

加熱蒸気温度１温度

高警報 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度が通常範

囲を外れていることに

対する注意喚起 

加熱蒸気温度計

１ 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは、同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、加熱蒸気圧力計、加熱蒸気遮断

弁との取り合いはないため、機能喪失の影

響は受けない。本警報は定期的な点検の対

象となっている。 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（11／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計２

（安重） 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度計２が所

定値に到達した場合の

加熱蒸気供給停止 

加熱蒸気温度高

による加熱蒸気

供給停止インタ

ーロック 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは、同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、加熱蒸気圧力計との取り合いは

ないため、機能喪失の影響は受けない。温

度計２と加熱蒸気遮断弁は、インターロッ

クを介した信号の取り合いはあるが、加熱

蒸気遮断弁から温度計２へ向かう信号は

ないため、加熱蒸気遮断弁の機能喪失の影

響は受けない。本温度計２は定期的な点検

の対象となっている。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（12／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計２

（安重）温度高警報 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度が所定の

値に到達したことを運

転員に対して注意喚起

する 

加熱蒸気温度計

２（安重） 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは、同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、加熱蒸気圧力計との取り合いは

ないため、機能喪失の影響は受けない。本

警報と加熱蒸気遮断弁は、インターロック

を介した信号の取り合いはあるが、加熱蒸

気遮断弁から警報へ向かう信号はないた

め、加熱蒸気遮断弁の機能喪失の影響は受

けない。本警報は定期的な点検の対象とな

っている。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（13／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計２温

度高による加熱蒸気

供給停止インターロ

ック 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度が所定値

に到達した場合の加熱

蒸気供給停止 

加熱蒸気遮断弁 

加熱蒸気温度計

２（安重） 

▲ 

波及影響 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは、同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、加熱蒸気圧力計との取り合いは

ないため、機能喪失の影響は受けない。加

熱蒸気遮断弁と当該インターロックは信

号の取り合いがあるが、加熱蒸気遮断弁か

らインターロックに向かう信号はなく、加

熱蒸気遮断弁が故障することにより当該

弁が閉止できない状態を想定しているこ

とから、インターロック自体は機能を維持

しているが、発生防止機能としては機能喪

失していると想定する。 

加熱蒸気遮断弁 発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度計２が所

定値に到達した場合の

加熱蒸気供給停止 

加熱蒸気温度高

による加熱蒸気

供給停止インタ

ーロック 

× 

喪失１ 

弁の故障により閉止できない状態を想定

する。 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（14／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計３

（安重） 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度の計測（安

全系２） 

加熱蒸気温度高

による一次蒸気

供給停止インタ

ーロック 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、プルト

ニウム濃縮缶密度制御）とは異なる設備に

設置されており、信号の取り合いもない。

加熱蒸気圧力計、加熱蒸気遮断弁とは、同

じ加熱蒸気系に設置されているが、加熱蒸

気圧力計および加熱蒸気遮断弁との取り

合いはないため、機能喪失の影響は受けな

い。一次蒸気遮断弁と温度計３は、インタ

ーロックを介した信号の取り合いはある

が、一次蒸気遮断弁から温度計３へ向かう

信号はないため、一次蒸気遮断弁の機能喪

失の影響は受けない。本温度計３は定期的

な点検の対象となっている。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（15／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計３

（安重）温度高警報 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度が所定の

値に到達したことを運

転員に対して注意喚起

する 

加熱蒸気温度計

３（安重） 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、プルト

ニウム濃縮缶密度制御）とは異なる設備に

設置されており、信号の取り合いもない。

加熱蒸気圧力計、加熱蒸気遮断弁とは、同

じ加熱蒸気系に設置されているが、加熱蒸

気圧力計および加熱蒸気遮断弁との取り

合いはないため、機能喪失の影響は受けな

い。一次蒸気遮断弁と警報とはインターロ

ックを介した信号の取り合いはあるが、一

次蒸気遮断弁から警報へ向かう信号はな

いため、一次蒸気遮断弁の機能喪失の影響

は受けない。本警報は定期的な点検の対象

となっている。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（16／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

加熱蒸気温度計３温

度高による一次蒸気

供給停止インターロ

ック 

発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度３温度高

による一次蒸気遮断弁

の閉止による一次蒸気

供給停止 

一次蒸気遮断弁 

加熱蒸気温度計

３（安重） 

▲ 

波及影響 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、プルト

ニウム濃縮缶密度制御）とは異なる設備に

設置されており、信号の取り合いもない。

加熱蒸気圧力計、加熱蒸気遮断弁とは、同

じ加熱蒸気系に設置されているが、加熱蒸

気圧力計および加熱蒸気遮断弁との取り

合いはないため、機能喪失の影響は受けな

い。一次蒸気遮断弁と当該インターロック

は信号の取り合いがあるが、一次蒸気遮断

弁からインターロックに向かう信号はな

く、一次蒸気遮断弁が故障することにより

当該弁が閉止できない状態を想定してい

ることから、インターロック自体は機能を

維持しているが、発生防止機能としては機

能喪失していると想定する。 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（17／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

一次蒸気遮断弁 発生防止機能 

（加熱蒸気温度

の異常な上昇防

止） 

加熱蒸気温度３温度高

による一次蒸気遮断弁

の閉止による一次蒸気

供給停止 

加熱蒸気温度高

による一次蒸気

供給停止インタ

ーロック 

プルトニウム濃

縮缶密度高イン

ターロック 

プルトニウム濃

縮缶液位低イン

ターロック 

× 

喪失１ 

弁の故障により閉止できない状態を想定

する。 

加熱蒸気安全弁 その他 なし － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、一次蒸

気遮断弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。加熱蒸気圧力計、加熱蒸

気遮断弁とは同じ加熱蒸気系に設置され

ているが、取り合いはないため、これら機

器の機能喪失による影響は受けない。本安

全弁は定期的な点検の対象となっている。 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（18／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

一次蒸気元弁 拡大防止対策 なし － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム

濃縮缶密度制御）とは異なる設備に設置さ

れており、信号の取り合いもない。一次蒸

気遮断弁と同じ一次蒸気系に設置されて

いるが、取り合いはないため、一次蒸気遮

断弁の機能喪失の影響は受けない。 

本弁は定期的な点検の対象とする予定。 

プルトニウム濃縮缶 その他 

連続受入れ 

なし － ○ 

維持２ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（19／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

密度計 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液の濃度を一定

値に保つよう流量を制

御） 

プルトニウム濃

縮缶密度制御 

プルトニウム濃

縮缶密度高イン

ターロック 

○ 

維持４ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

密度制御機能は喪失するが、原因は運転員

の誤操作であり、密度計の機能は維持でき

ていると想定する。密度計は定期的な点検

の対象となっている。 

プルトニウム濃縮缶

密度制御 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液の濃度を一定

値に保つよう流量を制

御） 

プルトニウム濃

縮缶密度計 

プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデ

オン流量制御 

× 

喪失２ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

密度制御機能は喪失するが、原因は運転員

の誤操作であり、設備としての異常は発生

しないが、機能としては喪失していること

を想定する。 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（20／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

密度高警報 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液の濃度が所定

の値を超えたことにつ

て注意喚起を行う） 

プルトニウム濃

縮缶密度計 

○ 

維持その

他 

（取り合

いのある

密度制御

に設備故

障はない

ため機能

は維持） 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

密度制御機能は喪失するが、原因は運転員

の誤操作であり、密度計の機能は維持でき

ていると想定する。密度高警報は定期的な

点検の対象となっている。 

 

プルトニウム濃縮缶

密度計密度高による

インターロック 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液の濃度を一定

値に保つよう流量を制

御） 

プルトニウム濃

縮缶密度計 

一次蒸気遮断弁 

▲ 

波及影響 

本インターロックにより作動する一次蒸

気遮断弁は機能喪失することを想定する。

このため、インターロックとしても機能し

ないと想定する。 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（21／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

液位計 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液が一定量以下

となった場合に加熱を

停止する） 

プルトニウム濃

縮缶液位制御 

プルトニウム濃

縮缶液位低イン

ターロック 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されており、密度計の計装配管を一

部共用しているが、密度計は機能喪失せ

ず、密度制御の信号と液位計とは取り合い

がないため、密度制御機能の喪失の影響は

受けない。本液位計は定期的な点検の対象

となっている。 

プルトニウム濃縮缶

液位制御 

その他 なし プルトニウム濃

縮缶液位計 

プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデ

オン流量制御 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

の密度制御機能からの出力される制御信

号は、液位制御機能から出力される制御信

号も受け取ることとなっており、ここで取

り合いが発生するが、信号の逆流は発生し

ないためｌ機能は維持できる。 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（22／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

液位計液位低による

インターロック 

発生防止機能 

（過濃縮防止） 

過濃縮防止（プルトニウ

ム濃縮液が一定量以下

となった場合に加熱を

停止する） 

プルトニウム濃

縮缶液位計 

一次蒸気遮断弁 

▲ 

波及影響 

本インターロックにより作動する一次蒸

気遮断弁は機能喪失することを想定する。

このため、インターロックとしても機能し

ないと想定する。 

 

プルトニウム濃縮缶

液相部温度計 

その他 なし プルトニウム濃

縮缶液相部温度

高警報（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。液相部温度計は定期的な点検の

対象となっている。 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（23／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

液相部温度高警報

（新設） 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止、貯留タンク

への放射性物質

の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック（新設） 

プルトニウム濃

縮缶への供給停

止インターロッ

ク（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。液相部温度高警報は定期的な点

検の対象とする予定。 

プルトニウム濃縮缶

気相部温度計 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止、貯留タンク

への放射性物質

の貯留） 

なし プルトニウム濃

縮缶気相部温度

高警報（新設） 

貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック（新設） 

プルトニウム濃

縮缶への供給停

止インターロッ

ク（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能のと取り合いはないため、機能は維

持される。気相部温度計１は定期的な点検

の対象となっている。 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（24／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

気相部温度高警報

（新設） 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止、貯留タンク

への放射性物質

の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック（新設） 

プルトニウム濃

縮缶への供給停

止インターロッ

ク（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。気相部温度高警報は定期的な点

検の対象とする予定。 

プルトニウム濃縮缶

気相部圧力計 

その他 なし － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。気相部圧力計１は定期的な点検

の対象となっている。 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（25／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

気相部圧力制御 

その他 なし プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

計１ 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。気相部圧力制御は定期的な点検

の対象となっている。 

プルトニウム濃縮缶

気相部圧力計圧力高

によるインターロッ

ク 

その他 なし プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

計１ 

プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデ

オン 

一次蒸気遮断弁 

▲ 

波及影響 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはない。但し、一次蒸

気遮断弁が機能喪失することから、インタ

ーロック機能の一部は喪失する。 

（供給ゲデオンの停止は機能する） 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（26／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

気相部圧力高高警報

（新設） 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止、貯留タンク

への放射性物質

の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

プルトニウム濃

縮缶への供給停

止インターロッ

ク（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁）とは異なる設備に設置されており、信

号の取り合いもない。プルトニウム濃縮缶

に設置されているが、密度計および密度制

御機能との取り合いはないため、機能は維

持される。気相部圧力高高警報は定期的な

点検の対象とする予定。 

プルトニウム濃縮缶

凝縮器 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（放射性エアロ

ゾルの除去、貯留

タンクへの放射

性物質の貯留） 

なし － ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（27／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

凝縮液流量制御 その他 なし － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

プルトニウム濃縮液

受槽 

（バッチ受入れ） 

その他 なし － ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

凝縮液受槽Ａ／Ｂ 

（連続受入れ） 

その他 

（連続受入れ） 

なし － ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（28／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）

洗浄塔 

その他 なし － ○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されてい

るため機能に影響はない。 

廃ガスポット その他 なし － ○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

隔離弁（塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニ

ウム系）） 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（貯留タンクへ

の放射性物質の

貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

当該隔離弁は定期的な点検の対象とする

予定。 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（29／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）

排風機 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（貯留タンクへ

の放射性物質の

貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

排風機は定期的な点検の対象となってい

る。 

隔離弁（貯留設備） ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（放射性エアロ

ゾルの除去、貯留

タンクへの放射

性物質の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

本弁は定期的な点検の対象とする予定。 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（30／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

空気圧縮機 ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（貯留タンクへ

の放射性物質の

貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

圧縮機は定期的な点検の対象とする予定 

 

貯留タンク ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（放射性エアロ

ゾルの除去、貯留

タンクへの放射

性物質の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

静的機器であり、機能喪失する設備（希釈

剤流量計、加熱蒸気圧力計、一次蒸気遮断

弁、加熱蒸気遮断弁、プルトニウム濃縮缶

密度制御）とは異なる設備に設置されるた

め、機能に影響はない。 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（31／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

圧力計（貯留タンク） ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（放射性エアロ

ゾルの除去、貯留

タンクへの放射

性物質の貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

圧力計は定期的な点検の対象とする予定。 

流量計（貯留タンク） ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（貯留タンクへ

の放射性物質の

貯留） 

なし 貯留タンクへの

貯留起動インタ

ーロック 

（新設） 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

流量計は定期的な点検の対象とする予定。 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（32／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

緊急停止系 自主対策設備（供

給液の供給停止） 

なし 希釈剤供給流量

制御 

加熱蒸気圧力制

御 

プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

制御 

一次蒸気遮断弁 

加熱蒸気遮断弁 

供給ゲデオン 

○ 

維持３ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、プルトニウム濃縮缶密度制御）

とは異なる設備に設置されており、信号の

取り合いもない。一次蒸気遮断弁、加熱蒸

気遮断弁とは信号の取り合いがあるが、一

次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断弁から緊急停

止系に向かう信号はないため、これら弁の

機能喪失による影響は受けない。緊急停止

系は定期的な点検の対象となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（33／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給停

止インターロック 

（新設） 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応の拡大の防止

のための設備 

（供給液の供給

停止） 

なし プルトニウム濃

縮缶気相部温度

高警報（新設） 

プルトニウム濃

縮缶気液相部温

度高警報（新設） 

プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

高警報（新設） 

プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデ

オン 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

当該インターロックは定期的な点検の対

象となる予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 



表－１ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に関連のある機器の機能と事象発生時における機能の状況（34／34） 

機器 機能 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生防止

に対する機能 

他機能（設備）と

のつながり 

機能喪失

の有無※ 

理由 

貯留タンクへの貯留

起動インターロック 

（新設） 

 なし プルトニウム濃

縮缶気相部温度

高警報（新設） 

プルトニウム濃

縮缶気液相部温

度高警報（新設） 

プルトニウム濃

縮缶気相部圧力

高警報（新設） 

塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウ

ム系）排風機 

塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウ

ム系）漏れ込みラ

インの自動弁閉

止 

空気圧縮機 

○ 

維持１ 

機能喪失する設備（希釈剤流量計、加熱蒸

気圧力計、一次蒸気遮断弁、加熱蒸気遮断

弁、プルトニウム濃縮缶密度制御）とは異

なる設備に設置されており、信号の取り合

いもないため機能に影響はない。 

当該インターロックは定期的な点検の対

象となる予定。 

 

 



※ 「機能喪失の有無」に記載している事項の意味は以下のとおり。 

維持１：機能喪失を想定する機能との取り合いがない 

維持２：機能喪失する機能（機器）との取り合いがあるが、静的機器であるため影響は受けない 

維持３：機能喪失する機能（機器）との取り合いがあるが、信号の取り合いであり、機能喪失した機器から信号を受けることはないため、

機能喪失の影響は受けない 

維持４：機能喪失する機能との取り合いがあるが、機能喪失の原因が誤操作であり機器の故障は発生しないため、影響は受けない。 

波及影響：機能喪失する機能（機器）の影響により、当該機能（機器）の発生防止機能が喪失する 

喪失１：機器の故障・異常による機能喪失 

喪失２：誤操作による機能喪失 
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1. ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相に移行し

た放射性物質の放出量評価及び被ばく線量評価  

1.1 評価内容 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生してから収束するまでの放射性物質の大気中

への放出量を評価する。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

により気相部に移行した放射性物質のうち，貯留タンクに

貯留されなかった放射性物質が大気中へ放出されたものと

して評価する。事態が収束するタイミングは，貯留タンク

への貯留を約２時間行い，その後塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）を通常運転時の経路に復旧した時点とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した後も，供給

液の停止操作完了までは供給液の供給が継続することから，

ＴＢＰ等の錯体の分解反応発生後から供給液の供給停止完

了までの約１分間に供給されるＴＢＰ全量について，ＴＢ

Ｐ等が分解反応により放射性物質を放出することを想定し

て放出量を評価する。 

また，放出量評価にあわせて放出期間中の事業所外にお

ける被ばく線量を評価する。 

なお，評価対象建屋はプルトニウム濃縮缶が設置されて

いる精製建屋である。 

 

1.2 大気中への放射性物質の放出量評価及び事業所外での

被ばく評価 



 
 

大気中への放射性物質の放出量は，プルトニウム濃縮缶

が保有する放射性物質量に対して，事故の影響を受ける割

合，分解反応に伴い気相中に移行する放射性物質の割合，

大気中への放出経路における低減割合及び貯留タンクへ貯

留されない放射性物質の割合を乗じて算出する。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウ

ム－137への換算係数を乗じて，大気中へ放出された放射性

物質の放出量（セシウム－137換算）を算出する。 

さらに，事業所外での被ばく線量評価は，以下の計算式

（１式）により算出する。 

 

 被ばく線量［Ｓｖ］ 

＝大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

×呼吸率［ｍ３／ｓ］×相対濃度χ／Ｑ［ｓ／ｍ３ ］ 

×線量換算係数［Ｓｖ／Ｂｑ］          （１式） 

 

1.3 評価に用いる各種パラメータの設定 

大気中への放射性物質の放出量及び事業所外での被ばく

線量を「1.2 大気中への放射性物質の放出量評価及び事業

所外での被ばく評価」の通りに算出する。また，算出に必

要なパラメータは第 1.－１表、第 1.－２表及び第 1.－３

表に示す通りである。貯留タンクへ貯留されない放射性物

質の割合である約４％の根拠については，2.に記載する。 

  



 
 

第 1.－１表 機器内の気相に移行する放射性物質の割合（Ａ

ＲＦ）の設定 

＜ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時（爆発時の圧力が

3.5ＭＰａを上回る場合でのＡＲＦの算出式を適用）＞ 

①  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応による発生エネルギ

Ｅ １ [ｋＪ ]算出  

Ｅ １ [ｋ Ｊ ]＝  

1400[Ｊ ／ ｇ Ｔ Ｂ Ｐ ]×Ｔ Ｂ Ｐ 量 [ｋ ｇ ] 

②  
水蒸気発生量算出  

Ｗ [ｋｇ ] 

Ｗ [ｋ ｇ ]＝  

Ｅ １ ／ 2200[ｋ Ｊ ／ ｋ ｇ － ｓ ｔ ｅ ａ ｍ ] 

③  
発生水蒸気のモル分率算出  

ＭＦ [－ ] 

Ｍ Ｆ ＝  

Ｗ ／ (Ｖ Ｌ ×1000[ｋ ｇ ／ ｍ ３ ― Ｈ ２ Ｏ ]) 

Ｖ Ｌ ： 塔 槽 内 液 相 部 体 積 [ｍ ３ ] 

④  ＡＲＦ算出 [－ ] Ａ Ｒ Ｆ ＝ 1.28×Ｍ Ｆ 0. 8 2 7  

 

＜ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後から供給液の供

給が停止するまで（爆発時の圧力が 0.35ＭＰａ未満の場合の

ＡＲＦ値を適用）＞ 

 

  

項目  パラメータ  

ＡＲＦ  5.0×10-５  



 
 

第 1.－２表 放出量評価に必要なパラメータの設定 

  

項目  パラメータ  

貯槽が保有する  

放射性物質量（ＭＡＲ） 

プルトニウム濃縮缶の通常運転時の容量及

びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

する温度を沸点とするプルトニウム濃度か

ら算出した放射性物質量とする。  

ＭＡＲのうち事故の影

響を受ける割合（ＤＲ） 
1 とする  

機器内の気相に移行す

る放射性物質の割合の

（ＡＲＦ）  

第 1.－１表参照  

大気中への放出経路に

おける除染係数（ＤＦ） 

経路上での沈着等  10 

高性能粒子フィルタ  1.0×10５  

貯留タンクへ貯留され

ない放射性物質の割合  
約４％  



 
 

第 1.－３表 被ばく評価に必要なパラメータの設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 貯槽が保有する放射性物質量の設定 

貯槽が保有する放射性物質量は，１日当たりに処理する使

用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃

料濃縮度 4.5ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間

15 年を基に算出した内蔵放射能に，使用済燃料の燃料仕様の

変動に係る補正係数を考慮して平常運転時の最大値を算出

し設定する。使用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数を

第 1.－４表に示す。 

なお，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応は，濃縮缶内での過濃縮を経て事象発生すること

から，平常運転値の最大値を算出したうえで，過濃縮の濃縮

倍率を考慮して放射性物質量を設定する。 

  

項目 パラメータ 

呼吸率 

［ｍ３／ｓ］ 
3.33×10－ ４  

相対濃度χ／Ｑ 

［ｓ／ｍ３］ 
1.20×10－ ６  

線量換算係数 

［Ｓｖ／Ｂｑ］ 
核種毎に設定 



 
 

第 1.－４表 使用済燃料の燃料仕様の変動に係る補正係数 

※１ その他ＦＰとは，核分裂生成物のうち，Ｋｒ－85 ，

Ｉ－129 及びＲｕ／Ｒｈを除いたものを示す。 

※２ Ｒｕ及びＲｈの合算値を示す。 

 

1.5 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い機器の気相中

に移行する放射性物質の割合の設定 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行す

る放射性物質の割合は，爆発時の圧力が 0.35 MPa を上回る

場合は第 1.－１表の計算フローに基づき算出する。 

爆発時の圧力が 0.35 MPa 未満の場合は 0.005％とする。 

 

1.6 大気中への放出経路における除染係数の設定 

 放出経路上の構造物への沈着による放射性エアロゾルの

除染係数は，ＤＦ10 とする。また，高性能粒子フィルタの放

射性エアロゾルの除染係 数
（２）

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

元素グループ 

使用済燃料中の放

射能  
燃料仕様の変動に係

る補正係数 
（Ｂｑ／ｔ･ＵＰｒ） 

Ｒｕ／Ｒｈ  1.6×1012 ※２ 1.7 

その他ＦＰ※１  1.3×1016 1.1 

Ｐｕ 
α  1.7×1014 

2.0 
β   2.9×1015 

Ａｍ，Ｃｍ  1.8×1014 2.7 



 
 

反応が発生した場合の温度及び圧力においても健全である

ことを確認していることから，高性能粒子フィルタが所定の

性能を発揮できることにより，２段でＤＦ１×10５ とする。

また，貯留タンクによる低減割合として，約 96％の放射性物

質が貯留タンクに導出されることから，約４％まで低減され

ることを考慮する。 

 

1.7 セシウム－137 換算係数 

 放射性物質のセシウム－137 換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥ

ＣＤＯＣ－1162 に記載されている，地表沈着した核種からの

ガンマ線による外部被ばく及び再浮遊核種の吸入による内

部被ばくを考慮した 50 年間の実効線量への換算係数並びに

吸入核種の化学形態を線量告示に適合させるために，プルト

ニウム等の一部の核種について，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－

1162
（ ２ ）

に記載の吸入摂取換算係数をＩＣＲＰ Ｐｕｂｌｉｃａ

ｔｉｏｎ．7 2
（３）

の吸入摂取換算係数で補正するために設定する

「吸入核種の化学形態に係る補正係数」を用いて，以下の計

算式により算出する。 

 また，セシウム－137 換算係数の算出過程を第 1.－５表に

示す。 

 

セシウム－137 換算係数 

＝（ある核種のＣＦ４換算係数）／（セシウム－137ＣＦ

４換算係数）×（吸入核種の化学形態に係る補正係数） 

  



 
 

第 1.－５表 主要な核種のセシウム－137 換算係数 

注：放射平衡核種の子孫核種の寄与は，親核種に含む。 

 ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－

1162 の吸入摂取換算係数

［ａ］ 

ＩＣＲＰ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ.72の

吸入摂取 

換算係数(化学形態を考慮）［ｂ］ 

吸入核種の化学形態に係る補正係数 

［ｃ］＝［ｂ］／［ａ］ 

（Ｓｖ／Ｂｑ） （Ｓｖ／Ｂｑ） （－） 

Ｐｕ238 1.13Ｅ-04 ※２ 4.6Ｅ-05 0.41 

Ｐｕ239 1.20Ｅ-04 ※２ 5.0Ｅ-05 0.42 

Ｐｕ240 1.20Ｅ-04 ※２ 5.0Ｅ-05 0.42 

Ｐｕ241 2.33Ｅ-06 ※２ 9.0Ｅ-07 0.39 

Ａｍ241 9.33Ｅ-05 4.2Ｅ-05 0.45 

Ｃｍ242 5.93Ｅ-06 5.2Ｅ-06 0.88 

Ｃｍ244 5.73Ｅ-05 2.7Ｅ-05 0.47 

※ １ ： 地 表 沈 着 し た 核 種 か ら の 外 部 被 ば く 及 び 再 浮 遊 核 種 の 吸 入 に よ る 内

部 被 ば く の 50 年 間 の 実 効 線 量 を 用 い て セ シ ウ ム － 137 放 出 量 に 換 算

す る 係 数  

※ ２ ： 化 学 形 態 と し て キ レ ー ト を 想 定  

 

ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－

1162 のＣＦ
４
換算係数 

［Ａ］ 

ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－

1162 のＣＦ
４
換算係数 

(Ｃｓ137 の値) ［Ｂ］ 

吸入核種の化学形態 

に係る補正係数 

［Ｃ］ 

Ｃｓ137 換算係数 ※１ 

［Ｄ］＝［Ａ］／［Ｂ］×［Ｃ］ 

（ｍＳｖ／(ｋＢｑ・ｍ
－２

）) （ｍＳｖ／(ｋＢｑ・ｍ
－２

)） （－） （－） 

Ｓｒ90 2.1Ｅ-02 1.3Ｅ-01 1.0 0.16 

Ｒｕ106 4.8Ｅ-03 1.3Ｅ-01 0.037 

Ｃｓ134 5.1Ｅ-02 1.3Ｅ-01 0.39 

Ｃｓ137 1.3Ｅ-01 1.3Ｅ-01 1.0 

Ｃｅ144 1.4Ｅ-03 1.3Ｅ-01 0.011 

Ｅｕ154 1.3Ｅ-01 1.3Ｅ-01 1.0 

Ｐｕ238 6.6Ｅ+00 1.3Ｅ-01 0.41 21 

Ｐｕ239 8.5Ｅ+00 1.3Ｅ-01 0.42 27 

Ｐｕ240 8.4Ｅ+00 1.3Ｅ-01 0.42 27 

Ｐｕ241 1.9Ｅ-01 1.3Ｅ-01 0.39 0.56 

Ａｍ241 6.7Ｅ+00 1.3Ｅ-01 0.45 23 

Ｃｍ242 5.9Ｅ-02 1.3Ｅ-01 0.88 0.40 

Ｃｍ244 2.8Ｅ+00 1.3Ｅ-01 0.47 10 



 
 

1.8 評価結果 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相に移行した放

射性物質の大気中への放出量（Ｃｓ－137換算）及び放出期間

中の事業所外における被ばく線量評価の計算過程を第1.－６

表に，評価結果を第1.－７表に示す。 



 
 

第 1.－６表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い気相に移行した 

放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）及び被ばく線量の計算過程 

＜ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による評価＞ 

 

＜ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応後～供給液の供給停止までの評価＞ 

 
※ＬＰＦ＝１／ＤＦ

① ② ③＝①×② ④＝∑③ ⑤ ⑥ ⑦
⑧＝①×⑤
×⑥×⑦

∑⑧

機器 核種Gr
MAR
[Bq]

DR
[-]

ARF
[-]

LPF
(フィルタ・経路)

[-]

貯留の
考慮

放出量
[Bq]

Cs-137換算
係数

[Bq/Bq]

総放出量
(Cs-137換算)

[Bq]

放出量
(Cs-137換算)

[TBq]

χ/Q
[s/m3]

呼吸率
[m3/s]

換算係数
[Sv/Bq]

被ばく線量
[Sv]

被ばく線量
[mSv]

プルトニウム濃縮缶 Zr／Ｎｂ 0E+00 0E+00 2E-02 0E+00 2E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｒｕ／Ｒｈ 2E+07 2E-03 2E-02 4E-05 3E-08 3E-20
プルトニウム濃縮缶 Ｃｓ／Ｂａ 0E+00 0E+00 5E-01 0E+00 2E-09 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｃｅ／Ｐｒ 0E+00 0E+00 5E-03 0E+00 3E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｓｒ／Ｙ 0E+00 0E+00 8E-02 0E+00 8E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 その他ＦＰ 4E+08 5E-02 5E-01 2E-02 3E-08 5E-19
プルトニウム濃縮缶 Ｐｕ 8E+16 9E+06 2E+00 2E+07 3E-06 1E-08
プルトニウム濃縮缶 Ａｍ／Ｃｍ 0E+00 0E+00 2E+01 0E+00 4E-05 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｕ（α） 5E+07 6E-03 7E+00 4E-02 5E-06 1E-17
プルトニウム濃縮缶 Ｎｐ（α） 0E+00 0E+00 3E-01 0E+00 4E-07 0E+00

1E-06 3E-04 2E-051E+00 4E-03 1E-06 3E-02 2E-05

① ② ③＝①×② ④＝∑③ ⑤ ⑥ ⑦
⑧＝①×⑤
×⑥×⑦

∑⑧

機器 核種Gr
MAR
[Bq]

DR
[-]

ARF
[-]

LPF
(フィルタ・経路)

[-]

貯留の
考慮

放出量
[Bq]

Cs-137換算
係数

[Bq/Bq]

総放出量
(Cs-137換算)

[Bq]

放出量
(Cs-137換算)

[TBq]

χ/Q
[s/m3]

呼吸率
[m3/s]

換算係数
[Sv/Bq]

被ばく線量
[Sv]

被ばく線量
[mSv]

プルトニウム濃縮缶 Zr／Ｎｂ 0E+00 0E+00 2E-02 0E+00 2E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｒｕ／Ｒｈ 2E+07 3E-05 2E-02 5E-07 3E-08 4E-22
プルトニウム濃縮缶 Ｃｓ／Ｂａ 0E+00 0E+00 5E-01 0E+00 2E-09 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｃｅ／Ｐｒ 0E+00 0E+00 5E-03 0E+00 3E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｓｒ／Ｙ 0E+00 0E+00 8E-02 0E+00 8E-08 0E+00
プルトニウム濃縮缶 その他ＦＰ 4E+08 6E-04 5E-01 3E-04 3E-08 7E-21
プルトニウム濃縮缶 Ｐｕ 8E+16 1E+05 2E+00 2E+05 3E-06 2E-10
プルトニウム濃縮缶 Ａｍ／Ｃｍ 0E+00 0E+00 2E+01 0E+00 4E-05 0E+00
プルトニウム濃縮缶 Ｕ（α） 5E+07 8E-05 7E+00 6E-04 5E-06 2E-19
プルトニウム濃縮缶 Ｎｐ（α） 0E+00 0E+00 3E-01 0E+00 4E-07 0E+00

1E+00 5E-05 1E-06 3E-02 3E-07 1E-06 3E-04 2E-07



 
 

第 1.－７表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い気

相に移行した放射性物質の放出量（Ｃｓ－137 換算）及び被ばく

線量 

 

  

建屋 

（機器） 

放出量 

（Ｃs－137 換算） 

[ＴＢｑ] 

放出期間中の 

被ばく線量 

[ｍＳｖ] 

精製建屋 

(プルトニウム濃縮缶) 
２×10－５ ２×10－５ 



 
 

2. 貯留タンクに貯留されない放射性物質の割合について  

2.1 評価方法 

貯留タンクに貯留される放射性物質の割合の評価手法を記載

する。計算に用いたモデルを第２.－１図に示すとともに、評価

に用いた解析条件を第２.－１表に示す。 

 

 

第２.－１図 貯留タンクに貯留されない放射性物質の割合 

評価モデル 

  



 
 

第２.－１表 評価に用いた解析条件 

プルトニウム濃縮缶気相部体積 Ｖ１ 0.25 m3 

プルトニウム濃縮缶の計装用圧縮空

気および水素掃気用空気の流量 
Ｒ１ 0.44 m3/h 

時間の刻み幅(timestep) - 0.1 min 

貯留設備の空気圧縮機の 

継続起動時間 
- 118 min 

貯留タンクに貯留されない放射性物

質の割合 
Ｃ 

(逐次計算に

より算出) 

 具体的には，時間 t=0 にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

起こったことを想定した。その後，0.1min の時間の刻み幅ごと

に，プルトニウム濃縮缶への気体の流入，プルトニウム濃縮缶

内での気体の完全混合及び貯留タンクへの気体の導出が起こる

とし，プルトニウム濃縮缶内に残留する割合を貯留タンクに貯

留されない放射性物質の割合として計算した。 

この際，プルトニウム濃縮缶の計装用圧縮空気および水素掃

気用空気の流量は一定流量で供給が継続されることとした。計

算式は以下のとおり。 

௧ୀା.ଵܥ ൌ ௧ୀܥ 	ൈ ൬
ܸ1

ܸ1 ܴ1
൰ 		※ 	݊ ൌ 0, 0.1, 0.2, … 		、 ௧ୀܥ	 ൌ 1 

 

2.2 評価結果 

 プルトニウム濃縮缶内に残留し，貯留タンクに貯留されない

放射性物質の割合は約４％となった。具体的な計算シートを第



 
 

２.－２表に示す。 

 

第２.－２表 貯留タンクに貯留されない放射性物質の割合 

の計算シート 

経過時間

[min] 

空気供給量 

[m3/timestep] 

貯留タンクへ導

出される量 

[m3/timestep] 

貯留タンクに貯

留されない放射

性物質の割合 

0 0.00074 0.00074 1.0 

0.1 0.00074 0.00074 1.0 

0.2 0.00074 0.00074 1.0 

0.3 0.00074 0.00074 1.0 

0.4 0.00074 0.00074 1.0 

0.5 0.00074 0.00074 0.99 

0.6 0.00074 0.00074 0.99 

0.7 0.00074 0.00074 0.99 

0.8 0.00074 0.00074 0.98 

0.9 0.00074 0.00074 0.98 

1 0.00074 0.00074 0.98 

1.1 0.00074 0.00074 0.98 

1.2 0.00074 0.00074 0.97 

1.3 0.00074 0.00074 0.97 

1.4 0.00074 0.00074 0.97 

1.5 0.00074 0.00074 0.96 

118 0.00074 0.00074 0.032 

 

  



 
 

3. ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時に塔槽類廃ガス 

ポットからセル導出される塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の空気の放出量評価及び被ばく線量評価 

 

3.1 評価内容 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，分解反応

に伴い発生する水蒸気等に押し込まれる形で，もともとプルト

ニウム濃縮缶の気相部から塔槽類廃ガス処理設備の廃ガスポッ

トまでの流路の配管に存在していた放射性物質を含む気体が廃

ガスポットの水封を破封して，セルへ放出される。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知に伴い，廃ガスポッ

トへの水供給配管の自動弁が開となることで，一度水封が破封

した場合でも，水封が維持された状態に移行する。 

ここでは，プルトニウム濃縮缶の気相部から塔槽類廃ガス処

理設備の廃ガスポットまでの流路の配管に存在していた放射性

物質を含む気体が水蒸気に押し込まれる形で，廃ガスポットか

らセルへ導出された後，セル排気フィルタユニットを経由して

主排気筒から放出されることを想定し，放出量評価を実施した。 

 

3.2 大気中への放射性物質の放出量評価及び事業所外での被

ばく評価 

大気中への放射性物質の放出量は，プルトニウム濃縮缶の気

相部から塔槽類廃ガス処理設備の廃ガスポットまでの流路の

配管内の気相中に存在する放射性物質量に対して，事故の影響



 
 

を受ける割合，大気中への放出経路における低減割合を乗じて

算出する。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－

137への換算係数を乗じて，大気中へ放出された放射性物質の

放出量（セシウム－137換算）を算出する。 

さらに，事業所外での被ばく線量評価は，以下の計算式（１

式）により算出する。 

 

 被ばく線量［Ｓｖ］ 

＝大気中への放射性物質の放出量［Ｂｑ］ 

×呼吸率［ｍ３／ｓ］×相対濃度χ／Ｑ［ｓ／ｍ３］ 

×線量換算係数［Ｓｖ／Ｂｑ］        （１式と同じ） 

 

3.3 評価に用いる各種パラメータの設定 

大気中への放射性物質の放出量及び事業所外での被ばく線

量を「3.2 大気中への放射性物質の放出量評価及び事業所外

での被ばく評価」の通りに算出する。また，算出に必要なパラ

メータは第３.－１表のとおりであり，被ばく評価に必要なパ

ラメータは第１.－３表と同様である。 

  



 
 

第３.－１表 放出量評価に必要なパラメータの設定 

 

3.4 塔槽類廃ガス処理設備の気相部が保有する放射性物質量

の設定 

1.4 の記載と同様，気相部が保有する放射性物質量は，１日

当たりに処理する使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・

ＵＰｒ，冷却期間 15 年の条件を考慮する。使用済燃料の燃料

仕様の変動に係る補正係数は第 1.－４表と同じである。 

なお，気相部の空間体積は設計図書から引用し，算出した。 

項目 パラメータ 

気相部に保有する  

放射性物質量（ＭＡＲ）  

通常運転時の塔槽類廃ガス処理設備の気相部

に保有する放射性物質量を採用。 

（ＡＲＦを考慮した値） 

ＭＡＲのうち事故の影響

を受ける割合（ＤＲ） 
1 とする 

機器内の気相に移行する

放射性物質の割合の（Ａ

ＲＦ） 

圧縮空気１ｍ３当たり 10ｍｇ 

大気中への放出経路にお

ける除染係数（ＤＦ） 

経路上での沈着等 10 

廃ガスポット 10 

高性能粒子フィルタ 

(セル排気フィルユニッ

ト) 

1.0×10３  



 
 

 

3.5 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い機器の気相中に

移行する放射性物質の割合の設定 

  塔槽類廃ガス処理設備の気相部が保有する放射性物質量の

算出の際は．文献
（ ４ ）

に記載の割合を採用し，圧縮空気１ｍ３当た

り 10ｍｇが移行することとした。 

 

3.6 大気中への放出経路における低減割合の設定 

 放出経路上の構造物への沈着による放射性エアロゾルの除

染係数は，ＤＦ10 とする。また，廃ガスポットでの除染係数

は，健全な金属容器及び水中に貯蔵している場合の除染係数と

して 100 が文献値として報告されている
（ ５ ）

ことを踏まえ，ＤＦ10

とする。加えて，セル排気フィルタ ユニットの高性能粒子フ

ィルタの放射性エアロゾルの除染係数は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生した場合の温度及び圧力においても健全

であることを確認していることから，高性能粒子フィルタが所

定の性能を発揮できることにより，１段でＤＦ１×10３とする。 

 

3.7 セシウム－137 換算係数 

  1.7 と同様の値を採用し，評価した。 

 

3.8 評価結果 

 塔槽類廃ガスポットからセル導出される塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の空気の放射性物質の大気中への放出量（Ｃ

ｓ－137 換算）及び放出期間中の事業所外における被ばく線量評



 
 

価の計算過程を第 3.－２表に，評価結果を第 3.－３表に示す。 



 
 

第 3.－２表 塔槽類廃ガスポットからセル導出される塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

空気の放射性物質の大気中への放出量（Ｃｓ－137 換算）及び被ばく線量の計算過程 

 

機器 核種Gr
インベントリ/濃度

[Bq/m3]
廃ガス量
[m3/y]

ARF
移行量合計

[Bq/y]
AdjP

燃料変動
補正係数
α⇒total

補正係数
冷却年

Pu重量
補正

ＭＡＲ＆ＡＲＦ
[Bq/m3]

塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Zr／Ｎｂ 0E+00 0E+00 1E+00 1E+00 1E+00 1E+00 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｒｕ／Ｒｈ 2E+11 9E+09 1E+00 1E+00 5E-04 1E+00 1E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｃｓ／Ｂａ 0E+00 0E+00 1E+00 1E+00 6E-01 1E+00 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｃｅ／Ｐｒ 0E+00 0E+00 1E+00 1E+00 6E-05 1E+00 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｓｒ／Ｙ 0E+00 0E+00 1E+00 1E+00 8E-01 1E+00 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） その他ＦＰ 3E+10 1E+09 1E+00 1E+00 1E-01 1E+00 4E+01
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｐｕ 5E+15 2E+14 2E+00 2E+01 9E-01 1E+00 2E+09
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ａｍ／Ｃｍ 0E+00 0E+00 3E+00 1E+00 1E+00 1E+00 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｕ（α） 2E+07 9E+05 1E+00 1E+00 1E+00 1E+00 2E-01
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｎｐ（α） 0E+00 0E+00 1E+00 1E+00 1E+00 1E+00 0E+00

5E+06
10mg溶液/
ｍ3廃ガス

① ② ③＝①×② ④＝∑③ ⑤ ⑥ ⑦
⑧＝①×⑤
×⑥×⑦

∑⑧

機器 核種Gr
ＭＡＲ＆ＡＲＦ
[Bq/m3]

ＬＰＦ ＤＲ
ポットから
出る体積

[m3]

放出量
[Bq]

Cs-137換
算係数
[Bq/Bq]

総放出量
(Cs-137換算)

[Bq]

放出量
(Cs-137換

算)
[TBq]

χ/Q
[s/m3]

呼吸率
[m3/s]

換算係数
[Sv/Bq]

被ばく線量
[Sv]

被ばく線量
[mSv]

塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Zr／Ｎｂ 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 2E-02 0E+00 2E-08 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｒｕ／Ｒｈ 1E+00 1E-05 1E+00 8E-01 8E-06 2E-02 2E-07 3E-08 1E-22
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｃｓ／Ｂａ 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 5E-01 0E+00 2E-09 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｃｅ／Ｐｒ 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 5E-03 0E+00 3E-08 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｓｒ／Ｙ 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 8E-02 0E+00 8E-08 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） その他ＦＰ 4E+01 1E-05 1E+00 8E-01 4E-04 5E-01 2E-04 3E-08 4E-21
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｐｕ 2E+09 1E-05 1E+00 8E-01 1E+04 2E+00 3E+04 3E-06 2E-11
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ａｍ／Ｃｍ 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 2E+01 0E+00 4E-05 0E+00
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｕ（α） 2E-01 1E-05 1E+00 8E-01 2E-06 7E+00 1E-05 5E-06 4E-21
塔槽類廃ガス処理系（Pu系） Ｎｐ（α） 0E+00 1E-05 1E+00 8E-01 0E+00 3E-01 0E+00 4E-07 0E+00

2E-083E-08 1E-06 3E-04



 
 

第 3.－３表 塔槽類廃ガスポットからセル導出される塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の空気の放射性物質の大気中へ

の放出量（Ｃｓ－137 換算）及び被ばく線量 

 

  

建屋 

放出量 

（Ｃs－137 換算） 

[ＴＢｑ] 

被ばく線量 

[ｍＳｖ] 

精製建屋 ３×10－８ ２×10－８ 



 
 

4. ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応における事態の収束まで

の放出量評価及び被ばく線量評価  

 

4.1 評価内容 

 1.に記載のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相に移

行した放射性物質の放出量評価及び被ばく線量及び 3.に記載の

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時に塔槽類廃ガスポット

からセル導出される塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

空気の放射性物質の放出量及び被ばく線量の合計が，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応における事態の収束までの放出量及び

被ばく線量に該当する。このためそれぞれの数値を合算した値

について評価を行った。 

 

4.2 評価結果 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生から事態の収束まで

の放射性物質の大気中への放出量（Ｃｓ－137換算）及び放出期

間中の事業所外における被ばく線量評価の評価結果を第4.－１

表に示す。 

第 4.－１表の結果から，放射性物質の放出量は事業指定基準

規則第 28 条で要求されているセシウム－137 換算で 100ＴＢｑ

を十分下回る。また，管理放出時の放射性物質の放出に伴う公

衆の被ばくは、ＩＣＲＰの 1990 年勧告に示されている平常時の

公衆の被ばくに対する年実効線量限度の１ｍＳｖに対して十分

低いレベルに抑えられている。  



 
 

第 4.－１表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応における事態の

収束までの放射性物質の大気中への放出量（Ｃｓ－137 換算）及

び被ばく線量 

 

  

建屋 

放出量 

（Ｃs－137 換算） 

[ＴＢｑ] 

被ばく線量 

[ｍＳｖ] 

精製建屋 ２×10－５ ２×10－５ 
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不確かさの設定 
 

 

  



  



１．はじめに 

本資料は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応における大気中への放射性物

質の放出量（セシウム－137 換算）の算定にあたって使用する各パラメータ

の不確かさについて説明するものである。 

 

２．各パラメータの不確かさについて 

(１) 重大事故等が発生する機器に保有される放射性物質量（ＭＡＲ） 

ａ．上振れ効果 

  ＭＡＲの上振れとなる要因はない。 

ｂ．下振れ効果 

  第１表に示す再処理する使用済燃料の冷却年数を 15 年に制限した条件

を用いて放射能濃度を算出し，第２表のとおり燃料仕様の変動に係る補正

係数を考慮した場合，１桁未満の下振れとなる。 

 

第１表 使用済燃料の条件 

燃料型式 ＰＷＲ 

初期濃縮度 4.5ｗｔ％ 

燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ 

比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ 

冷却年数 15 年 

  



 

第２表 燃料仕様の変動に係る補正係数 

元素グループ 
燃料仕様の変動に係る

補正係数 

Ｒｕ／Ｒｈ 1.7 *２ 

その他ＦＰ *１ 1.1 

Ｐｕ 
α 

2.0 
β 

Ａｍ，Ｃｍ 2.7 

*1 その他ＦＰとは,核分裂生成物のうち,Ｋｒ-85,Ｉ－129 及びＲｕ／Ｒｈ

を除いたものを示す。 

*2 Ｒｕ及びＲｈの合算値を示す。 

 

再処理施設で保有する使用済燃料には，冷却期間 15 年以上となるもの

も含まれ，冷却期間 15 年以上の燃料を処理した場合，第１図に示すとお

り放射能の減衰による放射性物質量のさらなる低減効果を見込める。 

 

 

第１図 使用済燃料の冷却年数による崩壊熱及びＲｕ－106 の減衰 
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知後，インターロックにより自

動的にプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンは停止するため，供給液の供給

は速やかに停止することから，１分間とした供給液の供給が停止するまで

の時間には１桁未満の下振れがある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生するプルトニウム濃度は 800ｇ

／Ｌであり，プルトニウム溶液の粘性は高いと考えられ，この濃度での実

験結果はないことから，気液分離部から加熱部への流動については不確か

さが存在する。また，800ｇ／Ｌのプルトニウム溶液と供給液の混合液が

加熱されることによる分解反応の発生についても不確かさが存在する。そ

れぞれ分解反応が発生することを想定した設定値として評価していること

から，体系に起因した１桁未満の下振れを有する。 

 

(２) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により影響を受ける割合（ＤＲ） 

ＤＲは１とし，不確かさの幅の設定は行わない。 

 

(３) 機器の気相に移行する割合（ＡＲＦ） 

ａ．上振れ効果 

第３表に示すように，ＡＲＦの算出には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応による発生エネルギが必要となる。 

ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－6410 における爆発事象を想定した実験結果を整理

した式にはＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による発生エネルギを使用す

るため，引用する分解反応によって発生する単位ＴＢＰ量あたりの熱量に

よっては１桁未満の上振れを有する可能性がある。また，ＴＢＰの水への

溶解度の幅を考慮すると，ＴＢＰ量について，条件によっては１桁未満の

上振れを有する可能性がある。 



 

第３表 ＡＲＦの計算フロー 

① 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に

よる発生エネルギＥ１[ｋＪ]算出 

Ｅ１[ｋＪ]＝ 

1400[Ｊ／ｇＴＢＰ]×ＴＢＰ量[ｋｇ] 

② 
水蒸気発生量算出 

Ｗ[ｋｇ] 

Ｗ[ｋｇ]＝ 

Ｅ１／2200[ｋＪ／ｋｇ－ｓｔｅａｍ] 

③ 
発生水蒸気のモル分率算出 

ＭＦ[－] 

ＭＦ＝ 

Ｗ／(ＶＬ×1000[ｋｇ／ｍ３―Ｈ２Ｏ]) 

ＶＬ：塔槽内液相部体積[ｍ３] 

④ ＡＲＦ算出[－] ＡＲＦ＝1.28×ＭＦ0.827 

 

ｂ．下振れ効果 

算出に用いる式については，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－6410 における爆発事

象を想定した実験結果を整理した式のうち最も厳しい結果を与えるｕｐｐ

ｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式を使用しており，設定したＡＲＦが最大

値であることから，実験結果に対するｂｅｓｔ ｆｉｔの計算式との比較

により，実際には１桁程度の下振れを有する。 

 

(４) 大気中への放出経路における除染係数（ＬＰＦ） 

ａ．上振れ効果 

粒子径分布によっては，除染係数に対して１桁程度下振れする可能性

がある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対策として実施する貯留タンク

への放射性物質の貯留については，確実性が高い対策ではあるが，万一，

機器の動作不良等により貯留タンクへの気体の導出ができない場合には，

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を再起動し，主排気筒から大気



中へ放射性物質を放出する。この場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応の発生に伴う放射性物質の放出量は，設定値に対して２桁未満の

上振れとなる。 

 

ｂ．下振れ効果 

プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

排風機までの経路上の配管は，曲がり部が多く，数十ｍ以上の長い配

管及び複数の機器で構成されることから，放射性物質を大気中へ押し

出すエネルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による除去が期待でき

る。 

エネルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による除去効果について，

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による除去効果として１桁程

度の下振れを有する。 
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系統概要図，アクセスルート 
 

 

  



  



図リスト 

 第１図～第６図 系統概要図 

別表      TBP 等の錯体の急激な分解反応に対処するための設

備の操作対象機器リスト 

 第８図～第 10 図 アクセスルート 
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第１図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

（自主対策設備を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止） 
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第２図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

（プルトニウム濃縮缶への供給停止） 
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第３図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

（プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給停止） 
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第４図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

        （貯留設備への放射性物質の貯留） 
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第５図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

（放出低減対策） 
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第６図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図 

（圧力制御概念） 



 
別表 精製建屋 TBP 等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の操作対象機器リスト 
 
 

加熱蒸気の供給停止 
 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 
＊１ 蒸気発生器へ蒸

気を供給する系
統の手動弁 

手動操作 精製建屋地下２階 

 
貯留設備による放射性物質の貯留 
 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 
＊２ 廃ガス処理設備

の隔離弁 
スイッチ操作 中央制御室 

＊３ 廃ガス処理設備
の排風機 

スイッチ操作 中央制御室 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第７図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（地下２階）（加熱蒸気の供給停止） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第８図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（地下１階）（加熱蒸気の供給停止） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第９図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（地上１階）（加熱蒸気の供給停止） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 図 精製建屋 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置のアクセスルート 

（地上２階）（加熱蒸気の供給停止） 
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11. 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処





目次 

 

11. 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 
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  11.1.1 想定事故１のための措置の具体的対策 
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 11.2 想定事故２のための措置 

  11.2.1 想定事故２のための措置の具体的対策 

  11.2.2 想定事故２のための措置の有効性評価 

 

 11.3 想定事故１及び想定事故２のための措置に必要な要員

及び資源 

 





 

11.使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 

 (１ ) 事故の特徴 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設では，3,000ｔ・Ｕ

Ｐ ｒの使用済燃料を貯蔵することとし，ＢＷＲ燃料用（１基：

1,000ｔ・ＵＰ ｒ ），ＰＷＲ燃料用（１基：1,000ｔ・ＵＰ ｒ），

ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用（１基：1,000ｔ・ＵＰ ｒ）の合

計３基の燃料貯蔵プールを設置している。この他に，受け入

れた使用済燃料を仮置きする燃料仮置きピット及び前処理

建屋へ使用済燃料を送り出すための燃料送出しピットを設

置している。（これらを総称して「燃料貯蔵プール等」とい

う。） 

   燃料貯蔵プール等での使用済燃料の貯蔵等にあたっては，

使用済燃料が有する崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プール等の水

の沸騰を防止するために，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備のプー

ル水浄化・冷却設備のプール水冷却系（以下「プール水冷却

系」という。）及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設

備の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）

（以下「安全冷却水系」という。）を設置している。また，

自然蒸発による燃料貯蔵プール等の水位低下に対して，当該

水位を維持するために使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の補給水

設備（以下「補給水設備」という。）を設置している。 

   プール水冷却系は，ポンプによってプール水を熱交換器に

供給し，安全冷却水系からプール水冷却系に供給される冷却



 

水との熱交換を行うため，熱交換器及びポンプで構成される。 

   安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循

環ポンプによってプール水冷却系の熱交換器等に冷却水を

供給し，発生する熱を除熱するため，冷却塔及び冷却水循環

ポンプで構成される。 

   補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料貯蔵プール等

のそれぞれの要求に応じてポンプにより補給するため，補給

水槽及びポンプで構成される。 

 

 ａ．想定事故１の特徴 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能の喪失により，水の温度が上

昇し沸騰を開始する。また，補給水設備による燃料貯蔵プー

ル等の水の補給に失敗すると，蒸発により燃料貯蔵プール等

の水が減少し燃料貯蔵プール等の水位が緩慢に低下する。燃

料貯蔵プール等の注水機能の回復が行われないと，やがて使

用済燃料は露出し，損傷に至る。 

   冷却機能及び注水機能の喪失による燃料の損傷は，使用済

燃料を仮置き又は貯蔵する燃料貯蔵プール等で発生する。発

生を想定する機器を第11－１表に示す。 

   想定事故１における燃料貯蔵プール等の沸騰に至るまで

の時間は，約39時間である。 

 

 ｂ．想定事故２の特徴 

   燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破

断によるサイフォン効果又は地震によるスロッシングによ



 

り燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生し，燃料貯

蔵プール等の水位が低下して，プール水冷却系の冷却機能が

喪失するとともに，補給水設備の注水機能が喪失する。その

後もプール水の補給が行われないと，やがて使用済燃料は露

出し，損傷に至る。 

   小規模な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪失によ

る使用済燃料の損傷は，使用済燃料を仮置き又は貯蔵する燃

料貯蔵プール等で発生する。発生を想定する機器を第11－１

表に示す。 

   想定事故２における燃料貯蔵プール等の沸騰に至るまで

の時間は，約36時間である。 

 

 (２ ) 想定事故１及び想定事故２への対処の基本方針 

   想定事故１及び想定事故２への対処として，再処理施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則の第二十八条及び第

三十八条に規定される要求を満足する燃料損傷防止対策を

整備する。 

   対策の概要図を第11－１図に示す。また，想定事故１及び

想定事故２の対処の基本方針の詳細を，以下に示す。 

 

 ａ．想定事故１の燃料損傷防止対策 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失により

燃料損傷に至る事故を防止するため，補給水設備を代替する

設備により燃料貯蔵プール等が沸騰に至る前までに燃料貯

蔵プール等に注水し，水位を維持するための設備を整備する。 



 

 

 ｂ．想定事故２の燃料損傷防止対策 

   燃料貯蔵プール等からの水の小規模な漏えいが発生し，冷

却機能及び注水機能が喪失することにより燃料損傷に至る

事故を防止するため，燃料貯蔵プール等の水の漏えいを停止

し，補給水設備を代替する設備により燃料貯蔵プール等が沸

騰に至る前までに燃料貯蔵プール等に注水し水位を回復し

維持するための設備を整備する。 

  



 

11.1 想定事故１の燃料損傷防止対策 

11.1.1 想定事故１の燃料損傷防止対策の具体的対策 

  燃料貯蔵プール等のプール水冷却系若しくは安全冷却水系

の冷却機能又は補給水設備の注水機能の喪失に対して，燃料貯

蔵プール等の水位低下により使用済燃料の損傷を防止するた

め，可搬型中型移送ポンプを設置し，可搬型建屋外ホース及び

可搬型中型移送ポンプを接続し，貯水槽から燃料貯蔵プール等

へ水を供給するための経路を構築する。  

  また，燃料貯蔵プール等の状態監視のため，監視設備を準備

する。監視設備を設置するまでの間，燃料貯蔵プール等の状態

について携行型の監視設備にて実施組織要員による監視を行

う。可搬型建屋外の水供給経路の構築が完了した後，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを接続する。可搬型建屋外

の水供給経路の構築が完了した後，可搬型建屋外ホース及び可

搬型建屋内ホースを接続する。なお，水温上昇に伴い使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合においても，線量

率の測定及び燃料貯蔵プール等の状態監視が継続できるよう，

代替監視設備を冷却するための空冷設備を設置する。 

  可搬型中型移送ポンプを運転することで，貯水槽から燃料貯

蔵プール等へ注水する。燃料貯蔵プール等の水位は通常水位を

目安に注水し，通常水位到達後は，可搬型中型移送ポンプの間

欠運転又は流量調整により通常水位を目安に水位を確保する。 

  想定事故１の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概

要図を第 11－１図に，重大事故等への対処の手順の概要を第

11.1.1－１図に示す。また，重大事故等への対処における手順



 

と設備の関係を第 11.1.1－１表に，必要な実施組織要員及び

作業項目を第 11.1.1－２図及び 11.1.1－３図に示す。対処に

必要な設備を第 11.1.1－２表に示す。 

 ａ．燃料損傷防止対策の実施判断 

   降灰予報が発表された場合，燃料貯蔵プール等の冷却機能

若しくは注水機能の喪失が確認された場合，又は外部電源が

喪失し，非常用ディーゼル発電機が運転できない場合，燃料

貯蔵プール等への注水を判断し，ｂ．へ移行する。 

 ｂ．建屋外の水供給経路の構築 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するために，可搬

型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型移送ポンプを貯

水槽近傍へ設置し，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送

ポンプを接続し，貯水槽から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ

水を供給するための経路を構築する。なお，降灰により可搬

型中型移送ポンプが機能喪失するおそれがある場合には，可

搬型中型移送ポンプを保管庫内に配置する。  

 ｃ．燃料損傷防止対策の準備 

   燃料貯蔵プール等の状態監視は安全系監視制御盤で実施

するが，全交流動力電源が喪失している場合には，代替監視

設備及び可搬型発電機を準備する。代替監視設備及び可搬型

発電機を設置するまでの間，燃料貯蔵プール等の状態につい

て携行型の代替監視設備にて実施組織要員による監視を行

う。 

【補足説明資料 11－ 10】  



 

   また，運搬車により可搬型建屋内ホースを運搬し，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，可

搬型建屋外ホースと接続し，貯水槽から燃料貯蔵プール等に

注水するための系統を構築する。  

   なお，水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温

度が上昇した場合においても，線量率の測定及び燃料貯蔵プ

ール等の状態監視が継続できるよう，代替監視設備を冷却す

るための空冷設備を設置する。 

 ｄ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の実施判断 

   燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこと及び燃料

貯蔵プール等の水位低下を確認後，燃料貯蔵プール等への注

水の実施を判断し，以下のｅ．へ移行する。 

 ｅ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の実施 

   可搬型中型移送ポンプにより貯水槽から燃料貯蔵プール

等へ注水する。注水流量は，可搬型代替注水設備流量計及び

可搬型建屋外ホースに設置している流量調節弁より調整す

る。燃料貯蔵プール等へ注水時に必要な監視項目は，注水流

量及び燃料貯蔵プール等の水位である。 

   燃料貯蔵プール等への注水は燃料貯蔵プール等の通常水

位である燃料貯蔵プール底面から 11.50ｍを目安に注水し，

目標水位到達後は可搬型中型移送ポンプを停止する。 

 ｆ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の成功判断 



 

   燃料貯蔵プール等の水位が通常水位程度であることを確

認することにより，燃料貯蔵プール等への注水によるプール

水位が回復・維持されていることを判断する。注水による冷

却機能が維持されていることを判断するために必要な監視

項目は，プール水位である。 

 ｇ．代替監視設備及び空冷設備の設置 

   代替監視設備の設置完了後，可搬型発電機を起動して代替

監視設備の起動状態を確認する。 

   また，空冷設備の設置完了後，可搬型空冷ユニット空気圧

縮機を起動して，空冷設備により冷却空気が供給されている

ことを確認する。 

  



 

11.1.2 想定事故１の燃料損傷防止対策の有効性評価 

11.1.2.1 有効性評価 

 (１ ) 代表事例 

   燃料貯蔵プール等における設計上定める条件より厳しい

条件は，設計上定める条件より厳しい条件における外部事象

の「地震」及び「火山」，設計上定める条件より厳しい条件

における内部事象の「動的機器の多重故障」及び「長時間の

全交流動力電源の喪失」である。 

   これらの条件において，プール水冷却系及び安全冷却水系

の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失，重大事故等

への対処の種類及び重大事故等への対処時の想定される作

業環境の苛酷さを考慮すると，概ね「地震」を条件とした場

合が厳しい結果を与える。ただし，「地震」を条件とした場

合は同時にスロッシング及びサイフォン効果による小規模

な漏えいが発生し「プール水の保持機能」も喪失することを

踏まえ，想定事故１では地震の次に厳しい条件となる「火山」，

想定事故２では「地震」を代表として有効性評価を実施する。 

   また，本重大事故は共通要因事故により，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（Ｐ

ＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料

用）及び燃料送出しピットで同時に発生するものとする。 

 

 (２ ) 代表事例の選定理由 

 ａ．プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補給水

設備の注水機能の喪失の範囲 



 

   冷却機能及び注水機能の喪失による想定事故１の発生原

因をフォールトツリー分析により明らかにする。燃料貯蔵プ

ー ル 等 の 水 位 低 下 を 頂 上 事 象 フ ォ ー ル ト ツ リ ー を 第

11.1.2.1－１図に示す。また，プール水冷却系，安全冷却水

系及び補給水設備の系統概要図を第11.1.2.1－２図に示す。 

   フォールトツリーにおいて明らかにしたとおり，「地震」

においてプール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポ

ンプ等の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による

間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失すること

に加え，同時に「プール水の保持機能」も喪失する。これら

と事故の特徴を踏まえ，想定事故１は燃料貯蔵プールの水面

が揺動しない事故、想定事故２は燃料貯蔵プールの水面が揺

動をする事故と整理し、地震によるスロッシングを考慮して

想定事故２として発生を想定する。 

   「火山」の場合は，冷却塔の動的機器の直接的な機能喪失

及び電源喪失によるプール水冷却系、安全冷却水系及び補給

水設備のポンプ等の動的機器の間接的な機能喪失により「崩

壊熱除去機能」が喪失する。その結果、想定事故１の発生が

想定される。 

   「動的機器の多重故障」の場合は，プール水冷却系のポン

プ、安全冷却水系のポンプ、安全冷却水系の冷却塔又は補給

水設備のポンプの多重故障により、想定事故１の発生が想定

される。 

   「長時間の全交流動力電源の喪失」の場合は，電源喪失に

よるプール水冷却系、安全冷却水系及び補給水設備のポンプ



 

等の動的機器の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去機能」

が喪失する。その結果、想定事故１の発生が想定される。 

   「火山」と「長時間の全交流動力電源の喪失」を比較した

場合，機能喪失する機器は同様である。しかしながら，「長

時間の全交流動力電源の喪失」の場合，外部電源の喪失によ

り非常用ディーゼル発電機が多重故障し起動しないことを

想定しているが，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の第１非常

用ディーゼル発電機と，再処理本体用の第２非常用ディーゼ

ル発電機は独立しており，それぞれに関連性はなく，同時に

機能喪失することはないため，異なる種類の重大事故が同時

に発生することはない。一方で，「火山」の場合は降下火砕

物が発生することにより外部電源が喪失し，さらにフィルタ

が目詰まりすることにより非常用ディーゼル発電機が機能

喪失することから，異なる種類の重大事故の同時発生を考慮

する必要がある。 

   以上より，想定事故１における機能喪失の範囲の観点では，

「火山」を条件とした場合が，動的機器の機能喪失及び全交

流電源喪失が同時に発生し，さらに，異なる種類の重大事故

の同時発生を考慮する必要があり，その範囲も広い。 

 

 ｂ．重大事故等対策の種類 

   重大事故等対策は，冷却塔，プール水冷却系のポンプ，安

全冷却水系の冷却水循環ポンプ，補給水設備のポンプ等の動

的機器及び動的機器を起動させるために必要な電気設備等，

多岐の設備故障に対応でき，かつ，複数の設備故障が発生し



 

た場合においても対処が可能となるような対策を選定して

いる。 

   重 大 事 故 等 対 策 が カ バ ー す る 機 能 喪 失 の 範 囲 は ， 第

11.1.2.1－１図のフォールトツリーに示すとおりである。 

   整備した重大事故等対策が，「地震」を含む全ての設計上

定める条件より厳しい条件で想定される機能喪失をカバー

できており，重大事故等への対処の種類の観点から，「地震」

以外の条件に着目する必要性はない。 

 

 ｃ．重大事故等への対処時の環境条件の観点 

   重大事故等への対処時の環境条件に着目すると「地震」を

条件とした場合には，基準地震動を1.2倍にした地震動を考

慮する設計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器の動

的な機能の喪失が想定されることから，建屋内では，溢水，

化学薬品漏えい及び内部火災のハザードが発生する可能性

があり，また，全交流動力電源の喪失により換気空調が停止

し，照明が喪失する。一方，建屋外では，不等沈下及び屋外

構築物の倒壊による環境悪化が想定される。 

   「火山」を条件とした場合には，建屋内では，全交流動力

電源の喪失に伴う換気空調の停止及び照明の喪失が発生す

るものの，「地震」の場合のように溢水，化学薬品漏えい及

び内部火災のハザードの発生は想定されない。一方，建屋外

では，降灰による環境悪化が想定される。 

   「長時間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機器の多重

故障」を条件とした場合には，「長時間の全交流動力電源の



 

喪失」において建屋内の換気空調の停止及び照明の喪失が発

生するものの，「地震」の場合のように溢水，化学薬品漏え

い及び内部火災のハザードの発生は想定されず，また，「動

的機器の多重故障」を条件とした場合には，建屋内の環境条

件が有意に悪化することはない。また，これらを条件とした

場合に，建屋外の環境条件が悪化することはない。 

   以上より，「地震」が建屋内外の作業環境を最も悪化させ

る可能性があるものの，建屋外の環境条件では，「地震」及

び「火山」において想定される環境悪化要因の特徴が異なる。

しかしながら，想定事故１は「火山」，想定事故２は「地震」

を代表事例としており，これらの対処内容や対処設備に違い

はなく，想定事故１及び想定事故２の有効性評価を行うこと

で，想定される環境悪化要因の特徴が異なることの対処の有

効性を確認できる。 

 

 (３ ) 有効性評価の考え方 

   燃料貯蔵プール等の水が沸騰により蒸発して水位低下に

至った場合に，燃料貯蔵プール等への注水を開始し，水位を

一定範囲に維持できることを確認するため，燃料貯蔵プール

等の水位及び水温の推移を評価する。これらの評価は，燃料

貯蔵プール等からの放熱は考慮せず，断熱として評価し，解

析コードを用いず，水の比熱等を用いた簡便な計算により，

燃料有効長頂部を冠水できること及び放射線を遮蔽できる

水位を確保できることを評価する。また，未臨界を維持でき

ることを評価する。 



 

   燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移を評価するため，

沸騰時間を評価する。評価条件を第 11.1.2.1－１表及び第

11.1.2.1－２表に示す。 

 

 (４ ) 有効性評価の評価単位 

   有効性評価では，燃料貯蔵プール等として定義した燃料仮

置きピット，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プ

ール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰ

ＷＲ燃料用）及び燃料送出しピットの各ピット・プールに対

し，各々が有する保有水量及び崩壊熱量より，水が沸騰する

までの時間を算出し，最も沸騰時間が短くなる燃料貯蔵プー

ル等の沸騰時間を代表して有効性評価を実施する。 

   有効性評価の評価単位は，想定事故２でも同様である。 

 

 (５ ) 機能喪失の条件 

   設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「火

山」を条件とした場合は外部電源を含めた全交流動力電源の

喪失を想定しており，動的機器が間接的に機能喪失するので

追加での機能喪失は想定しない。代表事例では，外部電源を

含めた全交流動力電源の喪失を想定しているため，追加での

機能喪失は想定しない。 

 

 (６ ) 機器の条件 

   想定事故１への措置に使用する機器を第 11.1.1－２表に

示す。また，主要な機器の条件を以下に示す。 



 

 ａ．可搬型中型移送ポンプ 

   可搬型中型移送ポンプは，１台当たり240ｍ ３ ／ｈの容量

を有し，想定事故１において燃料貯蔵プール等への注水に１

台を使用し，燃料貯蔵プール等の水位を維持するために必要

な水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量である約 10

ｍ３／ｈを上回る，最大約160ｍ３／ｈを供給できるものとし

て，有効性を評価する。 

 

 ｂ．燃料貯蔵プール等の初期水位及び初期水温 

   燃料貯蔵プール等の初期水位は，管理上の水位の変動範囲

でも厳しい水位低警報設定値である、通常水位－0.05ｍとし，

初期温度は、運転上許容される上限の65℃とする。 

 

 ｃ．燃料貯蔵プール等の沸騰時間 

   燃料貯蔵プール等の沸騰時間は，崩壊熱量と保有水量によ

り算出される。燃料貯蔵プール等の崩壊熱量は，燃料仮置き

ピット，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール

（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ

燃料用）及び燃料送出しピットの各燃料貯蔵プールに対して，

冷却期間４年及び冷却期間 12年の使用済燃料集合体の貯蔵

量を崩壊熱量が最も高くなるように設定する。 

【補足説明資料11-４】 

   燃料貯蔵プール等の保有水量は，保有水量を厳しく見積も

るため、使用済燃料やラックの体積を除くとともに、燃料貯

蔵プール等で、万一、水の漏えいが発生した場合に、他の健



 

全なプール、ピットと隔離して保修を行うことができるよう

に設置しているピットゲート及びプールゲートは、閉めた状

態を考慮した保有水量とする。 

【補足説明資料11-２】 

   以上の条件により，燃料貯蔵プール等の沸騰時間を算出し

た結果を第11.1.2.1－３表に示す。この結果から，最も沸騰

時間が短くなる燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）を代表とす

る。このときの燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の崩壊熱量

は約2,450ｋＷ，保有水量は約2,453ｍ３である。 

【補足説明資料11－８】 

 

 ｄ．燃料貯蔵プール等からの蒸発量 

   燃料貯蔵プール等からの蒸発量は，崩壊熱量により算出さ

れる。このため，崩壊熱による保有水の蒸発量については，

燃料貯蔵プール等全体からの蒸発量を考慮する必要がある。

よって，燃料貯蔵プール全体の貯蔵量である3,000ｔ・Ｕ Ｐ ｒ

が 容 量 い っ ぱ い に 貯 蔵 さ れ た と き の 崩 壊 熱 量 と し て ， 約

5,420ｋＷを設定する。このときの，崩壊熱による保有水の

蒸発量は約10ｍ３／ｈである。 

 

 (７ ) 操作の条件 

   燃料貯蔵プール等への代替補給水設備（注水）の設置及び

注水は，冷却機能及び注水機能の喪失から燃料貯蔵プール等

が沸騰に至る前までの時間である約39時間に対して，21時間

30分後から注水を開始できるものとする。想定事故１の作業



 

と所要時間を第11.1.1－２図及び第11.1.1－３図に示す。 

 

 (８ ) 判断基準 

   想定事故１の有効性評価の判断基準は以下のとおりとす

る。 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した場

合でも，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等へ

の注水手段を確保することによって，燃料有効長頂部を冠水

できること及び放射線を遮蔽できる水位 ※ １ を確保できるこ

と。また，未臨界を維持できること。 

   ※１：重大事故時の対処においては，作業時における被ば

く線量として，１作業当たり10ｍＳｖを目安として管

理することとしている。燃料損傷防止対策の対処にお

いては，１作業当たり１時間30分とし作業を実施する

計画である。 

     このため，作業時において放射線の遮蔽が維持される

水位の設定では， 6.7ｍＳｖ／ｈ（＝ 10ｍＳｖ／ 1.5

ｈ）の被ばくを想定し，このときの水位として通常水

位から約5.0ｍ下の位置としている。 

【補足説明資料11－７】 

  



 

11.1.2.2 有効性評価の結果 

 (１ ) 有効性評価の結果 

   事象発生後，燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の

喪失に伴い，燃料貯蔵プール等の水の温度が徐々に上昇し，

第11.1.2.1－３表に示すとおり，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃

料用）は約39時間で100℃に到達し，燃料貯蔵プール等の水

位は緩慢に低下する。重大事故等の発生を検知し，代替補給

水設備（注水）による注水は，事象発生から53名にて21時間

30分後であり，このときの燃料貯蔵プール等の水温は約85℃

となることから燃料貯蔵プール等の水位低下はほとんどな

く，沸騰までの時間である約39時間よりも前に代替補給水設

備（注水）による注水が可能であることから，十分な時間余

裕がある。また，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の崩壊熱

による燃料貯蔵プール等からの水の蒸発量である約 10ｍ ３

／ｈを上回る最大約160ｍ ３ ／ｈの容量の可搬型中型移送ポ

ンプによる代替補給水設備（注水）を配備していることから，

燃料貯蔵プール等の水位を維持することができる。想定事故

１における燃料貯蔵プール等の水位の推移を第 11.1.2.2－

１図に示す。また，水位と線量率の関係について第11.1.2.2

－２図に示す。 

   使用済燃料は燃料貯蔵プール等のステンレス鋼製ラック

に仮置き・貯蔵されており，水温が変化した場合やプール水

が沸騰し，水密度が低下した場合においても，燃料貯蔵プー

ル等の未臨界を維持できる。 

【補足説明資料11－９】 



 

   以上から，事象発生21時間30分後から代替補給水設備（注

水）による注水が実施でき，燃料貯蔵プール等の水位維持に

おいては，通常水位を目安に注水し，通常水位到達後は，可

搬型中型移送ポンプの間欠運転又は流量調整により通常水

位を目安に水位を確保することで，安定状態を維持できる。 

 

 (２ ) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

 (ａ ) 想定事象の違い 

   内部事象で発生する動的機器の故障による冷却機能若し

くは注水機能喪失の場合，又は長時間の全交流動力電源の喪

失事象の場合，対処が必要な範囲が限定される。当該評価で

は，代表事例において，各建屋で並行して作業した場合の対

策の成立性を確認していることから，実施組織要員の操作の

時間余裕に与える影響はない。 

 

 (ｂ ) 崩壊熱量 

   燃料貯蔵プール等のプール水の沸騰に至るまでの時間余

裕を算出するに当たって，物性値の変動や初期条件の変動が

影響を与えると考えられるものの，時間余裕の算出は，より

厳しい結果を与えるように，燃料貯蔵プール等に設定する崩

壊熱量は冷却期間４年及び 12年の使用済燃料を貯蔵した場

合の最大値を設定した上で，燃料貯蔵プール等からの放熱は

考慮せず断熱評価を実施している。このため，実施組織要員

の操作の時間余裕に与える影響はない。 



 

 

 (ｃ ) 初期水温 

   評価条件として設定している初期水温は，設計上想定され

る最大値を採用している。実際の運転時には，評価条件で設

定している初期水温より低くなり，沸騰に至るまでの時間は

延びることになる。このため，実施組織要員の操作の時間余

裕に与える影響はない。 

 

 (ｄ ) 初期水位 

   評価条件として設定している初期水位は，水位低警報値を

採用している。実際の運転時には，評価条件で設定している

初期水位よりも高い水位となり，保有水量が多くなることに

より，沸騰に至るまでの時間は延びることになる。このため，

実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

 

 ｂ．操作条件の不確かさの影響 

 (ａ ) 実施組織要員の操作 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，

「他の並列操作有無」，「操作の確実さ」及び「単一故障の

想定」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響を考慮

し，対処の制限時間である沸騰に至るまでの時間に対して，

重大事故等対策の実施に必要な準備作業を２時間前までに

完了できるよう計画することで，これら要因による影響を低

減している。 

   また，作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して



 

整備しており，必要な時期までに操作できるよう体制を整え

ていることから，実際の重大事故等への対処では，より早く

作業を完了することができる。さらに，代替補給水設備（注

水）による注水は，想定事故１の燃料貯蔵プール等の沸騰時

間である約39時間に対し，事象発生から21時間30分後までに

作業が完了でき，十分な時間余裕が確保されている。また，

可搬型重大事故等対処設備の偶発的な単一故障を仮定した

場合であっても，予備の可搬型重大事故等対処設備への交換

を２時間以内に実施できることから，燃料貯蔵プール等が沸

騰に至る前までに重大事故等対策を実施することができる。 

 

 (ｂ ) 作業環境 

   沸騰開始までに室温が上昇するものの，作業に影響がある

温度の上昇はなく，対処は燃料貯蔵プール等が沸騰に至る前

までに実施することから，作業環境が実施組織要員の操作の

時間余裕に影響を与えることはない。 

   また，想定事故１は「火山」を条件としているため，建屋

外における重大事故等対策に係る作業は，降灰予報を受けて

作業に着手することから，降灰の影響を受けることはない。

降灰発生後は，対策の維持に必要な燃料の運搬が継続して実

施されるが，除灰作業を並行して実施することを前提に作業

計画を整備しており，重大事故等対策を維持することが可能

である。 

  



 

11.1.2.3 同時発生又は連鎖 

 (１ ) 同時発生 

   重大事故等の発生により，燃料貯蔵プール等の水位の低下

が継続した場合には，使用済燃料を仮置き又は貯蔵する燃料

仮置きピット，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵

プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及び

ＰＷＲ燃料用）及び燃料送出しピットで使用済燃料が損傷す

る事故が同時に発生した場合でも，第11.1.2.1－３表に示す

とおり燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の沸騰時間が，それ

以外のピット及びプールの沸騰時間よりも厳しくなり，また，

燃料貯蔵プール等は連結されているため，いずれかのピット

又はプールに注水することにより，全てのピット及びプール

の水位を維持することができることから，同時発生による注

水への影響はなく，有効性評価については本章に記載したと

おりである。 

   異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等

対策の有効性については，「13．重大事故が同時に又は連鎖

して発生した場合の対処」にまとめる。 

 

 (２ ) 連鎖 

 ａ．起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

   燃料貯蔵プール等における重大事故時の環境は，以下のと

おりである。 

 (ａ ) 温度 



 

   燃料貯蔵プール等の水の沸騰が発生した場合の温度は最

大でも 100℃程度であり，安全機能を有する機器の材質の強

度が有意に低下することはなく，機器に接続する安全機能を

有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｂ ) 圧力 

   燃料貯蔵プール等は開放型の構造となっており，有意な圧

力上昇はないことから，機器自体及び機器に接続する安全機

能を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｃ ) 湿度 

   燃料貯蔵プール等の温度上昇に伴い，蒸発により多湿環境

下（100％）となるが，機器自体及び機器に接続する安全機

能を有する機器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｄ ) 放射線 

   事故発生時においても，燃料貯蔵プール等の水位は維持さ

れていることから，放射線環境は通常環境下から変化するこ

とはなく，機器自体及び機器に接続する安全機能を有する機

器が損傷又は機能劣化することはない。 

 (ｅ ) 物質（水素，煤煙，放射性物質）及びエネルギの発生 

   燃料貯蔵プール等の水の放射線分解により水素が発生す

るが，大量の水蒸気とともに極めて低い濃度で気相部に移行

する。また，代替補給水設備（注水）の可搬型建屋内ホース

の敷設に伴う建屋の開口から，水素とともに水蒸気が排出さ

れることから，建屋内に水素が蓄積することはなく，エネル

ギの発生もないことから，機器自体及び安全機能を有する機

器が損傷又は機能劣化することはない。また，燃料貯蔵プー



 

ル等の温度上昇によっても，煤煙及び放射性物質が発生する

ことはない。 

 (ｆ ) 落下・転倒による荷重 

   燃料貯蔵プール等の温度が上昇したとしても，機器の材質

の強度が有意に低下することはなく，落下・転倒することは

ない。 

 (ｇ ) 腐食環境 

   (ｃ )と同様である。 

 

 ｂ．起因となる重大事故等の事故影響が及ぶ範囲の特定及び安

全機能喪失の分析 

   燃料貯蔵プール等は開放型の構造となっており，機器自体

及び機器に接続する安全機能を有する機器はステンレス鋼

である。事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮して

も，燃料貯蔵プール等の水の温度は最大でも100℃程度であ

り，有意な環境変化は想定されない。以上より，これらの機

器自体及び機器に接続する安全機能を有する機器が，燃料貯

蔵プール等の水の温度の上昇時に想定される温度，圧力，放

射線等の環境において損傷することはなく，他の重大事故等

が連鎖して発生することはない。 

 (ａ ) 臨界事故への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等

において講じられている臨界事故に係る安全機能は，形状寸

法管理であるが，沸騰時の温度を考慮しても，臨界事故に係

る安全機能が喪失することはないことから，臨界事故が連鎖



 

して発生することはない。 

 (ｂ ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等

は，高レベル廃液等の沸騰が発生する機器とは異なる建屋に

設置されているため，冷却機能の喪失による蒸発乾固が連鎖

して発生することはない。 

 (ｃ ) 水素爆発への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等

は，水素爆発が発生する機器とは異なる建屋に設置されてい

るため，水素爆発が連鎖して発生することはない。 

 (ｄ ) 有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 

   想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等

は，有機溶媒等による火災又は爆発が発生する機器とは異な

る建屋に設置されているため，有機溶媒等による火災及びＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応への連鎖はない。 

  



 

11.1.2.4 判断基準への適合性の検討 

   想定事故１への対処として，代替補給水設備（注水）によ

る燃料貯蔵プール等への注水手段を整備しており，本対策に

ついて設計上定める条件より厳しい条件における外部事象

の「火山」を条件として有効性評価を行った。 

   燃料貯蔵プール等への注水は，沸騰開始前までに燃料貯蔵

プール等への注水の準備を完了し，沸騰開始前に燃料貯蔵プ

ール等へ注水することで，燃料貯蔵プール等の水位を維持で

きる。 

   評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員

の操作の時間余裕に与える影響及び評価項目に与える影響

はないことを確認した。 

   以上のことから，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵

プール等への注水により，放射線を遮蔽できる水位を確保し，

燃料有効長頂部を冠水できる。また，燃料貯蔵プール等の水

温が変化した場合やプール水が沸騰し，水密度が低下した場

合においても，燃料貯蔵プール等の未臨界を維持できる。 

   以上より，「 (３ ) 有効性評価の判断基準」を満足する。 

  



 

11.2 想定事故２の燃料損傷防止対策 

11.2.1 想定事故２の燃料損傷防止対策の具体的対策 

  燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破断

によるサイフォン効果又はスロッシングにより燃料貯蔵プー

ル等の水の小規模な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪

失に対して，燃料貯蔵プール等の水位低下により使用済燃料の

損傷を防止するため，可搬型中型移送ポンプを設置し，可搬型

建屋外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，貯水槽から

燃料貯蔵プール等へ水を供給するための経路を構築する。 

  また，燃料貯蔵プール等の状態監視のため，監視設備を準備

する。監視設備を設置するまでの間，燃料貯蔵プール等の状態

について携行型の監視設備にて実施組織要員による監視を行

う。可搬型建屋外の水供給経路の構築が完了した後，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを接続する。可搬型建屋外

の水供給経路の構築が完了した後，可搬型建屋外ホース及び可

搬型建屋内ホースを接続する。なお，水温上昇に伴い使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合においても，線量

率の測定及び燃料貯蔵プール等の状態監視を継続できるよう，

代替監視設備を冷却するための空冷設備を設置する。 

  可搬型中型移送ポンプを運転することで，貯水槽から燃料貯

蔵プール等へ注水する。燃料貯蔵プール等の水位は通常水位を

目安に注水し，通常水位到達後は，可搬型中型移送ポンプの間

欠運転又は流量調整により通常水位を目安に水位を確保する。

なお，プール水冷却系の吸込み側の配管破断によるプール水の



 

小規模な漏えい時には，プール水冷却系の吸込み側配管に設置

される越流せき上端を目安に注水を実施する。 

  想定事故２の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概

要図を第 11－１図に，重大事故等への対処の手順の概要を第

11.2.1－１図に示す。また，重大事故等への対処における手順

と設備の関係を第 11.2.1－１表に，必要な実施組織要員及び

作業項目を第 11.2.1－２図及び第 11.2.1－３図に示す。対処

に必要な設備を第 11.1.1－２表に示す。 

 ａ．燃料損傷防止対策の実施判断 

   燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失が

確認された場合，又は外部電源が喪失し，非常用ディーゼル

発電機が運転できない場合，燃料損傷防止対策の実施を判断

し，ｂ．へ移行する。 

 ｂ．建屋外の水供給経路の構築 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するために，可搬

型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型移送ポンプを貯

水槽近傍へ設置し，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送

ポンプを接続し，貯水槽から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ

水を供給するための経路を構築する。 

 ｃ．燃料損傷防止対策の準備 

   燃料貯蔵プール等の状態監視は安全系監視制御盤で実施

するが，全交流動力電源が喪失している場合には，燃料貯蔵

プール等の状態監視のため，代替監視設備を準備する。代替

監視設備を設置するまでの間，燃料貯蔵プール等の状態につ



 

いて携行型の代替監視設備にて実施組織要員による監視を

行う。 
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   また，運搬車により可搬型建屋内ホースを運搬し，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，可

搬型建屋外ホースと接続し，貯水槽から燃料貯蔵プール等に

注水するための系統を構築する。 

   なお，水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温

度が上昇した場合においても，線量率の測定及び燃料貯蔵プ

ール等の状態監視が継続できるよう，代替監視設備を冷却す

るための空冷設備を設置する。 

 ｄ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の実施判断 

   燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこと及び燃料

貯蔵プール等の水位低下を確認後，燃料貯蔵プール等への注

水の実施を判断し，以下のｅ．へ移行する。 

 ｅ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の実施 

   可搬型中型移送ポンプにより貯水槽から燃料貯蔵プール

等へ注水する。注水流量は，可搬型代替注水設備流量計及び

可搬型建屋外ホースに設置している流量調節弁より調整す

る。燃料貯蔵プール等へ注水時に必要な監視項目は，注水流

量及び燃料貯蔵プール等の水位である。 

   スロッシングによる小規模漏えいを想定した場合，通常水

位を目安に注水し，水位を回復し維持する。 



 

   プール水冷却系配管の吸込み側の破断による小規模漏え

いを想定した場合，配管が接続する越流せき以上の水位を確

保することができないことから，越流せき上端である通常水

位－0.40ｍを目安に注水し，水位を回復し維持する。 

   プール水冷却系配管の吐出し側の破断を想定した場合，サ

イフォン効果による小規模漏えいが発生し，プール水の漏え

いはサイフォン ブレーカ位置において停止する。その後，

水位は通常水位まで回復できることから，通常水位を目安に

注水し，水位を回復し維持する。 

   代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

に必要な監視項目は，注水流量及び燃料貯蔵プール等の水位

である。 

 ｆ．代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

の成功判断 

   燃料貯蔵プール等の水位が通常水位程度であることを確

認することにより，燃料貯蔵プール等への注水によるプール

水位が回復・維持されていることを判断する。注水による冷

却機能が維持されていることを判断するために必要な監視

項目は，プール水位である。 

 ｇ．代替監視設備及び空冷設備の設置 

   代替監視設備の設置完了後，可搬型発電機を起動して代替

監視設備の起動状態を確認する。 

   また，空冷設備の設置完了後，可搬型空冷ユニット空気圧

縮機を起動して，空冷設備により冷却空気が供給されている

ことを確認する。  



 

11.2.2 想定事故２の燃料損傷防止対策の有効性評価 

11.2.2.1 有効性評価 

 (１ ) 代表事例 

   「 11.1.2.1(１ ) 代表事例」に示したとおり，想定事故２

では「地震」を代表として有効性評価を実施する。 

 

 (２ ) 代表事例の選定理由 

   「 11.1.2.1(２ ) 代表事例の選定理由」に示したとおり，

想定事故２は燃料貯蔵プール等の水面が揺動をする事故と

整理し、「地震」によるスロッシングを考慮して想定事故２

として発生を想定する。 

 

 (３ ) 有効性評価の考え方 

   「 11.1.2.1(３ ) 有効性評価の考え方」に示したとおりで

ある。評価条件を第 11.2.2.1－１表及び第 11.2.2.1－２表

に示す。 

 

 (４ ) 機能喪失の条件 

   基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合においても必

要な機能を損なわない設計としていないものは，機能喪失す

るものとし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を

想定する。また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動

力電源の喪失を想定しているため，追加での機能喪失は想定

しない。 

   燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいは、プール水冷却



 

系の配管の破断によるサイフォン効果及び燃料貯蔵プール

等からのスロッシングによる溢水が同時に発生したことを

仮定するため，サイフォン効果による小規模な漏えいと同時

にスロッシングによる燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏

えいが発生し，最終的には、評価により求めたスロッシング

による溢水が収束する水位である通常水位から0.60ｍ下の

位置で停止するものとする。なお，スロッシングによる溢水

量の評価では，燃料貯蔵プール等の周辺に設置する止水板及

び蓋のうち，止水板のみスロッシングによる溢水の抑制効果

を考慮する。 
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 (５ ) 機器の条件 

   「可搬型中型移送ポンプ」，「燃料貯蔵プール等の初期水

位及び初期水温」及び「燃料貯蔵プール等からの蒸発量」は

「11.1.2.1(６ ) 機器条件」に記載したとおりである。 

   想定事故２への措置に使用する機器を第 11.1.1－２表に

示す。また，主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．燃料貯蔵プール等の沸騰時間 

   燃料貯蔵プール等の沸騰時間を算出するための崩壊熱量

及び保有水量の設定の考え方は，「11.1.2.1(６ )ｃ．燃料貯

蔵プール等の沸騰時間」に記載したとおりである。 

   想定事故２における燃料貯蔵プール等の沸騰時間を算出

した結果を第11.2.2.1－３表に示す。この結果から，最も沸

騰時間が短くなる燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）を代表と

する。このときの燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の崩壊熱



 

量は約2,450ｋＷ，保有水量は約2,289ｍ３となる。 
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 ｂ．プール水冷却系配管に設置された逆止弁について 

   プール水冷却系配管に逆流防止のため設置されている逆

止弁については，異物の噛みこみにより開固着し，逆止弁の

機能が十分に働かない状態を仮定する。このとき，配管が損

傷することを想定すると，サイフォン効果により燃料貯蔵プ

ール等の水位は低下するが，プール水冷却系配管のサイフォ

ン  ブレーカによりサイフォン  ブレーカ孔位置である通常

水位から－0.45ｍで水位低下は停止する。 

 ｃ．止水板又は蓋について 

   スロッシングによる燃料貯蔵プール等のプール水の漏え

いは，止水板又は蓋の効果により抑制できるものとする。 

 

 (６ ) 操作の条件 

   燃料貯蔵プール等への代替補給水設備（注水）の設置及び

注水は，プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果

及びスロッシングにより燃料貯蔵プール等の水の小規模な

漏えいが発生するとともに，冷却機能及び注水機能の喪失か

ら，燃料貯蔵プール等が沸騰に至るまでの時間である約 36

時間に対して，21時間30分後から注水を開始できるものとす

る。想定事故２の作業と所要時間を第 11.2.1－２図及び第

11.2.1－３図に示す。 

 

 (７ ) 判断基準 



 

   想定事故２の有効性評価の判断基準は以下のとおりとす

る。 

   プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果及び

スロッシングにより燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏え

いが発生するとともに，燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注

水機能が喪失した場合でも，代替補給水設備（注水）による

燃料貯蔵プール等への注水手段を確保することによって，燃

料有効長頂部を冠水できること及び放射線を遮蔽できる水

位※ １を確保できること。また，未臨界を維持できること。 

   ※１：重大事故時の対処においては，作業時における被ば

く線量として，１作業当たり10ｍＳｖを目安として管

理することとしている。燃料損傷防止対策の対処にお

いては，１作業当たり１時間30分とし作業を実施する

計画である。 

     このため，作業時において放射線の遮蔽が維持される

水位の設定では， 6.7ｍＳｖ／ｈ（＝ 10ｍＳｖ／ 1.5

ｈ）の被ばくを想定し，このときの水位として通常水

位から約5.0ｍ下の位置としている。 
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11.2.2.2 有効性評価の結果 

 (１ ) 有効性評価の結果 

   スロッシングにより通常水位－0.60ｍの位置まで水位が

低下した後，燃料貯蔵プール等の水の温度が徐々に上昇し，

第 11.2.2.1－３表に示すとおり，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ

燃料用）は約 36 時間で 100℃に到達し，燃料貯蔵プール等

の水位は緩慢に低下する。重大事故等の発生を検知し，代替

補給水設備（注水）による注水を開始できる時間は，事象発

生から 53 名にて 21 時間 30 分後であり，このときの燃料貯

蔵プール等の水温は約 85℃となることから燃料貯蔵プール

等の水位低下はほとんどなく，沸騰までの時間である約 36

時間よりも前に代替注水設備（注水）による注水が可能であ

ることから，十分な時間余裕がある。また，燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料の崩壊熱による燃料貯蔵プール等からの

水の蒸発量である約 10ｍ３／ｈを上回る最大約 160ｍ３／ｈ

での注水できる可搬型中型移送ポンプによる代替補給水設

備（注水）を配備していることから，燃料貯蔵プール等の水

位を回復し維持することができる。想定事故２におけるスロ

ッシングによる小規模漏えい時の燃料貯蔵プール等の水位

の推移を第 11.2.2.2－１図に示す。また，水位と線量率の

関係について第 11.2.2.2－２図に示す。  

   使用済燃料は，燃料貯蔵プール等のステンレス鋼製ラック

に仮置き・貯蔵されており，水温が変化した場合やプール水

が沸騰し，水密度が低下した場合においても，燃料貯蔵プー

ル等の未臨界を維持できる。 
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   以上から，事象発生21時間30分後から代替補給水設備（注

水）による注水が実施でき，燃料貯蔵プール等の水位回復及

び維持においては，通常水位を目安に注水し，通常水位到達

後は，可搬型中型移送ポンプの間欠運転又は流量調整により

水位を確保することで，安定状態を維持できる。 

  



 

 (２ ) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

 (ａ ) 想定事象の違い 

   想定事故２は，外部事象で発生する「地震」でのみ発生を

想定していることから，想定事象の違いはない。 

 

 (ｂ ) 崩壊熱 

   「 11.1.2.2(２ )ａ． (ｂ ) 崩壊熱量」に記載したとおりであ

る。 

 

 (ｃ ) 初期水温 

   「 11.1.2.2(２ )ａ． (ｃ ) 初期水温」に記載したとおりであ

る。 

 

 (ｄ ) 初期水位 

   スロッシングによる溢水量の評価では，燃料貯蔵プール等

の初期水位を，管理上の水位の変動範囲で最も厳しい水位低

警報設定値である，通常水位－0.05ｍとしているが，実際の

運転時には，評価条件で設定している初期水位よりも高い水

位となることがある。このため，初期水位を通常管理におい

て最も高くなる水位である通常水位＋0.02ｍとして，スロッ

シングによる溢水量を評価し，水位の低下を確認した結果，

通常水位－0.57ｍであり，このときの沸騰までの時間は，通

常水位－ 0.60ｍとしたときの沸騰までの時間と同程度の約

36時間である。このため，実施組織要員の操作の時間余裕に



 

与える影響はない。 

 

 (ｅ ) 小規模漏えい時の停止位置の観点 

   想定事故２では，プール水冷却系の配管の破断によるサイ

フォン効果及び燃料貯蔵プール等からのスロッシングが同

時に発生したことを仮定し，小規模な漏えい量が多い燃料貯

蔵プール等からのスロッシングによる漏えいが停止する位

置としている。燃料貯蔵プール等からのスロッシングによる

溢水量の評価では，評価方法及び評価条件に保守性があるこ

とから，スロッシングによる漏えいが停止する水位は高くな

ることがある。この場合には，小規模漏えいによる水位の低

下は，スロッシングによる水位の低下後，サイフォン ブレ

ーカ孔位置まで低下して停止することが事故条件となる。し

かしながら，燃料貯蔵プール等からのスロッシングの溢水に

よる水位低下位置である通常水位から－0.60mに対して，サ

イフォン  ブレーカ孔位置は通常水位から－ 0.45mと高い位

置となり，保有水量が多くなることから，沸騰に至るまでの

時間はわずかに延びて約37時間となる。このため，スロッシ

ングによる溢水量の保守性が実施組織要員の操作の時間猶

予に与える影響はない。このときの燃料貯蔵プール等の水位

の推移を第11.2.2.2－３図に示す。 

 

 (ｆ ) サイフォン効果による漏えいの観点 

   サイフォン効果による漏えいは，評価上，事象発生と同時

に，瞬時に水位が低下すると仮定している。実際にサイフォ



 

ン効果による小規模漏えいが発生した場合は，静水頭により

漏えいが継続し，ある一定の時間を要するため，燃料貯蔵プ

ール等のプール水がサイフォン効果により瞬時に漏えいす

ることはなく，連続的に漏えいすることが考えられる。 

   このため，プール水冷却系の配管が破断して，サイフォン

効果により小規模な漏えいが発生し，サイフォン ブレーカ

により停止するまでの時間を，一般的な計算式を用いて，比

較的簡便な計算を行った結果，漏えいが停止するまでの時間

は約５分であり，沸騰に至るまでの時間は延びることとなる。

このため，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はな

い。 
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 ｂ．操作条件の不確かさの影響 

 (ａ ) 実施組織要員の操作 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，

「他の並列操作有無」，「操作の確実さ」及び「単一故障の

想定」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響を考慮

し，対処の制限時間である沸騰に至るまでの時間に対して，

重大事故等対策の実施に必要な準備作業を２時間前までに

完了できるよう計画することで，これら要因による影響を低

減している。 

   また，作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して

整備しており，必要な時期までに操作できるよう体制を整え

ていることから，実際の重大事故等への対処では，より早く



 

作業を完了することができる。さらに，代替補給水設備（注

水）による注水は，想定事故２の燃料貯蔵プール等の沸騰時

間である約36時間に対し，事象発生から21時間30分後までに

作業が完了でき，十分な時間余裕が確保されている。また，

可搬型重大事故等対処設備の偶発的な単一故障を仮定した

場合であっても，予備の可搬型重大事故等対処設備への交換

を２時間以内に実施できることから，燃料貯蔵プール等が沸

騰に至る前までに重大事故等対策を実施することができる。 

 

 (ｂ ) 作業環境 

   沸騰開始までに室温が上昇するものの，作業に影響がある

温度の上昇はなく，対処は燃料貯蔵プール等が沸騰に至る前

までに実施することから，作業環境が実施組織要員の操作の

時間余裕に影響を与えることはない。 

  



 

11.2.2.3 同時発生又は連鎖 

 (１ ) 同時発生 

   想定事故２の場合でも，第11.2.2.1－３表に示すとおり燃

料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の沸騰時間が，それ以外のピ

ッ ト 及 び プ ー ル の 沸 騰 時 間 よ り も 厳 し く な る こ と か ら ，

「11.1.2.3(１ ) 同時発生」に記載したとおり，同時発生へ

の影響はない。 

   異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等

対策の有効性については，「13．重大事故が同時に又は連鎖

して発生した場合の対処」にまとめる。 

 

 (２ ) 連鎖 

   「 11.1.2.3(２ ) 連鎖」に記載したとおりである。 

  



 

11.2.2.4 判断基準への適合性の検討 

   想定事故２への対処として，代替補給水設備（注水）によ

る燃料貯蔵プール等への注水手段を整備しており，本対策に

ついて設計上定める条件より厳しい条件における外部事象

の「地震」を条件として有効性評価を行った。 

   燃料貯蔵プール等への注水は，沸騰開始前までに燃料貯蔵

プール等への注水の準備を完了し，沸騰開始前に燃料貯蔵プ

ール等へ注水することで，燃料貯蔵プール等の水位を維持で

きる。 

   評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員

の操作の時間余裕に与える影響及び評価項目に与える影響

はないことを確認した。 

   以上のことから，代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵

プール等への注水により，放射線を遮蔽できる水位を確保し，

燃料有効長頂部を冠水できる。また，燃料貯蔵プール等の水

温が変化した場合やプール水が沸騰し，水密度が低下した場

合においても，燃料貯蔵プール等の未臨界を維持できる。 

   以上より，「 (３ ) 有効性評価の判断基準」を満足する。 

  



 

11.3 想定事故１及び想定事故２のための措置に必要な要員及

び資源 

11.3.1 想定事故１のための措置に必要な要員及び資源 

   想定事故１への対処に必要な要員及び資源を以下に示す。 

   また，要員及び資源の有効性評価については，他の同時に

又は連鎖して発生する事象の影響を考慮する必要があるた

め，「13．重大事故が同時又は連鎖して発生した場合の対処」

において示す。 

 ａ．必要な要員の評価 

   想定事故１において，設計上定める条件より厳しい条件に

おける外部事象の「火山」を条件とした場合で，同時に作業

する要員が最も多いときの要員数は26名であり，想定事故１

への対処に必要な要員は53名である。 

   また，設計上定める条件より厳しい条件における内部事象

の「長時間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機器の多重

故障」を条件とした場合は，「火山」を条件とした場合に想

定される環境条件より悪化がすることが想定されず，対処内

容にも違いがないことから，必要な要員は合計53名以内であ

る。 

 ｂ．必要な資源の評価 

   想定事故１の対処に必要な水源，燃料及び電源を以下に示

す。 

 (ａ ) 水   源  

   代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

に必要な水量は，７日間の対応を考慮すると，合計約1,600



 

ｍ３の水が必要となる。 

 

 (ｂ ) 燃   料  

   想定事故１への対処に使用する可搬型中型移送ポンプ，可

搬型発電機及び可搬型空冷ユニット用空気圧縮機は，７日間

の対応を考慮すると，運転継続に以下の軽油が必要である。 

   ・可搬型中型移送ポンプ       約 7.2ｍ３  

   ・可搬型発電機           約 5.3ｍ３  

   ・可搬型空冷ユニット用空気圧縮機  約 4.6ｍ３  

   合計                約 17ｍ３  

   以上より，想定事故１へ対処するための措置を７日間継続

して実施するのに必要な軽油は合計で約17ｍ３である。 

 

 (ｃ ) 電   源  

   燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処において

電源を必要とする設備は，計装設備の燃料貯蔵プール等の冷

却等の機能喪失の対処に必要な計装設備の可搬型燃料貯蔵

プール水位計，可搬型燃料貯蔵プール温度計，可搬型燃料貯

蔵プール状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット及び放射線計

測設備の燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失の対処に必

要な放射線計測設備の可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計

に必要な負荷は約99ｋＶＡであり，対象負荷の起動時を考慮

すると約150ｋＶＡの給電が必要である。 

  



 

11.3.2 想定事故２のための措置に必要な要員及び資源 

   想定事故２への対処に必要な要員及び資源を以下に示す。 

   また，要員及び資源の有効性評価については，他の同時に

又は連鎖して発生する事象の影響を考慮する必要があるた

め，「13．重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対

処」において示す。 

 ａ．必要な要員の評価 

   想定事故２において，設計上定める条件より厳しい条件に

おける外部事象の「地震」を条件とした場合で，同時に作業

する要員が最も多いときの要員数は26名であり，想定事故２

への対処に必要な要員は53名である。 

 

 ｂ．必要な資源の評価 

   想定事故２の対処に必要な水源，燃料及び電源を以下に示

す。 

 (ａ ) 水   源  

   代替補給水設備（注水）による燃料貯蔵プール等への注水

に必要な水量は，７日間の対応を考慮すると，合計約 2,700

ｍ３の水が必要となる。 

 

 (ｂ ) 燃   料  

   想定事故１への対処に使用する可搬型中型移送ポンプ，可

搬型発電機及び可搬型空冷ユニット用空気圧縮機は，７日間

の対応を考慮すると，運転継続に以下の軽油が必要である。 

   ・可搬型中型移送ポンプ       約 7.2ｍ３  



 

   ・可搬型発電機           約 5.3ｍ３  

   ・可搬型空冷ユニット用空気圧縮機  約 4.6ｍ３  

   合計                約 17ｍ３  

   以上より，想定事故１へ対処するための措置を７日間継続

して実施するのに必要な軽油は合計で約17ｍ３である。 

 

 (ｃ ) 電   源  

    燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処におい

て電源を必要とする設備は，計装設備の燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失の対処に必要な計装設備の可搬型燃

料貯蔵プール水位計，可搬型燃料貯蔵プール温度計，可搬

型燃料貯蔵プール状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット及

び放射線計測設備の燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪

失の対処に必要な放射線計測設備の可搬型燃料貯蔵プー

ル空間線量率計に必要な容量は約 99ｋＶＡであり，対象

負荷の起動時を考慮すると約 150ｋＶＡの給電が必要で

ある。 



第 11－１表 冷却機能及び注水機能喪失による燃料損傷の発生を想定する対象機器 
 
建屋 機器グループ 機器名 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 燃料仮置きピット 燃料仮置きピット A 

燃料仮置きピット B 

燃料貯蔵プール 燃料貯蔵プール（BWR 燃料用） 

燃料貯蔵プール（PWR 燃料用） 

燃料貯蔵プール（BWR／PWR 燃料用） 

燃料送出しピット 燃料送出しピット 

 



第 11.1.1－１表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故１）」の対策の手順と重大事故等対処施設 

項

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

a. 燃料損傷防止

対策の実施判

断 

降灰予報が発表され，降灰による全交流電源喪失

のおそれが確認された場合，燃料損傷防止対策の実

施を判断する。 

－ － － 

b. 建屋外の水供

給経路の構築 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するため

に，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型

移送ポンプを貯水槽近傍へ設置し，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，貯水槽か

ら使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ水を供給するため

の経路を構築する。なお，降灰により可搬型中型移

送ポンプが機能喪失するおそれがある場合には，可

搬型中型移送ポンプを保管庫内に配置する。 

・貯水槽 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポン

プ運搬車 

・ホース展張車 

－ 

 

 

 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

c. 燃料損傷防止

対策の準備 

燃料貯蔵プール等の状態監視のため，監視設備及

び可搬型発電機を準備する。監視設備を設置するま

での間，燃料貯蔵プール等の状態について携行型の

監視設備にて実施組織要員による監視を行う。 

また，運搬車により可搬型建屋内ホースを運搬し，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホー

スを敷設し，可搬型建屋外ホースと接続し，貯水槽

から燃料貯蔵プール等に注水するための系統を構築

する。 

なお，水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の温度が上昇した場合においても，線量率の測

定及び燃料貯蔵プール等の状態監視が継続できるよ

う，空冷設備を設置する。 

・貯水槽 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・運搬車 

・可搬型発電機 

・可搬型燃料貯蔵プール水位計 

・可搬型燃料貯蔵プール温度計 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・ガンマ線用サーベイ メータ 

・可搬型代替注水設備流量計 

・可搬型空冷ユニット 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

d. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の実施判

断 

燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこと及

び燃料貯蔵プール等の水位低下を確認後，燃料貯蔵

プール等への注水の実施を判断し，以下のｅ．へ移

行する。 
－ － － 

e. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の実施 

可搬型中型移送ポンプにより貯水槽から燃料貯蔵

プール等へ注水する。注水流量は，可搬型代替注水

設備流量計及び可搬型建屋外ホースに設置している

流量調節弁より調整する。燃料貯蔵プール等へ注水

時に必要な監視項目は，注水流量及び燃料貯蔵プー

ル等の水位である。 

燃料貯蔵プール等への注水は燃料貯蔵プール等の

通常水位である燃料貯蔵プール底面から 11.50ｍを

目安に注水し，目標水位到達後は可搬型中型移送ポ

ンプを停止する。 

・貯水槽 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・可搬型代替注水設備流量計 

 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

f. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の成功判

断 

燃料貯蔵プール等の水位が通常水位程度であるこ

とを確認することにより，燃料貯蔵プール等への注

水によるプール水位が回復・維持されていることを

判断する。注水による冷却機能が維持されているこ

とを判断するために必要な監視項目は，プール水位

である。 

－ － 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・可搬型代替注水設備流量計 

g. 代替監視設備

及び空冷設備

の設置 

代替監視設備の設置完了後，可搬型発電機を起動

して代替監視設備の起動状態を確認する。 

また，空冷設備の設置完了後，可搬型空冷ユニッ

ト空気圧縮機を起動して空冷設備の起動状態を確認

する。 

－ ・可搬型発電機 

・可搬型燃料貯蔵プール水位計 

・可搬型燃料貯蔵プール温度計 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ 

・可搬型空冷ユニット 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

 



第11.1.1－２表　使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処において使用する設備

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

貯水槽 ○ × × × ×
可搬型中型移送ポンプ ○ × × × ×
可搬型建屋外ホース[流路] ○ × × × ×
可搬型建屋内ホース[流路] ○ × × × ×
中型移送ポンプ運搬車 ○ × × × ×
ホース展張車 ○ × × × ×
運搬車 ○ × × ○ ○
軽油貯蔵タンク ○ × × ○ ○
軽油用タンク ローリ ○ × × ○ ○

代替プール水冷却系 サイフォン ブレーカ孔 × ○ × × ×
燃料受入れ設備 燃料仮置きラック × × ○ × ×

燃料貯蔵ラック × × ○ × ×
バスケット仮置き架台（実入り用） × × ○ × ×

代替電源設備 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 × × × ○ ○
可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計 × × × ○ ×
ガンマ線用サーベイ メータ × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール水位計 × × × × ○
可搬型燃料貯蔵プール温度計 × × × × ○
可搬型燃料貯蔵プール状態監視カメラ × × × × ○
可搬型空冷ユニット × × × × ○
可搬型空冷ユニット用ホース × × × × ○
可搬型燃料貯蔵プール状態監視カメラ用冷却ケース × × × × ○
可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計用冷却ケース × × × × ○
可搬型空冷ユニット空気圧縮機 × × × × ○

代替計測制御設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋

使用済燃料貯蔵槽の冷却
等

燃料貯蔵プール等の
計測監視

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための措置

代替補給水設備（注水）

燃料貯蔵プール等の
臨界防止

燃料貯蔵プール等の
放射線監視

設備名称 構成する機器

燃料貯蔵設備

代替放射線監視設備

機器グループ

設備
燃料貯蔵プール等へ

の注水
漏えい抑制



第 11.1.2.1－１表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故１）」に係る沸騰時間算出における主要評価条件 

対象ピット・プール 
崩壊熱 

[ｋＷ] 

保有水量 

[ｍ３] 

初期水温 

[℃] 
初期水位 

水密度 

[ｋｇ／ｍ３] 

比熱 

[ｋＪ／（ｋｇ・Ｋ）] 

燃料仮置きピットＡ 110 434 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料仮置きピットＢ 110 434 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＢＷＲ燃料用） 
2,360 2,392 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＰＷＲ燃料用） 
2,450 2,453 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用） 
2,440 2,457 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料送出しピット 

（ＢＷＲ燃料） 
38 900 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

燃料送出しピット 

（ＰＷＲ燃料） 
33 900 65 通常水位－0.05ｍ 958.07 4.216 

 



第 11.1.2.1－２表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故１）」に係る主要評価条件 

項 目 主要評価条件 条件設定の考え方 

機
能
喪
失

の
条
件 

安全機能の喪失に 

対する仮定 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失 

非常用ディーゼル発電機の機能喪失により，燃料貯蔵プールの冷却機能及び

注水機能が喪失するものとした。 

外部電源 外部電源なし 
設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「火山」を条件とした

としていることから，外部電源なしを想定した。 

機
器
の
条
件 

使用済燃料の崩壊熱による 

蒸発量 
約 10ｍ３／ｈ プール水温 100℃における，使用済燃料の崩壊熱による蒸発速度を設定した。 

代替補給水設備（注水） 

による燃料貯蔵プール等への 

注水流量 

約 160ｍ３／ｈ 

１台当たり 240ｍ３／ｈの容量を有し，想定事故１において燃料貯蔵プール等

への注水に１台を使用し，燃料貯蔵プール等の水位を維持するために必要な

水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量である約 10ｍ３／ｈを上回る，

最大約 160ｍ３／ｈを設定した。 

崩壊熱量 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用） 

 約 2,450ｋＷ 

燃料貯蔵プール全体 

 約 5,420ｋＷ 

沸騰時間算出においては，最も崩壊熱量が大きくなる燃料貯蔵プール（ＰＷ

Ｒ燃料用）を設定した。また，蒸発量算出においては，燃料貯蔵プール全体

に冷却期間 12 年の燃料が 2,400ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間４年の燃料が 600ｔ・

ＵＰｒ貯蔵された状態での崩壊熱量を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水温 
65℃ プール水冷却系１系列運転時の設計最高温度となる水温を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水位 
通常水位－0.05ｍ 水位低警報レベルである通常水位－0.05ｍを初期水位に設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の保有水量 
約 2,453ｍ３ 

保有水量を厳しく見積もるため、使用済燃料やラックの体積を除くととも

に、燃料貯蔵プール等で、万一、水の漏えいが発生した場合に、他の健全な

プール、ピットと隔離して保修を行うことができるように設置しているピッ

トゲート及びプールゲートは、閉めた状態を考慮した保有水量を設定した。 

操
作
の
条
件 

代替補給水設備（注水） 

による燃料貯蔵プール等への 

注水開始 

事象発生から 

21 時間 30 分後 

燃料貯蔵プール等が沸騰する前までに注水操作を実施するものとして，事象

発生の確認，移動に必要な時間を考慮して設定した。 

 



第 11.1.2.1－２表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故１）」に係る主要評価条件 

項 目 主要評価条件 条件設定の考え方 

機
能
喪
失

の
条
件 

安全機能の喪失に 

対する仮定 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失 

非常用ディーゼル発電機の機能喪失により，燃料貯蔵プールの冷却機能及び

注水機能が喪失するものとした。 

外部電源 外部電源なし 
設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「火山」を条件とした

としていることから，外部電源なしを想定した。 

機
器
の
条
件 

使用済燃料の崩壊熱による 

蒸発量 
約 10ｍ３／ｈ プール水温 100℃における，使用済燃料の崩壊熱による蒸発速度を設定した。 

代替補給水設備（注水） 

による燃料貯蔵プール等への 

注水流量 

約 160ｍ３／ｈ 

１台当たり 240ｍ３／ｈの容量を有し，想定事故１において燃料貯蔵プール等

への注水に１台を使用し，燃料貯蔵プール等の水位を維持するために必要な

水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量である約 10ｍ３／ｈを上回る，

最大約 160ｍ３／ｈを設定した。 

崩壊熱量 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用） 

 約 2,450ｋＷ 

燃料貯蔵プール全体 

 約 5,420ｋＷ 

沸騰時間算出においては，最も崩壊熱量が大きくなる燃料貯蔵プール（ＰＷ

Ｒ燃料用）を設定した。また，蒸発量算出においては，燃料貯蔵プール全体

に冷却期間 12 年の燃料が 2,400ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間４年の燃料が 600ｔ・

ＵＰｒ貯蔵された状態での崩壊熱量を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水温 
65℃ プール水冷却系１系列運転時の設計最高温度となる水温を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水位 
通常水位－0.05ｍ 水位低警報レベルである通常水位－0.05ｍを初期水位に設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の保有水量 
約 2,453ｍ３ 

保有水量を厳しく見積もるため、使用済燃料やラックの体積を除くととも

に、燃料貯蔵プール等で、万一、水の漏えいが発生した場合に、他の健全な

プール、ピットと隔離して保修を行うことができるように設置しているピッ

トゲート及びプールゲートは、閉めた状態を考慮した保有水量を設定した。 

操
作
の
条
件 

代替補給水設備（注水） 

による燃料貯蔵プール等への 

注水開始 

事象発生から 

21 時間 30 分後 

燃料貯蔵プール等が沸騰する前までに注水操作を実施するものとして，事象

発生の確認，移動に必要な時間を考慮して設定した。 

 



第 11.1.2.1－３表 燃料貯蔵プール等が沸騰に至るまでの時間（想定事故１） 
 
建屋 機器グループ 機器名 沸騰に至るまでの

時間 

使用済燃料受入れ 

・貯蔵建屋 

燃料仮置きピット 燃料仮置きピット A 約 154 時間 

燃料仮置きピット B 約 154 時間 

燃料貯蔵プール 燃料貯蔵プール（BWR 燃料用） 約 39.8 時間 

燃料貯蔵プール（PWR 燃料用） 約 39.3 時間 

燃料貯蔵プール（BWR／PWR 燃料用） 約 39.5 時間 

燃料送出しピット 燃料送出しピット（BWR 燃料） 約 1071 時間 

燃料送出しピット（PWR 燃料） 約 930 時間 

 



第 11.2.1－１表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）」の対策の手順と重大事故等対処施設 

項

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

a. 燃料損傷防止

対策の実施判

断 

プール水冷却系若しくは安全冷却水系の冷却機能

の喪失又は補給水設備等の注水機能が喪失し，冷却

機能又は注水機能の復旧が見込めない場合，又は燃

料貯蔵プール等からのプール水の小規模な漏えいの

発生又はプール水温が上昇し，補給水設備等からの

注水が見込めない場合，燃料損傷防止対策の実施を

判断する。 

－ － － 

b. 建屋外の水供

給経路の構築 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するため

に，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型

移送ポンプを貯水槽近傍へ設置し，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，貯水槽か

ら使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ水を供給するため

の経路を構築する。 

・貯水槽 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポン

プ運搬車 

・ホース展張車 

－ 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

c. 燃料損傷防止

対策の準備 

燃料貯蔵プール等の状態監視のため，監視設備を

準備する。監視設備を設置するまでの間，燃料貯蔵

プール等の状態について携行型の監視設備にて実施

組織要員による監視を行う。 

また，運搬車により可搬型建屋内ホースを運搬し，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホー

スを敷設し，可搬型建屋外ホースと接続し，貯水槽

から燃料貯蔵プール等に注水するための系統を構築

する。 

なお，水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の温度が上昇した場合においても，線量率の測

定及び燃料貯蔵プール等の状態監視が継続できるよ

う，空冷設備を設置する。 

・貯水槽 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・運搬車 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール水位計 

・可搬型燃料貯蔵プール温度計 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・ガンマ線用サーベイ メータ 

・可搬型代替注水設備流量計 

・可搬型空冷ユニット 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

d. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の実施判

断 

燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこと及

び燃料貯蔵プール等の水位低下を確認後，燃料貯蔵

プール等への注水の実施を判断し，以下のｅ．へ移

行する。 
－ － － 

  



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

e. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の実施 

可搬型中型移送ポンプにより貯水槽から燃料貯蔵

プール等へ注水する。注水流量は，可搬型代替注水

設備流量計及び可搬型建屋外ホースに設置している

流量調節弁より調整する。燃料貯蔵プール等へ注水

時に必要な監視項目は，注水流量及び燃料貯蔵プー

ル等の水位である。 

スロッシングによる小規模漏えいを想定した場合，

通常水位を目安に注水し，水位を回復し維持する。 

プール水冷却系配管の吸込み側の破断による小規模

漏えいを想定した場合，配管が接続する越流せき以

上の水位を確保することができないことから，越流

せき上端である通常水位－0.40ｍを目安に注水し，

水位を回復し維持する。 

プール水冷却系配管の吐出し側の破断を想定した

場合，サイフォン効果による小規模漏えいが発生し，

プール水の漏えいはサイフォン ブレーカ位置にお

いて停止する。その後，水位は通常水位まで回復で

きることから，通常水位を目安に注水し，水位を回

復し維持する。 

・貯水槽 

・可搬型中型移送ポン

プ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・可搬型代替注水設備流量計 

 



（つづき） 

項 

番 
判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

f. 代替補給水設

備（注水）に

よる燃料貯蔵

プール等への

注水の成功判

断 

燃料貯蔵プール等の水位が通常水位程度であるこ

とを確認することにより，燃料貯蔵プール等への注

水によるプール水位が回復・維持されていることを

判断する。注水により冷却機能が維持されているこ

とを判断するために必要な監視項目は，プール水位

である。 

－ － 

・可搬型水位計（超音波式） 

・可搬型水位計（メジャー） 

・可搬型代替注水設備流量計 

g. 代替監視設備

及び空冷設備

の設置 

代替監視設備の設置完了後，可搬型発電機を起動

して代替監視設備の起動状態を確認する。 

また，空冷設備の設置完了後，可搬型空冷ユニッ

ト空気圧縮機を起動して空冷設備の起動状態を確認

する。 

－ ・可搬型発電機 

・可搬型燃料貯蔵プール水位計 

・可搬型燃料貯蔵プール温度計 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ 

・可搬型空冷ユニット 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール状態監

視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

 



第 11.2.2.1－１表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）」に係る沸騰時間算出における主要評価条件 

対象ピット・プール 
崩壊熱 

[ｋＷ] 

保有水量 

[ｍ３] 

初期水温 

[℃] 
初期水位 

水密度 

[ｋｇ／ｍ３] 

比熱 

[ｋＪ／（ｋｇ・Ｋ）] 

燃料仮置きピットＡ 110 411 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料仮置きピットＢ 110 411 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＢＷＲ燃料用） 
2,360 2,228 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＰＷＲ燃料用） 
2,450 2,289 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料貯蔵プール 

（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用） 
2,440 2,293 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料送出しピット 

（ＢＷＲ燃料） 
38 854 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

燃料送出しピット 

（ＰＷＲ燃料） 
33 854 65 通常水位－0.60ｍ 958.07 4.216 

 



第 11.2.2.1－２表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）」に係る主要評価条件（１／２） 

項 目 主要評価条件 条件設定の考え方 

機
能
喪
失
の
条
件 

安全機能の喪失に 

対する仮定 

燃料貯蔵プール等冷却機能及び注

水機能の機能喪失 

基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合においても必要な機能を損なわな

い設計とした設備以外の設備は全て機能喪失することから，燃料貯蔵プール

等の冷却機能及び注水機能が機能喪失するものとした。 

外部電源 外部電源なし 
設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条件とした

としていることから，外部電源なしを想定した。 

燃料貯蔵プール等の 

小規模な漏えいで 

想定される水位 

通常水位－0.45ｍ 

（配管破断によるサイフォン効果

による水位低下後の水位） 

プール水冷却系配管に逆流防止のため設置されている逆止弁については，異

物の噛みこみにより開固着し，逆止弁の機能が十分に働かない状態を仮定す

る。サイフォン効果による燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいにおい

て，サイフォン ブレーカにより水位低下が停止した後の水位を設定した。な

お，この水位まで瞬時に低下するものとする。 

通常水位－0.60ｍ 

（スロッシングによる水位低下後

の水位） 

「地震」によるスロッシングにより，燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏え

いが発生した場合において，スロッシング収束後の水位を設定した。 

機
器
の
条
件 

使用済燃料の崩壊熱による 

蒸発量 
約 10ｍ３／ｈ 

プール水温 100℃における，使用済燃料の崩壊熱による蒸発速度を設定し

た。 

代替注水設備等による 

燃料貯蔵プール等への 

注水流量 

約 160ｍ３／ｈ 

１台当たり 240ｍ３／ｈの容量を有し，想定事故２において燃料貯蔵プール等

への注水に１台を使用し，燃料貯蔵プール等の水位を維持するために必要な

水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量である約 10ｍ３／ｈを上回る，

最大約 160ｍ３／ｈを設定した。 

崩壊熱量 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用） 

 約 2,450ｋＷ 

燃料貯蔵プール全体 

 約 5,420ｋＷ 

沸騰時間算出においては，最も崩壊熱量が大きくなる燃料貯蔵プール（ＰＷ

Ｒ燃料用）を設定した。また，蒸発量算出においては，燃料貯蔵プール全体

に冷却期間 12 年の燃料が 2,400ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間４年の燃料が 600ｔ・

ＵＰｒ貯蔵された状態での崩壊熱量を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水温 
65℃ プール水冷却系１系列運転時の設計最高温度となる水温を設定した。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の初期水位 
通常水位－0.05ｍ 水位低警報レベルである通常水位－0.05ｍを初期水位に設定した。 

 

 



第 11.2.2.1－２表 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）」に係る主要評価条件（２／２） 

項 目 主要評価条件 条件設定の考え方 

機
器
の
条
件 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）の保有水量 
約 2,289ｍ３ 

保有水量を厳しく見積もるため、使用済燃料やラックの体積を除くととも

に、燃料貯蔵プール等で、万一、水の漏えいが発生した場合に、他の健全な

プール、ピットと隔離して保修を行うことができるように設置しているピッ

トゲート及びプールゲートは、閉めた状態を考慮した保有水量を設定した。 

プール水冷却系配管に設置さ

れた逆止弁 

異物の噛みこみにより開固着し，

逆止弁の機能が十分に働かない状

態を仮定 

開固着により逆止弁の機能が働かず，配管が損傷することを想定すると，

サイフォン効果により燃料貯蔵プール等の水位は低下するが，プール水冷却

系配管のサイフォン ブレーカによりサイフォン ブレーカ孔位置である通常

水位から－0.45ｍで水位低下は停止する。 

燃料貯蔵プール等に設置され

る水板又は蓋 
プール水の漏えい抑制を期待 

スロッシングによる燃料貯蔵プール等のプール水の漏えいは，止水板又は

蓋の効果により抑制できるものとする。 

操
作
の
条
件 

代替補給水設備（注水） 

による燃料貯蔵プール等への 

注水開始 

事象発生から 

21 時間 30 分後 

燃料貯蔵プール等が沸騰する前までに注水操作を実施するものとして，事象

発生の確認，移動に必要な時間を考慮して設定した。 

 



第 11.2.2.1－３表 燃料貯蔵プール等が沸騰に至るまでの時間（想定事故２） 
 
建屋 機器グループ 機器名 沸騰に至るまでの

時間 

使用済燃料受入れ 

・貯蔵建屋 

燃料仮置きピット 燃料仮置きピット A 約 146 時間 

燃料仮置きピット B 約 146 時間 

燃料貯蔵プール 燃料貯蔵プール（BWR 燃料用） 約 37.0 時間 

燃料貯蔵プール（PWR 燃料用） 約 36.6 時間 

燃料貯蔵プール（BWR／PWR 燃料用） 約 36.9 時間 

燃料送出しピット 燃料送出しピット（BWR 燃料） 約 1016 時間 

燃料送出しピット（PWR 燃料） 約 882 時間 

 



第11－１図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処するための設備の系統概要図（代替補給水設備（注水））

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

燃料貯蔵プール等

（建屋境界）

ＴＴ Ｒ

可搬型燃料貯蔵プー

ル状態監視カメラ

Ｌ ＲＬ

※１ ※２ ※３ ※４ ※５ ※６

※７

※１：可搬型水位計（超音波式）又は可搬型水位計（メジャー）

１台を燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット

１基に運搬し測定する。

※２：可搬型水温計

１台を燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット

１基に運搬し測定する。

※３：ガンマ線用サーベイ メータ

１台を燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット

１基の近傍に運搬し測定する。

※４：可搬型燃料貯蔵プール水位計

燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット１基の

１箇所に設置し測定する。

※５：可搬型燃料貯蔵プール温度計

燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット１基に

それぞれ設置し測定する。

※６：可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計

燃料貯蔵プール近傍の１箇所に設置し測定する。

※７：燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基，燃料送出しピット１基の

近傍にそれぞれ設置し監視する。

※８：燃料貯蔵プール等とは，燃料仮置きピット２基，燃料貯蔵プール３基及び

燃料送出しピット１基を示す。

代替補給水設備（注水）は，これらの１箇所に水を供給することで

燃料貯蔵プール等の水位を維持する。

※８貯水槽 Ｐ Ｆ



第11.1.1－１図 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対処手順の概要（想定事故１）

：操作・確認

：判断

：監視

凡例

冷却機能・注水機能の
喪失判断

燃料貯蔵プール
等監視継続

・可搬型中型移送ポンプの設置及び軌道確認
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
・可搬型建屋外ホースの敷設（ホース展張車進入不可部分
を人手による運搬敷設）

・可搬型中型移送ポンプの試運転及び状態確認
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型建屋内ホースと可搬型
建屋外ホースとの接続

・可搬型燃料貯蔵プール水位計，可搬型燃料貯蔵
プール温度計，可搬型燃料貯蔵プール状態監視カ
メラ及び可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計設置
・可搬型発電機設置
・ケーブル敷設，接続

事前配備の開始

降灰予報の発表

冷却機能喪失の
確認

注水機能喪失の
確認

燃料貯蔵プール等の
状態確認

代替補給水設備（注水）の
配備完了・注水開始

（評価上の時刻）

（0秒）

（10分）

（21時間30分）

燃料貯蔵プール等の
水位維持

代替補給水設備（注水）による注水を継続
し，機能喪失している設備の復旧に努める。
復旧後は，プール水冷却系及び安全冷却水

系による冷却を実施する。

・代替補給水設備（注水）流量確認
・水の供給流量の調整

携行型の監視設備
による監視

監視設備による監視

・携行型の監視設備（可搬型水位計（超音波式），
可搬型水位計（メジャー），可搬型水温計及びガ
ンマ線サーベイ メータ）による燃料貯蔵プール等
の状態監視継続

事象発生



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.1.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故１）に係る作業と所要時間（1/3）



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.1.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故１）に係る作業と所要時間（2/3）



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 71:0062:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.1.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故１）に係る作業と所要時間（3/3）



作業名 作業班 要員数

・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，
分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

燃料給油3班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（分離建屋用1台，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用
1台）

燃料給油3班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，使用
済燃料の受け入れ・貯蔵建屋用1台）

燃料給油3班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋又は高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台及び可搬型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用1台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋用1台並びに高レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油1班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(前処理建屋用
1台)

燃料給油1班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排水用1台並びに高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油2班 1

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動
(前処理建屋排水用1台)

燃料給油2班 1

・ホイール ローダの確認
建屋外1班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外1班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外2班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外2班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外4班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外6班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外6班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外6班　建屋
外８班

3

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋,（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理建屋
及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）（アクセスルトの状態を確認
し、建屋外4～8班の要員9名内3名にて、アクセスルトの状態を確認
し、整備を行う）

建屋外4班　建屋
外5班　建屋外6班
建屋外7班　建屋
外8班

3

作業名 作業班 要員数

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース及び運搬車の確認 建屋外2班 2

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設，アクセスルー
ト整備の資機材運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

・第１貯水槽，第２貯水槽，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース，可搬型排水受槽，中型移送ポンプ運搬車及びホース展張
車の確認

建屋外3班 建屋外
4班 建屋外5班 建
屋外6班

8

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建屋
及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 建屋外
4班 建屋外5班

6

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外6班 2

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外6班 建
屋外7班

8

・可搬型中型移送ポンプの試運転（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 2

・可搬型建屋外ホースの状態確認（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型排水受槽の運搬車による搬送，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・水の供給流量の調整（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外1班 建屋外
4班

4

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外1班 2

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋)

建屋外3班 建屋外
4班 建屋外5班

6

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外6班 建
屋外7班

8

・可搬型中型移送ポンプの試運転（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外1班 2

・可搬型建屋外ホースの状態確認（高レベル廃液ガラス固化建屋）
建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型建屋外ホースの可搬型建屋内ホースとの接続（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・水の供給流量の調整（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外3班 2

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外1班 2

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 28:00 29:008:00 9:00 10:00 11:00 37:0025:00 30:0026:00 27:00

27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00

31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00

25:00 26:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

建屋外

建屋外

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

23:00 24:0012:00 13:00 14:00 15:00

・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

・作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

・・他作業場所にて、対策を実施

第11.1.1－３図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故１）に係る作業と所要時間（建屋外）（1/2）



作業名 作業班 要員数

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外7班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外7班

6

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済
み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外6班 建
屋外7班

8

・可搬型建屋外ホースの敷設（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋
ホース展張車侵入不可部分を人手による運搬敷設）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外6班 建
屋外7班

8

・可搬型中型移送ポンプの試運転（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外1班 2

・可搬型建屋外ホースの状態確認（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外4班 建屋外
5班

4

・水の供給流量の調整（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）
建屋外4班 建屋外
8班

3

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

・中型移送ポンプ運搬車による故障時バックアップ可搬型中型移送
ポンプの運搬

建屋外4班 2

・故障時バックアップ可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認
建屋外5班 建屋外
6班 建屋7外班

6

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外6班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外
5班 建屋外7班

6

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処
理建屋）

建屋外6班 2

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処理建屋） 建屋外4班 2

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理建屋） 建屋外4班 2

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理
建屋）

建屋外4班 建屋外
5班 建屋外6班 建
屋外7班

8

・可搬型中型移送ポンプの試運転（前処理建屋） 建屋外1班 2

・可搬型建屋外ホースの状態確認（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外
5班

4

・可搬型排水受槽と可搬型建屋外ホースの接続（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外
5班

4

・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（前処理建
屋）

建屋外4班 建屋外
5班

4

・水の供給流量の調整（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外
8班

3

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（前処理建
屋）

建屋外1班 2

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建屋
及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型中型移送ポンプによる排水，状態監視及び除灰作業（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型中型移送ポンプによる排水，状態監視及び除灰作業（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外7班 2

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外5班 建屋外
6班 建屋外7班

6

・可搬型中型移送ポンプによる排水，状態監視及び除灰作業（前処
理建屋）

建屋外2班 2

16:00 26:00 27:00 28:0014:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 15:00 42:00

建屋外

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:008:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 41:0029:00 30:00

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

第11.1.1－３図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故１）に係る作業と所要時間（建屋外）（2/2）



第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（１／11）

燃料貯蔵プール等
注水機能喪失
（想定事故1）

燃料貯蔵プール等水位低下

燃料貯蔵プール等
冷却機能喪失
（想定事故１）

プール水冷却系
機能喪失

安全冷却水系
機能喪失

① ⑥

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

１

プール水冷却系
A系機能喪失

プール水冷却系
B系機能喪失

２ ３

安全冷却水系
A系機能喪失

安全冷却水系
B系機能喪失

４

補給水設備
機能喪失

５

燃料貯蔵プール等
小規模漏えい
（想定事故２）

６



プール水冷却系
ポンプＡ機能喪失

プール水冷却系
ポンプＣ機能喪失

熱交換器Ａ
機能喪失

熱交換器Ｃ
機能喪失

配管破断

電気設備Ａ損傷

７

９ ９

② ②

地
震

地
震

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

プール水冷却系A系
機能喪失

⑨

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（２／11）

１



第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（３／11）

プール水冷却系
ポンプB機能喪失

プール水冷却系
ポンプＣ機能喪失

熱交換器B
機能喪失

熱交換器Ｃ
機能喪失

配管破断

電気設備B損傷

８

９ ９

② ②

地
震

地
震

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

プール水冷却系B系
機能喪失

⑨

２



安全冷却水系
ポンプＡ機能喪失

安全冷却水系
ポンプＣ機能喪失

熱交換器Ａ
機能喪失

熱交換器Ｃ
機能喪失

配管破断

電気設備Ａ損傷

７

９ ９

② ②

地
震

地
震

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

安全冷却水系A系
機能喪失

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（４／11）

冷却塔Ａ機能喪失

９

②

３



安全冷却水系
ポンプB機能喪失

安全冷却水系
ポンプＣ機能喪失

熱交換器B
機能喪失

熱交換器Ｃ
機能喪失

配管破断

電気設備B損傷

８

９ ９

② ②

地
震

地
震

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

安全冷却水系B系
機能喪失

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（５／11）

冷却塔B機能喪失

９

②

４



補給水設備
ポンプＡ機能喪失

補給水設備
ポンプB機能喪失

配管破断 電気設備Ａ損傷

７９ ９

④ ④

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

補給水設備
機能喪失

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（６／11）

５

補給水槽
破損

地
震

電気設備B損傷
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③ ③



燃料貯蔵プール等
小規模漏えい
（想定事故２）

燃料貯蔵プール等の
スロッシング

⑨

燃料貯蔵プール等の
サイフォン効果

地
震

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（７／11）

地
震

６



第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（８／11）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

電気ケーブル
（生産系）
損傷

電気盤類
（生産系）

損傷

⑦

電気設備A
損傷

７

外部電源喪失

電路損傷 外部電源喪失

地
震

地
震

非常用A系
機能喪失

電気ケーブル
（安全系）
損傷

電気盤類
（安全系）

損傷

電路損傷

第１非常用
Ｄ／ＧーＡ
機能喪失

地
震

地
震

９

動力喪失



第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（９／11）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

電気ケーブル
（生産系）
損傷

電気盤類
（生産系）

損傷

⑦

電気設備Ｂ損傷
８

外部電源喪失

電路損傷 外部電源喪失

地
震

地
震

非常用Ｂ系
機能喪失

電気ケーブル
（安全系）
損傷

電気盤類
（安全系）

損傷

電路損傷

第１非常用
Ｄ／ＧーＢ
機能喪失

地
震

地
震

９

動力喪失
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第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（10／11）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

：OR条件

：AND条件

９



プールの保持機能喪失 ⑧

燃料貯蔵プール等水位維持不可
（大規模漏えい）

⑥⑤

燃料貯蔵プール等損傷

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替補給水設備（注水）による注水（SA)
②補給水設備による注水
③給水処理設備による注水
④消火設備による注水
⑤代替補給水設備（スプレイ）によるスプレイ（SA)
⑥燃料貯蔵プール等の状態監視（SA)
⑦共通電源車を用いた冷却機能等の回復
⑧資機材による漏えい緩和
⑨サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

第11.1.2.1－１図 機能喪失原因対策分析（11／11）

：OR条件

：AND条件



第11.1.2.1－２図　安全冷却水系，プール水冷却系及び補給水設備の系統概要図

・

冷却塔Ａ

冷却塔Ｂ

第１非常用

ディーゼル発電機Ａ

安全冷却水系

冷却水循環ポンプ
プール水冷却系

ポンプ

補給水設備 補給水槽

燃料貯蔵プール等

熱交換器

建屋

建屋

第１非常用

ディーゼル発電機B



第11.1.2.2－１図　想定事故１における燃料貯蔵プール等水位の推移
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事象発生から21時間30分後

代替補給水設備（注水）による注水に

より，通常水位へ水位維持

事象発生から約39時間後

燃料貯蔵プール水温が100℃に到達し，

沸騰による水位低下開始

可搬型中型移送ポンプの間欠運転又は

流量調整により通常水位を目安に水位

を確保し，安定状態を維持

以降，水位維持を継続



 

第 11.1.2.2－２図 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想

定事故１）」における燃料貯蔵プール等の

水位と線量率 
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第11.2.1－１図 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対応手順の概要（想定事故２）

：操作・確認

：判断

：監視

凡例

燃料貯蔵プール等の小規模漏え
いの判断

燃料貯蔵プール
等監視継続

・可搬型中型移送ポンプの設置及び軌道確認
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
・可搬型建屋外ホースの敷設（ホース展張車進入不可部分
を人手による運搬敷設）

・可搬型中型移送ポンプの試運転及び状態確認
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型建屋内ホースと可搬型
建屋外ホースとの接続

・可搬型燃料貯蔵プール水位計，可搬型燃料貯蔵
プール温度計，可搬型燃料貯蔵プール状態監視カ
メラ及び可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計設置
・可搬型発電機設置
・ケーブル敷設，接続

初動対応の開始

事象発生

燃料貯蔵プール等の
状態確認

代替補給水設備（注水）の
配備完了・注水開始

（評価上の時刻）

（0秒）

（10分）

（21時間30分）

燃料貯蔵プール等の
水位維持

・代替補給水設備（注水）流量確認
・水の供給流量の調整

携行型の監視設備
による監視

監視設備による監視

・携行型の監視設備（可搬型水位計（超音波式），
可搬型水位計（メジャー），可搬型水温計及びガ
ンマ線サーベイ メータ）による燃料貯蔵プール等
の状態監視継続

代替補給水設備（注水）による注水
を継続し，機能喪失している設備の
復旧に努める。復旧後は，プール水
冷却系及び安全冷却水系による冷却

を実施する。

補給水設備の機能喪失 プール水冷却系の機能喪失

代替補給水設備（注水）の
配備指示



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.2.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故２）に係る作業と所要時間（1/3）



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.2.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故２）に係る作業と所要時間（2/3）



作業名 作業班 要員数

・設備運搬（移動含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設備） AB5班、AB6班 4

・設備運搬（移動含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） AB7班、AB8班 4

・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
AB5班、AB6班
AB7班、AB8班

8

・ホース敷設　建屋内外ホース接続
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・注水開始・流量確認
AB4班、AC11班
AC14班、AC15班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬型発電機起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
AC5班、AC6班
AC7班、AC10班

8

・可搬空冷ユニット起動
AC1班、AC2班
AC3班、AC4班

8

・現場状態監視 F1班 2

・現場状態監視 F2班 2

使用済燃
料受入
れ・貯蔵
建屋

48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 71:0062:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00

・他作業場所にて、対策を実施

第11.2.1－２図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（想定事故２）に係る作業と所要時間（3/3）



水供給及び回収の
準備

対策 作業 作業班 要員数

水の供給
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視
（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

２

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬
準備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び
敷設（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

作業班

建屋外2班

建屋外3班 建屋
外4班 建屋外5
班 建屋外6班

建屋外2班

建屋外2班

建屋外1班
建屋外4班

建屋外3班

建屋外3班
建屋外4班
建屋外5班

建屋外6班

建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6
班 建屋外7班

建屋外4班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外1班

建屋外1班
建屋外8班

建屋外1班
建屋外8班

建屋外1班
建屋外8班

建屋外1班
建屋外8班

燃料給油班

経過時間(時間)

備　　考

６

２

８

・可搬型排水受槽の運搬車による搬送，設置及び可搬
型建屋外ホースとの接続（分離建屋，精製建屋及びウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

６

・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続
（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

６

・水の供給流量の調整（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋） ４

２

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋）

６

水供給

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース及び運搬車の
確認 ２ 全建屋共通

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備
（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

２

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設，
アクセスルート整備の資機材運搬（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

２

・第１貯水槽，第２貯水槽，可搬型中型移送ポンプ，
可搬型建屋外ホース，可搬型排水受槽，中型移送ポン
プ運搬車及びホース展張車の確認

８

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

・可搬型中型移送ポンプの試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） ２

・可搬型建屋外ホースの状態確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

対策 作業 要員数

２

・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセ
スルート(南ルート)の確認 ２

経過時間(時間)

備　　考

全建屋共通

・出動指示まで車両内での待機

３

水供給

・ホイール ローダの確認

３

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋） ３

第１貯水槽又は第
２貯水槽から各建
屋へのアクセス
ルートの整備

・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセ
スルート(北ルート)の確認

・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建
屋，及び前処理建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

３

建屋外7班

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00

▽事象発生

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:00 30:00 32:0025:00 27:00 29:00 31:00

0:35

0:35

0:10

0:20

1:30 1:30

0:40

▽事象発生
精製建屋

対策の制限時間(蒸発乾固)
分離建屋

対策の制限時間(蒸発乾固)

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

対策の制限時間(蒸発乾固)
▽ ▽

0:20

0:10

0:30

0:20

1:00 1:00

0:30

0:30

▽

1:00

0:30

1:00

0:10

0:30

1:30 2:00

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:00 30:00 32:0025:00 27:00 29:00 31:00

32:00 34:00 36:00 38:0033:00 35:00 37:00

34:00 36:00 38:0033:00 35:00 37:00

「精製建屋」「分離建屋」「ウランプルトニウム混合脱硝建屋」水供給開始
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水供給

・水の供給流量の調整（高レベル廃液ガラス固化建
屋）

６

水供給の準備

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備
（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

水の供給

・可搬型建屋外ホースの状態確認（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外6班

２

２

６
建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

対策 作業 作業班 要員数

建屋外3班
建屋外4班
建屋外5班

建屋外6班

備　　考

前処理建屋
対策の制限時間(蒸発乾固):約148時間

建屋外6班

建屋外3班

建屋外3班

建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6
班 建屋外7班

２

経過時間(時間)

建屋外8班
建屋外9班

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視
（高レベル廃液ガラス固化建屋）

故障時バックアップ
可搬型中型移送ポ

ンプの設置

水の供給

２

建屋外1班

建屋外3班

２

・中型移送ポンプ運搬車による故障時バックアップ可
搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外4班

２

・故障時バックアップ可搬型中型移送ポンプの設置及
び起動確認

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

６

建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6
班 建屋外7班

８

・可搬型建屋外ホースの敷設（使用済み燃料受入れ・
貯蔵建屋　ホース展張車侵入不可部分を人手による運
搬敷設）

・水の供給流量の調整（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外4班
建屋外5班 ３

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視
（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班

２

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び
敷設（高レベル廃液ガラス固化建屋） ８

水供給及び回収の
準備

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋） ２

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋) ６

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬
準備（高レベル廃液ガラス固化建屋） ２

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備
（高レベル廃液ガラス固化建屋） ２

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
（高レベル廃液ガラス固化建屋）

・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及び可搬
型建屋外ホースとの接続（高レベル廃液ガラス固化建
屋）

６

・可搬型建屋外ホースの可搬型建屋内ホースとの接続
（高レベル廃液ガラス固化建屋）

・可搬型中型移送ポンプの試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外1班

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（使用済
み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班
建屋外4班
建屋外5班

６

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬
準備（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外6班

２

２

・可搬型建屋外ホースの状態確認（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外4班
建屋外5班 ４

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班

２

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び
敷設（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6
班 建屋外7班

８

・可搬型中型移送ポンプの試運転（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外1班

２

▽事象発生

高レベル廃液ガラス固化建屋
対策の制限時間(蒸発乾固)

▽

0:10

0:30

0:30

1:00 1:00

1:00

1:00

1:00

0:20

1:00

1:30

0:30

▽事象発生

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:00 30:00 32:0025:00 27:00 29:00 31:00

0:10

0:30

0:30

0:30

1:30

0:30

0:30

1:00

0:30

0:30

1:00

0:30

使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋
対策の制限時間(蒸発乾固)

▽

34:00 36:00 38:0033:00 35:00 37:00

「高レベル廃液ガラス固化建屋」水供給開始

「使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋」水供給開始
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経過時間(時間)

備　　考

前処理建屋
対策の制限時間(蒸発乾固):約148時間

水供給

建屋外6班

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び
敷設（前処理建屋）

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理
建屋） ６

建屋外1班

水の供給

・水の供給流量の調整（前処理建屋）

３

水供給及び回収の
準備

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（前処理建屋） ２

２

８

建屋外4班
建屋外8班

建屋外4班
建屋外5班

建屋外4班
建屋外5班

建屋外4班
建屋外5班

・可搬型排水受槽と可搬型建屋外ホースの接続（前処
理建屋）

建屋外6班

建屋外3班
建屋外4班
建屋外5班

建屋外3班

建屋外3班

建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6
班 建屋外7班

作業 作業班

・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬
準備（前処理建屋） ２

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備
（前処理建屋） ２

要員数

・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視
（前処理建屋） ２

建屋外1班

４

・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続
（前処理建屋） ４

・可搬型中型移送ポンプの試運転（前処理建屋）

２

・可搬型建屋外ホースの状態確認（前処理建屋）

４

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設
（前処理建屋）

1:00

0:10

0:30

0:20

1:00

1:00

1:00

0:40

0:30

0:30

1:00

1:00

▽事象発生▽事象発生

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:00 30:00 32:0025:00 27:00 29:00 31:00 34:00 149:0033:00 147:00 148:00

前処理建屋
対策の制限時間(蒸発乾固)▽

「前処理建屋」水供給開始
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２

作業

建屋外2班

作業班 要員数

経過時間(時間)

建屋外7班

水供給 ６

２

排水の循環

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

２

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋）

６

・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（分
離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

２

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（前
処理建屋） ２

建屋外6班

建屋外5班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

建屋外2班

対策

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（前処理建屋）

・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理
建屋） ６

・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプ
の運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋） ２

建屋外3班・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（高
レベル廃液ガラス固化建屋）

備考

前処理建屋
対策の制限時間(蒸発乾固):約148時間

建屋外5班
建屋外6班
建屋外7班

▽事象発生

0:30

1:00

0:30

0:30

0:30

0:30

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:0016:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:0025:00 27:00 149:00147:00 148:00 152:00150:00 151:00 155:00153:00 154:00

▽

前処理建屋
対策の制限時間(蒸発乾固)
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第11.2.2.2－１図　想定事故２（スロッシング）における燃料貯蔵プール等水位の推移
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事故後の時間[h]

事象発生から約36時間後

燃料貯蔵プール水温が100℃に到達

し，沸騰による水位低下開始

可搬型中型移送ポンプの間欠運転又

は流量調整により通常水位を目安に

水位を確保し，安定状態を維持

以降，水位維持を継続

評価上、事象発生と同時に，瞬時にスロッ

シング収束後の水位（通常水位より0.60ｍ

下）まで水位が低下することを想定する。

事象発生から21時間30分後

代替補給水設備（注水）による注水に

より，通常水位へ水位を回復し維持



 

第 11.2.2.2－２図 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想

定事故２）」における燃料貯蔵プール等の

水位と線量率 

1.0E+00
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燃料有効長頂部からの水位[ｍ]

通常水位

使用済燃料集合体からの

線量率が支配的な水位

プール水からの線量率の寄与が低

下し、線量率が若干低下する水位

放射線の遮蔽が

維持される水位

通常水位から

約5.0ｍ下

約5.0ｍ約2.4ｍ

スロッシング後

の水位



第11.2.2.2－３図　想定事故２（配管漏えい）における燃料貯蔵プール等水位の推移
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可搬型中型移送ポンプの間欠運転又

は流量調整により水位を確保し，安

定状態を維持

以降，水位維持を継続

評価上、事象発生と同時に，瞬時にサイ

フォン ブレーカ孔位置（通常水位より0.45

ｍ下）まで水位が低下することを想定す

る。

事象発生から21時間30分後

代替補給水設備（注水）による注水に

より，水位を回復し維持

プール水冷却系配管の吸込み側の破損

による小規模漏えいを想定した場合，

配管が接続する越流せき以上の水位を

確保することができないことから，越

流せき上端である通常水位－0.40ｍを

目安に注水し，水位を回復し維持する

プール水冷却系配管の吐出し側の破損を

想定した場合，サイフォン効果による小

規模漏えいが発生し，プール水の漏えい

はサイフォン ブレーカ位置において停止

する。その後，水位は通常水位まで回復

できることから，通常水位を目安に注水

し，水位を回復し維持する

事象発生から約36時間後

燃料貯蔵プール水温が100℃に到達

し，沸騰による水位低下開始
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１ . 概  要  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（以下，「Ｆ施設」とい

う。）における重大事故等の想定事象２では，スロッシングによ

る溢水量を考慮した水位を評価条件としている。スロッシングに

よる溢水量の評価については、以下に示す使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置しているピットやプール等（以下，「燃料貯蔵プー

ル等」という。）を対象として評価を行っている。 

本補足説明資料は，スロッシング収束後の水位を求める評価手

法について説明する。 

・ 燃料取出しピットＡ，Ｂ 

・ 燃料仮置きピットＡ，Ｂ 

・ 燃料移送水路 

・ 燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用） 

・ 燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用） 

・ 燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用） 

・ チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット 

（チャンネルボックス用） 

・ チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット 

（バーナブルポイズン用） 

・ チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット 

（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用） 

・ 燃料送出しピット 

・ 増設ピット 

・ 上記プール，ピット及び水路間の水路 
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２ . スロッシング収束後の水位の評価方法 

２．１ 評価内容及び評価条件 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（以下「ＦＡ建屋」という。）の

燃料貯蔵プール等を評価範囲とし，第２．１－１図に示す評価手

順で速度ポテンシャル理論による溢水量を求めスロッシング収

束後の水位を算出する。 

Ｆ施設の燃料貯蔵プール等の構造体としては全て繋がった構

造であるが，１２種類の構造体に分割しそれぞれの燃料貯蔵プー

ル等の固有周期を求め，固有周期に基づく応答加速度から最大波

高を算出し，燃料貯蔵プール等の周辺に設置する止水板を超える

溢水高さから燃料貯蔵プール等の溢水量を求め，それぞれの燃料

貯蔵プール等の溢水量を合計することで燃料貯蔵プール等全体

の溢水量を求める。求めた溢水量から燃料貯蔵プール等の水面高

さを求めスロッシング後の水位を算出する。 

評価に用いる地震動は基準地震動Ｓｓに対して 1.2 倍した地

震動を用いる。 

また，燃料貯蔵プール等の周辺に設置する止水板の高さを超え

るＦＡ建屋の１階床面への溢水は無限遠へ流れるものとし，壁の

反射によりプールへ戻る水は考慮しない。 

評価条件は第２．１－１表に示し，分割する燃料貯蔵プール等

の配置を第２．１－２図に示す。 
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第２．１－１図 スロッシング後の水位の評価フロー図 

  

分割した燃料貯蔵プール等の

固有周期算出

固有周期に基づく応答加速度

を抽出

ＦＡ建屋

地震応答解析

基準地震動Ｓｓ×1.2

燃料貯蔵プール等の設置基準

床の床応答スペクトルの作成

分割した燃料貯蔵プール等の

スロッシングによる最大波高

を算出

燃料貯蔵プール等を12種類の

構造体へ分割する。

分割した燃料貯蔵プール等の

スロッシングによる溢水量を

合計

水面の高さを算出し，スロッ

シング後の水位を算出

分割した燃料貯蔵プール等の

スロッシングによる溢水量の

算出
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第２．１－１表 評価条件 

 評価条件 

評価範囲 ＦＡ建屋に設置している燃料貯蔵プール等 

初期水位 EL.54.95ｍ  （燃料貯蔵プール水位低警報値） 

境界条件 

止水板（ 0.9ｍ）を越える溢水高さを越えた水

は溢水量とし，プール水は壁による溢水の跳ね

返りは考慮しない。 

評価手法 

速度ポテンシャル理論 

燃料貯蔵プール等を 12 種類の形状へ分割する。 

評価用 

地震動 

FA 建屋の基準地震動に対して 1.2 倍の地震動

（以下，「1.2Ss」という。）を使用する。 

1.2Ss の EL.55.30 の床応答スペクトルを使用す

る。 

その他 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 に 設 置 し て い る 水 中 機 器 は

考慮せず，燃料貯蔵プール等内の水は全て揺動

する。 

ス ロ ッ シ ン グ 抑 制 の た め に 設 置 す る 蓋 は 考 慮

しない。 
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第２．１－２図 速度ポテンシャル理論に用いる 

燃料貯蔵プール等の分割図 

 

２．２ 止水板及び蓋について 

(1)  止水板 

スロッシングによる溢水の抑制のために設置する止水板は

燃料貯蔵プール等周辺に既に設置されている手摺の位置に設

置するものとし，高さは燃料貯蔵プール等の上部を走行する

クレーンが緩衝しないようガーダの下端位置（約１．０ｍ）

から０．９ｍに設定し，速度ポテンシャル理論によるスロッ

シングの評価においてはその効果を期待する。 

概要図を第２．２－１図に示す。 

(2)  蓋 

開口部を塞ぐことによりスロッシングによる溢水を抑制す

る蓋は，全ての増設ピット及び燃料貯蔵プール等の上部を走

燃料仮置き
ピットＡ

燃料取出し
ピットＡ

燃料送出し
ピット

燃料仮置き
ピットＢ

燃料取出し
ピットＢ 燃料貯蔵

プール
（ＢＷＲ燃料用）

燃料貯蔵
プール

（ＰＷＲ燃料用）

燃料貯蔵
プール

（ＢＷＲ燃料及び
ＰＷＲ燃料用）

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ用）

燃料移送水路 燃料移送水路 燃料移送水路 燃料移送水路燃料移送水路

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ用）

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ及び

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ用）

増設ピット 増設ピット 増設ピット

⑤

⑦⑦

⑥⑥

②

③ ③ ③

④ ④ ④

① ① ①

⑫ ⑫

⑪ ⑪

⑩ ⑩ ⑩

⑨ ⑨ ⑨

⑧ ⑧ ⑧
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行するクレーンによる燃料移送水路への使用済燃料の移動に

影響のない燃料移送水路の一部に設置するものとするが，速

度ポテンシャル理論によるスロッシングの評価においてはそ

の効果は期待せず，蓋の設置箇所からは溢水するものとする。 

設置範囲図を第２．２－２図に示す。 

 

 

第２．２－１図 止水板の設置概要図 
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第２．２－２図 止水板および蓋の設置範図 

 

２．３ 速度ポテンシャル理論について 

スロッシングの評価手法としては，詳細評価として解析プログ

ラムによる流動解析，簡易手法の一つとして速度ポテンシャル理

論の手法があり，対象とする設備も一般のタンク類から使用済燃

料プールと幅広く，評価する項目としても波高による容器の蓋へ

の衝撃圧力，側壁に加わる動水圧による荷重と多様である。 

速度ポテンシャル理論は第２．２－１図に示すとおり，波形状

が双曲線正接（ｔａｎｈ）のような形状となり最大波高を求める

ことができる。（x を躯体形状とし，ｙをスロッシングの波形状

となる。） 

燃料仮置き
ピットＡ

燃料取出し
ピットＡ

燃料送出し
ピット

燃料仮置き
ピットＢ

燃料取出し
ピットＢ 燃料貯蔵

プール
（ＢＷＲ燃料用）

燃料貯蔵
プール

（ＰＷＲ燃料用）

燃料貯蔵
プール

（ＢＷＲ燃料及び
ＰＷＲ燃料用）

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ用）

燃料移送水路 燃料移送水路 燃料移送水路 燃料移送水路燃料移送水路

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ用）

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
取扱ﾋﾟｯﾄ（ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ及び

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ用）

増設ピット 増設ピット 増設ピット

：蓋の設置範囲

：止水板の設置範囲
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第２．３－１図 双曲線正接図 

 

２．４ 速度ポテンシャル理論による溢水量評価 

(1)  固有周期及び最大波高の算出 

１２種類に分割した燃料貯蔵プール等の速度ポテンシャル

理論での固有周波数（ｆ）①と最大波高（Dmax）②は次式にて

求める。 

f .
ℎ 1.571   ················ ①＊  

Dmax 0.811   ·························· ②＊  

f：一次固有周波数[Hz]  Dmax：最大波高（ｍ） 

L：スロッシング長さ[ｍ]（地震方向長さの１／２） 

H：燃料貯蔵プール等の水深[ｍ] 

ｇ：重力加速度[m/sec2]  α 1：加速度スペクトル[m/s2] 

  

最大波高  
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＊：①及び②の出典は以下のとおり 

基礎式：機械工学便覧 基礎編 

矩形展開式：耐震設計の標準化に関する調査報告書 別冊２

（機器系）昭和 60 年 3 月 （財）原子力工学

試験センター 

 

また，速度ポテンシャル理論は最大波高を算出する式であるた

め，最大波高は溢水量が多くなるよう燃料貯蔵プール等の端部に

発生するものとした。 

スロッシングにおける溢水量の設定を第２．４．１図～第２．

４．３図に示し，燃料貯蔵プール等の固有周期及び最大波高を第

２．４－１表に示す。 

 

第２．４－１図 スロッシング時の溢水量の設定（ＥＷ方向） 

 

地震方向（ＥＷ）

地震方向長さ：２Ｌ

スロッシング長さ：Ｌ

溢
水

高
さ

最
大

波
高

：

Ｄ
ｍ
ａ
ｘ

溢水量㎥

止水板
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第２．４－２図 スロッシング時の溢水量の設定（ＮＳ方向） 

 

 

第２．４－３図 スロッシング時の溢水量の設定（断面） 

 

(2)  溢水量の算出 

(1)にて算出した最大波高のうち，止水板の高さを越える波

高を溢水高さとし，スロッシング長さ（Ｌ）（地震方向長さ２

Ｌの１／２）と掛け合わせた面積を溢水断面積とする。 

地震方向長さ：２Ｌ

水
深
：
Ｈ

最
大

波
高

：

Ｄ
ｍ
ａ
ｘ

Ａ：溢水断面積
止水板

スロッシング長さ：Ｌ

溢
水

高
さ

0
.9
m

0
.0
5m

EL.55.30

初期水位.54.95

1.
3
m

最
大

波
高

：

Ｄ
ｍ
ａ
ｘ

溢
水

高
さ

止水板

開口長さ：ｌ

溢水量㎥
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（次式③） 

最大波高と同様，溢水量が多くなるよう開口長さ（ｌ）から

溢水することを想定して溢水断面積（Ａ）に掛け合わせ溢水量

とした。（次式④） 

溢水断面積（A）＝（最大波高（Dmax）－止水板高さ）×地震

方向長さ（２Ｌ）／２ ············· ③  

溢水量＝溢水断面積（A）×開口長さ（l）×箇所数 ·· ④  

速度ポテンシャル理論における燃料貯蔵プール等の溢水量

の合計は１０９５㎥となる。 

燃料貯蔵プール等の溢水量の算出結果を第２．４－１表に示

す。 

なお、速度ポテンシャル理論による溢水量評価の適用性およ

び保守性については、別紙にて展開する。 
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第２．４－１表 分割した燃料貯蔵プール等の溢水量評価結果 

 

 

３ . スロッシング後の水位の評価結果 

２．４にて算出した溢水量から燃料貯蔵プール等の低下する高

さを求めスロッシング後の水位を以下のとおり算出した。 

 

ＮＯ．

名称

地震方向 NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
振動方向長さ2L（m） 3.00 3.15 100.10 5.00 11.30 26.50 11.30 3.00 13.80 20.40 10.50 6.00

L 1.50 1.58 50.05 2.50 5.65 13.25 5.65 1.50 6.90 10.20 5.25 3.00
水深H（m）
固有周期(s) 1.96 2.01 18.70 2.53 3.81 6.23 3.81 1.96 4.23 5.27 3.67 2.77

固有周期に対応する加速度

スペクトルα1(m/s
2
)

6.57 6.57 0.29 8.63 5.83 1.45 5.83 6.57 3.04 2.68 6.11 8.63

最大波高D(m) 0.82 0.86 1.21 1.79 2.73 1.59 2.73 0.82 1.74 2.27 2.66 2.15

溢水断面積A(m2) 0.00 0.00 0.00 1.23 8.08 3.85 8.08 0.00 3.04 9.90 7.14 2.55

21.00
33.90

箇所数
25.90
41.70

ＮＯ．

名称

地震方向 NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
振動方向長さ2L（m） 9.40 4.40 2.00 1.00 1.20 2.00 1.20 2.00 1.20 2.00 2.20 3.30

L 4.70 2.20 1.00 0.50 0.60 1.00 0.60 1.00 0.60 1.00 1.10 1.65
水深H（m）
固有周期(s) 3.47 2.37 1.60 1.13 1.24 1.60 1.24 1.60 1.24 1.60 1.68 2.06

固有周期に対応する加速度

スペクトルα1(m/s2)
6.18 8.63 5.79 11.29 10.85 5.79 10.85 5.79 10.85 5.79 4.70 6.57

最大波高D(m) 2.41 1.58 0.48 0.47 0.54 0.48 0.54 0.48 0.54 0.48 0.43 0.90

溢水断面積A(m2) 5.22 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

箇所数

㎥
ｍ

54.40 ｍ

燃料送出しﾋﾟｯﾄ 燃料仮置きﾋﾟｯﾄ

85.70 53.60溢水量(m3) 0.00

3 1 3 3 1 2

72.80 0.00 62.10 136.700.00 642.40 130.600.00

スロッシング後の水位

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

*2：スロッシング水の溢水を抑制するために設置する蓋を考慮しない。

12.25 12.25 11.45 11.45 11.45 11.45

増設ピット 燃料移送水路 燃料貯蔵プール
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・
ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ

取扱ﾋﾟｯﾄ

溢水量(m3)
SRSS

0.00
25.90

655.55 72.80 150.15

開口部長さl(m) 3.15 3.00 5.00 26.50 11.30 3.00 11.30 20.40 13.80 6.00 10.50

101.09
41.70

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

54.95
54.90

54.37 53.86

開口部長さl(m) 4.40 9.40

6.65 7.05

燃料取出しﾋﾟｯﾄ
増設ピット・

燃料移送水路間
燃料移送水路・

燃料貯蔵プール間

燃料貯蔵プール・

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ

ﾎﾟｲｽﾞﾝ取扱ﾋﾟｯﾄ間

燃料移送水路・
仮置きﾋﾟｯﾄ間

燃料取出しピット・

仮置きﾋﾟｯﾄ間

2.20

13.05 6.65 6.65 6.65

2 3 3 3 2 2

1.20 2.00 1.20 2.00 1.20 3.301.00 2.00 2.00

0.00

溢水量(m3)
SRSS

47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00溢水量(m3) 46.00 11.70 0.00 0.00 0.00

低下する高さ(m) 0.00
0.05

0.08
0.73 0.72 0.58 1.09

スロッシング後の水位
EL：(m) 54.87

54.22 54.23

0.55

0.00 0.00 0.00

54.95 54.95 54.95 54.95 54.95

1095溢水合計
低下する高さ

*1：燃料移送水路の固有周期が18.66秒と長周期であるが，10秒の震度の0.03m/s2×ｇを使用する。

低下する高さ(m)

スロッシング後の水位
EL：(m)

0.57

54.38

0.00 0.00

*3：燃料移送水路の溢水量の上段は燃料受入れエリア側、下段が燃料貯蔵プールエリア側を示す。

*3

*3

*3

*3

*3

*3

*3

*3

*1

*2，3

*2，3
*2 *2
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・低下する高さ（ｍ）＝溢水量（㎥）／燃料貯蔵プール等面積２００１㎡  

・スロッシング収束後の水位＝初期水位ＥＬ５４．９５－低下する高さ（ｍ） 

 

燃料貯蔵プール等の中で燃料仮置きピットの水位低下が１．０

９ｍで燃料貯蔵プール等の中で最も水位が低下するが，燃料貯蔵

プール等は全て繋がった状態であるため，時間経過により水位は

均一状態になる。 

そのため，燃料貯蔵プール等全体の水位の低下は，溢水量１０

９５㎥と燃料貯蔵プール等の面積より初期水位より０．５５ｍと

なり，スロッシング収束後の水位はＥＬ．５４．４０となる。 

燃料貯蔵プール等全体の水位変動の関係を第３．１－１図に示

す。 

 

次項に，燃料貯蔵プール等の補修時のピットゲート及びプール

ゲートを設置した状態におけるスロッシング溢水量による水位

の低下を示す。 
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第３．１－１図 スロッシングにおける水位変動図 

 

４ . ピットゲート及びプールゲート閉状態での溢水量評価 

燃料貯蔵プール等には，万が一プール水が漏えいした際，他

の健全な燃料貯蔵プール等を隔離して補修することを目的に，

ピットゲート及びプールゲートが設置されている。 

ピットやプールの補修にあたっては，補修対象の燃料貯蔵プ

ール等に使用済燃料が存在しない状態でピットゲートやプール

ゲートにより隔離が行われる。 

サイフォンブレーカ

EL：54.55m 水深：11.05m

燃料貯蔵プール等初期水位/水深

EL：54.95m 水深：11.45m
止

水
板

高
さ

E
L
：

5
6
.2

5
m（

0.
9
m）

0.55m低下

スロッシング収束後の水位/水深

EL：54.40m 水深：10.90m

遮蔽水深

EL：50.00m 水深：6.05m



 

補 11-5-15 
 

このため、通常状態においてピットゲートやプールゲートを

設置することはないが，燃料貯蔵プールが健全な状態でプール

ゲートを設置した場合のスロッシングによる水位の低下につ

いて評価を行った。第４．１－１図に示す燃料貯蔵プール及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットを隔離し

た状態を示すが，燃料貯蔵プール 1 体の溢水量は２１８．５２

㎥，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットは２

４．２７㎥であるため，合計２４２．７９㎥となる。燃料貯蔵

プール及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ

トの面積は３３３．３５㎡であるため，低下する高さは０．７

３ｍとなり，水面はＥＬ．５４．２２となる。 

 

 

第４．１－１図 プールゲート設置の状態図 

 

 以  上  

増設ピット

燃料移送水路

燃料貯蔵プール

（面積：299.45㎡）

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

取扱ピット

（面積：33.90㎡）

プールゲート

：プール水
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速度ポテンシャル理論による溢水量の妥当性について 

 

目次  

１．概要  

２．速度ポテンシャル理論の適用性  

３．速度ポテンシャル理論の保守性の検証  

４．重大事故等対処への不確かさの影響について 

５．今後の対応  
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１ . 概要 

燃料貯蔵プール等のスロッシング後の水位においては，速度ポ

テンシャル理論により溢水量を算出し，溢水量から燃料貯蔵プー

ル等の水位の低下量を算出している。ここでは，速度ポテンシャ

ル理論によるスロッシングの溢水量の妥当性について説明する。 

 

２ . 速度ポテンシャル理論の適用性 

スロッシングの評価手法としては，詳細評価として解析プロ

グラムによる流動解析，簡易手法の一つとして速度ポテンシャ

ル理論の手法があり，対象とする設備も一般のタンク類から使

用済燃料プールと幅広く，評価する項目としても波高による容

器の蓋への衝撃圧力，側壁に加わる動水圧による荷重と多様で

ある。 

速度ポテンシャル理論は第２図に示すとおり，波形状が双曲

線正接（ｔａｎｈ）のような形状となり最大波高を求めること

ができることから，その最大波高を用いて溢水量を算出するこ

とができる。（x を躯体形状とし，ｙをスロッシングの波形状と

なる。） 

 

 

第２図 双曲線正接図 

最大波高  
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２．１ 水の流動が速度ポテンシャル理論へ与える影響の検討 

燃料貯蔵プール等のスロッシング評価において燃料貯蔵プー

ル等を１２種類の構造体に分割している。 

そのため，連結した部分からのプール水の移行を考慮せず，保

守性として全て溢水することで評価している。分割した構造体の

うち，燃料貯蔵プール等の連結部は燃料貯蔵プールからチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット又は燃料移送水路か

ら燃料貯蔵プールへ水が流動している。 

これらの流動する水が速度ポテンシャル理論により算出した

溢水量への影響について検討を行った。 

 

(1)  評価条件 

連結部を有する燃料貯蔵プール等からの水の流動を考慮し，

流動した水を加算した保有水量で固有周期を算出し，固有周

期の変化の状況により，影響の確認を行った。 

 

(2)  評価結果 

燃料貯蔵プール等からの水の流動を考慮した固有周期およ

び最大波高への影響について第２．１－１図及び第２．１－

２図に示すが，流動した水を保有水量として考慮しても，固

有周期の変化は軽微であり，最大波高の算出への影響は小さ

いことを確認した。 

このため，燃料貯蔵プールを１２種類の形状へ分割した評

価結果へ有意な影響を与えない。 
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第２．１－１図 燃料貯蔵プールへのプール水流入による影響 

A

B

A:水路、増設ピットから流入するスロッシング水

・増設：1.7ｍ3

・増設-水路間：0.3ｍ3

・水路：5.4ｍ3

・水路-プール間：0.6ｍ3

B：CBBP取扱いピットから流入するスロッシング水

・CBBP：0.6ｍ3

・CBBP-プール間：0.6ｍ3

C：水路（止水板を超える）から流入する

スロッシング水

・14.2ｍ3

D：CBBP取扱いピット（止水板を超える）から

流入するスロッシング水

・0ｍ3

合計：27.3ｍ3

プールの水位上昇

27.3/299.45＝0.09117…

＝0.091ｍ

11.52（NWL+20ｍｍ）+0.091

＝11.611ｍ（流入後の水位）

固有周期

T：6.2108sec（流入後）

T：6.2200sec（流入前）

対応する加速度

α（at6.2108）：0.1489G

α（at6.220）：0.1480G

0.1489 

0.148

0.13

0.135

0.14

0.145

0.15

6.2 6.22 6.24 6.26 6.28 6.3

加速度の変化

最大波高さ

【流入前】

D=0.811*13.25/ｇ*0.1480ｇ=1.590371≒1.60m

【流入後】

D=0.811*13.25/ｇ*0.1489ｇ=1.600042≒1.61m

D D

C C

増設ピット

燃料移送水路

燃料貯蔵プール

CBBP取扱いピット
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第２．１－２図 燃料移送水路へのプール水流入による影響 

 

A
B

A：仮置きピット、取出しピットから流入するスロッシング

水

・仮置きピット：15.5ｍ3（2基分）

・仮置きピット-水路間：1.2ｍ3（2基分）

・取出しピット-仮置きピット間：2.5ｍ3（2基分）

・取出しピット：8.4ｍ3（2基分）

B：仮置きピット（止水板を越える）から流入する

スロッシング水

・51.4ｍ3（2基分）

C:増設ピットから流入するスロッシング水

・増設：8.4ｍ3（3基分）

・増設-水路間：1.5ｍ3（3基分）

D：CBBPピット、プールから流入するスロッシング水

・水路-プール間：1.8ｍ3（3基分）

・プール：229.2ｍ3（3基分）

・CBBP-プール間：1.8ｍ3（3基分）

・CBBP：13.5ｍ3（3基分）

E：プール（止水板を越える）から流入するスロッシング水

・148.8ｍ3（3基分）

合計：484ｍ3

水路の水位上昇

484/500.5＝0.967033…

＝0.97ｍ

水路水位

12.32+0.97＝13.26ｍ

固有周期

T：2.5311sec（流入前）

T：2.5311sec（流入後）

対応する加速度

α（at2.5311）＝0.88G

0.88

0.85

0.855

0.86

0.865

0.87

0.875

0.88

2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55

加速度の変化

最大波高

加速度に変化がないことから、最大波高は変わらな

い。

従って、溢水量も変わらない。

B

C

D
E E

増設ピット

燃料移送水路

燃料貯蔵プール

CBBP取扱い

ピット

取出し

ピット

仮置き

ピット

燃料移送水路
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３ . 速度ポテンシャル理論の保守性の検証 

３．１ 三次元解析による検証 

(1)  評価条件 

速度ポテンシャル理論によるスロッシングの溢水量の保守

性について，詳細評価（三次元解析）による結果と比較し検

証した。 

また，燃料貯蔵プール等の中で最も溢水量が多い，燃料貯

蔵プール 1 体をモデル化した。 

三次元解析に使用する解析コードは矩形開放容器のスロッ

シング試験による波高及び溢水量の比較の検証試験により検

証された汎用熱流体解析コード（ＳＴＡＲ－ＣＤ）を用いる。  

三次元解析のモデル化範囲及びモデル概要図を第３．１－

１図～第３．１－４図に示し，評価条件を第３．１－１表に

示す。 

第３．１－１図 三次元解析のモデル化範囲（平面） 

ＥＬ．５５．３０ 
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第３．１－２図 三次元解析のモデル化範囲（Ａ－Ａ断面） 

 

第３．１－３図 三次元解析のモデル化範囲（Ｂ－Ｂ断面） 
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第３．１－４図 燃料貯蔵プールのモデル概要図 

  

【 モ デ ル メ ッ シ ュ 】  

セ ル ： 866,424 

節 点 ： 813,499 

【 メ ッ シ ュ サ イ ズ 】  

最 大 辺 長 さ ： 2.87ｍ  

最 小 辺 長 さ ： 0.025ｍ  
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第３．１－１表  評価条件  

各種条件  速度ポテンシャル理論  三次元解析  

評価範囲  燃料貯蔵プール 1 基  同左  

境界条件  

止水板（0.9ｍ）を越える

溢 水 高 さ を 越 え た 水 は 溢

水 量 と し ， プ ー ル 水 は 壁

に よ る 溢 水 の 跳 ね 返 り は

考慮しない。  

同左  

初期水位  EL： 55.02ｍ  同左  

評価用  

地震波  

基準地震動Ｓ s を 1.2 倍し

た床応答スペクトル  
建 屋 ： 使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋（ EL：

55.30m）  
減衰： 0.5％  

基準地震動Ｓ s を 1.2 倍し

た時刻歴波（解析時間 200
秒）  
建 屋 ： 使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋（ EL：

55.30m）  
減衰： 0.5％  

地震方向  
 
NS 方向， EW 方向  

水平 2 方向および鉛直方

向 3 方向同時入力  

評価手法  速度ポテンシャル理論  解析コード： STAR-CD 

その他  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 に 設 置

し て い る 水 中 機 器 は 考 慮

せ ず ， 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

内の水は全て揺動する。  

同左  
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(2)  溢水量の比較結果 

速度ポテンシャル理論では２３１．５５㎥に対し三次元解

析では１１４．３０㎥となり，約４９％が溢水量として低減

する。 

速度ポテンシャル理論と三次元解析による溢水量の比較を

第３．１－２表に示す。 

 

第３．１－２表 スロッシングによる溢水量比較 

 速度ポテ ンシャル 理論  三次元解 析  

スロッシ ング

による溢 水量  

（最大波 高）  

２３１． ５５㎥  

（２．７ ３ｍ）  

１１４． ３０㎥  

（２．５ １ｍ）  

 

三次元解析の評価の溢水量の時間変化を第３．１－５図に示し，

波高の最大値と最小値の時間変化を第３．１－６図に示す。 

 

第３．１―５図 溢水量の時間変化グラフ 
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第３．１－６図 波高の最大値及び最小値の時間変化 
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３．２ 速度ポテンシャル理論の保守性 

三次元解析との比較において，速度ポテンシャル理論の溢

水量の結果が約２倍保守的な結果となっている。 

これは流体の乱流挙動や溢流の複雑な非線形現象を考慮せ

ず，最大波高を算出することで，溢水量が保守的に多くなる

ように全ての開口長さ一辺より溢水する条件としていること

によるものと考える。 

また，最大波高においても速度ポテンシャル理論による結

果が保守的となっていることも確認できる。 

本評価においては，繋がった燃料貯蔵プール等を１２種類の

構造体に分割し，速度ポテンシャル理論による溢水量を算定し，

燃料貯蔵プール１体において検証を実施した結果，速度ポテン

シャル理論が保守的であることを確認した。 

また，１２種類の分割により燃料貯蔵プール等の連結部から

のプール水の流動が溢水量への影響が小さいことを確認した。

速度ポテンシャル理論と三次元解析の比較ではプール１体での

検証であったが，溢水量及び最大波高が保守的となることを確

認した。このため，速度ポテンシャル理論より算出した燃料貯

蔵プール等の全体の溢水量は，三次元解析により導出される結

果に対しても，同様な保守性を有するものと考察する。 

 

４ . 重大事故等対処への不確かさの影響について 

燃料貯槽プール等の想定事故２においては，地震による起因

を想定して，重大事故等が重畳することを考えている。これは，

蒸発乾固，水素爆発，燃料貯蔵プール等からの小規模な漏えい
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が同時発生して対処することとしている。これらの重大事故等

対処の優先順位は，対処の制限時間を考慮して決定している。

燃料貯蔵プール等からの小規模な漏えいへの対処については，

制限時間までの猶予が比較的長いことから，重大事故等対処の

優先順位は各建屋での水素爆発及び蒸発乾固への対処を実施し

た後，燃料貯蔵プール等の小規模な漏えいへの対処を実施し，

最後に前処理建屋における蒸発乾固の対処を実施することとし

ている。 

今回の速度ポテンシャル理論によるスロッシングの溢水量の

評価では，３次元解析と比較した結果，約２倍の溢水量と保守

的であり，燃料貯蔵プール等の水位の低下量を半分とした場合，

小規模漏えいによる水位の低下は，スロッシングによる水位の

低下後，サイホンブレーカ孔位置まで低下して停止することが

事故条件となる。この場合，沸騰までの時間は，約 36 時間から

約 37 時間とわずかに延びることとなるが，重大事故等対処の優

先順位に影響を与えるものではない。 

 

５ . 今後の対応 

４項に示すとおり，速度ポテンシャル理論によるスロッシン

グ量の評価では保守性を有するものの，その保守性が重大事故

等対処に影響を与えるものではない。 

今後，設工認申請に向け，連成モデルによる３次元解析を進

める。 

以 上 
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13. 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 

13.1 重大事故等の同時発生 

13.1.1 同時発生が想定される重大事故等の種類と想定する条件 

重大事故等の同時発生は，「地震」又は「火山」による安全機能の喪

失によって，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発

生する水素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」が

同時に発生する事象であり，また，「動的機器の多重故障」又は「長時間

の全交流動力電源の喪失」により，安全冷却水系の冷却塔又は冷却水循環

ポンプが機能喪失することによって，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

及び「放射線分解により発生する水素による爆発」が同時に発生する事象

である。 

重大事故等の同時発生の範囲を考慮すると，「地震」又は「火山」を

条件とした場合が最も多くの重大事故等の発生が想定され，また，「地震」

が重大事故等の発生の条件として最も厳しい。 

以上より，重大事故等の同時発生の有効性評価は，「地震」を代表事

例として，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生

する水素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定

事故２）」の同時発生を対象に実施する。 

重大事故等の同時発生が想定される機器と重大事故等の種類の関係を

第13－１表に示す。 
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13.1.2 重大事故等が同時発生した場合の有効性評価の範囲 

各重大事故等へ講じられる対策は，蒸発乾固の場合は，機器に内包す

る高レベル廃液等の温度を沸点未満に維持する又は機器の液位を維持する

観点で，水素爆発の場合は，高レベル廃液等を内包する機器の気相部の水

素濃度を未然防止濃度未満に維持する観点で，燃料貯蔵プール等の冷却等

の機能喪失（想定事故２）の場合は，燃料貯蔵プール等の水位を維持する

観点で実施され，各々違う観点である。これらの観点及び重大事故等対策

は，重大事故等が同時発生した場合であっても同じであり，各重大事故等

対策が競合することはない。また，重大事故等対策に使用する設備も重大

事故等ごとに専用の設備を整備することから，設備が競合することはなく，

各設備の操作条件も，重大事故等が同時発生した場合を前提として整備し

ている。 

以上より，重大事故等が同時発生した場合であっても，各重大事故等

対策の有効性評価は，個別に評価することが可能だが，各重大事故等が発

生した場合の事故環境が相互に与える影響を考慮する必要がある。 

各重大事故等が発生した場合の事故環境が相互に与える影響及び有効

性評価の要否の詳細を以下に示す。また，発生が想定される重大事故等と

設備又は機器の関係は第13－１表のとおりである。 

(１) 重大事故等の発生防止対策 

発生防止対策が講じられる時点は，事故影響が健在化していない状

態であり，重大事故等が単独で発生している状態と変わるものではな

いことから，重大事故等が同時発生した場合の発生防止対策の有効性

評価における評価条件及び評価結果は，「7.1.2 蒸発乾固の発生防止

対策の有効性評価」及び「8.1.2 水素爆発の発生防止対策の有効性評
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価」に記載した内容と同じである。 

   なお，燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故２）の事故影

響は，「11.1.2.3 同時発生又は連鎖」に記載したとおり，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設を超えて蒸発乾固又は水素爆発の発生が

想定される前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に及ぶことはなく，以

下の(２)においても同様である。 

(２) 重大事故等の拡大防止対策 

拡大防止対策が講じられる時点は，事故影響が健在化している状態

となる。したがって，蒸発乾固及び水素爆発が同一の機器内で発生す

る場合には，拡大防止対策の有効性評価において，相互に与える影響

を考慮する必要がある。 

(ａ) 蒸発乾固の拡大防止対策 

水素爆発が蒸発乾固の拡大防止対策に与える影響は，仮に水素爆発

が発生すると想定した場合，水素爆発に伴い生じるエネルギーは数十

ＭＪ程度であり，水素爆発により生じたエネルギーが全て溶液に付加

されることを仮定したとしても，溶液の温度上昇は１℃未満であり，

貯槽からの実際の放熱による除熱効果を考慮すれば，その影響は無視

できる程度であることから，水素爆発の影響によって蒸発乾固の拡大

防止対策に影響を与えることはなく，重大事故等が同時発生した場合

の蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価における評価条件及び評価結

果は，「7.1.2 蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価」に記載した内

容と同じである。 

(ｂ) 水素爆発の拡大防止対策 
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溶液の沸騰に伴う溶液の対流は，溶液内の水素を気相部に追い出す

効果となるため，沸騰により溶液の見かけ上のＧ値が増加し，水素発

生量が増加するという特徴を有する。 

以上より，重大事故等が同時発生した場合の水素爆発の拡大防止対

策の有効性評価は，水素発生量の増加に着目し有効性評価を実施する。 

(ｃ) 大気中への放射性物質の放出量 

蒸発乾固及び水素爆発が同時に発生した場合には，大気中への放射

性物質の放出量が増加することから，重大事故等の同時発生の大気中

への放射性物質の放出量を評価する。 

(ｄ)  想定事故２の燃料損傷防止対策 

   「7.2.2.3 同時発生又は連鎖」及び「8.2.2.3 同時発生又は連鎖」

に記載したとおり，蒸発乾固及び水素爆発の事故影響が，貯槽等のバ

ウンダリを超えて波及することは想定されないことから，重大事故等

が同時発生した場合の想定事故２の燃料損傷防止対策の有効性評価に

おける評価条件及び評価結果は，「11.2.2 想定事故２の燃料損傷防

止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 
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13.1.3 重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性評価 

(１) 有効性評価 

 ａ．有効性評価の考え方 

   水素爆発の再発を防止するための空気の供給は，沸騰によるＧ値上昇

に伴う水素発生量の増加を考慮しても，機器内の水素濃度が未然防止

濃度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発が続けて生じることを防

止するために必要な機器への圧縮空気の供給の準備を完了でき，圧縮

空気を供給することで、機器気相部の水素濃度が未然防止濃度に至ら

ずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達することを評価す

る。 

また，大気中への放射性物質の放出量の評価は，重大事故等が同時

発生した影響を考慮して評価する。 

 ｂ．機器の条件 

(ａ) 可搬型空気圧縮機 

「8.1.2 水素爆発の発生防止対策の有効性評価」に記載した可搬型

空気圧縮機の機器条件は，沸騰によるＧ値の上昇に伴う水素発生量の

増加を見込んで設定された条件であることから，単独発生の場合も同

時発生の場合も，可搬型空気圧縮機の機器条件に変更はなく，「8.2.2 

水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

(ｂ) 手動圧縮空気ユニット 

手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給は，高レベル廃液等が

沸騰に至る前に実施されるため，単独発生の場合も同時発生の場合も，

手動圧縮空気ユニットの機器条件に変更はなく，「8.2.2 水素爆発の

拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 
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(ｃ) 放射性物質の放出量評価に関する機器条件 

単独発生の場合も同時発生の場合も，事故時環境に有意な変化がな

いことから，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の機器条件に変更はなく，

「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価」及び「8.2.2 水素

爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 ｃ．操作条件 

「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価」，「8.2.2 水素

爆発の拡大防止対策の有効性評価」及び「11.2.2 想定事故２に対す

る有効性評価」に記載している各重大事故等の操作条件は，重大事故

等が同時発生した場合を前提として整備したものであることから，重

大事故等が同時発生した場合においても同じである。 

重大事故等の発生が想定される機器における沸騰に至るまでの時間

及び未然防止濃度，プール水が沸騰に至るまでの時間は第13－１表に

示すとおりである。 

 ｄ．放出量評価の条件 

   単独発生を想定した場合であっても，同時発生を想定した場合であっ

ても，大気中への放射性物質の放出量の評価条件に変わりはなく，

「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価」及び「8.2.2 水素

爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載したとおりである。 

(ａ) 溶液の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質の放出

量評価 

空気貯槽（水素掃気用），圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット及び

手動圧縮空気ユニット（以下13.では「空気貯槽等」という）から供給
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される圧縮空気に同伴する放射性物質は，事故影響が健在化する前の

平常運転状態における機器気相部の放射性物質が対象であり，重大事

故等が同時発生した場合であっても，溶液が沸騰する等，事故影響が

健在化するまでの間の機器気相部の状態に変化はなく，「8.2.2 水素

爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

(ｂ) 溶液の沸騰後の事態の収束までの主排気筒から大気中への放射性物

質の放出量評価 

  ⅰ．重大事故等が同時発生した場合でも，放射性物質の放出量評価の対

象となる機器が保有する放射性物質量に違いはない。 

  ⅱ．溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，溶液が沸

騰している状態において，機器気相部で水素爆発が発生することで，

機器外への移行量が増大する可能性があるものの，溶液の沸騰を対象

として設定している移行割合は，試料容器以降で捕集された物質も対

象とし，本来，移行率に含まれない粗大粒子を含めて設定している。

以上より，重大事故等の同時発生を想定した場合であっても溶液の沸

騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合に違いはなく，「7.2.2 

蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

  ⅲ．溶液が沸騰を開始してから乾燥・固化に至るまでの期間のうち，放

射性物質の放出に寄与する時間割合は，冷却コイル等への通水実施ま

での時間に依存するが，冷却コイル等への通水実施のための作業計画

は，重大事故等が同時発生した場合を前提として構築されており，

「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と

同じである。 

  ⅳ．放射性物質の除染係数は，水素爆発による風量増加が影響する可能
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性があるものの，風量増加は瞬時の現象であり，恒常的に除染係数が

悪化することは想定されないことから，「7.2.2 蒸発乾固の拡大防

止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

(ｃ) 水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の再

発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合の主排気筒から大

気中への放射性物質の放出量評価 

    沸騰開始前までは，機器気相部の放射性物質の濃度に変化はなく，

「8.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と

同じである。また，溶液が沸騰した後は，沸騰に伴う放射性物質の移

行に包含され，その影響は上記(ｂ)に記載したとおりである。 

(ｄ) 水素爆発を想定する場合の主排気筒から大気中への放射性物質の放

出量評価 

  ⅰ．重大事故等が同時発生した場合でも，放射性物質の放出量評価の対

象となる機器が保有する放射性物質量に違いはなく，「8.2.2 水素

爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

  ⅱ．気相中に移行する放射性物質の割合は，沸騰している状態では蒸気

により機器の気相部の気体が掃気され水素濃度が低下することにより，

爆発により発生する圧力が低下するが，設定した気相に移行する割合

は厳しい結果を与える設定としているため，「8.2.2 水素爆発の拡

大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じとする。 

  ⅲ．事故の影響を受ける割合は，水素爆発時の機器内の溶液の深さに依

存するパラメータであり，沸騰をしている状態で液深さが減少するも

のではないことから，「8.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評
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価」に記載した内容と同じである。 

  ⅳ．放射性物質の除染係数は，凝縮器による蒸気の凝縮により，高性能

粒子フィルタが所定の性能を発揮できることから，「8.2.2 水素爆

発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 ｅ．判断基準 

重大事故等が同時発生した場合，水素発生量に違いが生じるものの，

拡大防止対策の内容に違いはなく，「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策

の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」

に記載した内容と同じである。 
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(２) 有効性評価の結果 

 ａ．有効性評価の結果 

(ａ) 水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給 

   水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給に関する作業計画は，

重大事故等の同時発生を前提として整備していることから，「8.2.2 

水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

   機器内の水素濃度の推移は，沸騰による溶液のＧ値の増加を考慮して

も機器内の水素濃度を４ｖｏｌ％未満に維持することができる量の圧

縮空気を供給することから，機器内水素濃度が４ｖｏｌ％を超えてい

る場合においては圧縮空気の供給の開始と同時に水素濃度が低下する。 

   以上の有効性評価結果を第13.1.3－１表から第13.1.3－５表に，対策

実施時のパラメータの推移を第13.1.3－１図に示す。 

(ｂ) 大気中への放射性物質の放出量 

   重大事故ごとの大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等が同時

発生した場合でも単独発生の場合と同じであり，全ての建屋の蒸発乾

固及び水素爆発による放出量を合計した場合，合計約２×10－３ＴＢｑ

となり，100ＴＢｑを下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

   重大事故等が同時発生した場合の各建屋の主排気筒から大気中への放

射性物質の放出量及び大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137

換算）の詳細を第13.1.3－６表から第13.1.3－10表に示す。 

 ｂ．不確かさの影響評価 

(ａ) 事象，事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

  ⅰ．想定事象の違い 
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    想定事象の違いが有効性評価結果に与える影響は，単独発生，同時

発生の想定に因らないことから，「7.1.2.2 有効性評価の結果」及

び「8.1.2.2 有効性評価の結果」に記載した内容と同じである。 

  ⅱ．実際の水素発生量，空間容量及び空間における混合の観点 

拡大防止対策が講じられるタイミングでは，機器内の溶液は沸騰前

ではあるが，温度が上昇している可能性がある。このため，水素発生

量は溶液の対流に伴い見かけ上大きくなる可能性があるが，沸騰前で

あり水素発生量に与える影響は小さい。また，空間容量及び空間にお

ける混合の条件は，単独発生の場合も同時発生の場合もその影響が変

わることはないため，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載した内

容と同じである。 

  ⅲ．放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ 

(ⅰ) 溶液の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質の放

出量評価 

１） 貯槽が保有する放射性物質量 

貯槽が保有する放射性物質量の設定は，単独発生，同時発生の想

定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載し

たとおりである。 

２） 事故の影響を受ける割合 

機器に供給する圧縮空気によるかくはん，掃気の条件に依存する

パラメータであり，溶液の沸騰前の場合，単独発生，同時発生の想

定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載し

た内容と同じである。 

３） 気相中に移行する放射性物質の割合 

気相中に移行する放射性物質の割合は，溶液の沸騰前の場合，単
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独発生，同時発生の想定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性

評価の結果」に記載した内容と同じである。 

４） 貯槽から主排気筒までの除染係数 

貯槽から主排気筒までの除染係数の設定は，溶液の沸騰前の場合，

単独発生，同時発生の想定に因らないことから，「8.2.2.2 有効

性評価の結果」に記載した内容と同じである。  

(ⅱ) 溶液の沸騰後の事態の収束までの主排気筒から大気中への放射性

物質の放出量評価  

１） 貯槽が保有する放射性物質量 

     貯槽が保有する放射性物質量の設定は，単独発生，同時発生の想

定に因らないことから，「7.2.2.2 有効性評価の結果」に記載し

たとおりである。 

２） 溶液が沸騰を開始から乾燥・固化に至るまでの期間のうち，放

射性物質の放出に寄与する時間割合 

     水素爆発により生じるエネルギーは数十ＭＪ程度であり，水素爆

発により生じたエネルギーが全て溶液に付与されたとしても，溶液

温度上昇は１℃未満と限定的であり，実際の放熱条件の安全余裕の

内数であると判断できることから，「7.2.2.2 有効性評価の結果」

に記載した内容と同じである。 

３） 溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，溶液が

沸騰している状態において，機器気相部で水素爆発が発生すること

で，機器外への移行量が増大する可能性があるものの，その増加の

影響は，水素爆発による放射性物質の移行率に含まれることから，

単独発生の場合に上振れとして参照した臨界に伴う沸騰時の移行率
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である0.05％上回ることは想定し難く，「7.2.2.2 有効性評価の

結果」に記載した内容と同じである。 

４） 貯槽から主排気筒までの放射性物質の除染係数 

放射性物質の除染係数は，水素爆発による風量増加が影響する可

能性があるものの，風量増加は瞬時の現象であり，恒常的に除染係

数が悪化することは想定されないことから，「7.2.2 蒸発乾固の

拡大防止対策の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

５） 機器への注水による溶液温度低下に起因する不確かさ 

機器への注水による溶液温度低下による放出量への影響は，単独

発生，同時発生の想定に因らないことから，「7.2.2.2 有効性評

価の結果」に記載した内容と同じである。 

(ⅲ) 水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の

再発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合の主排気筒か

ら大気中への放射性物質の放出量評価 

１） 貯槽が保有する放射性物質量 

貯槽が保有する放射性物質量の設定は，単独発生，同時発生の想

定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載し

たとおりである。 

２） 事故の影響を受ける割合 

機器に供給する圧縮空気によるかくはん，掃気の条件に依存する

パラメータであり，沸騰をしている状態で液深さが減少するもので

はないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載した内容

と同じである。 

３） 気相中に移行する放射性物質の割合 

圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，沸
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騰により増加する可能性はあるが，溶液の沸騰により気相中へ移行

する割合と比較すると十分小さく，沸騰に包含される。 

４） 貯槽から主排気筒までの放射性物質の除染係数 

放射性物質の除染係数は，溶液の沸騰による蒸気発生が影響する

可能性があるものの，凝縮器による蒸気の凝縮により，高性能粒子

フィルタが所定の性能を発揮できることから，「8.2.2.2 有効性

評価の結果」に記載した内容と同じである。   

(ⅳ) 水素爆発を想定する場合の主排気筒から大気中への放射性物質の

放出量評価 

１） 貯槽が保有する放射性物質量 

貯槽が保有する放射性物質量の設定は，単独発生，同時発生の想

定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載し

たとおりである。 

２） 事故の影響を受ける割合 

水素爆発により溶液が影響を受ける割合は，単独発生，同時発生

の想定に因らないことから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記

載したとおりである。 

３） 気相中に移行する放射性物質の割合 

気相中に移行する放射性物質の割合は，沸騰している状態では蒸

気により機器の気相部の気体が掃気され水素濃度が低下することに

より，爆発により発生する圧力が低下するが，厳しい結果を与える

設定であることから，「8.2.2.2 有効性評価の結果」に記載した

内容と同じとする。 

４） 貯槽から主排気筒までの放射性物質の除染係数 

放射性物質の除染係数は，溶液の沸騰による蒸気発生が影響する
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可能性があるものの，凝縮器による蒸気の凝縮により，高性能粒子

フィルタが所定の性能を発揮できることから，「8.2.2.2 有効性

評価の結果」に記載した内容と同じである。 

(ｂ) 操作条件の不確かさの影響 

  ⅰ．実施組織要員の操作 

    重大事故等が同時発生することを前提として，対処の制限時間に対

して，重大事故等対策の実施に必要な準備作業を２時間前までに完了

できるよう計画しており，実施組織要員の操作が有効性評価に与える

影響は，「7.1.2.2 有効性評価の結果」，「8.1.2.2 有効性評価の

結果」及び「11.2.2 想定事故２に対する有効性評価」に記載した内

容と同じである。 

  ⅱ．作業環境 

作業環境の不確かさが有効性評価に与える影響は，単独発生，同時

発生の想定に因らないことから，「7.1.2.2 有効性評価の結果」，

「8.1.2.2 有効性評価の結果」及び「11.2.2 想定事故２に対する

有効性評価」に記載した内容と同じである。 
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(３) 判断基準への適合性の検討 

   水素爆発の再発を防止するための空気の供給は，重大事故等が同時発

生した場合であっても，水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の

供給と同様，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット，予備圧縮空気ユニ

ット及び手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給により，実施組

織要員の対処時間を確保し，２系統の代替安全圧縮空気系の機器圧縮

空気供給配管からの圧縮空気の供給を行い，重大事故の水素爆発を想

定する機器内の水素濃度を可燃限界濃度未満にすることにより，水素

爆発の事態の収束を図り，安定状態を維持できることを確認した。 

事態が収束するまでの主排気筒から大気中への放射性物質の放出量

（セシウム－137 換算）は，使用済燃料貯蔵建屋以外の全ての建屋で合

計約２×10－３ＴＢｑであり， 100ＴＢｑを下回るものであって，かつ，

実行可能な限り低いことを確認した。 

不確かさの影響評価として，「事象，事故条件及び機器条件の不確

かさの影響」及び「操作条件の不確かさの影響」が有効性評価へ与え

る影響を確認し，重大事故等が同時発生した場合であっても，単独で

発生した場合と同様に，影響は小さく，判断基準を満足することに変

わりはないことを確認した。 
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13.1.4 重大事故等が同時発生した場合の必要な要員及び資源 

重大事故等が同時発生した場合に必要な要員及び資源は，「7.3 蒸発

乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源」，「8.3 

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源」及び

「11.3 想定事故１及び想定事故２のための措置に必要な要員及び資源」

に記載したとおりである。 

要員及び資源の有効性評価については，同時に又は連鎖して発生する

事象の影響の考慮の他，付帯する対処の影響を考慮する必要があるため，

「14. 必要な要員及び資源の評価」において示す。 
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13.2 重大事故等の連鎖 

連鎖して発生する重大事故等の整理は，起因となる重大事故等の事故

影響によって，他の重大事故等の発生を防止している安全機能が喪失する

か否か及び互いの重大事故等対策を阻害せず，有効に機能することを事象

毎に確認する。また，特定にあたっては，溶液の性状等の変化に伴って健

在化する可能性のある現象に留意する。想定する事故時の環境条件は，

「温度」，「圧力」，「湿度」，「放射線」，「物質（水素，蒸気，煤煙，

放射性物質）及びエネルギの発生」，「転倒・落下による荷重」及び「腐

食環境」を考慮する。 
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13.2.1 臨界事故 

  臨界事故が発生する貯槽等が有する安全機能は水素掃気に係る安全機能

であるが，水素掃気に係る安全機能を有する機器の材質は，ステンレス鋼

であり，事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮しても，沸騰が生

じた場合の温度は100℃を超える程度であり，これらの安全機能を有する

機器が損傷することはない。 

  また，沸騰が生じた場合に発生する水蒸気により，貯槽等内の圧力が上

昇することも考えられるが，貯留設備への放射性物質の導出により，圧力

が過度に上昇することは無いため，貯槽等が損傷することはなく，他の重

大事故等が連鎖して発生することはない。 

  さらに，臨界事故が発生した場合，臨界事故により発生する放射線及び

放射性希ガス等からの放射線に晒されるが，水素掃気に係る安全機能を有

する機器の材質は，ステンレス鋼であり，これらの安全機能を有する機器

が損傷することはない。 
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13.2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

  沸騰が発生する貯槽等に接続する冷却コイル，冷却ジャケット及びその

他の安全機能を有する機器の材質は，ステンレス鋼又はジルコニウムであ

り，事象，事故条件及び機器条件の不確かさを考慮しても，沸騰が発生し

た場合の温度は，モル沸点上昇を考慮しても130℃程度であり，これらの

安全機能を有する機器が損傷することはない。 

  沸騰時の機器内の圧力は，３ｋＰａ以下であり，その他の環境条件の変

動を考慮しても，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器が損傷することは

なく，他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

  また，高レベル廃液等が沸騰した場合には，高レベル廃液等のＧ値の上

昇により，水素発生量が増加するが，通常運転時の安全圧縮空気系の水素

掃気量は，水素発生量に対して十分な余力を有しており，高レベル廃液等

が沸騰に至り，水素発生量が増えたとしても，機器気相分の水素濃度が４

ｖｏｌ％に至ることはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することはな

い。 
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13.2.3 放射線分解により発生する水素による爆発 

  水素爆発の発生を防止するための措置を実施する環境条件として，機器

内の水素濃度が上昇している状態を想定するが，圧縮空気貯槽，圧縮空気

ユニット及び予備圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給により水素濃度

は可燃限界濃度未満であるため，水素の燃焼が生じることはなく，平常時

と同等の環境である。このため，設備の健全性は維持される。 

  水素爆発の再発を防止するための措置を実施する環境条件として，機器

内の水素濃度が上昇している状態を想定するが，手動圧縮空気ユニットか

らの圧縮空気の供給により水素濃度は未然防止濃度を超えることはない。

万が一，未然防止濃度未満で水素の燃焼が発生したとしても，水素爆発の

再発を防止するための措置に使用する常設重大事故等対処設備及び塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの部材はステンレス鋼であり，

想定される温度，圧力の環境において損傷することはなく，また，機器の

バウンダリを超えて影響が波及することはない。 

  したがって，他の重大事故が連鎖して発生することはない。 
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13.2.4 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） 

  プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生し

た場合，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生による圧力及び温度の急

激な上昇により，廃ガス処理設備を通じて他の設備の安全機能が喪失して

他の事象が発生する可能性については，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

によるエネルギを全て溶液に与えたとしても，溶液の性状が変化するよう

な温度変化はないことから，溶液が濃縮されること，引火点に到達するよ

うなことはなく，他の事象が連鎖して発生することはない。
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13.2.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 

燃料貯蔵プール等は開放型の構造となっており，ライニングはステン

レス鋼製である。このため，沸騰が発生した場合の温度は100℃程度であ

りこれらの安全機能を有する機器が損傷することはなく，他の重大事故等

が連鎖して発生することはない。 
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13.2.6 分析結果 

重大事故等の発生が想定される貯槽等の全てに対して連鎖の検討を実

施した。上述の通り，何れの重大事故等においても想定される事故時環境

において，貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化

することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確

認した。 
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第 13－１表 重大事故等の同時発生が想定される機器と重大事故等の種類の関係

建屋 機器 

冷却機能の 

喪失による 

蒸発乾固 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

放射線分解

により 

発生する 

水素による

爆発 

未然防止

濃度到達

時間 

（ｈ） 

燃料貯蔵

プール等

における

使用済燃

料の損傷 

沸騰 

までの

時間 

（ｈ）

使用済み燃

料受入れ・

貯蔵建屋 

燃料貯蔵プール － － － － ○ 36 

前処理建屋 

中継槽Ａ ○ 150 ○ 94 

中継槽Ｂ ○ 150 ○ 94 

リサイクル槽Ａ ○ 160 △ 60 

リサイクル槽Ｂ ○ 160 △ 60 

計量前 

中間貯槽Ａ 
○ 140 ○ 73 

計量前 

中間貯槽Ｂ 
○ 140 ○ 73 

計量後中間貯槽 ○ 190 ○ 97 

計量・調整槽 ○ 180 ○ 97 

計量補助槽 ○ 190 ○ 75 

中間ポットＡ ○ 160 △ 120 

中間ポットＢ ○ 160 △ 120 

不溶解残渣 

回収槽  
 △ 5700 

ハル洗浄槽  △ 280 

水バッファ槽  △ 86 

○：有効性評価対象機器

△：有効性評価対象外の機器
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（つづき）

建屋 機器 

冷却機能

の喪失 

による 

蒸発乾固 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

放射線分解 

により 

発生する 

水素による 

爆発 

未然防止

濃度到達

時間 

（ｈ） 

燃 料 貯 蔵

プ ー ル 等

に お け る

使 用 済 燃

料の損傷 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

分離建屋 溶解液中間貯槽 ○ 180 ○ 130 － － 

溶解液供給槽 ○ 180 ○ 130 － － 

抽出廃液受槽 ○ 250 ○ 170 － － 

抽出廃液中間貯槽 ○ 250 ○ 110 － － 

抽出廃液供給槽Ａ ○ 250 ○ 160 － － 

抽出廃液供給槽Ｂ ○ 250 ○ 160 － － 

第１一時貯留処理槽 ○ 310 △ 24 － － 

第８一時貯留処理槽 ○ 310 △ 25 － － 

第７一時貯留処理槽 ○ 310 △ 24 － － 

第３一時貯留処理槽 ○ 250 ○ 200 － － 

第４一時貯留処理槽 ○ 250 ○ 240 － － 

第６一時貯留処理槽 ○ 330 △ 24 － － 

高レベル廃液供給槽Ａ ○ 720 ○ 310 － － 

高レベル廃液濃縮缶Ａ ○ 15 ○ 48 － － 

抽出塔 － － △ 24 － － 

第１洗浄塔 － － △ 24 － － 

第２洗浄塔 － － △ 24 － － 

ＴＢＰ洗浄塔 － － △ 24 － － 

プルトニウム分配塔 － － △ 24 － － 

ウラン洗浄塔 － － △ 24 － － 

プルトニウム洗浄器 － － △ 430 － － 

プルトニウム溶液受槽 － － ○ 24 － － 

プルトニウム 

溶液中間貯槽 
－ 

－ 
○ 24 － 

－ 

第２一時貯留処理槽 － － ○ 24 － － 

第５一時貯留処理槽 － － △ 24 － － 

第９一時貯留処理槽 － － △ 53 － － 

第 10 一時貯留処理槽 － － △ 7800 － － 

第 1 洗浄器 － － △ 3500 － － 

○：有効性評価対象機器

△：有効性評価対象外の機器
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（つづき）

建屋 機器 

冷却機能

の喪失 

による 

蒸発乾固 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

放射線分解 

により 

発生する 

水素による 

爆発 

未然防止

濃度到達

時間 

（ｈ） 

燃料貯蔵

プール等

における

使用済燃

料の損傷 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

精製建屋 

プルトニウム溶液受槽 ○ 110 ○ 45 － － 

油水分離槽 ○ 110 ○ 45 － － 

プルトニウム 

濃縮缶供給槽 
○ 96 ○ 24 － 

－ 

プルトニウム 

溶液一時貯槽 
○ 98 ○ 24 － 

－ 

プルトニウム濃縮液受槽 ○ 12 ○ 32 － － 

リサイクル槽 ○ 12 ○ 32 － － 

希釈槽 ○ 11 ○ 56 － － 

プルトニウム 

濃縮液一時貯槽 
○ 11 ○ 30 － 

－ 

プルトニウム 

濃縮液計量槽 
○ 12 ○ 32 － 

－ 

プルトニウム 

濃縮液中間貯槽 
○ 12 ○ 32 － 

－ 

第１ 一時貯留処理槽 ○ 100 △ 28 － － 

第２ 一時貯留処理槽 ○ 100 ○ 45 － － 

第３ 一時貯留処理槽 ○ 96 ○ 33 － － 

プルトニウム溶液供給槽 － － ○ 45 － － 

抽出塔 － － △ 43 － － 

核分裂生成物洗浄塔 － － △ 45 － － 

逆抽出塔 － － △ 32 － － 

ウラン洗浄塔 － － △ 45 － － 

補助油水分離槽 － － △ 45 － － 

ＴＢＰ洗浄器 － － △ 45 － － 

プルトニウム濃縮缶 － － ○ 45 － － 

第４一時貯留処理槽 － － △ 61 － － 

第７一時貯留処理槽 － － ○ 27 － － 

○：有効性評価対象機器

△：有効性評価対象外の機器
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（つづき）

建屋 機器 

冷却機能 

の喪失 

による 

蒸発乾固 

沸騰 

までの 

時間 

（ｈ） 

放射線分解 

により 

発生する 

水素による 

爆発 

未然防止

濃度到達

時間 

（ｈ） 

燃料貯蔵

プール等

における

使用済燃

料の損傷 

沸騰 

までの

時間 

（ｈ）

ウラン・プル

トニウム混合

脱硝建屋 

硝 酸 プ ル

ト ニ ウ ム

貯槽 

○ 19 ○ 24 － － 

混合槽Ａ ○ 30 ○ 33 － － 

混合槽Ｂ ○ 30 ○ 33 － － 

一時貯槽 ○ 19 ○ 24 － － 

○：有効性評価対象機器

△：有効性評価対象外の機器

10-28



（つづき）

建屋 機器 

冷却機能 

の喪失 

による 

蒸発乾固 

沸騰 

までの

時間 

（ｈ）

放射線分解 

により 

発生する 

水素による 

爆発 

未然防止

濃度到達

時間 

（ｈ） 

燃料貯蔵

プール等

における

使用済燃

料の損傷 

沸騰 

までの

時間 

（ｈ）

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 

第１高レベル 

濃縮廃液貯槽 
○ 24 ○ 84 － － 

第２高レベル 

濃縮廃液貯槽 
○ 24 ○ 84 － － 

第１高レベル 

濃縮廃液一時貯槽 
○ 23 ○ 210 － － 

第２高レベル 

濃縮廃液一時貯槽 
○ 23 ○ 210 － － 

高レベル廃液 

共用貯槽 
○ 24 ○ 48 － － 

高レベル廃液 

混合槽Ａ 
○ 23 ○ 160 － － 

高レベル廃液 

混合槽Ｂ 
○ 23 ○ 160 － － 

供給液槽Ａ ○ 24 ○ 280 － － 

供給液槽Ｂ ○ 24 ○ 280 － － 

供給槽Ａ ○ 24 ○ 230 － － 

供給槽Ｂ ○ 24 ○ 230 － － 

第１不溶解残渣 

廃液貯槽 
－ － ○ 6100 － － 

第２不溶解残渣 

廃液貯槽 
－ － ○ 6100 － － 

第１不溶解残渣 

廃液一時貯槽 
－ － △ 9100 － － 

第２不溶解残渣 

廃液一時貯槽 
－ － △ 9100 － － 
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第 13.1.3－１表 前処理建屋における同時発生時の水素爆発に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］

沸騰の
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に
維持するために必
要な水素掃気流量
［ｍ３／ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に維
持するために必要な
水素掃気流量×1.5）
［ｍ３］ 

中継槽 2.2E-03 有 4.3E-03 0.11  0.15 

計量前中間貯槽 7.6E-03 有 1.5E-02 0.38  0.56 

計量・調整槽 5.7E-03 有 1.2E-02 0.29  0.42 

計量後中間貯槽 5.7E-03 有 1.2E-02 0.29  0.42 

計量補助槽 1.6E-03 有 3.2E-03 0.080  0.11 

1
0
-
3
0



第 13.1.3－２表 分離建屋における同時発生時の水素爆発に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］

沸騰の
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に
維持するために必
要な水素掃気流量
［ｍ３／ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に維
持するために必要な
水素掃気流量×1.5）
［ｍ３］ 

プルトニウム溶液受槽  1.2E-03  1.2E-03 0.029 0.42 

プルトニウム溶液中間貯槽  1.2E-03  1.2E-03 0.029 0.42 

第２一時貯留処理槽  1.6E-03  1.6E-03 0.039 0.058 

第３一時貯留処理槽  3.8E-03 有 7.6E-03 0.19 0.28 

第４一時貯留処理槽  3.2E-03 有 6.4E-03 0.16 0.23 

高レベル廃液供給槽  1.2E-03 有 2.3E-03 0.057 0.084 

高レベル廃液濃縮缶  4.6E-02 有 9.2E-02 2.3 3.4 

溶解液中間貯槽  5.7E-03 有 1.2E-02 0.29 0.42 

溶解液供給槽  1.4E-03 有 2.8E-03 0.069 0.10 

抽出廃液受槽  2.0E-03 有 3.9E-03 0.097 0.14 

抽出廃液中間貯槽 2.6E-03 有 5.2E-03 0.13 0.19 

抽出廃液供給槽  8.1E-03 有 1.7E-02 0.41 0.60 

1
0
-
3
1



       第 13.1.3－３表 精製建屋における同時発生時の水素爆発に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］

沸騰の
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に
維持するために必
要な水素掃気流量
［ｍ３／ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に維
持するために必要な
水素掃気流量×1.5）
［ｍ３］ 

プルトニウム溶液供給槽 1.5E-03  1.5E-03 0.037  0.0555 

プルトニウム溶液受槽 1.4E-03 有 2.8E-03 0.0670  0.1038 

油水分離槽 1.4E-03 有 2.8E-03 0.070  0.1038 

プルトニウム濃縮缶供給槽 4.7E-03 有 9.3E-03 0.23  0.3464 

プルトニウム溶液一時貯槽 4.7E-03 有 9.3E-03 0.24  0.3475 

プルトニウム濃縮缶 7.1E-04  7.1E-04 0.020  0.0300 

プルトニウム濃縮液受槽 3.4E-03 有 6.7E-03 0.17  0.2511 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 5.2E-03 有 1.1E-02 0.26  0.3882 

プルトニウム濃縮液計量槽 3.4E-03 有 6.7E-03 0.17  0.2511 

リサイクル槽 3.4E-03 有 6.8E-03 0.17  0.2536 

希釈槽 3.8E-03 有 7.7E-03 0.19  0.2857 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 3.4E-03 有 6.8E-03 0.17  0.2536 

第２一時貯留処理 1.3E-03 有 2.5E-03 0.062  0.0927 

第３一時貯留処理槽 2.4E-03 有 4.7E-03 0.12  0.1756 

1
0
-
3
2



第 13.1.3－４表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における同時発生時の水素爆発に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］

沸騰の
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に
維持するために必
要な水素掃気流量
［ｍ３／ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に維
持するために必要な
水素掃気流量×1.5）
［ｍ３］ 

硝酸プルトニウム貯槽 ＊1 3.5E-03 有 6.9E-03 0.18 0.25 

混合槽 ＊1 ＊2 2.7E-03 有 5.3E-03 0.13 0.19 

一時貯槽 ＊1 3.5E-03 有 6.9E-03 0.18 0.25 

1
0
-
3
3



 第 13.1.3－５表 高レベル廃液ガラス固化建屋における同時発生時の水素爆発に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］

沸騰の
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に
維持するために必
要な水素掃気流量
［ｍ３／ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可
燃限界濃度未満に維
持するために必要な
水素掃気流量×1.5）
［ｍ３］ 

高レベル濃縮廃液貯槽 1.2E-02 有 4.9E-01 12  18  

高レベル濃縮廃液一時貯槽 2.9E-03 有 1.2E-01 2.9  4.3  

高レベル廃液混合槽 3.8E-03 有 1.5E-01 3.8  5.7  

供給液槽 9.4E-04 有 3.8E-02 0.94  1.4  

供給槽 3.8E-04 有 1.5E-02 0.38   0.57  

不溶解残渣廃液一時貯槽 3.4E-05 3.4E-05 0.020   0.030  

不溶解残渣廃液貯槽 2.7E-04 2.7E-04 0.020   0.030  

高レベル廃液共用貯槽 1.2E-02 有 4.9E-01 12  18  

1
0
-
3
4



機器 沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

ハル洗浄槽 

６×10－13

－※１ 

－※２ 

２×10－７

８×10－５ ８×10－５

中間ポット －※２ ２×10－７

水バッファ槽 －※１ １×10－７

中継槽 －※２ １×10－５

不溶解残渣回収槽 －※１ ９×10－７

リサイクル槽 －※２ ７×10－７

計量前中間貯槽 －※２ ４×10－５

計量・調整槽 －※２ ２×10－５

計量補助槽 －※２ ５×10－６

計量後中間貯槽 －※２ ２×10－５

※１ 蒸発乾固の発生を想定しない機器 

※２ 沸騰に至る前までに，冷却コイル通水を実施して事態の収束を図るため，放出無し。 

第13.1.3－６表 前処理建屋の同時発生時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算） 

1
0
-
3
5



機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

溶解液中間貯槽 

１×10－７

－※２ 

５×10―７

２×10－５

２×10－４ ２×10－４

溶解液供給槽 －※２ ４×10－６

抽出塔 －※１ ５×10－７

第１洗浄塔 －※１ ３×10－７

第２洗浄塔 －※１ ２×10－７

ＴＢＰ洗浄塔 －※１ ９×10－８

抽出廃液受槽 －※２ ４×10－６

抽出廃液中間貯槽 －※２ ６×10－６

抽出廃液供給槽 －※２ ３×10－５

高レベル廃液供給槽 －※２ ３×10－６

高レベル廃液濃縮缶 ５×10―７ ８×10－５

第13.1.3－７表 分離建屋の同時発生時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算） 

1
0
-
3
6



（つづき） 

機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

プルトニウム分配塔 

１×10－７

－※１

５×10―７

５×10－７

２×10－４ ２×10－４

ウラン洗浄塔 －※１ ４×10－７

プルトニウム洗浄器 －※１ ２×10－８

プルトニウム溶液受槽 －※１ ２×10－６

第１洗浄器 －※１ ９×10－11

プルトニウム溶液中間貯槽 －※１ ２×10－６

第１一時貯留処理槽 －※２ ６×10－７

第２一時貯留処理槽 －※１ ３×10－６

1
0
-
3
7



（つづき） 

機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

第３一時貯留処理槽＊

１×10－７

－※２

５×10―７

１×10－５

２×10－４ ２×10－４

第４一時貯留処理槽＊ －※２ ６×10－６

第５一時貯留処理槽 －※１ ７×10－９

第６一時貯留処理槽 －※２ ２×10－７

第７一時貯留処理槽 －※２ ２×10－６ 

第８一時貯留処理槽 －※２ ８×10－７

第９一時貯留処理槽 －※１ ３×10－８

第 10 一時貯留処理槽 －※１ ７×10－11

※１ 蒸発乾固の発生を想定しない機器 

※２ 沸騰に至る前までに，冷却コイル通水を実施して事態の収束を図るため，放出無し。 

1
0
-
3
8



機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

第１一時貯留処理槽 

４×10―８

－※２

５×10－６

１×10－６

３×10－４ ３×10－４

第２一時貯留処理槽 －※２ ４×10－６

第３一時貯留処理槽 －※２ ４×10－６

第７一時貯留処理槽 －※１ １×10－５

第４一時貯留処理槽 －※１ ２×10－８

抽出塔 －※１ ４×10－７

核分裂生成物洗浄塔 －※１ ２×10－７

逆抽出塔 －※１ ８×10－７

ウラン洗浄塔 －※１ ３×10－７

ＴＢＰ洗浄器 －※１ ３×10－７

プルトニウム溶液供給槽 －※１ ３×10－６

第13.1.3－８表 精製建屋の同時発生時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算） 

1
0
-
3
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（つづき） 

機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

補助油水分離槽 

４×10―８

－※１ 

５×10－６

２×10－７

３×10－４ ３×10－４

プルトニウム溶液受槽 －※２ ３×10－６

油水分離槽 －※２ ３×10－６

プルトニウム濃縮缶 －※１ ５×10－６

プルトニウム濃縮缶供給槽 －※２ ８×10－６

プルトニウム溶液一時貯槽 －※２ ８×10－６

プルトニウム濃縮液受槽 ６×10－７ ３×10－５

1
0
-
4
0



（つづき） 

機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

リサイクル槽 

４×10―８

６×10－７

５×10－６

３×10－５

３×10－４ ３×10－４

希釈槽 ２×10－６ ７×10－５

プルトニウム濃縮液一時貯槽 ９×10－７ ５×10－５

プルトニウム濃縮液計量槽 ６×10－７ ３×10－５

プルトニウム濃縮液中間貯槽 ６×10－７あ ３×10－５

※１ 蒸発乾固の発生を想定しない機器 

※２ 沸騰に至る前までに，冷却コイル通水を実施して事態の収束を図るため，放出無し。 

1
0
-
4
1



※１ 平常運転時は空運用のため放出無し。 

※２ 沸騰に至る前までに，冷却コイル通水を実施して事態の収束を図るため，放出無し。 

機器 

沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

硝酸プルトニウム貯槽 

４×10－９

３×10－７

３×10－７

３×10－５

７×10－５ ７×10－５混合槽 －※２ ４×10－５

一時貯槽 －※１ －※１ 

第13.1.3－９表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の同時発生時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算）
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機器 沸騰前の圧縮空気に

同伴する放射性物質

の放出量 

（ＴＢｑ） 

蒸発乾固寄与分 水素爆発寄与分 
合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

高レベル濃縮廃液貯槽 

４×10―11

３×10―６

４×10―６

９×10―４

２×10－３ ２×10－３

不溶解残渣廃液貯槽 －※１ ５×10―６

不溶解残渣廃液一時貯槽 －※１ －※３ 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 ７×10―７ ２×10―４

高レベル廃液共用貯槽 －※２ －※２ 

高レベル廃液混合槽 ７×10―７ ２×10―４

供給液槽 ２×10―７ ４×10―５

供給槽 ６×10―８ ２×10―５

※１ 蒸発乾固の発生を想定しない機器 

※２ 平常運転時は空運用のため放出無し。 

※３ 未然防止濃度に至るまでの時間余裕が１年以上であるため放出なし。 

第13.1. 3－10表 高レベル廃液ガラス固化建屋の同時発生時の大気中への放射性物質の放出量（Ｃｓ－137換算） 

1
0
-
4
3



第 13.1.3－１図 パラメータ（水素濃度）の変位 

 (プルトニウム濃縮液一時貯槽の例) 

7:15
可搬型空気圧縮機
からの圧縮空気供
給開始

11:30以降
沸騰に伴い水素発生量が
増加（蒸気による希釈は
考慮しない）

0:00
圧縮空気貯槽から
の圧縮空気供給
開始

10-44



 

令和２年１月８日 R2 
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14. 必要な要員及び資源の評価

14.1 必要な要員及び資源の評価条件 

必要な要員及び資源の評価は，対処に必要な要員及び資源が最も多く

なる重大事故等の同時発生に対して成立性を確認する。重大事故等の同時

発生の有効性評価は，「地震」を代表事例としているため，必要な要員及

び資源の評価についても「地震」を条件とした場合に同時発生が想定され

る各重大事故等対策及び対策に必要な付帯作業を含めた重大事故等の同時

発生への対処を対象に実施する。 

なお，重大事故等の連鎖は，「13. 重大事故が同時に又は連鎖して発

生した場合の対処」に記載したとおり，発生が想定されない。 

(１) 要員の評価条件

重大事故等への対処について，事業所内に常駐している実施組織要

員の164名にて，対応期間の７日間の必要な作業対応が可能であること

を評価する。 

また，要員の評価は，必要人数が最も多くなる重大事故等の同時発

生に対して成立性を確認する。 

(２) 資源の評価条件

ａ．全般 

重大事故等対策の有効性評価において，通常系統からの給水及び給

電が不可能となる事象についての水源，燃料及び電源に関する評価を

実施する。 

前提として，有効性評価の条件（各重大事故等への対処特有の評価

条件）を考慮する。 
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また，資源の評価は，必要量が最も多くなる重大事故等の同時発生

に対して成立性を確認する。 

ｂ．水源  

(ａ) 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策において，水源となる第

１貯水槽の一区画の保有水量（約10,000ｍ３）が，枯渇しないことを評

価する。 

(ｂ) 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策において，内部ループへ

の通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水で使用した水を貯

水槽へ戻し，再利用する際の温度上昇を想定しても，冷却の維持が可

能なことを評価する。 

(ｃ) 使用済燃料貯蔵プール等への注水において，水源となる第１貯水槽

の一区画の保有水量（約10,000ｍ３）が，枯渇しないことを評価する。 

(ｄ) 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策で使用する第１貯水槽の

区画と使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用する第１貯水槽の区画

は，異なる区画を使用する。 

ｃ．燃 料 

(ａ) 可搬型発電機（緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機は除

く），可搬型空気圧縮機，可搬型空冷ユニット用空気圧縮機，可搬型

中型移送ポンプ，軽油用タンク ローリ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，

ホース展張車，運搬車及びホイール ローダのうち，対処に必要な設備

を考慮し消費する燃料（軽油）が備蓄している軽油量に対して，対応

期間の７日間の運転継続が可能であることを評価する。 

(ｂ) 緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機で消費する燃料（重油）
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が備蓄している重油量に対して，対応期間の７日間の運転継続が可能

であることを評価する。 

(ｃ) 可搬型発電機（緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機は除

く），可搬型空気圧縮機，可搬型空冷ユニット用空気圧縮機，可搬型

中型移送ポンプ，軽油用タンク ローリ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，

ホース展張車，運搬車及びホイール ローダの使用を想定する事故条件

については，可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型空冷ユニット

用空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ，軽油用タンク ローリ，可搬型

中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車及びホイール ローダの

燃料消費量の評価を行う。 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，軽油貯蔵タンク（約400ｍ

３）の容量を考慮する。

(ｄ) 緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機の使用を想定する事故

条件については，緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機の燃料

消費量の評価を行う。 

この場合，燃料（重油）の備蓄量として，重油貯蔵タンク（約200ｍ

３）の容量を考慮する。

(ｅ) 燃料の必要量は，燃料を使用する設備の燃費（公称値）及び最大稼

働時間に基づき算出する。 

ｄ．電 源 

(ａ) 前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機及び制御建屋可搬型発電機により，有効性評価で考慮する設

備に電源供給を行い，その最大負荷が各可搬型発電機の給電容量（約
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80ｋＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｂ) 排気監視測定設備可搬型発電機，環境監視測定設備可搬型発電機及

び気象観測測定設備可搬型発電機により，有効性評価で考慮する設備

に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機の給電容量（約３ｋ

ＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｃ) 環境モニタリング設備用可搬型発電機により，有効性評価で考慮す

る設備に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機の給電容量

（約５ｋＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｄ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により，有効性

評価で考慮する設備に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機

の給電容量（約200ｋＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｅ) 緊急時対策所放射線計測設備 可搬型発電機により，有効性評価で考

慮する設備に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機の給電容

量（約３ｋＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｆ) 緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機により，有効性評価で

考慮する設備に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機の給電

容量（約1,700ｋＶＡ）未満となることを評価する。 

 (ｇ) 電源においては，それぞれ必要な負荷を積上げるとともに，その負

荷の起動順序並びに動的負荷の起動時を考慮し評価する。 
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14.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 

重大事故等が同時発生した場合において，重大事故等対策実施時の操

作項目，必要な要員数及び移動時間を含めた各操作の所要時間について確

認した。 

重大事故等対策時に必要な要員数が最も多いのは，「地震」を条件と

した場合の重大事故等の同時発生であり，同時に作業している要員数の最

大値は，101名であり，重大事故等の同時発生の対処に必要な要員は132名

である。  

事業所内に常駐している実施組織要員は164名であり，必要な作業対応

が可能であることを確認した。 

「地震」を条件とした場合の重大事故等の同時発生の必要な要員及び

作業項目を第14.2－１図から第14.2－10図に示す。 

また，各条件での必要な要員について以下に示す。 

「地震」を条件として重大事故等が同時発生した場合，同時に作業

している要員数の最大値は，101名であり，重大事故等の同時発生の対

処に必要な要員は132名である。 

「火山」を条件として重大事故等が同時発生した場合，同時に作業

いている要員数の最大値は，100名であり，重大事故等の同時発生の対

処に必要な要員は132名である。 

「長時間の全交流動力電源の喪失」を条件として重大事故等が同時

発生した場合は，「地震」の場合に想定される環境条件より悪化する

ことが想定されず，対処内容にも違いがないことから，必要な要員は

合計132名以内である。 

【補足説明資料14－１】 
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14.3 重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の評価結果 

重大事故等の同時発生した場合において，７日間の重大事故等対策の

継続に必要な水源，燃料及び電源を評価し，対応期間の７日間は，外部か

らの支援がない場合においても，必要量以上の水源，燃料及び電源が確保

されていることを確認した。 

重大事故等の同時発生への対処に必要な水源，燃料及び電源について

の評価の詳細を以下に示す。 

 

 

 

14 - 6



 

14.3.1 水源の評価結果  

重大事故等の同時発生時に水源を使用する対処は，蒸発乾固の内部ル

ープへの通水，冷却コイル等への通水，凝縮器への通水及び機器への注水

並びに使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）である。  

  蒸発乾固の内部ループへの通水，冷却コイル等への通水，凝縮器への通

水及び機器への注水で使用する第１貯水槽の区画と使用済燃料貯蔵プール

等への注水（想定事故２）で使用する第１貯水槽の区画は異なるものを使

用することを想定し評価する。 

 (１) 内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に

よる冷却水の温度影響評価 

 第１貯水槽の一区画及び通水経路からの放熱を考慮せず断熱を仮定

した場合であっても，内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及

び凝縮器への通水で使用する第１貯水槽の一区画の水温の上昇は１日

あたり約３℃であり，実際の放熱を考慮すれば冷却を維持することは

可能である。 

   冷却水の温度影響評価の詳細を以下に示す。 

内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に

使用した排水は，第１貯水槽の一区画へ戻し再利用する。この場合，

貯水槽の水量は，機器への注水，可搬型排水受槽及び第１貯水槽の一

区画からの蒸発によって水量が減少するため，この減少分を考慮した

第１貯水槽の一区画の温度上昇程度を推定するとともに，冷却への影

響を分析した。「地震」又は「火山」の想定によらず，条件は変わら

ない。 

 

   第１貯水槽の一区画の水温の上昇は以下の仮定により算出した。 
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     冷却対象貯槽の総熱負荷 ： 1,470ｋＷ 

     貯水槽の水量  ：  9,970ｍ３※１ 

     貯水槽の初期水温  ：  29℃ 

     貯水槽の水の密度  ：  996ｋｇ／ｍ３※２ 

     貯水槽の水の比熱  ：  4,179Ｊ／ｋｇ／Ｋ※２ 

※１ 機器に内包する溶液が沸騰することによって消費する蒸発量を

30ｍ３とし，貯水槽の一区画分の容積 10,000ｍ３から減じて設定。 

貯水槽からの自然蒸発分を考慮した場合，現実的には想定し得

ない条件として，冷却対象貯槽の総熱負荷により貯水槽の水が

蒸発する前提を置いた場合，蒸発量は約 310ｍ３となる。これを

考慮した場合であっても，貯水槽の温度上昇は約 3.2℃／日で

ある。 

※２ 伝熱工学資料第４版 300Ｋの水の物性を引用 

 

    貯槽から回収した熱量はそのまま第１貯水槽の一区画の水に与えら

れることから，第１貯水槽の一区画の１日あたりの水温上昇⊿Ｔは次

のとおり算出される。 

 

    ⊿Ｔ[℃／日] ＝ 1470000[Ｊ／ｓ]×86400[ｓ／日] 

                ／（9,970[ｍ３]×996[ｋｇ／ｍ３]×4179[Ｊ／ｋｇ／Ｋ] 

           ＝ 約 3.1℃／日 

 

 (２) 水の使用量の評価 

  機器への注水に必要な水量は，対応期間の７日間の対応を考慮すると，

合計約310ｍ３の水が必要である。水源として，第１貯水槽の一区画に
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約10,000m３の水を保有しており，これにより，必要な水源は確保可能

である。 

  使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）に必要な水量は，対

応期間の７日間の対応を考慮すると，合計約2,700ｍ３の水が必要であ

る。水源として，第１貯水槽の一区画に約10,000m３の水を保有してお

り，これにより，必要な水源は確保可能である。 

  また，重大事故等の同時発生時の水源としては，第１貯水槽のみでの

対処が可能であるが，万が一第１貯水槽で保有する水が不足した場合，

第２貯水槽からの第１貯水槽への供給も可能である。 

水の使用量の評価の詳細を以下に示す。 

 (a) 機器への注水 

   機器への注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮すると，「地震」

又は「火山」の想定によらず，以下に示す量の水が必要である。 

   前処理建屋                 約1.1ｍ３ 

   分離建屋                  約20ｍ３ 

   精製建屋                  約20ｍ３ 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋      約4.4ｍ３ 

   高レベル廃液ガラス固化建屋         約270ｍ３ 

   全建屋合計                 約310ｍ３ 

 

 (b) 燃料貯蔵プール等への注水 

燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮す

ると，以下に示す量の水が必要である。 

「火山」を条件とした場合の想定事故１ 

必要水量               約1600ｍ３ 
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「地震」を条件とした場合の想定事故２ 

 必要水量 約2700ｍ３

【補足説明資料14－２】
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14.3.2 燃料の評価結果 

重大事故等の同時発生時に必要な燃料（軽油）は，合計約90ｍ３であり，

軽油貯蔵タンクにて約400ｍ３の軽油を確保していることから，外部支援

を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 

  重大事故等の同時発生時に必要な燃料（重油）は，合計約70ｍ３であり，

重油貯蔵タンクにて約200ｍ３の重油を確保していることから，外部支援

を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 

燃料の評価の詳細を以下に示す。 

 (１) 内部ループへの通水，機器への注水，冷却コイル等への通水及び凝

縮器への通水に使用する可搬型中型移送ポンプ 

前処理建屋への給水用及び排水用の可搬型中型移送ポンプ，分離建

屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への給水用及び

排水用の可搬型中型移送ポンプ，高レベル廃液ガラス固化建屋への給

水用及び排水用の可搬型中型移送ポンプによる貯水槽から各建屋への

水の供給及び各建屋からの貯水槽への排水は，可搬型中型移送ポンプ

の起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想

定によらず，運転継続に合計約40ｍ３の軽油が必要となる。 

前処理建屋        約12ｍ３ 

分離建屋，精製建屋 

及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋  約14ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋     約14ｍ３ 

全建屋合計        約40ｍ３ 

 

 (２) 使用済燃料貯蔵プール等への注水に使用する可搬型中型移送ポンプ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料貯蔵プール等への注水に使用す
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る可搬型中型移送ポンプによる貯水槽から使用済燃料貯蔵プール等へ

の水の注水は，可搬型中型移送ポンプの起動から７日目までの運転を

想定すると，「地震」又は「火山」の想定によらず，運転継続に合計約

7.2ｍ３の軽油が必要となる。 

(３) 各建屋の可搬型排風機の運転等に使用する可搬型発電機

蒸発乾固及び水素爆発が発生した際に，大気中への放射性物質の放

出量を低減するために使用する前処理建屋の可搬型排風機等は，前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋の可搬型排風機等は，分離建屋可

搬型発電機から，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

可搬型排風機等は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

から，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型排風機等は，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機から必要な電源を供給する。 

可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の起動から７日目ま

での運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定によらず，運転継

続に合計約12ｍ３の軽油が必要となる。 

前処理建屋 約2.5ｍ３ 

分離建屋 約3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 約3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約3.0ｍ３ 

全建屋合計 約12ｍ３

(４) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

使用済燃料貯蔵プール等への注水時に使用する使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の起
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動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定に

よらず，運転継続に合計約5.3ｍ３の軽油が必要となる。 

(５) 制御建屋可搬型発電機

制御建屋可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の起動から

７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定によらず，

運転継続に合計約3.0ｍ３の軽油が必要となる。 

(６) 緊急時対策所放射線計測設備 可搬型発電機

緊急時対策所放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬

型発電機による電源供給は，重大事故等の発生直後から７日目までの

運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定によらず，運転継続に

合計約0.34ｍ３の軽油が必要となる。 

(７) 緊急時対策所電源設備 緊急時対策所用発電機

緊急時対策所用発電機による電源供給は，外部交流電源の喪失後か

ら７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定によら

ず，運転継続に合計約70ｍ３の重油が必要となる。 

(８) 排気監視測定設備可搬型発電機

排気監視測定設備可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の

起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定

によらず，運転継続に合計約0.34ｍ３の軽油が必要となる。 

(９) 環境監視測定設備可搬型発電機
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環境監視測定設備可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の

起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定

によらず，運転継続に合計約3.0ｍ３の軽油が必要となる。 

 

(10) 気象観測測定設備可搬型発電機 

気象観測測定設備可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電機の

起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定

によらず，運転継続に合計約 0.33ｍ３の軽油が必要となる。 

 

(11) 環境モニタリング設備用可搬型発電機 

環境モニタリング設備用可搬型発電機による電源供給は，可搬型発

電機の起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」

の想定によらず，運転継続に合計約 3.9ｍ３の軽油が必要となる。 

 

 (12) 可搬型空気圧縮機 

前処理建屋可搬型空気圧縮機，分離建屋可搬型空気圧縮機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型空気圧縮機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型空気圧縮機による水素掃気用の圧縮空気供給及び重

大事故等計装設備の可搬型液位計への圧縮空気の供給は，可搬型空気

圧縮機の起動から７日目までの運転を想定すると，「地震」又は「火山」

の想定によらず，運転継続に合計約5.9ｍ３の軽油が必要となる。 

前処理建屋         約1.4ｍ３ 

分離建屋         約1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 約1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋      約1.6ｍ３ 
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全建屋合計         約5.9ｍ３ 

 

 (13) 可搬型空冷ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット用空気圧縮機による監視設備の保護のため冷却

空気の供給は，可搬型空冷ユニット用空気圧縮機の起動から７日目ま

での運転を想定すると，「地震」又は「火山」の想定によらず，運転継

続に合計約4.6ｍ３の軽油が必要となる。 

 

 (14) 蒸発乾固，水素爆発及び使用済燃料貯蔵プール等への注水対応時の

運搬等に必要な車両 

軽油用タンク ローリ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，

運搬車及びホイール ローダによる燃料及び可搬型重大事故等対処設備

の運搬及び設置並びにアクセスルートの整備については，「地震」を想

定した場合，７日間の運転継続に合計約5.0ｍ３の軽油が必要となる。

また，「火山」を想定した場合，７日間の運転継続に合計約5.0ｍ３の軽

油が必要となる。 

【補足説明資料14－３】 
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14.3.3 電源の評価結果 

 (１) 各建屋の可搬型排風機等の運転に使用する可搬型発電機 

ａ．前処理建屋可搬型発電機 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処理建屋における蒸発乾

固及び水素爆発時の大気中への放射性物質の放出量の低減のために使

用する可搬型排風機等の運転に必要な負荷として約12ｋＶＡであり，

可搬型排風機の起動時を考慮すると約39ｋＶＡの給電が必要である。 

前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負

荷に対しての電源供給が可能である。 

ｂ．分離建屋可搬型発電機 

分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建屋における蒸発乾固及

び水素爆発時の大気中への放射性物質の放出量の低減のために使用す

る可搬型排風機等の運転に必要な負荷として約13ｋＶＡであり，可搬

型排風機の起動時を考慮すると約39ｋＶＡの給電が必要である。 

分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の電源負荷は，精

製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固及び

水素爆発時の大気中への放射性物質の放出量の低減のために使用する

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機等の

運転に必要な負荷として約24ｋＶＡである。精製建屋の可搬型排風機

の起動は，冷却機能及び水素掃気機能の喪失から５時間40分後，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機の起動は，冷却機能及

び水素掃気機能の喪失から14時間後であり，可搬型排風機の起動タイ
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ミングの違いを考慮すると，約45ｋＶＡの給電が必要である。

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の供給容量は，約

80ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

ｂ．高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の電源負荷は，高レベル

廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固及び水素爆発時の大気中への放

射性物質の放出量の低減のために使用する可搬型排風機等の運転に必

要な負荷として約11ｋＶＡであり，可搬型排風機の起動時を考慮する

と約39ｋＶＡの給電が必要である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶ

Ａであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

(２) 排気監視測定設備可搬型発電機

排気監視測定設備可搬型発電機の電源負荷は，主排気筒から大気中へ

の放射性物質の放出状況の監視に必要な負荷として，約2.7ｋＶＡであ

り，対象負荷の起動時を考慮しても約2.7ｋＶＡである。 

排気監視測定設備可搬型発電機の供給容量は，約３ｋＶＡであり，

必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

(３) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の電源負荷は，

使用済燃料貯蔵プール等への注水に必要な負荷として，約110ｋＶＡで

あり，対象負荷の起動時を考慮すると約150ｋＶＡの給電が必要である。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機可搬型発電機の

供給容量は約200ｋＶＡあり，必要負荷に対しての電源供給が可能であ
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る。 

 

 (４) 制御建屋可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機の電源負荷は，制御建屋の中央制御室にとど

まるための換気を確保する際に，中央制御室の空気を清浄に保つため

に使用する制御建屋の可搬型送風機の運転等に必要な負荷として約5.2

ｋＶＡであり，可搬型送風機の起動時を考慮すると約39ｋＶＡの給電

が必要である。 

制御建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。 

 

 (５) 環境監視測定設備可搬型発電機 

   環境監視測定設備可搬型発電機の電源負荷は，周辺監視区域における

放射性物質の濃度及び線量の測定に必要な負荷として，約0.8ｋＶＡで

あり，対象負荷の起動時を考慮しても約0.8ｋＶＡである。 

排気監視測定設備可搬型発電機の供給容量は，約３ｋＶＡであり，

必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

 

 (６) 気象観測測定設備可搬型発電機 

   気象観測測定設備可搬型発電機の電源負荷は，敷地内において風向，

風速その他の気象条件の測定に必要な負荷として，約0.9ｋＶＡであり，

対象負荷の起動時を考慮しても約0.9ｋＶＡである。 

排気監視測定設備可搬型発電機の供給容量は，約３ｋＶＡであり，

必要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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(７) 環境モニタリング設備用可搬型発電機

環境モニタリング設備用可搬型発電機の電源負荷は，周辺監視区域に

おける放射性物質の濃度及び線量の測定に必要な負荷として，約2.4ｋ

ＶＡであり，対象負荷の起動時を考慮しても約2.4ｋＶＡである。 

環境モニタリング設備用可搬型発電機の供給容量は，約５ｋＶＡで

あり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

(８) 緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機

緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機の電源負荷は，重大事故等

に伴う大気中への放射性物質の放出状況の監視に必要な負荷として，

約0.8ｋＶＡであり，対象負荷の起動時を考慮しても約0.8ｋＶＡであ

る。 

緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機の供給容量は，約３ｋＶ

Ａであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

(９) 緊急時対策所電源設備緊急時対策所用発電機

緊急時対策所の電源設備は，非常用電源系統とは異なる代替電源と

して独立した設計としている。 

緊急時対策所用発電機の電源負荷は，緊急時対策所の居住性を確保

するための設備、重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連

絡に関わる設備の機能を維持するために必要な負荷として約1,200ｋＶ

Ａの給電が必要である。 

緊急時対策所用発電機の供給容量は，約1,700ｋＶＡであり，必要負

荷に対しての電源供給が可能である。 

【補足説明資料14－４】 

14 - 19



対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班

6

AA 19 ・膨張槽液位確認 建屋内12班、建屋内13班 4

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AA 20 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確認，
冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内14班 2

AA 23 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班、建屋内14班
建屋内15班

6

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2

AA 27 ・貯槽液位計測 建屋内29班 2

AA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設 建屋内6班、建屋内7班 4

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内8班、建屋内9班 4

AA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 4 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 5
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力確認

建屋内3班 2

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 8 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 9 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内9班 2

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，
  可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2

AA 11 ・ダンパ閉止 建屋内33班 2

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置,可搬型凝縮
器通水流量計設置

建屋内32班 2

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力
計設置

建屋内34班 2

AA 15
・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型電源ケーブル敷設，
可搬型排風機設置

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

AA 16 ・可搬型発電機起動 建屋内6班 2

AA 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内7班、建屋内8班 4

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
建屋内3班、建屋内9班
建屋内10班

6

AAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 1） 建屋内17班 2

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ1 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
（冷却コイル通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 2） 建屋内3班 2

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班、建屋内25班

8

AAコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内13班、建屋内14班

8

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内25班 2

計器監視
燃料の補給

AA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、水素掃気用圧縮空気圧力、水素掃気
系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、冷却水流量（内部ループ通
水）、溶解槽セル圧力、放射性配管分岐第１セル圧力、水素濃
度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝縮器通水流量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内11班、建屋内12班 4

第14.2－１図　重大事故等が同時発生した場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その１）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班

6

AA 19 ・膨張槽液位確認 建屋内12班、建屋内13班 4

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AA 20 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確認，
冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内14班 2

AA 23 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班、建屋内14班
建屋内15班

6

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2

AA 27 ・貯槽液位計測 建屋内29班 2

AA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設 建屋内6班、建屋内7班 4

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内8班、建屋内9班 4

AA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 4 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 5
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力確認

建屋内3班 2

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 8 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 9 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内9班 2

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，
  可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2

AA 11 ・ダンパ閉止 建屋内33班 2

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置,可搬型凝縮
器通水流量計設置

建屋内32班 2

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力
計設置

建屋内34班 2

AA 15
・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型電源ケーブル敷設，
可搬型排風機設置

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

AA 16 ・可搬型発電機起動 建屋内6班 2

AA 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内7班、建屋内8班 4

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
建屋内3班、建屋内9班
建屋内10班

6

AAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 1） 建屋内17班 2

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ1 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
（冷却コイル通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 2） 建屋内3班 2

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班、建屋内25班

8

AAコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内13班、建屋内14班

8

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内25班 2

計器監視
燃料の補給

AA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、水素掃気用圧縮空気圧力、水素掃気
系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、冷却水流量（内部ループ通
水）、溶解槽セル圧力、放射性配管分岐第１セル圧力、水素濃
度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝縮器通水流量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内11班、建屋内12班 4

第14.2－１図　重大事故等が同時発生した場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その２）
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建屋内16、17班

AA22
建屋内14班

AA25

AA25（建屋内13班）、AA30（建屋内12班）

建屋内15班
AA22 AA25

建屋内16、17班
F8 AA20

AA20 AA28
建屋内16、17班

建屋内13、14、15

AA19（建屋内13班）、AA21（建屋内14班）、AA23（建屋内15班）
AAコ2 3（建屋内13、14班）

ABコ2 2（建屋内15班）

AA16（建屋内6班）、AA17（建屋内7班）
建屋内6、7班

AA6

建屋内8、9班
AA17（建屋内8班）、AA18（建屋内9班） AA3

AA1

AA7

建屋内3班

AA18 AAコ2 1

建屋内6、7班
AA10

建屋内8、9班
AA4 AA8

AA13（建屋内8班）

建屋内9班
AA13

建屋内6、7班
AA6 AAコ2 3

建屋内16、17班
AA24 AAコ1 1（建屋内17班）

建屋内16班
ABコ2 2（建屋内15班）

建屋内6、7、8班

建屋内3、9、10班

ABコ1 3（建屋内3、6班）

F3（建屋内7、8、9、10班）

建屋内6、7、8班

AA18（建屋内3、9、10班）

建屋内6班
AA1

建屋内7、8
AA1（建屋内7班）、AA2（建屋内8班）

建屋内8、9、10班

ABコ2 1

建屋内3、9、10班
AA15 AA2（建屋内9班）、AA5（建屋内3班）、AA13（建屋内10班）

建屋内17班

ABコ2 2AA28

建屋内20、21班
ACコ2 3（建屋内21班）、ACコ2 4（建屋内20班）

AAコ1 3（建屋内22、23、24班）

AAコ2 4（建屋内25班）

建屋内22、23、24班

AAコ1 2

建屋内20、21班

AAコ2 2

建屋内22、23、24、25班

AA5 ABコ3 2

ABル1 5（建屋内22、23班）、ABル1 6（建屋内24、25班）

AA10（建屋内6、7班）、AA25（建屋内13、14班）

建屋内3班

建屋内6、7、13、14班

ABコ3 2（建屋内6,7班）

AAコ2 2

建屋内25班

AA19（建屋内12班）

F9（建屋内11班） 建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

AAコ1 4



対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班

6

AA 19 ・膨張槽液位確認 建屋内12班、建屋内13班 4

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AA 20 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確認，
冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内14班 2

AA 23 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班、建屋内14班
建屋内15班

6

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2

AA 27 ・貯槽液位計測 建屋内29班 2

AA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設 建屋内6班、建屋内7班 4

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内8班、建屋内9班 4

AA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 4 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 5
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力確認

建屋内3班 2

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 8 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内8班、建屋内9班 4

AA 9 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内9班 2

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，
  可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内6班、建屋内7班 4

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班、建屋内17班 4

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2

AA 11 ・ダンパ閉止 建屋内33班 2

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置,可搬型凝縮
器通水流量計設置

建屋内32班 2

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力
計設置

建屋内34班 2

AA 15
・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型電源ケーブル敷設，
可搬型排風機設置

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

AA 16 ・可搬型発電機起動 建屋内6班 2

AA 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内7班、建屋内8班 4

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
建屋内3班、建屋内9班
建屋内10班

6

AAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 1） 建屋内17班 2

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ1 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
（冷却コイル通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内21班 4

AAコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（前処理建屋蒸発乾固 2） 建屋内3班 2

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班、建屋内25班

8

AAコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認）（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内13班、建屋内14班

8

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（前処理建屋蒸発乾固 2）

建屋内25班 2

計器監視
燃料の補給

AA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、水素掃気用圧縮空気圧力、水素掃気
系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、冷却水流量（内部ループ通
水）、溶解槽セル圧力、放射性配管分岐第１セル圧力、水素濃
度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝縮器通水流量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内11班、建屋内12班 4

第14.2－１図　重大事故等が同時発生した場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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水素爆発
発生防止
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拡大防止
（放出防止）

蒸発乾固
拡大防止

KA23

建屋内28班

建屋内29班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12班

建屋内11班

建屋内12

前処理建屋

蒸発乾固 制限時間

前処理建屋

水素爆発 制限時間

KA23



対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内3班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班

6

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2

AB 28 ・内部ループ通水準備(可搬型建屋内ホース敷設， 接続) 建屋内8班、建屋内9班 4

AB 29 ・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離) 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 30
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確
認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内5班、建屋内6班 4

AB 31 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度計測 建屋内3班 2

AB 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位測定) 建屋内3班、建屋内4班 4

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4

AB 33 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内6班 2

AB 34 ・漏えい確認 建屋内7班 2

AB 34 ・貯槽注水 建屋内3班 2

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2

AB 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内4班 2

AB 4 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 5 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 6 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内7班 2

AB 7 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内7班 2

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力確認

建屋内7班 2

AB 9
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 3
・手動圧縮空気ユニットからの供給，手動圧縮空気ユニット接続系
統圧力確認

建屋内3班 2

AB 10 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内10班 2

AB 11
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 12
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 13
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 14
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 15
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 16 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内8班 2

AB 17
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2

AB 19 ・ダンパ閉止 建屋内4班 2

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内7班、建屋内10班 4

AB 22 ・可搬型ダクト設置 建屋内10班 2

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2

AB 24 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB 25 ・分離建屋可搬型発電機，可搬型排風機起動準備 建屋内10班 2

AB 26
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル
圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内10班 2

第14.2－２図　重大事故等が同時発生した場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目（その１）
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建屋内8、9班
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AB1 AB4
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蒸発乾固 制限時間

AB23（建屋内7班）、AB24（建屋内8、9班）
建屋内7、8、9班

建屋内3班
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対策 作業内容 作業班 要員数

ABル1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

ABル1 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内36班 2

ABル1 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 2）

建屋内40班 2

ABル2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内30班、建屋内31班
建屋内40班

6

ABル2 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内34班、建屋内35班 4

ABル2 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

ABル2 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

ABル2 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内37班 2

ABル2 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 3）

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内34班、建屋内35班

12

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班

6

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
 （冷却コイル通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋蒸発乾
固 2）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

ABコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確
認，冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却
コイル又は 冷却ジャケット通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内28班、建屋内29班 4

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
水圧力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内34班、建屋内35班 4

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班、建屋内7班 4

AB機1 2 ・貯槽溶液温度測定（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班 2

AB機1 3 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内7班 2

AB機1 4
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内8班 2

AB機1 5 ・貯槽注水（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内8班 2

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固
2、3）

建屋内36班、建屋内38班 4

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内39班、建屋内40班 4

AB凝1 3 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内36班、建屋内38班 4

計器監視 AB 38

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、高レベ
ル廃液濃縮缶溶液温度、冷却水流量(内部ループ通水)、貯槽溶
液温度、放射性配管分岐第１セル圧力、塔槽類廃ガス洗浄塔セ
ル圧力、水素濃度、貯槽掃気流量、高レベル廃液濃縮缶液位、凝
縮器出口排気温度、冷却水流量（凝縮器通水）貯槽溶液温度，貯
槽液位）

建屋内4、建屋内5班 4
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内3班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班

6

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2

AB 28 ・内部ループ通水準備(可搬型建屋内ホース敷設， 接続) 建屋内8班、建屋内9班 4

AB 29 ・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離) 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 30
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確
認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内5班、建屋内6班 4

AB 31 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度計測 建屋内3班 2

AB 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位測定) 建屋内3班、建屋内4班 4

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4

AB 33 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内6班 2

AB 34 ・漏えい確認 建屋内7班 2

AB 34 ・貯槽注水 建屋内3班 2

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2

AB 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内4班 2

AB 4 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 5 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 6 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内7班 2

AB 7 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内7班 2

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力確認

建屋内7班 2

AB 9
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 3
・手動圧縮空気ユニットからの供給，手動圧縮空気ユニット接続系
統圧力確認

建屋内3班 2

AB 10 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内10班 2

AB 11
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 12
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 13
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 14
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 15
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 16 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内8班 2

AB 17
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2

AB 19 ・ダンパ閉止 建屋内4班 2

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内7班、建屋内10班 4

AB 22 ・可搬型ダクト設置 建屋内10班 2

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2

AB 24 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB 25 ・分離建屋可搬型発電機，可搬型排風機起動準備 建屋内10班 2

AB 26
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル
圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内10班 2

第14.2－２図　重大事故等が同時発生した場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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対策 作業内容 作業班 要員数

ABル1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

ABル1 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内36班 2

ABル1 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 2）

建屋内40班 2

ABル2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内30班、建屋内31班
建屋内40班

6

ABル2 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内34班、建屋内35班 4

ABル2 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

ABル2 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

ABル2 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内37班 2

ABル2 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 3）

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内34班、建屋内35班

12

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班

6

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
 （冷却コイル通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋蒸発乾
固 2）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

ABコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確
認，冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却
コイル又は 冷却ジャケット通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内28班、建屋内29班 4

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
水圧力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内34班、建屋内35班 4

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班、建屋内7班 4

AB機1 2 ・貯槽溶液温度測定（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班 2

AB機1 3 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内7班 2

AB機1 4
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内8班 2

AB機1 5 ・貯槽注水（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内8班 2

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固
2、3）

建屋内36班、建屋内38班 4

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内39班、建屋内40班 4

AB凝1 3 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内36班、建屋内38班 4

計器監視 AB 38

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、高レベ
ル廃液濃縮缶溶液温度、冷却水流量(内部ループ通水)、貯槽溶
液温度、放射性配管分岐第１セル圧力、塔槽類廃ガス洗浄塔セ
ル圧力、水素濃度、貯槽掃気流量、高レベル廃液濃縮缶液位、凝
縮器出口排気温度、冷却水流量（凝縮器通水）貯槽溶液温度，貯
槽液位）

建屋内4、建屋内5班 4

第14.2－２図　重大事故等が同時発生した場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目（その４）
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建屋内22、23、24班

CA25（建屋内25

ABル1 3（建屋内24班）

建屋内22、23班

建屋内24、25班

ABル1 4

ABル1 1（建屋内24

建屋内24、25班

ACコ1 4（建屋内22班）、ACコ2 2（建屋内23、24班）

ABル1 6

ABル1 2

AAコ2 2

ABル1 3 AAコ2 2

建屋内22、23班

建屋内36班
KAコ1 3 AB凝1 1

建屋内40班
AC28

建屋内30、31、40班
ABル2 3

建屋内32、33、37班

KAコ5 4 ABル2受皿

建屋内38、39、40班

建屋内32、33、37班

建屋内38、39、40班

ABル2 3（建屋内40班）

KAコ1 3（建屋内37班）、KAコ1 4（建屋内38、39班）、KAコ3 4（建屋内32、33

ABル2 6（建屋内32、33班）

ABル2 7（建屋内37班）

AB凝1 1（建屋内38班）

AB凝1 2（建屋内39、40班）
建屋内30、31班

ABル2 受

KA23（建屋内30

建屋内29、30、31班

ABル2 3

ABル2 3
建屋内37班

建屋内28、34、35班

ABル2 1（建屋内30、31班）、ABル2 2（建屋内34、35班）

KAコ4 4（建屋内28、29班）

ABル2 4（建屋内30、31班）

ABコ2 3（建屋内28、29班）

ABコ2 4（建屋内34、35班）

F7

建屋内11、12、13班
F8

建屋内3、6班

F5

（建屋内６班）

AB31

（建屋内3班）

AA15

建屋内8、9、10班
AA13 ABコ3 1

建屋内15、16、17班
AA25（建屋内15班）、AA29（建屋内16班）、AAコ1 1（建屋内17班）

建屋内28、29

ABル2受皿
KA23

建屋内34、35班

ABル2受皿

建屋内8、9、10班
ABコ2 1

建屋内3、6、7班

AAコ2 1（建屋内3班）、AAコ2 3（建屋内6、7

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

建屋内5班

建屋内4班

ABコ3



対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内3班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班

6

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2

AB 28 ・内部ループ通水準備(可搬型建屋内ホース敷設， 接続) 建屋内8班、建屋内9班 4

AB 29 ・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離) 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 30
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性確
認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内5班、建屋内6班 4

AB 31 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度計測 建屋内3班 2

AB 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位測定) 建屋内3班、建屋内4班 4

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4

AB 33 ・高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内6班 2

AB 34 ・漏えい確認 建屋内7班 2

AB 34 ・貯槽注水 建屋内3班 2

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2

AB 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内4班 2

AB 4 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 5 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班 2

AB 6 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内7班 2

AB 7 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内7班 2

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力確認

建屋内7班 2

AB 9
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 3
・手動圧縮空気ユニットからの供給，手動圧縮空気ユニット接続系
統圧力確認

建屋内3班 2

AB 10 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内10班 2

AB 11
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 12
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内10班 2

AB 13
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 14
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 15
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内7班 2

AB 16 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始 建屋内8班 2

AB 17
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内8班、建屋内9班 4

AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 37 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 1） 建屋内5班、建屋内6班 4

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2

AB 19 ・ダンパ閉止 建屋内4班 2

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内7班、建屋内10班 4

AB 22 ・可搬型ダクト設置 建屋内10班 2

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2

AB 24 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB 25 ・分離建屋可搬型発電機，可搬型排風機起動準備 建屋内10班 2

AB 26
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル
圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内10班 2

第14.2－２図　重大事故等が同時発生した場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目（その５）

49:00 50:00 65:0064:00 66:00 67:0048:00 59:00 60:0054:00 55:00 57:00 58:00

分離
建屋

作業番号

AB現管補助

現場環境確認

蒸発乾固
発生防止

蒸発乾固
拡大防止

水素爆発
発生防止

水素爆発
拡大防止

拡大防止
（放出防止）

71:0051:00 52:00 53:00 56:00 70:0069:0061:00 62:00 63:00 68:00

ABコ3 2
建屋内3



対策 作業内容 作業班 要員数

ABル1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内22班、建屋内23班
建屋内24班

6

ABル1 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
2）

建屋内22班、建屋内23班 4

ABル1 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内24班、建屋内25班 4

ABル1 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 2） 建屋内36班 2

ABル1 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 2）

建屋内40班 2

ABル2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内30班、建屋内31班
建屋内40班

6

ABル2 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内34班、建屋内35班 4

ABル2 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

ABル2 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）（分離建
屋蒸発乾固 3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 5
・内部ループ通水準備(ポンプ隔離，弁隔離)（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内30班、建屋内31班 4

ABル2 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

ABル2 7 ・貯槽溶液温度計測（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内37班 2

ABル2 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋蒸発乾固 3）

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内34班、建屋内35班

12

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班

6

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
 （冷却コイル通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 1）

建屋内3班、建屋内6班 4

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 2）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋蒸発乾
固 2）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

ABコ2 3
・冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確
認，冷却コイル又は冷却ジャケット健全性確認，冷却水圧力（冷却
コイル又は 冷却ジャケット通水）確認）（分離建屋蒸発乾固 2）

建屋内28班、建屋内29班 4

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却
水圧力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋蒸発
乾固 2）

建屋内34班、建屋内35班 4

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋蒸発乾固 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内3班、建屋内6班
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

12

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（分離建屋蒸発乾固 3）

建屋内6班、建屋内7班
建屋内8班、建屋内9班

8

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班、建屋内7班 4

AB機1 2 ・貯槽溶液温度測定（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内6班 2

AB機1 3 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内7班 2

AB機1 4
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋蒸発乾固
3）

建屋内8班 2

AB機1 5 ・貯槽注水（分離建屋蒸発乾固 3） 建屋内8班 2

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋蒸発乾固
2、3）

建屋内36班、建屋内38班 4

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内39班、建屋内40班 4

AB凝1 3 ・凝縮器通水（分離建屋蒸発乾固 2、3） 建屋内36班、建屋内38班 4

計器監視 AB 38

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気流量、高レベ
ル廃液濃縮缶溶液温度、冷却水流量(内部ループ通水)、貯槽溶
液温度、放射性配管分岐第１セル圧力、塔槽類廃ガス洗浄塔セ
ル圧力、水素濃度、貯槽掃気流量、高レベル廃液濃縮缶液位、凝
縮器出口排気温度、冷却水流量（凝縮器通水）貯槽溶液温度，貯
槽液位）

建屋内4、建屋内5班 4

第14.2－２図　重大事故等が同時発生した場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目（その６）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内19班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内13班、建屋内22班
建屋内23班

6

AC 20 ・膨張槽液位測定 建屋内23班 2

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 22 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁隔離） 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 23
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）

建屋内14班 2

AC 24 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AC 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班

6

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6

AC 27 ・貯槽注水 建屋内16班 2

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内40班 2

AC 2 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内27班 2

AC 3
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内24班、建屋内25班 4

AC 4 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内24班、建屋内25班 4

AC 5 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内27班 2

AC 6
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内21班 2

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，
貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 1 ・手動圧縮空気ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 8 ・可搬型建屋内ホース接続（建屋入口） 建屋内23班、建屋内24班 4

AC 9
・可搬型建屋内ホース接続（建屋内），可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型水素掃気用圧縮空気圧力計設置

建屋内23班、建屋内24班 4

AC 10
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内23班 2

AC 11
・水素掃気用圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流
量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2

AC 15 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内26班、建屋内27班 4

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12

AC 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内13班 2

AC 18
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，プルトニウム系塔槽類廃ガ
ス洗浄塔セル圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内13班 2

AC 19 ・可搬型電源ケーブル敷設 建屋内11班、建屋内12班 4

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
1）

建屋内21班、建屋内22班 4

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班 2

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
2）

建屋内20班、建屋内21班 4

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内20班 2

計器監視
燃料の補給

AC 31

・計器監視(貯槽溶液温度、冷却水流量（内部ループ通水）、水素
掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、放射性配管分
岐第１セル圧力，プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力確
認，水素濃度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度，凝縮器通水流
量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内26、建屋内27班 4

第14.2－３図　重大事故等が同時発生した場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

17:0010:00 11:00 18:00 19:0014:00 15:00 16:0013:00

精製
建屋

0:00 1:00 2:00 3:00作業番号

拡大防止
（放出防止）

蒸発乾固
拡大防止

水素爆発
拡大防止

AC、CA
現管補助

現場環境確認

7:00 8:00 12:009:00

蒸発乾固
発生防止

蒸発乾固
拡大防止

水素爆発
発生防止

20:00 21:00 22:00 23:004:00 5:00 6:00

CA21（建屋内24班）

CA14（建屋内16、17班）、CA受皿（建屋内20班）

AC16（建屋内19班）、AC受皿（建屋内18班）

AC16（建屋内20班）、AC受皿（建屋内16、17班）

AC25（建屋内18班）、AC26（建屋内16、17班）CA10（建屋内16班）

CA12（建屋内17、18班）

AC13（建屋内14班）

AC14（建屋内15班）

建屋内23班

建屋内21、22班

AC8（建屋内24班）

AC16

建屋内27

建屋内15班

建屋内14班

精製建屋

水素爆発 制限時間

AC8CA16

精製建屋 蒸発乾固 制限時間

CA14

CA14

CA14

建屋内23班

建屋内14、15班

建屋内16、17、18班

AC22

AC21

建屋内14、15班

建屋内18、19班

建屋内16、17、20班

外電遮断

CA16

建屋内24、25班

CA21（建屋内25班）

AC16
建屋内21班

CA16（建屋内22 AC11

AC4（建屋内24班）、AC20（建屋内23班）
建屋内23、24班

AC7
建屋内21、22班

CA19（建屋内21班）、CA受皿（建屋内22班）

建屋内14班

AC21

建屋内15
AC21

CA17（建屋内27班）
AC16（建屋内26班）

建屋内26、27班
AC31

建屋内24、25、26班

建屋内19、20、21班

現場責補助

（建屋内19班）

CA初動

（建屋内20、21、24班）

可搬型通信

（建屋内25、26班）
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建屋内26班

建屋内27班

建屋内26班

建屋内27班

建屋内26班

建屋内27班

AC17（建屋内13班）建屋内13、22、23班
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内19班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内13班、建屋内22班
建屋内23班

6

AC 20 ・膨張槽液位測定 建屋内23班 2

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 22 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁隔離） 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 23
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）

建屋内14班 2

AC 24 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AC 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班

6

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6

AC 27 ・貯槽注水 建屋内16班 2

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内40班 2

AC 2 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内27班 2

AC 3
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内24班、建屋内25班 4

AC 4 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内24班、建屋内25班 4

AC 5 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内27班 2

AC 6
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内21班 2

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，
貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 1 ・手動圧縮空気ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 8 ・可搬型建屋内ホース接続（建屋入口） 建屋内23班、建屋内24班 4

AC 9
・可搬型建屋内ホース接続（建屋内），可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型水素掃気用圧縮空気圧力計設置

建屋内23班、建屋内24班 4

AC 10
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内23班 2

AC 11
・水素掃気用圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流
量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2

AC 15 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内26班、建屋内27班 4

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12

AC 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内13班 2

AC 18
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，プルトニウム系塔槽類廃ガ
ス洗浄塔セル圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内13班 2

AC 19 ・可搬型電源ケーブル敷設 建屋内11班、建屋内12班 4

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
1）

建屋内21班、建屋内22班 4

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班 2

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
2）

建屋内20班、建屋内21班 4

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内20班 2

計器監視
燃料の補給

AC 31

・計器監視(貯槽溶液温度、冷却水流量（内部ループ通水）、水素
掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、放射性配管分
岐第１セル圧力，プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力確
認，水素濃度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度，凝縮器通水流
量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内26、建屋内27班 4

第14.2－３図　重大事故等が同時発生した場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目（その２）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内19班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内13班、建屋内22班
建屋内23班

6

AC 20 ・膨張槽液位測定 建屋内23班 2

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 22 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁隔離） 建屋内14班、建屋内15班 4

AC 23
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認）

建屋内14班 2

AC 24 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2

AC 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班

6

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6

AC 27 ・貯槽注水 建屋内16班 2

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内40班 2

AC 2 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内27班 2

AC 3
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内24班、建屋内25班 4

AC 4 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内24班、建屋内25班 4

AC 5 ・可搬型空気圧縮機起動 建屋内27班 2

AC 6
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内21班 2

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，
貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 1 ・手動圧縮空気ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 8 ・可搬型建屋内ホース接続（建屋入口） 建屋内23班、建屋内24班 4

AC 9
・可搬型建屋内ホース接続（建屋内），可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型水素掃気用圧縮空気圧力計設置

建屋内23班、建屋内24班 4

AC 10
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力
確認

建屋内23班 2

AC 11
・水素掃気用圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流
量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班、建屋内22班 4

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2

AC 15 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内26班、建屋内27班 4

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12

AC 17 ・可搬型排風機起動準備 建屋内13班 2

AC 18
・放射性配管分岐第１セル圧力確認，プルトニウム系塔槽類廃ガ
ス洗浄塔セル圧力確認，可搬型排風機起動

建屋内13班 2

AC 19 ・可搬型電源ケーブル敷設 建屋内11班、建屋内12班 4

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
1）

建屋内21班、建屋内22班 4

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 1）

建屋内22班 2

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋蒸発乾固 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧
力計設置）（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋蒸発乾固
2）

建屋内20班、建屋内21班 4

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル
通水）確認)（精製建屋蒸発乾固 2）

建屋内20班 2

計器監視
燃料の補給

AC 31

・計器監視(貯槽溶液温度、冷却水流量（内部ループ通水）、水素
掃気系統圧縮空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、放射性配管分
岐第１セル圧力，プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力確
認，水素濃度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度，凝縮器通水流
量）
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内26、建屋内27班 4

第14.2－３図　重大事故等が同時発生した場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内20班、建屋内21班
建屋内24班

6

CA 20 ・膨張槽液位確認 建屋内23班 2

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 22
・内部ループ通水準備(弁隔離，可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作，内部ループ健全性確認，漏えい確認)

建屋内15班、建屋内16班 4

CA 23 ・内部ループ通水(弁操作，冷却水流量（内部ループ通水）確認) 建屋内17班 2

CA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位計測) 建屋内20班、建屋内22班 4

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班、建屋内12班 4

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内25班 2

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班、建屋内14班 4

CA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計又は可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内20班 2

CA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 4
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力又はかくはん系統圧縮空気圧力確認

建屋内20班 2

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮空気圧力及
び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内21班 2

CA 8 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始，供給確認 建屋内21班 2

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内23班

8

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班、建屋内15班
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班、建屋内19班

12

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班、建屋内23班、
建屋内27班

6

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2

CA 18 可搬型排風機起動準備 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内14班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャ
ケット圧力計設置）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット
健全性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班、建屋内24班
建屋内25班

6

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャ
ケット通水）確認)

建屋内24班、建屋内25班 4

計器監視
燃料の補給

CA 29

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮
空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、導出先セル圧力、水素濃
度、貯槽温度、冷却水流量（内部ループ通水）、貯槽液位、凝縮器
通水流量、凝縮器出口排気温度、貯槽溶液温度
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班,建屋内19班 4

第14.2－４図　重大事故等が同時発生した場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要員及び作業項目（その１）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内20班、建屋内21班
建屋内24班

6

CA 20 ・膨張槽液位確認 建屋内23班 2

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 22
・内部ループ通水準備(弁隔離，可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作，内部ループ健全性確認，漏えい確認)

建屋内15班、建屋内16班 4

CA 23 ・内部ループ通水(弁操作，冷却水流量（内部ループ通水）確認) 建屋内17班 2

CA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位計測) 建屋内20班、建屋内22班 4

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班、建屋内12班 4

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内25班 2

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班、建屋内14班 4

CA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計又は可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内20班 2

CA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 4
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力又はかくはん系統圧縮空気圧力確認

建屋内20班 2
.

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮空気圧力及
び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内21班 2

CA 8 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始，供給確認 建屋内21班 2

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内23班

8

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班、建屋内15班
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班、建屋内19班

12

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班、建屋内23班、
建屋内27班

6

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2

CA 18 可搬型排風機起動準備 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内14班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャ
ケット圧力計設置）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット
健全性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班、建屋内24班
建屋内25班

6

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャ
ケット通水）確認)

建屋内24班、建屋内25班 4

計器監視
燃料の補給

CA 29

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮
空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、導出先セル圧力、水素濃
度、貯槽温度、冷却水流量（内部ループ通水）、貯槽液位、凝縮器
通水流量、凝縮器出口排気温度、貯槽溶液温度
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班,建屋内19班 4

第14.2－４図　重大事故等が同時発生した場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要員及び作業項目（その２）
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AC27（建屋内16班）、F8（建屋内17班）

建屋内15、24、25班
F8（建屋内15班）

建屋内24、25班
ACコ2 1

建屋内19班 建屋内19班 建屋内19班

建屋内18班 建屋内18班 建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班 建屋内18班 建屋内18班 建屋内18

建屋内19班 建屋内19班 建屋内19班
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（建屋内24、25班）



対策 作業内容 作業班 要員数

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内20班、建屋内21班
建屋内24班

6

CA 20 ・膨張槽液位確認 建屋内23班 2

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 22
・内部ループ通水準備(弁隔離，可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作，内部ループ健全性確認，漏えい確認)

建屋内15班、建屋内16班 4

CA 23 ・内部ループ通水(弁操作，冷却水流量（内部ループ通水）確認) 建屋内17班 2

CA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置(漏えい液受皿液位計測) 建屋内20班、建屋内22班 4

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班、建屋内12班 4

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内25班 2

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班、建屋内14班 4

CA 1 ・可搬型建屋外ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計又は可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内20班 2

CA 3 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内13班 2

CA 4
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧
力又はかくはん系統圧縮空気圧力確認

建屋内20班 2

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮空気圧力及
び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流
量計設置

建屋内21班 2

CA 8 ・可搬型空気圧縮機からの供給開始，供給確認 建屋内21班 2

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セ
ル導出ユニット流量確認

建屋内20班、建屋内22班 4

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内23班

8

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班、建屋内18班 4

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内24班、建屋内25班 4

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班、建屋内15班
建屋内16班、建屋内17班
建屋内18班、建屋内19班

12

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班、建屋内23班、
建屋内27班

6

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2

CA 18 可搬型排風機起動準備 建屋内14班、建屋内19班 4

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内14班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャ
ケット圧力計設置）

建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班

6

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット
健全性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班、建屋内24班
建屋内25班

6

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャ
ケット通水）確認)

建屋内24班、建屋内25班 4

計器監視
燃料の補給

CA 29

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮
空気圧力、貯槽掃気圧縮空気流量、導出先セル圧力、水素濃
度、貯槽温度、冷却水流量（内部ループ通水）、貯槽液位、凝縮器
通水流量、凝縮器出口排気温度、貯槽溶液温度
・可搬型発電機および可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班,建屋内19班 4

第14.2－４図　重大事故等が同時発生した場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内36班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内40班、建屋内41班
建屋内42班

6

KA 17 ・膨張槽液位確認 建屋内35班、建屋内36班 4

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班

12

KA 19 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
建屋内30班、建屋内28班
建屋内29班

6

KA 20 ・内部ループ通水準備（弁隔離）
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認)

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内41班、建屋内42班 4

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班、建屋内35班
建屋内36班

6

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班、建屋内32班
建屋内33班

6

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 1
・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬
型空気圧縮機起動

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班

10

KA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内33班、建屋内34班 4

KA 3 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内35班 2

KA 4
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給，水素掃気系統圧縮空気圧力確認

建屋内37班 2

KA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整

建屋内37班、建屋内38班 4

KA 5 ・セル導出ユニット流量確認 建屋内39班、建屋内40班 4

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設
置

建屋内35班、建屋内36班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給

建屋内38班 2

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内35班、建屋内36班
建屋内38班、建屋内39班

8

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設、接続、弁操作 建屋内34班 2

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班、建屋内29班 4

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計
の設置

建屋内31班 2

KA 11 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2

KA 11 ・ダンパ閉止

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班
建屋内34班

14

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内37班、建屋内40班 4

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬
型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2

第14.2－５図　重大事故等が同時発生した場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及び作業項目（その１）
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建屋内37、38、39、40班
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建屋内37、38、39、40班
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建屋内37班
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建屋内36班
KA17

KA14（建屋内40班）、KA受皿（建屋内41、42班）
建屋内40、41、42班

KA初動対応

(（建屋内40班）



対策 作業内容 作業班 要員数

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班 2

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班 2

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班 2

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班
建屋内38班、建屋内39班

8

KAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 1）

建屋内38班、建屋内39班 4

KA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝
縮器通水流量、貯槽掃気流量、水素掃気系統圧縮空気圧力、冷
却水流量（内部ループ通水）、放射性配管分岐セル圧力，水素濃
度)

建屋内41班、建屋内42班 4

第14.2－５図　重大事故等が同時発生した場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及び作業項目（その２）
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内36班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内40班、建屋内41班
建屋内42班

6

KA 17 ・膨張槽液位確認 建屋内35班、建屋内36班 4

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班

12

KA 19 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
建屋内30班、建屋内28班
建屋内29班

6

KA 20 ・内部ループ通水準備（弁隔離）
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認)

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内41班、建屋内42班 4

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班、建屋内35班
建屋内36班

6

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班、建屋内32班
建屋内33班

6

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 1
・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬
型空気圧縮機起動

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班

10

KA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内33班、建屋内34班 4

KA 3 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内35班 2

KA 4
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給，水素掃気系統圧縮空気圧力確認

建屋内37班 2

KA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整

建屋内37班、建屋内38班 4

KA 5 ・セル導出ユニット流量確認 建屋内39班、建屋内40班 4

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設
置

建屋内35班、建屋内36班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給

建屋内38班 2

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内35班、建屋内36班
建屋内38班、建屋内39班

8

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設、接続、弁操作 建屋内34班 2

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班、建屋内29班 4

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計
の設置

建屋内31班 2

KA 11 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2

KA 11 ・ダンパ閉止

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班
建屋内34班

14

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内37班、建屋内40班 4

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬
型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2

第14.2－５図　重大事故等が同時発生した場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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対策 作業内容 作業班 要員数

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班 2

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班 2

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班 2

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班
建屋内38班、建屋内39班

8

KAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 1）

建屋内38班、建屋内39班 4

KA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝
縮器通水流量、貯槽掃気流量、水素掃気系統圧縮空気圧力、冷
却水流量（内部ループ通水）、放射性配管分岐セル圧力，水素濃
度)

建屋内41班、建屋内42班 4
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対策 作業内容 作業班 要員数

・現場管理者の作業の補助 建屋内36班 2

・建屋内のアクセスルートの確認及び可搬型通話装置の設置
建屋内40班、建屋内41班
建屋内42班

6

KA 17 ・膨張槽液位確認 建屋内35班、建屋内36班 4

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班

12

KA 19 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
建屋内30班、建屋内28班
建屋内29班

6

KA 20 ・内部ループ通水準備（弁隔離）
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部ループ
通水）確認)

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 受皿 ・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定） 建屋内41班、建屋内42班 4

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班、建屋内35班
建屋内36班

6

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班、建屋内32班
建屋内33班

6

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班

6

KA 1
・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬
型空気圧縮機起動

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班

10

KA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮
空気圧力計設置

建屋内33班、建屋内34班 4

KA 3 ・可搬型建屋内ホース接続 建屋内35班 2

KA 4
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給，水素掃気系統圧縮空気圧力確認

建屋内37班 2

KA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気
流量調整

建屋内37班、建屋内38班 4

KA 5 ・セル導出ユニット流量確認 建屋内39班、建屋内40班 4

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設
置

建屋内35班、建屋内36班
建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

12

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への圧
縮空気の供給

建屋内38班 2

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量
確認

建屋内35班、建屋内36班
建屋内38班、建屋内39班

8

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設、接続、弁操作 建屋内34班 2

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班、建屋内29班 4

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計
の設置

建屋内31班 2

KA 11 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2

KA 11 ・ダンパ閉止

建屋内28班、建屋内29班
建屋内30班、建屋内31班
建屋内32班、建屋内33班
建屋内34班

14

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内37班、建屋内40班 4

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬
型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班、建屋内38班
建屋内39班、建屋内40班

8

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2

第14.2－５図　重大事故等が同時発生した場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及び作業項目（その５）

（時間）

85:0057:00 58:00 60:00 61:00 62:0051:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 84:0083:0063:00 73:0064:00 70:00 71:00 72:0059:0048:00 49:00 50:00

高レベル
廃液ガラ
ス固化建
屋

作業番号

AA、KA
現管補助

現場環境確認

蒸発乾固
発生防止

蒸発乾固
拡大防止

水素爆発
発生防止

水素爆発
拡大防止

拡大防止
（放出防止）

高レベル廃液

ガラス固化建屋

水素爆発 制限時間

ABコ2 3（建屋内28、29班）、ABル2 5（建屋内30

建屋内28、29、30



対策 作業内容 作業班 要員数

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班 2

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 2）

建屋内30班、建屋内31班 4

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班 2

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 3）

建屋内32班、建屋内33班 4

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班 2

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ5 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 5）

建屋内34班、建屋内35班 4

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ4 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 4）

建屋内28班、建屋内29班 4

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又
は冷却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋蒸発
乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班 4

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性
確認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス
固化建屋蒸発乾固 1）

建屋内36班、建屋内37班
建屋内38班、建屋内39班

8

KAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認）（高レベル廃液ガラス固
化建屋蒸発乾固 1）

建屋内38班、建屋内39班 4

KA 30

・計器監視（貯槽溶液温度、貯槽液位、凝縮器出口排気温度、凝
縮器通水流量、貯槽掃気流量、水素掃気系統圧縮空気圧力、冷
却水流量（内部ループ通水）、放射性配管分岐セル圧力，水素濃
度)

建屋内41班、建屋内42班 4

第14.2－５図　重大事故等が同時発生した場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及び作業項目（その６）

（時間）

48:00 55:00 56:00 57:00 58:0049:00 50:00 51:00 52:00 53:00 83:00 84:00 85:0064:00 70:00 71:00 72:00 73:0059:00 60:00 61:00 62:00 63:0054:00作業番号

高レベル
廃液ガラ
ス固化建

屋

蒸発乾固
拡大防止

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班 建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班



対策 作業内容 作業班 要員数

F制 1 ・F制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

F制 2
・可搬型発電機の運搬
（外部保管エリア→使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

制御室1班、制御室2班 4

F制 3
・可搬型発電機の起動準備
（可搬型発電機設置及びケーブル布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 4
・可搬型送風機の起動準備
（ダクト布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 5 ・可搬型発電機の起動 制御室1班 2

F制 6 ・可搬型送風機の起動 制御室2班 2

状態監視
燃料の補給

・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班、建屋内2班 4

・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 2

F 1
・設備運搬（移動等含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設
備）

建屋内7班、建屋内8班 4

F 2 ・設備運搬（移動等含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） 建屋内9班、建屋内10班 4

F 3 ・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

8

F 4 ・ホース敷設　建屋内外ホース接続
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 5 ・注水開始・流量確認
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 7 ・可搬型発電機起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 9 ・可搬空冷ユニット起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

第14.2－６図　重大事故等が同時発生した場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

現場環境確認

12:004:00 5:00 7:00 8:00 9:006:000:00 1:00 2:00 3:00作業番号
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料受入れ・
貯蔵建屋

使用済燃料
損傷対策

17:0010:00 11:00 18:00 19:0014:00 15:00 16:00

可搬型送風
機による居
住性の確保

状態監視

13:00 20:00 21:00 22:00 23:00

AG2
制御室1班

制御室1、2班

制御室1、2班

制御室1、2班
F制5（制御室1班）

F制6（制御室2班）

F制4
制御室1班

制御室2班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

AB20（建屋内7班）、AB28（建屋内8班）
建屋内7、8班

建屋内9、10班
AB20（建屋内10班）、AB28（建屋内9班）

F3

F3

F1（建屋内7、8班）、F2（建屋内9、10班）

AB33（建屋内6班）、CA8（建屋内21班）、CA13（建屋内24、25班）

建屋内6、21、24、25班

建屋内6、21、24、25
ABコ1 2（建屋

内6班）、ACコ1

3（建屋内21班）、

CAコ1 3（建屋
CA24（建屋内11、12班）、CA26（建屋内13、14班）

CA22（建屋内15、16班）、CA23（建屋内17班）、CA9（建屋内20班）

F7

F6（建屋内11、12、13、14班）

CAコ1 2（建屋

内15、16、17

班）、ACコ1 1

（建屋内20班）

建屋内11、12、13、14班

建屋内11、12、13、14班

建屋内15、16、17、20班

ABコ1 1（建屋内11、12、13班）、

CAコ1 1（建屋内14班）

建屋内1班
状態監視



対策 作業内容 作業班 要員数

F制 1 ・F制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

F制 2
・可搬型発電機の運搬
（外部保管エリア→使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

制御室1班、制御室2班 4

F制 3
・可搬型発電機の起動準備
（可搬型発電機設置及びケーブル布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 4
・可搬型送風機の起動準備
（ダクト布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 5 ・可搬型発電機の起動 制御室1班 2

F制 6 ・可搬型送風機の起動 制御室2班 2

状態監視
燃料の補給

・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班、建屋内2班 4

・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 2

F 1
・設備運搬（移動等含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設
備）

建屋内7班、建屋内8班 4

F 2 ・設備運搬（移動等含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） 建屋内9班、建屋内10班 4

F 3 ・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

8

F 4 ・ホース敷設　建屋内外ホース接続
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 5 ・注水開始・流量確認
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 7 ・可搬型発電機起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 9 ・可搬空冷ユニット起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

第14.2－６図　重大事故等が同時発生した場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 47:00

可搬型送風
機による居
住性の確保

状態監視
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作業番号

使用済燃料
損傷対策

35:00 36:00 37:00 38:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

AA15

AA22（建屋内15班）、AA受皿（建屋内16、17班）、ACコ2 3（建屋内

CAコ1 3（建屋内15班）

AC27（建屋内16班）

CAコ1 2（建屋内17班）

ACコ1 2（建屋内20班）

ABコ1 1

（建屋内11、12、13班）、

CAコ1 1

（建屋内14班） AA30(建屋内11班）、AA19（建屋内12、13班）、AA22（建屋内14班）

建屋内15、16、17、20班

建屋内11、12、13、14班

建屋内11、12、13、14班



対策 作業内容 作業班 要員数

F制 1 ・F制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

F制 2
・可搬型発電機の運搬
（外部保管エリア→使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

制御室1班、制御室2班 4

F制 3
・可搬型発電機の起動準備
（可搬型発電機設置及びケーブル布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 4
・可搬型送風機の起動準備
（ダクト布設）

制御室1班、制御室2班 4

F制 5 ・可搬型発電機の起動 制御室1班 2

F制 6 ・可搬型送風機の起動 制御室2班 2

状態監視
燃料の補給

・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班、建屋内2班 4

・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 2

F 1
・設備運搬（移動等含む）（可搬型代替注水設備、可搬型監視設
備）

建屋内7班、建屋内8班 4

F 2 ・設備運搬（移動等含む）（可搬型監視設備、可搬型発電機） 建屋内9班、建屋内10班 4

F 3 ・設備運搬（可搬型空冷ユニット等）
建屋内7班、建屋内8班
建屋内9班、建屋内10班

8

F 4 ・ホース敷設　建屋内外ホース接続
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 5 ・注水開始・流量確認
建屋内6班、建屋内21班
建屋内24班、建屋内25班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 6 ・監視設備配置　ケーブル敷設・接続
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 7 ・可搬型発電機起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内15班、建屋内16班
建屋内17班、建屋内20班

8

F 8 ・可搬型空冷ユニット設置　可搬型空冷ユニット用ホース敷設
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

F 9 ・可搬空冷ユニット起動
建屋内11班、建屋内12班
建屋内13班、建屋内14班

8

第14.2－６図　重大事故等が同時発生した場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及び作業項目（その３）
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作業内容 作業班 要員数

燃 1

・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，
分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 2

・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（分離建屋用1台，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用
1台，排気監視測定設備用1台）

燃料給油3班 1

燃 3
・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，使用
済燃料の受け入れ・貯蔵建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋又は高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台及び可搬型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 5

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用1台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋用1台並びに高レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油1班 1

燃 6
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(前処理建屋用
1台)

燃料給油1班 1

燃 7

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排水用1台並びに高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油2班 1

燃 8
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動
(前処理建屋排水用1台)

燃料給油2班 1

外 1
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北
ルート)の確認

燃料給油1班　燃料給油2班 2

外 2
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南
ルート)の確認

建屋外7班 2

外 3 ・ホイール ローダの確認 建屋外1班　建屋外8班 3

外 4 ・出動指示まで車両内での待機 建屋外1班　建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋）

建屋外1班　建屋外2班
建屋外4班　建屋外5班
建屋外6班　建屋外8班

11

外 6
・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外2班　建屋外3班
建屋外4班　建屋外6班
建屋外8班

9

外 5,6

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理建
屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）（アクセスルトの状態を確
認し、建屋外4～8班の要員9名内3名にて、アクセスルトの状態を確
認し、整備を行う）

建屋外4班　建屋外5班　建
屋外6班　建屋外7班　建屋
外8班

3

外 67
・ホイール ローダにて設備運搬（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策
用）

建屋外8班 1

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その１）
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作業内容 作業班 要員数

外 7 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース及び運搬車の確認 建屋外2班 2

外 8
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 9
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設，アクセスルー
ト整備の資機材運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 10
・第１貯水槽，第２貯水槽，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース，可搬型排水受槽，中型移送ポンプ運搬車及びホース展張
車の確認

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6班

8

外 11
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 2

外 12
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 13
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外6班 2

外 14
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 15
・可搬型中型移送ポンプの試運転（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 2

外 16
・可搬型建屋外ホースの状態確認（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 17
・可搬型排水受槽の運搬車による搬送，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 18
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 19
・水の供給流量の調整（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外1班 建屋外4班 4

外 20
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外1班 2

外 21
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 22
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋)

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 23
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 24
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 25
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 26
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 27 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外1班 2

外 28 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（高レベル廃液ガラス固化建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 29
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 30
・可搬型建屋外ホースの可搬型建屋内ホースとの接続（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 31 ・水の供給流量の調整（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外3班 2

外 32
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外1班 2

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その２）
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作業内容 作業班 要員数

外 33
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外7班 2

外 34
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 35
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 36
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 37
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 38
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済
み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 39
・可搬型建屋外ホースの敷設（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋
ホース展張車侵入不可部分を人手による運搬敷設）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 40
・可搬型中型移送ポンプの試運転（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外1班 2

外 41
・可搬型建屋外ホースの状態確認（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 42 ・水の供給流量の調整（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 43
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（使用済み
燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 44
・中型移送ポンプ運搬車による故障時バックアップ可搬型中型移送
ポンプの運搬

建屋外4班 2

外 45 ・故障時バックアップ可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 46
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 47 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 48
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 49 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 50 ・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 51
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理
建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 52 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（前処理建屋） 建屋外1班 2

外 53 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外5班 4

外 54
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及びと可搬型建屋外
ホースの接続（前処理建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 55
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（前処理建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 56 ・水の供給流量の調整（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 57
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（前処理建
屋）

建屋外1班 2

外 58
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2

外 59
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 60
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（分離建屋，精製
建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 61
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 62
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 63
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 64
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外7班 2

外 65 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 66 ・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（前処理建屋） 建屋外2班 2

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その３）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00

建屋外

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:008:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00作業番号

外33
建屋外7班

建屋外4、5、7班
外22（建屋外4、5班）

建屋外3班
外22 外24

外36
建屋外3班

外63

建屋外4、5、6、7班
外6（建屋外4班）、外62（建屋外5、6、7班）

建屋外1班
外27 外52

外5（建屋外6班）、

外41（建屋外4、5班）、

建屋外4、5班
外39

建屋外4、8班

外45（建屋外5

外44（建屋外4班）、

建屋外1班

建屋外4班
外42

外6

建屋外5班
外18

建屋外5、6、7班
外18（建屋外6、7班） 外26

外9
建屋外2班

建屋外6班
外30

建屋外5、6、7班
外38

外37
建屋外3班



作業内容 作業班 要員数

燃 1

・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，
分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 2

・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（分離建屋用1台，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用
1台，排気監視測定設備用1台）

燃料給油3班 1

燃 3
・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，使用
済燃料の受け入れ・貯蔵建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋又は高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台及び可搬型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 5

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用1台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋用1台並びに高レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油1班 1

燃 6
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(前処理建屋用
1台)

燃料給油1班 1

燃 7

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排水用1台並びに高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油2班 1

燃 8
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動
(前処理建屋排水用1台)

燃料給油2班 1

外 1
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北
ルート)の確認

燃料給油1班　燃料給油2班 2

外 2
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南
ルート)の確認

建屋外7班 2

外 3 ・ホイール ローダの確認 建屋外1班　建屋外8班 3

外 4 ・出動指示まで車両内での待機 建屋外1班　建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋）

建屋外1班　建屋外2班
建屋外4班　建屋外5班
建屋外6班　建屋外8班

11

外 6
・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外2班　建屋外3班
建屋外4班　建屋外6班
建屋外8班

9

外 5,6

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理建
屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）（アクセスルトの状態を確
認し、建屋外4～8班の要員9名内3名にて、アクセスルトの状態を確
認し、整備を行う）

建屋外4班　建屋外5班　建
屋外6班　建屋外7班　建屋
外8班

3

外 67
・ホイール ローダにて設備運搬（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策
用）

建屋外8班 1

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その４）
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作業内容 作業班 要員数

外 7 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース及び運搬車の確認 建屋外2班 2

外 8
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 9
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設，アクセスルー
ト整備の資機材運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 10
・第１貯水槽，第２貯水槽，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース，可搬型排水受槽，中型移送ポンプ運搬車及びホース展張
車の確認

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6班

8

外 11
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 2

外 12
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 13
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外6班 2

外 14
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 15
・可搬型中型移送ポンプの試運転（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 2

外 16
・可搬型建屋外ホースの状態確認（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 17
・可搬型排水受槽の運搬車による搬送，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 18
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 19
・水の供給流量の調整（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外1班 建屋外4班 4

外 20
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外1班 2

外 21
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 22
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋)

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 23
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 24
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 25
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 26
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 27 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外1班 2

外 28 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（高レベル廃液ガラス固化建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 29
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 30
・可搬型建屋外ホースの可搬型建屋内ホースとの接続（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 31 ・水の供給流量の調整（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外3班 2

外 32
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外1班 2
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作業内容 作業班 要員数

外 33
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外7班 2

外 34
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 35
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 36
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 37
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 38
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済
み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 39
・可搬型建屋外ホースの敷設（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋
ホース展張車侵入不可部分を人手による運搬敷設）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 40
・可搬型中型移送ポンプの試運転（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外1班 2

外 41
・可搬型建屋外ホースの状態確認（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 42 ・水の供給流量の調整（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 43
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（使用済み
燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 44
・中型移送ポンプ運搬車による故障時バックアップ可搬型中型移送
ポンプの運搬

建屋外4班 2

外 45 ・故障時バックアップ可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 46
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 47 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 48
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 49 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 50 ・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 51
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理
建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 52 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（前処理建屋） 建屋外1班 2

外 53 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外5班 4

外 54
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及びと可搬型建屋外
ホースの接続（前処理建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 55
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（前処理建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 56 ・水の供給流量の調整（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 57
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（前処理建
屋）

建屋外1班 2

外 58
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2

外 59
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 60
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（分離建屋，精製
建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 61
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 62
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 63
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 64
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外7班 2

外 65 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 66 ・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（前処理建屋） 建屋外2班 2

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その６）
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作業内容 作業班 要員数

燃 1

・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，
分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 2

・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（分離建屋用1台，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液ガラス固化建屋用
1台，排気監視測定設備用1台）

燃料給油3班 1

燃 3
・軽油用タンク ローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶等）への燃
料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋用1台，使用
済燃料の受け入れ・貯蔵建屋用1台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンク ローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム缶等）へ
の燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動（前処理建屋又は高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台及び可搬型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 5

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用1台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋用1台並びに高レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油1班 1

燃 6
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(前処理建屋用
1台)

燃料給油1班 1

燃 7

・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動(分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排水用1台並びに高
レベル廃液ガラス固化建屋用1台)

燃料給油2班 1

燃 8
・軽油用タンク ローリから可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンク ローリの移動
(前処理建屋排水用1台)

燃料給油2班 1

外 1
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北
ルート)の確認

燃料給油1班　燃料給油2班 2

外 2
・第１貯水槽及び第２貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南
ルート)の確認

建屋外7班 2

外 3 ・ホイール ローダの確認 建屋外1班　建屋外8班 3

外 4 ・出動指示まで車両内での待機 建屋外1班　建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋）

建屋外1班　建屋外2班
建屋外4班　建屋外5班
建屋外6班　建屋外8班

11

外 6
・アクセスルートの整備（高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理
建屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外2班　建屋外3班
建屋外4班　建屋外6班
建屋外8班

9

外 5,6

・アクセスルートの整備（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，及び前処理建
屋及び使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋）（アクセスルトの状態を確
認し、建屋外4～8班の要員9名内3名にて、アクセスルトの状態を確
認し、整備を行う）

建屋外4班　建屋外5班　建
屋外6班　建屋外7班　建屋
外8班

3

外 67
・ホイール ローダにて設備運搬（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策
用）

建屋外8班 1

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その７）

48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00

建屋外

作業番号 71:0056:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00

燃７

燃４



作業内容 作業班 要員数

外 7 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース及び運搬車の確認 建屋外2班 2

外 8
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離建屋，精
製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 9
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設，アクセスルー
ト整備の資機材運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 10
・第１貯水槽，第２貯水槽，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース，可搬型排水受槽，中型移送ポンプ運搬車及びホース展張
車の確認

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班 建屋外6班

8

外 11
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 2

外 12
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 13
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外6班 2

外 14
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 15
・可搬型中型移送ポンプの試運転（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外4班 2

外 16
・可搬型建屋外ホースの状態確認（分離建屋，精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 17
・可搬型排水受槽の運搬車による搬送，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 18
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 19
・水の供給流量の調整（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）

建屋外1班 建屋外4班 4

外 20
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（分離建屋，
精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外1班 2

外 21
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 22
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋)

建屋外3班 建屋外4班 建屋
外5班

6

外 23
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 24
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 25
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 26
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 27 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外1班 2

外 28 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（高レベル廃液ガラス固化建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 29
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及び可搬型建屋外
ホースとの接続（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 30
・可搬型建屋外ホースの可搬型建屋内ホースとの接続（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 31 ・水の供給流量の調整（高レベル廃液ガラス固化建屋） 建屋外3班 2

外 32
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（高レベル廃
液ガラス固化建屋）

建屋外1班 2

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その８）
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作業内容 作業班 要員数

外 33
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外7班 2

外 34
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（使用済み燃料受入
れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 35
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用
済み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 36
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 37
・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済み燃
料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外3班 2

外 38
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（使用済
み燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 39
・可搬型建屋外ホースの敷設（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋
ホース展張車侵入不可部分を人手による運搬敷設）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 40
・可搬型中型移送ポンプの試運転（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外1班 2

外 41
・可搬型建屋外ホースの状態確認（使用済み燃料受入れ・貯蔵建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 42 ・水の供給流量の調整（使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 43
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（使用済み
燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 44
・中型移送ポンプ運搬車による故障時バックアップ可搬型中型移送
ポンプの運搬

建屋外4班 2

外 45 ・故障時バックアップ可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 46
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 47 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 48
・ホース展張車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処
理建屋）

建屋外6班 2

外 49 ・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの運搬準備（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 50 ・運搬車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理建屋） 建屋外4班 2

外 51
・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの運搬及び敷設（前処理
建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外6班 建屋外7班

8

外 52 ・可搬型中型移送ポンプの試運転（前処理建屋） 建屋外1班 2

外 53 ・可搬型建屋外ホースの状態確認（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外5班 4

外 54
・可搬型排水受槽の運搬車による運搬，設置及びと可搬型建屋外
ホースの接続（前処理建屋）

建屋外4班 建屋外5班 建屋
外7班

6

外 55
・可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースとの接続（前処理建
屋）

建屋外4班 建屋外5班 4

外 56 ・水の供給流量の調整（前処理建屋） 建屋外4班 建屋外8班 3

外 57
・可搬型中型移送ポンプによる水の供給及び状態監視（前処理建
屋）

建屋外1班 2

外 58
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（分離
建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2

外 59
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 60
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（分離建屋，精製
建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外2班 2

外 61
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2

外 62
・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 63
・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋）

建屋外3班 2

外 64
・中型移送ポンプ運搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬（前処
理建屋）

建屋外7班 2

外 65 ・可搬型中型移送ポンプの設置及び起動確認（前処理建屋）
建屋外5班 建屋外6班 建屋
外7班

6

外 66 ・可搬型中型移送ポンプによる排水及び状態監視（前処理建屋） 建屋外2班 2

第14.2－７図　重大事故等が同時発生した場合の屋外における必要な要員及び作業項目（その９）

48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 71:0055:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00

建屋外

作業番号 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00



対策 作業内容 作業班 要員数

・可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバの敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内17班、建屋内18班
建屋内25班、建屋内26班

12

AG 1 ・中央制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

AG 2 ・可搬型発電機の起動準備 制御室1班、制御室2班 4

AG 3 ・可搬型送風機の起動準備 制御室3班、制御室5班 4

AG 4 ・可搬型発電機の起動 制御室2班 2

AG 5 ・可搬型送風機の起動 制御室3班 2

状態監視
燃料の補給

AG 6
・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

制御室4班、制御室5班 4

第14.2－８図　重大事故等が同時発生した場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

12:004:00 5:00 7:00 8:00 9:006:00 20:00 21:00 22:00 23:0013:00 17:0010:00 11:00 18:00 19:0014:00 15:00 16:00

制御
建屋

0:00 1:00 2:00 3:00作業番号

可搬型送風
機による居
住性の確保

可搬型通信

精製建屋 蒸発乾固 制限時間制御室1班

制御室1班制御室2班

制御室3班 制御室5班

制御室2班

制御室3班

AG4

AG2 F制2

F制1

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

対策完了時間

AB24（建屋内5、6班）、AC16（建屋内25、26）CA11（建屋内17、18班）

建屋内5、6、17、18、25、26班



対策 作業内容 作業班 要員数

・可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバの敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内17班、建屋内18班
建屋内25班、建屋内26班

12

AG 1 ・中央制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

AG 2 ・可搬型発電機の起動準備 制御室1班、制御室2班 4

AG 3 ・可搬型送風機の起動準備 制御室3班、制御室5班 4

AG 4 ・可搬型発電機の起動 制御室2班 2

AG 5 ・可搬型送風機の起動 制御室3班 2

状態監視
燃料の補給

AG 6
・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

制御室4班、制御室5班 4

第14.2－８図　重大事故等が同時発生した場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

26:0024:00

制御
建屋

作業番号

可搬型通信

可搬型送風
機による居
住性の確保

30:00 31:00 32:00 33:00 34:0029:00 47:0025:00 27:00 28:00 35:00 36:00 37:00 38:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:0039:00 40:00 41:00

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班



対策 作業内容 作業班 要員数

・可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバの敷設
建屋内5班、建屋内6班
建屋内17班、建屋内18班
建屋内25班、建屋内26班

12

AG 1 ・中央制御室送風機の状態確認 制御室1班 2

AG 2 ・可搬型発電機の起動準備 制御室1班、制御室2班 4

AG 3 ・可搬型送風機の起動準備 制御室3班、制御室5班 4

AG 4 ・可搬型発電機の起動 制御室2班 2

AG 5 ・可搬型送風機の起動 制御室3班 2

状態監視
燃料の補給

AG 6
・状態監視（可搬型発電機、可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

制御室4班、制御室5班 4

第14.2－８図　重大事故等が同時発生した場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

59:00 60:0054:00 55:00 57:00 58:00 70:0069:0061:00 62:00 63:00 68:0049:00 50:00 65:0064:00 66:00 67:0048:00 71:0051:00 52:00 53:00 56:00

制御
建屋

作業番号

可搬型通信

可搬型送風
機による居
住性の確保

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班

制御室4班

制御室5班



作業内容 作業班 要員数

放 1
放射線監視盤の状態確認および監視

放射線管理班長 1

放 2
線量計貸出、入域管理、初動対応要員着装補助

放管2班 2

放 3
　ＡＰ建屋仮設モニタ設置

放管1班 2

放 4
放射性希ガスの指示値確認

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 5
捕集した排気試料の放射能測定

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 6
風向・風速測定 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 7
チェンジングエリア設営（ＡＧ中央制御室用）

放管2班 2

放 8
チェンジングエリア運営（ＡＧ中央制御室用） 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 9
管理区域への入域状況確認、通常退域者の支援 放管3班（FB）、放管4班

（DA）、放管5班（AK）
4（4）

放 10
　建屋周辺モニタリング 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 11
可搬型環境モニタリング設備設置 放管6班、放管7班、放管8

班、放管9班
6

放 12
可搬型環境モニタリング設備設置（緊急時対策所用）

放管8班、放管9班 2

放 13
可搬型気象観測設備の設置

放管1班 2

放 14
中央制御室および緊急事対策所へのデータ伝送装置の設置

放管1班 2

放 15
チェンジングエリアの設営・運営（Ｆ制御室用）

放管3班（FB）、放管4班（DA） 2（4）

放 16
緊急時環境モニタリング

放管1班 2

第14.2－９図　重大事故等が同時発生した場合の放射線管理における必要な要員及び作業項目（その１）

ウラン・プ
ルトニウ
ム混合脱
硝建屋

15:00 16:00 17:00 18:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00作業番号 9:007:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 19:00 20:00 23:0021:00 22:0014:00

建屋周辺モニタリング初回終了後は、KA3班およびKA8班へ戻る

放射線管理班

放7
放管2班

放管1班
放6

放管1班
放6 放13

放10※

放管3班（FB）、放管4班（DA）
放8

放10※
放管2班

放8

放管5班
放10※ 放8

放管3班（FB）、放管4班（DA）
放8 放10※

放10※ 放8
放管3班（FB）、放管4班（DA）

放管1班
放13

放10※

放管3班（FB）、放管4班（DA）
放8

放10※
放管2班

放8

放管5班
放10※ 放8

放管3班（FB）、放管4班（DA）
放8 放10※

放10※ 放8

放14

放管1班

放10※

放管3班（FB）

放10※
放管2班

放管5班（AK）
放10※ 放8

放10※ 放8

放管3班（FB）、放管4班（DA）

放4、5

放4、5

放管2班

放2

放管3班（FB）、放管4班（DA）
放4、5（放管3、4班）

放6

放10※
放管5班（AK）

放管3班（FB）、放管4班（DA）、放管5班（AK）

放8（放管5班（AK）、放10※（放管3班（FB）、放管4版（DA））

放管3班（FB）、放管4班（DA）

放4、5、6（放管3班（FB）、放管4班（DA））

放管2班
放4、5、6（放管2班）

放8（放管5班（AK）） 放4、5、6（放管5班（AK））

放4、5、6（放管3班（FB）、放管4班（DA））

放8（放管2班）

放8（放管3班（FB）、放管4班（DA））

放管5班（AK）

放管3班（FB）、放管4班（DA）

放管6班
情1

情2
放管7班

放管8班、9班

情1（放管8班）、情2（放管班）

放4、5（放管1班） 放管1班

放5

放8（放管3班（FB）、放管4班（DA）） 放8（放管3班（FB）、放管4班（DA））
放管3班（FB）、放管4班（DA）

放管3班（FB）、放管4班（DA）

放16

放5
放管3班



作業内容 作業班 要員数

放 1
放射線監視盤の状態確認および監視

放射線管理班長 1

放 2
線量計貸出、入域管理、初動対応要員着装補助

放管2班 2

放 3
　ＡＰ建屋仮設モニタ設置

放管1班 2

放 4
放射性希ガスの指示値確認

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 5
捕集した排気試料の放射能測定

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 6
風向・風速測定 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 7
チェンジングエリア設営（ＡＧ中央制御室用）

放管2班 2

放 8
チェンジングエリア運営（ＡＧ中央制御室用） 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 9
管理区域への入域状況確認、通常退域者の支援 放管3班（FB）、放管4班

（DA）、放管5班（AK）
4（4）

放 10
　建屋周辺モニタリング 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 11
可搬型環境モニタリング設備設置 放管6班、放管7班、放管8

班、放管9班
6

放 12
可搬型環境モニタリング設備設置（緊急時対策所用）

放管8班、放管9班 2

放 13
可搬型気象観測設備の設置

放管1班 2

放 14
中央制御室および緊急事対策所へのデータ伝送装置の設置

放管1班 2

放 15
チェンジングエリアの設営・運営（Ｆ制御室用）

放管3班（FB）、放管4班（DA） 2（4）

放 16
緊急時環境モニタリング

放管1班 2

第14.2－９図　重大事故等が同時発生した場合の放射線管理における必要な要員及び作業項目（その２）

41:00 46:00 47:0024:00 25:00 44:00 45:0027:00 28:00 29:00 30:00 36:00

ウラン・プ
ルトニウ
ム混合脱
硝建屋

作業番号 26:00 39:00 40:0037:00 38:0031:00 32:00 33:00 34:00 35:00 42:00 43:00

放管2班

放管3班（FB）、放管4班（DA）

放管5班（AK）



作業内容 作業班 要員数

放 1
放射線監視盤の状態確認および監視

放射線管理班長 1

放 2
線量計貸出、入域管理、初動対応要員着装補助

放管2班 2

放 3
　ＡＰ建屋仮設モニタ設置

放管1班 2

放 4
放射性希ガスの指示値確認

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 5
捕集した排気試料の放射能測定

放管1班、放管2班、放管3
班（FB）、放管4班（DA）、放
管5班（AK）

8（4）

放 6
風向・風速測定 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 7
チェンジングエリア設営（ＡＧ中央制御室用）

放管2班 2

放 8
チェンジングエリア運営（ＡＧ中央制御室用） 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 9
管理区域への入域状況確認、通常退域者の支援 放管3班（FB）、放管4班

（DA）、放管5班（AK）
4（4）

放 10
　建屋周辺モニタリング 放管2班、放管3班（FB）、放

管4班（DA）、放管5班（AK）
6（4）

放 11
可搬型環境モニタリング設備設置 放管6班、放管7班、放管8

班、放管9班
6

放 12
可搬型環境モニタリング設備設置（緊急時対策所用）

放管8班、放管9班 2

放 13
可搬型気象観測設備の設置

放管1班 2

放 14
中央制御室および緊急事対策所へのデータ伝送装置の設置

放管1班 2

放 15
チェンジングエリアの設営・運営（Ｆ制御室用）

放管3班（FB）、放管4班（DA） 2（4）

放 16
緊急時環境モニタリング

放管1班 2

第14.2－９図　重大事故等が同時発生した場合の放射線管理における必要な要員及び作業項目（その３）

69:0063:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:0051:0048:00 49:00 50:00 70:00 71:0057:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:0052:00 53:00 54:00 55:00 56:00

ウラン・プ
ルトニウ
ム混合脱
硝建屋

作業番号



作業班 要員数

情 1 建屋外
資機材運

搬
保管庫から設置場所までの運搬

放管6班、放管7班、放管8
班、放管9班

6

情 2
中央制御

室
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 3 精製建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 4 分離建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 5
ウラン・プル
トニウム混合
脱硝建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 6
高レベル廃
液ガラス固
化建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 7
使用済み燃
料受入れ・貯

蔵建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管9班 3

情 8
前処理建

屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

第14.2－10図　重大事故等が同時発生した場合の情報把握計装設備における必要な要員及び作業項目（その１）

情報把握
計装設備

15:00 16:00 17:00 18:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00作業番号 作業内容 14:00 21:0010:00 11:00 12:00 13:009:00 19:00 20:00 23:0022:00

放11（放管6班）、12（放管8班） 情3（放管6班、放管8班）

放管6班、放管8班

情8（放管7班、放管9班）

放11（放管6班）、12（放管8班） 情4（放管7班、放管9班）

放管7班、放管9

放管6班、放管8
情1（放管6班、放管8班） 情5（放管6班、放管8班）

情2（放管7班、放管9

情3（放管6班、放管8班）

放管7班、放管9班

放管7班、放管9班

放管6班、放管8

放管6班、放管8班

情1（放管7班、放管9班）

放管7班、放管9

情7

（放管6班、放管8班）



作業班 要員数

情 1 建屋外
資機材運

搬
保管庫から設置場所までの運搬

放管6班、放管7班、放管8
班、放管9班

6

情 2
中央制御

室
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 3 精製建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 4 分離建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 5
ウラン・プル
トニウム混合
脱硝建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 6
高レベル廃
液ガラス固
化建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 7
使用済み燃
料受入れ・貯

蔵建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管9班 3

情 8
前処理建

屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

第14.2－10図　重大事故等が同時発生した場合の情報把握計装設備における必要な要員及び作業項目（その２）

情報把握
計装設備

作業番号 作業内容 28:00 29:00 30:00 36:00 37:00 38:0031:00 47:0032:00 33:00 34:00 35:00 42:0024:00 25:00 44:00 45:00 46:0026:00 39:00 40:00 43:0041:0027:00

放管6班、放管8班
）

情6（放管6班、放管8



作業班 要員数

情 1 建屋外
資機材運

搬
保管庫から設置場所までの運搬

放管6班、放管7班、放管8
班、放管9班

6

情 2
中央制御

室
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 3 精製建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 4 分離建屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

情 5
ウラン・プル
トニウム混合
脱硝建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 6
高レベル廃
液ガラス固
化建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管8班 3

情 7
使用済み燃
料受入れ・貯

蔵建屋

対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管6班、放管9班 3

情 8
前処理建

屋
対処建屋
内作業

可搬型発電機および
情報収集装置設置

放管7班、放管9班 3

第14.2－10図　重大事故等が同時発生した場合の情報把握計装設備における必要な要員及び作業項目（その３）

情報把握
計装設備

作業番号 49:00 50:00作業内容 68:00 69:0063:00 64:00 65:00 66:00 67:00 70:00 71:0057:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:0052:00 53:00 54:00 55:00 56:0048:00 51:00
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補 14-1-1 
 

1. 必要な要員及び資源の算出方法 

1.1 必要な要員の算出方法 

重大事故等が同時発生の対処に必要な要員は，同一時間軸で最大とな

る要員と対処に必要な延べ要員を算出する。「地震」及び「火山」を条件

とした場合の同一時間軸で最大となる要員と対処に必要な延べ要員を第 1.

－１図及第 1.－２図に示す。 

 

  

 

 

 

 

 



人数

1

6

6

3

4

1

21

班名
※1

人数

放射線管理班長 1

放管1班 2

放管2班 2

放管3班（ＦＢ） 1(2)

放管4班（ＤＡ） 1(2)

放管5班（ＡＫ） 2

小計 9

班名
※1

人数

建屋外対策班長 1

建屋外班長連絡要員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外3班 2

建屋外4班 2

建屋外5班 2

建屋外6班 2

建屋外7班 2

建屋外8班 1

合計 20

班名
※1

人数

建屋内1班 1

建屋内2班 1

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 2

建屋内6班 2

建屋内7班 2

建屋内8班 2

建屋内9班 2

建屋内10班 2

建屋内11班 2

建屋内12班 2

建屋内13班 2

建屋内14班 2

建屋内15班 2

建屋内16班 2

建屋内17班 2

建屋内18班 2

建屋内19班 2

建屋内20班 2

建屋内21班 2

建屋内22班 2

建屋内23班 2

建屋内24班 2

建屋内25班 2

建屋内26班 2

建屋内27班 2

建屋内28班 2

建屋内29班 2

建屋内30班 2

建屋内31班 2

建屋内32班 2

建屋内33班 2

建屋内34班 2

建屋内35班 2

建屋内36班 2

建屋内37班 2

建屋内38班 2

建屋内39班 2

建屋内40班 2

建屋内41班 2

建屋内42班 2

小計 82

合計 132

9:00 10:00

3:00 4:00

8:00

2

建屋外2班 2

12:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 6:00 7:00 22:00 23:00

23:00

16:009:00 10:00 11:00 14:0012:00 13:00

18:00 19:0015:00 16:00 20:00 21:0017:0013:00 14:00

13:00 14:00

放射線
管理班

8:00 9:00

5:00 6:00 18:00

（時間）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 21:00 22:00 23:0017:00 18:00 19:00 20:0015:00

7:00 17:0011:00 12:005:00 6:00 16:000:00 1:00 2:00 15:0010:00

7:00 8:00

各建屋内
対策班

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00

建屋外
対策班

建屋外1班

11:005:00

23:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

18:00 22:00

20:00 21:00 22:00

19:00 20:00 21:00

19:00

班名

実施責任者

建屋対策班長

現場管理者

要員管理班

情報管理班

通信班長

小計

実施責任者

建屋対策班長

要員管理班

現場管理者

通信班長

F初動対応

状態監視

建屋外対策班長

建屋外班長連絡要員

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

F作業班については、各班にF建屋責任者又はF現場管理責任者が加わり状態監視を実施する。

KA初動対応

KA初動対応

KA初動対応

3 AB 4

AB初動対応

AB初動対応

AB初動対応

精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋

AC初動対応

AC初動対応

AC初動対応

精製建屋

蒸発乾固 制限時間

CA初動対応

CA初動対応

CA初動対応

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

蒸発乾固 制限時間

AC 受皿

KA 1

KA 1

高レベル廃液ガラス固化建屋

蒸発乾固 制限時間

AA初動対応

AA初動対応

AA初動対応

AB現責補助

AC・CA現責補助

AB 18 19

21 AB 22

AB 23

KA 1

KA 2

KA 3

KA 10

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 13

KA 22

KA 22

KA 22AA・KA現責補助

KA 10

KA 17

KA 17

KA 11

KA 11

KA 4,5

6

KA 7 KA 9

8

KA 11

KA 11

KA 11

KA 11

KA 11

KA 12

12

KA 16

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 19

KA 19

KA 19

KA 20

KA 20

KA 20

KA 21

KA 21

KA 21

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 25 26 27

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

AC 1

5 2

AC12 13

AC14

AC16

AC16

AC16

AC16

17

AC19

AC19

AC20

AC21

AC21

AC 受皿

AC 受皿

AC29

AC29

AC22

AC22

AC23

AC24

AC25

AC25

AC26

AC26

AC26

30

AC15

AC15

AC18

AB 1

AB 24

AB 24

AB 24

AB 24

AB 27

28

28

29

29

30

30

32

32

AB 33

AB34

35

AB 36

AB 36 AB 37

AB受皿

AB受皿

7 8

AB 9

AB 10

AB 13
AB 14

AB 15

AB 16

AB 2625 11 12

AB 17

AB 2

37

37

AB20

CA 1

5

6

3

CA 16

CA 16

1716

CA受皿

受皿

2

CA 20

CA 21

CA 21

CA 26

CA 22

CA 22

26

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 28

CA 23

CA 14

CA 14

CA 14

CA 18

CA 18

6 CA 7 CA 8

CA 13

CA 13

CA 19

CA 24

CA 24

KA 30

KA 30

KA 30

KA 30

KA 30

AB 38

AB 38

AB 38  ※2

AB 38

AB 38

AB 38

AB 38

30

AB 37

AC 3

AC 3

4

4

6 AC7

8

8

AC9

AC9 AC10

AC11

AC11AC7

AC 1

CA 5

CA 5

CA 9

CA 9

11

KA 5

AB20

31

AB 9 AB 17

KA 30

初動対応と並行して、水素爆発対策における手動接続作業実施

外電遮断

CA 29

CA 29

CA 29 CA 29

CA 29

AC 31

AC 31

AC 31  ※2

AC 31

AC 31

AC 31  ※2

AC 31

AC 31

AC 31

CA 29

CA 10

CA 11

CA 12CA 11

CA 15

CA 15

CA 14

CA 14

CA 14CA 12

AC16

AC16

KA 1

KA 1

KA 2

KA 5

KA 5

KA 7

KA 7

KA 7

KA 7

KA 7

KA 9

KA 9

KA 9

AA 11

AA 12

AA 14

可搬型通

可搬型通

可搬型通

可搬型通

可搬型通

可搬型通

AC 31

CA 29

AB 38

分離建屋

蒸発乾固 制限時間

F 3

CA 4

F 1 F 3

F 3

F 2 F 3

F 2

F 1

F 6

F 6

F 6

F 4 5

F 6

F 6

F 6

F 6

F 6

F 7

F 7

F 7

F 7

F 4 5

F 4 5

F 4 5

KAコ2 1

KAコ2  3

KAコ2  3

KAコ2 2

KAコ2 2

KAコ3 1

KAコ3  3

KAコ3  3

KAコ3 2

KAコ3 2

KAコ5 1

KAコ5  3

KAコ5  3

KAコ5 2

KAコ5 2

KAコ4  1

KAコ4  1

KAコ4 2

KAコ4 2

KAコ1  1

KAコ1  1

外1

外2

外3

外3 4

外5

外9

外5

外5

外6

外6

外7 外8 外9

4

外10

外10

外10

外10

外11

外12

外12

外12

13

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外15

外16

外16

外16

外17

外17

外17

外18

外18

外18

外19

外19

外32

外21

外22

外22

外22

外23

外24 外25

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外27

外20

外28

外28

外28

外29

外29

外29

30

30

30

外31

外33 外34

外34

外34

35 外36 外37

外38

外38

外38

外38

外40

外41

外41

外42

外42

外43

外60

外61

外62

外63

外5

外39

外39

外39

外39

外44

外58 外59

外59

外59

外62

外62

外1

外5 外5

外5

外6

外6外5

外5

外5 外5 外6

外5

建屋周辺

モニタリング等

（対応内容は、放射線管理

グループ3班参照）

建屋周辺

モニタリング等

（対応内容は、放射線管理

グループ4班参照）

情報管理班

1

3 A

A

B

2 7

9 10

10

B8

6

10

9

9

10※

10※

8

8

8

8

8

8

15

15

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 10※

8

8

10※

10※

8

8 8

8

8

8

8

10※

13 14 5 5 5 5 5 5 5

8

8

8

B

A

B

5 55 5

A

A

A

B

B

外67

０：４０ ピーク要員数 １０１名

CA＊

AB＊

AC＊

KA＊

：放射線管理に係る作業項目

：精製建屋における作業項目

：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における作業項目

：高レベル廃液ガラス固化建屋における作業

＊ 各建屋「具体的対処におけるタイムチャート」の作業項

目番号を示す。

また、「＊」は蒸発乾固対策、「＊」は水素爆発対策、

「＊」は放出防止対策、「受皿」は漏えい液受皿液位測

定を示す。

＊

＊ ：中央制御室等における指揮命令機

：分離建屋における作業項目

外＊ ：建屋外における作業項目

F＊ ：使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋における作業項

＊ ：可搬型通信設備に係る作業項目

AA＊ ：前処理建屋における作業項目

燃＊ ：燃料給油に係る作業項目

燃1 燃2 燃3 燃4 燃3 燃4

燃5 燃5燃6 燃6 燃5 燃6

燃7 燃7燃8

燃1 燃2

燃6 燃5

燃8 燃7 燃8

燃5

燃7

16

第1.－１図　「地震」を条件として重大事故等が同時発生した場合の対処要員



人数

1

6

6

3

4

1

21

班名
※1

人数

放射線管理班長 1

放管1班 2

放管2班 2

放管3班（ＦＢ） 1(2)

放管4班（ＤＡ） 1(2)

放管5班（ＡＫ） 2

小計 9

班名
※1

人数

建屋外対策班長 1

建屋外班長連絡要員 1

燃料給油1班 1

燃料給油2班 1

燃料給油3班 1

建屋外3班 2

建屋外4班 2

建屋外5班 2

建屋外6班 2

建屋外7班 2

建屋外8班 1

合計 20

班名
※1

人数

建屋内1班 1

建屋内2班 1

建屋内3班 2

建屋内4班 2

建屋内5班 2

建屋内6班 2

建屋内7班 2

建屋内8班 2

建屋内9班 2

建屋内10班 2

建屋内11班 2

建屋内12班 2

建屋内13班 2

建屋内14班 2

建屋内15班 2

建屋内16班 2

建屋内17班 2

建屋内18班 2

建屋内19班 2

建屋内20班 2

建屋内21班 2

建屋内22班 2

建屋内23班 2

建屋内24班 2

建屋内25班 2

建屋内26班 2

建屋内27班 2

建屋内28班 2

建屋内29班 2

建屋内30班 2

建屋内31班 2

建屋内32班 2

建屋内33班 2

建屋内34班 2

建屋内35班 2

建屋内36班 2

建屋内37班 2

建屋内38班 2

建屋内39班 2

建屋内40班 2

建屋内41班 2

建屋内42班 2

小計 82

合計 132

4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

2

3:00 4:00

7:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

23:00

11:005:00

0:00 1:00 2:00 3:00

13:00 14:00 15:00

23:00

各建屋内
対策班

建屋外
対策班

18:00 19:00 20:00 21:00 22:007:00 17:0011:00 12:005:00 6:00 16:000:00 1:00 2:00

20:00 21:00 22:0013:00

建屋外1班

（時間）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 21:00 22:00 23:0017:00 18:00 19:00 20:0015:00 16:009:00 10:00 11:00 14:0012:00

8:00

13:00

18:00 19:0015:00 16:00 20:00 21:0017:0013:00 14:00

10:00

9:00 10:00 11:00 12:00

22:00 23:00

建屋外2班 2

12:000:00 1:00 2:00 3:00 9:00 10:004:00 6:00

放射線
管理班

8:00 9:00

班名

実施責任者

建屋対策班長

現場管理者

要員管理班

情報管理班

通信班長

小計

実施責任者

建屋対策班長

要員管理班

現場管理者

通信班長

F初動対応

状態監視

建屋外対策班長

建屋外班長連絡要員

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

状態監視

F作業班については、各班にF建屋責任者又はF現場管理責任者が加わり状態監視を実施する。

3 AB 4

精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋

精製建屋

蒸発乾固 制限時間

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

蒸発乾固 制限時間

AC 受皿

KA 1

KA 1

高レベル廃液ガラス固化建屋

蒸発乾固 制限時間

AB 18 19

21 AB 22

AB 23

KA 1

KA 2

KA 3

KA 10

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 14

KA 13

KA 22

KA 22

KA 22

KA 10

KA 17

KA 17

KA 11

KA 11

KA 4,5

6

KA 7 KA 9

8

KA 11

KA 11

KA 11

KA 11

KA 11

KA 12

12

KA 16

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 15

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 18

KA 19

KA 19

KA 19

KA 20

KA 20

KA 20

KA 21

KA 21

KA 21

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 24

KA 25 26 27

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

KA 受皿

AC 1

5 2

AC12 13

AC14

AC16

AC16

AC16

AC16

17

AC19

AC19

AC20

AC21

AC21

AC 受皿

AC 受皿

AC29

AC29

AC22

AC22

AC23

AC24

AC25

AC25

AC26

AC26

AC26

30

AC15

AC15

AC18

AB 1

AB 24

AB 24

AB 24

AB 24

AB 27

28

28

29

29

30

30

32

32

AB 33

AB34

35

AB 36

AB 36 AB 37

AB受皿

AB受皿

7 8

AB 9

AB 10

AB 13
AB 14

AB 15

AB 16

AB 2625 11 12

AB 17

AB 2

37

37

AB20

CA 1

5

6

3

CA 16

CA 16

1716

CA受皿

受皿

2

CA 20

CA 21

CA 21

CA 26

CA 22

CA 22

26

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 27

CA 28

CA 23

CA 14

CA 14

CA 14

CA 18

CA 18

6 CA 7 CA 8

CA 13

CA 13

CA 19

CA 24

CA 24

KA 30

KA 30

KA 30

KA 30

KA 30

AB 38

AB 38

AB 38  ※2

AB 38

AB 38

AB 38

AB 38

30

AB 37

AC 3

AC 3

4

4

6 AC7

8

8

AC9

AC9 AC10

AC11

AC11AC7

AC 1

CA 5

CA 5

CA 9

CA 9

11

KA 5

AB20

31

AB 9 AB 17

KA 30

初動対応と並行して、水素爆発対策における手動接続作業実施

CA 29

CA 29

CA 29 CA 29

CA 29

AC 31

AC 31

AC 31  ※2

AC 31

AC 31

AC 31  ※2

AC 31

AC 31

AC 31

CA 29

CA 10

CA 11

CA 12CA 11

CA 15

CA 15

CA 14

CA 14

CA 14CA 12

AC16

AC16

KA 1

KA 1

KA 2

KA 5

KA 5

KA 7

KA 7

KA 7

KA 7

KA 7

KA 9

KA 9

KA 9

AA 11

AA 12

AA 14

AC 31

CA 29

AB 38

分離建屋

蒸発乾固 制限時間

F 3

CA 4

F 1 F 3

F 3

F 2 F 3

F 2

F 1

F 6

F 6

F 6

F 4 5

F 6

F 6

F 6

F 6

F 6

F 7

F 7

F 7

F 7

F 4 5

F 4 5

F 4 5

KAコ2 1

KAコ2  3

KAコ2  3

KAコ2 2

KAコ2 2

KAコ3 1

KAコ3  3

KAコ3  3

KAコ3 2

KAコ3 2

KAコ5 1

KAコ5  3

KAコ5  3

KAコ5 2

KAコ5 2

KAコ4  1

KAコ4  1

KAコ4 2

KAコ4 2

KAコ1  1

KAコ1  1

外3

外3

外5

外9

外5

外5

外6

外6

外7 外8 外9

外10

外10

外10

外10

外11

外12

外12

外12

13

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外14

外15

外16

外16

外16

外17

外17

外17

外18

外18

外18

外19

外19

外32

外21

外22

外22

外22

外23

外24 外25

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外26

外27

外20

外28

外28

外28

外29

外29

外29

30

30

30

外31

外33 外34

外34

外34

35 外36 外37

外38

外38

外38

外38

外40

外41

外41

外42

外42

外43

外60

外61

外62

外63

外5

外39

外39

外39

外39

外44

外58 外59

外59

外59

外62

外62

外5 外5

外5

外6

外6外5

外5

外5 外5 外6

外5

建屋周辺

モニタリング等

（対応内容は、放射線管理

グループ3班参照）

建屋周辺

モニタリング等

（対応内容は、放射線管理

グループ4班参照）

情報管理班

1

3 A

A

B

2 7

9 10

10

B8

6

10

9

9

10※

10※

8

8

8

8

8

8

15

15

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 10※

8

8

10※

10※

8

8 8

8

8

8

8

10※

13 14 5 5 5 5 5 5 5

8

8

8

B

A

B

5 55 5

A

A

A

B

B

外67

屋外設備移動AB

可搬型通

可搬型通

屋外設備移動AB

可搬型通

可搬型通

可搬型通

可搬型通

屋外設備移動AB

屋外設備移動AB

屋外設備移動AC

屋外設備移動AC

屋外設備移動CA

屋外設備移動CA

屋外設備移動AA

屋外設備移動AA

屋外設備移動KA

屋外設備移動KA

屋外設備移動KA

屋外設備移動KA

１６：３０ ピーク要員数 １００名

CA＊

AB＊

AC＊

KA＊

：放射線管理に係る作業項目

：精製建屋における作業項目

：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における作業項目

：高レベル廃液ガラス固化建屋における作業

＊ 各建屋「具体的対処におけるタイムチャート」の作業項

目番号を示す。

また、「＊」は蒸発乾固対策、「＊」は水素爆発対策、

「＊」は放出防止対策、「受皿」は漏えい液受皿液位測

定を示す。

＊

＊ ：中央制御室等における指揮命令機

：分離建屋における作業項目

外＊ ：建屋外における作業項目

F＊ ：使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋における作業項

＊ ：可搬型通信設備に係る作業項目

AA＊ ：前処理建屋における作業項目

燃＊ ：燃料給油に係る作業項目

燃1 燃2 燃3 燃4 燃3 燃4

燃5 燃5燃6 燃6 燃5 燃6

燃7 燃7燃8

燃1 燃2

燃6 燃5

燃8 燃7 燃8

燃5

燃7

16

第1.－２図　「火山」を条件として重大事故等が同時発生した場合の対処要員
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1. 水源に関する評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策で使用する水源については,以

下のとおり 

 ・第１貯水槽の一区画※ ：約 10,000ｍ３ 

使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用する水源については,以下のとお

り 

 ・第１貯水槽の一区画※ ：約 10,000ｍ３ 

※ 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策で使用する第１貯水槽の区

画と使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用する第１貯水槽の区画

は，異なる区画を使用する。 

 

2. 水使用パターン 

①蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策 

  内部ループ通水による冷却，冷却コイル等への通水による冷却及び放出

低減対策（凝縮器への通水）に使用する水量は，各建屋において使用する

流量と水源使用開始から対応期間の 7 日間（168 時間）までの時間の差の

積である。ただし，内部ループ通水による冷却，冷却コイル等への通水に

よる冷却及び凝縮器への通水に使用した排水は，貯水槽へ戻し再利用する

ため必要流量は計上しない。 

  貯水槽から機器への注水に必要な水量は，各機器が保有する溶液の蒸発

速度と溶液の沸騰までの時間余裕と対応期間の 7 日間（168 時間）までの

時間の差の積である。ただし，沸騰が 168 時間以上の貯槽の必要流量は計

上しない。 

 

②使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故１） 
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  燃料貯蔵プール等の初期水位は，水位低警報値の水位（通常液位から

0.05ｍ低下）であることを想定しているため，燃料貯蔵プール等の水位を

通常水位まで回復するために水が必要となる。その後，燃料貯蔵プール等

の水位を維持するために使用する水量は，燃料貯蔵プール等への供給流量

と，水源使用開始から対応期間の 7 日間（168 時間）までの時間の差の積

である。 

 

③使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２） 

  燃料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいとしてスロッシングが発生した

ときに，燃料貯蔵プール等の水位を回復し，維持するために水が必要とな

る。スロッシングにより燃料貯蔵プール等の水位は通常水位から 0.60ｍ

下まで低下するため，燃料貯蔵プール等の水位を通常水位まで回復するた

めの水量が必要である。その後，燃料貯蔵プール等の水位を維持するため

に使用する水量は，燃料貯蔵プール等への供給流量と，水源使用開始から

対応期間の 7 日間（168 時間）までの時間の差の積である。 

 

3. 時間評価 

①蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策 

 貯水槽から機器への注水によって，第１貯水槽の一区画の水量は減少

する。 

各機器の沸騰までの時間（時間余裕）と対応期間の 7 日間（168 時間）

までに蒸発する水量（注水量）を第 3.－１表から第 3.－５表に示す。 

   事象発生から対応期間の 7 日間（168 時間）までに第１貯水槽の一区

画が枯渇することはない。 

②使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故１） 
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使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故１）よって，第１貯水槽

の一区画の水量は減少する。 

使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用する可搬型中型移送ポンプ

による水の供給開始時間は 21 時間 30 分後であり，まずは通常水位へ

の回復のため約 100ｍ３（低下液位 0.05ｍ×燃料貯蔵プール等の面積

2,000ｍ２）の水量が必要となる。その後，燃料貯蔵プール等の水位の

維持のため，必要な水量としては，蒸発量に対して保守的なる様，水

の供給開始時間である 21 時間 30 分後から対応期間の 7 日間（168 時間）

まで 10ｍ３/ｈで水を供給することを想定し，約 1,500ｍ３である。以上

から，事象発生から対応期間の７日間（168 時間）までに使用する水量

は合計約 1,600ｍ３である。 

事象発生から対応期間の 7 日間（168 時間）までに第１貯水槽の一区

画が枯渇することはない。 

 

③使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２） 

   使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）よって，第１貯水槽

の一区画の水量は減少する。 

使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用する可搬型中型移送ポンプに

よる水の供給開始時間は 21 時間 30 分後であり，まずは通常水位への回

復のため約 1,200ｍ３（低下液位 0.6ｍ×燃料貯蔵プール等の面積 2,000

ｍ２）の水量が必要となる。その後，燃料貯蔵プール等の水位の維持の

ため，必要な水水量としては，蒸発量に対して保守的なる様，水の供給

開始時間である 21 時間 30 分後から対応期間の 7 日間（168 時間）まで

10ｍ３/ｈで水を供給することを想定し，約 1,500ｍ３である。以上から，
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事象発生から対応期間の７日間（168 時間）までに使用する水量は合計

約 2,700ｍ３である。 

   事象発生から対応期間の 7 日間（168 時間）までに第１貯水槽の一区

画が枯渇することはない。 

 

第 3．－１表 機器注水に必要な水量（前処理建屋） 

建屋 機器 
時間余裕 
［ｈ］ 

蒸発速度 
[ｍ３/ｈ] 

注水量 
[ｍ３] 

前処理建屋 

中継槽Ａ 150 6.8×10－３ 5.8×10－２ 

中継槽Ｂ 150 6.8×10－３ 5.8×10－２ 

リサイクル槽Ａ 160 2.4×10－２ 7.4×10－３ 

リサイクル槽Ｂ 160 2.4×10－２ 7.4×10－３ 

計量前中間貯槽Ａ 140 2.5×10－３ 4.8×10－１ 

計量前中間貯槽Ｂ 140 2.5×10－３ 4.8×10－１ 

計量後中間貯槽 190 1.9×10－２ － 

計量・調整槽 180 1.9×10－２ － 

計量補助槽 190 5.3×10－３ － 

中間ポットＡ 160 1.3×10－４ 7.5×10－５ 

中間ポットＢ 160 1.3×10－４ 7.5×10－５ 

 

第 3．－２表 機器注水に必要な水量（分離建屋） 

建屋 機器 
時間余裕 
［ｈ］ 

蒸発速度 
[ｍ３/ｈ] 

注水量 
[ｍ３] 

分離建屋 

溶解液中間貯槽 180 1.9×10－２ － 

溶解液供給槽 180 4.5×10－３ － 

抽出廃液受槽 250 7.1×10－３ － 

抽出廃液中間貯槽 250 9.4×10－３ － 

抽出廃液供給槽Ａ 250 2.9×10－２ － 
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抽出廃液供給槽Ｂ 250 2.9×10－２ － 

第１一時貯留処理槽 310 1.4×10－３ － 

第８一時貯留処理槽 310 1.7×10－３ － 

第７一時貯留処理槽 310 1.4×10－３ － 

第３一時貯留処理槽 250 9.4×10－３ － 

第４一時貯留処理槽 250 9.4×10－３ － 

第６一時貯留処理槽 330 5.7×10－３ － 

高レベル廃液供給槽Ａ 720 3.9×10－３ － 

高レベル廃液濃縮缶Ａ 15 1.3×10－１ 20 

 

第 3．－３表 機器注水に必要な水量（精製建屋） 

建屋 機器 
時間余裕 
［ｈ］ 

蒸発速度 
[ｍ３/ｈ] 

注水量 
[ｍ３] 

精製建屋 

プルトニウム溶液受槽 
12 

1.4×10－２ 7.2×10－２ 

油水分離槽 
12 

1.4×10－２ 7.0×10－２ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 
11 

3.5×10－２ 3.2×10－１ 

プルトニウム溶液一時貯槽 
11 

2.1×10－２ 3.1×10－１ 

プルトニウム濃縮液受槽 
12 

1.4×10－２ 2.2 

リサイクル槽 
12 

1.4×10－２ 2.2 

希釈槽 
110 

1.4×10－３ 5.4 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 
110 

1.4×10－３ 3.3 

プルトニウム濃縮液計量槽 
96 

4.6×10－３ 2.2 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 
98 

4.6×10－３ 2.2 

第１一時貯留処理槽 
100 

2.3×10－３ 1.5×10－１ 

第２一時貯留処理槽 
100 

2.3×10－３ 1.5×10－１ 

第３一時貯留処理槽 
96 4.6×10－３ 

3.2×10－１ 
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第 3．－４表 機器注水に必要な水量（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

建屋 機器 
時間余裕 
［ｈ］ 

蒸発速度 
[ｍ３/ｈ] 

注水量 
[ｍ３] 

ウラン・ 
プルトニウム 
混合脱硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 19 1.4×10－２ 2.1 

混合槽Ａ 30 8.6×10－３ 1.2 

混合槽Ｂ 30 8.6×10－３ 1.2 

一時貯槽 19 1.4×10－２ 2.1 

 

第 3．－５表 機器注水に必要な水量（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

建屋 機器 
時間余裕 
［ｈ］ 

蒸発速度 
[ｍ３/ｈ] 

注水流量 
[ｍ３] 

高レベル廃液 
ガラス固化建屋 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 24 6.3×10－１ 89 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 24 6.3×10－１ 89 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 23 1.5×10－１ 21 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 23 1.5×10－１ 21 

高レベル廃液混合槽Ａ 23 1.2×10－１ 17 

高レベル廃液混合槽Ｂ 23 1.2×10－１ 17 

供給液槽Ａ 24 3.0×10－２ 4.2 

供給液槽Ｂ 24 3.0×10－２ 4.2 

供給槽Ａ 24 1.2×10－１ 1.7 

供給槽Ｂ 24 1.2×10－１ 1.7 

高レベル廃液共用貯槽 24 6.3×10－１ 89 

 

4. 水源評価結果 

  時間評価の結果から，第１貯水槽が枯渇することはない。 

また，７日間の対応を考慮すると，第１貯水槽の一区画を水源として

使用する蒸発乾固の拡大防止対策の貯水槽から機器への注水は，合計約

310ｍ３の水が必要となる。第１貯水槽の一区画に，約 10,000ｍ３の水を保
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有することから必要水量を確保している。このため，安定して貯水槽から

機器への注水を継続することが可能である。 

また，７日間の対応を考慮すると，第１貯水槽の一区画を水源として

使用済燃料貯蔵プール等への注水で必要水量としては，必要水量が多くな

る想定事故２への対処で合計約 2,700ｍ３の水が必要となる。第１貯水槽

の一区画に，約 10,000ｍ３の水を保有することから必要水量を確保してい

る。このため，安定して使用済燃料貯蔵プール等への注水を継続すること

が可能である。 





令和２年１月８日 R0 
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1. 必要な燃料の算出について 

  重大事故等の同時発生の対処で必要な燃料は，機器の１時間あたりの燃

料消費量と燃料を必要とする機器の使用開始から対応時間 7 日間（168 時

間）までの時間の差（使用時間）の積である。 

  以下に，設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」

及び「火山」を条件とした場合の必要な燃料を示す。 

7 日間における燃料の対応について（地震） 

地震時の軽油消費量 

必要燃料算出過程 合計 判定 

可搬型中型移送ポンプ（給水） ４台起動 

（燃料消費率は保守的に定格出力運転時を想定） 

前処理建屋 

43L/h（燃料消費率）×143h（運転時間）＝6.2ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

43L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

43L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

43L/h（燃料消費率）×166h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 28ｍ３ 

蒸発乾固を

実施するた

めに必要な

軽油は合計

で約 90ｍ３

である。 

軽油貯蔵タ

ンクの容量

は約 400ｍ３

であり 7 日

間対応可能 

可搬型中型移送ポンプ（排水） ３台起動 

（燃料消費率は保守的に定格出力運転時を想定） 

前処理建屋 

43L/h（燃料消費率）×134h（運転時間）＝5.8ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

43L/h（燃料消費率）×159h（運転時間）＝6.9ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

43L/h（燃料消費率）×152h（運転時間）＝6.6ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 20ｍ３ 

可搬型発電機（18L/h） ５台起動 

前処理建屋 

18L/h（燃料消費率）×136h（運転時間）＝2.5ｍ３ 

分離建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

18L/h（燃料消費率）×165h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

制御建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 15ｍ３ 
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地震時の軽油消費量（つづき） 

必要燃料算出過程 合計 判定 

可搬型発電機（36L/h） １台起動 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

36L/h（燃料消費率）×146h（運転時間）＝5.3ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 5.3ｍ３ 

 

可搬型発電機（2L/h） 12 台起動 

排気監視測定設備 

2L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

環境監視測定設備可搬型発電機 

2L/h（燃料消費率）×165.5h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.9h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.25h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163h（運転時間）＝0.336ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×165.9h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163.9h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

気象監視測定設備可搬型発電機 

2L/h（燃料消費率）×161h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機 

2 L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 4.0ｍ３ 

可搬型発電機（2.7L/h） ９台起動 

環境モニタリング設備用可搬型発電機 

2.7L/h（燃料消費率）×160h（運転時間）×9 台＝3.9ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 3.9ｍ３ 
 

可搬型空気圧縮機 ４台起動 

前処理建屋 

10L/h（燃料消費率）×132h（運転時間）＝1.4ｍ３ 

分離建屋 

10L/h（燃料消費率）×162h（運転時間）＝1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

8L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

10L/h（燃料消費率）×158h（運転時間）＝1.6ｍ３ 

可搬型空冷ユニット用空気圧縮機 １台起動 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

33L/h（燃料消費率）×139h（運転時間）＝4.6ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 11ｍ３ 

同上 
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地震時の軽油消費量（つづき） 

必要燃料算出過程 合計 判定 

運搬等に必要な車両等 

軽油用タンク ローリ 

2L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）×3 台＝1.0ｍ３ 

中型移送ポンプ運搬車 

2L/h（燃料消費率）×3h（運転時間）×2 台＝0.012ｍ３ 

ホース展張車 

2L/h（燃料消費率）×9h（運転時間）×2 台＝0.036ｍ３ 

運搬車 

5L/h（燃料消費率）×13h（運転時間）×2 台＝0.13ｍ３ 

ホイール ローダ 

20L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）×1 台＝3.36ｍ３ 

20L/h（燃料消費率）×14.5h（運転時間）×1 台＝0.29ｍ３ 

20L/h（燃料消費率）×4h（運転時間）×1 台＝0.08ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 5.0ｍ３ 

同上 

 

地震時の重油消費量 

必要燃料算出過程 合計 判定 
 

緊急時対策所電源設備緊急時対策所用発電機 

411 L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）＝70 ｍ３ 
 

7 日間の重

油消費量 

約 70ｍ３ 

緊急時対策

所用発電機

の運転に必

要な重油は

約 70ｍ３で

ある。 

重油貯蔵タ

ンクの容量

は約 200ｍ３

であり 7 日

間対応可能 
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7 日間における燃料の対応について（火山） 

火山時の軽油消費量 

必要燃料算出過程 合計 判定 

可搬型中型移送ポンプ（給水） ４台起動 

（燃料消費率は保守的に定格出力運転時を想定） 

前処理建屋 

43L/h（燃料消費率）×143h（運転時間）＝6.2ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

43L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

43L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

43L/h（燃料消費率）×166h（運転時間）＝7.2ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 28ｍ３ 

蒸発乾固を

実施するた

めに必要な

軽油は合計

で約 90ｍ３

である。 

軽油貯蔵タ

ンクの容量

は約 400ｍ３

であり 7 日

間対応可能 

可搬型中型移送ポンプ（排水） ３台起動 

（燃料消費率は保守的に定格出力運転時を想定） 

前処理建屋 

43L/h（燃料消費率）×134h（運転時間）＝5.8ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

43L/h（燃料消費率）×159h（運転時間）＝6.9ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

43L/h（燃料消費率）×152h（運転時間）＝6.6ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 20ｍ３ 

可搬型発電機（18L/h） ５台起動 

前処理建屋 

18L/h（燃料消費率）×136h（運転時間）＝2.5ｍ３ 

分離建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

18L/h（燃料消費率）×165h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

制御建屋 

18L/h（燃料消費率）×164h（運転時間）＝3.0ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 15ｍ３ 
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火山時の軽油消費量（つづき） 

必要燃料算出過程 合計 判定 

可搬型発電機（36L/h） １台起動 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

36L/h（燃料消費率）×146h（運転時間）＝5.3ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 5.3ｍ３ 

同上 

可搬型発電機（2L/h） 12 台起動 

排気監視測定設備 

2L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

環境監視測定設備可搬型発電機 

2L/h（燃料消費率）×165.5h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.9h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.25h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163h（運転時間）＝0.336ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×165.9h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×164.5h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

2L/h（燃料消費率）×163.9h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

気象監視測定設備可搬型発電機 

2L/h（燃料消費率）×161h（運転時間）＝0.33ｍ３ 

緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機 

2 L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）＝0.34ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 4.0ｍ３ 

可搬型発電機（2.7L/h） ９台起動 

環境モニタリング設備用可搬型発電機 

2.7L/h（燃料消費率）×160h（運転時間）×9 台＝3.9ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 3.9ｍ３ 

可搬型空気圧縮機 ４台起動 

前処理建屋 

10L/h（燃料消費率）×132h（運転時間）＝1.4ｍ３ 

分離建屋 

10L/h（燃料消費率）×162h（運転時間）＝1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 

8L/h（燃料消費率）×167h（運転時間）＝1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

10L/h（燃料消費率）×158h（運転時間）＝1.6ｍ３ 

可搬型空冷ユニット用空気圧縮機 １台起動 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋 

33L/h（燃料消費率）×139h（運転時間）＝4.6ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 11ｍ３ 
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火山時の軽油消費量（つづき） 

必要燃料算出過程 合計 判定 

運搬等に必要な車両等 

軽油用タンク ローリ 

2L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）×3 台＝1.0ｍ３ 

中型移送ポンプ運搬車 

2L/h（燃料消費率）×3h（運転時間）×2 台＝0.012ｍ３ 

ホース展張車 

2L/h（燃料消費率）×9h（運転時間）×2 台＝0.036ｍ３ 

運搬車 

5L/h（燃料消費率）×13h（運転時間）×2 台＝0.13ｍ３ 

5L/h（燃料消費率）×1.5h（運転時間）×6 台＝0.045ｍ３ 

5L/h（燃料消費率）×1h（運転時間）×1 台＝0.005ｍ３ 

ホイール ローダ 

20L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）×1 台＝3.36ｍ３ 

20L/h（燃料消費率）×14.5h（運転時間）×1 台＝0.29ｍ３ 

20L/h（燃料消費率）×4h（運転時間）×1 台＝0.08ｍ３ 

7 日間の軽

油消費量 

約 5.0ｍ３ 

同上 

 

火山時の重油消費量 

必要燃料算出過程 合計 判定 
 

緊急時対策所電源設備緊急時対策所用発電機 

411 L/h（燃料消費率）×168h（運転時間）＝70 ｍ３ 
 

7 日間の重

油消費量 

約 70ｍ３ 

緊急時対策

所用発電機

の運転に必

要な重油は

約 70ｍ３で

ある。 

重油貯蔵タ

ンクの容量

は約 200ｍ３

であり 7 日

間対応可能 
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1. 必要な資源の算出方法 

(１) 容量の算出方法 

可搬型発電機においては，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に対し，それぞれ必要な負荷を積

上げるとともに，その負荷の起動順序並びに動的負荷の起動時を考慮

し評価する。 

 

(２) 評価結果 

(ａ) 可搬型発電機 

ａ．前処理建屋可搬型発電機 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷を積上げた結果は以下のとおり

である。動的負荷である前処理建屋の可搬型排風機の起動時容量につ

いては，電動機の起動電流（7.5ｋＷ以下の電動機については，全負

荷電流の 750％）を踏まえ容量を 7.5 倍とし，5.2ｋＶＡ／台×１台

×7.5＝39ｋＶＡと評価した。 

可搬型排風機の起動時を考慮しても 39ｋＶＡであることから，可

搬型発電機の容量である約 80ｋＶＡを超えることなく給電可能であ

る。  

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型排風機 １ 5.2 5.2 39 

２ 可搬型情報収集装置 １ 6.6 11.8 11.8 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 11.8 39 

評  価 80ｋＶＡ以下 
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ｂ．分離建屋可搬型発電機 

分離建屋可搬型発電機の電源負荷を積上げた結果は以下のとおりで

ある。動的負荷である分離建屋の可搬型排風機の起動時容量について

は，電動機の起動電流（7.5ｋＷ以下の電動機については，全負荷電

流の 750％）を踏まえ容量を 7.5 倍とし，5.2ｋＶＡ／台×１台×7.5

＝39ｋＶＡと評価した。 

可搬型排風機の起動時を考慮しても 39ｋＶＡであることから，可

搬型発電機の容量である約 80ｋＶＡを超えることなく給電可能であ

る。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型排風機 １ 5.2 5.2 39 

２ 可搬型情報収集装置 １ 7.2 12.4 12.4 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 12.4 39 

評  価 80ｋＶＡ以下 

 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（精製建屋と共

用） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の電源負荷を積上

げた結果は以下のとおりである。動的負荷である精製建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋ぼ可搬型排風機の起動時容量について

は，電動機の起動電流（7.5ｋＷ以下の電動機については，全負荷電

流の 750％）を踏まえ容量を 7.5 倍とし，5.2ｋＶＡ／台×１台×7.5

＝39ｋＶＡと評価した。 
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可搬型排風機の１台運転中で，さらに１台が起動する場合は，約

45ｋＶＡであることから，可搬型発電機の容量である約 80ｋＶＡを

超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 
可搬型排風機（精製建

屋） 
１ 5.2 5.2 39 

２ 

可搬型排風機（ウラ

ン・プルトニウム混合

脱硝建屋） 

１ 5.2 10.4 44.2 

３ 
可搬型情報収集装置

（精製建屋） 
１ 5.2 15.6 15.6 

４ 

可搬型情報収集装置

（ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋） 

１ 8.0 23.6 23.6 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 23.6 44.2 

評  価 80ｋＶＡ以下 

 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の電源負荷を積上げた結

果は以下のとおりである。動的負荷である可搬型排風機の起動時容量

については，電動機の起動電流（7.5ｋＷ以下の電動機については，

全負荷電流の 750％）を踏まえ容量を 7.5 倍とし，5.2ｋＶＡ／台×1

台×7.5＝39ｋＶＡと評価した。 

可搬型排風機の起動時を考慮しても 39ｋＶＡであることから，可

搬型発電機の容量である約 80ｋＶＡを超えることなく給電可能であ

る。 
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（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型排風機 １ 5.2 5.2 39 

２ 可搬型情報収集装置 １  5.6 10.8 10.8 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 10.8 39 

評  価 80ｋＶＡ以下 

 

ｅ．排気監視測定設備可搬型発電機 

排気監視測定設備に必要な負荷は以下のとおりである。対象負荷の

積上げは約 2.8ｋＶＡであることから，可搬型発電機の容量である約

３ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型ガスモニタ １ 0.09 0.09 0.09 

２ 
可搬型ダスト・よう素

サンプラ 
１ 0.3 0.39 0.39 

３ 
可搬型トリチウムサン

プラ 
１ 0.7 1.09 1.09 

４ 
可搬型Ｃ－14 サンプ

ラ 
１ 0.7 1.79 1.79 

５ 可搬型放射能測定装置 １ - 1.79 1.79 

６ 可搬型核種分析装置 １ 0.25 2.04 2.04 

７ 
可搬型トリチウム測定

装置 
１ 0.5 2.54 2.54 

８ 可搬型データ伝送装置 １ 0.198 2.738 2.738 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 2.738 2.738 

評  価 ３ｋＶＡ以下 

 

ｆ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設可搬型発電機の電源負荷は以下

のとおりである。対象負荷の積上げは約 110ｋＶＡ，可搬型空冷ユニ
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ットの起動時を考慮しても約 150ｋＶＡであることから，可搬型発電

機の容量である約 200ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 
可搬型燃料貯蔵プール

水位計 
１ 0.034 0.034 0.034 

２ 
可搬型燃料貯蔵プール

水位計（広域） 
６ 0.06 0.094 0.094 

３ 
可搬型燃料貯蔵プール

温度計 
６ 0.03 0.124 0.124 

４ 
可搬型燃料貯蔵プール

状態監視カメラ 
６ 0.058 0.182 0.182 

５ 可搬型空冷ユニットＡ １ 22.378 22.56 63.26 

６ 可搬型空冷ユニットＢ １ 2.66 25.22 25.22 

７ 可搬型空冷ユニットＣ １ 21.36 46.58 99.98 

８ 可搬型空冷ユニットＤ １ 21.36 67.94 121.34 

９ 可搬型空冷ユニットＥ １ 21.36 89.30 142.70 

10 可搬型空冷ユニットＦ １ 4.23 93.53 93.53 

11 可搬型空冷ユニットＧ １ 4.51 98.04 98.04 

12 空間線量率表示器 １ 0.2 98.24 98.24 

13 情報把握収集装置 １ 0.65 98.89 98.89 

14 代替制御室送風機 １ 5.2 104.09 137.89 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 104.09 142.7 

評  価 200ｋＶＡ以下 

電源容量の選定に当たっては，可搬型冷却ユニットの起動電流を踏まえ，

容量を個別に積算した。 

※ 冷却ユニットＡ  定格 22.378ｋＶＡ 起動時 63.078ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＢ  定格 2.66ｋＶＡ  起動時 2.66ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＣ  定格 21.36ｋＶＡ  起動時 74.76ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＤ  定格 21.36ｋＶＡ  起動時 74.76ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＥ  定格 21.36ｋＶＡ  起動時 74.76ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＦ  定格 4.23ｋＶＡ  起動時 4.23ｋＶＡ 

※ 冷却ユニットＧ  定格 4.51ｋＶＡ  起動時 4.51ｋＶＡ 

※ 代替制御室送風機 定格 5.2ｋＶＡ   起動時 39ｋＶＡ 
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ｇ．環境監視測定設備可搬型発電機 

環境監視測定設備可搬型発電機の電源負荷は以下のとおりである。

対象負荷の積上げは約 0.80ｋＶＡであることから，可搬型発電機の

容量である約３ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型線量率計 １ 0.3 0.3 0.3 

２ 可搬型ダストモニタ １ 0.346 0.646 0.646 

３ 

可搬型データ伝送装置 

（衛星本体，ＦＡＸア

ダプタ） 

１ 0.15 0.796 0.796 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 0.796 0.796 

評  価 ３ｋＶＡ以下 

 

ｈ．気象監視測定設備可搬型発電機 

気象監視測定設備可搬型発電機の電源負荷は以下のとおりである。

対象負荷の積上げは約 0.84ｋＶＡであることから，可搬型発電機の

容量である約３ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型気象観測設備 １ 0.601 0.601 0.601 

２ 

可搬型データ伝送装置 

（衛星本体，ＦＡＸア

ダプタ，パソコン） 

１ 0.23 0.831 0.831 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 0.831 0.831 

評  価 ３ｋＶＡ以下 
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ｉ．環境モニタリング設備用可搬型発電機 

環境モニタリング設備用可搬型発電機の電源負荷は以下のとおりであ

る。対象負荷の積上げは約 2.4ｋＶＡであることから，可搬型発電機の容量

である約５ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 
１ モニタリング ポスト １ 0.9 0.9 0.9 

２ 可搬型ダスト モニタ １ 1.5 2.4 2.4 

合  計 
（起動時は最高値を記載） 

 2.4 2.4 

評  価 ５ｋＶＡ以下 
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ｊ．制御建屋可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機の電源負荷を積上げた結果は以下のとおりで

ある。動的負荷である代替中央制御室送風機の起動時容量については，

社内標準に基づき電動機の起動電流（7.5ｋＷ以下の電動機について

は，全負荷電流の 750％）を踏まえ容量を 7.5 倍とし，5.2ｋＶＡ／

台×１台×7.5＝39ｋＶＡと評価した。 

代替中央制御室送風機を考慮しても 48ｋＶＡであることから，可

搬型発電機の容量である約 80ｋＶＡを超えることなく給電可能であ

る。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 表示装置 １ 1.1 1.1 1.1 

２ 可搬型情報収集装置 １ 1.7 2.8 2.8 

３ 代替中央制御室送風機 １ 5.2 8.0 41.8 

４ 代替中央制御室送風機 １ 5.2 13.2 47.0 

５ 
可搬型衛星電話（屋内

用）（制御建屋） 
９ 2.34 15.54 15.54 

６ 

可搬型トランシーバ

（屋内用）（制御建

屋） 

４ 3.2 18.74 18.74 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 18.74 47.0 

評  価 80ｋＶＡ以下 
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k．緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機 

緊急時対策所放射線計測設備可搬型発電機の電源負荷は以下のとお

りである。対象負荷の積上げは約 0.8ｋＶＡであることから，可搬型

発電機の容量である約３ｋＶＡを超えることなく給電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

１ 可搬型線量率計 １ 0.3 0.3 0.3 

２ 可搬型ダストモニタ １ 0.346 0.646 0.646 

３ 

可搬型データ伝送装置 

（衛星本体，ＦＡＸア

ダプタ） 

１ 0.15 0.796 0.796 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 
 0.796 0.796 

評  価 ３ｋＶＡ以下 

 

l．緊急時対策所電源設備緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所電源設備緊急時対策所用発電機の電源負荷は以下のと

おりである。対象負荷の積上げは約 1,200ｋＶＡであることから，緊

急時対策所用発電機の容量である約 1,700ｋＶＡを超えることなく給

電可能である。 

（単位はｋＶＡ） 

順番 対象機器 台数 定格容量 積上げ 起動時 

－ 緊急時対策所換気設備 １ 700 700 － 

－ 
緊急時対策所情報把握

設備 
１ 35 735 － 

－ 通信連絡設備等 １ 165 900 － 

－ 
その他（照明，雑動力

等） 
１ 300 1,200 － 

合  計 

（起動時は最高値を記載） 

 
1,200 － 

評  価 1,700ｋＶＡ以下 
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